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①

大阪電気保安協同組合

代表理事　岩本　昌造

業務委託契約書 

22000158

1 委 託 業 務 名 吹田市立各小学校自家用電気工作物保安管理業務

2 場 所 吹田市元町30番35号ほか

3 履 行 期 間 令和 4年 4月 1日　から　令和 5年 3月31日　まで

4 業 務 委 託 料

千 百 十 億 千 百 十 万

1 4
千 百 十 円

\ 7 8
1 0

4 0 0
うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額 4 0 0

5 契 約 の 保 証 免　　除

\ 7

代表者　吹田市長　後藤　圭二

6 適 用 除 外 条 項

上記の委託業務について、発注者と受注者は各々の対等な立場における合意に基づいて、

別添の条項（適用除外条項は、上記６のとおり。）によって公正な委託契約を締結し、

  第 ３ 条

信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

受　注　者 大阪府八尾市太田３丁目２１７番地の１１

㊞

本 契 約 の 証 と し て 本 書 ２ 通 を 作 成 し 、 発 注 者 と 受 注 者 記 名 押 印 の う え 、 各 自

１ 通 を 保 有 す る 。

令和 4年 4月 1日

発　注　者 吹 田 市



（総 則） 

第１条 受注者は、別冊の設計書、図面及び仕様書（以下「設計書等」という。）に基づき、頭書

の業務委託料（以下「業務委託料」という。）をもって、頭書の履行期間（以下「履行期間」と

いう。）内に、頭書の委託業務（以下「委託業務」という。）を完了しなければならない。 

２ 前項の設計書等に明記されていない仕様があるときは、発注者と受注者が協議して定める。 

 （法令上の責任） 

第２条 受注者は、この委託業務の履行に当たり、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）、労働

安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）その他関係法令を遵守しなければならない。 

（契約の保証） 

第３条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければな

らない。 

⑴ 契約保証金の納付 

⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実

と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年

法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証 

⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 

２ 前項の保証に係る契約保証金の額、担保の価値（有価証券の場合にあっては時価の１０分の８

の額）、保証金額又は保険金額は、業務委託料の１００分の５以上としなければならない。ただ

し、発注者が、特に必要があると認めたときは、この限りでない。 

３ 受注者が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第１

９条第２項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならな

い。 

 （権利義務の譲渡等） 

第４条 この契約によって生ずる受注者の権利又は義務は、第三者にこれを譲渡し、又は承継させ

てはならない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

 （一括委任等の禁止及び誓約書の提出） 

第５条 受注者は、委託業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはなら

ない。 



２ 受注者は、委託業務の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、あらかじめ、

発注者の承諾を得なければならない。 

３ 受注者は、前項の承諾を得たときは、受任者又は下請負人の商号又は名称その他必要な事項を

発注者に通知しなければならない。 

４ 受注者は、受任者又は下請負人が、吹田市暴力団の排除等に関する条例（平成２４年吹田市

条例第５０号）第８条第２項に規定する暴力団員及び暴力団密接関係者でないことを表明した

誓約書を、それぞれから徴収し、発注者に提出しなければならない。ただし、その受任者又は

下請負人との契約において、契約金額が５００万円未満の場合は、この限りでない。 

５  受注者は、吹田市指名停止措置要領（平成１６年４月１日制定）に基づく指名停止措置を受

けている者、吹田市公共工事等及び売払い等の契約における暴力団排除措置要領（平成２４年１

１月１３日制定）に基づく入札参加除外措置を受けている者及び第１６条の３各号に該当する者

を受任者又は下請負人としてはならない。 

６  受注者が入札参加除外措置を受けている者又は第１６条の３各号に該当する者を受任者又は

下請負人としていた場合は、発注者は受注者に対して、当該契約の解除を求めることができる。 

７ 前項の規定により契約の解除を行った場合の一切の責任は、受注者が負うものとする。 

 （特許権等の使用） 

第６条 受注者は、この委託業務の履行について特許権その他第三者の権利の対象となっている履

行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 

 （現場代理人） 

第７条 受注者は、現場代理人を定め、書面により発注者に通知しなければならない。 

２ 受注者又は現場代理人は、発注者の指示に従い委託業務に関する一切の事項を処理しなければ

ならない。 

３ 発注者は、受注者の現場代理人について、委託業務の実施又は管理について著しく不適当と認

めるときは、受注者に対しその理由を明示してその交替を求めることができる。 

 （委託業務の調査等） 

第８条 発注者は、必要と認めるときは受注者に対して委託業務の処理状況につき、調査をし、又

は報告を求めることができる。 

 （業務内容の変更等） 

第９条 発注者は、必要がある場合には委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止するこ

とができる。この場合において、業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者



と受注者が協議して書面によりこれを定める。 

 （履行期間の延長） 

第１０条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に委託業務を完了

することができないことが明らかになったときは、発注者に対し遅滞なくその理由を付して書面

により履行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は発注者と受注者が協議し

て定める。 

 （業務の処理に関して生じた損害の負担） 

第１１条 委託業務の処理に関して生じた損害（第三者に及ぼした損害を含む。）は、受注者が負

担するものとする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由により生じたときはこの限

りでない。 

 （履行遅滞の場合における延滞違約金） 

第１２条 受注者の責めに帰すべき理由により、履行期間内に委託業務を完了することができない

場合において、履行期間経過後発注者が相当と認める期間内に完了する見込みがあるときは、発

注者は延滞違約金を徴収して履行期間を延長することができる。 

２ 前項に規定する延滞違約金の額は、業務委託料に対して、吹田市財務規則（昭和３９年吹田市

規則第１４号）に定める延滞違約金の率で計算して得た額とする。 

 （検査及び引渡し） 

第１３条 受注者は、委託業務を完了したときは、遅滞なく発注者に対して受託業務完了届ととも

に成果品一切を提出しなければならない。 

２ 発注者は、前項の受託業務完了届を受理したときは、その日から１０日以内に成果品について

検査を行わなければならない。 

３ 受注者は、前項の検査の結果不合格となり、成果品について補正を命ぜられたときは、遅滞な

く当該補正を行い再検査を受けなければならない。この場合においては、補正の完了を業務の完

了とみなして、前各項の規定を準用する。 

４ 受注者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果品を発注者に引き渡さなければ

ならない。 

 （業務委託料の支払） 

第１４条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して業務委託料の支払

を請求するものとする。 

２ 発注者は、前項の支払請求があったときは、その日から３０日以内に支払わなければならな



い。 

 （権利の帰属） 

第１５条 受注者から引渡しを受けた成果品に関する権利は一切発注者に帰属するものとする。 

 （発注者の解除権） 

第１６条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履

行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その

期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である

ときは、この限りでない。 

 ⑴ 正当な理由がなく委託業務に着手しないとき。 

 ⑵ 期間内にこの委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。 

⑶ この契約に違反したとき。 

第１６条の２ 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ち

にこの契約を解除することができる。 

 ⑴ この契約に違反し、その契約の違反により契約の目的を達することができないと認められる

とき。 

⑵  第１７条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 

⑶ 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に

関する法律（昭和２２年法律第５４号）第４９条に規定する排除措置命令（排除措置命令がな

されなかった場合にあっては、同法第６２条第１項に規定する納付命令）を行い、これが確定

したとき。 

⑷ 受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）の刑法（明治４０年法

律第４５号）第９６条の６又は同法第１９８条の規定による刑が確定したとき。 

第１６条の３ 発注者は受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除す

ることができる。 

 ⑴ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役

員又はその支店若しくは営業所（常時業務の請負契約を締結する事務所をいう。）を代表す

る者をいう。）又は経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められるとき。 

⑵ 役員等又は経営に事実上参加している者が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目

的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は



暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

⑶ 役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又

は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 

⑷ 役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関

係を有していると認められるとき。 

⑸ 第５条第２項の規定により第三者に委任し、又は請負わせようとするときの契約に当たり、

その契約の相手方が第１号から前号までに規定する行為を行う者であると知りながら、当該者

と契約を締結したと認められるとき。 

第１６条の４ 発注者は、委託業務が完了するまでの間は、第１６条、第１６条の２及び前条の規

定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。 

２ 前項又は次条の規定により、契約が解除された場合において、受注者が既に委託業務を完了し

た部分があるときは、発注者は、その部分に相応する業務委託料を受注者に支払うものとする。 

（受注者の解除権） 

第１７条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者と協議のうえ契約を解除する

ことができる。 

 ⑴ 第９条の規定により委託業務内容を変更したため頭書の業務委託料が３分の２以上減少した

とき。 

 ⑵ 発注者が契約に違反し、その違反によって委託業務を完了することが不可能となるに至った

とき。 

（談合等不正行為があった場合の賠償額の予定等） 

第１８条 受注者が、この契約に関して、第１６条の２第３号又は第４号のいずれかに該当したと

きは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、受注者は、賠償金として、業務委託料の１００

分の１０に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第１６条

の２第４号のうち、受注者の刑法第１９８条の規定による刑が確定した場合は、この限りではな

い。 

２  前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。 

３  第１項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合にお

いて、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるものではない。  

 （契約が解除された場合等の違約金） 

第１９条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務委託料の１００分の５



に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

⑴ 発注者が第１６条、第１６条の２又は第１６条の３の規定に基づきこの契約を解除した場合 

 ⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債

務について履行不能となった場合 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

 ⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法律第７５

号）の規定により選任された破産管財人 

 ⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４年法律第

１５４号）の規定により選任された管財人 

 ⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１年法律第

２２５号）の規定により選任された再生債務者等 

３  第１項の場合において、第３条の規定により契約保証金の納付、担保の提供等の契約の保証が

付されているときは、発注者は当該契約保証金、担保、保証事業会社から支払われる保証金又は

保険会社から支払われる保険金等をもって違約金に充当することができる。 

４  第１項及び前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が第１項に規定する違約金の額を超え

る場合において、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるもの

ではない。 

 （違約金等の控除） 

第２０条 受注者がこの契約に基づく違約金等を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発

注者は業務委託料のうちからその金額を控除し、なお不足を生ずるときは追徴する。 

 （秘密の保持） 

第２１条 受注者は、委託業務の処理上知り得た積算等の秘密を他人に漏らしてはならない。 

２ 受注者は成果品（委託業務等の履行過程において得られた記録等を含む。）を他人に閲覧さ

せ、複写させ、又はその写しを譲渡してはならない。 

 （従業員研修） 

第２２条 受注者は、この委託業務に従事させる従業員に、業務内容、接遇、人権啓発及び火災、

地震等の緊急時の対応に関する研修その他業務遂行上必要な研修を行うものとする。 

 （補 則） 

第２３条 この契約書に定めのない事項については吹田市財務規則の定めるところに従い、同規則

に定めのない事項については、発注者と受注者が協議して定める。 



1 

 

吹田市立各小学校自家用電気工作物保安管理業務仕様書 

 

１ この仕様書は、吹田市立各小学校における電気事業法第 38条第３項に規定する自家用

電気工作物について、同法施行規則第 52 条第２項及び第 52 条の２の規定による保安管

理業務を委託するに当たり、受託者が実施すべき必要事項を定める。 

 

２ 受託者は、電気事業法施行規則第 52条の２に定める要件に適合するとともに、「主任技

術者制度の解釈及び運用（内規）」を遵守し、同施行規則第 53条第３項に定めるところに

より保安管理業務を誠実に行わなければならない。 

 

３ 委託期間は、下記のとおりとする。 

令和４年４月１日から令和５年３月 31日まで 

 

４ 対象校とその設備容量は、別紙１「設備容量一覧」のとおりとする。 

    

５ 保安管理業務の内容は、次のとおりとし、その結果について報告するとともに、経済産

業省令で定める「電気設備に関する技術基準を定める省令」に適合しない事項がある場合

は、各学校の担当者に対し、必要な指導又は助言を行うこと。 

（１）電気工作物の維持及び運用が適切に行われるよう、定期的に行う電気工作物の点検、

測定及び試験の実施（定期点検） 

（２）電気工作物事故発生時の応急措置の指導及び事故原因探求への協力並びに再発防

止のためにとるべき措置の指導、助言及び必要に応じての臨時点検の実施 

なお事故発生時の緊急出動は休日、夜間にかかわらず行うものとし、これに伴う費

用は受託者の負担とする。 

（３）低圧電路の絶縁状態を常時監視するため、通信回線を使用した絶縁監視装置を受託

者の負担で設置し、警報発生時は 24時間体制で対応し必要な措置を行うこと。 

（４）各学校の担当者に対し、電気保安に関する安全教育を年１回以上行うこと。  

（５）法令に定める官庁検査に立ち会うこと。 

（６）法令に定める届出書、報告書、願出書などを作成し関係官庁に提出すること。 

 

６ 定期点検の種類及び回数は、別紙２「点検基準」のとおりとする。 

 

７ 点検基準の項目のうち、主要な事項の取扱いは、次のとおりとする。 

（１）年次点検Ⅱは３年に１度実施するものであり、令和４年度の対象校は、別紙１「設

備容量一覧」のとおりとする。その他の学校は年次点検Ⅰを１年に１回実施するこ

と。また、年次点検は当該月の月次点検と併せて行うこと。 



2 

 

（２）外観点検は、電気工作物の運転を停止しない状態で目視等により実施のこと。ただ

し、状況に応じて運転を停止して点検を行うこと。 

 

８ 各点検時には、報告書を作成し各学校に提出するとともに、学校管理課には、まとめて

月末に提出のこと。なお、電気設備技術基準不適合箇所及び電気設備劣化状況等を報告す

る場合はその部分を示す写真を添付のこと。万一点検時に重大な不良箇所が発見された

場合は、速やかに学校管理課に連絡のこと。 

 

９ 点検に従事する者は、電気事業法施行規則第 52条の２で定める資格を有するものとし、

必要に応じて電気主任技術者免状を提示すること。 

 

10 定期点検日は、事前に学校と打合せを行い、学校運営に支障のないよう配慮のうえ、決

定すること。 

 

11 分電盤位置図、高圧単線結線図及び高圧機器表を作成の上、委託期間内に提出のこと。 

 

12 各学校現場に、２時間以内に到達できること。 

 

13 委託期間中に別紙１「設備容量一覧」に示す設備容量から変更となる場合は、保安管理

業務の受託者の求めに応じて、市は受託者と協議を行い、必要に応じて、翌月から保安管

理費用を増額するものとする。 

 

14  本仕様書に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、必要に応じて市と受託

者の間で協議して定める。 



別紙1 設備容量一覧　令和4年度

Tr容量
太陽光

発電容量

kVA kW

1 吹田第一小学校 吹田市元町30番35号 300 年次点検Ⅱ

2 吹田第二小学校 吹田市泉町3丁目15番18号 300 年次点検Ⅱ

3 吹田第三小学校 吹田市高城町18番39号 400

4 吹田東小学校 吹田市幸町20番1号 400

5 吹田南小学校 吹田市南吹田5丁目12番1号 500

6 吹田第六小学校 吹田市南清和園町43番1号 300

7 千里第一小学校 吹田市片山町4丁目32番10号 500

8 千里第二小学校 吹田市千里山松が丘25番1号 700 10 年次点検Ⅱ

9 千里第三小学校 吹田市千里山西2丁目13番1号 500 年次点検Ⅱ

10 千里新田小学校 吹田市春日4丁目10番1号 400 年次点検Ⅱ

11 佐井寺小学校 吹田市佐井寺3丁目3番1号 350

12 東佐井寺小学校 吹田市五月が丘西4番1号 400

13 岸部第一小学校 吹田市岸部中2丁目19番1号 400

14 岸部第二小学校 吹田市岸部北4丁目12番1号 500 10

15 豊津第一小学校 吹田市江坂町1丁目15番42号 600

16 豊津第二小学校 吹田市江坂町2丁目5番1号 400

17 江坂大池小学校 吹田市江坂町3丁目13番1号 300 10

18 山手小学校 吹田市山手町2丁目15番43号 400 年次点検Ⅱ

19 片山小学校 吹田市朝日が丘町16番1号 400 年次点検Ⅱ

20 山田第一小学校 吹田市山田東2丁目33番2号 700

21 山田第二小学校 吹田市千里丘下19番1号 400

22 山田第三小学校 吹田市山田西1丁目4番1号 400

23 山田第五小学校 吹田市山田西1丁目6番1号 325

24 東山田小学校 吹田市青葉丘南15番10号 500

25 南山田小学校 吹田市千里丘西9番1号 550

26 西山田小学校 吹田市山田西2丁目10番1号 300 10

27 北山田小学校 吹田市山田北1番1号 400 年次点検Ⅱ

28 千里丘北小学校 吹田市千里丘北1番30号 850 10

29 佐竹台小学校 吹田市佐竹台4丁目12番1号 450 10

30 高野台小学校 吹田市高野台2丁目16番1号 300 10 年次点検Ⅱ

31 津雲台小学校 吹田市津雲台4丁目7番1号 400 年次点検Ⅱ

32 古江台小学校 吹田市古江台5丁目6番1号 300 年次点検Ⅱ

33 藤白台小学校 吹田市藤白台3丁目3番1号 400

34 青山台小学校 吹田市青山台2丁目5番1号 350 年次点検Ⅱ

35 桃山台小学校 吹田市桃山台1丁目5番1号 375

36 千里たけみ小学校 吹田市竹見台3丁目3番1号 550

備考学校名 住所



別紙2 点検基準

月次点検

[隔月1回] 年次点検 年次点検

Ⅰ Ⅱ

区分開閉器 外観点検 ○ ○ ○

10kvによる絶縁抵抗測定 △ ○

継電器の動作試験 △ ○

継電器の慣性特性試験 △ ○

継電器の動作特性試験 △ ○

開閉器と継電器の連動試験 △ ○

引込線、支持物、ケーブル等 外観点検 ○ ○ ○

10kvによる絶縁抵抗測定 △ ○

断路器 外観点検 ○ ○ ○

10kvによる絶縁抵抗測定 △ ○

電力ヒューズ 外観点検 ○ ○ ○

10kvによる絶縁抵抗測定 △ ○

遮断器、負荷開閉器 外観点検 ○ ○ ○

10kvによる絶縁抵抗測定 △ ○

継電器の動作試験 △ ○

継電器の慣性特性試験 △ ○

継電器の動作特性試験 △ ○

遮断器、開閉器と継電器の連動試験 △ ○

変圧器 外観点検 ○ ○ ○

10kvによる絶縁抵抗測定 △ ○

内部点検 △ △

絶縁油の酸価度試験 △ △

コンデンサ、リアクトル 外観点検 ○ ○ ○

10kvによる絶縁抵抗測定 △ ○

計器用変成器、零相変流器 外観点検 ○ ○ ○

10kvによる絶縁抵抗測定 △ ○

避雷器 外観点検 ○ ○ ○

10kvによる絶縁抵抗測定 △ ○

母線等 外観点検 ○ ○ ○

10kvによる絶縁抵抗測定 △ ○

その他の高圧機器 外観点検 ○ ○ ○

10kvによる絶縁抵抗測定 △ ○

配電盤・制御回路 外観点検 ○ ○ ○

電圧値、電流値の測定 ○ ○ ○

絶縁抵抗測定 △ ○

計器校正試験 △ △

シーケンス試験 △ △

接地線、保護管等 外観点検 ○ ○ ○

接地抵抗測定 △ ○

漏えい電流測定 ○ ○ ○

受電室建物、キュービクル式 外観点検 ○ ○ ○

受変電設備の金属製外箱等

受
電
設
備

設備 点検項目

年次点検

[年1回]

引
込
設
備

受
・
配
電
盤

接
地
工
事
構
造
物



月次点検

[隔月1回] 年次点検 年次点検

Ⅰ Ⅱ

設備 点検項目

年次点検

[年1回]

電線路 外観点検 ○ ○ ○

絶縁抵抗測定 △ ○

太陽光発電設備 外観点検 ○ ○ ○

絶縁抵抗測定 ○ ○

接地抵抗測定 ○ ○

低圧機器 外観点検 ○ ○ ○

絶縁抵抗測定 △ ○

低圧配線、制御配線 外観点検 ○ ○ ○

絶縁抵抗測定 △ ○

開閉器 外観点検 ○ ○ ○

絶縁抵抗測定 △ ○

遮断器 外観点検 ○ ○ ○

絶縁抵抗測定 △ ○

絶縁状態監視

△印は、本市担当職員の指示により必要に応じて行うこと。

高圧機器の外観点検は、サーモラベルなどによる過熱の有無を確認のこと。

低圧絶縁監視装置による

配
電
設
備

小
電
力
常
用

発
電
設
備

負
荷
設
備
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①

大阪電気保安協同組合

代表理事　岩本　昌造

業務委託契約書 

22000160

1 委 託 業 務 名 吹田市立各中学校自家用電気工作物保安管理業務

2 場 所 吹田市千里山西2丁目2番1号ほか

3 履 行 期 間 令和 4年 4月 1日　から　令和 5年 3月31日　まで

4 業 務 委 託 料

千 百 十 億 千 百 十 万

7 2
千 百 十 円

\ 3 7
4 2

5 6 0
うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額 9 6 0

5 契 約 の 保 証 免　　除

\ 3

代表者　吹田市長　後藤　圭二

6 適 用 除 外 条 項

上記の委託業務について、発注者と受注者は各々の対等な立場における合意に基づいて、

別添の条項（適用除外条項は、上記６のとおり。）によって公正な委託契約を締結し、

  第 ３ 条

信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

受　注　者 大阪府八尾市太田３丁目２１７番地の１１

㊞

本 契 約 の 証 と し て 本 書 ２ 通 を 作 成 し 、 発 注 者 と 受 注 者 記 名 押 印 の う え 、 各 自

１ 通 を 保 有 す る 。

令和 4年 4月 1日

発　注　者 吹 田 市



（総 則） 

第１条 受注者は、別冊の設計書、図面及び仕様書（以下「設計書等」という。）に基づき、頭書

の業務委託料（以下「業務委託料」という。）をもって、頭書の履行期間（以下「履行期間」と

いう。）内に、頭書の委託業務（以下「委託業務」という。）を完了しなければならない。 

２ 前項の設計書等に明記されていない仕様があるときは、発注者と受注者が協議して定める。 

 （法令上の責任） 

第２条 受注者は、この委託業務の履行に当たり、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）、労働

安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）その他関係法令を遵守しなければならない。 

（契約の保証） 

第３条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければな

らない。 

⑴ 契約保証金の納付 

⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実

と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年

法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証 

⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 

２ 前項の保証に係る契約保証金の額、担保の価値（有価証券の場合にあっては時価の１０分の８

の額）、保証金額又は保険金額は、業務委託料の１００分の５以上としなければならない。ただ

し、発注者が、特に必要があると認めたときは、この限りでない。 

３ 受注者が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第１

９条第２項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならな

い。 

 （権利義務の譲渡等） 

第４条 この契約によって生ずる受注者の権利又は義務は、第三者にこれを譲渡し、又は承継させ

てはならない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

 （一括委任等の禁止及び誓約書の提出） 

第５条 受注者は、委託業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはなら

ない。 



２ 受注者は、委託業務の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、あらかじめ、

発注者の承諾を得なければならない。 

３ 受注者は、前項の承諾を得たときは、受任者又は下請負人の商号又は名称その他必要な事項を

発注者に通知しなければならない。 

４ 受注者は、受任者又は下請負人が、吹田市暴力団の排除等に関する条例（平成２４年吹田市

条例第５０号）第８条第２項に規定する暴力団員及び暴力団密接関係者でないことを表明した

誓約書を、それぞれから徴収し、発注者に提出しなければならない。ただし、その受任者又は

下請負人との契約において、契約金額が５００万円未満の場合は、この限りでない。 

５  受注者は、吹田市指名停止措置要領（平成１６年４月１日制定）に基づく指名停止措置を受

けている者、吹田市公共工事等及び売払い等の契約における暴力団排除措置要領（平成２４年１

１月１３日制定）に基づく入札参加除外措置を受けている者及び第１６条の３各号に該当する者

を受任者又は下請負人としてはならない。 

６  受注者が入札参加除外措置を受けている者又は第１６条の３各号に該当する者を受任者又は

下請負人としていた場合は、発注者は受注者に対して、当該契約の解除を求めることができる。 

７ 前項の規定により契約の解除を行った場合の一切の責任は、受注者が負うものとする。 

 （特許権等の使用） 

第６条 受注者は、この委託業務の履行について特許権その他第三者の権利の対象となっている履

行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 

 （現場代理人） 

第７条 受注者は、現場代理人を定め、書面により発注者に通知しなければならない。 

２ 受注者又は現場代理人は、発注者の指示に従い委託業務に関する一切の事項を処理しなければ

ならない。 

３ 発注者は、受注者の現場代理人について、委託業務の実施又は管理について著しく不適当と認

めるときは、受注者に対しその理由を明示してその交替を求めることができる。 

 （委託業務の調査等） 

第８条 発注者は、必要と認めるときは受注者に対して委託業務の処理状況につき、調査をし、又

は報告を求めることができる。 

 （業務内容の変更等） 

第９条 発注者は、必要がある場合には委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止するこ

とができる。この場合において、業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者



と受注者が協議して書面によりこれを定める。 

 （履行期間の延長） 

第１０条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に委託業務を完了

することができないことが明らかになったときは、発注者に対し遅滞なくその理由を付して書面

により履行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は発注者と受注者が協議し

て定める。 

 （業務の処理に関して生じた損害の負担） 

第１１条 委託業務の処理に関して生じた損害（第三者に及ぼした損害を含む。）は、受注者が負

担するものとする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由により生じたときはこの限

りでない。 

 （履行遅滞の場合における延滞違約金） 

第１２条 受注者の責めに帰すべき理由により、履行期間内に委託業務を完了することができない

場合において、履行期間経過後発注者が相当と認める期間内に完了する見込みがあるときは、発

注者は延滞違約金を徴収して履行期間を延長することができる。 

２ 前項に規定する延滞違約金の額は、業務委託料に対して、吹田市財務規則（昭和３９年吹田市

規則第１４号）に定める延滞違約金の率で計算して得た額とする。 

 （検査及び引渡し） 

第１３条 受注者は、委託業務を完了したときは、遅滞なく発注者に対して受託業務完了届ととも

に成果品一切を提出しなければならない。 

２ 発注者は、前項の受託業務完了届を受理したときは、その日から１０日以内に成果品について

検査を行わなければならない。 

３ 受注者は、前項の検査の結果不合格となり、成果品について補正を命ぜられたときは、遅滞な

く当該補正を行い再検査を受けなければならない。この場合においては、補正の完了を業務の完

了とみなして、前各項の規定を準用する。 

４ 受注者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果品を発注者に引き渡さなければ

ならない。 

 （業務委託料の支払） 

第１４条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して業務委託料の支払

を請求するものとする。 

２ 発注者は、前項の支払請求があったときは、その日から３０日以内に支払わなければならな



い。 

 （権利の帰属） 

第１５条 受注者から引渡しを受けた成果品に関する権利は一切発注者に帰属するものとする。 

 （発注者の解除権） 

第１６条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履

行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その

期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である

ときは、この限りでない。 

 ⑴ 正当な理由がなく委託業務に着手しないとき。 

 ⑵ 期間内にこの委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。 

⑶ この契約に違反したとき。 

第１６条の２ 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ち

にこの契約を解除することができる。 

 ⑴ この契約に違反し、その契約の違反により契約の目的を達することができないと認められる

とき。 

⑵  第１７条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 

⑶ 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に

関する法律（昭和２２年法律第５４号）第４９条に規定する排除措置命令（排除措置命令がな

されなかった場合にあっては、同法第６２条第１項に規定する納付命令）を行い、これが確定

したとき。 

⑷ 受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）の刑法（明治４０年法

律第４５号）第９６条の６又は同法第１９８条の規定による刑が確定したとき。 

第１６条の３ 発注者は受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除す

ることができる。 

 ⑴ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役

員又はその支店若しくは営業所（常時業務の請負契約を締結する事務所をいう。）を代表す

る者をいう。）又は経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められるとき。 

⑵ 役員等又は経営に事実上参加している者が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目

的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は



暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

⑶ 役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又

は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 

⑷ 役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関

係を有していると認められるとき。 

⑸ 第５条第２項の規定により第三者に委任し、又は請負わせようとするときの契約に当たり、

その契約の相手方が第１号から前号までに規定する行為を行う者であると知りながら、当該者

と契約を締結したと認められるとき。 

第１６条の４ 発注者は、委託業務が完了するまでの間は、第１６条、第１６条の２及び前条の規

定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。 

２ 前項又は次条の規定により、契約が解除された場合において、受注者が既に委託業務を完了し

た部分があるときは、発注者は、その部分に相応する業務委託料を受注者に支払うものとする。 

（受注者の解除権） 

第１７条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者と協議のうえ契約を解除する

ことができる。 

 ⑴ 第９条の規定により委託業務内容を変更したため頭書の業務委託料が３分の２以上減少した

とき。 

 ⑵ 発注者が契約に違反し、その違反によって委託業務を完了することが不可能となるに至った

とき。 

（談合等不正行為があった場合の賠償額の予定等） 

第１８条 受注者が、この契約に関して、第１６条の２第３号又は第４号のいずれかに該当したと

きは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、受注者は、賠償金として、業務委託料の１００

分の１０に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第１６条

の２第４号のうち、受注者の刑法第１９８条の規定による刑が確定した場合は、この限りではな

い。 

２  前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。 

３  第１項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合にお

いて、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるものではない。  

 （契約が解除された場合等の違約金） 

第１９条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務委託料の１００分の５



に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

⑴ 発注者が第１６条、第１６条の２又は第１６条の３の規定に基づきこの契約を解除した場合 

 ⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債

務について履行不能となった場合 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

 ⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法律第７５

号）の規定により選任された破産管財人 

 ⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４年法律第

１５４号）の規定により選任された管財人 

 ⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１年法律第

２２５号）の規定により選任された再生債務者等 

３  第１項の場合において、第３条の規定により契約保証金の納付、担保の提供等の契約の保証が

付されているときは、発注者は当該契約保証金、担保、保証事業会社から支払われる保証金又は

保険会社から支払われる保険金等をもって違約金に充当することができる。 

４  第１項及び前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が第１項に規定する違約金の額を超え

る場合において、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるもの

ではない。 

 （違約金等の控除） 

第２０条 受注者がこの契約に基づく違約金等を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発

注者は業務委託料のうちからその金額を控除し、なお不足を生ずるときは追徴する。 

 （秘密の保持） 

第２１条 受注者は、委託業務の処理上知り得た積算等の秘密を他人に漏らしてはならない。 

２ 受注者は成果品（委託業務等の履行過程において得られた記録等を含む。）を他人に閲覧さ

せ、複写させ、又はその写しを譲渡してはならない。 

 （従業員研修） 

第２２条 受注者は、この委託業務に従事させる従業員に、業務内容、接遇、人権啓発及び火災、

地震等の緊急時の対応に関する研修その他業務遂行上必要な研修を行うものとする。 

 （補 則） 

第２３条 この契約書に定めのない事項については吹田市財務規則の定めるところに従い、同規則

に定めのない事項については、発注者と受注者が協議して定める。 
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吹田市立各中学校自家用電気工作物保安管理業務仕様書 

 

１ この仕様書は、吹田市立各中学校における電気事業法第 38条第３項に規定する自家用

電気工作物について、同法施行規則第 52 条第２項及び第 52 条の２の規定による保安管

理業務を委託するに当たり、受託者が実施すべき必要事項を定める。 

 

２ 受託者は、電気事業法施行規則第 52条の２に定める要件に適合するとともに、「主任技

術者制度の解釈及び運用（内規）」を遵守し、同施行規則第 53条第３項に定めるところに

より保安管理業務を誠実に行わなければならない。 

 

３ 委託期間は、下記のとおりとする。 

令和４年４月１日から令和５年３月 31日まで 

 

４ 対象校とその設備容量は、別紙１「設備容量一覧」のとおりとする。 

    

５ 保安管理業務の内容は、次のとおりとし、その結果について報告するとともに、経済産

業省令で定める「電気設備に関する技術基準を定める省令」に適合しない事項がある場合

は、各学校の担当者に対し、必要な指導又は助言を行うこと。 

（１）電気工作物の維持及び運用が適切に行われるよう、定期的に行う電気工作物の点検、

測定及び試験の実施（定期点検） 

（２）電気工作物事故発生時の応急措置の指導及び事故原因探求への協力並びに再発防

止のためにとるべき措置の指導、助言及び必要に応じての臨時点検の実施 

なお事故発生時の緊急出動は休日、夜間にかかわらず行うものとし、これに伴う費

用は受託者の負担とする。 

（３）低圧電路の絶縁状態を常時監視するため、通信回線を使用した絶縁監視装置を受託

者の負担で設置し、警報発生時は 24時間体制で対応し必要な措置を行うこと。 

（４）各学校の担当者に対し、電気保安に関する安全教育を年１回以上行うこと。  

（５）法令に定める官庁検査に立ち会うこと。 

（６）法令に定める届出書、報告書、願出書などを作成し関係官庁に提出すること。 

 

６ 定期点検の種類及び回数は、別紙２「点検基準」のとおりとする。 

 

７ 点検基準の項目のうち、主要な事項の取扱いは、次のとおりとする。 

（１）年次点検Ⅱは３年に１度実施するものであり、令和４年度の対象校は、別紙１「設

備容量一覧」のとおりとする。その他の学校は年次点検Ⅰを１年に１回実施するこ

と。また、年次点検は当該月の月次点検と併せて行うこと。 
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（２）外観点検は、電気工作物の運転を停止しない状態で目視等により実施のこと。ただ

し、状況に応じて運転を停止して点検を行うこと。 

 

８ 各点検時には、報告書を作成し各学校に提出するとともに、学校管理課には、まとめて

月末に提出のこと。なお、電気設備技術基準不適合箇所及び電気設備劣化状況等を報告す

る場合はその部分を示す写真を添付のこと。万一点検時に重大な不良箇所が発見された

場合は、速やかに学校管理課に連絡のこと。 

 

９ 点検に従事する者は、電気事業法施行規則第 52条の２で定める資格を有するものとし、

必要に応じて電気主任技術者免状を提示すること。 

 

10 定期点検日は、事前に学校と打合せを行い、学校運営に支障のないよう配慮のうえ、決

定すること。 

 

11 分電盤位置図、高圧単線結線図及び高圧機器表を作成の上、委託期間内に提出のこと。 

 

12 各学校現場に、２時間以内に到達できること。 

 

13 委託期間中に別紙１「設備容量一覧」に示す設備容量から変更となる場合は、保安管理

業務の受託者の求めに応じて、市は受託者と協議を行い、必要に応じて、翌月から保安管

理費用を増額するものとする。 

 

14  本仕様書に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、必要に応じて市と受託

者の間で協議して定める。 



別紙1 設備容量一覧　令和4年度

Tr容量
太陽光

発電容量

kVA kW
備考学校名 住所

1 第一中学校 吹田市千里山西2丁目2番1号 400 10

2 第二中学校 吹田市岸部北1丁目21番1号 500

3 第三中学校 吹田市中の島町3番51号 300

4 第五中学校 吹田市幸町21番1号 400 10

5 第六中学校 吹田市穂波町16番1号 400

6 片山中学校 吹田市竹谷町35番1号 400

7 佐井寺中学校 吹田市五月が丘南5番1号 400

8 南千里中学校 吹田市桃山台4丁目2番1号 300

9 豊津中学校 吹田市垂水町3丁目32番50号 400 10

10 豊津西中学校 吹田市豊津町6番1号 300

11 山田中学校 吹田市山田市場15番1号 400

12 西山田中学校 吹田市山田西2丁目11番1号 400

13 山田東中学校 吹田市山田東4丁目33番1号 375 10 年次点検Ⅱ

14 千里丘中学校 吹田市青葉丘南15番1号 450 10 年次点検Ⅱ

15 高野台中学校 吹田市高野台4丁目5番1号 400 年次点検Ⅱ

16 青山台中学校 吹田市青山台4丁目2番1号 400 10 年次点検Ⅱ

17 竹見台中学校 吹田市竹見台1丁目3番1号 400 年次点検Ⅱ

18 古江台中学校 吹田市古江台1丁目1番1号 300 年次点検Ⅱ



別紙2 点検基準

月次点検

[隔月1回] 年次点検 年次点検

Ⅰ Ⅱ

区分開閉器 外観点検 ○ ○ ○

10kvによる絶縁抵抗測定 △ ○

継電器の動作試験 △ ○

継電器の慣性特性試験 △ ○

継電器の動作特性試験 △ ○

開閉器と継電器の連動試験 △ ○

引込線、支持物、ケーブル等 外観点検 ○ ○ ○

10kvによる絶縁抵抗測定 △ ○

断路器 外観点検 ○ ○ ○

10kvによる絶縁抵抗測定 △ ○

電力ヒューズ 外観点検 ○ ○ ○

10kvによる絶縁抵抗測定 △ ○

遮断器、負荷開閉器 外観点検 ○ ○ ○

10kvによる絶縁抵抗測定 △ ○

継電器の動作試験 △ ○

継電器の慣性特性試験 △ ○

継電器の動作特性試験 △ ○

遮断器、開閉器と継電器の連動試験 △ ○

変圧器 外観点検 ○ ○ ○

10kvによる絶縁抵抗測定 △ ○

内部点検 △ △

絶縁油の酸価度試験 △ △

コンデンサ、リアクトル 外観点検 ○ ○ ○

10kvによる絶縁抵抗測定 △ ○

計器用変成器、零相変流器 外観点検 ○ ○ ○

10kvによる絶縁抵抗測定 △ ○

避雷器 外観点検 ○ ○ ○

10kvによる絶縁抵抗測定 △ ○

母線等 外観点検 ○ ○ ○

10kvによる絶縁抵抗測定 △ ○

その他の高圧機器 外観点検 ○ ○ ○

10kvによる絶縁抵抗測定 △ ○

配電盤・制御回路 外観点検 ○ ○ ○

電圧値、電流値の測定 ○ ○ ○

絶縁抵抗測定 △ ○

計器校正試験 △ △

シーケンス試験 △ △

接地線、保護管等 外観点検 ○ ○ ○

接地抵抗測定 △ ○

漏えい電流測定 ○ ○ ○

受電室建物、キュービクル式 外観点検 ○ ○ ○

受変電設備の金属製外箱等

受
電
設
備

設備 点検項目

年次点検

[年1回]

引
込
設
備

受
・
配
電
盤

接
地
工
事
構
造
物



月次点検

[隔月1回] 年次点検 年次点検

Ⅰ Ⅱ

設備 点検項目

年次点検

[年1回]

電線路 外観点検 ○ ○ ○

絶縁抵抗測定 △ ○

太陽光発電設備 外観点検 ○ ○ ○

絶縁抵抗測定 ○ ○

接地抵抗測定 ○ ○

低圧機器 外観点検 ○ ○ ○

絶縁抵抗測定 △ ○

低圧配線、制御配線 外観点検 ○ ○ ○

絶縁抵抗測定 △ ○

開閉器 外観点検 ○ ○ ○

絶縁抵抗測定 △ ○

遮断器 外観点検 ○ ○ ○

絶縁抵抗測定 △ ○

絶縁状態監視

△印は、本市担当職員の指示により必要に応じて行うこと。

高圧機器の外観点検は、サーモラベルなどによる過熱の有無を確認のこと。

低圧絶縁監視装置による

配
電
設
備

小
電
力
常
用

発
電
設
備

負
荷
設
備
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①

業務委託契約書

20007233

1 委 託 業 務 名 ことぶき保育園自家用電気工作物保安管理及び常時監視業務

2 場 所 ことぶき保育園

3 履 行 期 間 令和 3年 1月 1日　から　令和 5年12月31日　まで

4 業 務 委 託 料

千 百 十 億 千 百 十 万

5 3
千 百 十 円

\ 5
5 0

6 0 8
うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額 3 2 8

5 契 約 の 保 証 免　　除

\

6 適 用 除 外 条 項

上記の委託業務について、発注者と受注者は各々の対等な立場における合意に基づいて、

別添の条項（適用除外条項は、上記６のとおり。）によって公正な委託契約を締結し、

信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

本 契 約 の 証 と し て 本 書 ２ 通 を 作 成 し 、 発 注 者 と 受 注 者 記 名 押 印 の う え 、 各 自

１ 通 を 保 有 す る 。

令和 2年12月25日

発　注　者 吹 田 市

代表者　吹田市長　後藤　圭二

受　注　者 大阪府吹田市穂波町6番20号

㊞所長　奥山　栄一

一般財団法人関西電気保安協会　大阪北営業所



（総則） 

第１条 受注者は、図面及び仕様書（以下「仕様書等」という。）に基づき、頭書の業務委託料（以下「業務

委託料」という。）をもって、頭書の履行期間（以下「履行期間」という。）内に、頭書の委託業務（以下

「委託業務」という。）を完了しなければならない。 

２ 前項の仕様書等に明記されていない仕様がある時は、発注者受注者協議して定める。 

３ この契約は、地方自治法（昭和 22 年法律第67 号）第234 条の3 の規定に基づく長期継続契約である。 

（契約代金の内訳等） 

第２条 契約代金の内訳は、次のとおりとする。 

（年度別内訳） 

令和 2 年度（令和3 年1 月1 日から令和3 年3 月31 日まで） 

年度額 金46,134円（消費税及び地方消費税含む） 

令和 3 年度（令和3 年4 月1 日から令和3 年3 月31 日まで） 

年度額 金 184,536 円（消費税及び地方消費税含む） 

令和 4 年度（令和4 年4 月1 日から令和5 年3 月31 日まで） 

年度額 金 184,536 円（消費税及び地方消費税含む） 

令和 5 年度（令和5 年4 月1 日から令和5 年12 月31 日まで） 

年度額 金 138,402 円（消費税及び地方消費税含む） 

２ 契約保証金、延滞金及び違約金を算定する場合の契約金額の年額相当額は、金 184,536円とする。 

 （法令上の責任） 

第３条 受注者は、この委託業務の履行にあたり、労働基準法、労働安全衛生法その他関係法令を遵守しなけれ

ばならない。 

 （契約保証）  

第４条 この契約に係る契約保証金は、吹田市財務規則第１１５条第１項第７号により免除する。 

 （権利義務の譲渡等） 

第５条 本契約によって生ずる受注者の権利又は義務は、第三者にこれを譲渡し、又は承継させてはならない。

ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。 

 （一括委任等の禁止及び誓約書の提出） 

第６条 受注者は、委託業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。 

２ 受注者は、委託業務の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、あらかじめ、受任者又は請

負人の商号又は名称その他必要な事項を発注者に通知して発注者の承諾を得なければならない。 

３ 受注者が委託業務の一部を入札参加除外（吹田市建設工事等暴力団対策措置要領（平成２２年１月１日制

定）第３条に規定する入札参加除外をいう。）の措置を受けている者に委任し、又は請負わせたとき、及び第

２項の受任者又は請負人が第１６条の３の各号に該当するときは、発注者は受注者に対して、当該契約の解除

を求めることができる。 

４ 前項の規定により受注者が契約の解除を行った場合の一切の責任は、受注者が負うものとする。 

 （特許権等の使用） 

第７条 受注者は、この委託業務の履行について特許権その他第三者の権利の対象となっている履行方法を使用

するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 

 （委託業務の調査等） 

第８条 発注者は、必要と認めるときは受注者に対して委託業務の処理状況につき、調査をし、又は報告を求め

ることができる。 

 （業務内容の変更等） 

第９条 発注者は、必要がある場合には委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止することができる。

この場合において、業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者受注者協議して書面により

これを定める。 

 （履行期間の延長） 

第１０条 受注者は、その責に帰することができない理由により、履行期間内に委託業務を完了することができ

ないことが明らかになったときは、発注者に対し遅滞なくその理由を付して書面により履行期間の延長を求め

ることができる。ただし、その延長日数は発注者受注者協議して定める。 

 （業務の処理に関して生じた損害の負担） 

第１１条 委託業務の処理に関して生じた損害（第三者に及ぼした損害を含む。）は、受注者が負担するものと



する。ただし、その損害が発注者の責に帰する理由により生じたときはこの限りでない。 

 （履行遅滞の場合における延滞金） 

第１２条 受注者の責に帰する理由により、履行期間内に委託業務を完了することができない場合において、履

行期間経過後発注者が相当と認める期間内に完了する見込みがあるときは、発注者は延滞金を徴収して履行期

間を延長することができる。 

２ 前項に規定する延滞金の額は、業務委託料に対して、吹田市財務規則に定める割合で計算して得た額とする。 

 （作業報告書） 

第１３条 受注者は、委託業務を完了したときは、遅滞なく発注者に対して作業報告書を提出し、発注者の検査

を受けるものとする。 

（業務委託料の支払） 

第１４条 受注者は、各年度の業務完了ごとに、発注者の指示する手続に従って第２条に規定する業務委託料の

年度額を請求するものとする。 

２ 発注者は、前項の支払請求を受理したときは、その日から３０日以内に支払わなければならない。  

（権利の帰属） 

第１５条 受注者から引渡しを受けた成果品に関する権利は一切発注者に帰属するものとする。 

 （発注者の解除権） 

第１６条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。 

 (1) 正当な理由がなく委託業務に着手しないとき。 

 (2) 受注者の責に帰する理由により、期間内に委託業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。 

 (3) 第６条第１項及び第２項の規定に違反したとき。 

 (4) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その契約の違反により契約の目的を達することができ

ないと認められるとき。 

(5)  第１７条の規定によらないで受注者が契約の解除を申し出たとき。 

(6)  第６条第３項の規定により発注者から契約の解除を求められた場合において、受注者がこれに従わなか

ったとき。 

第１６条の２ 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除す

ることができる。 

(1)  公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

(昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第４９条に規定する排除措置命令（排除措置命

令がなされなかった場合にあっては、同法第６２条第１項の規定による納付命令）が確定したとき。 

(2) 受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）の刑法（明治４０年法律第 ４５

号）第９６条の６又は同法第１９８条の規定による刑が確定したとき。 

第１６条の３ 発注者は受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 

 (1) 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役員又はその

支店若しくは営業所（請負契約を締結する事務所をいう。）を代表するものをいう。）又は経営に事実上参

加している者が暴力団員であると認められるとき。 

(2) 役員等又は経営に事実上参加している者が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三

者に損害を加える目的をもって、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律

第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員を利用するなどしたと認めら

れるとき。 

(3)  役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員

に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 

 (4)  役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有して

いると認められるとき。 

 (5)  第６条第２項の規定により第三者に委任し、又は請負わせようとするときの契約に当たり、その契約の

相手方が第１号から前号に規定する行為を行う者であると知りながら、当該者と契約を締結したと認めら

れるとき。 

第１６条の４ 発注者は、委託業務が完了するまでの間は、第１６条から前条までの規定によるほか、必要があ

るときは、契約を解除することができる。 

２ 前項又は次条の規定により、契約が解除された場合において、受注者が既に委託業務を完了した部分があ

るときは、発注者は、その部分に相応する業務委託料を受注者に支払うものとする。 



（受注者の解除権）  

第１７条 受注者は、次の各号の一に該当するときは、発注者と協議のうえ契約を解除することができる。 

 (1) 第９条の規定により委託業務内容を変更したため頭書の業務委託料が３分の２以上減少したとき。 

 (2) 発注者が契約に違反し、その違反によって委託業務を完了することが不可能となるに至ったとき。 

（談合等不正行為があった場合の賠償額の予定等） 

第１８条 受注者が、この契約に関して、第１６条の２各号のいずれかに該当したときは、発注者が契約を解除

するか否かを問わず、受注者は、賠償金として、業務委託料の１００分の１０に相当する額を発注者の指

定する期間内に支払わなければならない。ただし、第１６条の２第２号のうち、受注者の刑法第１９８条

の規定による刑が確定した場合は、この限りではない。 

２  前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。 

３  第１項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、発注者

がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるものではない。 

  （契約が解除された場合等の違約金） 

第１９条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務委託料の１００分の

５に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

（1） 発注者が第１６条、第１６条の２又は第１６条の３の規定に基づきこの契約を解除した

場合 

（2） 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者

の債務について履行不能となった場合 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

（1） 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法律第

７５号）の規定により選任された破産管財人 

（2） 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４年法

律第１５４号）の規定により選任された管財人 

（3） 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１年法

律第２２５号）の規定により選任された再生債務者等 

３ 第１項の場合において、契約保証金が納付されているときは、発注者は当該保証金をもって

違約金に充当することができる。 

 （違約金等の控除） 

第２０条 受注者がこの契約に基づく違約金等を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は業務委

託料のうちからその金額を控除し、なお不足を生ずるときは追徴する。 

 （秘密の保持） 

第２１条 受注者は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 

２ 受注者は成果品（委託業務等の履行過程において得られた記録等を含む。）を他人に閲覧させ、複写させ、

又はその写しを譲渡してはならない。 

 （従業員研修） 

第２２条 受注者は、この委託業務に従事させる従業員に、業務内容、接遇、人権啓発及び火災、地震等の緊急

時の対応に関する研修その他業務遂行上必要な研修を行なうものとする。 

第２３条 この契約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の３の規定による長期継続契約であ

るため、この契約の締結する日の属する年度の翌年度以降において、当該契約に係る発注者の歳出予算におい

て減額又は削除があった場合、発注者は、この契約を変更し、又は解除することができる。 

 （補則） 

第２４条 この契約書に定めのない事項については吹田市財務規則の定めるところに従い、同規則 に定めない

事項については、発注者受注者協議して定める。 















吹田市立ことぶき保育園自家用電気工作物保安管理及び常時監視業務 
仕様書 

 
 

契約期間 
  令和 3 年 1 月 1 日から令和 5 年 12 月 31 日まで 

 
自家用電気工作物保安管理業務 

電気事業法第４３条第１項に定める吹田市の設置する自家用電気工作物 
吹田市立ことぶき保育園 
吹田市岸部中２丁目２－１ 
設置容量 ８０ｋＶＡ ６６００Ｖ 

 
1. 電気工作物の設置又は変更の工事についての設計の審査、工事中の点検（週

１回以上）及び試験 

 
2. 電気工作物の維持及び運用が適正に行われるよう、定期的に行う電気工作物 

の点検、測定及び試験（以下「定期点検」という。） 
   この定期点検の種類及び回数は、別表巡視・点検・測定試験基準（隔月

点検）のとおりとすること。 

 
3. 電気工作物事故発生時の応急措置の指導及び事故原因探求への協力並びに

再発防止のため、とるべき措置の指導、助言及び必要に応じての随時点検 

 
 
 
常時監視業務 
   吹田市立ことぶき保育園の低圧電路の絶縁状態を常時監視するために設

置した常時監視装置の保守を行うこと。 

  



[別　表]

年次点検
Ⅰ

年次点検
Ⅱ

 外観点検 ○ ○ ○ ○

 １０㌔ボルトによる絶縁抵抗測定 △ ○

 継電器の動作試験 △ ○

 継電器の慣性特性試験 △ ○

 継電器の動作特性試験 △ ○

 開閉器と継電器の連動試験 △ ○

 外観点検 ○ ○ ○ ○

 １０㌔ボルトによる絶縁抵抗測定 △ ○

 外観点検 ○ ○ ○ ○

 １０㌔ボルトによる絶縁抵抗測定 △ ○

 外観点検 ○ ○ ○ ○

 １０㌔ボルトによる絶縁抵抗測定 △ ○

 外観点検 ○ ○ ○ ○

 １０㌔ボルトによる絶縁抵抗測定 △ ○

 継電器の動作試験 △ ○

 継電器の慣性特性試験 △ ○

 継電器の動作特性試験 △ ○

 遮断機、開閉器と継電器の連動試験 △ ○

 外観点検 ○ ○ ○ ○

 １０㌔ボルトによる絶縁抵抗測定 △ ○

 内部点検 △ △

 絶縁油の酸価度試験 △ △

 外観点検 ○ ○ ○ ○

 １０㌔ボルトによる絶縁抵抗測定 △ ○

 外観点検 ○ ○ ○ ○

 １０㌔ボルトによる絶縁抵抗測定 △ ○

 外観点検 ○ ○ ○ ○

 １０㌔ボルトによる絶縁抵抗測定 △ ○

 外観点検 ○ ○ ○ ○

 １０㌔ボルトによる絶縁抵抗測定 △ ○

 外観点検 ○ ○ ○ ○

 １０㌔ボルトによる絶縁抵抗測定 △ ○

 外観点検 ○ ○ ○ ○

 電圧値、電流値の測定 ○ ○ ○

 絶縁抵抗測定 △ ○

 計器校正試験 △ △

 シーケンス試験 △ △

 外観点検 ○ ○ ○ ○

 接地抵抗測定 △ ○

 漏えい電流測定 ○ ○ ○

構
造
物

 受電室建物、キュービク
 ル式受・変電設備の金属
 製外箱等

 外観点検 ○ ○ ○ ○

年次点検

[毎年１回]
月次点検

[隔月　　１回]

工事期間中
の巡視、点検

[週１回]
点　検　項　目設　　　　備

 区分開閉器

変
　
電
　
設
　
備

 引込線、支持物、
 ケーブル等

引
　
込
　
設
　
備

 断路器

 電力用ヒューズ

 遮断器、負荷開閉器

 変圧器

 配電盤、制御回路

受
・
配
電
盤

 接地線、保護管等

接
地
工
事

巡視、点検及び測定・試験の基準（　隔月　　点検）

 コンデンサ、
 リアクトル

 計器用変成器、零相変流
 器

 避雷器

 母線等

 その他の高圧機器



年次点検
Ⅰ

年次点検
Ⅱ

年次点検

[毎年１回]
月次点検

[隔月　　１回]

工事期間中
の巡視、点検

[週１回]
点　検　項　目設　　　　備

 外観点検 ○ ○ ○ ○

 絶縁抵抗測定 △ ○

 外観点検 ○ ○ ○ ○

 絶縁抵抗測定 △ ○

 外観点検 ○ ○ ○ ○

 絶縁抵抗測定 △ ○

 外観点検 ○ ○ ○ ○

 絶縁抵抗測定 △ ○

 外観点検 ○ ○ ○ ○

 絶縁抵抗測定 △ ○

 外観点検 ○ ○ ○ ○

 電圧測定 ○ ○ ○

 比重測定 ○ ○

 液温測定 ○ ○

 外観点検 ○ ○ ○ ○

 絶縁抵抗測定 △ ○

 構造物等  外観点検 ○ ○ ○ ○

 外観点検 ○ ○ ○ ○

 始動・停止試験 ○ ○ ○

 保護継電器の動作確認 △ ○

 外観点検 ○ ○ ○ ○

 絶縁抵抗測定 △ ○

 外観点検 ○ ○ ○ ○

 絶縁抵抗測定 △ ○

 発電電圧、周波数（回転数）の測定 ○ ○ ○

 保護継電器の動作確認 △ ○

 インターロック試験 △ △

Ｐ
Ｃ
Ｂ

変 圧 器 、 コ ン デ ン サ 、 リ ア
ク ト ル 、 放 電 コ イ ル 、 電 圧
調整器、開閉器、遮断器等

 高濃度ＰＣＢ含有電気工作物の確認 ○ ○

    注 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

変圧器の二次側より配電盤の主開閉器電源側の絶縁抵抗測定は、当該電路の接地線の取外しが困難な場合、事前に
吹田市と協議の上で漏えい電流測定に替えてもよいものとする。

各点検項目は、機器ごとの信頼性並びに各点検項目と同等と認められる手法によって確認した場合にあっては、事前に
吹田市と協議の上で当該点検の一部に替えてもよいものとする。

10㌔ボルトによる絶縁抵抗測定は、６㌔ボルトの高圧設備に対して適用する。

小出力発電設備が設置されている場合は、負荷設備に準じた点検項目で点検を行う。

「ＰＣＢ」については、高濃度ＰＣＢ含有電気工作物に該当する場合は、使用および廃止（予定）の状況を把握し届出状
況の確認を行う。

　「月次点検」とは、設備が運転中の状態において点検を実施するものをいい、「年次点検」とは、主とし停電により
設備を停止状態にして点検を実施するものをいう。

工事期間中の○印は、各点検項目の該当項目を示し、工事に係わる設備に対して適用する。

工事期間中の巡視、点検は工事工程にあわせ実施する。

工事完了後の竣工試験の実施、内容については吹田市と協議の上定める。

月次点検、年次点検の○印は、各点検項目の該当項目を示し、設備のある場合に適用する。

絶縁油の酸価度試験は、過熱・変色、汚損等の異常がない場合、又はＰＣＢ混入のおそれがある場合、事前に吹田市と
協議の上一部又は全部を省略してもよいものとする。
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[別　表]

年次点検
Ⅰ

年次点検
Ⅱ

 外観点検 ○ ○ ○ ○

 １０㌔ボルトによる絶縁抵抗測定 △ ○

 継電器の動作試験 △ ○

 継電器の慣性特性試験 △ ○

 継電器の動作特性試験 △ ○

 開閉器と継電器の連動試験 △ ○

 外観点検 ○ ○ ○ ○

 １０㌔ボルトによる絶縁抵抗測定 △ ○

 外観点検 ○ ○ ○ ○

 １０㌔ボルトによる絶縁抵抗測定 △ ○

 外観点検 ○ ○ ○ ○

 １０㌔ボルトによる絶縁抵抗測定 △ ○

 外観点検 ○ ○ ○ ○

 １０㌔ボルトによる絶縁抵抗測定 △ ○

 継電器の動作試験 △ ○

 継電器の慣性特性試験 △ ○

 継電器の動作特性試験 △ ○

 遮断機、開閉器と継電器の連動試験 △ ○

 外観点検 ○ ○ ○ ○

 １０㌔ボルトによる絶縁抵抗測定 △ ○

 内部点検 △ △

 絶縁油の酸価度試験 △ △

 外観点検 ○ ○ ○ ○

 １０㌔ボルトによる絶縁抵抗測定 △ ○

 外観点検 ○ ○ ○ ○

 １０㌔ボルトによる絶縁抵抗測定 △ ○

 外観点検 ○ ○ ○ ○

 １０㌔ボルトによる絶縁抵抗測定 △ ○

 外観点検 ○ ○ ○ ○

 １０㌔ボルトによる絶縁抵抗測定 △ ○

 外観点検 ○ ○ ○ ○

 １０㌔ボルトによる絶縁抵抗測定 △ ○

 外観点検 ○ ○ ○ ○

 電圧値、電流値の測定 ○ ○ ○

 絶縁抵抗測定 △ ○

 計器校正試験 △ △

 シーケンス試験 △ △

 外観点検 ○ ○ ○ ○

 接地抵抗測定 △ ○

 漏えい電流測定 ○ ○ ○

構
造
物

 受電室建物、キュービク
 ル式受・変電設備の金属
 製外箱等

 外観点検 ○ ○ ○ ○

年次点検

[毎年１回]
月次点検

[隔月　　１回]

工事期間中
の巡視、点検

[週１回]
点　検　項　目設　　　　備

 区分開閉器

変
　
電
　
設
　
備

 引込線、支持物、
 ケーブル等

引
　
込
　
設
　
備

 断路器

 電力用ヒューズ

 遮断器、負荷開閉器

 変圧器

 配電盤、制御回路

受
・
配
電
盤

 接地線、保護管等

接
地
工
事

巡視、点検及び測定・試験の基準（　隔月　　点検）

 コンデンサ、
 リアクトル

 計器用変成器、零相変流
 器

 避雷器

 母線等

 その他の高圧機器



年次点検
Ⅰ

年次点検
Ⅱ

年次点検

[毎年１回]
月次点検

[隔月　　１回]

工事期間中
の巡視、点検

[週１回]
点　検　項　目設　　　　備

 外観点検 ○ ○ ○ ○

 絶縁抵抗測定 △ ○

 外観点検 ○ ○ ○ ○

 絶縁抵抗測定 △ ○

 外観点検 ○ ○ ○ ○

 絶縁抵抗測定 △ ○

 外観点検 ○ ○ ○ ○

 絶縁抵抗測定 △ ○

 外観点検 ○ ○ ○ ○

 絶縁抵抗測定 △ ○

 外観点検 ○ ○ ○ ○

 電圧測定 ○ ○ ○

 比重測定 ○ ○

 液温測定 ○ ○

 外観点検 ○ ○ ○ ○

 絶縁抵抗測定 △ ○

 構造物等  外観点検 ○ ○ ○ ○

 外観点検 ○ ○ ○ ○

 始動・停止試験 ○ ○ ○

 保護継電器の動作確認 △ ○

 外観点検 ○ ○ ○ ○

 絶縁抵抗測定 △ ○

 外観点検 ○ ○ ○ ○

 絶縁抵抗測定 △ ○

 発電電圧、周波数（回転数）の測定 ○ ○ ○

 保護継電器の動作確認 △ ○

 インターロック試験 △ △

Ｐ
Ｃ
Ｂ

変 圧 器 、 コ ン デ ン サ 、 リ ア
ク ト ル 、 放 電 コ イ ル 、 電 圧
調整器、開閉器、遮断器等

 高濃度ＰＣＢ含有電気工作物の確認 ○ ○

    注 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

変圧器の二次側より配電盤の主開閉器電源側の絶縁抵抗測定は、当該電路の接地線の取外しが困難な場合、事前に
吹田市と協議の上で漏えい電流測定に替えてもよいものとする。

各点検項目は、機器ごとの信頼性並びに各点検項目と同等と認められる手法によって確認した場合にあっては、事前に
吹田市と協議の上で当該点検の一部に替えてもよいものとする。

10㌔ボルトによる絶縁抵抗測定は、６㌔ボルトの高圧設備に対して適用する。

小出力発電設備が設置されている場合は、負荷設備に準じた点検項目で点検を行う。

「ＰＣＢ」については、高濃度ＰＣＢ含有電気工作物に該当する場合は、使用および廃止（予定）の状況を把握し届出状
況の確認を行う。

　「月次点検」とは、設備が運転中の状態において点検を実施するものをいい、「年次点検」とは、主とし停電により
設備を停止状態にして点検を実施するものをいう。

工事期間中の○印は、各点検項目の該当項目を示し、工事に係わる設備に対して適用する。

工事期間中の巡視、点検は工事工程にあわせ実施する。

工事完了後の竣工試験の実施、内容については吹田市と協議の上定める。

月次点検、年次点検の○印は、各点検項目の該当項目を示し、設備のある場合に適用する。

絶縁油の酸価度試験は、過熱・変色、汚損等の異常がない場合、又はＰＣＢ混入のおそれがある場合、事前に吹田市と
協議の上一部又は全部を省略してもよいものとする。
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①

業務委託契約書

20007234

1 委 託 業 務 名 はぎのきこども園自家用電気工作物保安管理等業務

2 場 所 はぎのきこども園

3 履 行 期 間 令和 3年 1月 1日　から　令和 5年12月31日　まで

4 業 務 委 託 料

千 百 十 億 千 百 十 万

1 5
千 百 十 円

\ 7
6 5

9 6 8
うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額 0 8 8

5 契 約 の 保 証 免　　除

\

6 適 用 除 外 条 項

上記の委託業務について、発注者と受注者は各々の対等な立場における合意に基づいて、

別添の条項（適用除外条項は、上記６のとおり。）によって公正な委託契約を締結し、

信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

本 契 約 の 証 と し て 本 書 ２ 通 を 作 成 し 、 発 注 者 と 受 注 者 記 名 押 印 の う え 、 各 自

１ 通 を 保 有 す る 。

令和 2年12月25日

発　注　者 吹 田 市

代表者　吹田市長　後藤　圭二

受　注　者 大阪府吹田市穂波町6番20号

所長　奥山　栄一

一般財団法人関西電気保安協会　大阪北営業所

㊞



（総則） 

第１条 受注者は、図面及び仕様書（以下「仕様書等」という。）に基づき、頭書の業務委託料（以下「業務

委託料」という。）をもって、頭書の履行期間（以下「履行期間」という。）内に、頭書の委託業務（以下

「委託業務」という。）を完了しなければならない。 

２ 前項の仕様書等に明記されていない仕様がある時は、発注者受注者協議して定める。 

３ この契約は、地方自治法（昭和 22 年法律第67 号）第234 条の3 の規定に基づく長期継続契約である。 

（契約代金の内訳等） 

第２条 契約代金の内訳は、次のとおりとする。 

（年度別内訳） 

令和 2 年度（令和3 年1 月1 日から令和3 年3 月31 日まで） 

年度額 金 59,664円（消費税及び地方消費税含む） 

令和 3 年度（令和3 年4 月1 日から令和3 年3 月31 日まで） 

年度額 金 238,656 円（消費税及び地方消費税含む） 

令和 4 年度（令和4 年4 月1 日から令和5 年3 月31 日まで） 

年度額 金 238,656 円（消費税及び地方消費税含む） 

令和 5 年度（令和5 年4 月1 日から令和5 年12 月31 日まで） 

年度額 金 178,992 円（消費税及び地方消費税含む） 

２ 契約保証金、延滞金及び違約金を算定する場合の契約金額の年額相当額は、金 238,656円とする。 

 （法令上の責任） 

第３条 受注者は、この委託業務の履行にあたり、労働基準法、労働安全衛生法その他関係法令を遵守しなけれ

ばならない。 

 （契約保証）  

第４条 この契約に係る契約保証金は、吹田市財務規則第１１５条第１項第７号により免除する。 

 （権利義務の譲渡等） 

第５条 本契約によって生ずる受注者の権利又は義務は、第三者にこれを譲渡し、又は承継させてはならない。

ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。 

 （一括委任等の禁止及び誓約書の提出） 

第６条 受注者は、委託業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。 

２ 受注者は、委託業務の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、あらかじめ、受任者又は請

負人の商号又は名称その他必要な事項を発注者に通知して発注者の承諾を得なければならない。 

３ 受注者が委託業務の一部を入札参加除外（吹田市建設工事等暴力団対策措置要領（平成２２年１月１日制

定）第３条に規定する入札参加除外をいう。）の措置を受けている者に委任し、又は請負わせたとき、及び第

２項の受任者又は請負人が第１６条の３の各号に該当するときは、発注者は受注者に対して、当該契約の解除

を求めることができる。 

４ 前項の規定により受注者が契約の解除を行った場合の一切の責任は、受注者が負うものとする。 

 （特許権等の使用） 

第７条 受注者は、この委託業務の履行について特許権その他第三者の権利の対象となっている履行方法を使用

するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 

 （委託業務の調査等） 

第８条 発注者は、必要と認めるときは受注者に対して委託業務の処理状況につき、調査をし、又は報告を求め

ることができる。 

 （業務内容の変更等） 

第９条 発注者は、必要がある場合には委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止することができる。

この場合において、業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者受注者協議して書面により

これを定める。 

 （履行期間の延長） 

第１０条 受注者は、その責に帰することができない理由により、履行期間内に委託業務を完了することができ

ないことが明らかになったときは、発注者に対し遅滞なくその理由を付して書面により履行期間の延長を求め

ることができる。ただし、その延長日数は発注者受注者協議して定める。 

 （業務の処理に関して生じた損害の負担） 

第１１条 委託業務の処理に関して生じた損害（第三者に及ぼした損害を含む。）は、受注者が負担するものと



する。ただし、その損害が発注者の責に帰する理由により生じたときはこの限りでない。 

 （履行遅滞の場合における延滞金） 

第１２条 受注者の責に帰する理由により、履行期間内に委託業務を完了することができない場合において、履

行期間経過後発注者が相当と認める期間内に完了する見込みがあるときは、発注者は延滞金を徴収して履行期

間を延長することができる。 

２ 前項に規定する延滞金の額は、業務委託料に対して、吹田市財務規則に定める割合で計算して得た額とする。 

 （作業報告書） 

第１３条 受注者は、委託業務を完了したときは、遅滞なく発注者に対して作業報告書を提出し、発注者の検査

を受けるものとする。 

（業務委託料の支払） 

第１４条 受注者は、各年度の業務完了ごとに、発注者の指示する手続に従って第２条に規定する業務委託料の

年度額を請求するものとする。 

２ 発注者は、前項の支払請求を受理したときは、その日から３０日以内に支払わなければならない。  

（権利の帰属） 

第１５条 受注者から引渡しを受けた成果品に関する権利は一切発注者に帰属するものとする。 

 （発注者の解除権） 

第１６条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。 

 (1) 正当な理由がなく委託業務に着手しないとき。 

 (2) 受注者の責に帰する理由により、期間内に委託業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。 

 (3) 第６条第１項及び第２項の規定に違反したとき。 

 (4) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その契約の違反により契約の目的を達することができ

ないと認められるとき。 

(5)  第１７条の規定によらないで受注者が契約の解除を申し出たとき。 

(6)  第６条第３項の規定により発注者から契約の解除を求められた場合において、受注者がこれに従わなか

ったとき。 

第１６条の２ 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除す

ることができる。 

(1)  公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

(昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第４９条に規定する排除措置命令（排除措置命

令がなされなかった場合にあっては、同法第６２条第１項の規定による納付命令）が確定したとき。 

(2) 受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）の刑法（明治４０年法律第 ４５

号）第９６条の６又は同法第１９８条の規定による刑が確定したとき。 

第１６条の３ 発注者は受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 

 (1) 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役員又はその

支店若しくは営業所（請負契約を締結する事務所をいう。）を代表するものをいう。）又は経営に事実上参

加している者が暴力団員であると認められるとき。 

(2) 役員等又は経営に事実上参加している者が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三

者に損害を加える目的をもって、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律

第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員を利用するなどしたと認めら

れるとき。 

(3)  役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員

に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 

 (4)  役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有して

いると認められるとき。 

 (5)  第６条第２項の規定により第三者に委任し、又は請負わせようとするときの契約に当たり、その契約の

相手方が第１号から前号に規定する行為を行う者であると知りながら、当該者と契約を締結したと認めら

れるとき。 

第１６条の４ 発注者は、委託業務が完了するまでの間は、第１６条から前条までの規定によるほか、必要があ

るときは、契約を解除することができる。 

２ 前項又は次条の規定により、契約が解除された場合において、受注者が既に委託業務を完了した部分があ

るときは、発注者は、その部分に相応する業務委託料を受注者に支払うものとする。 



（受注者の解除権）  

第１７条 受注者は、次の各号の一に該当するときは、発注者と協議のうえ契約を解除することができる。 

 (1) 第９条の規定により委託業務内容を変更したため頭書の業務委託料が３分の２以上減少したとき。 

 (2) 発注者が契約に違反し、その違反によって委託業務を完了することが不可能となるに至ったとき。 

（談合等不正行為があった場合の賠償額の予定等） 

第１８条 受注者が、この契約に関して、第１６条の２各号のいずれかに該当したときは、発注者が契約を解除

するか否かを問わず、受注者は、賠償金として、業務委託料の１００分の１０に相当する額を発注者の指

定する期間内に支払わなければならない。ただし、第１６条の２第２号のうち、受注者の刑法第１９８条

の規定による刑が確定した場合は、この限りではない。 

２  前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。 

３  第１項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、発注者

がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるものではない。 

  （契約が解除された場合等の違約金） 

第１９条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務委託料の１００分の

５に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

（1） 発注者が第１６条、第１６条の２又は第１６条の３の規定に基づきこの契約を解除した

場合 

（2） 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者

の債務について履行不能となった場合 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

（1） 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法律第

７５号）の規定により選任された破産管財人 

（2） 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４年法

律第１５４号）の規定により選任された管財人 

（3） 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１年法

律第２２５号）の規定により選任された再生債務者等 

３ 第１項の場合において、契約保証金が納付されているときは、発注者は当該保証金をもって

違約金に充当することができる。 

 （違約金等の控除） 

第２０条 受注者がこの契約に基づく違約金等を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は業務委

託料のうちからその金額を控除し、なお不足を生ずるときは追徴する。 

 （秘密の保持） 

第２１条 受注者は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 

２ 受注者は成果品（委託業務等の履行過程において得られた記録等を含む。）を他人に閲覧させ、複写させ、

又はその写しを譲渡してはならない。 

 （従業員研修） 

第２２条 受注者は、この委託業務に従事させる従業員に、業務内容、接遇、人権啓発及び火災、地震等の緊急

時の対応に関する研修その他業務遂行上必要な研修を行なうものとする。 

第２３条 この契約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の３の規定による長期継続契約であ

るため、この契約の締結する日の属する年度の翌年度以降において、当該契約に係る発注者の歳出予算におい

て減額又は削除があった場合、発注者は、この契約を変更し、又は解除することができる。 

 （補則） 

第２４条 この契約書に定めのない事項については吹田市財務規則の定めるところに従い、同規則 に定めない

事項については、発注者受注者協議して定める。 



はぎのきこども園自家用電気工作物保安管理等業務 仕様書 
 

契約期間 

  令和 3 年 1 月 1 日から令和 5 年 12 月 31 日まで 

 

自家用電気工作物保安管理業務 

電気事業法第 43 条第 1 項に定める吹田市の設置する自家用電気工作物 

吹田市立はぎのきこども園 

吹田市古江台 2 丁目 11-4 

設置容量 275kVA 6600V 

 

1. 電気工作物の設置又は変更の工事についての設計の審査、工事中の点検（週

１回以上）及び試験 

 

2. 電気工作物の維持及び運用が適正に行われるよう、定期的に行う電気工作物 

の点検、測定及び試験（以下「定期点検」という。） 

   この定期点検の種類及び回数は、別表巡視・点検・測定試験基準（隔月

点検）のとおりとすること。 

 

3. 電気工作物事故発生時の応急措置の指導及び事故原因探求への協力並びに

再発防止のため、とるべき措置の指導、助言及び必要に応じての随時点検 

 

 

 

常時監視業務 

   はぎのきこども園の低圧電路の絶縁状態を常時監視するために設置した

常時監視装置の保守を行うこと。 

  



[別　表]

年次点検
Ⅰ

年次点検
Ⅱ

 外観点検 ○ ○ ○ ○

 １０㌔ボルトによる絶縁抵抗測定 △ ○

 継電器の動作試験 △ ○

 継電器の慣性特性試験 △ ○

 継電器の動作特性試験 △ ○

 開閉器と継電器の連動試験 △ ○

 外観点検 ○ ○ ○ ○

 １０㌔ボルトによる絶縁抵抗測定 △ ○

 外観点検 ○ ○ ○ ○

 １０㌔ボルトによる絶縁抵抗測定 △ ○

 外観点検 ○ ○ ○ ○

 １０㌔ボルトによる絶縁抵抗測定 △ ○

 外観点検 ○ ○ ○ ○

 １０㌔ボルトによる絶縁抵抗測定 △ ○

 継電器の動作試験 △ ○

 継電器の慣性特性試験 △ ○

 継電器の動作特性試験 △ ○

 遮断機、開閉器と継電器の連動試験 △ ○

 外観点検 ○ ○ ○ ○

 １０㌔ボルトによる絶縁抵抗測定 △ ○

 内部点検 △ △

 絶縁油の酸価度試験 △ △

 外観点検 ○ ○ ○ ○

 １０㌔ボルトによる絶縁抵抗測定 △ ○

 外観点検 ○ ○ ○ ○

 １０㌔ボルトによる絶縁抵抗測定 △ ○

 外観点検 ○ ○ ○ ○

 １０㌔ボルトによる絶縁抵抗測定 △ ○

 外観点検 ○ ○ ○ ○

 １０㌔ボルトによる絶縁抵抗測定 △ ○

 外観点検 ○ ○ ○ ○

 １０㌔ボルトによる絶縁抵抗測定 △ ○

 外観点検 ○ ○ ○ ○

 電圧値、電流値の測定 ○ ○ ○

 絶縁抵抗測定 △ ○

 計器校正試験 △ △

 シーケンス試験 △ △

 外観点検 ○ ○ ○ ○

 接地抵抗測定 △ ○

 漏えい電流測定 ○ ○ ○

構
造
物

 受電室建物、キュービク
 ル式受・変電設備の金属
 製外箱等

 外観点検 ○ ○ ○ ○

引
　
込
　
設
　
備

変
　
電
　
設
　
備

巡視、点検及び測定・試験の基準（　隔月　　点検）

 コンデンサ、
 リアクトル

 計器用変成器、零相変流
 器

 避雷器

 母線等

 その他の高圧機器

 遮断器、負荷開閉器

 変圧器

 引込線、支持物、
 ケーブル等

 配電盤、制御回路

受
・
配
電
盤

 接地線、保護管等

接
地
工
事

年次点検
月次点検

[隔月　　１回]
点　検　項　目設　　　　備

 区分開閉器

 断路器

 電力用ヒューズ

工事期間中
の巡視、点検

[週１回]



年次点検
Ⅰ

年次点検
Ⅱ

年次点検
月次点検

[隔月　　１回]
点　検　項　目設　　　　備

工事期間中
の巡視、点検

[週１回]

 外観点検 ○ ○ ○ ○

 絶縁抵抗測定 △ ○

 外観点検 ○ ○ ○ ○

 絶縁抵抗測定 △ ○

 外観点検 ○ ○ ○ ○

 絶縁抵抗測定 △ ○

 外観点検 ○ ○ ○ ○

 絶縁抵抗測定 △ ○

 外観点検 ○ ○ ○ ○

 絶縁抵抗測定 △ ○

Ｐ
Ｃ
Ｂ

変 圧 器 、 コ ン デ ン サ 、 リ ア
ク ト ル 、 放 電 コ イ ル 、 電 圧
調整器、開閉器、遮断器等

 高濃度ＰＣＢ含有電気工作物の確認 ○ ○

    注 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 遮断器

月次点検、年次点検の○印は、各点検項目の該当項目を示し、設備のある場合に適用する。

絶縁油の酸価度試験は、過熱・変色、汚損等の異常がない場合、又はＰＣＢ混入のおそれがある場合、事前に吹田市と
協議の上一部又は全部を省略してもよいものとする。

配
電
設
備

 電線器

負
　
荷
　
設
　
備

 低圧機器

 低圧配線、制御配線

 開閉器

変圧器の二次側より配電盤の主開閉器電源側の絶縁抵抗測定は、当該電路の接地線の取外しが困難な場合、事前に
吹田市と協議の上で漏えい電流測定に替えてもよいものとする。

各点検項目は、機器ごとの信頼性並びに各点検項目と同等と認められる手法によって確認した場合にあっては、事前に
吹田市と協議の上で当該点検の一部に替えてもよいものとする。

10㌔ボルトによる絶縁抵抗測定は、６㌔ボルトの高圧設備に対して適用する。

小出力発電設備が設置されている場合は、負荷設備に準じた点検項目で点検を行う。

「ＰＣＢ」については、高濃度ＰＣＢ含有電気工作物に該当する場合は、使用および廃止（予定）の状況を把握し届出状
況の確認を行う。

　「月次点検」とは、設備が運転中の状態において点検を実施するものをいい、「年次点検」とは、主とし停電により
設備を停止状態にして点検を実施するものをいう。

工事期間中の○印は、各点検項目の該当項目を示し、工事に係わる設備に対して適用する。

工事期間中の巡視、点検は工事工程にあわせ実施する。

工事完了後の竣工試験の実施、内容については吹田市と協議の上定める。



[別　表]

年次点検
Ⅰ

年次点検
Ⅱ

 外観点検 ○ ○ ○ ○

 １０㌔ボルトによる絶縁抵抗測定 △ ○

 継電器の動作試験 △ ○

 継電器の慣性特性試験 △ ○

 継電器の動作特性試験 △ ○

 開閉器と継電器の連動試験 △ ○

 外観点検 ○ ○ ○ ○

 １０㌔ボルトによる絶縁抵抗測定 △ ○

 外観点検 ○ ○ ○ ○

 １０㌔ボルトによる絶縁抵抗測定 △ ○

 外観点検 ○ ○ ○ ○

 １０㌔ボルトによる絶縁抵抗測定 △ ○

 外観点検 ○ ○ ○ ○

 １０㌔ボルトによる絶縁抵抗測定 △ ○

 継電器の動作試験 △ ○

 継電器の慣性特性試験 △ ○

 継電器の動作特性試験 △ ○

 遮断機、開閉器と継電器の連動試験 △ ○

 外観点検 ○ ○ ○ ○

 １０㌔ボルトによる絶縁抵抗測定 △ ○

 内部点検 △ △

 絶縁油の酸価度試験 △ △

 外観点検 ○ ○ ○ ○

 １０㌔ボルトによる絶縁抵抗測定 △ ○

 外観点検 ○ ○ ○ ○

 １０㌔ボルトによる絶縁抵抗測定 △ ○

 外観点検 ○ ○ ○ ○

 １０㌔ボルトによる絶縁抵抗測定 △ ○

 外観点検 ○ ○ ○ ○

 １０㌔ボルトによる絶縁抵抗測定 △ ○

 外観点検 ○ ○ ○ ○

 １０㌔ボルトによる絶縁抵抗測定 △ ○

 外観点検 ○ ○ ○ ○

 電圧値、電流値の測定 ○ ○ ○

 絶縁抵抗測定 △ ○

 計器校正試験 △ △

 シーケンス試験 △ △

 外観点検 ○ ○ ○ ○

 接地抵抗測定 △ ○

 漏えい電流測定 ○ ○ ○

構
造
物

 受電室建物、キュービク
 ル式受・変電設備の金属
 製外箱等

 外観点検 ○ ○ ○ ○

引
　
込
　
設
　
備

変
　
電
　
設
　
備

巡視、点検及び測定・試験の基準（　隔月　　点検）

 コンデンサ、
 リアクトル

 計器用変成器、零相変流
 器

 避雷器

 母線等

 その他の高圧機器

 遮断器、負荷開閉器

 変圧器

 引込線、支持物、
 ケーブル等

 配電盤、制御回路

受
・
配
電
盤

 接地線、保護管等

接
地
工
事

年次点検
月次点検

[隔月　　１回]
点　検　項　目設　　　　備

 区分開閉器

 断路器

 電力用ヒューズ

工事期間中
の巡視、点検

[週１回]



年次点検
Ⅰ

年次点検
Ⅱ

年次点検
月次点検

[隔月　　１回]
点　検　項　目設　　　　備

工事期間中
の巡視、点検

[週１回]

 外観点検 ○ ○ ○ ○

 絶縁抵抗測定 △ ○

 外観点検 ○ ○ ○ ○

 絶縁抵抗測定 △ ○

 外観点検 ○ ○ ○ ○

 絶縁抵抗測定 △ ○

 外観点検 ○ ○ ○ ○

 絶縁抵抗測定 △ ○

 外観点検 ○ ○ ○ ○

 絶縁抵抗測定 △ ○

Ｐ
Ｃ
Ｂ

変 圧 器 、 コ ン デ ン サ 、 リ ア
ク ト ル 、 放 電 コ イ ル 、 電 圧
調整器、開閉器、遮断器等

 高濃度ＰＣＢ含有電気工作物の確認 ○ ○

    注 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 遮断器

月次点検、年次点検の○印は、各点検項目の該当項目を示し、設備のある場合に適用する。

絶縁油の酸価度試験は、過熱・変色、汚損等の異常がない場合、又はＰＣＢ混入のおそれがある場合、事前に吹田市と
協議の上一部又は全部を省略してもよいものとする。

配
電
設
備

 電線器

負
　
荷
　
設
　
備

 低圧機器

 低圧配線、制御配線

 開閉器

変圧器の二次側より配電盤の主開閉器電源側の絶縁抵抗測定は、当該電路の接地線の取外しが困難な場合、事前に
吹田市と協議の上で漏えい電流測定に替えてもよいものとする。

各点検項目は、機器ごとの信頼性並びに各点検項目と同等と認められる手法によって確認した場合にあっては、事前に
吹田市と協議の上で当該点検の一部に替えてもよいものとする。

10㌔ボルトによる絶縁抵抗測定は、６㌔ボルトの高圧設備に対して適用する。

小出力発電設備が設置されている場合は、負荷設備に準じた点検項目で点検を行う。

「ＰＣＢ」については、高濃度ＰＣＢ含有電気工作物に該当する場合は、使用および廃止（予定）の状況を把握し届出状
況の確認を行う。

　「月次点検」とは、設備が運転中の状態において点検を実施するものをいい、「年次点検」とは、主とし停電により
設備を停止状態にして点検を実施するものをいう。

工事期間中の○印は、各点検項目の該当項目を示し、工事に係わる設備に対して適用する。

工事期間中の巡視、点検は工事工程にあわせ実施する。

工事完了後の竣工試験の実施、内容については吹田市と協議の上定める。
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①

日本設備工業株式会社

代表取締役　松本　美明

㊞

発　注　者 吹 田 市

代表者　吹田市長　後藤　圭二

受　注　者 大阪府吹田市垂水町２丁目２１番２９号

6 適 用 除 外 条 項

上記の委託業務について、発注者と受注者は各々の対等な立場における合意に基づいて、

別添の条項（適用除外条項は、上記６のとおり。）によって公正な委託契約を締結し、

  第 ３ 条

信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

本 契 約 の 証 と し て 本 書 ２ 通 を 作 成 し 、 発 注 者 と 受 注 者 記 名 押 印 の う え 、 各 自

１ 通 を 保 有 す る 。

令和 4年 4月 1日

4 3 0
5 契 約 の 保 証 免　　除

\ 3 7 1
7 3 0

うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額

\ 4 0 8 5
千 百 十 円十 億 千 百 十 万

3 履 行 期 間 令和 4年 4月 1日　から　令和 5年 3月31日　まで

4 業 務 委 託 料

千 百

業務委託契約書

22000165

1 委 託 業 務 名 吹田市立各小学校消防用設備等保守点検業務

2 場 所 吹田市元町30番35号ほか



（総 則） 

第１条 受注者は、別冊の設計書、図面及び仕様書（以下「設計書等」という。）に基づき、頭書

の業務委託料（以下「業務委託料」という。）をもって、頭書の履行期間（以下「履行期間」と

いう。）内に、頭書の委託業務（以下「委託業務」という。）を完了しなければならない。 

２ 前項の設計書等に明記されていない仕様があるときは、発注者と受注者が協議して定める。 

 （法令上の責任） 

第２条 受注者は、この委託業務の履行に当たり、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）、労働

安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）その他関係法令を遵守しなければならない。 

（契約の保証） 

第３条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければな

らない。 

⑴ 契約保証金の納付 

⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実

と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年

法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証 

⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 

２ 前項の保証に係る契約保証金の額、担保の価値（有価証券の場合にあっては時価の１０分の８

の額）、保証金額又は保険金額は、業務委託料の１００分の５以上としなければならない。ただ

し、発注者が、特に必要があると認めたときは、この限りでない。 

３ 受注者が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第１

９条第２項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならな

い。 

 （権利義務の譲渡等） 

第４条 この契約によって生ずる受注者の権利又は義務は、第三者にこれを譲渡し、又は承継させ

てはならない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

 （一括委任等の禁止及び誓約書の提出） 

第５条 受注者は、委託業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはなら

ない。 



２ 受注者は、委託業務の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、あらかじめ、

発注者の承諾を得なければならない。 

３ 受注者は、前項の承諾を得たときは、受任者又は下請負人の商号又は名称その他必要な事項を

発注者に通知しなければならない。 

４ 受注者は、受任者又は下請負人が、吹田市暴力団の排除等に関する条例（平成２４年吹田市

条例第５０号）第８条第２項に規定する暴力団員及び暴力団密接関係者でないことを表明した

誓約書を、それぞれから徴収し、発注者に提出しなければならない。ただし、その受任者又は

下請負人との契約において、契約金額が５００万円未満の場合は、この限りでない。 

５  受注者は、吹田市指名停止措置要領（平成１６年４月１日制定）に基づく指名停止措置を受

けている者、吹田市公共工事等及び売払い等の契約における暴力団排除措置要領（平成２４年１

１月１３日制定）に基づく入札参加除外措置を受けている者及び第１６条の３各号に該当する者

を受任者又は下請負人としてはならない。 

６  受注者が入札参加除外措置を受けている者又は第１６条の３各号に該当する者を受任者又は

下請負人としていた場合は、発注者は受注者に対して、当該契約の解除を求めることができる。 

７ 前項の規定により契約の解除を行った場合の一切の責任は、受注者が負うものとする。 

 （特許権等の使用） 

第６条 受注者は、この委託業務の履行について特許権その他第三者の権利の対象となっている履

行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 

 （現場代理人） 

第７条 受注者は、現場代理人を定め、書面により発注者に通知しなければならない。 

２ 受注者又は現場代理人は、発注者の指示に従い委託業務に関する一切の事項を処理しなければ

ならない。 

３ 発注者は、受注者の現場代理人について、委託業務の実施又は管理について著しく不適当と認

めるときは、受注者に対しその理由を明示してその交替を求めることができる。 

 （委託業務の調査等） 

第８条 発注者は、必要と認めるときは受注者に対して委託業務の処理状況につき、調査をし、又

は報告を求めることができる。 

 （業務内容の変更等） 

第９条 発注者は、必要がある場合には委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止するこ

とができる。この場合において、業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者



と受注者が協議して書面によりこれを定める。 

 （履行期間の延長） 

第１０条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に委託業務を完了

することができないことが明らかになったときは、発注者に対し遅滞なくその理由を付して書面

により履行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は発注者と受注者が協議し

て定める。 

 （業務の処理に関して生じた損害の負担） 

第１１条 委託業務の処理に関して生じた損害（第三者に及ぼした損害を含む。）は、受注者が負

担するものとする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由により生じたときはこの限

りでない。 

 （履行遅滞の場合における延滞違約金） 

第１２条 受注者の責めに帰すべき理由により、履行期間内に委託業務を完了することができない

場合において、履行期間経過後発注者が相当と認める期間内に完了する見込みがあるときは、発

注者は延滞違約金を徴収して履行期間を延長することができる。 

２ 前項に規定する延滞違約金の額は、業務委託料に対して、吹田市財務規則（昭和３９年吹田市

規則第１４号）に定める延滞違約金の率で計算して得た額とする。 

 （検査及び引渡し） 

第１３条 受注者は、委託業務を完了したときは、遅滞なく発注者に対して受託業務完了届ととも

に成果品一切を提出しなければならない。 

２ 発注者は、前項の受託業務完了届を受理したときは、その日から１０日以内に成果品について

検査を行わなければならない。 

３ 受注者は、前項の検査の結果不合格となり、成果品について補正を命ぜられたときは、遅滞な

く当該補正を行い再検査を受けなければならない。この場合においては、補正の完了を業務の完

了とみなして、前各項の規定を準用する。 

４ 受注者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果品を発注者に引き渡さなければ

ならない。 

 （業務委託料の支払） 

第１４条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して業務委託料の支払

を請求するものとする。 

２ 発注者は、前項の支払請求があったときは、その日から３０日以内に支払わなければならな



い。なお、支払いの金額は次のとおりとする。 

  １回目支払い 2,042,865円（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 185,715円） 

  ２回目支払い 2,042,865円（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 185,715円） 

 （権利の帰属） 

第１５条 受注者から引渡しを受けた成果品に関する権利は一切発注者に帰属するものとする。 

 （発注者の解除権） 

第１６条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履

行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その

期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である

ときは、この限りでない。 

 ⑴ 正当な理由がなく委託業務に着手しないとき。 

 ⑵ 期間内にこの委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。 

⑶ この契約に違反したとき。 

第１６条の２ 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ち

にこの契約を解除することができる。 

 ⑴ この契約に違反し、その契約の違反により契約の目的を達することができないと認められる

とき。 

⑵  第１７条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 

⑶ 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に

関する法律（昭和２２年法律第５４号）第４９条に規定する排除措置命令（排除措置命令がな

されなかった場合にあっては、同法第６２条第１項に規定する納付命令）を行い、これが確定

したとき。 

⑷ 受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）の刑法（明治４０年法

律第４５号）第９６条の６又は同法第１９８条の規定による刑が確定したとき。 

第１６条の３ 発注者は受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除す

ることができる。 

 ⑴ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役

員又はその支店若しくは営業所（常時業務の請負契約を締結する事務所をいう。）を代表す

る者をいう。）又は経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められるとき。 

⑵ 役員等又は経営に事実上参加している者が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目



的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は

暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

⑶ 役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又

は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 

⑷ 役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関

係を有していると認められるとき。 

⑸ 第５条第２項の規定により第三者に委任し、又は請負わせようとするときの契約に当たり、

その契約の相手方が第１号から前号までに規定する行為を行う者であると知りながら、当該者

と契約を締結したと認められるとき。 

第１６条の４ 発注者は、委託業務が完了するまでの間は、第１６条、第１６条の２及び前条の規

定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。 

２ 前項又は次条の規定により、契約が解除された場合において、受注者が既に委託業務を完了し

た部分があるときは、発注者は、その部分に相応する業務委託料を受注者に支払うものとする。 

（受注者の解除権） 

第１７条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者と協議のうえ契約を解除する

ことができる。 

 ⑴ 第９条の規定により委託業務内容を変更したため頭書の業務委託料が３分の２以上減少した

とき。 

 ⑵ 発注者が契約に違反し、その違反によって委託業務を完了することが不可能となるに至った

とき。 

（談合等不正行為があった場合の賠償額の予定等） 

第１８条 受注者が、この契約に関して、第１６条の２第３号又は第４号のいずれかに該当したと

きは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、受注者は、賠償金として、業務委託料の１００

分の１０に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第１６条

の２第４号のうち、受注者の刑法第１９８条の規定による刑が確定した場合は、この限りではな

い。 

２  前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。 

３  第１項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合にお

いて、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるものではない。  



 （契約が解除された場合等の違約金） 

第１９条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務委託料の１００分の５

に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

⑴ 発注者が第１６条、第１６条の２又は第１６条の３の規定に基づきこの契約を解除した場合 

 ⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債

務について履行不能となった場合 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

 ⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法律第７５

号）の規定により選任された破産管財人 

 ⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４年法律第

１５４号）の規定により選任された管財人 

 ⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１年法律第

２２５号）の規定により選任された再生債務者等 

３  第１項の場合において、第３条の規定により契約保証金の納付、担保の提供等の契約の保証が

付されているときは、発注者は当該契約保証金、担保、保証事業会社から支払われる保証金又は

保険会社から支払われる保険金等をもって違約金に充当することができる。 

４  第１項及び前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が第１項に規定する違約金の額を超え

る場合において、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるもの

ではない。 

 （違約金等の控除） 

第２０条 受注者がこの契約に基づく違約金等を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発

注者は業務委託料のうちからその金額を控除し、なお不足を生ずるときは追徴する。 

 （秘密の保持） 

第２１条 受注者は、委託業務の処理上知り得た積算等の秘密を他人に漏らしてはならない。 

２ 受注者は成果品（委託業務等の履行過程において得られた記録等を含む。）を他人に閲覧さ

せ、複写させ、又はその写しを譲渡してはならない。 

 （従業員研修） 

第２２条 受注者は、この委託業務に従事させる従業員に、業務内容、接遇、人権啓発及び火災、

地震等の緊急時の対応に関する研修その他業務遂行上必要な研修を行うものとする。 

 （補 則） 



第２３条 この契約書に定めのない事項については吹田市財務規則の定めるところに従い、同規則

に定めのない事項については、発注者と受注者が協議して定める。 



吹田市立各小学校消防用設備等保守点検業務仕様書

1 　委託期間は、下記のとおりとする。

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

2 　対象施設及び設備機器は、別紙のとおりとする。ただし機器の員数の誤差や契約期間

中に消防設備の変更があっても、委託料の増減は行わない。

3 　定期点検は、前期後期の年2回とする。

前期：総合点検 （夏休み期間中）

後期：機器点検 （冬休み期間中）

　その他、学校から発報等の連絡があれば、その都度対応すること。

4 　点検日は、事前に本市と打合せを行い、学校運営に支障のないよう配慮すること。

5 　点検の方法、及び結果報告は、法に準じて行うこと。

6 　点検結果報告書を3部作成し、1部を消防署に提出し、1部は学校に、1部は学校管理課に

提出すること。

7 　点検結果報告書とは別に、不良箇所一覧表（写真、配置図添付）を作成し、提出のこと。

8 　各施設の点検対象機器を記入した配置図（A2二つ折り製本）を作成し、提出のこと。

9 　消防設備一覧表を作成し、提出のこと。

10 　委託料の支払いは、年2回（前期点検終了後、業務完了時）とする。

11 　岸部第二小学校、北山田小学校は学校の一部が集会所となっているが、合わせて点検を行う

こと。

＊ 下記の15校については、防火対象物点検結果報告書を作成のこと。

吹田第一小学校 吹田第三小学校 千里第二小学校

東佐井寺小学校 岸部第一小学校 豊津第一小学校

片山小学校 山田第一小学校 山田第三小学校

東山田小学校 南山田小学校

千里新田小学校 江坂大池小学校

岸部第二小学校 北山田小学校

 幼稚園との

複合用途

 集会室との

 複合用途

こども園との

複合用途



小学校

学校名 住所 電話 消防

1 吹田第一小学校 吹田市元町30番35号 6381-5280 南署

2 吹田第二小学校 吹田市泉町3丁目15番18号 6386-0841 西署

3 吹田第三小学校 吹田市高城町18番39号 6381-0413 南署

4 吹田東小学校 吹田市幸町20番1号 6381-5458 南署

5 吹田南小学校 吹田市南吹田5丁目12番1号 6386-0821 西署

6 吹田第六小学校 吹田市南清和園町43番1号 6382-6831 南署

7 千里第一小学校 吹田市片山町4丁目32番10号 6387-5741 南署

8 千里第二小学校 吹田市千里山松が丘25番1号 6387-5781 西署

9 千里第三小学校 吹田市千里山西2丁目13番1号 6386-0831 西署

10 千里新田小学校 吹田市春日4丁目10番1号 6386-9214 西署

11 佐井寺小学校 吹田市佐井寺3丁目3番1号 6330-1601 西署

12 東佐井寺小学校 吹田市五月が丘西4番1号 6387-1278 東署

13 岸部第一小学校 吹田市岸部中2丁目19番1号 6387-5701 東署

14 岸部第二小学校 吹田市岸部北4丁目12番1号 6389-7788 東署

15 豊津第一小学校 吹田市江坂町1丁目15番42号 6386-0891 西署

16 豊津第二小学校 吹田市江坂町2丁目5番1号 6386-0861 西署

17 江坂大池小学校 吹田市江坂町3丁目13番1号 6380-1497 西署

18 山手小学校 吹田市山手町2丁目15番43号 6387-5791 南署

19 片山小学校 吹田市朝日が丘町16番1号 6387-8531 南署

20 山田第一小学校 吹田山田東2丁目33番2号 6877-4131 東署

21 山田第二小学校 吹田市千里丘下19番1号 6877-0088 東署

22 山田第三小学校 吹田市山田西1丁目4番1号 6877-5701 東署

23 山田第五小学校 吹田市山田西1丁目6番1号 6876-7701 東署

24 東山田小学校 吹田市青葉丘南15番10号 6876-8405 東署

25 南山田小学校 吹田市千里丘西9番1号 6876-2404 東署

26 西山田小学校 吹田市山田西2丁目10番1号 6877-4631 東署

27 北山田小学校 吹田市山田北1番1号 6876-7333 北署

28 佐竹台小学校 吹田市佐竹台4丁目12番1号 6871-0108 北署

29 千里丘北小学校 吹田市千里丘北1番30号 6876-0103 東署

30 高野台小学校 吹田市高野台2丁目16番1号 6871-0553 北署

31 津雲台小学校 吹田市津雲台4丁目7番1号 6871-0109 北署

32 古江台小学校 吹田市古江台5丁目6番1号 6872-0308 北署

33 藤白台小学校 吹田市藤白台3丁目3番1号 6872-0366 北署

34 青山台小学校 吹田市青山台2丁目5番1号 6872-0358 北署

35 桃山台小学校 吹田市桃山台1丁目5番1号 6871-0761 北署

36 千里たけみ小学校 吹田市竹見台3丁目3番1号 6834-0448 北署



消防用設備一覧 小学校　1/3

ｽﾎﾟｯﾄ 分布 煙

台 箇所 個 個 個

1 吹田第一小学校 33 13 ﾆｯﾀﾝ 1PF2-nYe-H 2～18 1995 24/30 校務員室 ベル 111 8 10

2 吹田第二小学校 41 20 ﾎｰﾁｷ HAU-AAW50 19～20 2019 27/30 校務員室 音声連動 158 6 5

3 吹田第三小学校 55 20 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ BVF1730H 19～9 2009 27/30 校務員室 138 9 4

4 吹田東小学校 47 23 ﾎｰﾁｷ C-1040 11～2 2018 29/40 校務員室 音声連動 148 7 11

5 吹田南小学校 55 22 ﾉｰﾐ FCSJ104N-B21-50L 25～4 2021 35/40 校務員室 140 8 12

6 吹田第六小学校 42 19 松下 BVJ-3340 10～28 1999 28/30 校務員室 132 6 6

7 千里第一小学校 50 13 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ BVF1140H 27～6 2017 34/40 校務員室 音声連動 135 9 9

11

8 千里第二小学校 53 26 ﾎｰﾁｷ PRR-AAS70RZ 60～25～1 2018 39/60 校務員室 音声連動 220 5 22

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ BVJ-25131K 24～6 2017 3/3 児童育成室 2 4

9 千里第三小学校 44 21 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ BVF-3670FK 27～6 2018 39/40 校務員室 音声連動 134 7 18

10 千里新田小学校 54 19 ﾎｰﾁｷ HAQ-ABW40 9～118 2004 28/30 校務員室 音声連動 130 7 4

ﾆｯﾀﾝ 2PKO 9～103 2001 2/3 図書室 ベル 12

ﾆｯﾀﾝ 2PKO 9～103 2001 4/4 児童育成室 ベル 12

11 佐井寺小学校 59 21 ﾆｯﾀﾝ HAR-AAS4010 11～2 2018 34/40 校務員室 音声連動 160 9 12

12 東佐井寺小学校 53 25 ﾎｰﾁｷ HAR-AAS5010 11～2 2017 30/50 校務員室 147 9 8

松下 BVJ22051 10～26 4/5 児童育成室 ベル 11

13 岸部第一小学校 62 29 松下 BV1840K 60～40～2 1994 33/40 校務員室 音声連動 194 11 8

14 岸部第二小学校 50 24 ﾎｰﾁｷ HAR-AAS5010 11～2 2020 39/40 校務員室 音声連動 193 8 12

ﾎｰﾁｷ PH2-3AWB 44～7～10 2011 3/3 集会室 ベル 19 1

15 豊津第一小学校 53 25 松下 BVF-1560 12～1 2005 40/60 校務員室 音声連動 169 6 20

16 豊津第二小学校 54 23 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ BVF1730H 19～9 2009 28/30 校務員室 129 9 7

17 江坂大池小学校 40 11 ﾎｰﾁｷ RPU-AAW30 19～20 2017 28/30 校務員室 音声連動 108 7 5

18 山手小学校 51 20 ﾎｰﾁｷ HAU-AAW50 7～6 2019 34/50 校務員室 ベル 132 7 11

19 片山小学校 48 19 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ BVF1730H 19～9 2009 28/30 校務員室 ベル 158 7 7

ﾆｯﾀﾝ 2PK1 17～1 2019 4/5 児童育成室 ベル 4

20 山田第一小学校 43 18 ﾎｰﾁｷ HAR-AAS4010 11～2 2013 26/40 校務員室 音声連動 136 7 4

21 山田第二小学校 52 26 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ BVF3560HK 27～6 2019 26/40 校務員室 音声連動 140 7 4

22 山田第三小学校 50 22 ﾎｰﾁｷ HAR-AAS4020 11～2 2018 35/40 校務員室 音声連動 133 10 16

23 山田第五小学校 51 18 ﾎｰﾁｷ HAR-AAS3010 11-2 2018 26/30 校務員室 音声連動 120 8 5

24 東山田小学校 62 18 ﾎｰﾁｷ RPU-AAW40 19～20 2016 38/40 校務員室 音声連動 145 6 15

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ BVJ251131K 24～6 2017 3/3 児童育成室 ベル 6 5

25 南山田小学校 60 26 ﾎｰﾁｷ HAR-AAS5020 11～2 2007 48/50 校務員室 音声連動 223 6 22

26 西山田小学校 50 18 ﾎｰﾁｷ RPQ-ABW40 9～11 2005 27/40 校務員室 音声連動 134 7 8

27 北山田小学校 59 16 ﾉｰﾐ FCSJ104N-B34 25～4 2017 33/70 校務員室 音声連動 126 6 7

28 千里丘北小学校 50 25 ﾆｯﾀﾝ 1PQ1-J-nY 12～7～3 2014 34/90 校務員室 音声連動 190 10 37

29 佐竹台小学校 43 16 ﾉｰﾐ FCSJ104N-B21 25～4 2017 27/50 校務員室 ベル 156 8 14

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ BVJ25151K 24～6 2/5 プレハブ ベル 10 5

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ BVJ25151K 24～6 2/5 児童育成室 ベル 6 2

30 高野台小学校 39 16 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ BVF3530HK 27～6 2019 16/30 校務員室 音声連動 96 8 4

ﾆｯﾀﾝ 2PK1 17～1 2017 2/3 児童育成室 8 5

31 津雲台小学校 34 18 ﾎｰﾁｷ HAU-AAW30 19～20 2019 22/30 校務員室 音声連動 115 13 7

32 古江台小学校 37 21 ﾉｰﾐ FAPJ104N-B1-30LT 25～4 2019 18/30 校務員室 音声連動 146 4 6

33 藤白台小学校 46 24 松下 BVF3340H 27～6 2020 23/25 校務員室 音声連動 144 8 7

34 青山台小学校 42 22 ﾎｰﾁｷ HAU-AAW50 19～20 2013 31/50 校務員室
音声連動
屋体ベル

232 7 4

35 桃山台小学校 43 20 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ BVF-3540HK 27～6 2019 25/30 校務員室 141 6 12

36 千里たけみ小学校 53 21 ﾆｯﾀﾝ 1PQO-(J)-nYe 12～7 2004 31/60 校務員室 音声連動 121 6 14

計 1,758 749 46台 5,420 272 403

回線数

消火設備 自動火災報知設備

消火器
屋内
消火栓

受信機盤 感知器

設置場所 音響装置型式番号メーカー 型式 製造年



消防用設備一覧

1 吹田第一小学校

2 吹田第二小学校

3 吹田第三小学校

4 吹田東小学校

5 吹田南小学校

6 吹田第六小学校

7 千里第一小学校

8 千里第二小学校

9 千里第三小学校

10 千里新田小学校

11 佐井寺小学校

12 東佐井寺小学校

13 岸部第一小学校

14 岸部第二小学校

15 豊津第一小学校

16 豊津第二小学校

17 江坂大池小学校

18 山手小学校

19 片山小学校

20 山田第一小学校

21 山田第二小学校

22 山田第三小学校

23 山田第五小学校

24 東山田小学校

25 南山田小学校

26 西山田小学校

27 北山田小学校

28 千里丘北小学校

29 佐竹台小学校

30 高野台小学校

31 津雲台小学校

32 古江台小学校

33 藤白台小学校

34 青山台小学校

35 桃山台小学校

36 千里たけみ小学校

計

小学校　2/3

出力 ｽﾋﾟｰｶｰ

Ｗ 台 台 枚 台

松下 WK-770A 120 1995 7/10 校務員室 15 2 27 6

TOA FS-1000 360 2019 22/40 校務員室 161 1 54 4

TOA FS991-3615 360 2012 9/15 校務員室 28 1 41 8

TOA FS-1000 400 2018 12/30 校務員室 133 1 15 8

TOA FS991-3620 360 2007 10/20 校務員室 43 1 40 7

TOA FS991-3610 360 1999 5/10 校務員室 44 1 8 7

JVCｹﾝｳｯﾄﾞ EM-K150-20 400 2017 8/20 校務員室 137 1 46 6

TOA FS-1000 400 2018 13/30 校務員室 237 16 14

TOA FS-1000 400 2018 20/20 校務員室 149 1 24 7

TOA FS-1000 400 2016 26/40 校務員室 126 1 90 6

TOA FS-1000 400 2018 9/40 校務員室 170 1 20 6

TOA FS991-3615 360 2010 6/15 校務員室 25 1 71 5

TOA FS991-3640 360 2012 25/40 校務員室 29 1 35 11

TOA FS-1000 400 2020 25/40 校務員室 191 1 34 17

4 9

ﾋﾞｸﾀｰ EM-K80D 360 2001 17/20 校務員室 189 1 66 5

TOA WFS10-4020 400 2022 8/10 校務員室 35 1 42 5

TOA FS-1000 400 2017 10/15 校務員室 107 1 54 7

TOA FS-1000 400 2019 20/20 校務員室 26 1 24 6

TOA FS-1000 400 2014 11/15 校務員室 155 1 55 11

JVCｹﾝｳｯﾄﾞ EM-E100 240 2012 15/15 校務員室 129 1 23 9

TOA FS-1000 240 2019 20/30 校務員室 116 1 15 7

TOA FS-1000 360 2018 18/30 校務員室 179 1 77 7

TOA FS-1000 240 2018 20/40 校務員室 134 1 45 6

TOA FS-991 360 2013 6/20 校務員室 160 1 65 10

ﾋﾞｸﾀｰ EM-E900 360 2007 21/30 校務員室 224 1 75 5

TOA FS-1020 360 2016 14/20 校務員室 166 1 27 5

TOA FS-1000 360 2017 15/20 校務員室 148 1 39 11

TOA FS-1000 360 2020 17/20 校務員室 211 60 11

TOA FS10-4030 400 2019 5/10 校務員室 158 1 20 5

10 7

TOA FS-1000 360 2019 22/30 校務員室 121 1 15 11

TOA FS-991 400 2006 11/20 校務員室 49 1 17 7

TOA FS-1000 240 2019 10/20 校務員室 145 1 7 7

TOA FS-1000 400 8/10 校務員室 158 1 25 7

TOA FS-1000 360 2017 20/30 校務員室 151 1 7

TOA FS991-2410 240 2002 8/10 校務員室 43 1 18 5

TOA FS991-3620 360 2004 11/20 校務員室 154 1 116 7

36台 4,460 35 1,420 275

誘導
灯

非常放送設備 プール
警報盤

メーカー 型式 製造年 回線数 設置場所

避難設備

誘導
標識

非常警報設備



消防用設備一覧

1 吹田第一小学校

2 吹田第二小学校

3 吹田第三小学校

4 吹田東小学校

5 吹田南小学校

6 吹田第六小学校

7 千里第一小学校

8 千里第二小学校

9 千里第三小学校

10 千里新田小学校

11 佐井寺小学校

12 東佐井寺小学校

13 岸部第一小学校

14 岸部第二小学校

15 豊津第一小学校

16 豊津第二小学校

17 江坂大池小学校

18 山手小学校

19 片山小学校

20 山田第一小学校

21 山田第二小学校

22 山田第三小学校

23 山田第五小学校

24 東山田小学校

25 南山田小学校

26 西山田小学校

27 北山田小学校

28 千里丘北小学校

29 佐竹台小学校

30 高野台小学校

31 津雲台小学校

32 古江台小学校

33 藤白台小学校

34 青山台小学校

35 桃山台小学校

36 千里たけみ小学校

計

小学校　3/3

感知器 防火戸 ｼｬｯﾀｰ 防火戸 ｼｬｯﾀｰ

個 箇所 箇所 箇所 箇所

複合盤 2/5 校務員室 4 2

複合盤 6/10 校務員室 12 11 誘導灯信号装置

ﾆｯﾀﾝ NSS-12F 1979 8/10 校務員室 8 16 5

ﾉｰﾐ SAP-023 2006 8/10 校務員室 8 16

複合盤 4/10 校務員室 4 8

1/1 給食室 2 1

1/1 配膳室 4 4

複合盤 8/10 校務員室 9 13 1 誘導灯信号装置

ﾎｰﾁｷ BCG-EW01 1 廊下 2 3

ﾎｰﾁｷ RCV-AAW10 2020 3/10 校務員室 3 6

ﾎｰﾁｷ 2021 12/20 校務員室 17 15 18 漏電火災警報器

複合盤 5/10 校務員室 7 9 2 4

複合盤 1/10 校務員室 1 2

複合盤 4/10 校務員室 4 8

複合盤 7/10 校務員室 7 14

複合盤 16/20 19 22 4

ﾎｰﾁｷ RCA-AW15 1974 10/15 校務員室 13 20

複合盤 9/10 校務員室 17 14 1 3

ﾆｯﾀﾝ BZF1 4/5 新校舎 4 8

松下 BV7615J 1998 12/15 校務員室 34 24

ﾆｯﾀﾝ BZF-1 12/15 校務員室 12 24

複合盤 4/10 校務員室 4 8

ﾆｯﾀﾝ NSS-12F 1979 8/10 校務員室 8 16

複合盤 10/10 校務員室 10 15 連結送水管

複合盤 18/20 校務員室 18 36 救助袋2台

複合盤 9/10 校務員室 10 18

複合盤 9/10 10 16 1

複合盤 13/20 校務員室 15 24 4 排煙窓3箇所

ﾆｯﾀﾝ SB 1979 12/15 校務員室 12 24

複合盤 14/40 校務員室 16 26

複合盤 43/45 校務員室 44 38 22  連結送水管　排煙窓

誘導灯信号装置

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ BV7710 2012 1/1 給食室 2 2

複合盤 校務員室 6 6 6

誘導灯信号装置

8 2 誘導灯信号装置

2

複合盤 8/8 校務員室 18 16 連動パトライト難聴

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ BVJ7103 3/3 給食室前 4 5

複合盤 13/20 26 27 1 誘導灯信号装置

13台 33台 394 503 69 27 2

その他

メーカー 型式 製造年 設置場所

防排煙設備

連動制御盤 温度ヒューズ

回線数



0
0

#
0
0

#
0
00
0

①

受　注　者 大阪府吹田市垂水町２丁目２１番２９号

㊞日本設備工業株式会社

代表取締役　松本　美明

本 契 約 の 証 と し て 本 書 ２ 通 を 作 成 し 、 発 注 者 と 受 注 者 記 名 押 印 の う え 、 各 自

１ 通 を 保 有 す る 。

令和 4年 4月 1日

発　注　者 吹 田 市

代表者　吹田市長　後藤　圭二

6 適 用 除 外 条 項

上記の委託業務について、発注者と受注者は各々の対等な立場における合意に基づいて、

別添の条項（適用除外条項は、上記６のとおり。）によって公正な委託契約を締結し、

  第 ３ 条

信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

0 0 0
5 契 約 の 保 証 免　　除

\ 1 7 4
0 0 0

うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額

\ 1 9 1 4
千 百 十 円十 億 千 百 十 万

3 履 行 期 間 令和 4年 4月 1日　から　令和 5年 3月31日　まで

4 業 務 委 託 料

千 百

業務委託契約書

22000230

1 委 託 業 務 名 吹田市立各中学校消防用設備等保守点検業務

2 場 所 吹田市千里山西2丁目2番1号ほか



（総 則） 

第１条 受注者は、別冊の設計書、図面及び仕様書（以下「設計書等」という。）に基づき、頭書

の業務委託料（以下「業務委託料」という。）をもって、頭書の履行期間（以下「履行期間」と

いう。）内に、頭書の委託業務（以下「委託業務」という。）を完了しなければならない。 

２ 前項の設計書等に明記されていない仕様があるときは、発注者と受注者が協議して定める。 

 （法令上の責任） 

第２条 受注者は、この委託業務の履行に当たり、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）、労働

安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）その他関係法令を遵守しなければならない。 

（契約の保証） 

第３条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければな

らない。 

⑴ 契約保証金の納付 

⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実

と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年

法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証 

⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 

２ 前項の保証に係る契約保証金の額、担保の価値（有価証券の場合にあっては時価の１０分の８

の額）、保証金額又は保険金額は、業務委託料の１００分の５以上としなければならない。ただ

し、発注者が、特に必要があると認めたときは、この限りでない。 

３ 受注者が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第１

９条第２項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならな

い。 

 （権利義務の譲渡等） 

第４条 この契約によって生ずる受注者の権利又は義務は、第三者にこれを譲渡し、又は承継させ

てはならない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

 （一括委任等の禁止及び誓約書の提出） 

第５条 受注者は、委託業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはなら

ない。 



２ 受注者は、委託業務の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、あらかじめ、

発注者の承諾を得なければならない。 

３ 受注者は、前項の承諾を得たときは、受任者又は下請負人の商号又は名称その他必要な事項を

発注者に通知しなければならない。 

４ 受注者は、受任者又は下請負人が、吹田市暴力団の排除等に関する条例（平成２４年吹田市

条例第５０号）第８条第２項に規定する暴力団員及び暴力団密接関係者でないことを表明した

誓約書を、それぞれから徴収し、発注者に提出しなければならない。ただし、その受任者又は

下請負人との契約において、契約金額が５００万円未満の場合は、この限りでない。 

５  受注者は、吹田市指名停止措置要領（平成１６年４月１日制定）に基づく指名停止措置を受

けている者、吹田市公共工事等及び売払い等の契約における暴力団排除措置要領（平成２４年１

１月１３日制定）に基づく入札参加除外措置を受けている者及び第１６条の３各号に該当する者

を受任者又は下請負人としてはならない。 

６  受注者が入札参加除外措置を受けている者又は第１６条の３各号に該当する者を受任者又は

下請負人としていた場合は、発注者は受注者に対して、当該契約の解除を求めることができる。 

７ 前項の規定により契約の解除を行った場合の一切の責任は、受注者が負うものとする。 

 （特許権等の使用） 

第６条 受注者は、この委託業務の履行について特許権その他第三者の権利の対象となっている履

行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 

 （現場代理人） 

第７条 受注者は、現場代理人を定め、書面により発注者に通知しなければならない。 

２ 受注者又は現場代理人は、発注者の指示に従い委託業務に関する一切の事項を処理しなければ

ならない。 

３ 発注者は、受注者の現場代理人について、委託業務の実施又は管理について著しく不適当と認

めるときは、受注者に対しその理由を明示してその交替を求めることができる。 

 （委託業務の調査等） 

第８条 発注者は、必要と認めるときは受注者に対して委託業務の処理状況につき、調査をし、又

は報告を求めることができる。 

 （業務内容の変更等） 

第９条 発注者は、必要がある場合には委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止するこ

とができる。この場合において、業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者



と受注者が協議して書面によりこれを定める。 

 （履行期間の延長） 

第１０条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に委託業務を完了

することができないことが明らかになったときは、発注者に対し遅滞なくその理由を付して書面

により履行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は発注者と受注者が協議し

て定める。 

 （業務の処理に関して生じた損害の負担） 

第１１条 委託業務の処理に関して生じた損害（第三者に及ぼした損害を含む。）は、受注者が負

担するものとする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由により生じたときはこの限

りでない。 

 （履行遅滞の場合における延滞違約金） 

第１２条 受注者の責めに帰すべき理由により、履行期間内に委託業務を完了することができない

場合において、履行期間経過後発注者が相当と認める期間内に完了する見込みがあるときは、発

注者は延滞違約金を徴収して履行期間を延長することができる。 

２ 前項に規定する延滞違約金の額は、業務委託料に対して、吹田市財務規則（昭和３９年吹田市

規則第１４号）に定める延滞違約金の率で計算して得た額とする。 

 （検査及び引渡し） 

第１３条 受注者は、委託業務を完了したときは、遅滞なく発注者に対して受託業務完了届ととも

に成果品一切を提出しなければならない。 

２ 発注者は、前項の受託業務完了届を受理したときは、その日から１０日以内に成果品について

検査を行わなければならない。 

３ 受注者は、前項の検査の結果不合格となり、成果品について補正を命ぜられたときは、遅滞な

く当該補正を行い再検査を受けなければならない。この場合においては、補正の完了を業務の完

了とみなして、前各項の規定を準用する。 

４ 受注者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果品を発注者に引き渡さなければ

ならない。 

 （業務委託料の支払） 

第１４条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して業務委託料の支払

を請求するものとする。 

２ 発注者は、前項の支払請求があったときは、その日から３０日以内に支払わなければならな



い。なお、支払いの金額は次のとおりとする。 

  １回目支払い 957,000円（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 87,000円） 

  ２回目支払い 957,000円（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 87,000円） 

 （権利の帰属） 

第１５条 受注者から引渡しを受けた成果品に関する権利は一切発注者に帰属するものとする。 

 （発注者の解除権） 

第１６条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履

行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その

期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である

ときは、この限りでない。 

 ⑴ 正当な理由がなく委託業務に着手しないとき。 

 ⑵ 期間内にこの委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。 

⑶ この契約に違反したとき。 

第１６条の２ 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ち

にこの契約を解除することができる。 

 ⑴ この契約に違反し、その契約の違反により契約の目的を達することができないと認められる

とき。 

⑵  第１７条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 

⑶ 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に

関する法律（昭和２２年法律第５４号）第４９条に規定する排除措置命令（排除措置命令がな

されなかった場合にあっては、同法第６２条第１項に規定する納付命令）を行い、これが確定

したとき。 

⑷ 受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）の刑法（明治４０年法

律第４５号）第９６条の６又は同法第１９８条の規定による刑が確定したとき。 

第１６条の３ 発注者は受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除す

ることができる。 

 ⑴ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役

員又はその支店若しくは営業所（常時業務の請負契約を締結する事務所をいう。）を代表す

る者をいう。）又は経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められるとき。 

⑵ 役員等又は経営に事実上参加している者が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目



的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は

暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

⑶ 役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又

は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 

⑷ 役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関

係を有していると認められるとき。 

⑸ 第５条第２項の規定により第三者に委任し、又は請負わせようとするときの契約に当たり、

その契約の相手方が第１号から前号までに規定する行為を行う者であると知りながら、当該者

と契約を締結したと認められるとき。 

第１６条の４ 発注者は、委託業務が完了するまでの間は、第１６条、第１６条の２及び前条の規

定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。 

２ 前項又は次条の規定により、契約が解除された場合において、受注者が既に委託業務を完了し

た部分があるときは、発注者は、その部分に相応する業務委託料を受注者に支払うものとする。 

（受注者の解除権） 

第１７条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者と協議のうえ契約を解除する

ことができる。 

 ⑴ 第９条の規定により委託業務内容を変更したため頭書の業務委託料が３分の２以上減少した

とき。 

 ⑵ 発注者が契約に違反し、その違反によって委託業務を完了することが不可能となるに至った

とき。 

（談合等不正行為があった場合の賠償額の予定等） 

第１８条 受注者が、この契約に関して、第１６条の２第３号又は第４号のいずれかに該当したと

きは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、受注者は、賠償金として、業務委託料の１００

分の１０に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第１６条

の２第４号のうち、受注者の刑法第１９８条の規定による刑が確定した場合は、この限りではな

い。 

２  前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。 

３  第１項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合にお

いて、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるものではない。  



 （契約が解除された場合等の違約金） 

第１９条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務委託料の１００分の５

に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

⑴ 発注者が第１６条、第１６条の２又は第１６条の３の規定に基づきこの契約を解除した場合 

 ⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債

務について履行不能となった場合 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

 ⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法律第７５

号）の規定により選任された破産管財人 

 ⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４年法律第

１５４号）の規定により選任された管財人 

 ⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１年法律第

２２５号）の規定により選任された再生債務者等 

３  第１項の場合において、第３条の規定により契約保証金の納付、担保の提供等の契約の保証が

付されているときは、発注者は当該契約保証金、担保、保証事業会社から支払われる保証金又は

保険会社から支払われる保険金等をもって違約金に充当することができる。 

４  第１項及び前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が第１項に規定する違約金の額を超え

る場合において、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるもの

ではない。 

 （違約金等の控除） 

第２０条 受注者がこの契約に基づく違約金等を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発

注者は業務委託料のうちからその金額を控除し、なお不足を生ずるときは追徴する。 

 （秘密の保持） 

第２１条 受注者は、委託業務の処理上知り得た積算等の秘密を他人に漏らしてはならない。 

２ 受注者は成果品（委託業務等の履行過程において得られた記録等を含む。）を他人に閲覧さ

せ、複写させ、又はその写しを譲渡してはならない。 

 （従業員研修） 

第２２条 受注者は、この委託業務に従事させる従業員に、業務内容、接遇、人権啓発及び火災、

地震等の緊急時の対応に関する研修その他業務遂行上必要な研修を行うものとする。 

 （補 則） 



第２３条 この契約書に定めのない事項については吹田市財務規則の定めるところに従い、同規則

に定めのない事項については、発注者と受注者が協議して定める。 



吹田市立各中学校消防用設備等保守点検業務仕様書

1 　委託期間は、下記のとおりとする。

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

2 　対象施設及び設備機器は、別紙のとおりとする。ただし機器の員数の誤差や契約期間

中に消防設備の変更があっても、委託料の増減は行わない。

3 　定期点検は、前期後期の年2回とする。

前期：総合点検 （夏休み期間中）

後期：機器点検 （冬休み期間中）

　その他、学校から発報等の連絡があれば、その都度対応すること。

4 　点検日は、事前に本市と打合せを行い、学校運営に支障のないよう配慮すること。

5 　点検の方法、及び結果報告は、法に準じて行うこと。

6 　点検結果報告書を3部作成し、1部を消防署に提出し、1部は学校に、1部は学校管理課に

提出すること。

7 　点検結果報告書とは別に、不良箇所一覧表（写真、配置図添付）を作成し、提出のこと。

8 　各施設の点検対象機器を記入した配置図（A2二つ折り製本）を作成し、提出のこと。

9 　消防設備一覧表を作成し、提出のこと。

10 　委託料の支払いは、年2回（前期点検終了後、業務完了時）とする。

11 　佐井寺中学校の連結送水管は、耐圧性能点検等を行い消防署に報告すること。



中学校

学校名 住所 電話 消防

1 第一中学校 吹田市千里山西2丁目2番1号 6384-0886 西署

2 第二中学校 吹田市岸部北1丁目21番1号 6388-2031 東署

3 第三中学校 吹田市中の島町3番51号 6381-1512 南署

4 第五中学校 吹田市幸町21番1号 6381-6038 南署

5 第六中学校 吹田市穂波町16番1号 6386-0812 西署

6 片山中学校 吹田市竹谷町35番1号 6387-1041 西署

7 佐井寺中学校 吹田市五月が丘南5番1号 6330-1524 東署

8 南千里中学校 吹田市桃山台4丁目2番1号 6834-3611 北署

9 豊津中学校 吹田市垂水町3丁目32番50号 6384-3275 西署

10 豊津西中学校 吹田市豊津町6番1号 6386-2666 西署

11 山田中学校 吹田市山田市場15番1号 6878-0823 東署

12 西山田中学校 吹田市山田西2丁目11番1号 6877-4633 東署

13 山田東中学校 吹田市山田東4丁目33番1号 6876-6002 東署

14 千里丘中学校 吹田市青葉丘南15番1号 6876-2402 東署

15 高野台中学校 吹田市高野台4丁目5番1号 6871-0569 北署

16 青山台中学校 吹田市青山台4丁目2番1号 6872-0309 北署

17 竹見台中学校 吹田市竹見台1丁目3番1号 6871-0661 北署

18 古江台中学校 吹田市古江台1丁目1番1号 6832-0012 北署



消防用設備一覧 中学校　1/3

ｽﾎﾟｯﾄ 分布 煙

台 箇所 個 個 個

1 第一中学校 42 19 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ BVF3560HK 27～6 2020 30/40 校務員室 音声連動 138 10 9

2 第二中学校 51 33 ﾎｰﾁｷ PRO-AAS50 7～24 1996 45/50 校務員室 音声連動 234 24 21

3 第三中学校 27 16 ﾎｰﾁｷ HAQ-ABW50 9～118 2002 24/30 校務員室 音声連動 109 8 5

4 第五中学校 46 28 松下 BVF-1130HK 27～6 2019 29/30 校務員室 音声連動 134 10 8

5 第六中学校 45 18 ﾎｰﾁｷ RPU-AAW30 19～20 2009 25/30 校務員室 音声連動 150 6 3

6 片山中学校 57 20 松下 BZF-1 12～1 2002 35/40 校務員室 音声連動 142 8 12

7 佐井寺中学校 43 19 ﾎｰﾁｷ HAR-AAS4420 11～2 2018 29/40 校務員室 音声連動 151 8 8

8 南千里中学校 43 18 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ BVF1730H 19～9 2010 26/30 校務員室 音声連動 109 8 5

9 豊津中学校 49 20 ﾎｰﾁｷ HAR-AAS5010RZ 11～2～1 2018 35/50 校務員室 音声連動 146 8 6

10 豊津西中学校 28 21 松下 BVF-3150K 12～1 2004 28/30 校務員室 音声連動 121 7 5

11 山田中学校 52 20 ﾎｰﾁｷ RPU-AAW40 19～20 2011 30/40 校務員室 ベル 129 8 21

12 西山田中学校 55 23 松下 BVF-1530 12～1 2006 26/30 校務員室 音声連動 132 8 11

13 山田東中学校 59 21 ﾆｯﾀﾝ 1PVO-(J-)nY 25～16 2018 27/30 校務員室 音声連動 148 8 8

14 千里丘中学校 41 20 ﾎｰﾁｷ RPU-AAW40 19～20 2012 31/40 校務員室 音声連動 153 8 17

15 高野台中学校 33 18 松下 BVF-3535HK 27～6 2019 19/25 校務員室 音声連動 133 6 17

16 青山台中学校 42 21 ﾎｰﾁｷ HAU-AAW50 19～20 2021 30/30 校務員室 音声連動 142 7 8

17 竹見台中学校 32 18 松下 BVF-1530 12～1 2004 27/30 校務員室 音声連動 119 5 12

18 古江台中学校 47 22 ﾎｰﾁｷ RPU-AAW40 19～20 2016 32/40 校務員室 ベル 136 8 9

計 792 375 18台 2,526 155 185

消火設備 自動火災報知設備

消火器
屋内

消火栓

受信機盤 感知器

設置場所メーカー 型式 型式番号 製造年 回線数 音響装置



消防用設備一覧

1 第一中学校

2 第二中学校

3 第三中学校

4 第五中学校

5 第六中学校

6 片山中学校

7 佐井寺中学校

8 南千里中学校

9 豊津中学校

10 豊津西中学校

11 山田中学校

12 西山田中学校

13 山田東中学校

14 千里丘中学校

15 高野台中学校

16 青山台中学校

17 竹見台中学校

18 古江台中学校

計

中学校　2/3

出力 ｽﾋﾟｰｶｰ

Ｗ 台 台 枚 台

TOA FS991-3615 360 2013 12/15 校務員室 166 59 9

TOA WFS10-4030 400 2020 5/30 校務員室 108 1 65 12

TOA FS991-3615 360 2002 7/15 校務員室 45 1 61 6

TOA FS1000 400 2019 8/20 校務員室 157 32 12

TOA FS991-3615 360 2013 5/10 校務員室 38 1 44 5

TOA FS1000 400 2017 14/30 校務員室 179 1 100 6

TOA FS991-3615 360 2012 10/15 校務員室 166 1 63 5

TOA FS991-3615 360 2011 13/15 校務員室 149 1 81 6

TOA FS991-3615 360 2012 14/15 校務員室 153 1 68 6

TOA FS991-3610 360 2011 5/10 校務員室 52 1 60 6

松下 WK-730AR 240 1990 9/10 校務員室 33 1 51 4

TOA FS1000 400 2016 18/20 校務員室 176 1 72 5

TOA FS1000 400 2018 10/30 校務員室 164 1 73 5

TOA FS991-3620 360 2012 17/20 校務員室 212 1 45 6

TOA FS1000 400 2019 18/40 校務員室 166 1 21 7

TOA FS10-4030 400 2021 18/30 校務員室 47 1 8

TOA FS991-3610 360 2003 9/10 校務員室 55 1 67 5

松下 WK-470 240 1978 11/15 校務員室 47 1 36 5

18台 2,113 16 998 118

非常警報設備 避難設備

設置場所

非常放送設備 プール
警報盤

誘導
標識

誘導
灯

メーカー 型式 製造年 回線数



消防用設備一覧

1 第一中学校

2 第二中学校

3 第三中学校

4 第五中学校

5 第六中学校

6 片山中学校

7 佐井寺中学校

8 南千里中学校

9 豊津中学校

10 豊津西中学校

11 山田中学校

12 西山田中学校

13 山田東中学校

14 千里丘中学校

15 高野台中学校

16 青山台中学校

17 竹見台中学校

18 古江台中学校

計

中学校　3/3

感知器 防火戸 ｼｬｯﾀｰ 防火戸 ｼｬｯﾀｰ

個 箇所 箇所 箇所 箇所

複合盤 7/10 校務員室 19 20

46 階段通路誘導灯7台

複合盤 12/20 校務員室 16 25 連動パトライト階段

松下 BVF-712H 2019 6/10 校務員室 7 14

連動パトライト養護

松下 BZF-1 2002 16/20 校務員室 32 64

複合盤 17/20 校務員室 17 31 連結送水管

ﾎｰﾁｷ RCB-AW15 1980 12/15 校務員室 12 23

複合盤 6/10 校務員室 6 12

複合盤 12/20 校務員室 16 16

9

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ BVF7615H 2014 14/15 校務員室 14 27

複合盤 14/15 校務員室 14 28

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ BVF7610H 2011 10/10 校務員室 10 29 1

複合盤 3/5 職員室 5 4

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ BM-114 2007 10/10 職員室 10 12 4

ﾎｰﾁｷ RCB-EW05 1977 2/5 職員室 4 4

6

16

7台 14台 182 305 9 77

その他

防排煙設備

連動制御盤 温度ヒューズ

メーカー 型式 製造年 回線数 設置場所



0
0

#
0
0

#
0
00
0

①

㊞日本設備工業株式会社

代表取締役　松本　美明

１ 通 を 保 有 す る 。

令和 4年 4月 1日

発　注　者 吹 田 市

代表者　吹田市長　後藤　圭二

受　注　者 大阪府吹田市垂水町２丁目２１番２９号

6 適 用 除 外 条 項

上記の委託業務について、発注者と受注者は各々の対等な立場における合意に基づいて、

別添の条項（適用除外条項は、上記６のとおり。）によって公正な委託契約を締結し、

信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

本 契 約 の 証 と し て 本 書 ２ 通 を 作 成 し 、 発 注 者 と 受 注 者 記 名 押 印 の う え 、 各 自

5 7 0
5 契 約 の 保 証 免　　除

\ 4 0
2 7 0

うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額

6
千 百 十 円

\
万

44
百 十 億 千 百 十

4 業 務 委 託 料

千

2 場 所 吹田市元町30番44号ほか

3 履 行 期 間 令和 4年 4月 1日　から　令和 5年 3月31日　まで

業務委託契約書

22000206

1 委 託 業 務 名 吹田市立各幼稚園等消防用設備等保守点検業務

  第 ３ 条



（総 則） 

第１条 受注者は、別冊の設計書、図面及び仕様書（以下「設計書等」という。）に基づき、頭書

の業務委託料（以下「業務委託料」という。）をもって、頭書の履行期間（以下「履行期間」と

いう。）内に、頭書の委託業務（以下「委託業務」という。）を完了しなければならない。 

２ 前項の設計書等に明記されていない仕様があるときは、発注者と受注者が協議して定める。 

 （法令上の責任） 

第２条 受注者は、この委託業務の履行に当たり、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）、労働

安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）その他関係法令を遵守しなければならない。 

（契約の保証） 

第３条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければな

らない。 

⑴ 契約保証金の納付 

⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実

と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年

法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証 

⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 

２ 前項の保証に係る契約保証金の額、担保の価値（有価証券の場合にあっては時価の１０分の８

の額）、保証金額又は保険金額は、業務委託料の１００分の５以上としなければならない。ただ

し、発注者が、特に必要があると認めたときは、この限りでない。 

３ 受注者が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第１

９条第２項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならな

い。 

 （権利義務の譲渡等） 

第４条 この契約によって生ずる受注者の権利又は義務は、第三者にこれを譲渡し、又は承継させ

てはならない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

 （一括委任等の禁止及び誓約書の提出） 

第５条 受注者は、委託業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはなら

ない。 



２ 受注者は、委託業務の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、あらかじめ、

発注者の承諾を得なければならない。 

３ 受注者は、前項の承諾を得たときは、受任者又は下請負人の商号又は名称その他必要な事項を

発注者に通知しなければならない。 

４ 受注者は、受任者又は下請負人が、吹田市暴力団の排除等に関する条例（平成２４年吹田市

条例第５０号）第８条第２項に規定する暴力団員及び暴力団密接関係者でないことを表明した

誓約書を、それぞれから徴収し、発注者に提出しなければならない。ただし、その受任者又は

下請負人との契約において、契約金額が５００万円未満の場合は、この限りでない。 

５  受注者は、吹田市指名停止措置要領（平成１６年４月１日制定）に基づく指名停止措置を受

けている者、吹田市公共工事等及び売払い等の契約における暴力団排除措置要領（平成２４年１

１月１３日制定）に基づく入札参加除外措置を受けている者及び第１６条の３各号に該当する者

を受任者又は下請負人としてはならない。 

６  受注者が入札参加除外措置を受けている者又は第１６条の３各号に該当する者を受任者又は

下請負人としていた場合は、発注者は受注者に対して、当該契約の解除を求めることができる。 

７ 前項の規定により契約の解除を行った場合の一切の責任は、受注者が負うものとする。 

 （特許権等の使用） 

第６条 受注者は、この委託業務の履行について特許権その他第三者の権利の対象となっている履

行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 

 （現場代理人） 

第７条 受注者は、現場代理人を定め、書面により発注者に通知しなければならない。 

２ 受注者又は現場代理人は、発注者の指示に従い委託業務に関する一切の事項を処理しなければ

ならない。 

３ 発注者は、受注者の現場代理人について、委託業務の実施又は管理について著しく不適当と認

めるときは、受注者に対しその理由を明示してその交替を求めることができる。 

 （委託業務の調査等） 

第８条 発注者は、必要と認めるときは受注者に対して委託業務の処理状況につき、調査をし、又

は報告を求めることができる。 

 （業務内容の変更等） 

第９条 発注者は、必要がある場合には委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止するこ

とができる。この場合において、業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者



と受注者が協議して書面によりこれを定める。 

 （履行期間の延長） 

第１０条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に委託業務を完了

することができないことが明らかになったときは、発注者に対し遅滞なくその理由を付して書面

により履行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は発注者と受注者が協議し

て定める。 

 （業務の処理に関して生じた損害の負担） 

第１１条 委託業務の処理に関して生じた損害（第三者に及ぼした損害を含む。）は、受注者が負

担するものとする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由により生じたときはこの限

りでない。 

 （履行遅滞の場合における延滞違約金） 

第１２条 受注者の責めに帰すべき理由により、履行期間内に委託業務を完了することができない

場合において、履行期間経過後発注者が相当と認める期間内に完了する見込みがあるときは、発

注者は延滞違約金を徴収して履行期間を延長することができる。 

２ 前項に規定する延滞違約金の額は、業務委託料に対して、吹田市財務規則（昭和３９年吹田市

規則第１４号）に定める延滞違約金の率で計算して得た額とする。 

 （検査及び引渡し） 

第１３条 受注者は、委託業務を完了したときは、遅滞なく発注者に対して受託業務完了届ととも

に成果品一切を提出しなければならない。 

２ 発注者は、前項の受託業務完了届を受理したときは、その日から１０日以内に成果品について

検査を行わなければならない。 

３ 受注者は、前項の検査の結果不合格となり、成果品について補正を命ぜられたときは、遅滞な

く当該補正を行い再検査を受けなければならない。この場合においては、補正の完了を業務の完

了とみなして、前各項の規定を準用する。 

４ 受注者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果品を発注者に引き渡さなければ

ならない。 

 （業務委託料の支払） 

第１４条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して業務委託料の支払

を請求するものとする。 

２ 発注者は、前項の支払請求があったときは、その日から３０日以内に支払わなければならな



い。なお、支払いの金額は次のとおりとする。 

  １回目支払い 223,135円（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 20,285円） 

  ２回目支払い 223,135円（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 20,285円） 

 （権利の帰属） 

第１５条 受注者から引渡しを受けた成果品に関する権利は一切発注者に帰属するものとする。 

 （発注者の解除権） 

第１６条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履

行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その

期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である

ときは、この限りでない。 

 ⑴ 正当な理由がなく委託業務に着手しないとき。 

 ⑵ 期間内にこの委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。 

⑶ この契約に違反したとき。 

第１６条の２ 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ち

にこの契約を解除することができる。 

 ⑴ この契約に違反し、その契約の違反により契約の目的を達することができないと認められる

とき。 

⑵  第１７条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 

⑶ 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に

関する法律（昭和２２年法律第５４号）第４９条に規定する排除措置命令（排除措置命令がな

されなかった場合にあっては、同法第６２条第１項に規定する納付命令）を行い、これが確定

したとき。 

⑷ 受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）の刑法（明治４０年法

律第４５号）第９６条の６又は同法第１９８条の規定による刑が確定したとき。 

第１６条の３ 発注者は受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除す

ることができる。 

 ⑴ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役

員又はその支店若しくは営業所（常時業務の請負契約を締結する事務所をいう。）を代表す

る者をいう。）又は経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められるとき。 

⑵ 役員等又は経営に事実上参加している者が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目



的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は

暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

⑶ 役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又

は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 

⑷ 役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関

係を有していると認められるとき。 

⑸ 第５条第２項の規定により第三者に委任し、又は請負わせようとするときの契約に当たり、

その契約の相手方が第１号から前号までに規定する行為を行う者であると知りながら、当該者

と契約を締結したと認められるとき。 

第１６条の４ 発注者は、委託業務が完了するまでの間は、第１６条、第１６条の２及び前条の規

定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。 

２ 前項又は次条の規定により、契約が解除された場合において、受注者が既に委託業務を完了し

た部分があるときは、発注者は、その部分に相応する業務委託料を受注者に支払うものとする。 

（受注者の解除権） 

第１７条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者と協議のうえ契約を解除する

ことができる。 

 ⑴ 第９条の規定により委託業務内容を変更したため頭書の業務委託料が３分の２以上減少した

とき。 

 ⑵ 発注者が契約に違反し、その違反によって委託業務を完了することが不可能となるに至った

とき。 

（談合等不正行為があった場合の賠償額の予定等） 

第１８条 受注者が、この契約に関して、第１６条の２第３号又は第４号のいずれかに該当したと

きは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、受注者は、賠償金として、業務委託料の１００

分の１０に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第１６条

の２第４号のうち、受注者の刑法第１９８条の規定による刑が確定した場合は、この限りではな

い。 

２  前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。 

３  第１項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合にお

いて、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるものではない。  



 （契約が解除された場合等の違約金） 

第１９条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務委託料の１００分の５

に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

⑴ 発注者が第１６条、第１６条の２又は第１６条の３の規定に基づきこの契約を解除した場合 

 ⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債

務について履行不能となった場合 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

 ⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法律第７５

号）の規定により選任された破産管財人 

 ⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４年法律第

１５４号）の規定により選任された管財人 

 ⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１年法律第

２２５号）の規定により選任された再生債務者等 

３  第１項の場合において、第３条の規定により契約保証金の納付、担保の提供等の契約の保証が

付されているときは、発注者は当該契約保証金、担保、保証事業会社から支払われる保証金又は

保険会社から支払われる保険金等をもって違約金に充当することができる。 

４  第１項及び前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が第１項に規定する違約金の額を超え

る場合において、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるもの

ではない。 

 （違約金等の控除） 

第２０条 受注者がこの契約に基づく違約金等を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発

注者は業務委託料のうちからその金額を控除し、なお不足を生ずるときは追徴する。 

 （秘密の保持） 

第２１条 受注者は、委託業務の処理上知り得た積算等の秘密を他人に漏らしてはならない。 

２ 受注者は成果品（委託業務等の履行過程において得られた記録等を含む。）を他人に閲覧さ

せ、複写させ、又はその写しを譲渡してはならない。 

 （従業員研修） 

第２２条 受注者は、この委託業務に従事させる従業員に、業務内容、接遇、人権啓発及び火災、

地震等の緊急時の対応に関する研修その他業務遂行上必要な研修を行うものとする。 

 （補 則） 



第２３条 この契約書に定めのない事項については吹田市財務規則の定めるところに従い、同規則

に定めのない事項については、発注者と受注者が協議して定める。 



吹田市立各幼稚園等消防用設備等保守点検業務仕様書

1 　委託期間は、下記のとおりとする。

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

2 　対象施設及び設備機器は、別紙のとおりとする。ただし機器の員数の誤差や契約期間

中に消防設備の変更があっても、委託料の増減は行わない。

3 　定期点検は、前期後期の年2回とする。

前期：総合点検 （夏休み期間中）

後期：機器点検 （冬休み期間中）

　その他、学校から発報等の連絡があれば、その都度対応すること。

4 　点検日は、事前に本市と打合せを行い、幼稚園・こども園の運営に支障のないよう配慮すること。

5 　点検の方法、及び結果報告は、法に準じて行うこと。

6 　点検結果報告書を3部作成し、1部を消防署に提出し、1部は幼稚園・こども園に、

1部は学校管理課に提出すること。

7 　点検結果報告書とは別に、不良箇所一覧表（写真、配置図添付）を作成し、提出のこと。

8 　各施設の点検対象機器を記入した配置図（A2二つ折り製本）を作成し、提出のこと。

9 　消防設備一覧表を作成し、提出のこと。

10 　委託料の支払いは、年2回（前期点検終了後、業務完了時）とする。



幼稚園

学校名 住所 電話 消防

1 吹田第一幼稚園 吹田市元町30番44号 6381-0049 南署

2 吹田第三幼稚園 吹田市高城町18番39号 6381-5463 南署

3 吹田南幼稚園 吹田市南金田1丁目4番16号 6386-2677 西署

4 千里第二幼稚園 吹田市千里山松が丘25番1号 6380-7451 西署

5 千里新田こども園 吹田市春日4丁目10番1号 6386-9262 西署

6 東佐井寺幼稚園 吹田市五月が丘西4番1号 6387-1227 東署

7 岸部第一幼稚園 吹田市岸部中2丁目19番1号 6389-2623 東署

8 豊津第一幼稚園 吹田市江坂町1丁目15番42号 6384-8301 西署

9 江坂大池こども園 吹田市江坂町3丁目13番1号 6386-9226 西署

10 片山幼稚園 吹田市朝日が丘町16番1号 6387-8155 南署

11 山田第一幼稚園 吹田山田東2丁目33番3号 6877-5858 東署

12 山田第三幼稚園 吹田市山田西1丁目4番1号 6877-4571 東署

13 東山田幼稚園 吹田市青葉丘南15番10号 6876-8407 東署

14 南山田幼稚園 吹田市千里丘西9番1号 6876-2401 東署

15 佐竹台幼稚園 吹田市佐竹台5丁目12番1号 6871-2234 北署



消防用設備一覧 幼稚園・こども園　1/2

ｽﾎﾟｯﾄ 煙

台 箇所 個 個

1 吹田第一幼稚園 7 2 松下 BV-12715 61～2 1994 3/5 職員室 26 2

2 吹田第三幼稚園 3 小学校 副盤 2/30 職員室 14 2

3 吹田南幼稚園 7 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ BVE1510H 2019～2 2019 4/10 職員室 22 9

4 千里第二幼稚園 5 小学校 副盤 2/60 職員室 音声連動 17 2

5 千里新田こども園 3 小学校 副盤 2/40 職員室 音声連動 20 2

6 東佐井寺幼稚園 3 小学校 副盤 2/50 職員室 14 2

7 岸部第一幼稚園 4 2 小学校 副盤 2/40 職員室 35 1

8 豊津第一幼稚園 4 2 松下 BVJ-1105 5～3 1993 4/5 職員室 音声連動 17 4

9 江坂大池こども園 4 小学校 副盤 3/30 職員室 音声連動 14 2

10 片山幼稚園 3 小学校 副盤 2/30 職員室 音声連動 13 2

11 山田第一幼稚園 7 ﾎｰﾁｷ P-1 9～117 2012 2/5 職員室 音声連動 23 3

12 山田第三幼稚園 4 小学校 副盤 3/40 職員室 音声連動 19 4

13 東山田幼稚園 3 小学校 副盤 2/40 職員室 音声連動 17 3

14 南山田幼稚園 3 ﾎｰﾁｷ RPM-ABWO5 4～9 1993 4/5 職員室 音声連動 15 2

15 佐竹台幼稚園 9 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ BVJ25151K 2022 5/5 園務員室 ベル 43 3

計 69 6 6台 309 43
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消防用設備一覧

1 吹田第一幼稚園

2 吹田第三幼稚園

3 吹田南幼稚園

4 千里第二幼稚園

5 千里新田こども園

6 東佐井寺幼稚園

7 岸部第一幼稚園
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①

代表者　吹田市長　後藤　圭二

受　注　者

㊞
大阪府守口市大日東町12番５号

第一防災　株式会社

代表取締役　辻村　典彦

信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

本 契 約 の 証 と し て 本 書 ２ 通 を 作 成 し 、 発 注 者 と 受 注 者 記 名 押 印 の う え 、 各 自

１ 通 を 保 有 す る 。

令和 4年 6月 6日

発　注　者 吹 田 市

6 適 用 除 外 条 項

上記の委託業務について、発注者と受注者は各々の対等な立場における合意に基づいて、

別添の条項（適用除外条項は、上記６のとおり。）によって公正な委託契約を締結し、
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5 契 約 の 保 証 免　　除
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8 0 0

うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額

\ 6 4 6
千 百 十 円十 億 千 百 十 万

3 履 行 期 間 令和 4年 6月 6日　から　令和 5年 3月31日　まで

4 業 務 委 託 料

千 百

業務委託契約書

22002979

1 委 託 業 務 名 吹田市立保育所等消防用設備機器保守点検業務

2 場 所 吹田市立各保育所等
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（総 則） 

第１条 受注者は、別冊の設計書、図面及び仕様書（以下「設計書等」という。）に基づき、頭書

の業務委託料（以下「業務委託料」という。）をもって、頭書の履行期間（以下「履行期間」と

いう。）内に、頭書の委託業務（以下「委託業務」という。）を完了しなければならない。 

２ 前項の設計書等に明記されていない仕様があるときは、発注者と受注者が協議して定める。 

 （法令上の責任） 

第２条 受注者は、この委託業務の履行に当たり、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）、労働

安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）その他関係法令を遵守しなければならない。 

（契約の保証） 

第３条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければな

らない。 

（１） 契約保証金の納付 

（２） 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

（３） この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確

実と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２

７年法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証 

（４） この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

（５） この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 

２ 前項の保証に係る契約保証金の額、担保の価値（有価証券の場合にあっては時価の１０分の８

の額）、保証金額又は保険金額は、業務委託料の１００分の５以上としなければならない。ただ

し、発注者が、特に必要があると認めたときは、この限りでない。 

３ 受注者が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第１

９条第２項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならな

い。 

 （権利義務の譲渡等） 

第４条 この契約によって生ずる受注者の権利又は義務は、第三者にこれを譲渡し、又は承継させ

てはならない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

 （一括委任等の禁止及び誓約書の提出） 

第５条 受注者は、委託業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはなら

ない。 

２ 受注者は、委託業務の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、あらかじめ、
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発注者の承諾を得なければならない。 

３ 受注者は、前項の承諾を得たときは、受任者又は下請負人の商号又は名称その他必要な事項を

発注者に通知しなければならない。 

４ 受注者は、受任者又は下請負人が、吹田市暴力団の排除等に関する条例（平成２４年吹田市

条例第５０号）第８条第２項に規定する暴力団員及び暴力団密接関係者でないことを表明した

誓約書を、それぞれから徴収し、発注者に提出しなければならない。ただし、その受任者又は

下請負人との契約において、契約金額が５００万円未満の場合は、この限りでない。 

５  受注者は、吹田市指名停止措置要領（平成１６年４月１日制定）に基づく指名停止措置を受

けている者、吹田市公共工事等及び売払い等の契約における暴力団排除措置要領（平成２４年１

１月１３日制定）に基づく入札参加除外措置を受けている者及び第１６条の３各号に該当する者

を受任者又は下請負人としてはならない。 

６  受注者が入札参加除外措置を受けている者又は第１６条の３各号に該当する者を受任者又は

下請負人としていた場合は、発注者は受注者に対して、当該契約の解除を求めることができる。 

７ 前項の規定により契約の解除を行った場合の一切の責任は、受注者が負うものとする。 

 （特許権等の使用） 

第６条 受注者は、この委託業務の履行について特許権その他第三者の権利の対象となっている履

行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 

 （現場代理人） 

第７条 受注者は、現場代理人を定め、書面により発注者に通知しなければならない。 

２ 受注者又は現場代理人は、発注者の指示に従い委託業務に関する一切の事項を処理しなければ

ならない。 

３ 発注者は、受注者の現場代理人について、委託業務の実施又は管理について著しく不適当と認

めるときは、受注者に対しその理由を明示してその交替を求めることができる。 

 （委託業務の調査等） 

第８条 発注者は、必要と認めるときは受注者に対して委託業務の処理状況につき、調査をし、又

は報告を求めることができる。 

 （業務内容の変更等） 

第９条 発注者は、必要がある場合には委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止するこ

とができる。この場合において、業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者

と受注者が協議して書面によりこれを定める。 

 （履行期間の延長） 
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第１０条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に委託業務を完了

することができないことが明らかになったときは、発注者に対し遅滞なくその理由を付して書面

により履行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は発注者と受注者が協議し

て定める。 

 （業務の処理に関して生じた損害の負担） 

第１１条 委託業務の処理に関して生じた損害（第三者に及ぼした損害を含む。）は、受注者が負

担するものとする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由により生じたときはこの限

りでない。 

 （履行遅滞の場合における延滞違約金） 

第１２条 受注者の責めに帰すべき理由により、履行期間内に委託業務を完了することができない

場合において、履行期間経過後発注者が相当と認める期間内に完了する見込みがあるときは、発

注者は延滞違約金を徴収して履行期間を延長することができる。 

２ 前項に規定する延滞違約金の額は、業務委託料に対して、吹田市財務規則（昭和３９年吹田市

規則第１４号）に定める延滞違約金の率で計算して得た額とする。 

 （検査及び引渡し） 

第１３条 受注者は、委託業務を完了したときは、遅滞なく発注者に対して受託業務完了届ととも

に成果品一切を提出しなければならない。 

２ 発注者は、前項の受託業務完了届を受理したときは、その日から１０日以内に成果品について

検査を行わなければならない。 

３ 受注者は、前項の検査の結果不合格となり、成果品について補正を命ぜられたときは、遅滞な

く当該補正を行い再検査を受けなければならない。この場合においては、補正の完了を業務の完

了とみなして、前各項の規定を準用する。 

４ 受注者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果品を発注者に引き渡さなければ

ならない。 

 （業務委託料の支払） 

第１４条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して業務委託料の支払

を請求するものとする。 

２ 発注者は、前項の支払請求があったときは、その日から３０日以内に支払わなければならな

い。 

 （権利の帰属） 

第１５条 受注者から引渡しを受けた成果品に関する権利は一切発注者に帰属するものとする。 
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 （発注者の解除権） 

第１６条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履

行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その

期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である

ときは、この限りでない。 

（１） 正当な理由がなく委託業務に着手しないとき。 

（２） 期間内にこの委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。 

（３） この契約に違反したとき。 

第１６条の２ 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ち

にこの契約を解除することができる。 

（１） この契約に違反し、その契約の違反により契約の目的を達することができないと認めら

れるとき。 

（２）  第１７条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 

（３） 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確

保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）第４９条に規定する排除措置命令（排除措置

命令がなされなかった場合にあっては、同法第６２条第１項に規定する納付命令）を行

い、これが確定したとき。 

（４） 受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）の刑法（明治４０

年法律第４５号）第９６条の６又は同法第１９８条の規定による刑が確定したとき。 

第１６条の３ 発注者は受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除す

ることができる。 

（１） 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人

の役員又はその支店若しくは営業所（常時業務の請負契約を締結する事務所をいう。）を

代表する者をいう。）又は経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められると

き。 

（２） 役員等又は経営に事実上参加している者が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図

る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団（暴力団員による不当な行為の防

止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下

同じ。）又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

（３） 役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力

団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められる
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とき。 

（４） 役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべ

き関係を有していると認められるとき。 

（５） 第５条第２項の規定により第三者に委任し、又は請負わせようとするときの契約に当た

り、その契約の相手方が第１号から前号までに規定する行為を行う者であると知りなが

ら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

第１６条の４ 発注者は、委託業務が完了するまでの間は、第１６条、第１６条の２及び前条の規

定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。 

２ 前項又は次条の規定により、契約が解除された場合において、受注者が既に委託業務を完了し

た部分があるときは、発注者は、その部分に相応する業務委託料を受注者に支払うものとする。 

（受注者の解除権） 

第１７条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者と協議のうえ契約を解除する

ことができる。 

（１） 第９条の規定により委託業務内容を変更したため頭書の業務委託料が３分の２以上減少

したとき。 

（２） 発注者が契約に違反し、その違反によって委託業務を完了することが不可能となるに至

ったとき。 

（談合等不正行為があった場合の賠償額の予定等） 

第１８条 受注者が、この契約に関して、第１６条の２第３号又は第４号のいずれかに該当したと

きは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、受注者は、賠償金として、業務委託料の１００

分の１０に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第１６条

の２第４号のうち、受注者の刑法第１９８条の規定による刑が確定した場合は、この限りではな

い。 

２  前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。 

３  第１項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合にお

いて、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるものではない。  

 （契約が解除された場合等の違約金） 

第１９条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務委託料の１００分の５

に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

（１） 発注者が第１６条、第１６条の２又は第１６条の３の規定に基づきこの契約を解除した

場合 
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（２） 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者

の債務について履行不能となった場合 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

（１） 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法律第

７５号）の規定により選任された破産管財人 

（２） 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４年法

律第１５４号）の規定により選任された管財人 

（３） 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１年法

律第２２５号）の規定により選任された再生債務者等 

３  第１項の場合において、第３条の規定により契約保証金の納付、担保の提供等の契約の保証が

付されているときは、発注者は当該契約保証金、担保、保証事業会社から支払われる保証金又は

保険会社から支払われる保険金等をもって違約金に充当することができる。 

４  第１項及び前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が第１項に規定する違約金の額を超え

る場合において、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるもの

ではない。 

 （違約金等の控除） 

第２０条 受注者がこの契約に基づく違約金等を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発

注者は業務委託料のうちからその金額を控除し、なお不足を生ずるときは追徴する。 

 （秘密の保持） 

第２１条 受注者は、委託業務の処理上知り得た積算等の秘密を他人に漏らしてはならない。 

２ 受注者は成果品（委託業務等の履行過程において得られた記録等を含む。）を他人に閲覧さ

せ、複写させ、又はその写しを譲渡してはならない。 

 （従業員研修） 

第２２条 受注者は、この委託業務に従事させる従業員に、業務内容、接遇、人権啓発及び火災、

地震等の緊急時の対応に関する研修その他業務遂行上必要な研修を行うものとする。 

 （補 則） 

第２３条 この契約書に定めのない事項については吹田市財務規則の定めるところに従い、同規則

に定めのない事項については、発注者と受注者が協議して定める。 



吹田市立保育所等消防用設備機器保守点検業務仕様書 

 

１ 業務名 

 吹田市立保育所等消防用設備機器保守点検業務 

 

２ 業務の場所 

 別紙「点検施設等一覧表」のとおり 

 

３ 業務の内容 

 消防用設備等の保守点検等 

ただし、消火器の耐圧性能点検は対象外とする。 

 

４ 履行期間 

 契約締結日から令和５年３月 31 日まで 

 

５ 点検回数 

点検は９月（機器点検）及び３月（総合点検）の年２回とする。 

ただし、別途施設等の許可を得た場合はこの限りではない。 

 

６ 点検方法等 

（１）消防法（昭和 23 年法律第 186 号）等の規定に基づき、消防用設備等の保守点検を

行い、点検結果を消防法施行規則（昭和 36 年自治省令第６号）第３１条の６第１

項に規定する様式により提出すること。 

（２）点検結果報告書は、９月の機能点検については各２部、３月の総合点検については

各３部提出すること。 

（３）３月の点検実施後に各施設の配置図を作成し、感知器・受信機・発信機等の位置を

記入した図面を本市に１部提出すること。 

（４）点検後、不良箇所がある場合は、不良内容及び復旧施行方法、現行設備メーカー型

番、取替設備参考メーカー型番、概略図面・写真を別添とした見積書を本市に提出

すること。 

（５）点検結果報告書に係る各種点検票の「届出者」・「防火管理者」・「立会者」欄につい

ては、受託者の責任において、各園長の記名・押印されたものを提出すること。 

（６）点検後、消防用設備の一覧表を提出すること。 

 

７ 留意事項 

（１）業務実施に当たっては、関係者と協議し、事故等が生じないよう十分な安全対策を

講ずること。 

（２）点検に必要な工具、計測機器等の機材は設備機器に付属して設置されているものを

除き、受注者の負担とする。 

（３）業務の実施にあたっては、既存設備または他の物品等に損害を及ぼさないよう注意

し、万一損害を与えた場合は直ちに施設管理担当者に報告し、その指示に従い修復



すること。 

（４）業務の実施にあたり、適用を受ける関係法令等を遵守し、業務の円滑な遂行を図る

こと。 

（５）本書に定めのない事項については施設管理担当者と協議し、その指示に従うととも

に議事録を作成して提出すること。 

（６）本業務で知り得た事項及び関連資料を当該業務に関るもの以外に漏洩してはなら

ない。 

（７）著作権、特許権その他の第三者の権利の対象となっている点検方法等の使用に関し

てはその費用負担及び使用交渉の一切を受注者が行う。 

（８）点検の実施に関しては、施設管理担当者が立ち会うことがある。また、受注者側か

ら施設管理担当者に立ち会いを求める場合は、あらかじめ申し出ること。 

（９）調査に当たっては、施設管理担当者と協議の上行うこと。 

（10）点検結果については、施設管理担当者等に十分な説明を行うこと。 

（11）軽微な補修については、日常使用に支障のないよう受託者において補修し、その費

用については受託者の負担とする。 

（12）その他疑義が生じた場合には、速やかに施設管理担当者等と協議すること。 

 

８ 仕様書等についての質問先 

 吹田市児童部保育幼稚園室 総務グループ 施設管理・園務改善担当（06-6834-1541） 



別紙　点検施設等一覧表

所属 郵便番号 所在地 電話番号 FAX番号

山田保育園 565-0822 山田市場19－9 6878-0223 6878-0223

いずみ保育園 564-0041 泉町2丁目11-43 6388-6088 6388-6088

南千里保育園 565-0854 桃山台1丁目4－1 6871-0767 6871-0767

ことぶき保育園 564-0002 岸部中2丁目2－1 6388-4411 6388-4411

岸部保育園 564-0001 岸部北2丁目2－2 6389-2838 6389-2838

千里山保育園 565-0842 千里山東2丁目19-22 6389-2200 6389-2200

東保育園 564-0012 南正雀4丁目1－1 6382-7010 6382-7010

垂水保育園 564-0062 垂水町1丁目6－9 6386-2974 6386-2974

吹一保育園 564-0032 内本町1丁目23-28 6382-7782 6382-7782

吹六保育園 564-0038 南清和園町40-31 6319-0237 6319-0237

片山保育園 564-0072 出口町32－1 6380-9558 6380-9558

千三保育園 565-0851 千里山西1丁目12-1 6386-9178 6386-9178

山三保育園 565-0824 山田西1丁目27-15 6876-4602 6876-4602

はぎのきこども園 565-0874 古江台2丁目11-4 6872-1012 6319-8600

いずみ小規模園 564-0041 泉町2丁目11-43 7670-6388 7670-6388

※吹田市立いずみ保育園及び吹田市立いずみ小規模園は、同一施設となります。

保

育

園



消防法施行規則の規定に基づき、消防用設備等又は特殊消防用設備 等

の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに 点検

の結果についての報告書の様式を定める件 
(平成１６年５月３１日) 

(消防庁告示第９号) 

改正 平成１８年７月 ３日消防庁告示第３２号 

同 ２１年２月２６日同    第 ２号 

同 ２１年９月１５日同    第１８号 

同 ２２年２月 ５日同    第 ４号 

同 ２６年４月１４日同    第１４号 

同 ３０年３月２９日同    第 ６号 

同 ３１年４月１８日同    第 ６号 

令和２年１２月２５日同    第１９号 
 

 

 

消防法施行規則(昭和３６年自治省令第６号)第３１条の６第１項及び第４項の規定に基

づき、消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点

検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を次のとおり定める。 

第１ 用語の定義 

この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。 

１ 点検 消防用設備等にあっては消防法（昭和２３年法律第１８６号。以下「法」とい

う。)第１７条第１項の技術上の基準に、特殊消防用設備等にあっては同条第３項の設

備等設置維持計画に適合しているかどうかを確認することをいう。 

２ 消防用設備等の種類等 消防用設備等(非常電源、配線及び総合操作盤の部分を除く。) 

の種類及び非常電源の種別並びに配線及び総合操作盤の別をいう。 

３ 消防用設備等の機器 消防用設備等のヘッド、感知器、加圧送水装置、配管等の機器

をいう。 

第２ 点検の内容及び点検の方法 

点検の内容及び点検の方法は、次のとおりとする。ただし、特殊消防用設備等にあって

は、法第１７条第３項に規定する設備等設置維持計画によるものとする。 

１ 機器点検 次の事項について、消防用設備等の種類等に応じ、別に告示で定める基準

に従い確認すること。 

(１) 消防用設備等に附置される非常電源(自家発電設備に限る。)又は動力消防ポンプ

の正常な作動 

(２) 消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別で

きる事項 

(３) 消防用設備等の機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項 

２ 総合点検 消防用設備等の全部若しくは一部を作動させ、又は当該消防用設備等を使

用することにより、当該消防用設備等の総合的な機能を消防用設備等の種類等に応じ、 



別に告示で定める基準に従い確認すること。

第３ 点検の期間 

点検の期間は、次の表の上欄（左欄）に掲げる消防用設備等の種類等並びに同表中欄に

掲げる点検の内容及び方法に応じ、同表下欄（右欄）に掲げるとおりとする。ただし、特

殊消防用設備等にあっては、法第１７条第３項に規定する設備等設置維持計画に定める期

間によるものとする。 

 
 

消防用設備等の種類等 
 

点検の内容及び方法 
 

点検の期間 

 

消火器具、消防機関へ通報する火災報知設備、誘導

灯、誘導標識、消防用水、非常コンセント設備、連

結散水設備、無線通信補助設備及び共同住宅用非常

コンセント設備 

 

 
機器点検 

 

 
６月 

 

屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設

備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化

物消火設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備、動力

消防ポンプ設備、自動火災報知設備、ガス漏れ火災

警報設備、漏電火災警報器、非常警報器具及び設備、

避難器具、排煙設備、連結送水管、非常電源(配線の部

分を除く)、総合操作盤、パッケージ型消火設備、

パッケージ型自動消火設備、共同住宅用スプリンクラ

ー設備、共同住宅用自動火災報知設備、住戸用自動

火災報知設備、共同住宅用非常警報設備、共同住宅

用連結送水管、特定小規模施設用自動火災報知設備、

加圧防排煙設備、複合型居住施設用自動火災報知設

備並びに特定駐車場用泡消火設備 

 

 

 

機器点検 

 

 

 

６月 

 

 

 

総合点検 

 

 

 

１年 

配線 総合点検 １年 

第４ 点検の結果についての報告書の様式 

点検の結果の報告は、別記様式第１の消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告に、 

消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類等に応じ、別に告示又は設備等設置維持計画で定 

める点検票を添付して行うものとする。ただし、消防用設備等のうち、消防長又は消防署長

が適当と認める場合にあっては、別記様式第２の消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果  

総括表及び別記様式第３の消防用設備等(特殊消防用設備等)点検者一覧表を添付することを

もって足りるものとする。 



別記様式第１ 

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書 

年   月   日  

 消防長（消防署長）（市町村長） 殿 

届 出 者                    

住  所                   

氏  名                  

電話番号                   

  

下記のとおり消防用設備等（特殊消防用設備等）の点検を実施したので、消防法第 

17条の３の３の規定に基づき報告します。 

記 

防

火

対

象

物 

所 在 地  

名 称  

用 途  

規 模 地上    階  地下    階  延べ面積        ｍ2 

消防用設備等（特殊消
防用設備等）の種類等 

 

※受 付 欄 ※経  過  欄 ※備    考 

   

備考 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

   ２ 消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を実施した場合は、点検を実施した全ての者の情報を別記様

式第３に記入し、添付すること。 

   ３ 消防用設備等又は特殊消防用設備等ごとの点検票を添付すること。 

   ４ ※印欄は、記入しないこと。 



別記様式第２ 

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果総括表 

（その１） 

名 称  
防 火 

管 理 者 
 

所 在 地  
点検実施

責 任 者 
 

点検種別 
機器点検・総合点検・（設
備等設置維持計画による
点検） 

点検年月日      年 月 日～    年 月 日 

設 備 名 

点 検 結 果 

措 置 内 容 立  会  者 

判 定 不良内容 

 良・不良    

 良・不良    

 良・不良    

 良・不良    

 良・不良    

 良・不良    

備考 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

   ２ 判定欄は、正常の場合は「良」に、不良の場合は「不良」に○印を付し、不良内容欄にその内容を記入

すること。 

   ３ 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。 



別記様式第２ 

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果総括表 

（その２） 

設  備  名 

点 検 結 果 

措 置 内 容 立  会  者 

判 定 不良内容 

 良・不良    

 良・不良    

 良・不良    

 良・不良    

 良・不良    

 良・不良    

 良・不良    

 良・不良    

 良・不良    

 良・不良    

 良・不良    

備考 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

   ２ 判定欄は、正常の場合は「良」に、不良の場合は「不良」に○印を付し、不良内容欄にその内容を記入

すること。 

   ３ 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。 



別記様式第３ 

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検者一覧表 

点     検     者 設 備 名 

住 所  氏 名  

 

社 名  電話番号  

資格 消防設備士 

種類等 交付年月日 交付番号 交付知事 講習受講年月 

甲 種 特 類     年  月  日       年  月 

甲・乙種 １ 類     年  月  日       年  月 

甲・乙種 ２ 類     年  月  日       年  月 

甲・乙種 ３ 類     年  月  日       年  月 

甲・乙種 ４ 類     年  月  日       年  月 

甲・乙種 ５ 類     年  月  日       年  月 

乙 種 ６ 類     年  月  日       年  月 

乙 種 ７ 類     年  月  日       年  月 

備 考  

資格 消防設備点検資格者 

種類等 交付年月日 交付番号 有効期限 

特 種     年  月  日      年  月  日 

第 １ 種     年  月  日      年  月  日 

第 ２ 種     年  月  日      年  月  日 

 

点     検     者 設 備 名 

住 所  氏 名  

 

社 名  電話番号  

資格 消防設備士 

種類等 交付年月日 交付番号 交付知事 講習受講年月 

甲 種 特 類     年  月  日       年  月 

甲・乙種 １ 類     年  月  日       年  月 

甲・乙種 ２ 類     年  月  日       年  月 

甲・乙種 ３ 類     年  月  日       年  月 

甲・乙種 ４ 類     年  月  日       年  月 

甲・乙種 ５ 類     年  月  日       年  月 

乙 種 ６ 類     年  月  日       年  月 

乙 種 ７ 類     年  月  日       年  月 

備 考  

資格 消防設備点検資格者 

種類等 交付年月日 交付番号 有効期限 

特 種     年  月  日      年  月  日 

第 １ 種     年  月  日      年  月  日 

第 ２ 種     年  月  日      年  月  日 

 

備考 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

   ２ 住所、社名及び電話番号の欄は、点検者が会社（会社以外の法人に所属する場合は当該法人）に所属す

る場合には、当該所属する会社の住所、社名及び電話番号を記入すること。 

   ３ 資格の欄は、消防設備士又は消防設備点検資格者の種類等、交付年月日、交付番号、交付機関、最新の

講習受講年月、有効期限を記載すること。 

   ４ 誘導灯及び誘導標識の点検を実施した者は、備考欄に電気工事士法(昭和35年法律第139号)第３条に規定

する電気工事士免状又は電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第１項に規定する第一種電気主任技術

者免状、第二種電気主任技術者免状若しくは第三種電気主任技術者免状のいずれかの免状の種類、交付番

号及び交付年月日を記載すること。（第二種消防設備点検資格者の免状の交付を受けている者を除く。） 



附 則 

１ この告示は、平成１６年６月１日から施行する。 

２ 消防法施行規則の規定に基づき消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検

の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書を定める件(昭和５０年消防

庁告示第３号)は、廃止する。 

３ この告示の施行の際現に存する消防法施行規則の規定に基づき消防用設備等の種類

及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告

書の様式を定める件別記様式第１、第２及び第３は、この告示の別記様式第１、第２

及び第３かかわらず、平成１７年５月３１日までの間は、これを使用することができ

る。 

附 則 (平成１８年７月３日消防庁告示第３２号) 

この告示は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則 (平成２１年２月２６日消防庁告示第２号) 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則 (平成２１年９月１５日消防庁告示第１８号) 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則 (平成２２年２月５日消防庁告示第４号) 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則 (平成２６年４月１４日消防庁告示第１４号) 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則 (平成３０年３月２９日消防庁告示第６号) 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則 (平成３１年４月１８日消防庁告示第６号) 

１  この告示は、公布の日から施行する。ただし、「日本工業規格」を「日本産業規格」に

改める部分は、平成３１年７月１日から施行する。 

２ この告示による改正後の消防法施行規則第３１条の６第１項及び第３項の規定に基

づく消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の 期

間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式別記様式第１から第３までに

規定する様式は、前項の規定にかかわらず、平成３１年９月３０日までの間は、なお

従前の例によることができる。 

附 則 (令和２年１２月２５日消防庁告示第１９号) 

この告示は、公布の日から施行する。 





（総 則） 

第１条 受注者は、別冊の設計書、図面及び仕様書（以下「設計書等」という。）に基づき、頭書

の業務委託料（以下「業務委託料」という。）をもって、頭書の履行期間（以下「履行期間」と

いう。）内に、頭書の委託業務（以下「委託業務」という。）を完了しなければならない。 

２ 前項の設計書等に明記されていない仕様があるときは、発注者と受注者が協議して定める。 

 （法令上の責任） 

第２条 受注者は、この委託業務の履行に当たり、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）、労働

安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）その他関係法令を遵守しなければならない。 

（契約の保証） 

第３条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければな

らない。 

⑴ 契約保証金の納付 

⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実

と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年

法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証 

⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 

２ 前項の保証に係る契約保証金の額、担保の価値（有価証券の場合にあっては時価の１０分の８

の額）、保証金額又は保険金額は、業務委託料の１００分の５以上としなければならない。ただ

し、発注者が、特に必要があると認めたときは、この限りでない。 

３ 受注者が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第１

９条第２項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならな

い。 

 （権利義務の譲渡等） 

第４条 この契約によって生ずる受注者の権利又は義務は、第三者にこれを譲渡し、又は承継させ

てはならない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

 （一括委任等の禁止及び誓約書の提出） 

第５条 受注者は、委託業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはなら

ない。 



２ 受注者は、委託業務の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、あらかじめ、

発注者の承諾を得なければならない。 

３ 受注者は、前項の承諾を得たときは、受任者又は下請負人の商号又は名称その他必要な事項を

発注者に通知しなければならない。 

４ 受注者は、受任者又は下請負人が、吹田市暴力団の排除等に関する条例（平成２４年吹田市

条例第５０号）第８条第２項に規定する暴力団員及び暴力団密接関係者でないことを表明した

誓約書を、それぞれから徴収し、発注者に提出しなければならない。ただし、その受任者又は

下請負人との契約において、契約金額が５００万円未満の場合は、この限りでない。 

５  受注者は、吹田市指名停止措置要領（平成１６年４月１日制定）に基づく指名停止措置を受

けている者、吹田市公共工事等及び売払い等の契約における暴力団排除措置要領（平成２４年１

１月１３日制定）に基づく入札参加除外措置を受けている者及び第１６条の３各号に該当する者

を受任者又は下請負人としてはならない。 

６  受注者が入札参加除外措置を受けている者又は第１６条の３各号に該当する者を受任者又は

下請負人としていた場合は、発注者は受注者に対して、当該契約の解除を求めることができる。 

７ 前項の規定により契約の解除を行った場合の一切の責任は、受注者が負うものとする。 

 （特許権等の使用） 

第６条 受注者は、この委託業務の履行について特許権その他第三者の権利の対象となっている履

行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 

 （現場代理人） 

第７条 受注者は、現場代理人を定め、書面により発注者に通知しなければならない。 

２ 受注者又は現場代理人は、発注者の指示に従い委託業務に関する一切の事項を処理しなければ

ならない。 

３ 発注者は、受注者の現場代理人について、委託業務の実施又は管理について著しく不適当と認

めるときは、受注者に対しその理由を明示してその交替を求めることができる。 

 （委託業務の調査等） 

第８条 発注者は、必要と認めるときは受注者に対して委託業務の処理状況につき、調査をし、又

は報告を求めることができる。 

 （業務内容の変更等） 

第９条 発注者は、必要がある場合には委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止するこ

とができる。この場合において、業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者



と受注者が協議して書面によりこれを定める。 

 （履行期間の延長） 

第１０条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に委託業務を完了

することができないことが明らかになったときは、発注者に対し遅滞なくその理由を付して書面

により履行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は発注者と受注者が協議し

て定める。 

 （業務の処理に関して生じた損害の負担） 

第１１条 委託業務の処理に関して生じた損害（第三者に及ぼした損害を含む。）は、受注者が負

担するものとする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由により生じたときはこの限

りでない。 

 （履行遅滞の場合における延滞違約金） 

第１２条 受注者の責めに帰すべき理由により、履行期間内に委託業務を完了することができない

場合において、履行期間経過後発注者が相当と認める期間内に完了する見込みがあるときは、発

注者は延滞違約金を徴収して履行期間を延長することができる。 

２ 前項に規定する延滞違約金の額は、業務委託料に対して、吹田市財務規則（昭和３９年吹田市

規則第１４号）に定める延滞違約金の率で計算して得た額とする。 

 （検査及び引渡し） 

第１３条 受注者は、委託業務を完了したときは、遅滞なく発注者に対して受託業務完了届ととも

に成果品一切を提出しなければならない。 

２ 発注者は、前項の受託業務完了届を受理したときは、その日から１０日以内に成果品について

検査を行わなければならない。 

３ 受注者は、前項の検査の結果不合格となり、成果品について補正を命ぜられたときは、遅滞な

く当該補正を行い再検査を受けなければならない。この場合においては、補正の完了を業務の完

了とみなして、前各項の規定を準用する。 

４ 受注者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果品を発注者に引き渡さなければ

ならない。 

 （業務委託料の支払） 

第１４条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して業務委託料の支払

を請求するものとする。 

２ 発注者は、前項の支払請求があったときは、その日から３０日以内に支払わなければならな



い。なお、支払いの金額は次のとおりとする。 

  １回目支払い 468,600円（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 42,600円） 

  ２回目支払い 468,600円（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 42,600円） 

 （権利の帰属） 

第１５条 受注者から引渡しを受けた成果品に関する権利は一切発注者に帰属するものとする。 

 （発注者の解除権） 

第１６条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履

行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その

期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である

ときは、この限りでない。 

 ⑴ 正当な理由がなく委託業務に着手しないとき。 

 ⑵ 期間内にこの委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。 

⑶ この契約に違反したとき。 

第１６条の２ 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ち

にこの契約を解除することができる。 

 ⑴ この契約に違反し、その契約の違反により契約の目的を達することができないと認められる

とき。 

⑵  第１７条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 

⑶ 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に

関する法律（昭和２２年法律第５４号）第４９条に規定する排除措置命令（排除措置命令がな

されなかった場合にあっては、同法第６２条第１項に規定する納付命令）を行い、これが確定

したとき。 

⑷ 受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）の刑法（明治４０年法

律第４５号）第９６条の６又は同法第１９８条の規定による刑が確定したとき。 

第１６条の３ 発注者は受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除す

ることができる。 

 ⑴ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役

員又はその支店若しくは営業所（常時業務の請負契約を締結する事務所をいう。）を代表す

る者をいう。）又は経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められるとき。 

⑵ 役員等又は経営に事実上参加している者が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目



的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は

暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

⑶ 役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又

は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 

⑷ 役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関

係を有していると認められるとき。 

⑸ 第５条第２項の規定により第三者に委任し、又は請負わせようとするときの契約に当たり、

その契約の相手方が第１号から前号までに規定する行為を行う者であると知りながら、当該者

と契約を締結したと認められるとき。 

第１６条の４ 発注者は、委託業務が完了するまでの間は、第１６条、第１６条の２及び前条の規

定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。 

２ 前項又は次条の規定により、契約が解除された場合において、受注者が既に委託業務を完了し

た部分があるときは、発注者は、その部分に相応する業務委託料を受注者に支払うものとする。 

（受注者の解除権） 

第１７条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者と協議のうえ契約を解除する

ことができる。 

 ⑴ 第９条の規定により委託業務内容を変更したため頭書の業務委託料が３分の２以上減少した

とき。 

 ⑵ 発注者が契約に違反し、その違反によって委託業務を完了することが不可能となるに至った

とき。 

（談合等不正行為があった場合の賠償額の予定等） 

第１８条 受注者が、この契約に関して、第１６条の２第３号又は第４号のいずれかに該当したと

きは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、受注者は、賠償金として、業務委託料の１００

分の１０に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第１６条

の２第４号のうち、受注者の刑法第１９８条の規定による刑が確定した場合は、この限りではな

い。 

２  前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。 

３  第１項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合にお

いて、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるものではない。  



 （契約が解除された場合等の違約金） 

第１９条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務委託料の１００分の５

に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

⑴ 発注者が第１６条、第１６条の２又は第１６条の３の規定に基づきこの契約を解除した場合 

 ⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債

務について履行不能となった場合 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

 ⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法律第７５

号）の規定により選任された破産管財人 

 ⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４年法律第

１５４号）の規定により選任された管財人 

 ⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１年法律第

２２５号）の規定により選任された再生債務者等 

３  第１項の場合において、第３条の規定により契約保証金の納付、担保の提供等の契約の保証が

付されているときは、発注者は当該契約保証金、担保、保証事業会社から支払われる保証金又は

保険会社から支払われる保険金等をもって違約金に充当することができる。 

４  第１項及び前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が第１項に規定する違約金の額を超え

る場合において、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるもの

ではない。 

 （違約金等の控除） 

第２０条 受注者がこの契約に基づく違約金等を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発

注者は業務委託料のうちからその金額を控除し、なお不足を生ずるときは追徴する。 

 （秘密の保持） 

第２１条 受注者は、委託業務の処理上知り得た積算等の秘密を他人に漏らしてはならない。 

２ 受注者は成果品（委託業務等の履行過程において得られた記録等を含む。）を他人に閲覧さ

せ、複写させ、又はその写しを譲渡してはならない。 

 （従業員研修） 

第２２条 受注者は、この委託業務に従事させる従業員に、業務内容、接遇、人権啓発及び火災、

地震等の緊急時の対応に関する研修その他業務遂行上必要な研修を行うものとする。 

 （補 則） 



第２３条 この契約書に定めのない事項については吹田市財務規則の定めるところに従い、同規則

に定めのない事項については、発注者と受注者が協議して定める。 





（総 則） 

第１条 受注者は、別冊の設計書、図面及び仕様書（以下「設計書等」という。）に基づき、頭書

の業務委託料（以下「業務委託料」という。）をもって、頭書の履行期間（以下「履行期間」と

いう。）内に、頭書の委託業務（以下「委託業務」という。）を完了しなければならない。 

２ 前項の設計書等に明記されていない仕様があるときは、発注者と受注者が協議して定める。 

 （法令上の責任） 

第２条 受注者は、この委託業務の履行に当たり、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）、労働

安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）その他関係法令を遵守しなければならない。 

（契約の保証） 

第３条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければな

らない。 

⑴ 契約保証金の納付 

⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実

と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年

法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証 

⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 

２ 前項の保証に係る契約保証金の額、担保の価値（有価証券の場合にあっては時価の１０分の８

の額）、保証金額又は保険金額は、業務委託料の１００分の５以上としなければならない。ただ

し、発注者が、特に必要があると認めたときは、この限りでない。 

３ 受注者が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第１

９条第２項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならな

い。 

 （権利義務の譲渡等） 

第４条 この契約によって生ずる受注者の権利又は義務は、第三者にこれを譲渡し、又は承継させ

てはならない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

 （一括委任等の禁止及び誓約書の提出） 

第５条 受注者は、委託業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはなら

ない。 



２ 受注者は、委託業務の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、あらかじめ、

発注者の承諾を得なければならない。 

３ 受注者は、前項の承諾を得たときは、受任者又は下請負人の商号又は名称その他必要な事項を

発注者に通知しなければならない。 

４ 受注者は、受任者又は下請負人が、吹田市暴力団の排除等に関する条例（平成２４年吹田市

条例第５０号）第８条第２項に規定する暴力団員及び暴力団密接関係者でないことを表明した

誓約書を、それぞれから徴収し、発注者に提出しなければならない。ただし、その受任者又は

下請負人との契約において、契約金額が５００万円未満の場合は、この限りでない。 

５  受注者は、吹田市指名停止措置要領（平成１６年４月１日制定）に基づく指名停止措置を受

けている者、吹田市公共工事等及び売払い等の契約における暴力団排除措置要領（平成２４年１

１月１３日制定）に基づく入札参加除外措置を受けている者及び第１６条の３各号に該当する者

を受任者又は下請負人としてはならない。 

６  受注者が入札参加除外措置を受けている者又は第１６条の３各号に該当する者を受任者又は

下請負人としていた場合は、発注者は受注者に対して、当該契約の解除を求めることができる。 

７ 前項の規定により契約の解除を行った場合の一切の責任は、受注者が負うものとする。 

 （特許権等の使用） 

第６条 受注者は、この委託業務の履行について特許権その他第三者の権利の対象となっている履

行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 

 （現場代理人） 

第７条 受注者は、現場代理人を定め、書面により発注者に通知しなければならない。 

２ 受注者又は現場代理人は、発注者の指示に従い委託業務に関する一切の事項を処理しなければ

ならない。 

３ 発注者は、受注者の現場代理人について、委託業務の実施又は管理について著しく不適当と認

めるときは、受注者に対しその理由を明示してその交替を求めることができる。 

 （委託業務の調査等） 

第８条 発注者は、必要と認めるときは受注者に対して委託業務の処理状況につき、調査をし、又

は報告を求めることができる。 

 （業務内容の変更等） 

第９条 発注者は、必要がある場合には委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止するこ

とができる。この場合において、業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者



と受注者が協議して書面によりこれを定める。 

 （履行期間の延長） 

第１０条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に委託業務を完了

することができないことが明らかになったときは、発注者に対し遅滞なくその理由を付して書面

により履行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は発注者と受注者が協議し

て定める。 

 （業務の処理に関して生じた損害の負担） 

第１１条 委託業務の処理に関して生じた損害（第三者に及ぼした損害を含む。）は、受注者が負

担するものとする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由により生じたときはこの限

りでない。 

 （履行遅滞の場合における延滞違約金） 

第１２条 受注者の責めに帰すべき理由により、履行期間内に委託業務を完了することができない

場合において、履行期間経過後発注者が相当と認める期間内に完了する見込みがあるときは、発

注者は延滞違約金を徴収して履行期間を延長することができる。 

２ 前項に規定する延滞違約金の額は、業務委託料に対して、吹田市財務規則（昭和３９年吹田市

規則第１４号）に定める延滞違約金の率で計算して得た額とする。 

 （検査及び引渡し） 

第１３条 受注者は、委託業務を完了したときは、遅滞なく発注者に対して受託業務完了届ととも

に成果品一切を提出しなければならない。 

２ 発注者は、前項の受託業務完了届を受理したときは、その日から１０日以内に成果品について

検査を行わなければならない。 

３ 受注者は、前項の検査の結果不合格となり、成果品について補正を命ぜられたときは、遅滞な

く当該補正を行い再検査を受けなければならない。この場合においては、補正の完了を業務の完

了とみなして、前各項の規定を準用する。 

４ 受注者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果品を発注者に引き渡さなければ

ならない。 

 （業務委託料の支払） 

第１４条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して業務委託料の支払

を請求するものとする。 

２ 発注者は、前項の支払請求があったときは、その日から３０日以内に支払わなければならな



い。なお、支払いの金額は次のとおりとする。 

  １回目支払い 508,200円（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 46,200円） 

  ２回目支払い 508,200円（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 46,200円） 

 （権利の帰属） 

第１５条 受注者から引渡しを受けた成果品に関する権利は一切発注者に帰属するものとする。 

 （発注者の解除権） 

第１６条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履

行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その

期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である

ときは、この限りでない。 

 ⑴ 正当な理由がなく委託業務に着手しないとき。 

 ⑵ 期間内にこの委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。 

⑶ この契約に違反したとき。 

第１６条の２ 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ち

にこの契約を解除することができる。 

 ⑴ この契約に違反し、その契約の違反により契約の目的を達することができないと認められる

とき。 

⑵  第１７条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 

⑶ 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に

関する法律（昭和２２年法律第５４号）第４９条に規定する排除措置命令（排除措置命令がな

されなかった場合にあっては、同法第６２条第１項に規定する納付命令）を行い、これが確定

したとき。 

⑷ 受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）の刑法（明治４０年法

律第４５号）第９６条の６又は同法第１９８条の規定による刑が確定したとき。 

第１６条の３ 発注者は受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除す

ることができる。 

 ⑴ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役

員又はその支店若しくは営業所（常時業務の請負契約を締結する事務所をいう。）を代表す

る者をいう。）又は経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められるとき。 

⑵ 役員等又は経営に事実上参加している者が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目



的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は

暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

⑶ 役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又

は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 

⑷ 役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関

係を有していると認められるとき。 

⑸ 第５条第２項の規定により第三者に委任し、又は請負わせようとするときの契約に当たり、

その契約の相手方が第１号から前号までに規定する行為を行う者であると知りながら、当該者

と契約を締結したと認められるとき。 

第１６条の４ 発注者は、委託業務が完了するまでの間は、第１６条、第１６条の２及び前条の規

定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。 

２ 前項又は次条の規定により、契約が解除された場合において、受注者が既に委託業務を完了し

た部分があるときは、発注者は、その部分に相応する業務委託料を受注者に支払うものとする。 

（受注者の解除権） 

第１７条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者と協議のうえ契約を解除する

ことができる。 

 ⑴ 第９条の規定により委託業務内容を変更したため頭書の業務委託料が３分の２以上減少した

とき。 

 ⑵ 発注者が契約に違反し、その違反によって委託業務を完了することが不可能となるに至った

とき。 

（談合等不正行為があった場合の賠償額の予定等） 

第１８条 受注者が、この契約に関して、第１６条の２第３号又は第４号のいずれかに該当したと

きは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、受注者は、賠償金として、業務委託料の１００

分の１０に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第１６条

の２第４号のうち、受注者の刑法第１９８条の規定による刑が確定した場合は、この限りではな

い。 

２  前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。 

３  第１項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合にお

いて、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるものではない。  



 （契約が解除された場合等の違約金） 

第１９条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務委託料の１００分の５

に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

⑴ 発注者が第１６条、第１６条の２又は第１６条の３の規定に基づきこの契約を解除した場合 

 ⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債

務について履行不能となった場合 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

 ⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法律第７５

号）の規定により選任された破産管財人 

 ⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４年法律第

１５４号）の規定により選任された管財人 

 ⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１年法律第

２２５号）の規定により選任された再生債務者等 

３  第１項の場合において、第３条の規定により契約保証金の納付、担保の提供等の契約の保証が

付されているときは、発注者は当該契約保証金、担保、保証事業会社から支払われる保証金又は

保険会社から支払われる保険金等をもって違約金に充当することができる。 

４  第１項及び前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が第１項に規定する違約金の額を超え

る場合において、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるもの

ではない。 

 （違約金等の控除） 

第２０条 受注者がこの契約に基づく違約金等を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発

注者は業務委託料のうちからその金額を控除し、なお不足を生ずるときは追徴する。 

 （秘密の保持） 

第２１条 受注者は、委託業務の処理上知り得た積算等の秘密を他人に漏らしてはならない。 

２ 受注者は成果品（委託業務等の履行過程において得られた記録等を含む。）を他人に閲覧さ

せ、複写させ、又はその写しを譲渡してはならない。 

 （従業員研修） 

第２２条 受注者は、この委託業務に従事させる従業員に、業務内容、接遇、人権啓発及び火災、

地震等の緊急時の対応に関する研修その他業務遂行上必要な研修を行うものとする。 

 （補 則） 



第２３条 この契約書に定めのない事項については吹田市財務規則の定めるところに従い、同規則

に定めのない事項については、発注者と受注者が協議して定める。 





（総 則） 

第１条 受注者は、別冊の設計書、図面及び仕様書（以下「設計書等」という。）に基づき、頭書

の業務委託料（以下「業務委託料」という。）をもって、頭書の履行期間（以下「履行期間」と

いう。）内に、頭書の委託業務（以下「委託業務」という。）を完了しなければならない。 

２ 前項の設計書等に明記されていない仕様があるときは、発注者と受注者が協議して定める。 

 （法令上の責任） 

第２条 受注者は、この委託業務の履行に当たり、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）、労働

安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）その他関係法令を遵守しなければならない。 

（契約の保証） 

第３条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければな

らない。 

⑴ 契約保証金の納付 

⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実

と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年

法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証 

⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 

２ 前項の保証に係る契約保証金の額、担保の価値（有価証券の場合にあっては時価の１０分の８

の額）、保証金額又は保険金額は、業務委託料の１００分の５以上としなければならない。ただ

し、発注者が、特に必要があると認めたときは、この限りでない。 

３ 受注者が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第１

９条第２項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならな

い。 

 （権利義務の譲渡等） 

第４条 この契約によって生ずる受注者の権利又は義務は、第三者にこれを譲渡し、又は承継させ

てはならない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

 （一括委任等の禁止及び誓約書の提出） 

第５条 受注者は、委託業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはなら

ない。 



２ 受注者は、委託業務の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、あらかじめ、

発注者の承諾を得なければならない。 

３ 受注者は、前項の承諾を得たときは、受任者又は下請負人の商号又は名称その他必要な事項を

発注者に通知しなければならない。 

４ 受注者は、受任者又は下請負人が、吹田市暴力団の排除等に関する条例（平成２４年吹田市

条例第５０号）第８条第２項に規定する暴力団員及び暴力団密接関係者でないことを表明した

誓約書を、それぞれから徴収し、発注者に提出しなければならない。ただし、その受任者又は

下請負人との契約において、契約金額が５００万円未満の場合は、この限りでない。 

５  受注者は、吹田市指名停止措置要領（平成１６年４月１日制定）に基づく指名停止措置を受

けている者、吹田市公共工事等及び売払い等の契約における暴力団排除措置要領（平成２４年１

１月１３日制定）に基づく入札参加除外措置を受けている者及び第１６条の３各号に該当する者

を受任者又は下請負人としてはならない。 

６  受注者が入札参加除外措置を受けている者又は第１６条の３各号に該当する者を受任者又は

下請負人としていた場合は、発注者は受注者に対して、当該契約の解除を求めることができる。 

７ 前項の規定により契約の解除を行った場合の一切の責任は、受注者が負うものとする。 

 （特許権等の使用） 

第６条 受注者は、この委託業務の履行について特許権その他第三者の権利の対象となっている履

行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 

 （現場代理人） 

第７条 受注者は、現場代理人を定め、書面により発注者に通知しなければならない。 

２ 受注者又は現場代理人は、発注者の指示に従い委託業務に関する一切の事項を処理しなければ

ならない。 

３ 発注者は、受注者の現場代理人について、委託業務の実施又は管理について著しく不適当と認

めるときは、受注者に対しその理由を明示してその交替を求めることができる。 

 （委託業務の調査等） 

第８条 発注者は、必要と認めるときは受注者に対して委託業務の処理状況につき、調査をし、又

は報告を求めることができる。 

 （業務内容の変更等） 

第９条 発注者は、必要がある場合には委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止するこ

とができる。この場合において、業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者



と受注者が協議して書面によりこれを定める。 

 （履行期間の延長） 

第１０条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に委託業務を完了

することができないことが明らかになったときは、発注者に対し遅滞なくその理由を付して書面

により履行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は発注者と受注者が協議し

て定める。 

 （業務の処理に関して生じた損害の負担） 

第１１条 委託業務の処理に関して生じた損害（第三者に及ぼした損害を含む。）は、受注者が負

担するものとする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由により生じたときはこの限

りでない。 

 （履行遅滞の場合における延滞違約金） 

第１２条 受注者の責めに帰すべき理由により、履行期間内に委託業務を完了することができない

場合において、履行期間経過後発注者が相当と認める期間内に完了する見込みがあるときは、発

注者は延滞違約金を徴収して履行期間を延長することができる。 

２ 前項に規定する延滞違約金の額は、業務委託料に対して、吹田市財務規則（昭和３９年吹田市

規則第１４号）に定める延滞違約金の率で計算して得た額とする。 

 （検査及び引渡し） 

第１３条 受注者は、委託業務を完了したときは、遅滞なく発注者に対して受託業務完了届ととも

に成果品一切を提出しなければならない。 

２ 発注者は、前項の受託業務完了届を受理したときは、その日から１０日以内に成果品について

検査を行わなければならない。 

３ 受注者は、前項の検査の結果不合格となり、成果品について補正を命ぜられたときは、遅滞な

く当該補正を行い再検査を受けなければならない。この場合においては、補正の完了を業務の完

了とみなして、前各項の規定を準用する。 

４ 受注者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果品を発注者に引き渡さなければ

ならない。 

 （業務委託料の支払） 

第１４条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して業務委託料の支払

を請求するものとする。 

２ 発注者は、前項の支払請求があったときは、その日から３０日以内に支払わなければならな



い。なお、支払いの金額は次のとおりとする。 

  １回目支払い 495,000円（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 45,000円） 

  ２回目支払い 495,000円（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 45,000円） 

 （権利の帰属） 

第１５条 受注者から引渡しを受けた成果品に関する権利は一切発注者に帰属するものとする。 

 （発注者の解除権） 

第１６条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履

行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その

期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である

ときは、この限りでない。 

 ⑴ 正当な理由がなく委託業務に着手しないとき。 

 ⑵ 期間内にこの委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。 

⑶ この契約に違反したとき。 

第１６条の２ 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ち

にこの契約を解除することができる。 

 ⑴ この契約に違反し、その契約の違反により契約の目的を達することができないと認められる

とき。 

⑵  第１７条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 

⑶ 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に

関する法律（昭和２２年法律第５４号）第４９条に規定する排除措置命令（排除措置命令がな

されなかった場合にあっては、同法第６２条第１項に規定する納付命令）を行い、これが確定

したとき。 

⑷ 受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）の刑法（明治４０年法

律第４５号）第９６条の６又は同法第１９８条の規定による刑が確定したとき。 

第１６条の３ 発注者は受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除す

ることができる。 

 ⑴ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役

員又はその支店若しくは営業所（常時業務の請負契約を締結する事務所をいう。）を代表す

る者をいう。）又は経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められるとき。 

⑵ 役員等又は経営に事実上参加している者が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目



的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は

暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

⑶ 役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又

は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 

⑷ 役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関

係を有していると認められるとき。 

⑸ 第５条第２項の規定により第三者に委任し、又は請負わせようとするときの契約に当たり、

その契約の相手方が第１号から前号までに規定する行為を行う者であると知りながら、当該者

と契約を締結したと認められるとき。 

第１６条の４ 発注者は、委託業務が完了するまでの間は、第１６条、第１６条の２及び前条の規

定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。 

２ 前項又は次条の規定により、契約が解除された場合において、受注者が既に委託業務を完了し

た部分があるときは、発注者は、その部分に相応する業務委託料を受注者に支払うものとする。 

（受注者の解除権） 

第１７条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者と協議のうえ契約を解除する

ことができる。 

 ⑴ 第９条の規定により委託業務内容を変更したため頭書の業務委託料が３分の２以上減少した

とき。 

 ⑵ 発注者が契約に違反し、その違反によって委託業務を完了することが不可能となるに至った

とき。 

（談合等不正行為があった場合の賠償額の予定等） 

第１８条 受注者が、この契約に関して、第１６条の２第３号又は第４号のいずれかに該当したと

きは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、受注者は、賠償金として、業務委託料の１００

分の１０に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第１６条

の２第４号のうち、受注者の刑法第１９８条の規定による刑が確定した場合は、この限りではな

い。 

２  前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。 

３  第１項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合にお

いて、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるものではない。  



 （契約が解除された場合等の違約金） 

第１９条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務委託料の１００分の５

に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

⑴ 発注者が第１６条、第１６条の２又は第１６条の３の規定に基づきこの契約を解除した場合 

 ⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債

務について履行不能となった場合 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

 ⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法律第７５

号）の規定により選任された破産管財人 

 ⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４年法律第

１５４号）の規定により選任された管財人 

 ⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１年法律第

２２５号）の規定により選任された再生債務者等 

３  第１項の場合において、第３条の規定により契約保証金の納付、担保の提供等の契約の保証が

付されているときは、発注者は当該契約保証金、担保、保証事業会社から支払われる保証金又は

保険会社から支払われる保険金等をもって違約金に充当することができる。 

４  第１項及び前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が第１項に規定する違約金の額を超え

る場合において、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるもの

ではない。 

 （違約金等の控除） 

第２０条 受注者がこの契約に基づく違約金等を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発

注者は業務委託料のうちからその金額を控除し、なお不足を生ずるときは追徴する。 

 （秘密の保持） 

第２１条 受注者は、委託業務の処理上知り得た積算等の秘密を他人に漏らしてはならない。 

２ 受注者は成果品（委託業務等の履行過程において得られた記録等を含む。）を他人に閲覧さ

せ、複写させ、又はその写しを譲渡してはならない。 

 （従業員研修） 

第２２条 受注者は、この委託業務に従事させる従業員に、業務内容、接遇、人権啓発及び火災、

地震等の緊急時の対応に関する研修その他業務遂行上必要な研修を行うものとする。 

 （補 則） 



第２３条 この契約書に定めのない事項については吹田市財務規則の定めるところに従い、同規則

に定めのない事項については、発注者と受注者が協議して定める。 





（総 則） 

第１条 受注者は、別冊の設計書、図面及び仕様書（以下「設計書等」という。）に基づき、頭書

の業務委託料（以下「業務委託料」という。）をもって、頭書の履行期間（以下「履行期間」と

いう。）内に、頭書の委託業務（以下「委託業務」という。）を完了しなければならない。 

２ 前項の設計書等に明記されていない仕様があるときは、発注者と受注者が協議して定める。 

 （法令上の責任） 

第２条 受注者は、この委託業務の履行に当たり、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）、労働

安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）その他関係法令を遵守しなければならない。 

（契約の保証） 

第３条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければな

らない。 

⑴ 契約保証金の納付 

⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実

と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年

法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証 

⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 

２ 前項の保証に係る契約保証金の額、担保の価値（有価証券の場合にあっては時価の１０分の８

の額）、保証金額又は保険金額は、業務委託料の１００分の５以上としなければならない。ただ

し、発注者が、特に必要があると認めたときは、この限りでない。 

３ 受注者が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第１

９条第２項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならな

い。 

 （権利義務の譲渡等） 

第４条 この契約によって生ずる受注者の権利又は義務は、第三者にこれを譲渡し、又は承継させ

てはならない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

 （一括委任等の禁止及び誓約書の提出） 

第５条 受注者は、委託業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはなら

ない。 



２ 受注者は、委託業務の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、あらかじめ、

発注者の承諾を得なければならない。 

３ 受注者は、前項の承諾を得たときは、受任者又は下請負人の商号又は名称その他必要な事項を

発注者に通知しなければならない。 

４ 受注者は、受任者又は下請負人が、吹田市暴力団の排除等に関する条例（平成２４年吹田市

条例第５０号）第８条第２項に規定する暴力団員及び暴力団密接関係者でないことを表明した

誓約書を、それぞれから徴収し、発注者に提出しなければならない。ただし、その受任者又は

下請負人との契約において、契約金額が５００万円未満の場合は、この限りでない。 

５  受注者は、吹田市指名停止措置要領（平成１６年４月１日制定）に基づく指名停止措置を受

けている者、吹田市公共工事等及び売払い等の契約における暴力団排除措置要領（平成２４年１

１月１３日制定）に基づく入札参加除外措置を受けている者及び第１６条の３各号に該当する者

を受任者又は下請負人としてはならない。 

６  受注者が入札参加除外措置を受けている者又は第１６条の３各号に該当する者を受任者又は

下請負人としていた場合は、発注者は受注者に対して、当該契約の解除を求めることができる。 

７ 前項の規定により契約の解除を行った場合の一切の責任は、受注者が負うものとする。 

 （特許権等の使用） 

第６条 受注者は、この委託業務の履行について特許権その他第三者の権利の対象となっている履

行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 

 （現場代理人） 

第７条 受注者は、現場代理人を定め、書面により発注者に通知しなければならない。 

２ 受注者又は現場代理人は、発注者の指示に従い委託業務に関する一切の事項を処理しなければ

ならない。 

３ 発注者は、受注者の現場代理人について、委託業務の実施又は管理について著しく不適当と認

めるときは、受注者に対しその理由を明示してその交替を求めることができる。 

 （委託業務の調査等） 

第８条 発注者は、必要と認めるときは受注者に対して委託業務の処理状況につき、調査をし、又

は報告を求めることができる。 

 （業務内容の変更等） 

第９条 発注者は、必要がある場合には委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止するこ

とができる。この場合において、業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者



と受注者が協議して書面によりこれを定める。 

 （履行期間の延長） 

第１０条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に委託業務を完了

することができないことが明らかになったときは、発注者に対し遅滞なくその理由を付して書面

により履行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は発注者と受注者が協議し

て定める。 

 （業務の処理に関して生じた損害の負担） 

第１１条 委託業務の処理に関して生じた損害（第三者に及ぼした損害を含む。）は、受注者が負

担するものとする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由により生じたときはこの限

りでない。 

 （履行遅滞の場合における延滞違約金） 

第１２条 受注者の責めに帰すべき理由により、履行期間内に委託業務を完了することができない

場合において、履行期間経過後発注者が相当と認める期間内に完了する見込みがあるときは、発

注者は延滞違約金を徴収して履行期間を延長することができる。 

２ 前項に規定する延滞違約金の額は、業務委託料に対して、吹田市財務規則（昭和３９年吹田市

規則第１４号）に定める延滞違約金の率で計算して得た額とする。 

 （検査及び引渡し） 

第１３条 受注者は、委託業務を完了したときは、遅滞なく発注者に対して受託業務完了届ととも

に成果品一切を提出しなければならない。 

２ 発注者は、前項の受託業務完了届を受理したときは、その日から１０日以内に成果品について

検査を行わなければならない。 

３ 受注者は、前項の検査の結果不合格となり、成果品について補正を命ぜられたときは、遅滞な

く当該補正を行い再検査を受けなければならない。この場合においては、補正の完了を業務の完

了とみなして、前各項の規定を準用する。 

４ 受注者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果品を発注者に引き渡さなければ

ならない。 

 （業務委託料の支払） 

第１４条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して業務委託料の支払

を請求するものとする。 

２ 発注者は、前項の支払請求があったときは、その日から３０日以内に支払わなければならな



い。なお、支払いの金額は次のとおりとする。 

  １回目支払い 508,200円（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 46,200円） 

  ２回目支払い 508,200円（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 46,200円） 

 （権利の帰属） 

第１５条 受注者から引渡しを受けた成果品に関する権利は一切発注者に帰属するものとする。 

 （発注者の解除権） 

第１６条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履

行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その

期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である

ときは、この限りでない。 

 ⑴ 正当な理由がなく委託業務に着手しないとき。 

 ⑵ 期間内にこの委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。 

⑶ この契約に違反したとき。 

第１６条の２ 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ち

にこの契約を解除することができる。 

 ⑴ この契約に違反し、その契約の違反により契約の目的を達することができないと認められる

とき。 

⑵  第１７条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 

⑶ 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に

関する法律（昭和２２年法律第５４号）第４９条に規定する排除措置命令（排除措置命令がな

されなかった場合にあっては、同法第６２条第１項に規定する納付命令）を行い、これが確定

したとき。 

⑷ 受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）の刑法（明治４０年法

律第４５号）第９６条の６又は同法第１９８条の規定による刑が確定したとき。 

第１６条の３ 発注者は受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除す

ることができる。 

 ⑴ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役

員又はその支店若しくは営業所（常時業務の請負契約を締結する事務所をいう。）を代表す

る者をいう。）又は経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められるとき。 

⑵ 役員等又は経営に事実上参加している者が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目



的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は

暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

⑶ 役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又

は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 

⑷ 役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関

係を有していると認められるとき。 

⑸ 第５条第２項の規定により第三者に委任し、又は請負わせようとするときの契約に当たり、

その契約の相手方が第１号から前号までに規定する行為を行う者であると知りながら、当該者

と契約を締結したと認められるとき。 

第１６条の４ 発注者は、委託業務が完了するまでの間は、第１６条、第１６条の２及び前条の規

定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。 

２ 前項又は次条の規定により、契約が解除された場合において、受注者が既に委託業務を完了し

た部分があるときは、発注者は、その部分に相応する業務委託料を受注者に支払うものとする。 

（受注者の解除権） 

第１７条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者と協議のうえ契約を解除する

ことができる。 

 ⑴ 第９条の規定により委託業務内容を変更したため頭書の業務委託料が３分の２以上減少した

とき。 

 ⑵ 発注者が契約に違反し、その違反によって委託業務を完了することが不可能となるに至った

とき。 

（談合等不正行為があった場合の賠償額の予定等） 

第１８条 受注者が、この契約に関して、第１６条の２第３号又は第４号のいずれかに該当したと

きは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、受注者は、賠償金として、業務委託料の１００

分の１０に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第１６条

の２第４号のうち、受注者の刑法第１９８条の規定による刑が確定した場合は、この限りではな

い。 

２  前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。 

３  第１項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合にお

いて、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるものではない。  



 （契約が解除された場合等の違約金） 

第１９条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務委託料の１００分の５

に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

⑴ 発注者が第１６条、第１６条の２又は第１６条の３の規定に基づきこの契約を解除した場合 

 ⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債

務について履行不能となった場合 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

 ⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法律第７５

号）の規定により選任された破産管財人 

 ⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４年法律第

１５４号）の規定により選任された管財人 

 ⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１年法律第

２２５号）の規定により選任された再生債務者等 

３  第１項の場合において、第３条の規定により契約保証金の納付、担保の提供等の契約の保証が

付されているときは、発注者は当該契約保証金、担保、保証事業会社から支払われる保証金又は

保険会社から支払われる保険金等をもって違約金に充当することができる。 

４  第１項及び前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が第１項に規定する違約金の額を超え

る場合において、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるもの

ではない。 

 （違約金等の控除） 

第２０条 受注者がこの契約に基づく違約金等を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発

注者は業務委託料のうちからその金額を控除し、なお不足を生ずるときは追徴する。 

 （秘密の保持） 

第２１条 受注者は、委託業務の処理上知り得た積算等の秘密を他人に漏らしてはならない。 

２ 受注者は成果品（委託業務等の履行過程において得られた記録等を含む。）を他人に閲覧さ

せ、複写させ、又はその写しを譲渡してはならない。 

 （従業員研修） 

第２２条 受注者は、この委託業務に従事させる従業員に、業務内容、接遇、人権啓発及び火災、

地震等の緊急時の対応に関する研修その他業務遂行上必要な研修を行うものとする。 

 （補 則） 



第２３条 この契約書に定めのない事項については吹田市財務規則の定めるところに従い、同規則

に定めのない事項については、発注者と受注者が協議して定める。 





（総 則） 

第１条 受注者は、別冊の設計書、図面及び仕様書（以下「設計書等」という。）に基づき、頭書

の業務委託料（以下「業務委託料」という。）をもって、頭書の履行期間（以下「履行期間」と

いう。）内に、頭書の委託業務（以下「委託業務」という。）を完了しなければならない。 

２ 前項の設計書等に明記されていない仕様があるときは、発注者と受注者が協議して定める。 

 （法令上の責任） 

第２条 受注者は、この委託業務の履行に当たり、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）、労働

安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）その他関係法令を遵守しなければならない。 

（契約の保証） 

第３条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければな

らない。 

⑴ 契約保証金の納付 

⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実

と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年

法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証 

⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 

２ 前項の保証に係る契約保証金の額、担保の価値（有価証券の場合にあっては時価の１０分の８

の額）、保証金額又は保険金額は、業務委託料の１００分の５以上としなければならない。ただ

し、発注者が、特に必要があると認めたときは、この限りでない。 

３ 受注者が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第１

９条第２項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならな

い。 

 （権利義務の譲渡等） 

第４条 この契約によって生ずる受注者の権利又は義務は、第三者にこれを譲渡し、又は承継させ

てはならない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

 （一括委任等の禁止及び誓約書の提出） 

第５条 受注者は、委託業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはなら

ない。 



２ 受注者は、委託業務の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、あらかじめ、

発注者の承諾を得なければならない。 

３ 受注者は、前項の承諾を得たときは、受任者又は下請負人の商号又は名称その他必要な事項を

発注者に通知しなければならない。 

４ 受注者は、受任者又は下請負人が、吹田市暴力団の排除等に関する条例（平成２４年吹田市

条例第５０号）第８条第２項に規定する暴力団員及び暴力団密接関係者でないことを表明した

誓約書を、それぞれから徴収し、発注者に提出しなければならない。ただし、その受任者又は

下請負人との契約において、契約金額が５００万円未満の場合は、この限りでない。 

５  受注者は、吹田市指名停止措置要領（平成１６年４月１日制定）に基づく指名停止措置を受

けている者、吹田市公共工事等及び売払い等の契約における暴力団排除措置要領（平成２４年１

１月１３日制定）に基づく入札参加除外措置を受けている者及び第１６条の３各号に該当する者

を受任者又は下請負人としてはならない。 

６  受注者が入札参加除外措置を受けている者又は第１６条の３各号に該当する者を受任者又は

下請負人としていた場合は、発注者は受注者に対して、当該契約の解除を求めることができる。 

７ 前項の規定により契約の解除を行った場合の一切の責任は、受注者が負うものとする。 

 （特許権等の使用） 

第６条 受注者は、この委託業務の履行について特許権その他第三者の権利の対象となっている履

行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 

 （現場代理人） 

第７条 受注者は、現場代理人を定め、書面により発注者に通知しなければならない。 

２ 受注者又は現場代理人は、発注者の指示に従い委託業務に関する一切の事項を処理しなければ

ならない。 

３ 発注者は、受注者の現場代理人について、委託業務の実施又は管理について著しく不適当と認

めるときは、受注者に対しその理由を明示してその交替を求めることができる。 

 （委託業務の調査等） 

第８条 発注者は、必要と認めるときは受注者に対して委託業務の処理状況につき、調査をし、又

は報告を求めることができる。 

 （業務内容の変更等） 

第９条 発注者は、必要がある場合には委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止するこ

とができる。この場合において、業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者



と受注者が協議して書面によりこれを定める。 

 （履行期間の延長） 

第１０条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に委託業務を完了

することができないことが明らかになったときは、発注者に対し遅滞なくその理由を付して書面

により履行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は発注者と受注者が協議し

て定める。 

 （業務の処理に関して生じた損害の負担） 

第１１条 委託業務の処理に関して生じた損害（第三者に及ぼした損害を含む。）は、受注者が負

担するものとする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由により生じたときはこの限

りでない。 

 （履行遅滞の場合における延滞違約金） 

第１２条 受注者の責めに帰すべき理由により、履行期間内に委託業務を完了することができない

場合において、履行期間経過後発注者が相当と認める期間内に完了する見込みがあるときは、発

注者は延滞違約金を徴収して履行期間を延長することができる。 

２ 前項に規定する延滞違約金の額は、業務委託料に対して、吹田市財務規則（昭和３９年吹田市

規則第１４号）に定める延滞違約金の率で計算して得た額とする。 

 （検査及び引渡し） 

第１３条 受注者は、委託業務を完了したときは、遅滞なく発注者に対して受託業務完了届ととも

に成果品一切を提出しなければならない。 

２ 発注者は、前項の受託業務完了届を受理したときは、その日から１０日以内に成果品について

検査を行わなければならない。 

３ 受注者は、前項の検査の結果不合格となり、成果品について補正を命ぜられたときは、遅滞な

く当該補正を行い再検査を受けなければならない。この場合においては、補正の完了を業務の完

了とみなして、前各項の規定を準用する。 

４ 受注者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果品を発注者に引き渡さなければ

ならない。 

 （業務委託料の支払） 

第１４条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して業務委託料の支払

を請求するものとする。 

２ 発注者は、前項の支払請求があったときは、その日から３０日以内に支払わなければならな



い。なお、支払いの金額は次のとおりとする。 

  １回目支払い 559,020円（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 50,820円） 

  ２回目支払い 559,020円（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 50,820円） 

 （権利の帰属） 

第１５条 受注者から引渡しを受けた成果品に関する権利は一切発注者に帰属するものとする。 

 （発注者の解除権） 

第１６条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履

行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その

期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である

ときは、この限りでない。 

 ⑴ 正当な理由がなく委託業務に着手しないとき。 

 ⑵ 期間内にこの委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。 

⑶ この契約に違反したとき。 

第１６条の２ 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ち

にこの契約を解除することができる。 

 ⑴ この契約に違反し、その契約の違反により契約の目的を達することができないと認められる

とき。 

⑵  第１７条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 

⑶ 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に

関する法律（昭和２２年法律第５４号）第４９条に規定する排除措置命令（排除措置命令がな

されなかった場合にあっては、同法第６２条第１項に規定する納付命令）を行い、これが確定

したとき。 

⑷ 受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）の刑法（明治４０年法

律第４５号）第９６条の６又は同法第１９８条の規定による刑が確定したとき。 

第１６条の３ 発注者は受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除す

ることができる。 

 ⑴ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役

員又はその支店若しくは営業所（常時業務の請負契約を締結する事務所をいう。）を代表す

る者をいう。）又は経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められるとき。 

⑵ 役員等又は経営に事実上参加している者が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目



的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は

暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

⑶ 役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又

は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 

⑷ 役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関

係を有していると認められるとき。 

⑸ 第５条第２項の規定により第三者に委任し、又は請負わせようとするときの契約に当たり、

その契約の相手方が第１号から前号までに規定する行為を行う者であると知りながら、当該者

と契約を締結したと認められるとき。 

第１６条の４ 発注者は、委託業務が完了するまでの間は、第１６条、第１６条の２及び前条の規

定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。 

２ 前項又は次条の規定により、契約が解除された場合において、受注者が既に委託業務を完了し

た部分があるときは、発注者は、その部分に相応する業務委託料を受注者に支払うものとする。 

（受注者の解除権） 

第１７条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者と協議のうえ契約を解除する

ことができる。 

 ⑴ 第９条の規定により委託業務内容を変更したため頭書の業務委託料が３分の２以上減少した

とき。 

 ⑵ 発注者が契約に違反し、その違反によって委託業務を完了することが不可能となるに至った

とき。 

（談合等不正行為があった場合の賠償額の予定等） 

第１８条 受注者が、この契約に関して、第１６条の２第３号又は第４号のいずれかに該当したと

きは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、受注者は、賠償金として、業務委託料の１００

分の１０に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第１６条

の２第４号のうち、受注者の刑法第１９８条の規定による刑が確定した場合は、この限りではな

い。 

２  前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。 

３  第１項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合にお

いて、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるものではない。  



 （契約が解除された場合等の違約金） 

第１９条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務委託料の１００分の５

に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

⑴ 発注者が第１６条、第１６条の２又は第１６条の３の規定に基づきこの契約を解除した場合 

 ⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債

務について履行不能となった場合 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

 ⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法律第７５

号）の規定により選任された破産管財人 

 ⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４年法律第

１５４号）の規定により選任された管財人 

 ⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１年法律第

２２５号）の規定により選任された再生債務者等 

３  第１項の場合において、第３条の規定により契約保証金の納付、担保の提供等の契約の保証が

付されているときは、発注者は当該契約保証金、担保、保証事業会社から支払われる保証金又は

保険会社から支払われる保険金等をもって違約金に充当することができる。 

４  第１項及び前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が第１項に規定する違約金の額を超え

る場合において、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるもの

ではない。 

 （違約金等の控除） 

第２０条 受注者がこの契約に基づく違約金等を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発

注者は業務委託料のうちからその金額を控除し、なお不足を生ずるときは追徴する。 

 （秘密の保持） 

第２１条 受注者は、委託業務の処理上知り得た積算等の秘密を他人に漏らしてはならない。 

２ 受注者は成果品（委託業務等の履行過程において得られた記録等を含む。）を他人に閲覧さ

せ、複写させ、又はその写しを譲渡してはならない。 

 （従業員研修） 

第２２条 受注者は、この委託業務に従事させる従業員に、業務内容、接遇、人権啓発及び火災、

地震等の緊急時の対応に関する研修その他業務遂行上必要な研修を行うものとする。 

 （補 則） 



第２３条 この契約書に定めのない事項については吹田市財務規則の定めるところに従い、同規則

に定めのない事項については、発注者と受注者が協議して定める。 





（総 則） 

第１条 受注者は、別冊の設計書、図面及び仕様書（以下「設計書等」という。）に基づき、頭書

の業務委託料（以下「業務委託料」という。）をもって、頭書の履行期間（以下「履行期間」と

いう。）内に、頭書の委託業務（以下「委託業務」という。）を完了しなければならない。 

２ 前項の設計書等に明記されていない仕様があるときは、発注者と受注者が協議して定める。 

 （法令上の責任） 

第２条 受注者は、この委託業務の履行に当たり、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）、労働

安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）その他関係法令を遵守しなければならない。 

（契約の保証） 

第３条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければな

らない。 

⑴ 契約保証金の納付 

⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実

と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年

法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証 

⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 

２ 前項の保証に係る契約保証金の額、担保の価値（有価証券の場合にあっては時価の１０分の８

の額）、保証金額又は保険金額は、業務委託料の１００分の５以上としなければならない。ただ

し、発注者が、特に必要があると認めたときは、この限りでない。 

３ 受注者が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第１

９条第２項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならな

い。 

 （権利義務の譲渡等） 

第４条 この契約によって生ずる受注者の権利又は義務は、第三者にこれを譲渡し、又は承継させ

てはならない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

 （一括委任等の禁止及び誓約書の提出） 

第５条 受注者は、委託業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはなら

ない。 



２ 受注者は、委託業務の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、あらかじめ、

発注者の承諾を得なければならない。 

３ 受注者は、前項の承諾を得たときは、受任者又は下請負人の商号又は名称その他必要な事項を

発注者に通知しなければならない。 

４ 受注者は、受任者又は下請負人が、吹田市暴力団の排除等に関する条例（平成２４年吹田市

条例第５０号）第８条第２項に規定する暴力団員及び暴力団密接関係者でないことを表明した

誓約書を、それぞれから徴収し、発注者に提出しなければならない。ただし、その受任者又は

下請負人との契約において、契約金額が５００万円未満の場合は、この限りでない。 

５  受注者は、吹田市指名停止措置要領（平成１６年４月１日制定）に基づく指名停止措置を受

けている者、吹田市公共工事等及び売払い等の契約における暴力団排除措置要領（平成２４年１

１月１３日制定）に基づく入札参加除外措置を受けている者及び第１６条の３各号に該当する者

を受任者又は下請負人としてはならない。 

６  受注者が入札参加除外措置を受けている者又は第１６条の３各号に該当する者を受任者又は

下請負人としていた場合は、発注者は受注者に対して、当該契約の解除を求めることができる。 

７ 前項の規定により契約の解除を行った場合の一切の責任は、受注者が負うものとする。 

 （特許権等の使用） 

第６条 受注者は、この委託業務の履行について特許権その他第三者の権利の対象となっている履

行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 

 （現場代理人） 

第７条 受注者は、現場代理人を定め、書面により発注者に通知しなければならない。 

２ 受注者又は現場代理人は、発注者の指示に従い委託業務に関する一切の事項を処理しなければ

ならない。 

３ 発注者は、受注者の現場代理人について、委託業務の実施又は管理について著しく不適当と認

めるときは、受注者に対しその理由を明示してその交替を求めることができる。 

 （委託業務の調査等） 

第８条 発注者は、必要と認めるときは受注者に対して委託業務の処理状況につき、調査をし、又

は報告を求めることができる。 

 （業務内容の変更等） 

第９条 発注者は、必要がある場合には委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止するこ

とができる。この場合において、業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者



と受注者が協議して書面によりこれを定める。 

 （履行期間の延長） 

第１０条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に委託業務を完了

することができないことが明らかになったときは、発注者に対し遅滞なくその理由を付して書面

により履行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は発注者と受注者が協議し

て定める。 

 （業務の処理に関して生じた損害の負担） 

第１１条 委託業務の処理に関して生じた損害（第三者に及ぼした損害を含む。）は、受注者が負

担するものとする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由により生じたときはこの限

りでない。 

 （履行遅滞の場合における延滞違約金） 

第１２条 受注者の責めに帰すべき理由により、履行期間内に委託業務を完了することができない

場合において、履行期間経過後発注者が相当と認める期間内に完了する見込みがあるときは、発

注者は延滞違約金を徴収して履行期間を延長することができる。 

２ 前項に規定する延滞違約金の額は、業務委託料に対して、吹田市財務規則（昭和３９年吹田市

規則第１４号）に定める延滞違約金の率で計算して得た額とする。 

 （検査及び引渡し） 

第１３条 受注者は、委託業務を完了したときは、遅滞なく発注者に対して受託業務完了届ととも

に成果品一切を提出しなければならない。 

２ 発注者は、前項の受託業務完了届を受理したときは、その日から１０日以内に成果品について

検査を行わなければならない。 

３ 受注者は、前項の検査の結果不合格となり、成果品について補正を命ぜられたときは、遅滞な

く当該補正を行い再検査を受けなければならない。この場合においては、補正の完了を業務の完

了とみなして、前各項の規定を準用する。 

４ 受注者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果品を発注者に引き渡さなければ

ならない。 

 （業務委託料の支払） 

第１４条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して業務委託料の支払

を請求するものとする。 

２ 発注者は、前項の支払請求があったときは、その日から３０日以内に支払わなければならな



い。なお、支払いの金額は次のとおりとする。 

  １回目支払い 957,000円（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 87,000円） 

  ２回目支払い 957,000円（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 87,000円） 

 （権利の帰属） 

第１５条 受注者から引渡しを受けた成果品に関する権利は一切発注者に帰属するものとする。 

 （発注者の解除権） 

第１６条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履

行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その

期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である

ときは、この限りでない。 

 ⑴ 正当な理由がなく委託業務に着手しないとき。 

 ⑵ 期間内にこの委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。 

⑶ この契約に違反したとき。 

第１６条の２ 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ち

にこの契約を解除することができる。 

 ⑴ この契約に違反し、その契約の違反により契約の目的を達することができないと認められる

とき。 

⑵  第１７条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 

⑶ 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に

関する法律（昭和２２年法律第５４号）第４９条に規定する排除措置命令（排除措置命令がな

されなかった場合にあっては、同法第６２条第１項に規定する納付命令）を行い、これが確定

したとき。 

⑷ 受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）の刑法（明治４０年法

律第４５号）第９６条の６又は同法第１９８条の規定による刑が確定したとき。 

第１６条の３ 発注者は受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除す

ることができる。 

 ⑴ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役

員又はその支店若しくは営業所（常時業務の請負契約を締結する事務所をいう。）を代表す

る者をいう。）又は経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められるとき。 

⑵ 役員等又は経営に事実上参加している者が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目



的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は

暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

⑶ 役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又

は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 

⑷ 役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関

係を有していると認められるとき。 

⑸ 第５条第２項の規定により第三者に委任し、又は請負わせようとするときの契約に当たり、

その契約の相手方が第１号から前号までに規定する行為を行う者であると知りながら、当該者

と契約を締結したと認められるとき。 

第１６条の４ 発注者は、委託業務が完了するまでの間は、第１６条、第１６条の２及び前条の規

定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。 

２ 前項又は次条の規定により、契約が解除された場合において、受注者が既に委託業務を完了し

た部分があるときは、発注者は、その部分に相応する業務委託料を受注者に支払うものとする。 

（受注者の解除権） 

第１７条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者と協議のうえ契約を解除する

ことができる。 

 ⑴ 第９条の規定により委託業務内容を変更したため頭書の業務委託料が３分の２以上減少した

とき。 

 ⑵ 発注者が契約に違反し、その違反によって委託業務を完了することが不可能となるに至った

とき。 

（談合等不正行為があった場合の賠償額の予定等） 

第１８条 受注者が、この契約に関して、第１６条の２第３号又は第４号のいずれかに該当したと

きは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、受注者は、賠償金として、業務委託料の１００

分の１０に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第１６条

の２第４号のうち、受注者の刑法第１９８条の規定による刑が確定した場合は、この限りではな

い。 

２  前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。 

３  第１項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合にお

いて、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるものではない。  



 （契約が解除された場合等の違約金） 

第１９条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務委託料の１００分の５

に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

⑴ 発注者が第１６条、第１６条の２又は第１６条の３の規定に基づきこの契約を解除した場合 

 ⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債

務について履行不能となった場合 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

 ⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法律第７５

号）の規定により選任された破産管財人 

 ⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４年法律第

１５４号）の規定により選任された管財人 

 ⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１年法律第

２２５号）の規定により選任された再生債務者等 

３  第１項の場合において、第３条の規定により契約保証金の納付、担保の提供等の契約の保証が

付されているときは、発注者は当該契約保証金、担保、保証事業会社から支払われる保証金又は

保険会社から支払われる保険金等をもって違約金に充当することができる。 

４  第１項及び前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が第１項に規定する違約金の額を超え

る場合において、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるもの

ではない。 

 （違約金等の控除） 

第２０条 受注者がこの契約に基づく違約金等を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発

注者は業務委託料のうちからその金額を控除し、なお不足を生ずるときは追徴する。 

 （秘密の保持） 

第２１条 受注者は、委託業務の処理上知り得た積算等の秘密を他人に漏らしてはならない。 

２ 受注者は成果品（委託業務等の履行過程において得られた記録等を含む。）を他人に閲覧さ

せ、複写させ、又はその写しを譲渡してはならない。 

 （従業員研修） 

第２２条 受注者は、この委託業務に従事させる従業員に、業務内容、接遇、人権啓発及び火災、

地震等の緊急時の対応に関する研修その他業務遂行上必要な研修を行うものとする。 

 （補 則） 



第２３条 この契約書に定めのない事項については吹田市財務規則の定めるところに従い、同規則

に定めのない事項については、発注者と受注者が協議して定める。 





（総 則） 

第１条 受注者は、別冊の設計書、図面及び仕様書（以下「設計書等」という。）に基づき、頭書

の業務委託料（以下「業務委託料」という。）をもって、頭書の履行期間（以下「履行期間」と

いう。）内に、頭書の委託業務（以下「委託業務」という。）を完了しなければならない。 

２ 前項の設計書等に明記されていない仕様があるときは、発注者と受注者が協議して定める。 

 （法令上の責任） 

第２条 受注者は、この委託業務の履行に当たり、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）、労働

安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）その他関係法令を遵守しなければならない。 

（契約の保証） 

第３条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければな

らない。 

⑴ 契約保証金の納付 

⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実

と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年

法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証 

⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 

２ 前項の保証に係る契約保証金の額、担保の価値（有価証券の場合にあっては時価の１０分の８

の額）、保証金額又は保険金額は、業務委託料の１００分の５以上としなければならない。ただ

し、発注者が、特に必要があると認めたときは、この限りでない。 

３ 受注者が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第１

９条第２項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならな

い。 

 （権利義務の譲渡等） 

第４条 この契約によって生ずる受注者の権利又は義務は、第三者にこれを譲渡し、又は承継させ

てはならない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

 （一括委任等の禁止及び誓約書の提出） 

第５条 受注者は、委託業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはなら

ない。 



２ 受注者は、委託業務の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、あらかじめ、

発注者の承諾を得なければならない。 

３ 受注者は、前項の承諾を得たときは、受任者又は下請負人の商号又は名称その他必要な事項を

発注者に通知しなければならない。 

４ 受注者は、受任者又は下請負人が、吹田市暴力団の排除等に関する条例（平成２４年吹田市

条例第５０号）第８条第２項に規定する暴力団員及び暴力団密接関係者でないことを表明した

誓約書を、それぞれから徴収し、発注者に提出しなければならない。ただし、その受任者又は

下請負人との契約において、契約金額が５００万円未満の場合は、この限りでない。 

５  受注者は、吹田市指名停止措置要領（平成１６年４月１日制定）に基づく指名停止措置を受

けている者、吹田市公共工事等及び売払い等の契約における暴力団排除措置要領（平成２４年１

１月１３日制定）に基づく入札参加除外措置を受けている者及び第１６条の３各号に該当する者

を受任者又は下請負人としてはならない。 

６  受注者が入札参加除外措置を受けている者又は第１６条の３各号に該当する者を受任者又は

下請負人としていた場合は、発注者は受注者に対して、当該契約の解除を求めることができる。 

７ 前項の規定により契約の解除を行った場合の一切の責任は、受注者が負うものとする。 

 （特許権等の使用） 

第６条 受注者は、この委託業務の履行について特許権その他第三者の権利の対象となっている履

行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 

 （現場代理人） 

第７条 受注者は、現場代理人を定め、書面により発注者に通知しなければならない。 

２ 受注者又は現場代理人は、発注者の指示に従い委託業務に関する一切の事項を処理しなければ

ならない。 

３ 発注者は、受注者の現場代理人について、委託業務の実施又は管理について著しく不適当と認

めるときは、受注者に対しその理由を明示してその交替を求めることができる。 

 （委託業務の調査等） 

第８条 発注者は、必要と認めるときは受注者に対して委託業務の処理状況につき、調査をし、又

は報告を求めることができる。 

 （業務内容の変更等） 

第９条 発注者は、必要がある場合には委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止するこ

とができる。この場合において、業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者



と受注者が協議して書面によりこれを定める。 

 （履行期間の延長） 

第１０条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に委託業務を完了

することができないことが明らかになったときは、発注者に対し遅滞なくその理由を付して書面

により履行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は発注者と受注者が協議し

て定める。 

 （業務の処理に関して生じた損害の負担） 

第１１条 委託業務の処理に関して生じた損害（第三者に及ぼした損害を含む。）は、受注者が負

担するものとする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由により生じたときはこの限

りでない。 

 （履行遅滞の場合における延滞違約金） 

第１２条 受注者の責めに帰すべき理由により、履行期間内に委託業務を完了することができない

場合において、履行期間経過後発注者が相当と認める期間内に完了する見込みがあるときは、発

注者は延滞違約金を徴収して履行期間を延長することができる。 

２ 前項に規定する延滞違約金の額は、業務委託料に対して、吹田市財務規則（昭和３９年吹田市

規則第１４号）に定める延滞違約金の率で計算して得た額とする。 

 （検査及び引渡し） 

第１３条 受注者は、委託業務を完了したときは、遅滞なく発注者に対して受託業務完了届ととも

に成果品一切を提出しなければならない。 

２ 発注者は、前項の受託業務完了届を受理したときは、その日から１０日以内に成果品について

検査を行わなければならない。 

３ 受注者は、前項の検査の結果不合格となり、成果品について補正を命ぜられたときは、遅滞な

く当該補正を行い再検査を受けなければならない。この場合においては、補正の完了を業務の完

了とみなして、前各項の規定を準用する。 

４ 受注者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果品を発注者に引き渡さなければ

ならない。 

 （業務委託料の支払） 

第１４条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して業務委託料の支払

を請求するものとする。 

２ 発注者は、前項の支払請求があったときは、その日から３０日以内に支払わなければならな



い。なお、支払いの金額は次のとおりとする。 

  １回目支払い 508,200円（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 46,200円） 

  ２回目支払い 508,200円（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 46,200円） 

 （権利の帰属） 

第１５条 受注者から引渡しを受けた成果品に関する権利は一切発注者に帰属するものとする。 

 （発注者の解除権） 

第１６条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履

行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その

期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である

ときは、この限りでない。 

 ⑴ 正当な理由がなく委託業務に着手しないとき。 

 ⑵ 期間内にこの委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。 

⑶ この契約に違反したとき。 

第１６条の２ 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ち

にこの契約を解除することができる。 

 ⑴ この契約に違反し、その契約の違反により契約の目的を達することができないと認められる

とき。 

⑵  第１７条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 

⑶ 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に

関する法律（昭和２２年法律第５４号）第４９条に規定する排除措置命令（排除措置命令がな

されなかった場合にあっては、同法第６２条第１項に規定する納付命令）を行い、これが確定

したとき。 

⑷ 受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）の刑法（明治４０年法

律第４５号）第９６条の６又は同法第１９８条の規定による刑が確定したとき。 

第１６条の３ 発注者は受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除す

ることができる。 

 ⑴ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役

員又はその支店若しくは営業所（常時業務の請負契約を締結する事務所をいう。）を代表す

る者をいう。）又は経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められるとき。 

⑵ 役員等又は経営に事実上参加している者が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目



的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は

暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

⑶ 役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又

は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 

⑷ 役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関

係を有していると認められるとき。 

⑸ 第５条第２項の規定により第三者に委任し、又は請負わせようとするときの契約に当たり、

その契約の相手方が第１号から前号までに規定する行為を行う者であると知りながら、当該者

と契約を締結したと認められるとき。 

第１６条の４ 発注者は、委託業務が完了するまでの間は、第１６条、第１６条の２及び前条の規

定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。 

２ 前項又は次条の規定により、契約が解除された場合において、受注者が既に委託業務を完了し

た部分があるときは、発注者は、その部分に相応する業務委託料を受注者に支払うものとする。 

（受注者の解除権） 

第１７条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者と協議のうえ契約を解除する

ことができる。 

 ⑴ 第９条の規定により委託業務内容を変更したため頭書の業務委託料が３分の２以上減少した

とき。 

 ⑵ 発注者が契約に違反し、その違反によって委託業務を完了することが不可能となるに至った

とき。 

（談合等不正行為があった場合の賠償額の予定等） 

第１８条 受注者が、この契約に関して、第１６条の２第３号又は第４号のいずれかに該当したと

きは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、受注者は、賠償金として、業務委託料の１００

分の１０に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第１６条

の２第４号のうち、受注者の刑法第１９８条の規定による刑が確定した場合は、この限りではな

い。 

２  前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。 

３  第１項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合にお

いて、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるものではない。  



 （契約が解除された場合等の違約金） 

第１９条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務委託料の１００分の５

に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

⑴ 発注者が第１６条、第１６条の２又は第１６条の３の規定に基づきこの契約を解除した場合 

 ⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債

務について履行不能となった場合 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

 ⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法律第７５

号）の規定により選任された破産管財人 

 ⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４年法律第

１５４号）の規定により選任された管財人 

 ⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１年法律第

２２５号）の規定により選任された再生債務者等 

３  第１項の場合において、第３条の規定により契約保証金の納付、担保の提供等の契約の保証が

付されているときは、発注者は当該契約保証金、担保、保証事業会社から支払われる保証金又は

保険会社から支払われる保険金等をもって違約金に充当することができる。 

４  第１項及び前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が第１項に規定する違約金の額を超え

る場合において、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるもの

ではない。 

 （違約金等の控除） 

第２０条 受注者がこの契約に基づく違約金等を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発

注者は業務委託料のうちからその金額を控除し、なお不足を生ずるときは追徴する。 

 （秘密の保持） 

第２１条 受注者は、委託業務の処理上知り得た積算等の秘密を他人に漏らしてはならない。 

２ 受注者は成果品（委託業務等の履行過程において得られた記録等を含む。）を他人に閲覧さ

せ、複写させ、又はその写しを譲渡してはならない。 

 （従業員研修） 

第２２条 受注者は、この委託業務に従事させる従業員に、業務内容、接遇、人権啓発及び火災、

地震等の緊急時の対応に関する研修その他業務遂行上必要な研修を行うものとする。 

 （補 則） 



第２３条 この契約書に定めのない事項については吹田市財務規則の定めるところに従い、同規則

に定めのない事項については、発注者と受注者が協議して定める。 





（総 則） 

第１条 受注者は、別冊の設計書、図面及び仕様書（以下「設計書等」という。）に基づき、頭書

の業務委託料（以下「業務委託料」という。）をもって、頭書の履行期間（以下「履行期間」と

いう。）内に、頭書の委託業務（以下「委託業務」という。）を完了しなければならない。 

２ 前項の設計書等に明記されていない仕様があるときは、発注者と受注者が協議して定める。 

 （法令上の責任） 

第２条 受注者は、この委託業務の履行に当たり、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）、労働

安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）その他関係法令を遵守しなければならない。 

（契約の保証） 

第３条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければな

らない。 

⑴ 契約保証金の納付 

⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実

と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年

法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証 

⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 

２ 前項の保証に係る契約保証金の額、担保の価値（有価証券の場合にあっては時価の１０分の８

の額）、保証金額又は保険金額は、業務委託料の１００分の５以上としなければならない。ただ

し、発注者が、特に必要があると認めたときは、この限りでない。 

３ 受注者が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第１

９条第２項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならな

い。 

 （権利義務の譲渡等） 

第４条 この契約によって生ずる受注者の権利又は義務は、第三者にこれを譲渡し、又は承継させ

てはならない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

 （一括委任等の禁止及び誓約書の提出） 

第５条 受注者は、委託業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはなら

ない。 



２ 受注者は、委託業務の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、あらかじめ、

発注者の承諾を得なければならない。 

３ 受注者は、前項の承諾を得たときは、受任者又は下請負人の商号又は名称その他必要な事項を

発注者に通知しなければならない。 

４ 受注者は、受任者又は下請負人が、吹田市暴力団の排除等に関する条例（平成２４年吹田市

条例第５０号）第８条第２項に規定する暴力団員及び暴力団密接関係者でないことを表明した

誓約書を、それぞれから徴収し、発注者に提出しなければならない。ただし、その受任者又は

下請負人との契約において、契約金額が５００万円未満の場合は、この限りでない。 

５  受注者は、吹田市指名停止措置要領（平成１６年４月１日制定）に基づく指名停止措置を受

けている者、吹田市公共工事等及び売払い等の契約における暴力団排除措置要領（平成２４年１

１月１３日制定）に基づく入札参加除外措置を受けている者及び第１６条の３各号に該当する者

を受任者又は下請負人としてはならない。 

６  受注者が入札参加除外措置を受けている者又は第１６条の３各号に該当する者を受任者又は

下請負人としていた場合は、発注者は受注者に対して、当該契約の解除を求めることができる。 

７ 前項の規定により契約の解除を行った場合の一切の責任は、受注者が負うものとする。 

 （特許権等の使用） 

第６条 受注者は、この委託業務の履行について特許権その他第三者の権利の対象となっている履

行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 

 （現場代理人） 

第７条 受注者は、現場代理人を定め、書面により発注者に通知しなければならない。 

２ 受注者又は現場代理人は、発注者の指示に従い委託業務に関する一切の事項を処理しなければ

ならない。 

３ 発注者は、受注者の現場代理人について、委託業務の実施又は管理について著しく不適当と認

めるときは、受注者に対しその理由を明示してその交替を求めることができる。 

 （委託業務の調査等） 

第８条 発注者は、必要と認めるときは受注者に対して委託業務の処理状況につき、調査をし、又

は報告を求めることができる。 

 （業務内容の変更等） 

第９条 発注者は、必要がある場合には委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止するこ

とができる。この場合において、業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者



と受注者が協議して書面によりこれを定める。 

 （履行期間の延長） 

第１０条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に委託業務を完了

することができないことが明らかになったときは、発注者に対し遅滞なくその理由を付して書面

により履行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は発注者と受注者が協議し

て定める。 

 （業務の処理に関して生じた損害の負担） 

第１１条 委託業務の処理に関して生じた損害（第三者に及ぼした損害を含む。）は、受注者が負

担するものとする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由により生じたときはこの限

りでない。 

 （履行遅滞の場合における延滞違約金） 

第１２条 受注者の責めに帰すべき理由により、履行期間内に委託業務を完了することができない

場合において、履行期間経過後発注者が相当と認める期間内に完了する見込みがあるときは、発

注者は延滞違約金を徴収して履行期間を延長することができる。 

２ 前項に規定する延滞違約金の額は、業務委託料に対して、吹田市財務規則（昭和３９年吹田市

規則第１４号）に定める延滞違約金の率で計算して得た額とする。 

 （検査及び引渡し） 

第１３条 受注者は、委託業務を完了したときは、遅滞なく発注者に対して受託業務完了届ととも

に成果品一切を提出しなければならない。 

２ 発注者は、前項の受託業務完了届を受理したときは、その日から１０日以内に成果品について

検査を行わなければならない。 

３ 受注者は、前項の検査の結果不合格となり、成果品について補正を命ぜられたときは、遅滞な

く当該補正を行い再検査を受けなければならない。この場合においては、補正の完了を業務の完

了とみなして、前各項の規定を準用する。 

４ 受注者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果品を発注者に引き渡さなければ

ならない。 

 （業務委託料の支払） 

第１４条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して業務委託料の支払

を請求するものとする。 

２ 発注者は、前項の支払請求があったときは、その日から３０日以内に支払わなければならな



い。なお、支払いの金額は次のとおりとする。 

  １回目支払い 468,600円（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 42,600円） 

  ２回目支払い 468,600円（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 42,600円） 

 （権利の帰属） 

第１５条 受注者から引渡しを受けた成果品に関する権利は一切発注者に帰属するものとする。 

 （発注者の解除権） 

第１６条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履

行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その

期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である

ときは、この限りでない。 

 ⑴ 正当な理由がなく委託業務に着手しないとき。 

 ⑵ 期間内にこの委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。 

⑶ この契約に違反したとき。 

第１６条の２ 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ち

にこの契約を解除することができる。 

 ⑴ この契約に違反し、その契約の違反により契約の目的を達することができないと認められる

とき。 

⑵  第１７条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 

⑶ 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に

関する法律（昭和２２年法律第５４号）第４９条に規定する排除措置命令（排除措置命令がな

されなかった場合にあっては、同法第６２条第１項に規定する納付命令）を行い、これが確定

したとき。 

⑷ 受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）の刑法（明治４０年法

律第４５号）第９６条の６又は同法第１９８条の規定による刑が確定したとき。 

第１６条の３ 発注者は受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除す

ることができる。 

 ⑴ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役

員又はその支店若しくは営業所（常時業務の請負契約を締結する事務所をいう。）を代表す

る者をいう。）又は経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められるとき。 

⑵ 役員等又は経営に事実上参加している者が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目



的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は

暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

⑶ 役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又

は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 

⑷ 役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関

係を有していると認められるとき。 

⑸ 第５条第２項の規定により第三者に委任し、又は請負わせようとするときの契約に当たり、

その契約の相手方が第１号から前号までに規定する行為を行う者であると知りながら、当該者

と契約を締結したと認められるとき。 

第１６条の４ 発注者は、委託業務が完了するまでの間は、第１６条、第１６条の２及び前条の規

定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。 

２ 前項又は次条の規定により、契約が解除された場合において、受注者が既に委託業務を完了し

た部分があるときは、発注者は、その部分に相応する業務委託料を受注者に支払うものとする。 

（受注者の解除権） 

第１７条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者と協議のうえ契約を解除する

ことができる。 

 ⑴ 第９条の規定により委託業務内容を変更したため頭書の業務委託料が３分の２以上減少した

とき。 

 ⑵ 発注者が契約に違反し、その違反によって委託業務を完了することが不可能となるに至った

とき。 

（談合等不正行為があった場合の賠償額の予定等） 

第１８条 受注者が、この契約に関して、第１６条の２第３号又は第４号のいずれかに該当したと

きは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、受注者は、賠償金として、業務委託料の１００

分の１０に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第１６条

の２第４号のうち、受注者の刑法第１９８条の規定による刑が確定した場合は、この限りではな

い。 

２  前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。 

３  第１項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合にお

いて、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるものではない。  



 （契約が解除された場合等の違約金） 

第１９条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務委託料の１００分の５

に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

⑴ 発注者が第１６条、第１６条の２又は第１６条の３の規定に基づきこの契約を解除した場合 

 ⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債

務について履行不能となった場合 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

 ⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法律第７５

号）の規定により選任された破産管財人 

 ⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４年法律第

１５４号）の規定により選任された管財人 

 ⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１年法律第

２２５号）の規定により選任された再生債務者等 

３  第１項の場合において、第３条の規定により契約保証金の納付、担保の提供等の契約の保証が

付されているときは、発注者は当該契約保証金、担保、保証事業会社から支払われる保証金又は

保険会社から支払われる保険金等をもって違約金に充当することができる。 

４  第１項及び前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が第１項に規定する違約金の額を超え

る場合において、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるもの

ではない。 

 （違約金等の控除） 

第２０条 受注者がこの契約に基づく違約金等を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発

注者は業務委託料のうちからその金額を控除し、なお不足を生ずるときは追徴する。 

 （秘密の保持） 

第２１条 受注者は、委託業務の処理上知り得た積算等の秘密を他人に漏らしてはならない。 

２ 受注者は成果品（委託業務等の履行過程において得られた記録等を含む。）を他人に閲覧さ

せ、複写させ、又はその写しを譲渡してはならない。 

 （従業員研修） 

第２２条 受注者は、この委託業務に従事させる従業員に、業務内容、接遇、人権啓発及び火災、

地震等の緊急時の対応に関する研修その他業務遂行上必要な研修を行うものとする。 

 （補 則） 



第２３条 この契約書に定めのない事項については吹田市財務規則の定めるところに従い、同規則

に定めのない事項については、発注者と受注者が協議して定める。 





（総 則） 

第１条 受注者は、別冊の設計書、図面及び仕様書（以下「設計書等」という。）に基づき、頭書

の業務委託料（以下「業務委託料」という。）をもって、頭書の履行期間（以下「履行期間」と

いう。）内に、頭書の委託業務（以下「委託業務」という。）を完了しなければならない。 

２ 前項の設計書等に明記されていない仕様があるときは、発注者と受注者が協議して定める。 

 （法令上の責任） 

第２条 受注者は、この委託業務の履行に当たり、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）、労働

安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）その他関係法令を遵守しなければならない。 

（契約の保証） 

第３条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければな

らない。 

⑴ 契約保証金の納付 

⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実

と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年

法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証 

⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 

２ 前項の保証に係る契約保証金の額、担保の価値（有価証券の場合にあっては時価の１０分の８

の額）、保証金額又は保険金額は、業務委託料の１００分の５以上としなければならない。ただ

し、発注者が、特に必要があると認めたときは、この限りでない。 

３ 受注者が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第１

９条第２項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならな

い。 

 （権利義務の譲渡等） 

第４条 この契約によって生ずる受注者の権利又は義務は、第三者にこれを譲渡し、又は承継させ

てはならない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

 （一括委任等の禁止及び誓約書の提出） 

第５条 受注者は、委託業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはなら

ない。 



２ 受注者は、委託業務の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、あらかじめ、

発注者の承諾を得なければならない。 

３ 受注者は、前項の承諾を得たときは、受任者又は下請負人の商号又は名称その他必要な事項を

発注者に通知しなければならない。 

４ 受注者は、受任者又は下請負人が、吹田市暴力団の排除等に関する条例（平成２４年吹田市

条例第５０号）第８条第２項に規定する暴力団員及び暴力団密接関係者でないことを表明した

誓約書を、それぞれから徴収し、発注者に提出しなければならない。ただし、その受任者又は

下請負人との契約において、契約金額が５００万円未満の場合は、この限りでない。 

５  受注者は、吹田市指名停止措置要領（平成１６年４月１日制定）に基づく指名停止措置を受

けている者、吹田市公共工事等及び売払い等の契約における暴力団排除措置要領（平成２４年１

１月１３日制定）に基づく入札参加除外措置を受けている者及び第１６条の３各号に該当する者

を受任者又は下請負人としてはならない。 

６  受注者が入札参加除外措置を受けている者又は第１６条の３各号に該当する者を受任者又は

下請負人としていた場合は、発注者は受注者に対して、当該契約の解除を求めることができる。 

７ 前項の規定により契約の解除を行った場合の一切の責任は、受注者が負うものとする。 

 （特許権等の使用） 

第６条 受注者は、この委託業務の履行について特許権その他第三者の権利の対象となっている履

行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 

 （現場代理人） 

第７条 受注者は、現場代理人を定め、書面により発注者に通知しなければならない。 

２ 受注者又は現場代理人は、発注者の指示に従い委託業務に関する一切の事項を処理しなければ

ならない。 

３ 発注者は、受注者の現場代理人について、委託業務の実施又は管理について著しく不適当と認

めるときは、受注者に対しその理由を明示してその交替を求めることができる。 

 （委託業務の調査等） 

第８条 発注者は、必要と認めるときは受注者に対して委託業務の処理状況につき、調査をし、又

は報告を求めることができる。 

 （業務内容の変更等） 

第９条 発注者は、必要がある場合には委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止するこ

とができる。この場合において、業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者



と受注者が協議して書面によりこれを定める。 

 （履行期間の延長） 

第１０条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に委託業務を完了

することができないことが明らかになったときは、発注者に対し遅滞なくその理由を付して書面

により履行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は発注者と受注者が協議し

て定める。 

 （業務の処理に関して生じた損害の負担） 

第１１条 委託業務の処理に関して生じた損害（第三者に及ぼした損害を含む。）は、受注者が負

担するものとする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由により生じたときはこの限

りでない。 

 （履行遅滞の場合における延滞違約金） 

第１２条 受注者の責めに帰すべき理由により、履行期間内に委託業務を完了することができない

場合において、履行期間経過後発注者が相当と認める期間内に完了する見込みがあるときは、発

注者は延滞違約金を徴収して履行期間を延長することができる。 

２ 前項に規定する延滞違約金の額は、業務委託料に対して、吹田市財務規則（昭和３９年吹田市

規則第１４号）に定める延滞違約金の率で計算して得た額とする。 

 （検査及び引渡し） 

第１３条 受注者は、委託業務を完了したときは、遅滞なく発注者に対して受託業務完了届ととも

に成果品一切を提出しなければならない。 

２ 発注者は、前項の受託業務完了届を受理したときは、その日から１０日以内に成果品について

検査を行わなければならない。 

３ 受注者は、前項の検査の結果不合格となり、成果品について補正を命ぜられたときは、遅滞な

く当該補正を行い再検査を受けなければならない。この場合においては、補正の完了を業務の完

了とみなして、前各項の規定を準用する。 

４ 受注者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果品を発注者に引き渡さなければ

ならない。 

 （業務委託料の支払） 

第１４条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して業務委託料の支払

を請求するものとする。 

２ 発注者は、前項の支払請求があったときは、その日から３０日以内に支払わなければならな



い。なお、１回目支払い令和４年５月から令和４年９月までの分と、２回目支払い令和４年１０

月から令和５年３月までの分の支払いの金額は次のとおりとする。 

  １回目支払い 423,500円（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 38,500円） 

  ２回目支払い 508,200円（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 46,200円） 

 （権利の帰属） 

第１５条 受注者から引渡しを受けた成果品に関する権利は一切発注者に帰属するものとする。 

 （発注者の解除権） 

第１６条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履

行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その

期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である

ときは、この限りでない。 

 ⑴ 正当な理由がなく委託業務に着手しないとき。 

 ⑵ 期間内にこの委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。 

⑶ この契約に違反したとき。 

第１６条の２ 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ち

にこの契約を解除することができる。 

 ⑴ この契約に違反し、その契約の違反により契約の目的を達することができないと認められる

とき。 

⑵  第１７条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 

⑶ 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に

関する法律（昭和２２年法律第５４号）第４９条に規定する排除措置命令（排除措置命令がな

されなかった場合にあっては、同法第６２条第１項に規定する納付命令）を行い、これが確定

したとき。 

⑷ 受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）の刑法（明治４０年法

律第４５号）第９６条の６又は同法第１９８条の規定による刑が確定したとき。 

第１６条の３ 発注者は受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除す

ることができる。 

 ⑴ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役

員又はその支店若しくは営業所（常時業務の請負契約を締結する事務所をいう。）を代表す

る者をいう。）又は経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められるとき。 



⑵ 役員等又は経営に事実上参加している者が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目

的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は

暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

⑶ 役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又

は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 

⑷ 役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関

係を有していると認められるとき。 

⑸ 第５条第２項の規定により第三者に委任し、又は請負わせようとするときの契約に当たり、

その契約の相手方が第１号から前号までに規定する行為を行う者であると知りながら、当該者

と契約を締結したと認められるとき。 

第１６条の４ 発注者は、委託業務が完了するまでの間は、第１６条、第１６条の２及び前条の規

定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。 

２ 前項又は次条の規定により、契約が解除された場合において、受注者が既に委託業務を完了し

た部分があるときは、発注者は、その部分に相応する業務委託料を受注者に支払うものとする。 

（受注者の解除権） 

第１７条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者と協議のうえ契約を解除する

ことができる。 

 ⑴ 第９条の規定により委託業務内容を変更したため頭書の業務委託料が３分の２以上減少した

とき。 

 ⑵ 発注者が契約に違反し、その違反によって委託業務を完了することが不可能となるに至った

とき。 

（談合等不正行為があった場合の賠償額の予定等） 

第１８条 受注者が、この契約に関して、第１６条の２第３号又は第４号のいずれかに該当したと

きは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、受注者は、賠償金として、業務委託料の１００

分の１０に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第１６条

の２第４号のうち、受注者の刑法第１９８条の規定による刑が確定した場合は、この限りではな

い。 

２  前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。 

３  第１項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合にお



いて、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるものではない。  

 （契約が解除された場合等の違約金） 

第１９条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務委託料の１００分の５

に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

⑴ 発注者が第１６条、第１６条の２又は第１６条の３の規定に基づきこの契約を解除した場合 

 ⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債

務について履行不能となった場合 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

 ⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法律第７５

号）の規定により選任された破産管財人 

 ⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４年法律第

１５４号）の規定により選任された管財人 

 ⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１年法律第

２２５号）の規定により選任された再生債務者等 

３  第１項の場合において、第３条の規定により契約保証金の納付、担保の提供等の契約の保証が

付されているときは、発注者は当該契約保証金、担保、保証事業会社から支払われる保証金又は

保険会社から支払われる保険金等をもって違約金に充当することができる。 

４  第１項及び前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が第１項に規定する違約金の額を超え

る場合において、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるもの

ではない。 

 （違約金等の控除） 

第２０条 受注者がこの契約に基づく違約金等を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発

注者は業務委託料のうちからその金額を控除し、なお不足を生ずるときは追徴する。 

 （秘密の保持） 

第２１条 受注者は、委託業務の処理上知り得た積算等の秘密を他人に漏らしてはならない。 

２ 受注者は成果品（委託業務等の履行過程において得られた記録等を含む。）を他人に閲覧さ

せ、複写させ、又はその写しを譲渡してはならない。 

 （従業員研修） 

第２２条 受注者は、この委託業務に従事させる従業員に、業務内容、接遇、人権啓発及び火災、

地震等の緊急時の対応に関する研修その他業務遂行上必要な研修を行うものとする。 



 （補 則） 

第２３条 この契約書に定めのない事項については吹田市財務規則の定めるところに従い、同規則

に定めのない事項については、発注者と受注者が協議して定める。 





（総 則） 

第１条 受注者は、別冊の設計書、図面及び仕様書（以下「設計書等」という。）に基づき、頭書

の業務委託料（以下「業務委託料」という。）をもって、頭書の履行期間（以下「履行期間」と

いう。）内に、頭書の委託業務（以下「委託業務」という。）を完了しなければならない。 

２ 前項の設計書等に明記されていない仕様があるときは、発注者と受注者が協議して定める。 

 （法令上の責任） 

第２条 受注者は、この委託業務の履行に当たり、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）、労働

安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）その他関係法令を遵守しなければならない。 

（契約の保証） 

第３条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければな

らない。 

⑴ 契約保証金の納付 

⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実

と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年

法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証 

⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 

２ 前項の保証に係る契約保証金の額、担保の価値（有価証券の場合にあっては時価の１０分の８

の額）、保証金額又は保険金額は、業務委託料の１００分の５以上としなければならない。ただ

し、発注者が、特に必要があると認めたときは、この限りでない。 

３ 受注者が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第１

９条第２項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならな

い。 

 （権利義務の譲渡等） 

第４条 この契約によって生ずる受注者の権利又は義務は、第三者にこれを譲渡し、又は承継させ

てはならない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

 （一括委任等の禁止及び誓約書の提出） 

第５条 受注者は、委託業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはなら

ない。 



２ 受注者は、委託業務の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、あらかじめ、

発注者の承諾を得なければならない。 

３ 受注者は、前項の承諾を得たときは、受任者又は下請負人の商号又は名称その他必要な事項を

発注者に通知しなければならない。 

４ 受注者は、受任者又は下請負人が、吹田市暴力団の排除等に関する条例（平成２４年吹田市

条例第５０号）第８条第２項に規定する暴力団員及び暴力団密接関係者でないことを表明した

誓約書を、それぞれから徴収し、発注者に提出しなければならない。ただし、その受任者又は

下請負人との契約において、契約金額が５００万円未満の場合は、この限りでない。 

５  受注者は、吹田市指名停止措置要領（平成１６年４月１日制定）に基づく指名停止措置を受

けている者、吹田市公共工事等及び売払い等の契約における暴力団排除措置要領（平成２４年１

１月１３日制定）に基づく入札参加除外措置を受けている者及び第１６条の３各号に該当する者

を受任者又は下請負人としてはならない。 

６  受注者が入札参加除外措置を受けている者又は第１６条の３各号に該当する者を受任者又は

下請負人としていた場合は、発注者は受注者に対して、当該契約の解除を求めることができる。 

７ 前項の規定により契約の解除を行った場合の一切の責任は、受注者が負うものとする。 

 （特許権等の使用） 

第６条 受注者は、この委託業務の履行について特許権その他第三者の権利の対象となっている履

行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 

 （現場代理人） 

第７条 受注者は、現場代理人を定め、書面により発注者に通知しなければならない。 

２ 受注者又は現場代理人は、発注者の指示に従い委託業務に関する一切の事項を処理しなければ

ならない。 

３ 発注者は、受注者の現場代理人について、委託業務の実施又は管理について著しく不適当と認

めるときは、受注者に対しその理由を明示してその交替を求めることができる。 

 （委託業務の調査等） 

第８条 発注者は、必要と認めるときは受注者に対して委託業務の処理状況につき、調査をし、又

は報告を求めることができる。 

 （業務内容の変更等） 

第９条 発注者は、必要がある場合には委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止するこ

とができる。この場合において、業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者



と受注者が協議して書面によりこれを定める。 

 （履行期間の延長） 

第１０条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に委託業務を完了

することができないことが明らかになったときは、発注者に対し遅滞なくその理由を付して書面

により履行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は発注者と受注者が協議し

て定める。 

 （業務の処理に関して生じた損害の負担） 

第１１条 委託業務の処理に関して生じた損害（第三者に及ぼした損害を含む。）は、受注者が負

担するものとする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由により生じたときはこの限

りでない。 

 （履行遅滞の場合における延滞違約金） 

第１２条 受注者の責めに帰すべき理由により、履行期間内に委託業務を完了することができない

場合において、履行期間経過後発注者が相当と認める期間内に完了する見込みがあるときは、発

注者は延滞違約金を徴収して履行期間を延長することができる。 

２ 前項に規定する延滞違約金の額は、業務委託料に対して、吹田市財務規則（昭和３９年吹田市

規則第１４号）に定める延滞違約金の率で計算して得た額とする。 

 （検査及び引渡し） 

第１３条 受注者は、委託業務を完了したときは、遅滞なく発注者に対して受託業務完了届ととも

に成果品一切を提出しなければならない。 

２ 発注者は、前項の受託業務完了届を受理したときは、その日から１０日以内に成果品について

検査を行わなければならない。 

３ 受注者は、前項の検査の結果不合格となり、成果品について補正を命ぜられたときは、遅滞な

く当該補正を行い再検査を受けなければならない。この場合においては、補正の完了を業務の完

了とみなして、前各項の規定を準用する。 

４ 受注者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果品を発注者に引き渡さなければ

ならない。 

 （業務委託料の支払） 

第１４条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して業務委託料の支払

を請求するものとする。 

２ 発注者は、前項の支払請求があったときは、その日から３０日以内に支払わなければならな



い。なお、支払いの金額は次のとおりとする。 

  １回目支払い 465,300円（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 42,300円） 

  ２回目支払い 465,300円（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 42,300円） 

 （権利の帰属） 

第１５条 受注者から引渡しを受けた成果品に関する権利は一切発注者に帰属するものとする。 

 （発注者の解除権） 

第１６条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履

行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その

期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である

ときは、この限りでない。 

 ⑴ 正当な理由がなく委託業務に着手しないとき。 

 ⑵ 期間内にこの委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。 

⑶ この契約に違反したとき。 

第１６条の２ 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ち

にこの契約を解除することができる。 

 ⑴ この契約に違反し、その契約の違反により契約の目的を達することができないと認められる

とき。 

⑵  第１７条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 

⑶ 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に

関する法律（昭和２２年法律第５４号）第４９条に規定する排除措置命令（排除措置命令がな

されなかった場合にあっては、同法第６２条第１項に規定する納付命令）を行い、これが確定

したとき。 

⑷ 受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）の刑法（明治４０年法

律第４５号）第９６条の６又は同法第１９８条の規定による刑が確定したとき。 

第１６条の３ 発注者は受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除す

ることができる。 

 ⑴ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役

員又はその支店若しくは営業所（常時業務の請負契約を締結する事務所をいう。）を代表す

る者をいう。）又は経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められるとき。 

⑵ 役員等又は経営に事実上参加している者が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目



的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は

暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

⑶ 役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又

は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 

⑷ 役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関

係を有していると認められるとき。 

⑸ 第５条第２項の規定により第三者に委任し、又は請負わせようとするときの契約に当たり、

その契約の相手方が第１号から前号までに規定する行為を行う者であると知りながら、当該者

と契約を締結したと認められるとき。 

第１６条の４ 発注者は、委託業務が完了するまでの間は、第１６条、第１６条の２及び前条の規

定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。 

２ 前項又は次条の規定により、契約が解除された場合において、受注者が既に委託業務を完了し

た部分があるときは、発注者は、その部分に相応する業務委託料を受注者に支払うものとする。 

（受注者の解除権） 

第１７条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者と協議のうえ契約を解除する

ことができる。 

 ⑴ 第９条の規定により委託業務内容を変更したため頭書の業務委託料が３分の２以上減少した

とき。 

 ⑵ 発注者が契約に違反し、その違反によって委託業務を完了することが不可能となるに至った

とき。 

（談合等不正行為があった場合の賠償額の予定等） 

第１８条 受注者が、この契約に関して、第１６条の２第３号又は第４号のいずれかに該当したと

きは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、受注者は、賠償金として、業務委託料の１００

分の１０に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第１６条

の２第４号のうち、受注者の刑法第１９８条の規定による刑が確定した場合は、この限りではな

い。 

２  前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。 

３  第１項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合にお

いて、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるものではない。  



 （契約が解除された場合等の違約金） 

第１９条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務委託料の１００分の５

に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

⑴ 発注者が第１６条、第１６条の２又は第１６条の３の規定に基づきこの契約を解除した場合 

 ⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債

務について履行不能となった場合 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

 ⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法律第７５

号）の規定により選任された破産管財人 

 ⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４年法律第

１５４号）の規定により選任された管財人 

 ⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１年法律第

２２５号）の規定により選任された再生債務者等 

３  第１項の場合において、第３条の規定により契約保証金の納付、担保の提供等の契約の保証が

付されているときは、発注者は当該契約保証金、担保、保証事業会社から支払われる保証金又は

保険会社から支払われる保険金等をもって違約金に充当することができる。 

４  第１項及び前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が第１項に規定する違約金の額を超え

る場合において、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるもの

ではない。 

 （違約金等の控除） 

第２０条 受注者がこの契約に基づく違約金等を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発

注者は業務委託料のうちからその金額を控除し、なお不足を生ずるときは追徴する。 

 （秘密の保持） 

第２１条 受注者は、委託業務の処理上知り得た積算等の秘密を他人に漏らしてはならない。 

２ 受注者は成果品（委託業務等の履行過程において得られた記録等を含む。）を他人に閲覧さ

せ、複写させ、又はその写しを譲渡してはならない。 

 （従業員研修） 

第２２条 受注者は、この委託業務に従事させる従業員に、業務内容、接遇、人権啓発及び火災、

地震等の緊急時の対応に関する研修その他業務遂行上必要な研修を行うものとする。 

 （補 則） 



第２３条 この契約書に定めのない事項については吹田市財務規則の定めるところに従い、同規則

に定めのない事項については、発注者と受注者が協議して定める。 





（総 則） 

第１条 受注者は、別冊の設計書、図面及び仕様書（以下「設計書等」という。）に基づき、頭書

の業務委託料（以下「業務委託料」という。）をもって、頭書の履行期間（以下「履行期間」と

いう。）内に、頭書の委託業務（以下「委託業務」という。）を完了しなければならない。 

２ 前項の設計書等に明記されていない仕様があるときは、発注者と受注者が協議して定める。 

 （法令上の責任） 

第２条 受注者は、この委託業務の履行に当たり、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）、労働

安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）その他関係法令を遵守しなければならない。 

（契約の保証） 

第３条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければな

らない。 

⑴ 契約保証金の納付 

⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実

と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年

法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証 

⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 

２ 前項の保証に係る契約保証金の額、担保の価値（有価証券の場合にあっては時価の１０分の８

の額）、保証金額又は保険金額は、業務委託料の１００分の５以上としなければならない。ただ

し、発注者が、特に必要があると認めたときは、この限りでない。 

３ 受注者が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第１

９条第２項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならな

い。 

 （権利義務の譲渡等） 

第４条 この契約によって生ずる受注者の権利又は義務は、第三者にこれを譲渡し、又は承継させ

てはならない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

 （一括委任等の禁止及び誓約書の提出） 

第５条 受注者は、委託業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはなら

ない。 



２ 受注者は、委託業務の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、あらかじめ、

発注者の承諾を得なければならない。 

３ 受注者は、前項の承諾を得たときは、受任者又は下請負人の商号又は名称その他必要な事項を

発注者に通知しなければならない。 

４ 受注者は、受任者又は下請負人が、吹田市暴力団の排除等に関する条例（平成２４年吹田市

条例第５０号）第８条第２項に規定する暴力団員及び暴力団密接関係者でないことを表明した

誓約書を、それぞれから徴収し、発注者に提出しなければならない。ただし、その受任者又は

下請負人との契約において、契約金額が５００万円未満の場合は、この限りでない。 

５  受注者は、吹田市指名停止措置要領（平成１６年４月１日制定）に基づく指名停止措置を受

けている者、吹田市公共工事等及び売払い等の契約における暴力団排除措置要領（平成２４年１

１月１３日制定）に基づく入札参加除外措置を受けている者及び第１６条の３各号に該当する者

を受任者又は下請負人としてはならない。 

６  受注者が入札参加除外措置を受けている者又は第１６条の３各号に該当する者を受任者又は

下請負人としていた場合は、発注者は受注者に対して、当該契約の解除を求めることができる。 

７ 前項の規定により契約の解除を行った場合の一切の責任は、受注者が負うものとする。 

 （特許権等の使用） 

第６条 受注者は、この委託業務の履行について特許権その他第三者の権利の対象となっている履

行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 

 （現場代理人） 

第７条 受注者は、現場代理人を定め、書面により発注者に通知しなければならない。 

２ 受注者又は現場代理人は、発注者の指示に従い委託業務に関する一切の事項を処理しなければ

ならない。 

３ 発注者は、受注者の現場代理人について、委託業務の実施又は管理について著しく不適当と認

めるときは、受注者に対しその理由を明示してその交替を求めることができる。 

 （委託業務の調査等） 

第８条 発注者は、必要と認めるときは受注者に対して委託業務の処理状況につき、調査をし、又

は報告を求めることができる。 

 （業務内容の変更等） 

第９条 発注者は、必要がある場合には委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止するこ

とができる。この場合において、業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者



と受注者が協議して書面によりこれを定める。 

 （履行期間の延長） 

第１０条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に委託業務を完了

することができないことが明らかになったときは、発注者に対し遅滞なくその理由を付して書面

により履行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は発注者と受注者が協議し

て定める。 

 （業務の処理に関して生じた損害の負担） 

第１１条 委託業務の処理に関して生じた損害（第三者に及ぼした損害を含む。）は、受注者が負

担するものとする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由により生じたときはこの限

りでない。 

 （履行遅滞の場合における延滞違約金） 

第１２条 受注者の責めに帰すべき理由により、履行期間内に委託業務を完了することができない

場合において、履行期間経過後発注者が相当と認める期間内に完了する見込みがあるときは、発

注者は延滞違約金を徴収して履行期間を延長することができる。 

２ 前項に規定する延滞違約金の額は、業務委託料に対して、吹田市財務規則（昭和３９年吹田市

規則第１４号）に定める延滞違約金の率で計算して得た額とする。 

 （検査及び引渡し） 

第１３条 受注者は、委託業務を完了したときは、遅滞なく発注者に対して受託業務完了届ととも

に成果品一切を提出しなければならない。 

２ 発注者は、前項の受託業務完了届を受理したときは、その日から１０日以内に成果品について

検査を行わなければならない。 

３ 受注者は、前項の検査の結果不合格となり、成果品について補正を命ぜられたときは、遅滞な

く当該補正を行い再検査を受けなければならない。この場合においては、補正の完了を業務の完

了とみなして、前各項の規定を準用する。 

４ 受注者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果品を発注者に引き渡さなければ

ならない。 

 （業務委託料の支払） 

第１４条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して業務委託料の支払

を請求するものとする。 

２ 発注者は、前項の支払請求があったときは、その日から３０日以内に支払わなければならな



い。なお、支払いの金額は次のとおりとする。 

  １回目支払い 508,200円（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 46,200円） 

  ２回目支払い 508,200円（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 46,200円） 

 （権利の帰属） 

第１５条 受注者から引渡しを受けた成果品に関する権利は一切発注者に帰属するものとする。 

 （発注者の解除権） 

第１６条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履

行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その

期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である

ときは、この限りでない。 

 ⑴ 正当な理由がなく委託業務に着手しないとき。 

 ⑵ 期間内にこの委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。 

⑶ この契約に違反したとき。 

第１６条の２ 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ち

にこの契約を解除することができる。 

 ⑴ この契約に違反し、その契約の違反により契約の目的を達することができないと認められる

とき。 

⑵  第１７条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 

⑶ 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に

関する法律（昭和２２年法律第５４号）第４９条に規定する排除措置命令（排除措置命令がな

されなかった場合にあっては、同法第６２条第１項に規定する納付命令）を行い、これが確定

したとき。 

⑷ 受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）の刑法（明治４０年法

律第４５号）第９６条の６又は同法第１９８条の規定による刑が確定したとき。 

第１６条の３ 発注者は受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除す

ることができる。 

 ⑴ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役

員又はその支店若しくは営業所（常時業務の請負契約を締結する事務所をいう。）を代表す

る者をいう。）又は経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められるとき。 

⑵ 役員等又は経営に事実上参加している者が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目



的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は

暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

⑶ 役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又

は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 

⑷ 役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関

係を有していると認められるとき。 

⑸ 第５条第２項の規定により第三者に委任し、又は請負わせようとするときの契約に当たり、

その契約の相手方が第１号から前号までに規定する行為を行う者であると知りながら、当該者

と契約を締結したと認められるとき。 

第１６条の４ 発注者は、委託業務が完了するまでの間は、第１６条、第１６条の２及び前条の規

定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。 

２ 前項又は次条の規定により、契約が解除された場合において、受注者が既に委託業務を完了し

た部分があるときは、発注者は、その部分に相応する業務委託料を受注者に支払うものとする。 

（受注者の解除権） 

第１７条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者と協議のうえ契約を解除する

ことができる。 

 ⑴ 第９条の規定により委託業務内容を変更したため頭書の業務委託料が３分の２以上減少した

とき。 

 ⑵ 発注者が契約に違反し、その違反によって委託業務を完了することが不可能となるに至った

とき。 

（談合等不正行為があった場合の賠償額の予定等） 

第１８条 受注者が、この契約に関して、第１６条の２第３号又は第４号のいずれかに該当したと

きは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、受注者は、賠償金として、業務委託料の１００

分の１０に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第１６条

の２第４号のうち、受注者の刑法第１９８条の規定による刑が確定した場合は、この限りではな

い。 

２  前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。 

３  第１項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合にお

いて、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるものではない。  



 （契約が解除された場合等の違約金） 

第１９条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務委託料の１００分の５

に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

⑴ 発注者が第１６条、第１６条の２又は第１６条の３の規定に基づきこの契約を解除した場合 

 ⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債

務について履行不能となった場合 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

 ⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法律第７５

号）の規定により選任された破産管財人 

 ⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４年法律第

１５４号）の規定により選任された管財人 

 ⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１年法律第

２２５号）の規定により選任された再生債務者等 

３  第１項の場合において、第３条の規定により契約保証金の納付、担保の提供等の契約の保証が

付されているときは、発注者は当該契約保証金、担保、保証事業会社から支払われる保証金又は

保険会社から支払われる保険金等をもって違約金に充当することができる。 

４  第１項及び前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が第１項に規定する違約金の額を超え

る場合において、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるもの

ではない。 

 （違約金等の控除） 

第２０条 受注者がこの契約に基づく違約金等を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発

注者は業務委託料のうちからその金額を控除し、なお不足を生ずるときは追徴する。 

 （秘密の保持） 

第２１条 受注者は、委託業務の処理上知り得た積算等の秘密を他人に漏らしてはならない。 

２ 受注者は成果品（委託業務等の履行過程において得られた記録等を含む。）を他人に閲覧さ

せ、複写させ、又はその写しを譲渡してはならない。 

 （従業員研修） 

第２２条 受注者は、この委託業務に従事させる従業員に、業務内容、接遇、人権啓発及び火災、

地震等の緊急時の対応に関する研修その他業務遂行上必要な研修を行うものとする。 

 （補 則） 



第２３条 この契約書に定めのない事項については吹田市財務規則の定めるところに従い、同規則

に定めのない事項については、発注者と受注者が協議して定める。 



0
0

#
0
0

#
0
00
0

①

受　注　者 大阪府大阪市淀川区宮原4丁目3番29号

㊞三精テクノロジーズ株式会社

代表取締役　良知　昇

本 契 約 の 証 と し て 本 書 ２ 通 を 作 成 し 、 発 注 者 と 受 注 者 記 名 押 印 の う え 、 各 自

１ 通 を 保 有 す る 。

令和 4年 4月 1日

発　注　者 吹 田 市

代表者　吹田市長　後藤　圭二

6 適 用 除 外 条 項

上記の委託業務について、発注者と受注者は各々の対等な立場における合意に基づいて、

別添の条項（適用除外条項は、上記６のとおり。）によって公正な委託契約を締結し、

  第 ３ 条

信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

2 0 0
5 契 約 の 保 証 免　　除

\ 9 7
2 0 0

うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額

\ 1 0 6 9
千 百 十 円十 億 千 百 十 万

3 履 行 期 間 令和 4年 4月 1日　から　令和 5年 3月31日　まで

4 業 務 委 託 料

千 百

業務委託契約書

22000482

1 委 託 業 務 名 吹田市立山田東中学校エレベーター保守点検業務

2 場 所 吹田市山田東４丁目３３番１号



（総 則） 

第１条 受注者は、別冊の設計書、図面及び仕様書（以下「設計書等」という。）に基づき、頭書

の業務委託料（以下「業務委託料」という。）をもって、頭書の履行期間（以下「履行期間」と

いう。）内に、頭書の委託業務（以下「委託業務」という。）を完了しなければならない。 

２ 前項の設計書等に明記されていない仕様があるときは、発注者と受注者が協議して定める。 

 （法令上の責任） 

第２条 受注者は、この委託業務の履行に当たり、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）、労働

安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）その他関係法令を遵守しなければならない。 

（契約の保証） 

第３条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければな

らない。 

⑴ 契約保証金の納付 

⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実

と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年

法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証 

⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 

２ 前項の保証に係る契約保証金の額、担保の価値（有価証券の場合にあっては時価の１０分の８

の額）、保証金額又は保険金額は、業務委託料の１００分の５以上としなければならない。ただ

し、発注者が、特に必要があると認めたときは、この限りでない。 

３ 受注者が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第１

９条第２項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならな

い。 

 （権利義務の譲渡等） 

第４条 この契約によって生ずる受注者の権利又は義務は、第三者にこれを譲渡し、又は承継させ

てはならない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

 （一括委任等の禁止及び誓約書の提出） 

第５条 受注者は、委託業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはなら

ない。 



２ 受注者は、委託業務の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、あらかじめ、

発注者の承諾を得なければならない。 

３ 受注者は、前項の承諾を得たときは、受任者又は下請負人の商号又は名称その他必要な事項を

発注者に通知しなければならない。 

４ 受注者は、受任者又は下請負人が、吹田市暴力団の排除等に関する条例（平成２４年吹田市

条例第５０号）第８条第２項に規定する暴力団員及び暴力団密接関係者でないことを表明した

誓約書を、それぞれから徴収し、発注者に提出しなければならない。ただし、その受任者又は

下請負人との契約において、契約金額が５００万円未満の場合は、この限りでない。 

５  受注者は、吹田市指名停止措置要領（平成１６年４月１日制定）に基づく指名停止措置を受

けている者、吹田市公共工事等及び売払い等の契約における暴力団排除措置要領（平成２４年１

１月１３日制定）に基づく入札参加除外措置を受けている者及び第１６条の３各号に該当する者

を受任者又は下請負人としてはならない。 

６  受注者が入札参加除外措置を受けている者又は第１６条の３各号に該当する者を受任者又は

下請負人としていた場合は、発注者は受注者に対して、当該契約の解除を求めることができる。 

７ 前項の規定により契約の解除を行った場合の一切の責任は、受注者が負うものとする。 

 （特許権等の使用） 

第６条 受注者は、この委託業務の履行について特許権その他第三者の権利の対象となっている履

行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 

 （現場代理人） 

第７条 受注者は、現場代理人を定め、書面により発注者に通知しなければならない。 

２ 受注者又は現場代理人は、発注者の指示に従い委託業務に関する一切の事項を処理しなければ

ならない。 

３ 発注者は、受注者の現場代理人について、委託業務の実施又は管理について著しく不適当と認

めるときは、受注者に対しその理由を明示してその交替を求めることができる。 

 （委託業務の調査等） 

第８条 発注者は、必要と認めるときは受注者に対して委託業務の処理状況につき、調査をし、又

は報告を求めることができる。 

 （業務内容の変更等） 

第９条 発注者は、必要がある場合には委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止するこ

とができる。この場合において、業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者



と受注者が協議して書面によりこれを定める。 

 （履行期間の延長） 

第１０条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に委託業務を完了

することができないことが明らかになったときは、発注者に対し遅滞なくその理由を付して書面

により履行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は発注者と受注者が協議し

て定める。 

 （業務の処理に関して生じた損害の負担） 

第１１条 委託業務の処理に関して生じた損害（第三者に及ぼした損害を含む。）は、受注者が負

担するものとする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由により生じたときはこの限

りでない。 

 （履行遅滞の場合における延滞違約金） 

第１２条 受注者の責めに帰すべき理由により、履行期間内に委託業務を完了することができない

場合において、履行期間経過後発注者が相当と認める期間内に完了する見込みがあるときは、発

注者は延滞違約金を徴収して履行期間を延長することができる。 

２ 前項に規定する延滞違約金の額は、業務委託料に対して、吹田市財務規則（昭和３９年吹田市

規則第１４号）に定める延滞違約金の率で計算して得た額とする。 

 （検査及び引渡し） 

第１３条 受注者は、委託業務を完了したときは、遅滞なく発注者に対して受託業務完了届ととも

に成果品一切を提出しなければならない。 

２ 発注者は、前項の受託業務完了届を受理したときは、その日から１０日以内に成果品について

検査を行わなければならない。 

３ 受注者は、前項の検査の結果不合格となり、成果品について補正を命ぜられたときは、遅滞な

く当該補正を行い再検査を受けなければならない。この場合においては、補正の完了を業務の完

了とみなして、前各項の規定を準用する。 

４ 受注者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果品を発注者に引き渡さなければ

ならない。 

 （業務委託料の支払） 

第１４条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して業務委託料の支払

を請求するものとする。 

２ 発注者は、前項の支払請求があったときは、その日から３０日以内に支払わなければならな



い。なお、支払いの金額は次のとおりとする。 

  １回目支払い 534,600円（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 48,600円） 

  ２回目支払い 534,600円（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 48,600円） 

 （権利の帰属） 

第１５条 受注者から引渡しを受けた成果品に関する権利は一切発注者に帰属するものとする。 

 （発注者の解除権） 

第１６条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履

行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その

期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である

ときは、この限りでない。 

 ⑴ 正当な理由がなく委託業務に着手しないとき。 

 ⑵ 期間内にこの委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。 

⑶ この契約に違反したとき。 

第１６条の２ 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ち

にこの契約を解除することができる。 

 ⑴ この契約に違反し、その契約の違反により契約の目的を達することができないと認められる

とき。 

⑵  第１７条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 

⑶ 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に

関する法律（昭和２２年法律第５４号）第４９条に規定する排除措置命令（排除措置命令がな

されなかった場合にあっては、同法第６２条第１項に規定する納付命令）を行い、これが確定

したとき。 

⑷ 受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）の刑法（明治４０年法

律第４５号）第９６条の６又は同法第１９８条の規定による刑が確定したとき。 

第１６条の３ 発注者は受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除す

ることができる。 

 ⑴ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役

員又はその支店若しくは営業所（常時業務の請負契約を締結する事務所をいう。）を代表す

る者をいう。）又は経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められるとき。 

⑵ 役員等又は経営に事実上参加している者が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目



的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は

暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

⑶ 役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又

は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 

⑷ 役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関

係を有していると認められるとき。 

⑸ 第５条第２項の規定により第三者に委任し、又は請負わせようとするときの契約に当たり、

その契約の相手方が第１号から前号までに規定する行為を行う者であると知りながら、当該者

と契約を締結したと認められるとき。 

第１６条の４ 発注者は、委託業務が完了するまでの間は、第１６条、第１６条の２及び前条の規

定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。 

２ 前項又は次条の規定により、契約が解除された場合において、受注者が既に委託業務を完了し

た部分があるときは、発注者は、その部分に相応する業務委託料を受注者に支払うものとする。 

（受注者の解除権） 

第１７条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者と協議のうえ契約を解除する

ことができる。 

 ⑴ 第９条の規定により委託業務内容を変更したため頭書の業務委託料が３分の２以上減少した

とき。 

 ⑵ 発注者が契約に違反し、その違反によって委託業務を完了することが不可能となるに至った

とき。 

（談合等不正行為があった場合の賠償額の予定等） 

第１８条 受注者が、この契約に関して、第１６条の２第３号又は第４号のいずれかに該当したと

きは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、受注者は、賠償金として、業務委託料の１００

分の１０に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第１６条

の２第４号のうち、受注者の刑法第１９８条の規定による刑が確定した場合は、この限りではな

い。 

２  前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。 

３  第１項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合にお

いて、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるものではない。  



 （契約が解除された場合等の違約金） 

第１９条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務委託料の１００分の５

に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

⑴ 発注者が第１６条、第１６条の２又は第１６条の３の規定に基づきこの契約を解除した場合 

 ⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債

務について履行不能となった場合 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

 ⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法律第７５

号）の規定により選任された破産管財人 

 ⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４年法律第

１５４号）の規定により選任された管財人 

 ⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１年法律第

２２５号）の規定により選任された再生債務者等 

３  第１項の場合において、第３条の規定により契約保証金の納付、担保の提供等の契約の保証が

付されているときは、発注者は当該契約保証金、担保、保証事業会社から支払われる保証金又は

保険会社から支払われる保険金等をもって違約金に充当することができる。 

４  第１項及び前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が第１項に規定する違約金の額を超え

る場合において、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるもの

ではない。 

 （違約金等の控除） 

第２０条 受注者がこの契約に基づく違約金等を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発

注者は業務委託料のうちからその金額を控除し、なお不足を生ずるときは追徴する。 

 （秘密の保持） 

第２１条 受注者は、委託業務の処理上知り得た積算等の秘密を他人に漏らしてはならない。 

２ 受注者は成果品（委託業務等の履行過程において得られた記録等を含む。）を他人に閲覧さ

せ、複写させ、又はその写しを譲渡してはならない。 

 （従業員研修） 

第２２条 受注者は、この委託業務に従事させる従業員に、業務内容、接遇、人権啓発及び火災、

地震等の緊急時の対応に関する研修その他業務遂行上必要な研修を行うものとする。 

 （補 則） 



第２３条 この契約書に定めのない事項については吹田市財務規則の定めるところに従い、同規則

に定めのない事項については、発注者と受注者が協議して定める。 





（総 則） 

第１条 受注者は、別冊の設計書、図面及び仕様書（以下「設計書等」という。）に基づき、頭書

の業務委託料（以下「業務委託料」という。）をもって、頭書の履行期間（以下「履行期間」と

いう。）内に、頭書の委託業務（以下「委託業務」という。）を完了しなければならない。 

２ 前項の設計書等に明記されていない仕様があるときは、発注者と受注者が協議して定める。 

 （法令上の責任） 

第２条 受注者は、この委託業務の履行に当たり、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）、労働

安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）その他関係法令を遵守しなければならない。 

（契約の保証） 

第３条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければな

らない。 

⑴ 契約保証金の納付 

⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実

と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年

法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証 

⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 

２ 前項の保証に係る契約保証金の額、担保の価値（有価証券の場合にあっては時価の１０分の８

の額）、保証金額又は保険金額は、業務委託料の１００分の５以上としなければならない。ただ

し、発注者が、特に必要があると認めたときは、この限りでない。 

３ 受注者が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第１

９条第２項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならな

い。 

 （権利義務の譲渡等） 

第４条 この契約によって生ずる受注者の権利又は義務は、第三者にこれを譲渡し、又は承継させ

てはならない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

 （一括委任等の禁止及び誓約書の提出） 

第５条 受注者は、委託業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはなら

ない。 



２ 受注者は、委託業務の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、あらかじめ、

発注者の承諾を得なければならない。 

３ 受注者は、前項の承諾を得たときは、受任者又は下請負人の商号又は名称その他必要な事項を

発注者に通知しなければならない。 

４ 受注者は、受任者又は下請負人が、吹田市暴力団の排除等に関する条例（平成２４年吹田市

条例第５０号）第８条第２項に規定する暴力団員及び暴力団密接関係者でないことを表明した

誓約書を、それぞれから徴収し、発注者に提出しなければならない。ただし、その受任者又は

下請負人との契約において、契約金額が５００万円未満の場合は、この限りでない。 

５  受注者は、吹田市指名停止措置要領（平成１６年４月１日制定）に基づく指名停止措置を受

けている者、吹田市公共工事等及び売払い等の契約における暴力団排除措置要領（平成２４年１

１月１３日制定）に基づく入札参加除外措置を受けている者及び第１６条の３各号に該当する者

を受任者又は下請負人としてはならない。 

６  受注者が入札参加除外措置を受けている者又は第１６条の３各号に該当する者を受任者又は

下請負人としていた場合は、発注者は受注者に対して、当該契約の解除を求めることができる。 

７ 前項の規定により契約の解除を行った場合の一切の責任は、受注者が負うものとする。 

 （特許権等の使用） 

第６条 受注者は、この委託業務の履行について特許権その他第三者の権利の対象となっている履

行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 

 （現場代理人） 

第７条 受注者は、現場代理人を定め、書面により発注者に通知しなければならない。 

２ 受注者又は現場代理人は、発注者の指示に従い委託業務に関する一切の事項を処理しなければ

ならない。 

３ 発注者は、受注者の現場代理人について、委託業務の実施又は管理について著しく不適当と認

めるときは、受注者に対しその理由を明示してその交替を求めることができる。 

 （委託業務の調査等） 

第８条 発注者は、必要と認めるときは受注者に対して委託業務の処理状況につき、調査をし、又

は報告を求めることができる。 

 （業務内容の変更等） 

第９条 発注者は、必要がある場合には委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止するこ

とができる。この場合において、業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者



と受注者が協議して書面によりこれを定める。 

 （履行期間の延長） 

第１０条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に委託業務を完了

することができないことが明らかになったときは、発注者に対し遅滞なくその理由を付して書面

により履行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は発注者と受注者が協議し

て定める。 

 （業務の処理に関して生じた損害の負担） 

第１１条 委託業務の処理に関して生じた損害（第三者に及ぼした損害を含む。）は、受注者が負

担するものとする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由により生じたときはこの限

りでない。 

 （履行遅滞の場合における延滞違約金） 

第１２条 受注者の責めに帰すべき理由により、履行期間内に委託業務を完了することができない

場合において、履行期間経過後発注者が相当と認める期間内に完了する見込みがあるときは、発

注者は延滞違約金を徴収して履行期間を延長することができる。 

２ 前項に規定する延滞違約金の額は、業務委託料に対して、吹田市財務規則（昭和３９年吹田市

規則第１４号）に定める延滞違約金の率で計算して得た額とする。 

 （検査及び引渡し） 

第１３条 受注者は、委託業務を完了したときは、遅滞なく発注者に対して受託業務完了届ととも

に成果品一切を提出しなければならない。 

２ 発注者は、前項の受託業務完了届を受理したときは、その日から１０日以内に成果品について

検査を行わなければならない。 

３ 受注者は、前項の検査の結果不合格となり、成果品について補正を命ぜられたときは、遅滞な

く当該補正を行い再検査を受けなければならない。この場合においては、補正の完了を業務の完

了とみなして、前各項の規定を準用する。 

４ 受注者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果品を発注者に引き渡さなければ

ならない。 

 （業務委託料の支払） 

第１４条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して業務委託料の支払

を請求するものとする。 

２ 発注者は、前項の支払請求があったときは、その日から３０日以内に支払わなければならな



い。なお、１回目支払い令和４年７月から令和４年９月までの分と、２回目支払い令和４年１０

月から令和５年３月までの分の支払いの金額は次のとおりとする。 

  １回目支払い 254,100円（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 23,100円） 

  ２回目支払い 508,200円（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 46,200円） 

 （権利の帰属） 

第１５条 受注者から引渡しを受けた成果品に関する権利は一切発注者に帰属するものとする。 

 （発注者の解除権） 

第１６条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履

行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その

期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である

ときは、この限りでない。 

 ⑴ 正当な理由がなく委託業務に着手しないとき。 

 ⑵ 期間内にこの委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。 

⑶ この契約に違反したとき。 

第１６条の２ 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ち

にこの契約を解除することができる。 

 ⑴ この契約に違反し、その契約の違反により契約の目的を達することができないと認められる

とき。 

⑵  第１７条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 

⑶ 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に

関する法律（昭和２２年法律第５４号）第４９条に規定する排除措置命令（排除措置命令がな

されなかった場合にあっては、同法第６２条第１項に規定する納付命令）を行い、これが確定

したとき。 

⑷ 受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）の刑法（明治４０年法

律第４５号）第９６条の６又は同法第１９８条の規定による刑が確定したとき。 

第１６条の３ 発注者は受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除す

ることができる。 

 ⑴ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役

員又はその支店若しくは営業所（常時業務の請負契約を締結する事務所をいう。）を代表す

る者をいう。）又は経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められるとき。 



⑵ 役員等又は経営に事実上参加している者が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目

的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は

暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

⑶ 役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又

は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 

⑷ 役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関

係を有していると認められるとき。 

⑸ 第５条第２項の規定により第三者に委任し、又は請負わせようとするときの契約に当たり、

その契約の相手方が第１号から前号までに規定する行為を行う者であると知りながら、当該者

と契約を締結したと認められるとき。 

第１６条の４ 発注者は、委託業務が完了するまでの間は、第１６条、第１６条の２及び前条の規

定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。 

２ 前項又は次条の規定により、契約が解除された場合において、受注者が既に委託業務を完了し

た部分があるときは、発注者は、その部分に相応する業務委託料を受注者に支払うものとする。 

（受注者の解除権） 

第１７条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者と協議のうえ契約を解除する

ことができる。 

 ⑴ 第９条の規定により委託業務内容を変更したため頭書の業務委託料が３分の２以上減少した

とき。 

 ⑵ 発注者が契約に違反し、その違反によって委託業務を完了することが不可能となるに至った

とき。 

（談合等不正行為があった場合の賠償額の予定等） 

第１８条 受注者が、この契約に関して、第１６条の２第３号又は第４号のいずれかに該当したと

きは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、受注者は、賠償金として、業務委託料の１００

分の１０に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第１６条

の２第４号のうち、受注者の刑法第１９８条の規定による刑が確定した場合は、この限りではな

い。 

２  前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。 

３  第１項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合にお



いて、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるものではない。  

 （契約が解除された場合等の違約金） 

第１９条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務委託料の１００分の５

に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

⑴ 発注者が第１６条、第１６条の２又は第１６条の３の規定に基づきこの契約を解除した場合 

 ⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債

務について履行不能となった場合 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

 ⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法律第７５

号）の規定により選任された破産管財人 

 ⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４年法律第

１５４号）の規定により選任された管財人 

 ⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１年法律第

２２５号）の規定により選任された再生債務者等 

３  第１項の場合において、第３条の規定により契約保証金の納付、担保の提供等の契約の保証が

付されているときは、発注者は当該契約保証金、担保、保証事業会社から支払われる保証金又は

保険会社から支払われる保険金等をもって違約金に充当することができる。 

４  第１項及び前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が第１項に規定する違約金の額を超え

る場合において、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるもの

ではない。 

 （違約金等の控除） 

第２０条 受注者がこの契約に基づく違約金等を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発

注者は業務委託料のうちからその金額を控除し、なお不足を生ずるときは追徴する。 

 （秘密の保持） 

第２１条 受注者は、委託業務の処理上知り得た積算等の秘密を他人に漏らしてはならない。 

２ 受注者は成果品（委託業務等の履行過程において得られた記録等を含む。）を他人に閲覧さ

せ、複写させ、又はその写しを譲渡してはならない。 

 （従業員研修） 

第２２条 受注者は、この委託業務に従事させる従業員に、業務内容、接遇、人権啓発及び火災、

地震等の緊急時の対応に関する研修その他業務遂行上必要な研修を行うものとする。 



 （補 則） 

第２３条 この契約書に定めのない事項については吹田市財務規則の定めるところに従い、同規則

に定めのない事項については、発注者と受注者が協議して定める。 



業務委託契約書 

 

１ 委託業務名 吹田市立はぎのきこども園エレベーター遠隔監視メンテナンス業務 

２ 履行場所 吹田市立はぎのきこども園   吹田市古江台２丁目１１－４  

３ 履行期間 令和４年 4 月 1 日から令和５年３月３１日まで 

４ 業務委託料 
９０４，２００円 

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額８２，２００円） 

５ 契約保証金 免  除 

 

 上記の業務について、委託者 吹田市 を発注者とし、受託者 東芝エレベータ株式会社関

西支社 を受注者とし、次の条項によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履

行するものとする。 

 （総則） 

第１条 受注者は、東芝エレベーター遠隔監視メンテナンス（FM）仕様書（以下「仕様書」

という。）に基づき、頭書の業務委託料（以下「業務委託料」という。）をもって、頭書の履

行期間（以下「履行期間」という。）内に、頭書の委託業務（以下「委託業務」という。）を

完了しなければならない。 

２ 前項の仕様書に明記されていない仕様がある時は、発注者受注者協議して定める。 

 （法令上の責任） 

第２条 受注者は、この委託業務の履行にあたり、労働基準法、労働安全衛生法その他関係

法令を遵守しなければならない。 

 （契約の保証） 

第３条 この契約にかかる契約保証金は免除する。 

（権利義務の譲渡等） 

第４条 本契約によって生ずる受注者の権利又は義務は、第三者にこれを譲渡し、又は承継

させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限り

でない。 

 （一括委任等の禁止及び誓約書の提出） 

第５条 受注者は、委託業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせて

はならない。 

２ 受注者は、委託業務の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、あらか

じめ、受任者又は請負人の商号又は名称その他必要な事項を発注者に通知して発注者の承

諾を得なければならない。 



３ 受注者が委託業務の一部を入札参加除外（吹田市公共工事等及び売払い等の契約にお

ける暴力団排除措置要領（平成２４年１１月１３日制定）第３条に規定する入札参加除外を

いう。）の措置を受けている者に委任し、又は請負わせたとき、及び第２項の受任者又は請

負人が第１５条の３の各号に該当するときは、発注者は受注者に対して、当該契約の解除を

求めることができる。 

４ 前項の規定により受注者が契約の解除を行った場合の一切の責任は、受注者が負うも

のとする。 

 （特許権等の使用） 

第６条 受注者は、この委託業務の履行について特許権その他第三者の権利の対象となっ

ている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 

 （委託業務の調査等） 

第７条 発注者は、必要と認めるときは受注者に対して委託業務の処理状況につき、調査を

し、又は報告を求めることができる。 

 （業務内容の変更等） 

第８条 発注者は、必要がある場合には委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止

することができる。この場合において、業務委託料又は履行期間を変更する必要があるとき

は、発注者受注者協議して書面によりこれを定める。 

 （履行期間の延長） 

第９条 受注者は、その責に帰することができない理由により、履行期間内に委託業務を完

了することができないことが明らかになったときは、発注者に対し遅滞なくその理由を付

して書面により履行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は発注者受注

者協議して定める。 

 （業務の処理に関して生じた損害の負担） 

第１０条 委託業務の処理に関して生じた損害（第三者に及ぼした損害を含む。）は、受注

者が負担するものとする。ただし、その損害が発注者の責に帰する理由により生じたときは

この限りでない。 

 （履行遅滞の場合における延滞金） 

第１１条 受注者の責に帰する理由により、履行期間内に委託業務を完了することができ

ない場合において、履行期間経過後発注者が相当と認める期間内に完了する見込みがある

ときは、発注者は延滞金を徴収して履行期間を延長することができる。 

２ 前項に規定する延滞金の額は、業務委託料に対して、吹田市財務規則に定める割合で計

算して得た額とする。 

 （作業報告書） 

第１２条 受注者は、委託業務を完了したときは、遅滞なく発注者に対して作業報告書を提

出しなければならない。 

 （業務委託料の支払） 



第１３条 受注者は、履行期間の半期分の委託業務を実施したときは、発注者の指示する手

続に従って業務委託料の２分の１を請求するものとする。 

２ 発注者は、前項の支払請求を受理したときは、その日から３０日以内に支払わなければ

ならない。 

 （権利の帰属） 

第１４条 受注者から引渡しを受けた成果品に関する権利は一切発注者に帰属するものと

する。 

 （発注者の解除権） 

第１５条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めて

その履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。た

だし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照

らして軽微であるときは、この限りでない。 

（1）正当な理由がなく委託業務に着手しないとき。 

（2）期間内にこの委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。 

（3）この契約に違反したとき。 

第１５条の２ 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、

直ちにこの契約を解除することができる。 

（1）この契約に違反し、その契約の違反により契約の目的を達することができないと認め

られるとき。 

（2）第１６条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 

（3）公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の

確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）第４９条に規定する排除措置命令（排除措置

命令がなされなかった場合にあっては、同法第６２条第１項に規定する納付命令）を行い、

これが確定したとき。 

（4）受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）の刑法（明治４

０年法律第４５号）第９６条の６又は同法第１９８条の規定による刑が確定したとき。 

第１５条の３ 発注者は受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約

を解除することができる。 

（1）役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法

人の役員又はその支店若しくは営業所（請負契約を締結する事務所をいう。）を代表するも

のをいう。）又は経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められるとき。 

（2）役員等又は経営に事実上参加している者が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を

図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団（暴力団員による不当な行為の防

止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同

じ。）又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

（3） 役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴



力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められる

とき。 

（4）役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難される

べき関係を有していると認められるとき。 

（5） 第５条第２項の規定により第三者に委任し、又は請負わせようとするときの契約に当

たり、その契約の相手方が第１号から前号に規定する行為を行う者であると知りながら、当

該者と契約を締結したと認められるとき。 

第１５条の４ 発注者は、委託業務が完了するまでの間は、第１５条から前条までの規定に

よるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。 

２ 前項又は次条の規定により、契約が解除された場合において、受注者が既に委託業務を

完了した部分があるときは、発注者は、その部分に相応する業務委託料を受注者に支払うも

のとする。 

（受注者の解除権）  

第１６条 受注者は、次の各号の一に該当するときは、発注者と協議のうえ契約を解除する

ことができる。 

（1）第８条の規定により委託業務内容を変更したため頭書の業務委託料が３分の２以上減

少したとき。 

（2）発注者が契約に違反し、その違反によって委託業務を完了することが不可能となるに

至ったとき。 

（談合等不正行為があった場合の賠償額の予定等） 

第１７条 受注者が、この契約に関して、第１５条の２各号のいずれかに該当したときは、

発注者が契約を解除するか否かを問わず、受注者は、賠償金として、業務委託料の１００分

の１０に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第１５

条の２第４号のうち、受注者の刑法第１９８条の規定による刑が確定した場合は、この限り

ではない。 

２  前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。 

３  第１項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える

場合において、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げる

ものではない。 

（契約が解除された場合等の違約金） 

第１８条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務委託料の１００

分の５に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

（1）発注者が第１５条、第１５条の２又は第１５条の３の規定に基づきこの契約を解除し

た場合 

（2）受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注

者の債務について履行不能となった場合 



２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみな

す。 

（1）受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法律

第７５号）の規定により選任された破産管財人 

（2）受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４年

法律第１５４号）の規定により選任された管財人 

（3）受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１年

法律第２２５号）の規定により選任された再生債務者等 

３ 第１項の場合において、契約保証金が納付されているときは、発注者は当該保証金をも

って違約金に充当することができる。 

（違約金等の控除） 

第１９条 受注者がこの契約に基づく違約金等を発注者の指定する期間内に支払わないと

きは、発注者は業務委託料のうちからその金額を控除し、なお不足を生ずるときは追徴する。 

 （秘密の保持） 

第２０条 受注者は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 

２ 受注者は成果品（委託業務等の履行過程において得られた記録等を含む。）を他人に閲

覧させ、複写させ、又はその写しを譲渡してはならない。 

 （従業員研修） 

第２１条 受注者は、この委託業務に従事させる従業員に、業務内容、接遇、人権啓発及び

火災、地震等の緊急時の対応に関する研修その他業務遂行上必要な研修を行なうものとす

る。 

 （補則） 

第２２条 この契約書に定めのない事項については吹田市財務規則の定めるところに従い、

同規則に定めない事項については、発注者受注者協議して定める。 

 

本契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自１通を保有する。 

 

令和４年 ４月１日 

  

           発注者  吹田市 

                代表者  吹 田 市 長  後藤 圭二     

          

          

           受注者  所在地 大阪市阿倍野区阿倍野筋１丁目１番４３号 

                商号又は名称 東芝エレベータ株式会社 関西支社 

                代表者 常務支社長  池田 裕紀   



                        契約番号 261H459

東芝エレベーター遠隔監視メンテナンス(ＦＭ)仕様書

                                                                                                
                                                                          東芝エレベータ株式会社

昇降機が安全な運行状態を維持するよう努めます。                                                        

                                                        

１．遠隔監視・点検                                                         

　　エレベーターに遠隔監視・点検装置を設置し、電話回線を介し本仕様書７（１）で定めるサー                                                        

　　ビス情報センターが定期的に以下（２）の項目を点検し、常時（１）の項目を監視します。                                                        

　　（１）、（２）の項目について異常、状態変化が生じた時は、状況を確認し、必要に応じて現                                                        

　　場で作業を行います。（２）の点検結果及び（１）、（２）の状態変化に対する作業の結果に                                                        

　　ついては、毎月「東芝遠隔監視メンテナンス報告書」にてお知らせします。                                                        

　　（１）遠隔監視項目                                                        

　　　　　エレベーターの異常状態の発生・復帰を常時監視します。                                                        

　　　　　(広域災害等で電話回線が輻輳した場合、正常な受信が行えない場合があります。)                                                        

　　　　　異常監視                                                         

　　　　　①閉じ込め　　　　　　　　　　④制御装置異常                                                        

　　　　　②起動不能　　　　　　　　　　⑤遠隔監視装置異常                                                        

　　　　　③電源異常                                                        

　　　　　管制運転監視                                                        

　　　　　（ただし、いずれもエレベーターに付加されている場合に適用します。）                                                        

　　　　　①地震時管制運転　　　　　　　③火災時管制運転                                                        

　　　　　②自家発管制運転　　　　　　　④停電時自動着床運転                                                        

　　（２）遠隔点検項目                                                        

　　　　　エレベーターの運行状態を定期的に確認します。                                                        

　　　　　（ただし、①⑭⑮は設置機種により該当しない場合があります。）                                                        

　　　　　①制御盤付近の温度　　　　　　⑪かご戸スイッチ動作状態                                                        

　　　　　②電動機動作状態　　　　　　　⑫のりば戸スイッチ動作状態                                                        

　　　　　③ブレーキ動作状態　　　　　　⑬インターホン（トスコール）動作状態                                                        

　　　　　④制御機器動作状態　　　　　　⑭かご内照明点灯状態                                                        

　　　　　⑤かご走行状態　　　　　　　　⑮かご内停電灯動作状態                                                        

　　　　　⑥着床状態　　　　　　　　　　⑯荷重検出装置動作状態                                                        

　　　　　⑦呼びボタン動作状態　　　　　⑰昇降路リミットスイッチ動作状態                                                        

　　　　　⑧戸開閉状態　　　　　　　　　⑱安全スイッチ動作状態                                                        

　　　　　⑨戸開閉速度状態　　　　　　　⑲ピット環境                                                        

　　　　　⑩戸閉め安全装置動作状態                                                        

　　（３）遠隔故障データ収集                                                        

　　　　　故障発生時に遠隔にて故障分析のためのデータを収集します。                                                        

　　（４）遠隔監視装置の点検                                                        

　　　　　技術員を派遣し、監視装置の点検を行います。                                                        
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２．定期点検                                                         

　　定期的に技術員を派遣して昇降機を点検し、必要に応じ清掃、給油、調整を行います。                                                        

　　（ただし、設置機種により該当しない点検部位があります。）                                                        

　　　①運転状態　・戸開閉状態・走行状態・オペレーション                                                        

　　　②機械室　　・環境・制御盤・巻上機電動機・ブレーキ・調速機・階床選択機・発電機                                                        

　　　　　　　　　・電動機・ポンプ・油圧ユニット・圧力配管                                                        

　　　③かご　　　・かご室・かご戸・かご上・かご下                                                        

　　　④昇降路　　・昇降路用品・つり合いおもり・ピット・制御盤・巻上機・ブレーキ・調速機                                                        

　　　　　　　　　・油圧ジャッキ・電動機・ポンプ・油圧ユニット・圧力配管                                                        

　　　⑤出入り口　・乗り場・乗り場戸                                                        

                                                        

３．定期整備                                                         

　　（１）稼動頻度などを考慮した保守計画及び定期点検の結果により弊社が必要と判断した場合は、                                                        

　　　　　技術員を派遣し修理または部品の取替を行います。なお、その修理または部品の取替の範囲                                                        

　　　　　は対象昇降機を通常使用する場合に当然生じる磨耗および損傷に限るものとします。                                                        

　　（２）定期整備の内容は、添付「主要整備工事範囲」の通りとします。                                                        

                                                        

４．年次検査                                                         

　　年１回検査員を派遣し、昇降機の細部を調査し予防保全に活用します。                                                        

                                                        

５．法定定期検査                                                        

　　建築基準法第１２条に基づく定期検査は弊社資格者がお客様を代行して実施します。                                                        

                                                        

６．作業時間                                                         

　　上記１～５の作業は、原則として弊社の営業時間（通常勤務日の通常営業時間）内に行います。                                                        

　　ただし、サービス情報センターが出動指示した場合は営業時間外であっても作業を実施します。                                                        

                                                        

７．サービス体制                                                        

　　（１）サービス情報センター                                                        

　　　　　サービス情報センターは２４時間体制とし、エレベーターの異常、状態変化を受信した際には、                                                        

　　　　　状況を判断し技術員に出動指示します。                                                        

　　（２）技術員                                                        

　　　　　技術員は出動に備え２４時間体制をとります。                                                        

　　（３）異常受信時の対応                                                        

　　　　　エレベーターの異常を受信した場合は、技術員を派遣し適切な処置を行います。                                                        

　　（４）エレベーター閉じ込め故障時の直接通話機能                                                        

　　　　　エレベーター閉じ込め故障時には、エレベーターかご内とサービス情報センターとの間で直接通                                                        

　　　　　話することができます。                                                        

                                                        

８．部品供給体制                                                        

　　昇降機が安全な運行状態を維持できるよう、また故障等の緊急時でも最短の停止時間で復旧す                                                        

　　るため必要な基幹部品等を竣工検査年から２０年間供給します。ただし、天災地変、その他不                                                        



                        契約番号 261H459

　　可抗力および調達先事情等の不測の事態により納入が遅延する場合があります。                                                        

                                                        

                                                        

９．契約業務履行体制の確認                                                        

　　下記項目について要求があった場合、該当する文書或いは資料を提示します。                                                        

　　①故障発生時、地震発生時等の緊急対応体制表                                                        

　　②緊急時の故障連絡施設の所在地                                                        

　　③緊急時の部品供給を行う施設の所在地                                                        

　　④業務を行う技術員の教育を行う施設の所在地・内容等                                                        

　　⑤廃棄物処理業者の名称、許可業種、許可番号                                                        

                                                        

１０．技術資料と技術員                                                        

　　（１）技術資料                                                        

　　　　　契約業務を確実に履行するため、使用する当該機種の保守技術資料を保有します。                                                        

　　（２）技術員の教育                                                        

　　　　　技術員は、適切な保守・サービスを提供するために必要な教育プログラムでの教育を行います。                                                        

　　（３）技術員の条件                                                        

　　　　　技術員は、適切な保守・サービスを提供するために必要な専門知識を有する者の中から選任す                                                        

　　　　　るものとします。                                                        

                                                        

１１．専用工具（装置）                                                        

　　利用者の利便性を確保するため、昇降機の停止時間縮減や、短時間で適格な業務を履行する必                                                        

    要から、点検、調整、整備や故障解析等を行う技術員の補助となる専用工具・工法等を積極的                                                        

    に開発、採用するものとします。                                                        

                                                        

１２．専用電話回線と遠隔監視装置                                                        

　　（１）遠隔監視装置・電話加入権は当社の所有とし、当社にて設置します。                                                        

　　（２）遠隔監視に必要な電話料金は当社にて負担します。                                                        

                                                        

１３．その他                                                         

　　昇降機を安全に正しくお使いいただくために「取扱説明書」をご提出させていただきます。                                                        

　　使用注意等十分にご理解いただき、日常の適切な維持管理・運行管理にご協力いただくよ                                                        

　　うお願い申し上げます。                                                        

　　また、安全マーク表示制度にご理解いただき、「戸開走行保護装置」及び「Ｐ波感知型地                                                        

　　震時管制運転装置」設置済みエレベーター内への安全マークの貼り付けにご協力下さいま                                                        

　　すよう、お願い申し上げます。                                                        

                                                                                    －以上－
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東芝エレベーター点検内容

※該当機種は●です。
機　種　分　類

部 位・装 置 点　検　内　容 ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ 交流２段 ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ交流帰還直流式 直流式 制御式制御式 （１段） 制御式 油圧式 巻胴式制御式
ギアレス ギヤード ギアレス 速度式 ギヤードギヤード ＭＲレス

ドア開閉状態戸開閉状態運
転
状
態

戸閉め安全装置の動作状態

走行状態 かごの走行状態
かごの着床状態

オペレーション 呼び応答状態

環境 照明及び換気装置・その他設備状態

制御盤 制御盤状態
基板・継電器などの動作状態

巻上機電動機 巻上機及び電動機の動作状態
各シーブの状態

ブレーキ ブレーキの動作状態

手動開放装置の動作状態機
　
械
　
室

調速機 調速機の動作状態

階床選択機 階床選択機の動作状態

発電機の動作状態発電機
起動盤の状態※一部除外あり

電動機・ポンプ 電動機及びポンプの動作状態
制御バルブの状態油圧ユニット
手動弁の動作状態
油タンクの状態
作動油の状態

圧力配管 圧力配管の状態
圧力配管接続部の状態

かご室 かご室内意匠の状態
外部連絡装置の機能
停電灯の動作状態
かご室内操作盤の状態
かご室照明の状態
かご室ファンの動作状態
かご戸の状態かご戸

か
　
ご

かご戸シルの状態
かご戸スイッチの動作状態
ドア開閉装置の動作状態
ドア制御装置の状態
かご上の状態かご機器
ガイドシュー（ローラ）の動作状態
着床スイッチの動作状態
かご非常止め装置の状態
荷重検出装置の動作状態
各シーブの状態

昇降路状態昇降路用品
リミットスイッチの動作状態
メインロープ状態
調速機ロープ状態
各シーブの状態

ガイドレールの状態
テールコードの状態
コンペン装置（チェーン・ロープ）の状態
つり合いおもりの状態つり合いおもり
つり合いおもりｶﾞｲﾄﾞｼｭ-（ﾛｰﾗｰ)の状態
ピット状態ピット
緩衝機の状態

調速機テンショナーの状態
昇
　
降
　
路

制御盤 制御盤状態
基板・継電器などの動作状態
巻上機の動作状態巻上機
各シーブの状態

ブレーキ ブレーキの動作状態
ブレーキ手動開放装置の動作状態

調速機 調速機の動作状態

油圧ジャッキ シリンダー及びプランジャーの状態
各シーブの状態

電動機・ポンプ 電動機及びポンプの動作状態

油圧ユニット 制御バルブの状態

手動弁の動作状態
タンクの状態
作動油の状態
圧力配管の状態圧力配管
圧力配管接続部の状態

乗り場 乗り場操作盤動作状態

出
入
り
口

乗り場戸 乗り場戸の状態
乗り場戸シルの状態
乗り場戸係合装置の状態
インターロック装置の状態
乗り場戸スイッチの動作状態

注）かご内、乗り場戸及び三方枠等の意匠関係の清掃は、本契約には含まれません。
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主要整備工事範囲

機　種　分　類
ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ 交流２段 ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ工　事　項　目 交流帰還 ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ直流式 直流式
制御式 （１段） 制御式 制御式 制御式 油圧式 巻胴式

ギヤード ギアレス 速度式 ギヤード ｷﾞﾔｰﾄﾞ ＭＲレス

◆エレベーター本体

　昇降路内清掃

　乗心地調整

◆モーター

　軸受取替
　冷却ブロワー取替

◆巻上機

　軸受取替

　ギヤオイル取替
　メインシーブ取替

　防振ゴム

◆ブレーキ

　シューライニング取替

　ブレ-キスプリング取替
　分解清掃

◆油圧パワーユニット

　ポンプメカニカルシール取替

　ポンプ軸取替

　ポンプＯリング取替

　駆動ベルト取替

　バルブ取替

　高圧ゴムホース

　ビクトリック継手ゴムリング取替

　サイレンサーゴムパッキン取替
　ラインフィルターエレメント取替

◆調速機

　本体取替
　軸受取替

◆階床選択器

　可動接触子取替

　アドバンサーモーター取替
　電磁クラッチ取替

　キャッチマグネット取替

　カムスイッチ取替

　逆転検知スイッチ取替

　移動ケーブル取替

　セレクターテープ取替

◆制御盤

　リレー本体取替
　電磁接触器本体取替

　半導体・プリント基板取替

　コンデンサー取替

◆かご関係
　着床スイッチ取替

　ガイドシュー(ローラー)取替

　セフティー用スラックケーブル取替
　非常用バッテリー取替

◆昇降路

　吊り合いおもりｶﾞｲﾄﾞｼｭｰ(ﾛｰﾗｰ)取替
　メインロープ取替
　ガバナーロープ取替

　テールコード取替

　リミットスイッチ取替
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機　種　分　類
ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ 交流２段 ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ工　事　項　目 交流帰還 ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ直流式 直流式
制御式 （１段） 制御式 制御式 制御式 油圧式 巻胴式

ギアレス ギヤード ギアレス 速度式 ギヤード ギヤード ＭＲレス

◆油圧ジャッキ関係

　Ｕパッキン取替

　ステップシール取替
　Ｏリング取替

◆ドア関係
　ドアシュー取替

　ハンガーローラー取替

　エキセンローラー取替
　連動ロープ取替

　インターロックスイッチ取替

　ドアカムスイッチ取替

　ドア駆動ベルト取替
　ドアセフティーシューコード取替

　ドア係合ローラー取替

◆その他設備

　 遮煙のりばドアの気密材取替

備考：契約範囲内の付加装置に関する部品交換を含みます。

除外項目

(１)　機械室内建物付属設備

(２)　昇降路周壁

(３)　下記に対する塗装、メッキ直し、修理、取替

　　　イ．昇降かご(ゴムタイル含む)

　　　ロ．各階乗場戸

　　　ハ．三方枠

　　　ニ．敷居

　　　ホ．押釦フェースプレート

　　　へ．インジケーターフェースプレート

　　　ト．操作盤フェースプレート
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業 務 等 委 託 契 約 書 

１ 委託業務名   認定こども園吹田南幼稚園エレベーター保守点検業務 

２ 場   所    吹田市南金田１丁目４番１６号 

認定こども園吹田南幼稚園 

３ 履 行 期 間    令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで 

４ 業務委託料 

総額   ７１２，８００円（うち消費税及び地方消費税の額 ６４，８００円） 

月額    ５９，４００円（うち消費税及び地方消費税の額  ５，４００円） 

５ 契約の保証 

     □ 第３条第１項第  号   

    （契約保証金等の額は、業務委託料の１００分の  に相当する額以上とする。） 

    ■ 免 除（第３条は適用除外） 

６ 適用除外条項        第 ７ 条 

 

 

 上記の委託業務について、発注者と受注者は、次の条項によって委託契約を締結し、信義に

従って誠実にこれを履行するものとする。 

この契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自１通を保有する。 

 

令和 ４ 年 ４ 月 １ 日 

 

発注者   吹 田 市  

代 表 者   吹田市長 後藤 圭二        印 

 

受注者   所 在 地   茨木市庄１丁目２８番１０号 

    商号又は名称  フジテック株式会社 近畿統括本部 

      代 表 者   近畿統括本部長 杉山 健一 ㊞ 

 



（総 則） 

第１条 受注者は、別冊の設計書、図面及び仕様書（以下「設計書等」という。）に基づき、頭書

の業務委託料（以下「業務委託料」という。）をもって、頭書の履行期間（以下「履行期間」と

いう。）内に、頭書の委託業務（以下「委託業務」という。）を完了しなければならない。 

２ 前項の設計書等に明記されていない仕様があるときは、発注者と受注者が協議して定める。 

 （法令上の責任） 

第２条 受注者は、この委託業務の履行に当たり、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）、労働

安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）その他関係法令を遵守しなければならない。 

（契約の保証） 

第３条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければな

らない。 

⑴ 契約保証金の納付 

⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実

と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年

法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証 

⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 

２ 前項の保証に係る契約保証金の額、担保の価値（有価証券の場合にあっては時価の１０分の８

の額）、保証金額又は保険金額は、業務委託料の１００分の５以上としなければならない。ただ

し、発注者が、特に必要があると認めたときは、この限りでない。 

３ 受注者が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第１

９条第２項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならな

い。 

 （権利義務の譲渡等） 

第４条 この契約によって生ずる受注者の権利又は義務は、第三者にこれを譲渡し、又は承継させ

てはならない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

 （一括委任等の禁止及び誓約書の提出） 

第５条 受注者は、委託業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはなら

ない。 



２ 受注者は、委託業務の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、あらかじめ、

発注者の承諾を得なければならない。 

３ 受注者は、前項の承諾を得たときは、受任者又は下請負人の商号又は名称その他必要な事項を

発注者に通知しなければならない。 

４ 受注者は、受任者又は下請負人が、吹田市暴力団の排除等に関する条例（平成２４年吹田市

条例第５０号）第８条第２項に規定する暴力団員及び暴力団密接関係者でないことを表明した

誓約書を、それぞれから徴収し、発注者に提出しなければならない。ただし、その受任者又は

下請負人との契約において、契約の金額が５００万円未満の場合は、この限りでない。 

５  受注者は、吹田市指名停止措置要領（平成１６年４月１日制定）に基づく指名停止措置を受

けている者、吹田市公共工事等及び売払い等の契約における暴力団排除措置要領（平成２４年１

１月１３日制定）に基づく入札参加除外措置を受けている者及び第１６条の３各号に該当する者

を受任者又は下請負人としてはならない。 

６  受注者が入札参加除外措置を受けている者又は第１６条の３各号に該当する者を受任者又は

下請負人としていた場合は、発注者は受注者に対して、当該契約の解除を求めることができる。 

７ 前項の規定により契約の解除を行った場合の一切の責任は、受注者が負うものとする。 

 （特許権等の使用） 

第６条 受注者は、この委託業務の履行について特許権その他第三者の権利の対象となっている履

行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 

 （現場代理人） 

第７条 受注者は、現場代理人を定め、書面により発注者に通知しなければならない。 

２ 受注者又は現場代理人は、発注者の指示に従い委託業務に関する一切の事項を処理しなければ

ならない。 

３ 発注者は、受注者の現場代理人について、委託業務の実施又は管理について著しく不適当と認

めるときは、受注者に対しその理由を明示してその交替を求めることができる。 

 （委託業務の調査等） 

第８条 発注者は、必要と認めるときは受注者に対して委託業務の処理状況につき、調査をし、又

は報告を求めることができる。 

 （業務内容の変更等） 

第９条 発注者は、必要がある場合には委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止するこ

とができる。この場合において、業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者



と受注者が協議して書面によりこれを定める。 

 （履行期間の延長） 

第１０条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に委託業務を完了

することができないことが明らかになったときは、発注者に対し遅滞なくその理由を付して書面

により履行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は発注者と受注者が協議し

て定める。 

 （業務の処理に関して生じた損害の負担） 

第１１条 委託業務の処理に関して生じた損害（第三者に及ぼした損害を含む。）は、受注者が負

担するものとする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由により生じたときはこの限

りでない。 

 （履行遅滞の場合における延滞違約金） 

第１２条 受注者の責めに帰すべき理由により、履行期間内に委託業務を完了することができない

場合において、履行期間経過後発注者が相当と認める期間内に完了する見込みがあるときは、発

注者は延滞違約金を徴収して履行期間を延長することができる。 

２ 前項に規定する延滞違約金の額は、業務委託料に対して、吹田市財務規則（昭和３９年吹田市

規則第１４号）に定める延滞違約金の率で計算して得た額とする。 

 （完了の検査） 

第１３条 受注者は、委託業務を完了したときは、遅滞なく発注者に対して受託業務完了届を提出

しなければならない。 

２ 発注者は、前項の受託業務完了届を受理したときは、その日から１０日以内にその成果につい

て検査を行わなければならない。 

３ 受注者は、前項の検査の結果不合格となり、成果について補正を命ぜられたときは、遅滞なく

当該補正を行い、再検査を受けなければならない。この場合においては、補正の完了を業務の完

了とみなして、前各項の規定を準用する。 

 （業務委託料の支払） 

第１４条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して業務委託料の支払

を請求するものとする。 

２ 発注者は、前項の支払請求があったときは、その日から３０日以内に支払わなければならな

い。 

 （権利の帰属） 



第１５条 受注者から引渡しを受けた成果品に関する権利は一切発注者に帰属するものとする。 

 （発注者の解除権） 

第１６条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履

行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その

期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である

ときは、この限りでない。 

 ⑴ 正当な理由がなく委託業務に着手しないとき。 

 ⑵ 期間内にこの委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。 

⑶ この契約に違反したとき。 

第１６条の２ 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ち

にこの契約を解除することができる。 

 ⑴ この契約に違反し、その契約の違反により契約の目的を達することができないと認められる

とき。 

⑵  第１７条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 

⑶ 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に

関する法律（昭和２２年法律第５４号）第４９条に規定する排除措置命令（排除措置命令がな

されなかった場合にあっては、同法第６２条第１項に規定する納付命令）を行い、これが確定

したとき。 

⑷ 受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）の刑法（明治４０年法

律第４５号）第９６条の６又は同法第１９８条の規定による刑が確定したとき。 

第１６条の３ 発注者は受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除す

ることができる。 

 ⑴ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役

員又はその支店若しくは営業所（常時業務の請負契約を締結する事務所をいう。）を代表す

る者をいう。）又は経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められるとき。 

⑵ 役員等又は経営に事実上参加している者が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目

的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は

暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

⑶ 役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又



は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 

⑷ 役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関

係を有していると認められるとき。 

⑸ 第５条第２項の規定により第三者に委任し、又は請負わせようとするときの契約に当たり、

その契約の相手方が第１号から前号までに規定する行為を行う者であると知りながら、当該者

と契約を締結したと認められるとき。 

第１６条の４ 発注者は、委託業務が完了するまでの間は、第１６条、第１６条の２及び前条の規

定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。 

２ 前項又は次条の規定により、契約が解除された場合において、受注者が既に委託業務を完了し

た部分があるときは、発注者は、その部分に相応する業務委託料を受注者に支払うものとする。 

（受注者の解除権） 

第１７条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者と協議のうえ契約を解除する

ことができる。 

 ⑴ 第９条の規定により委託業務内容を変更したため頭書の業務委託料が３分の２以上減少した

とき。 

 ⑵ 発注者が契約に違反し、その違反によって委託業務を完了することが不可能となるに至った

とき。 

（談合等不正行為があった場合の賠償額の予定等） 

第１８条 受注者が、この契約に関して、第１６条の２第３号又は第４号のいずれかに該当したと

きは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、受注者は、賠償金として、業務委託料の１００

分の１０に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第１６条

の２第４号のうち、受注者の刑法第１９８条の規定による刑が確定した場合は、この限りではな

い。 

２  前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。 

３  第１項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合にお

いて、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるものではない。  

 （契約が解除された場合等の違約金） 

第１９条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務委託料の１００分の５

に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

⑴ 発注者が第１６条、第１６条の２又は第１６条の３の規定に基づきこの契約を解除した場合 



 ⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債

務について履行不能となった場合 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

 ⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法律第７５

号）の規定により選任された破産管財人 

 ⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４年法律第

１５４号）の規定により選任された管財人 

 ⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１年法律第

２２５号）の規定により選任された再生債務者等 

３  第１項の場合において、第３条の規定により契約保証金の納付、担保の提供等の契約の保証が

付されているときは、発注者は当該契約保証金、担保、保証事業会社から支払われる保証金又は

保険会社から支払われる保険金等をもって違約金に充当することができる。 

４  第１項及び前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が第１項に規定する違約金の額を超え

る場合において、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるもの

ではない。 

 （違約金等の控除） 

第２０条 受注者がこの契約に基づく違約金等を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発

注者は業務委託料のうちからその金額を控除し、なお不足を生ずるときは追徴する。 

 （秘密の保持） 

第２１条 受注者は、委託業務の処理上知り得た積算等の秘密を他人に漏らしてはならない。 

２ 受注者は成果品（委託業務等の履行過程において得られた記録等を含む。）を他人に閲覧さ

せ、複写させ、又はその写しを譲渡してはならない。 

 （従業員研修） 

第２２条 受注者は、この委託業務に従事させる従業員に、業務内容、接遇、人権啓発及び火災、

地震等の緊急時の対応に関する研修その他業務遂行上必要な研修を行うものとする。 

 （補 則） 

第２３条 この契約書に定めのない事項については吹田市財務規則の定めるところに従い、同規則

に定めのない事項については、発注者と受注者が協議して定める。 

 

 



認定こども園吹田南幼稚園 

エレベーター保守点検業務仕様書 

 

１ 総    則 

本仕様書は、吹田市（以下「発注者」という。）が委託する認定こども園吹田南幼稚園 

エレベーターの保守点検業務に関し、受注者が行う業務内容を定めるものとする。 

２ 業務対象場所 

(1) 施 設 名   認定こども園吹田南幼稚園 

(2) 所 在 地   吹田市南金田１丁目４番１６号 

３ 業務対象物件 

(1) 機  種    フジテック㈱製 乗用エレベーター 

ＷＰ－１１－２ＣＯ－４５－２T 

(2) 台  数    １ 台 

(3) 付加装置    地震時管制運転装置、停電時自動着床装置、火災時管制運転装置、 

           冠水時管制運転装置、車椅子仕様、音声合成アナウンス 

４ 業務概要 

(1) 上記業務対象物件の昇降機の正常かつ良好な運転状態を保つためのフルメンテナンス契約

とする。 

(2) 定期的に技術者を派遣して保守点検整備を行うものとする。 

(3) 不時の故障が発生し、発注者から通知を受けたときは直ちに技術者を派遣し、適切な措置

を講じるものとする。 

５ 仕  様 

(1) 遠隔監視・点検 

ア エレベーターに遠隔監視・点検装置を設置し、受注者の情報センターで常時運転状態 

を監視し、定期的に点検すること。 

イ 情報センターでは受信専門技術員が２４時間待機すること。 

ウ 閉じ込め故障の場合、エレベーターかご内から情報センターへ直接通話ができるように

すること。 

(2) 点 検 

ア 保守点検整備の実施は、３ヶ月に１回とし、エレベーターの各部機構の全般的な点検、

給油、調整を行うものとする。 

イ 点検の都度、「業務完了報告書」を作成して、発注者へ提出する。 

(3) 修理、取替 

ア 機器の摩耗、劣化を予測し、機能維持を図るため、機器の構成部品の修理又は部品取替

を行うものとする。ただし、修理、取替の範囲は、昇降機を通常使用する場合に生じる摩

耗又は及び劣化に限る。 



 

 

イ 修理又は部品取替の範囲は次のとおりとする。 

   ・巻上機    ･電動機    ･調速機   ・制御器 

   ・各ワイヤーロープ  ・移動ケーブル  ・その他付属装置 

ウ 除外項目      

・昇降かご、かご床タイル、各階出入戸、三方枠、敷居、意匠部品の塗装、メッキ直し、 

修理、取替、及び清掃。 

・巻上機、電動機等、それぞれの機器の一式取替。 

(4) 定期検査                                     

   建築基準法第１２条の規定による定期検査を行うこと。                

(5) 故障対応 

      故障等の緊急事態に備え、適切な措置が行えるよう待機体制が整備されていること。 (6) 

維持管理の情報提供 

安全確保、正しい利用法、関係諸法規改正の連絡等の情報提供を行うこと。 
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①

代表者　吹田市長　後藤　圭二

受　注　者 所在地　大阪市西区京町掘１－12－20

㊞商号又は名称　クマリフト株式会社

代表者　代表取締役　熊谷　知哉

信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

本 契 約 の 証 と し て 本 書 ２ 通 を 作 成 し 、 発 注 者 と 受 注 者 記 名 押 印 の う え 、 各 自

１ 通 を 保 有 す る 。

令和 4年 4月 1日

発　注　者 吹 田 市

6 適 用 除 外 条 項

上記の委託業務について、発注者と受注者は各々の対等な立場における合意に基づいて、

別添の条項（適用除外条項は、上記６のとおり。）によって公正な委託契約を締結し、

0 0 0
5 契 約 の 保 証 免　　除

\ 4 9
0 0 0

うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額

\ 5 3 9
千 百 十 円十 億 千 百 十 万

3 履 行 期 間 令和 4年 4月 1日　から　令和 5年 3月31日　まで

4 業 務 委 託 料

千 百

業務委託契約書

22000894

1 委 託 業 務 名 岸部保育園ほか４園給食用リフト保守点検業務

2 場 所 岸部保育園・東保育園・垂水保育園・吹一保育園・千三保育園



（総則） 

第１条 受注者は、図面及び仕様書（以下「仕様書等」という。）に基づき、頭書の業務委託料

（以下「業務委託料」という。）をもって、頭書の履行期間（以下「履行期間」という。）内に、

頭書の委託業務（以下「委託業務」という。）を完了しなければならない。 

２ 前項の仕様書等に明記されていない仕様がある時は、発注者受注者協議して定める。 

 （法令上の責任） 

第２条 受注者は、この委託業務の履行にあたり、労働基準法、労働安全衛生法その他関係法令を

遵守しなければならない。 

 （契約保証）  

第３条 この契約に係る契約保証金は、吹田市財務規則第１１５条第１項第７号により免除する。 

 （権利義務の譲渡等） 

第４条 本契約によって生ずる受注者の権利又は義務は、第三者にこれを譲渡し、又は承継させて

はならない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。 

 （一括委任等の禁止及び誓約書の提出） 

第５条 受注者は、委託業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはなら

ない。 

２ 受注者は、委託業務の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、あらかじめ、

受任者又は請負人の商号又は名称その他必要な事項を発注者に通知して発注者の承諾を得なけれ

ばならない。 

３ 受注者が委託業務の一部を入札参加除外（吹田市建設工事等暴力団対策措置要領（平成２２年

１月１日制定）第３条に規定する入札参加除外をいう。）の措置を受けている者に委任し、又は

請負わせたとき、及び第２項の受任者又は請負人が第１５条の３の各号に該当するときは、発注

者は受注者に対して、当該契約の解除を求めることができる。 

４ 前項の規定により受注者が契約の解除を行った場合の一切の責任は、受注者が負うものとす

る。 

 （特許権等の使用） 

第６条 受注者は、この委託業務の履行について特許権その他第三者の権利の対象となっている履

行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 

 （委託業務の調査等） 

第７条 発注者は、必要と認めるときは受注者に対して委託業務の処理状況につき、調査をし、又

は報告を求めることができる。 

 （業務内容の変更等） 

第８条 発注者は、必要がある場合には委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止するこ

とができる。この場合において、業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者

受注者協議して書面によりこれを定める。 

 （履行期間の延長） 

第９条 受注者は、その責に帰することができない理由により、履行期間内に委託業務を完了する

ことができないことが明らかになったときは、発注者に対し遅滞なくその理由を付して書面によ

り履行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は発注者受注者協議して定める。 

 （業務の処理に関して生じた損害の負担） 

第１０条 委託業務の処理に関して生じた損害（第三者に及ぼした損害を含む。）は、受注者が負

担するものとする。ただし、その損害が発注者の責に帰する理由により生じたときはこの限りで

ない。 

 （履行遅滞の場合における延滞金） 

第１１条 受注者の責に帰する理由により、履行期間内に委託業務を完了することができない場合

において、履行期間経過後発注者が相当と認める期間内に完了する見込みがあるときは、発注者

は延滞金を徴収して履行期間を延長することができる。 

２ 前項に規定する延滞金の額は、業務委託料に対して、吹田市財務規則に定める割合で計算して

得た額とする。 

 （作業報告書） 

第１２条 受注者は、委託業務を完了したときは、遅滞なく発注者に対して作業報告書を提出し、



発注者の検査を受けるものとする。 

（業務委託料の支払） 

第１３条 受注者は、年４回の定期保守点検業務の１回完了ごとに、業務委託料から取引に係る消

費税及び地方消費税の額を除いた金額の４分の１に、定期保守点検業務完了時点の消費税及び地

方消費税額を加算して請求するものとする。なお建築基準法に基づく検査にかかる費用について

は完了時に定期点検と合わせて請求するものとする。 

２ 発注者は、前項の支払請求を受理したときは、その日から３０日以内に支払わなければならな

い。  （権利の帰属） 

第１４条 受注者から引渡しを受けた成果品に関する権利は一切発注者に帰属するものとする。 

 （発注者の解除権） 

第１５条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。 

 (1) 正当な理由がなく委託業務に着手しないとき。 

 (2) 受注者の責に帰する理由により、期間内に委託業務を完了する見込みがないと明らかに認

められるとき。 

 (3) 第５条第１項及び第２項の規定に違反したとき。 

 (4) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その契約の違反により契約の目的を達す

ることができないと認められるとき。 

(5)  第１６条の規定によらないで受注者が契約の解除を申し出たとき。 

(6)  第５条第３項の規定により発注者から契約の解除を求められた場合において、受注者がこ

れに従わなかったとき。 

第１５条の２ 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この

契約を解除することができる。 

(1)  公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保

に関する法律(昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第４９条に規定する

排除措置命令（排除措置命令がなされなかった場合にあっては、同法第６２条第１項の規定に

よる納付命令）が確定したとき。 

(2) 受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）の刑法（明治４０年

法律第 ４５号）第９６条の６又は同法第１９８条の規定による刑が確定したとき。 

第１５条の３ 発注者は受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除すること

ができる。 

 (1) 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の

役員又はその支店若しくは営業所（請負契約を締結する事務所をいう。）を代表するものを

いう。）又は経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められるとき。 

(2) 役員等又は経営に事実上参加している者が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る

目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に

関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又

は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

(3)  役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団

又は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 

 (4)  役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき

関係を有していると認められるとき。 

 (5)  第５条第２項の規定により第三者に委任し、又は請負わせようとするときの契約に当たり、

その契約の相手方が第１号から前号に規定する行為を行う者であると知りながら、当該者と

契約を締結したと認められるとき。 

第１５条の４ 発注者は、委託業務が完了するまでの間は、第１５条から前条までの規定によるほ

か、必要があるときは、契約を解除することができる。 

２ 前項又は次条の規定により、契約が解除された場合において、受注者が既に委託業務を完了

した部分があるときは、発注者は、その部分に相応する業務委託料を受注者に支払うものとす

る。 

（受注者の解除権）  

第１６条 受注者は、次の各号の一に該当するときは、発注者と協議のうえ契約を解除することが



できる。 

 (1) 第８条の規定により委託業務内容を変更したため頭書の業務委託料が３分の２以上減少し

たとき。 

 (2) 発注者が契約に違反し、その違反によって委託業務を完了することが不可能となるに至っ

たとき。 

（談合等不正行為があった場合の賠償額の予定等） 

第１７条 受注者が、この契約に関して、第１５条の２各号のいずれかに該当したときは、発注者

が契約を解除するか否かを問わず、受注者は、賠償金として、業務委託料の１００分の１０

に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第１５条の２

第２号のうち、受注者の刑法第１９８条の規定による刑が確定した場合は、この限りではな

い。 

２  前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。 

３  第１項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合にお

いて、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるものではない。 

  （契約が解除された場合等の違約金） 

第１８条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務委託料の

１００分の５に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなけ

ればならない。 

（1） 発注者が第１５条、第１５条の２又は第１５条の３の規定に基づきこの契約

を解除した場合 

（2） 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によ

って受注者の債務について履行不能となった場合 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合と

みなす。 

（1） 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１

６年法律第７５号）の規定により選任された破産管財人 

（2） 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平

成１４年法律第１５４号）の規定により選任された管財人 

（3） 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平

成１１年法律第２２５号）の規定により選任された再生債務者等 

３ 第１項の場合において、契約保証金が納付されているときは、発注者は当該保証

金をもって違約金に充当することができる。 

 （違約金等の控除） 

第１９条 受注者がこの契約に基づく違約金等を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発

注者は業務委託料のうちからその金額を控除し、なお不足を生ずるときは追徴する。 

 （秘密の保持） 

第２０条 受注者は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 

２ 受注者は成果品（委託業務等の履行過程において得られた記録等を含む。）を他人に閲覧させ、

複写させ、又はその写しを譲渡してはならない。 

 （従業員研修） 

第２１条 受注者は、この委託業務に従事させる従業員に、業務内容、接遇、人権啓発及び火災、

地震等の緊急時の対応に関する研修その他業務遂行上必要な研修を行なうものとする。 

 （補則） 

第２２条 この契約書に定めのない事項については吹田市財務規則の定めるところに従い、同規則 

に定めない事項については、発注者受注者協議して定める。 

 



吹田市立保育園給食用リフト保守点検業務仕様書 

 

  

１ 保育園厨房室内に設置されているリフト（昇降機）につき、リフトの運転機能を常に

安全かつ故障を避けるように維持管理するため、年４回の定期点検（６、９、１２、３

月）に技術員を派遣し、適切な点検を行い、必要な調整等を実施すること。 

 

 （１） 巻過防止装置その他安全装置の点検 

   

 （２） ブレーキ及び制御装置の異常の有無 

 

 （３） ワイヤーロープの損傷の有無 

 

 （４） ガイドレールの状態 

 

 （５） 各階のボタン及びインターホン等の状態 

 

 （６） モーター等の状態 

 

 （７） その他本市の指示する事項 

  

２ 点検実施にあたっては保育園と事前に日程を調整し、園運営に支障のないよう配慮す

ること。 

 

３ 年１回、定期点検の中で建築基準法第１２条に基づく定期検査を実施すること。 
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①

代表者　吹田市長　後藤　圭二

受　注　者 京都市中京区間之町二条上る夷町５７５

㊞三和エレベータサービス株式会社

代表者　代表取締役　池田　篤

信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

本 契 約 の 証 と し て 本 書 ２ 通 を 作 成 し 、 発 注 者 と 受 注 者 記 名 押 印 の う え 、 各 自

１ 通 を 保 有 す る 。

令和 4年 4月 1日

発　注　者 吹 田 市

6 適 用 除 外 条 項

上記の委託業務について、発注者と受注者は各々の対等な立場における合意に基づいて、

別添の条項（適用除外条項は、上記６のとおり。）によって公正な委託契約を締結し、

4 0 0
5 契 約 の 保 証 免　　除

\ 8
4 0 0

うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額

\ 9 2
千 百 十 円十 億 千 百 十 万

3 履 行 期 間 令和 4年 4月 1日　から　令和 5年 3月31日　まで

4 業 務 委 託 料

千 百

業務委託契約書

22001147

1 委 託 業 務 名 片山保育園給食用リフト保守点検業務

2 場 所 片山保育園



（総則） 

第１条 受注者は、図面及び仕様書（以下「仕様書等」という。）に基づき、頭書の業務委託料

（以下「業務委託料」という。）をもって、頭書の履行期間（以下「履行期間」という。）内に、

頭書の委託業務（以下「委託業務」という。）を完了しなければならない。 

２ 前項の仕様書等に明記されていない仕様がある時は、発注者受注者協議して定める。 

 （法令上の責任） 

第２条 受注者は、この委託業務の履行にあたり、労働基準法、労働安全衛生法その他関係法令を

遵守しなければならない。 

 （契約保証）  

第３条 この契約に係る契約保証金は、吹田市財務規則第１１５条第１項第７号により免除する。 

 （権利義務の譲渡等） 

第４条 本契約によって生ずる受注者の権利又は義務は、第三者にこれを譲渡し、又は承継させて

はならない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。 

 （一括委任等の禁止及び誓約書の提出） 

第５条 受注者は、委託業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはなら

ない。 

２ 受注者は、委託業務の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、あらかじめ、

受任者又は請負人の商号又は名称その他必要な事項を発注者に通知して発注者の承諾を得なけれ

ばならない。 

３ 受注者が委託業務の一部を入札参加除外（吹田市建設工事等暴力団対策措置要領（平成２２年

１月１日制定）第３条に規定する入札参加除外をいう。）の措置を受けている者に委任し、又は

請負わせたとき、及び第２項の受任者又は請負人が第１５条の３の各号に該当するときは、発注

者は受注者に対して、当該契約の解除を求めることができる。 

４ 前項の規定により受注者が契約の解除を行った場合の一切の責任は、受注者が負うものとす

る。 

 （特許権等の使用） 

第６条 受注者は、この委託業務の履行について特許権その他第三者の権利の対象となっている履

行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 

 （委託業務の調査等） 

第７条 発注者は、必要と認めるときは受注者に対して委託業務の処理状況につき、調査をし、又

は報告を求めることができる。 

 （業務内容の変更等） 

第８条 発注者は、必要がある場合には委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止するこ

とができる。この場合において、業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者

受注者協議して書面によりこれを定める。 

 （履行期間の延長） 

第９条 受注者は、その責に帰することができない理由により、履行期間内に委託業務を完了する

ことができないことが明らかになったときは、発注者に対し遅滞なくその理由を付して書面によ

り履行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は発注者受注者協議して定める。 

 （業務の処理に関して生じた損害の負担） 

第１０条 委託業務の処理に関して生じた損害（第三者に及ぼした損害を含む。）は、受注者が負

担するものとする。ただし、その損害が発注者の責に帰する理由により生じたときはこの限りで

ない。 

 （履行遅滞の場合における延滞金） 

第１１条 受注者の責に帰する理由により、履行期間内に委託業務を完了することができない場合

において、履行期間経過後発注者が相当と認める期間内に完了する見込みがあるときは、発注者

は延滞金を徴収して履行期間を延長することができる。 

２ 前項に規定する延滞金の額は、業務委託料に対して、吹田市財務規則に定める割合で計算して

得た額とする。 

 （作業報告書） 

第１２条 受注者は、委託業務を完了したときは、遅滞なく発注者に対して作業報告書を提出し、



発注者の検査を受けるものとする。 

（業務委託料の支払） 

第１３条 受注者は、年４回の定期保守点検業務の１回完了ごとに、業務委託料から取引に係る消

費税及び地方消費税の額を除いた金額の４分の１に、定期保守点検業務完了時点の消費税及び地

方消費税額を加算して請求するものとする。なお建築基準法に基づく検査にかかる費用について

は完了時に定期点検と合わせて請求するものとする。 

２ 発注者は、前項の支払請求を受理したときは、その日から３０日以内に支払わなければならな

い。  （権利の帰属） 

第１４条 受注者から引渡しを受けた成果品に関する権利は一切発注者に帰属するものとする。 

 （発注者の解除権） 

第１５条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。 

 (1) 正当な理由がなく委託業務に着手しないとき。 

 (2) 受注者の責に帰する理由により、期間内に委託業務を完了する見込みがないと明らかに認

められるとき。 

 (3) 第５条第１項及び第２項の規定に違反したとき。 

 (4) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その契約の違反により契約の目的を達す

ることができないと認められるとき。 

(5)  第１６条の規定によらないで受注者が契約の解除を申し出たとき。 

(6)  第５条第３項の規定により発注者から契約の解除を求められた場合において、受注者がこ

れに従わなかったとき。 

第１５条の２ 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この

契約を解除することができる。 

(1)  公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保

に関する法律(昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第４９条に規定する

排除措置命令（排除措置命令がなされなかった場合にあっては、同法第６２条第１項の規定に

よる納付命令）が確定したとき。 

(2) 受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）の刑法（明治４０年

法律第 ４５号）第９６条の６又は同法第１９８条の規定による刑が確定したとき。 

第１５条の３ 発注者は受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除すること

ができる。 

 (1) 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の

役員又はその支店若しくは営業所（請負契約を締結する事務所をいう。）を代表するものを

いう。）又は経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められるとき。 

(2) 役員等又は経営に事実上参加している者が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る

目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に

関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又

は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

(3)  役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団

又は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 

 (4)  役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき

関係を有していると認められるとき。 

 (5)  第５条第２項の規定により第三者に委任し、又は請負わせようとするときの契約に当たり、

その契約の相手方が第１号から前号に規定する行為を行う者であると知りながら、当該者と

契約を締結したと認められるとき。 

第１５条の４ 発注者は、委託業務が完了するまでの間は、第１５条から前条までの規定によるほ

か、必要があるときは、契約を解除することができる。 

２ 前項又は次条の規定により、契約が解除された場合において、受注者が既に委託業務を完了

した部分があるときは、発注者は、その部分に相応する業務委託料を受注者に支払うものとす

る。 

（受注者の解除権）  

第１６条 受注者は、次の各号の一に該当するときは、発注者と協議のうえ契約を解除することが



できる。 

 (1) 第８条の規定により委託業務内容を変更したため頭書の業務委託料が３分の２以上減少し

たとき。 

 (2) 発注者が契約に違反し、その違反によって委託業務を完了することが不可能となるに至っ

たとき。 

（談合等不正行為があった場合の賠償額の予定等） 

第１７条 受注者が、この契約に関して、第１５条の２各号のいずれかに該当したときは、発注者

が契約を解除するか否かを問わず、受注者は、賠償金として、業務委託料の１００分の１０

に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第１５条の２

第２号のうち、受注者の刑法第１９８条の規定による刑が確定した場合は、この限りではな

い。 

２  前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。 

３  第１項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合にお

いて、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるものではない。 

  （契約が解除された場合等の違約金） 

第１８条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務委託料の

１００分の５に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなけ

ればならない。 

（1） 発注者が第１５条、第１５条の２又は第１５条の３の規定に基づきこの契約

を解除した場合 

（2） 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によ

って受注者の債務について履行不能となった場合 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合と

みなす。 

（1） 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１

６年法律第７５号）の規定により選任された破産管財人 

（2） 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平

成１４年法律第１５４号）の規定により選任された管財人 

（3） 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平

成１１年法律第２２５号）の規定により選任された再生債務者等 

３ 第１項の場合において、契約保証金が納付されているときは、発注者は当該保証

金をもって違約金に充当することができる。 

 （違約金等の控除） 

第１９条 受注者がこの契約に基づく違約金等を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発

注者は業務委託料のうちからその金額を控除し、なお不足を生ずるときは追徴する。 

 （秘密の保持） 

第２０条 受注者は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 

２ 受注者は成果品（委託業務等の履行過程において得られた記録等を含む。）を他人に閲覧させ、

複写させ、又はその写しを譲渡してはならない。 

 （従業員研修） 

第２１条 受注者は、この委託業務に従事させる従業員に、業務内容、接遇、人権啓発及び火災、

地震等の緊急時の対応に関する研修その他業務遂行上必要な研修を行なうものとする。 

 （補則） 

第２２条 この契約書に定めのない事項については吹田市財務規則の定めるところに従い、同規則 

に定めない事項については、発注者受注者協議して定める。 

 



吹田市立保育園給食用リフト保守点検業務仕様書 

 

  

１ 保育園厨房室内に設置されているリフト（昇降機）につき、リフトの運転機能を常に

安全かつ故障を避けるように維持管理するため、年４回の定期点検（６、９、１２、３

月）に技術員を派遣し、適切な点検を行い、必要な調整等を実施すること。 

 

 （１） 巻過防止装置その他安全装置の点検 

   

 （２） ブレーキ及び制御装置の異常の有無 

 

 （３） ワイヤーロープの損傷の有無 

 

 （４） ガイドレールの状態 

 

 （５） 各階のボタン及びインターホン等の状態 

 

 （６） モーター等の状態 

 

 （７） その他本市の指示する事項 

  

２ 点検実施にあたっては保育園と事前に日程を調整し、園運営に支障のないよう配慮す

ること。 

 

３ 年１回、定期点検の中で建築基準法第１２条に基づく定期検査を実施すること。 

 



0
0

#
0
0

#
0
00
0

①

代表者　吹田市長　後藤　圭二

受　注　者 所在地　大阪市北区堂島２丁目２番２号

㊞商号又は名称 菱電エレベータ施設株式会社　大阪支店

代表者　取締役支店長　藤川　正昭

信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

本 契 約 の 証 と し て 本 書 ２ 通 を 作 成 し 、 発 注 者 と 受 注 者 記 名 押 印 の う え 、 各 自

１ 通 を 保 有 す る 。

令和 4年 4月 1日

発　注　者 吹 田 市

6 適 用 除 外 条 項

上記の委託業務について、発注者と受注者は各々の対等な立場における合意に基づいて、

別添の条項（適用除外条項は、上記６のとおり。）によって公正な委託契約を締結し、

6 0 0
5 契 約 の 保 証 免　　除

\ 1 7
6 0 0

うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額

\ 1 9 3
千 百 十 円十 億 千 百 十 万

3 履 行 期 間 令和 4年 4月 1日　から　令和 5年 3月31日　まで

4 業 務 委 託 料

千 百

業務委託契約書

22000906

1 委 託 業 務 名 南千里保育園・吹六保育園給食用リフト保守点検業務

2 場 所 南千里保育園・吹六保育園



（総則） 

第１条 受注者は、図面及び仕様書（以下「仕様書等」という。）に基づき、頭書の業務委託料

（以下「業務委託料」という。）をもって、頭書の履行期間（以下「履行期間」という。）内に、

頭書の委託業務（以下「委託業務」という。）を完了しなければならない。 

２ 前項の仕様書等に明記されていない仕様がある時は、発注者受注者協議して定める。 

 （法令上の責任） 

第２条 受注者は、この委託業務の履行にあたり、労働基準法、労働安全衛生法その他関係法令を

遵守しなければならない。 

 （契約保証）  

第３条 この契約に係る契約保証金は、吹田市財務規則第１１５条第１項第７号により免除する。 

 （権利義務の譲渡等） 

第４条 本契約によって生ずる受注者の権利又は義務は、第三者にこれを譲渡し、又は承継させて

はならない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。 

 （一括委任等の禁止及び誓約書の提出） 

第５条 受注者は、委託業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはなら

ない。 

２ 受注者は、委託業務の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、あらかじめ、

受任者又は請負人の商号又は名称その他必要な事項を発注者に通知して発注者の承諾を得なけれ

ばならない。 

３ 受注者が委託業務の一部を入札参加除外（吹田市建設工事等暴力団対策措置要領（平成２２年

１月１日制定）第３条に規定する入札参加除外をいう。）の措置を受けている者に委任し、又は

請負わせたとき、及び第２項の受任者又は請負人が第１５条の３の各号に該当するときは、発注

者は受注者に対して、当該契約の解除を求めることができる。 

４ 前項の規定により受注者が契約の解除を行った場合の一切の責任は、受注者が負うものとす

る。 

 （特許権等の使用） 

第６条 受注者は、この委託業務の履行について特許権その他第三者の権利の対象となっている履

行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 

 （委託業務の調査等） 

第７条 発注者は、必要と認めるときは受注者に対して委託業務の処理状況につき、調査をし、又

は報告を求めることができる。 

 （業務内容の変更等） 

第８条 発注者は、必要がある場合には委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止するこ

とができる。この場合において、業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者

受注者協議して書面によりこれを定める。 

 （履行期間の延長） 

第９条 受注者は、その責に帰することができない理由により、履行期間内に委託業務を完了する

ことができないことが明らかになったときは、発注者に対し遅滞なくその理由を付して書面によ

り履行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は発注者受注者協議して定める。 

 （業務の処理に関して生じた損害の負担） 

第１０条 委託業務の処理に関して生じた損害（第三者に及ぼした損害を含む。）は、受注者が負

担するものとする。ただし、その損害が発注者の責に帰する理由により生じたときはこの限りで

ない。 

 （履行遅滞の場合における延滞金） 

第１１条 受注者の責に帰する理由により、履行期間内に委託業務を完了することができない場合

において、履行期間経過後発注者が相当と認める期間内に完了する見込みがあるときは、発注者

は延滞金を徴収して履行期間を延長することができる。 

２ 前項に規定する延滞金の額は、業務委託料に対して、吹田市財務規則に定める割合で計算して

得た額とする。 

 （作業報告書） 

第１２条 受注者は、委託業務を完了したときは、遅滞なく発注者に対して作業報告書を提出し、



発注者の検査を受けるものとする。 

（業務委託料の支払） 

第１３条 受注者は、年４回の定期保守点検業務の１回完了ごとに、業務委託料から取引に係る消

費税及び地方消費税の額を除いた金額の４分の１に、定期保守点検業務完了時点の消費税及び地

方消費税額を加算して請求するものとする。なお建築基準法に基づく検査にかかる費用について

は完了時に定期点検と合わせて請求するものとする。 

２ 発注者は、前項の支払請求を受理したときは、その日から３０日以内に支払わなければならな

い。  （権利の帰属） 

第１４条 受注者から引渡しを受けた成果品に関する権利は一切発注者に帰属するものとする。 

 （発注者の解除権） 

第１５条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。 

 (1) 正当な理由がなく委託業務に着手しないとき。 

 (2) 受注者の責に帰する理由により、期間内に委託業務を完了する見込みがないと明らかに認

められるとき。 

 (3) 第５条第１項及び第２項の規定に違反したとき。 

 (4) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その契約の違反により契約の目的を達す

ることができないと認められるとき。 

(5)  第１６条の規定によらないで受注者が契約の解除を申し出たとき。 

(6)  第５条第３項の規定により発注者から契約の解除を求められた場合において、受注者がこ

れに従わなかったとき。 

第１５条の２ 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この

契約を解除することができる。 

(1)  公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保

に関する法律(昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第４９条に規定する

排除措置命令（排除措置命令がなされなかった場合にあっては、同法第６２条第１項の規定に

よる納付命令）が確定したとき。 

(2) 受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）の刑法（明治４０年

法律第 ４５号）第９６条の６又は同法第１９８条の規定による刑が確定したとき。 

第１５条の３ 発注者は受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除すること

ができる。 

 (1) 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の

役員又はその支店若しくは営業所（請負契約を締結する事務所をいう。）を代表するものを

いう。）又は経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められるとき。 

(2) 役員等又は経営に事実上参加している者が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る

目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に

関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又

は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

(3)  役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団

又は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 

 (4)  役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき

関係を有していると認められるとき。 

 (5)  第５条第２項の規定により第三者に委任し、又は請負わせようとするときの契約に当たり、

その契約の相手方が第１号から前号に規定する行為を行う者であると知りながら、当該者と

契約を締結したと認められるとき。 

第１５条の４ 発注者は、委託業務が完了するまでの間は、第１５条から前条までの規定によるほ

か、必要があるときは、契約を解除することができる。 

２ 前項又は次条の規定により、契約が解除された場合において、受注者が既に委託業務を完了

した部分があるときは、発注者は、その部分に相応する業務委託料を受注者に支払うものとす

る。 

（受注者の解除権）  

第１６条 受注者は、次の各号の一に該当するときは、発注者と協議のうえ契約を解除することが



できる。 

 (1) 第８条の規定により委託業務内容を変更したため頭書の業務委託料が３分の２以上減少し

たとき。 

 (2) 発注者が契約に違反し、その違反によって委託業務を完了することが不可能となるに至っ

たとき。 

（談合等不正行為があった場合の賠償額の予定等） 

第１７条 受注者が、この契約に関して、第１５条の２各号のいずれかに該当したときは、発注者

が契約を解除するか否かを問わず、受注者は、賠償金として、業務委託料の１００分の１０

に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第１５条の２

第２号のうち、受注者の刑法第１９８条の規定による刑が確定した場合は、この限りではな

い。 

２  前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。 

３  第１項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合にお

いて、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるものではない。 

  （契約が解除された場合等の違約金） 

第１８条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務委託料の

１００分の５に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなけ

ればならない。 

（1） 発注者が第１５条、第１５条の２又は第１５条の３の規定に基づきこの契約

を解除した場合 

（2） 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によ

って受注者の債務について履行不能となった場合 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合と

みなす。 

（1） 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１

６年法律第７５号）の規定により選任された破産管財人 

（2） 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平

成１４年法律第１５４号）の規定により選任された管財人 

（3） 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平

成１１年法律第２２５号）の規定により選任された再生債務者等 

３ 第１項の場合において、契約保証金が納付されているときは、発注者は当該保証

金をもって違約金に充当することができる。 

 （違約金等の控除） 

第１９条 受注者がこの契約に基づく違約金等を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発

注者は業務委託料のうちからその金額を控除し、なお不足を生ずるときは追徴する。 

 （秘密の保持） 

第２０条 受注者は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 

２ 受注者は成果品（委託業務等の履行過程において得られた記録等を含む。）を他人に閲覧させ、

複写させ、又はその写しを譲渡してはならない。 

 （従業員研修） 

第２１条 受注者は、この委託業務に従事させる従業員に、業務内容、接遇、人権啓発及び火災、

地震等の緊急時の対応に関する研修その他業務遂行上必要な研修を行なうものとする。 

 （補則） 

第２２条 この契約書に定めのない事項については吹田市財務規則の定めるところに従い、同規則 

に定めない事項については、発注者受注者協議して定める。 

 



吹田市立保育園給食用リフト保守点検業務仕様書 

 

  

１ 保育園厨房室内に設置されているリフト（昇降機）につき、リフトの運転機能を常に

安全かつ故障を避けるように維持管理するため、年４回の定期点検（６、９、１２、３

月）に技術員を派遣し、適切な点検を行い、必要な調整等を実施すること。 

 

 （１） 巻過防止装置その他安全装置の点検 

   

 （２） ブレーキ及び制御装置の異常の有無 

 

 （３） ワイヤーロープの損傷の有無 

 

 （４） ガイドレールの状態 

 

 （５） 各階のボタン及びインターホン等の状態 

 

 （６） モーター等の状態 

 

 （７） その他本市の指示する事項 

  

２ 点検実施にあたっては保育園と事前に日程を調整し、園運営に支障のないよう配慮す

ること。 

 

３ 年１回、定期点検の中で建築基準法第１２条に基づく定期検査を実施すること。 

 



0
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#
0
0

#
0
00
0

①

誠水エンタープライズ有限会社

代表取締役　山脇　淑郎

受　注　者 加古川市東神吉町升田１１８

㊞

本 契 約 の 証 と し て 本 書 ２ 通 を 作 成 し 、 発 注 者 と 受 注 者 記 名 押 印 の う え 、 各 自

１ 通 を 保 有 す る 。

令和 4年 4月 1日

発　注　者 吹 田 市

代表者　吹田市長　後藤　圭二

6 適 用 除 外 条 項

上記の委託業務について、発注者と受注者は各々の対等な立場における合意に基づいて、

別添の条項（適用除外条項は、上記６のとおり。）によって公正な委託契約を締結し、

  第 ３ 条

信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

0 4 0
5 契 約 の 保 証 免　　除

\ 1 6 4
4 4 0

うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額

\ 1 8 0 4
千 百 十 円十 億 千 百 十 万

3 履 行 期 間 令和 4年 4月 1日　から　令和 5年 3月31日　まで

4 業 務 委 託 料

千 百

業務委託契約書 

22000150

1 委 託 業 務 名 吹田市立各小学校ポンプ機械保守点検業務

2 場 所 吹田市元町30番35号ほか



（総 則） 

第１条 受注者は、別冊の設計書、図面及び仕様書（以下「設計書等」という。）に基づき、頭書

の業務委託料（以下「業務委託料」という。）をもって、頭書の履行期間（以下「履行期間」と

いう。）内に、頭書の委託業務（以下「委託業務」という。）を完了しなければならない。 

２ 前項の設計書等に明記されていない仕様があるときは、発注者と受注者が協議して定める。 

 （法令上の責任） 

第２条 受注者は、この委託業務の履行に当たり、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）、労働

安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）その他関係法令を遵守しなければならない。 

（契約の保証） 

第３条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければな

らない。 

⑴ 契約保証金の納付 

⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実

と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年

法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証 

⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 

２ 前項の保証に係る契約保証金の額、担保の価値（有価証券の場合にあっては時価の１０分の８

の額）、保証金額又は保険金額は、業務委託料の１００分の５以上としなければならない。ただ

し、発注者が、特に必要があると認めたときは、この限りでない。 

３ 受注者が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第１

９条第２項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならな

い。 

 （権利義務の譲渡等） 

第４条 この契約によって生ずる受注者の権利又は義務は、第三者にこれを譲渡し、又は承継させ

てはならない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

 （一括委任等の禁止及び誓約書の提出） 

第５条 受注者は、委託業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはなら

ない。 



２ 受注者は、委託業務の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、あらかじめ、

発注者の承諾を得なければならない。 

３ 受注者は、前項の承諾を得たときは、受任者又は下請負人の商号又は名称その他必要な事項を

発注者に通知しなければならない。 

４ 受注者は、受任者又は下請負人が、吹田市暴力団の排除等に関する条例（平成２４年吹田市

条例第５０号）第８条第２項に規定する暴力団員及び暴力団密接関係者でないことを表明した

誓約書を、それぞれから徴収し、発注者に提出しなければならない。ただし、その受任者又は

下請負人との契約において、契約金額が５００万円未満の場合は、この限りでない。 

５  受注者は、吹田市指名停止措置要領（平成１６年４月１日制定）に基づく指名停止措置を受

けている者、吹田市公共工事等及び売払い等の契約における暴力団排除措置要領（平成２４年１

１月１３日制定）に基づく入札参加除外措置を受けている者及び第１６条の３各号に該当する者

を受任者又は下請負人としてはならない。 

６  受注者が入札参加除外措置を受けている者又は第１６条の３各号に該当する者を受任者又は

下請負人としていた場合は、発注者は受注者に対して、当該契約の解除を求めることができる。 

７ 前項の規定により契約の解除を行った場合の一切の責任は、受注者が負うものとする。 

 （特許権等の使用） 

第６条 受注者は、この委託業務の履行について特許権その他第三者の権利の対象となっている履

行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 

 （現場代理人） 

第７条 受注者は、現場代理人を定め、書面により発注者に通知しなければならない。 

２ 受注者又は現場代理人は、発注者の指示に従い委託業務に関する一切の事項を処理しなければ

ならない。 

３ 発注者は、受注者の現場代理人について、委託業務の実施又は管理について著しく不適当と認

めるときは、受注者に対しその理由を明示してその交替を求めることができる。 

 （委託業務の調査等） 

第８条 発注者は、必要と認めるときは受注者に対して委託業務の処理状況につき、調査をし、又

は報告を求めることができる。 

 （業務内容の変更等） 

第９条 発注者は、必要がある場合には委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止するこ

とができる。この場合において、業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者



と受注者が協議して書面によりこれを定める。 

 （履行期間の延長） 

第１０条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に委託業務を完了

することができないことが明らかになったときは、発注者に対し遅滞なくその理由を付して書面

により履行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は発注者と受注者が協議し

て定める。 

 （業務の処理に関して生じた損害の負担） 

第１１条 委託業務の処理に関して生じた損害（第三者に及ぼした損害を含む。）は、受注者が負

担するものとする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由により生じたときはこの限

りでない。 

 （履行遅滞の場合における延滞違約金） 

第１２条 受注者の責めに帰すべき理由により、履行期間内に委託業務を完了することができない

場合において、履行期間経過後発注者が相当と認める期間内に完了する見込みがあるときは、発

注者は延滞違約金を徴収して履行期間を延長することができる。 

２ 前項に規定する延滞違約金の額は、業務委託料に対して、吹田市財務規則（昭和３９年吹田市

規則第１４号）に定める延滞違約金の率で計算して得た額とする。 

 （検査及び引渡し） 

第１３条 受注者は、委託業務を完了したときは、遅滞なく発注者に対して受託業務完了届ととも

に成果品一切を提出しなければならない。 

２ 発注者は、前項の受託業務完了届を受理したときは、その日から１０日以内に成果品について

検査を行わなければならない。 

３ 受注者は、前項の検査の結果不合格となり、成果品について補正を命ぜられたときは、遅滞な

く当該補正を行い再検査を受けなければならない。この場合においては、補正の完了を業務の完

了とみなして、前各項の規定を準用する。 

４ 受注者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果品を発注者に引き渡さなければ

ならない。 

 （業務委託料の支払） 

第１４条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して業務委託料の支払

を請求するものとする。 

２ 発注者は、前項の支払請求があったときは、その日から３０日以内に支払わなければならな



い。なお、支払いの金額は次のとおりとする。 

  １回目支払い 902,220円（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 82,020円） 

  ２回目支払い 902,220円（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 82,020円） 

 （権利の帰属） 

第１５条 受注者から引渡しを受けた成果品に関する権利は一切発注者に帰属するものとする。 

 （発注者の解除権） 

第１６条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履

行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その

期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である

ときは、この限りでない。 

 ⑴ 正当な理由がなく委託業務に着手しないとき。 

 ⑵ 期間内にこの委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。 

⑶ この契約に違反したとき。 

第１６条の２ 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ち

にこの契約を解除することができる。 

 ⑴ この契約に違反し、その契約の違反により契約の目的を達することができないと認められる

とき。 

⑵  第１７条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 

⑶ 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に

関する法律（昭和２２年法律第５４号）第４９条に規定する排除措置命令（排除措置命令がな

されなかった場合にあっては、同法第６２条第１項に規定する納付命令）を行い、これが確定

したとき。 

⑷ 受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）の刑法（明治４０年法

律第４５号）第９６条の６又は同法第１９８条の規定による刑が確定したとき。 

第１６条の３ 発注者は受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除す

ることができる。 

 ⑴ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役

員又はその支店若しくは営業所（常時業務の請負契約を締結する事務所をいう。）を代表す

る者をいう。）又は経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められるとき。 

⑵ 役員等又は経営に事実上参加している者が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目



的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は

暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

⑶ 役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又

は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 

⑷ 役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関

係を有していると認められるとき。 

⑸ 第５条第２項の規定により第三者に委任し、又は請負わせようとするときの契約に当たり、

その契約の相手方が第１号から前号までに規定する行為を行う者であると知りながら、当該者

と契約を締結したと認められるとき。 

第１６条の４ 発注者は、委託業務が完了するまでの間は、第１６条、第１６条の２及び前条の規

定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。 

２ 前項又は次条の規定により、契約が解除された場合において、受注者が既に委託業務を完了し

た部分があるときは、発注者は、その部分に相応する業務委託料を受注者に支払うものとする。 

（受注者の解除権） 

第１７条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者と協議のうえ契約を解除する

ことができる。 

 ⑴ 第９条の規定により委託業務内容を変更したため頭書の業務委託料が３分の２以上減少した

とき。 

 ⑵ 発注者が契約に違反し、その違反によって委託業務を完了することが不可能となるに至った

とき。 

（談合等不正行為があった場合の賠償額の予定等） 

第１８条 受注者が、この契約に関して、第１６条の２第３号又は第４号のいずれかに該当したと

きは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、受注者は、賠償金として、業務委託料の１００

分の１０に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第１６条

の２第４号のうち、受注者の刑法第１９８条の規定による刑が確定した場合は、この限りではな

い。 

２  前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。 

３  第１項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合にお

いて、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるものではない。  



 （契約が解除された場合等の違約金） 

第１９条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務委託料の１００分の５

に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

⑴ 発注者が第１６条、第１６条の２又は第１６条の３の規定に基づきこの契約を解除した場合 

 ⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債

務について履行不能となった場合 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

 ⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法律第７５

号）の規定により選任された破産管財人 

 ⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４年法律第

１５４号）の規定により選任された管財人 

 ⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１年法律第

２２５号）の規定により選任された再生債務者等 

３  第１項の場合において、第３条の規定により契約保証金の納付、担保の提供等の契約の保証が

付されているときは、発注者は当該契約保証金、担保、保証事業会社から支払われる保証金又は

保険会社から支払われる保険金等をもって違約金に充当することができる。 

４  第１項及び前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が第１項に規定する違約金の額を超え

る場合において、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるもの

ではない。 

 （違約金等の控除） 

第２０条 受注者がこの契約に基づく違約金等を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発

注者は業務委託料のうちからその金額を控除し、なお不足を生ずるときは追徴する。 

 （秘密の保持） 

第２１条 受注者は、委託業務の処理上知り得た積算等の秘密を他人に漏らしてはならない。 

２ 受注者は成果品（委託業務等の履行過程において得られた記録等を含む。）を他人に閲覧さ

せ、複写させ、又はその写しを譲渡してはならない。 

 （従業員研修） 

第２２条 受注者は、この委託業務に従事させる従業員に、業務内容、接遇、人権啓発及び火災、

地震等の緊急時の対応に関する研修その他業務遂行上必要な研修を行うものとする。 

 （補 則） 



第２３条 この契約書に定めのない事項については吹田市財務規則の定めるところに従い、同規則

に定めのない事項については、発注者と受注者が協議して定める。 



1 ．業務委託内容は、次の通りとする。

(１）揚水ポンプ、直結給水増圧ポンプの保守点検

(２）各水槽（受水槽、高置水槽、消火水槽、消火呼水槽、消火補充水槽、防火水槽、雨水貯留槽）の保守点検

※水槽、貯留槽の水位制御機器の点検・調整含む

(３）雨水潅水設備（加圧給水ポンプ、フィルター）の総合運転確認（千里丘北小学校）

※フィルター（新菱アクアエア㈱　シンリョウフィルタ　1BL3-T）のカートリッジの交換含む

（カートリッジは別途支給）

2 ．対象施設は別紙の通りとする。

3 ．点検結果は別紙様式を参考にして、学校管理課へ提出のこと。

（点検表は受託者作成とする。）

4

5 ．上記以外の補修について、点検表提出の上、学校管理課担当職員の指示によって補修する。

6

7

8

9 ．委託期間は　 から

までとする。

10 ．ポンプ操作盤及び各制御盤の電気的制御の良否を含む。

（各警報盤関係も含む）

11

各水槽、雨水貯留槽の点検表は９月、３月末に学校管理課に提出のこと。

12 ．業務委託料は3回目点検(9月）後と業務完了後の2回支払いとする。（1／2支払い／回）

吹田市立各小学校ポンプ機械保守点検業務

令和5年3月31日

．軽微な補修については、日常使用に支障のないよう受託者において補修し、その費用については
受託者の負担とする。

．各施設の配置図を作成し、ポンプの位置、機種、管径及び台数並びに各水槽の位置を記入した図
面を製本し、学校管理課に１部提出（データ（jww及びpdf）共）のこと。また、ポンプの仕様一覧表を作
成し、学校管理課に１部提出（データ共）すること。

各パッキンの取替

．保守点検の実施回数については下記のとおりとする。
(１）揚水ポンプ機械、直結給水増圧ポンプ、加圧給水ポンプ（雨水潅水設備）：２箇月に１回（5月7月
9月11月1月3月）
(２）各水槽、雨水貯留槽：６箇月に１回
(３）フィルターのカートリッジ交換（雨水潅水設備）：1年に１回
ただし、学校又は学校管理課担当職員の連絡があれば、その都度点検を行うこと。

各操作盤の球切れの取替

仕様書

令和4年4月1日

軽微な補修 グリスアップ及び清掃

上記４の他に異常が認められる場合は、記事欄に記入し、それらをまとめてポ
ンプ機械点検異常明細一覧表に記入し提出のこと。

．点検後不良箇所がある場合は、復旧施工内容、図面及び積算書を作成の上、学校管理課担当職
員に提出のこと。

．揚水ポンプ、直結給水増圧ポンプ、加圧給水ポンプ（雨水潅水設備）の点検表は奇数月末に、



対象施設　　小学校３６校

雨水潅水設備

揚水 増圧 排水
加圧ﾎﾟﾝ
ﾌﾟ及びﾌｨ

ﾙﾀｰ
受水槽

高置水
槽

消火水
槽

消火呼
水槽

消火補
充水槽

防火水
槽

雨水貯
留槽

1 吹 田 第 一 小 学 校 吹田市元町３０番３５号 ６３８１−５２８０ -       -       -       -       -      -      1      -      1      -      -      

2 吹 田 第 二 小 学 校 吹田市泉町３丁目１５番１８号 ６３８６−０８４１ -       -       -       -       -      -      2      1      2      -      -      

3 吹 田 第 三 小 学 校 吹田市高城町１８番３９号 ６３８１−０４１３ 2       -       -       -       1      1      1      1      -      -      -      

4 吹 田 東 小 学 校 吹田市幸町２０番１号 ６３８１−５４５８ -       -       -       -       -      -      1      1      1      -      -      

5 吹 田 南 小 学 校 吹田市南吹田５丁目１２番１号 ６３８６−０８２１ 4       -       -       -       1      2      1      1      1      -      -      

6 吹 田 第 六 小 学 校 吹田市南清和園町４３番１号 ６３８２−６８３１ -       -       -       -       -      -      1      -      1      -      -      

7 千 里 第 一 小 学 校 吹田市片山町４丁目３２番１０号 ６３８７−５７４１ -       -       -       -       -      -      2      2      2      -      -      

8 千 里 第 二 小 学 校 吹田市千里山松が丘２５番１号 ６３８７−５７８１ 4       1       -       1      2      1      -      -      -      -      

9 千 里 第 三 小 学 校 吹田市千里山西２丁目１３番１号 ６３８６−０８３１ -       -       -       -       -      -      1      1      1      -      -      

10 千 里 新 田 小 学 校 吹田市春日４丁目１０番１号 ６３８６−９２１４ 2       -       -       -       1      1      1      -      -      -      -      

11 佐 井 寺 小 学 校 吹田市佐井寺３丁目３番１号 ６３３０−１６０１ 2       -       -       -       1      1      1      -      1      -      -      

12 東 佐 井 寺 小 学 校 吹田市五月が丘西４番１号 ６３８７−１２７８ 2       -       -       -       1      1      1      -      1      -      -      

13 岸 部 第 一 小 学 校 吹田市岸部中２丁目１９番１号 ６３８７−５７０１ 4       -       -       -       1      2      1      1      1      -      -      

14 岸 部 第 二 小 学 校 吹田市岸部北４丁目１２番１号 ６３８９−７７８８ -       -       -       -       -      -      1      -      1      -      -      

15 豊 津 第 一 小 学 校 吹田市江坂町１丁目１５番４２号 ６３８６-０８９１ -       -       -       -       -      -      1      1      1      -      -      

16 豊 津 第 二 小 学 校 吹田市江坂町２丁目５番１号 ６３８６−０８６１ - -       -       -       - - 1      1      1      -      -      

17 江 坂 大 池 小 学 校 吹田市江坂町３丁目１３番１号 ６３８０−１４９７ -       -       -       -       -      -      1      -      1      -      -      

18 山 手 小 学 校 吹田市山手町２丁目１５番４３号 ６３８７−５７９１ -       -       -       -       -      -      1      1      1      -      -      

19 片 山 小 学 校 吹田市朝日が丘町１６番１号 ６３８７−８５３１ 2       -       -       -       1      1      1      -      -      -      -      

20 山 田 第 一 小 学 校 吹田市山田東２丁目３３番２号 ６８７７-４１３１ -       -       -       -       -      -      1      1      1      -      -      

21 山 田 第 二 小 学 校 吹田市千里丘下１９番１号 ６８７７−００８８ -       -       -       -       -      -      1      1      1      -      -      

22 山 田 第 三 小 学 校 吹田市山田西１丁目４番１号 ６８７７−５７０１ -       -       -       -       -      -      1      -      1      -      -      

23 山 田 第 五 小 学 校 吹田市山田西１丁目６番１号 ６８７６−７７０１ 2       -       -       -       1      1      1      -      1      -      -      

24 東 山 田 小 学 校 吹田市青葉丘南１５番１０号 ６８７６−８４０５ 2       -       -       -       1      1      1      -      1      -      -      

25 南 山 田 小 学 校 吹田市千里丘西９番１号 ６８７６-２４０４ -       -       -       -       -      -      1      -      1      -      -      

26 西 山 田 小 学 校 吹田市山田西２丁目１０番１号 ６８７７−４６３１ 2       -       -       -       1      1      1      -      -      -      -      

27 北 山 田 小 学 校 吹田市山田北１番１号 ６８７６−７３３３ 2       -       -       -       1      1      1      -      -      -      -      

28 千 里 丘 北 小 学 校 吹田市千里丘北１番３０号 ６８７６-０１０３ -       3       -       1       -      -      1      1      1      1      1      

29 佐 竹 台 小 学 校 吹田市佐竹台４丁目１２番１号 ６８７１-０１０８ -       -       2       -       -      -      1      -      1      -      -      

30 高 野 台 小 学 校 吹田市高野台２丁目１６番１号 ６８７１-０５５３ -       -       -       -       -      -      1      -      1      -      -      

31 津 雲 台 小 学 校 吹田市津雲台４丁目７番１号 ６８７１-０１０９ -       -       -       -       -      -      1      -      1      -      -      

32 古 江 台 小 学 校 吹田市古江台５丁目６番１号 ６８７２-０３０８ -       -       -       -       -      -      1      -      1      -      -      

33 藤 白 台 小 学 校 吹田市藤白台３丁目３番１号 ６８７２-０３６６ -       -       -       -       -      -      1      -      1      -      -      

34 青 山 台 小 学 校 吹田市青山台２丁目５番１号 ６８７２-０３５８ -       -       -       -       -      -      1      1      1      -      -      

35 桃 山 台 小 学 校 吹田市桃山台１丁目５番１号 ６８７１-０７６１ -       -       -       -       -      -      1      -      1      -      -      

36 千 里 た け み 小 学 校 吹田市竹見台３丁目３番１号 ６８３４-０４４８ -       -       -       -       -      -      1      1      1      -      -      

30  4    2    1    12  15  38  16  32  1   1   

30  4    2    1    

※千里丘北小学校の校舎及びプール用ポンプ、給食用ポンプは直結給水増圧ポンプ、雨水用ポンプは加圧給水ポンプである。
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ポンプ機械点検異常明細表

学　校　名 備　　考異　　常　　箇　　所



0
0

#
0
0

#
0
00
0

①

受　注　者 加古川市東神吉町升田１１８

㊞誠水エンタープライズ有限会社

代表取締役　山脇　淑郎

本 契 約 の 証 と し て 本 書 ２ 通 を 作 成 し 、 発 注 者 と 受 注 者 記 名 押 印 の う え 、 各 自

１ 通 を 保 有 す る 。

令和 4年 4月 1日

発　注　者 吹 田 市

代表者　吹田市長　後藤　圭二

6 適 用 除 外 条 項

上記の委託業務について、発注者と受注者は各々の対等な立場における合意に基づいて、

別添の条項（適用除外条項は、上記６のとおり。）によって公正な委託契約を締結し、

  第 ３ 条

信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

9 6 0
5 契 約 の 保 証 免　　除

\ 6 5
5 6 0

うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額

\ 7 2 5
千 百 十 円十 億 千 百 十 万

3 履 行 期 間 令和 4年 4月 1日　から　令和 5年 3月31日　まで

4 業 務 委 託 料

千 百

22000151

1 委 託 業 務 名 吹田市立各中学校ポンプ機械保守点検業務

2 場 所 吹田市千里山西2丁目2番1号ほか

業務委託契約書



（総 則） 

第１条 受注者は、別冊の設計書、図面及び仕様書（以下「設計書等」という。）に基づき、頭書

の業務委託料（以下「業務委託料」という。）をもって、頭書の履行期間（以下「履行期間」と

いう。）内に、頭書の委託業務（以下「委託業務」という。）を完了しなければならない。 

２ 前項の設計書等に明記されていない仕様があるときは、発注者と受注者が協議して定める。 

 （法令上の責任） 

第２条 受注者は、この委託業務の履行に当たり、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）、労働

安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）その他関係法令を遵守しなければならない。 

（契約の保証） 

第３条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければな

らない。 

⑴ 契約保証金の納付 

⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実

と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年

法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証 

⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 

２ 前項の保証に係る契約保証金の額、担保の価値（有価証券の場合にあっては時価の１０分の８

の額）、保証金額又は保険金額は、業務委託料の１００分の５以上としなければならない。ただ

し、発注者が、特に必要があると認めたときは、この限りでない。 

３ 受注者が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第１

９条第２項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならな

い。 

 （権利義務の譲渡等） 

第４条 この契約によって生ずる受注者の権利又は義務は、第三者にこれを譲渡し、又は承継させ

てはならない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

 （一括委任等の禁止及び誓約書の提出） 

第５条 受注者は、委託業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはなら

ない。 



２ 受注者は、委託業務の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、あらかじめ、

発注者の承諾を得なければならない。 

３ 受注者は、前項の承諾を得たときは、受任者又は下請負人の商号又は名称その他必要な事項を

発注者に通知しなければならない。 

４ 受注者は、受任者又は下請負人が、吹田市暴力団の排除等に関する条例（平成２４年吹田市

条例第５０号）第８条第２項に規定する暴力団員及び暴力団密接関係者でないことを表明した

誓約書を、それぞれから徴収し、発注者に提出しなければならない。ただし、その受任者又は

下請負人との契約において、契約金額が５００万円未満の場合は、この限りでない。 

５  受注者は、吹田市指名停止措置要領（平成１６年４月１日制定）に基づく指名停止措置を受

けている者、吹田市公共工事等及び売払い等の契約における暴力団排除措置要領（平成２４年１

１月１３日制定）に基づく入札参加除外措置を受けている者及び第１６条の３各号に該当する者

を受任者又は下請負人としてはならない。 

６  受注者が入札参加除外措置を受けている者又は第１６条の３各号に該当する者を受任者又は

下請負人としていた場合は、発注者は受注者に対して、当該契約の解除を求めることができる。 

７ 前項の規定により契約の解除を行った場合の一切の責任は、受注者が負うものとする。 

 （特許権等の使用） 

第６条 受注者は、この委託業務の履行について特許権その他第三者の権利の対象となっている履

行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 

 （現場代理人） 

第７条 受注者は、現場代理人を定め、書面により発注者に通知しなければならない。 

２ 受注者又は現場代理人は、発注者の指示に従い委託業務に関する一切の事項を処理しなければ

ならない。 

３ 発注者は、受注者の現場代理人について、委託業務の実施又は管理について著しく不適当と認

めるときは、受注者に対しその理由を明示してその交替を求めることができる。 

 （委託業務の調査等） 

第８条 発注者は、必要と認めるときは受注者に対して委託業務の処理状況につき、調査をし、又

は報告を求めることができる。 

 （業務内容の変更等） 

第９条 発注者は、必要がある場合には委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止するこ

とができる。この場合において、業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者



と受注者が協議して書面によりこれを定める。 

 （履行期間の延長） 

第１０条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に委託業務を完了

することができないことが明らかになったときは、発注者に対し遅滞なくその理由を付して書面

により履行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は発注者と受注者が協議し

て定める。 

 （業務の処理に関して生じた損害の負担） 

第１１条 委託業務の処理に関して生じた損害（第三者に及ぼした損害を含む。）は、受注者が負

担するものとする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由により生じたときはこの限

りでない。 

 （履行遅滞の場合における延滞違約金） 

第１２条 受注者の責めに帰すべき理由により、履行期間内に委託業務を完了することができない

場合において、履行期間経過後発注者が相当と認める期間内に完了する見込みがあるときは、発

注者は延滞違約金を徴収して履行期間を延長することができる。 

２ 前項に規定する延滞違約金の額は、業務委託料に対して、吹田市財務規則（昭和３９年吹田市

規則第１４号）に定める延滞違約金の率で計算して得た額とする。 

 （検査及び引渡し） 

第１３条 受注者は、委託業務を完了したときは、遅滞なく発注者に対して受託業務完了届ととも

に成果品一切を提出しなければならない。 

２ 発注者は、前項の受託業務完了届を受理したときは、その日から１０日以内に成果品について

検査を行わなければならない。 

３ 受注者は、前項の検査の結果不合格となり、成果品について補正を命ぜられたときは、遅滞な

く当該補正を行い再検査を受けなければならない。この場合においては、補正の完了を業務の完

了とみなして、前各項の規定を準用する。 

４ 受注者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果品を発注者に引き渡さなければ

ならない。 

 （業務委託料の支払） 

第１４条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して業務委託料の支払

を請求するものとする。 

２ 発注者は、前項の支払請求があったときは、その日から３０日以内に支払わなければならな



い。なお、支払いの金額は次のとおりとする。 

  １回目支払い 362,780円（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 32,980円） 

  ２回目支払い 362,780円（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 32,980円） 

 （権利の帰属） 

第１５条 受注者から引渡しを受けた成果品に関する権利は一切発注者に帰属するものとする。 

 （発注者の解除権） 

第１６条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履

行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その

期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である

ときは、この限りでない。 

 ⑴ 正当な理由がなく委託業務に着手しないとき。 

 ⑵ 期間内にこの委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。 

⑶ この契約に違反したとき。 

第１６条の２ 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ち

にこの契約を解除することができる。 

 ⑴ この契約に違反し、その契約の違反により契約の目的を達することができないと認められる

とき。 

⑵  第１７条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 

⑶ 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に

関する法律（昭和２２年法律第５４号）第４９条に規定する排除措置命令（排除措置命令がな

されなかった場合にあっては、同法第６２条第１項に規定する納付命令）を行い、これが確定

したとき。 

⑷ 受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）の刑法（明治４０年法

律第４５号）第９６条の６又は同法第１９８条の規定による刑が確定したとき。 

第１６条の３ 発注者は受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除す

ることができる。 

 ⑴ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役

員又はその支店若しくは営業所（常時業務の請負契約を締結する事務所をいう。）を代表す

る者をいう。）又は経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められるとき。 

⑵ 役員等又は経営に事実上参加している者が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目



的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は

暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

⑶ 役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又

は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 

⑷ 役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関

係を有していると認められるとき。 

⑸ 第５条第２項の規定により第三者に委任し、又は請負わせようとするときの契約に当たり、

その契約の相手方が第１号から前号までに規定する行為を行う者であると知りながら、当該者

と契約を締結したと認められるとき。 

第１６条の４ 発注者は、委託業務が完了するまでの間は、第１６条、第１６条の２及び前条の規

定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。 

２ 前項又は次条の規定により、契約が解除された場合において、受注者が既に委託業務を完了し

た部分があるときは、発注者は、その部分に相応する業務委託料を受注者に支払うものとする。 

（受注者の解除権） 

第１７条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者と協議のうえ契約を解除する

ことができる。 

 ⑴ 第９条の規定により委託業務内容を変更したため頭書の業務委託料が３分の２以上減少した

とき。 

 ⑵ 発注者が契約に違反し、その違反によって委託業務を完了することが不可能となるに至った

とき。 

（談合等不正行為があった場合の賠償額の予定等） 

第１８条 受注者が、この契約に関して、第１６条の２第３号又は第４号のいずれかに該当したと

きは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、受注者は、賠償金として、業務委託料の１００

分の１０に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第１６条

の２第４号のうち、受注者の刑法第１９８条の規定による刑が確定した場合は、この限りではな

い。 

２  前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。 

３  第１項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合にお

いて、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるものではない。  



 （契約が解除された場合等の違約金） 

第１９条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務委託料の１００分の５

に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

⑴ 発注者が第１６条、第１６条の２又は第１６条の３の規定に基づきこの契約を解除した場合 

 ⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債

務について履行不能となった場合 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

 ⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法律第７５

号）の規定により選任された破産管財人 

 ⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４年法律第

１５４号）の規定により選任された管財人 

 ⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１年法律第

２２５号）の規定により選任された再生債務者等 

３  第１項の場合において、第３条の規定により契約保証金の納付、担保の提供等の契約の保証が

付されているときは、発注者は当該契約保証金、担保、保証事業会社から支払われる保証金又は

保険会社から支払われる保険金等をもって違約金に充当することができる。 

４  第１項及び前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が第１項に規定する違約金の額を超え

る場合において、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるもの

ではない。 

 （違約金等の控除） 

第２０条 受注者がこの契約に基づく違約金等を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発

注者は業務委託料のうちからその金額を控除し、なお不足を生ずるときは追徴する。 

 （秘密の保持） 

第２１条 受注者は、委託業務の処理上知り得た積算等の秘密を他人に漏らしてはならない。 

２ 受注者は成果品（委託業務等の履行過程において得られた記録等を含む。）を他人に閲覧さ

せ、複写させ、又はその写しを譲渡してはならない。 

 （従業員研修） 

第２２条 受注者は、この委託業務に従事させる従業員に、業務内容、接遇、人権啓発及び火災、

地震等の緊急時の対応に関する研修その他業務遂行上必要な研修を行うものとする。 

 （補 則） 



第２３条 この契約書に定めのない事項については吹田市財務規則の定めるところに従い、同規則

に定めのない事項については、発注者と受注者が協議して定める。 



1 ．業務委託内容は、次の通りとする。

(１）揚水ポンプ、直結給水増圧ポンプ、プール用加圧給水ポンプ、プール用直結給水増圧ポンプの保守点検

(２）各水槽（受水槽、高置水槽、消火水槽、消火呼水槽、消火補充水槽）の保守点検

※水槽の水位制御機器の点検・調整含む

2 ．対象施設は別紙の通りとする。

3 ．点検結果は別紙様式を参考にして、学校管理課へ提出のこと。

（点検表は受託者作成とする。）

4

5 ．上記以外の補修について、点検表提出の上、学校管理課担当職員の指示によって補修する。
6

7

8

9 ．委託期間は　 から

までとする。

10 ．ポンプ操作盤及び各制御盤の電気的制御の良否を含む。

（各警報盤関係も含む）

11

12 ．業務委託料は3回目点検(9月）後と業務完了後の2回支払いとする。（1／2支払い／回）

上記４の他に異常が認められる場合は、記事欄に記入し、それらをまとめてポ
ンプ機械点検異常明細一覧表に記入し提出のこと。

．点検後不良箇所がある場合は、復旧施工内容、図面及び積算書を作成の上、学校管理課担当職
員に提出のこと。

　第一中学校及び第五中学校のプール用加圧給水ポンプ、直結給水増圧ポンプの保守点検は2回
(プール使用前及び使用後)とする。ただし、学校又は学校管理課担当職員の連絡があれば、その都
度点検を行うこと。

吹田市立各中学校ポンプ機械保守点検業務

令和5年3月31日

．軽微な補修については、日常使用に支障のないよう受託者において補修し、その費用については
受託者の負担とする。

．揚水ポンプ機械、直結給水増圧ポンプの保守点検は２箇月に１回（5月7月9月11月1月3月）、各水
槽の保守点検は６箇月に１回とする。ただし、学校又は学校管理課担当職員の連絡があれば、その
都度点検を行うこと。

．各施設の配置図を作成し、ポンプの位置、機種、管径及び台数並びに各水槽の位置を記入した図
面を製本し、学校管理課に１部提出（データ（jww及びpdf）共）のこと。また、ポンプの仕様一覧表を作
成し、学校管理課に１部提出（データ共）すること。

各パッキンの取替

に提出のこと。プール用加圧給水ポンプ及び直結給水増圧ポンプは各点検後に報告書を提出のこと。

各操作盤の球切れの取替

仕様書

令和4年4月1日

軽微な補修 グリスアップ及び清掃

．揚水ポンプ、直結給水増圧ポンプの点検表は奇数月末に、各水槽点検表は９月、３月末に学校管理課



対象施設　　中学校１８校

揚水 増圧 プール用 受水槽
高置水

槽
消火水

槽
消火呼
水槽

消火補
充水槽

1 第 一 中 学 校 吹田市千里山西２丁目２番１号 ６３８４-０８８６ 2       -       1       1      1      1      1      1      

2 第 二 中 学 校 吹田市岸部北１丁目２１番１号 ６３８８-２０３１ 2       -       -       1      1      1      1      1      

3 第 三 中 学 校 吹田市中の島町３番５１号 ６３８１-１５１２ 2       -       -       1      1      1      -      1      

4 第 五 中 学 校 吹田市幸町２１番１号 ６３８１-６０３８ 4       -       1       2      2      1      1      1      

5 第 六 中 学 校 吹田市穂波町１６番１号 ６３８６-０８１２ 2       -       -       1      1      1      1      1      

6 片 山 中 学 校 吹田市竹谷町３５番１号 ６３８７-１０４１ -       1 -       -      -      1      -      1      

7 佐 井 寺 中 学 校 吹田市五月が丘南５番１号 ６３３０-１５２４ 2       -       -       1      1      1      -      1      

8 南 千 里 中 学 校 吹田市桃山台４丁目２番１号 ６８３４-３６１１ 2       -       -       1      1      1      -      -      

9 豊 津 中 学 校 吹田市垂水町３丁目３２番５０号 ６３８４-３２７５ 2       -       -       1      1      1      -      1      

10 豊 津 西 中 学 校 吹田市豊津町６番１号 ６３８６-２６６６ 2       -       -       1      1      1      -      -      

11 山 田 中 学 校 吹田市山田市場１５番１号 ６８７８-０８２３ -       -       -       -      -      1      1      1      

12 西 山 田 中 学 校 吹田市山田西２丁目１１番１号 ６８７７-４６３３ 2       -       -       1      1      1      -      -      

13 山 田 東 中 学 校 吹田市山田東４丁目３３番１号 ６８７６-６００２ 2       -       -       1      1      1      -      1      

14 千 里 丘 中 学 校 吹田市青葉丘南１５番１号 ６８７６-２４０２ 2       1       -       1      1      1      -      -      

15 高 野 台 中 学 校 吹田市高野台４丁目５番１号 ６８７１-０５６９ -       -       -       -      -      1      -      -      

16 青 山 台 中 学 校 吹田市青山台４丁目２番１号 ６８７２-０３０９ -       -       -       -      -      1      1      -      

17 竹 見 台 中 学 校 吹田市竹見台１丁目３番１号 ８８７１-０６６１ -       -       -       -      -      1      1      -      

18 古 江 台 中 学 校 吹田市古江台１丁目１番１号 ６８３２-００１２ -       -       -       -      -      1      -      -      

26  2    2    13  13  18  7   10  

26  2    2    61  

※第一中学校、第五中学校のプール用ポンプはそれぞれ直結給水増圧ポンプ及びプール用加圧給水ポンプである。

合　　　　　　　　　　　　　計

水槽の種類
番号 学校名 住　　所 電　　話

ポンプ
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令和　　年　　月　　日（　　曜）
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ポンプ機械点検異常明細表

学　校　名 備　　考異　　常　　箇　　所



0
0

#
0
0

#
0
00
0

①

株式会社　関根水道工業所

代表取締役　橋本　一郎

受　注　者 吹田市金田町５－１０

㊞

本 契 約 の 証 と し て 本 書 ２ 通 を 作 成 し 、 発 注 者 と 受 注 者 記 名 押 印 の う え 、 各 自

１ 通 を 保 有 す る 。

令和 4年 4月 1日

発　注　者 吹 田 市

代表者　吹田市長　後藤　圭二

6 適 用 除 外 条 項

上記の委託業務について、発注者と受注者は各々の対等な立場における合意に基づいて、

別添の条項（適用除外条項は、上記６のとおり。）によって公正な委託契約を締結し、

  第 ３ 条

信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

3 8 0
5 契 約 の 保 証 免　　除

\ 7 7
1 8 0

うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額

\ 8 5 1
千 百 十 円十 億 千 百 十 万

3 履 行 期 間 令和 4年 4月 1日　から　令和 4年12月15日　まで

4 業 務 委 託 料

千 百

業務委託契約書 

22000153

1 委 託 業 務 名 吹田市立各小学校プール循環ろ過装置保守点検業務

2 場 所 吹田市元町30番35号ほか



（総 則） 

第１条 受注者は、別冊の設計書、図面及び仕様書（以下「設計書等」という。）に基づき、頭書

の業務委託料（以下「業務委託料」という。）をもって、頭書の履行期間（以下「履行期間」と

いう。）内に、頭書の委託業務（以下「委託業務」という。）を完了しなければならない。 

２ 前項の設計書等に明記されていない仕様があるときは、発注者と受注者が協議して定める。 

 （法令上の責任） 

第２条 受注者は、この委託業務の履行に当たり、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）、労働

安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）その他関係法令を遵守しなければならない。 

（契約の保証） 

第３条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければな

らない。 

⑴ 契約保証金の納付 

⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実

と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年

法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証 

⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 

２ 前項の保証に係る契約保証金の額、担保の価値（有価証券の場合にあっては時価の１０分の８

の額）、保証金額又は保険金額は、業務委託料の１００分の５以上としなければならない。ただ

し、発注者が、特に必要があると認めたときは、この限りでない。 

３ 受注者が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第１

９条第２項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならな

い。 

 （権利義務の譲渡等） 

第４条 この契約によって生ずる受注者の権利又は義務は、第三者にこれを譲渡し、又は承継させ

てはならない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

 （一括委任等の禁止及び誓約書の提出） 

第５条 受注者は、委託業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはなら

ない。 



２ 受注者は、委託業務の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、あらかじめ、

発注者の承諾を得なければならない。 

３ 受注者は、前項の承諾を得たときは、受任者又は下請負人の商号又は名称その他必要な事項を

発注者に通知しなければならない。 

４ 受注者は、受任者又は下請負人が、吹田市暴力団の排除等に関する条例（平成２４年吹田市

条例第５０号）第８条第２項に規定する暴力団員及び暴力団密接関係者でないことを表明した

誓約書を、それぞれから徴収し、発注者に提出しなければならない。ただし、その受任者又は

下請負人との契約において、契約金額が５００万円未満の場合は、この限りでない。 

５  受注者は、吹田市指名停止措置要領（平成１６年４月１日制定）に基づく指名停止措置を受

けている者、吹田市公共工事等及び売払い等の契約における暴力団排除措置要領（平成２４年１

１月１３日制定）に基づく入札参加除外措置を受けている者及び第１６条の３各号に該当する者

を受任者又は下請負人としてはならない。 

６  受注者が入札参加除外措置を受けている者又は第１６条の３各号に該当する者を受任者又は

下請負人としていた場合は、発注者は受注者に対して、当該契約の解除を求めることができる。 

７ 前項の規定により契約の解除を行った場合の一切の責任は、受注者が負うものとする。 

 （特許権等の使用） 

第６条 受注者は、この委託業務の履行について特許権その他第三者の権利の対象となっている履

行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 

 （現場代理人） 

第７条 受注者は、現場代理人を定め、書面により発注者に通知しなければならない。 

２ 受注者又は現場代理人は、発注者の指示に従い委託業務に関する一切の事項を処理しなければ

ならない。 

３ 発注者は、受注者の現場代理人について、委託業務の実施又は管理について著しく不適当と認

めるときは、受注者に対しその理由を明示してその交替を求めることができる。 

 （委託業務の調査等） 

第８条 発注者は、必要と認めるときは受注者に対して委託業務の処理状況につき、調査をし、又

は報告を求めることができる。 

 （業務内容の変更等） 

第９条 発注者は、必要がある場合には委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止するこ

とができる。この場合において、業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者



と受注者が協議して書面によりこれを定める。 

 （履行期間の延長） 

第１０条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に委託業務を完了

することができないことが明らかになったときは、発注者に対し遅滞なくその理由を付して書面

により履行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は発注者と受注者が協議し

て定める。 

 （業務の処理に関して生じた損害の負担） 

第１１条 委託業務の処理に関して生じた損害（第三者に及ぼした損害を含む。）は、受注者が負

担するものとする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由により生じたときはこの限

りでない。 

 （履行遅滞の場合における延滞違約金） 

第１２条 受注者の責めに帰すべき理由により、履行期間内に委託業務を完了することができない

場合において、履行期間経過後発注者が相当と認める期間内に完了する見込みがあるときは、発

注者は延滞違約金を徴収して履行期間を延長することができる。 

２ 前項に規定する延滞違約金の額は、業務委託料に対して、吹田市財務規則（昭和３９年吹田市

規則第１４号）に定める延滞違約金の率で計算して得た額とする。 

 （検査及び引渡し） 

第１３条 受注者は、委託業務を完了したときは、遅滞なく発注者に対して受託業務完了届ととも

に成果品一切を提出しなければならない。 

２ 発注者は、前項の受託業務完了届を受理したときは、その日から１０日以内に成果品について

検査を行わなければならない。 

３ 受注者は、前項の検査の結果不合格となり、成果品について補正を命ぜられたときは、遅滞な

く当該補正を行い再検査を受けなければならない。この場合においては、補正の完了を業務の完

了とみなして、前各項の規定を準用する。 

４ 受注者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果品を発注者に引き渡さなければ

ならない。 

 （業務委託料の支払） 

第１４条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して業務委託料の支払

を請求するものとする。 

２ 発注者は、前項の支払請求があったときは、その日から３０日以内に支払わなければならな



い。 

 （権利の帰属） 

第１５条 受注者から引渡しを受けた成果品に関する権利は一切発注者に帰属するものとする。 

 （発注者の解除権） 

第１６条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履

行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その

期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である

ときは、この限りでない。 

 ⑴ 正当な理由がなく委託業務に着手しないとき。 

 ⑵ 期間内にこの委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。 

⑶ この契約に違反したとき。 

第１６条の２ 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ち

にこの契約を解除することができる。 

 ⑴ この契約に違反し、その契約の違反により契約の目的を達することができないと認められる

とき。 

⑵  第１７条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 

⑶ 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に

関する法律（昭和２２年法律第５４号）第４９条に規定する排除措置命令（排除措置命令がな

されなかった場合にあっては、同法第６２条第１項に規定する納付命令）を行い、これが確定

したとき。 

⑷ 受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）の刑法（明治４０年法

律第４５号）第９６条の６又は同法第１９８条の規定による刑が確定したとき。 

第１６条の３ 発注者は受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除す

ることができる。 

 ⑴ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役

員又はその支店若しくは営業所（常時業務の請負契約を締結する事務所をいう。）を代表す

る者をいう。）又は経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められるとき。 

⑵ 役員等又は経営に事実上参加している者が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目

的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は



暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

⑶ 役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又

は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 

⑷ 役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関

係を有していると認められるとき。 

⑸ 第５条第２項の規定により第三者に委任し、又は請負わせようとするときの契約に当たり、

その契約の相手方が第１号から前号までに規定する行為を行う者であると知りながら、当該者

と契約を締結したと認められるとき。 

第１６条の４ 発注者は、委託業務が完了するまでの間は、第１６条、第１６条の２及び前条の規

定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。 

２ 前項又は次条の規定により、契約が解除された場合において、受注者が既に委託業務を完了し

た部分があるときは、発注者は、その部分に相応する業務委託料を受注者に支払うものとする。 

（受注者の解除権） 

第１７条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者と協議のうえ契約を解除する

ことができる。 

 ⑴ 第９条の規定により委託業務内容を変更したため頭書の業務委託料が３分の２以上減少した

とき。 

 ⑵ 発注者が契約に違反し、その違反によって委託業務を完了することが不可能となるに至った

とき。 

（談合等不正行為があった場合の賠償額の予定等） 

第１８条 受注者が、この契約に関して、第１６条の２第３号又は第４号のいずれかに該当したと

きは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、受注者は、賠償金として、業務委託料の１００

分の１０に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第１６条

の２第４号のうち、受注者の刑法第１９８条の規定による刑が確定した場合は、この限りではな

い。 

２  前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。 

３  第１項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合にお

いて、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるものではない。  

 （契約が解除された場合等の違約金） 

第１９条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務委託料の１００分の５



に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

⑴ 発注者が第１６条、第１６条の２又は第１６条の３の規定に基づきこの契約を解除した場合 

 ⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債

務について履行不能となった場合 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

 ⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法律第７５

号）の規定により選任された破産管財人 

 ⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４年法律第

１５４号）の規定により選任された管財人 

 ⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１年法律第

２２５号）の規定により選任された再生債務者等 

３  第１項の場合において、第３条の規定により契約保証金の納付、担保の提供等の契約の保証が

付されているときは、発注者は当該契約保証金、担保、保証事業会社から支払われる保証金又は

保険会社から支払われる保険金等をもって違約金に充当することができる。 

４  第１項及び前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が第１項に規定する違約金の額を超え

る場合において、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるもの

ではない。 

 （違約金等の控除） 

第２０条 受注者がこの契約に基づく違約金等を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発

注者は業務委託料のうちからその金額を控除し、なお不足を生ずるときは追徴する。 

 （秘密の保持） 

第２１条 受注者は、委託業務の処理上知り得た積算等の秘密を他人に漏らしてはならない。 

２ 受注者は成果品（委託業務等の履行過程において得られた記録等を含む。）を他人に閲覧さ

せ、複写させ、又はその写しを譲渡してはならない。 

 （従業員研修） 

第２２条 受注者は、この委託業務に従事させる従業員に、業務内容、接遇、人権啓発及び火災、

地震等の緊急時の対応に関する研修その他業務遂行上必要な研修を行うものとする。 

 （補 則） 

第２３条 この契約書に定めのない事項については吹田市財務規則の定めるところに従い、同規則

に定めのない事項については、発注者と受注者が協議して定める。 



1. 業務委託内容は、ポンプ・タンク・操作弁・計器類その他循環ろ過系統一式の保守点検とする。

2. 対象施設は別紙のとおりとする。

3.

（点検表は受託者作成とする。）

4.

5.

6. 点検後不良箇所がある場合は、復旧施工内容、図面及び積算書を作成の上、学校管理課担当職員に提出

のこと。

7. 吹田第二小学校、千里第二小学校、東山田小学校、千里丘北小学校の珪藻土ろ過器については

光伸株式会社と保守契約を行うこと。

豊津第二小学校、山田第一小学校の珪藻土ろ過器についてはローレル株式会社と保守契約を行うこと。

8. 下記の小学校に珪藻土(昭和化学工業　エース2号　20kg)をそれぞれ納入すること。

吹田第二　4袋　千里第二　4袋　東山田　4袋　千里丘北　4袋　豊津第二　4袋　山田第一　6袋　(計24袋)

9. 委託期間は　 から

までとする。

10. 業務委託料の支払いは業務委託完了後とする。

吹田市立各小学校プール循環ろ過装置保守点検業務仕様書

令和4年12月15日

軽微な補修については、プール使用に支障のないよう受託者において補修し、その費用については受託者の負担
とする。

集毛器パッキン

各操作盤の球切れ取替

令 和 4 年 4 月 1 日

軽微な補修

内の汚れた水を排水するためのブロー運転を行うこと。

保守点検は２回（プール使用前及び使用後）とする。プール使用前については、保守点検とは別日程で、配管

ただし、学校又は学校管理課担当職員の連絡があればその都度点検を行うこと。

その他パッキン類の取替

グリスアップ及び清掃

点検結果は別紙様式を参考に学校管理課に１部提出する。また、報告書にはポンプ仕様及び不良個所の一覧表
を添付し、一覧表のデータを学校管理課に１部提出すること。

ポンプグランドパッキン



1 吹田第一小学校 砂ろ過 ○ 吹田市元町３０番３５号 ６３８１−５２８０

2 吹田第二小学校 珪藻土ろ過 ○ 吹田市泉町３丁目１５番１８号 ６３８６−０８４１

3 吹田第三小学校 砂ろ過 ○ 吹田市高城町１８番３９号 ６３８１−０４１３

4 吹 田 東 小 学 校 砂ろ過 ○ 吹田市幸町２０番１号 ６３８１−５４５８

5 吹 田 南 小 学 校 砂ろ過 ○ 吹田市南吹田５丁目１２番１号 ６３８６−０８２１

6 吹田第六小学校 砂ろ過 ○ 吹田市南清和園町４３番１号 ６３８２−６８３１

7 千里第一小学校 砂ろ過 ○ 吹田市片山町４丁目３２番１０号 ６３８７−５７４１

8 千里第二小学校 珪藻土ろ過 ○ 吹田市千里山松が丘２５番１号 ６３８７−５７８１

9 千里第三小学校 砂ろ過 ○ 吹田市千里山西２丁目１３番１号 ６３８６−０８３１

10 千里新田小学校 砂ろ過 ○ 吹田市春日４丁目１０番１号 ６３８６−９２１４

11 佐 井 寺 小 学 校 砂ろ過 ○ 吹田市佐井寺３丁目３番１号 ６３３０−１６０１

12 東佐井寺小学校 砂ろ過 ○ 吹田市五月が丘西４番１号 ６３８７−１２７８

13 岸部第一小学校 砂ろ過 ○ 吹田市岸部中２丁目１９番１号 ６３８７−５７０１

14 岸部第二小学校 砂ろ過 ○ 吹田市岸部北４丁目１２番１号 ６３８９−７７８８

15 豊津第一小学校 砂ろ過 ○ 吹田市江坂町１丁目１５番４２号 ６３８６-０８９１

16 豊津第二小学校 珪藻土ろ過 ○ 吹田市江坂町２丁目５番１号 ６３８６−０８６１

17 江坂大池小学校 砂ろ過 ○ 吹田市江坂町３丁目１３番１号 ６３８０−１４９７

18 山 手 小 学 校 砂ろ過 ○ 吹田市山手町２丁目１５番４３号 ６３８７−５７９１

19 片 山 小 学 校 砂ろ過 ○ 吹田市朝日が丘町１６番１号 ６３８７−８５３１

20 山田第一小学校 珪藻土ろ過 ○ 吹田市山田東２丁目３３番２号 ６８７７−４１３１

21 山田第二小学校 砂ろ過 ○ 吹田市千里丘下１９番１号 ６８７７−００８８

22 山田第三小学校 砂ろ過 ○ 吹田市山田西１丁目４番１号 ６８７７−５７０１

23 山田第五小学校 砂ろ過 ○ 吹田市山田西１丁目６番１号 ６８７６−７７０１

24 東 山 田 小 学 校 珪藻土ろ過 ○ 吹田市青葉丘南１５番１０号 ６８７６−８４０５

25 南 山 田 小 学 校 砂ろ過 ○ 吹田市千里丘西９番１号 ６８７６-２４０４

26 西 山 田 小 学 校 砂ろ過 ○ 吹田市山田西２丁目１０番１号 ６８７７−４６３１

27 北 山 田 小 学 校 砂ろ過 ○ 吹田市山田北１番１号 ６８７６−７３３３

28 千里丘北小学校 珪藻土ろ過 ○ 吹田市千里丘北１番３０号 ６８７６-０１０３

29 佐 竹 台 小 学 校 砂ろ過 ○ 吹田市佐竹台４丁目１２番１号 ６８７１-０１０８

30 高 野 台 小 学 校 砂ろ過 ○ 吹田市高野台２丁目１６番１号 ６８７１-０５５３

31 津 雲 台 小 学 校 砂ろ過 ○ 吹田市津雲台４丁目７番１号 ６８７１-０１０９

32 古 江 台 小 学 校 砂ろ過 ○ 吹田市古江台５丁目６番１号 ６８７２-０３０８

33 藤 白 台 小 学 校 砂ろ過 ○ 吹田市藤白台３丁目３番１号 ６８７２-０３６６

34 青 山 台 小 学 校 砂ろ過 ○ 吹田市青山台２丁目５番１号 ６８７２-０３５８

35 桃 山 台 小 学 校 砂ろ過 ○ 吹田市桃山台１丁目５番１号 ６８７１-０７６１

36 千里たけみ小学校 砂ろ過 ○ 吹田市竹見台３丁目３番１号 ６８３４-０４４８

対象 36 校

番号 学校名 住　　所 電　　話ろ過方式 対象



記
　
　
　
事

ろ材及び支持床
１．充填量の状態 良　・　注　・　悪

２．ろ材の汚れ 良　　・　　悪

処理能力
１．循環水の状態 良　　・　　悪

２．圧力計の指示値　　（入口　　　　Mpa、出口　　　　Mpa） 差圧　　　　　　　Mpa

圧力計
１．計器破損及び指示不良 無　　・　　有

２．コックの目詰まり 無　　・　　有

ろ過タンク
１．漏水の有無 無　　・　　有

２．塗装の状態 良　・　注　・　悪

五方弁

１．内部バルブシートの状態 良　・　注　・　悪

２．操作状態 良　　・　　悪

３．漏水の有無 無　　・　　有

流量計

１．テーパ管の状態 良　　・　　悪

２．内部の汚れによる流量不足はないか 無　　・　　有

３．計器破損及び指示不良 無　　・　　有

７．運転中の振動等 無　　・　　有

集毛器

１．内部の状態 良　　・　　悪

２．ストレーナー破損の有無 無　・　注　・　有

３．各パッキンの摩耗状態 良　　・　　悪

４．電動機絶縁抵抗値 MΩ

５．ポンプ水量の状態 良　・　注　・　悪

６．ポンプと電動機のカップリングの状態 良　　・　　悪

点検機器 点 検 内 容 点 検 結 果

ろ過ポンプ

１．グランドパッキンの摩耗状態 良　・　注　・　悪

２．電動機の状態 良　・　注　・　悪

３．電流計の指示値 A

プール循環ろ過装置点検表

学　校　名 学校確認 印

点　検　日 令和　　年　　月　　日（　　曜） 点検者 印



0
0

#
0
0

#
0
00
0

①

受　注　者 吹田市金田町５－１０

㊞株式会社　関根水道工業所

代表取締役　橋本　一郎

本 契 約 の 証 と し て 本 書 ２ 通 を 作 成 し 、 発 注 者 と 受 注 者 記 名 押 印 の う え 、 各 自

１ 通 を 保 有 す る 。

令和 4年 4月 1日

発　注　者 吹 田 市

代表者　吹田市長　後藤　圭二

6 適 用 除 外 条 項

上記の委託業務について、発注者と受注者は各々の対等な立場における合意に基づいて、

別添の条項（適用除外条項は、上記６のとおり。）によって公正な委託契約を締結し、

  第 ３ 条

信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

5 2 0
5 契 約 の 保 証 免　　除

\ 2 1
7 2 0

うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額

\ 2 3 6
千 百 十 円十 億 千 百 十 万

3 履 行 期 間 令和 4年 4月 1日　から　令和 4年12月15日　まで

4 業 務 委 託 料

千 百

22000155

1 委 託 業 務 名 吹田市立各中学校プール循環ろ過装置保守点検業務

2 場 所 吹田市千里山西2丁目2番1号ほか

業務委託契約書



（総 則） 

第１条 受注者は、別冊の設計書、図面及び仕様書（以下「設計書等」という。）に基づき、頭書

の業務委託料（以下「業務委託料」という。）をもって、頭書の履行期間（以下「履行期間」と

いう。）内に、頭書の委託業務（以下「委託業務」という。）を完了しなければならない。 

２ 前項の設計書等に明記されていない仕様があるときは、発注者と受注者が協議して定める。 

 （法令上の責任） 

第２条 受注者は、この委託業務の履行に当たり、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）、労働

安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）その他関係法令を遵守しなければならない。 

（契約の保証） 

第３条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければな

らない。 

⑴ 契約保証金の納付 

⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実

と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年

法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証 

⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 

２ 前項の保証に係る契約保証金の額、担保の価値（有価証券の場合にあっては時価の１０分の８

の額）、保証金額又は保険金額は、業務委託料の１００分の５以上としなければならない。ただ

し、発注者が、特に必要があると認めたときは、この限りでない。 

３ 受注者が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第１

９条第２項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならな

い。 

 （権利義務の譲渡等） 

第４条 この契約によって生ずる受注者の権利又は義務は、第三者にこれを譲渡し、又は承継させ

てはならない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

 （一括委任等の禁止及び誓約書の提出） 

第５条 受注者は、委託業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはなら

ない。 



２ 受注者は、委託業務の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、あらかじめ、

発注者の承諾を得なければならない。 

３ 受注者は、前項の承諾を得たときは、受任者又は下請負人の商号又は名称その他必要な事項を

発注者に通知しなければならない。 

４ 受注者は、受任者又は下請負人が、吹田市暴力団の排除等に関する条例（平成２４年吹田市

条例第５０号）第８条第２項に規定する暴力団員及び暴力団密接関係者でないことを表明した

誓約書を、それぞれから徴収し、発注者に提出しなければならない。ただし、その受任者又は

下請負人との契約において、契約金額が５００万円未満の場合は、この限りでない。 

５  受注者は、吹田市指名停止措置要領（平成１６年４月１日制定）に基づく指名停止措置を受

けている者、吹田市公共工事等及び売払い等の契約における暴力団排除措置要領（平成２４年１

１月１３日制定）に基づく入札参加除外措置を受けている者及び第１６条の３各号に該当する者

を受任者又は下請負人としてはならない。 

６  受注者が入札参加除外措置を受けている者又は第１６条の３各号に該当する者を受任者又は

下請負人としていた場合は、発注者は受注者に対して、当該契約の解除を求めることができる。 

７ 前項の規定により契約の解除を行った場合の一切の責任は、受注者が負うものとする。 

 （特許権等の使用） 

第６条 受注者は、この委託業務の履行について特許権その他第三者の権利の対象となっている履

行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 

 （現場代理人） 

第７条 受注者は、現場代理人を定め、書面により発注者に通知しなければならない。 

２ 受注者又は現場代理人は、発注者の指示に従い委託業務に関する一切の事項を処理しなければ

ならない。 

３ 発注者は、受注者の現場代理人について、委託業務の実施又は管理について著しく不適当と認

めるときは、受注者に対しその理由を明示してその交替を求めることができる。 

 （委託業務の調査等） 

第８条 発注者は、必要と認めるときは受注者に対して委託業務の処理状況につき、調査をし、又

は報告を求めることができる。 

 （業務内容の変更等） 

第９条 発注者は、必要がある場合には委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止するこ

とができる。この場合において、業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者



と受注者が協議して書面によりこれを定める。 

 （履行期間の延長） 

第１０条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に委託業務を完了

することができないことが明らかになったときは、発注者に対し遅滞なくその理由を付して書面

により履行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は発注者と受注者が協議し

て定める。 

 （業務の処理に関して生じた損害の負担） 

第１１条 委託業務の処理に関して生じた損害（第三者に及ぼした損害を含む。）は、受注者が負

担するものとする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由により生じたときはこの限

りでない。 

 （履行遅滞の場合における延滞違約金） 

第１２条 受注者の責めに帰すべき理由により、履行期間内に委託業務を完了することができない

場合において、履行期間経過後発注者が相当と認める期間内に完了する見込みがあるときは、発

注者は延滞違約金を徴収して履行期間を延長することができる。 

２ 前項に規定する延滞違約金の額は、業務委託料に対して、吹田市財務規則（昭和３９年吹田市

規則第１４号）に定める延滞違約金の率で計算して得た額とする。 

 （検査及び引渡し） 

第１３条 受注者は、委託業務を完了したときは、遅滞なく発注者に対して受託業務完了届ととも

に成果品一切を提出しなければならない。 

２ 発注者は、前項の受託業務完了届を受理したときは、その日から１０日以内に成果品について

検査を行わなければならない。 

３ 受注者は、前項の検査の結果不合格となり、成果品について補正を命ぜられたときは、遅滞な

く当該補正を行い再検査を受けなければならない。この場合においては、補正の完了を業務の完

了とみなして、前各項の規定を準用する。 

４ 受注者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果品を発注者に引き渡さなければ

ならない。 

 （業務委託料の支払） 

第１４条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して業務委託料の支払

を請求するものとする。 

２ 発注者は、前項の支払請求があったときは、その日から３０日以内に支払わなければならな



い。 

 （権利の帰属） 

第１５条 受注者から引渡しを受けた成果品に関する権利は一切発注者に帰属するものとする。 

 （発注者の解除権） 

第１６条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履

行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その

期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である

ときは、この限りでない。 

 ⑴ 正当な理由がなく委託業務に着手しないとき。 

 ⑵ 期間内にこの委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。 

⑶ この契約に違反したとき。 

第１６条の２ 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ち

にこの契約を解除することができる。 

 ⑴ この契約に違反し、その契約の違反により契約の目的を達することができないと認められる

とき。 

⑵  第１７条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 

⑶ 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に

関する法律（昭和２２年法律第５４号）第４９条に規定する排除措置命令（排除措置命令がな

されなかった場合にあっては、同法第６２条第１項に規定する納付命令）を行い、これが確定

したとき。 

⑷ 受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）の刑法（明治４０年法

律第４５号）第９６条の６又は同法第１９８条の規定による刑が確定したとき。 

第１６条の３ 発注者は受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除す

ることができる。 

 ⑴ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役

員又はその支店若しくは営業所（常時業務の請負契約を締結する事務所をいう。）を代表す

る者をいう。）又は経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められるとき。 

⑵ 役員等又は経営に事実上参加している者が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目

的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は



暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

⑶ 役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又

は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 

⑷ 役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関

係を有していると認められるとき。 

⑸ 第５条第２項の規定により第三者に委任し、又は請負わせようとするときの契約に当たり、

その契約の相手方が第１号から前号までに規定する行為を行う者であると知りながら、当該者

と契約を締結したと認められるとき。 

第１６条の４ 発注者は、委託業務が完了するまでの間は、第１６条、第１６条の２及び前条の規

定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。 

２ 前項又は次条の規定により、契約が解除された場合において、受注者が既に委託業務を完了し

た部分があるときは、発注者は、その部分に相応する業務委託料を受注者に支払うものとする。 

（受注者の解除権） 

第１７条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者と協議のうえ契約を解除する

ことができる。 

 ⑴ 第９条の規定により委託業務内容を変更したため頭書の業務委託料が３分の２以上減少した

とき。 

 ⑵ 発注者が契約に違反し、その違反によって委託業務を完了することが不可能となるに至った

とき。 

（談合等不正行為があった場合の賠償額の予定等） 

第１８条 受注者が、この契約に関して、第１６条の２第３号又は第４号のいずれかに該当したと

きは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、受注者は、賠償金として、業務委託料の１００

分の１０に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第１６条

の２第４号のうち、受注者の刑法第１９８条の規定による刑が確定した場合は、この限りではな

い。 

２  前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。 

３  第１項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合にお

いて、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるものではない。  

 （契約が解除された場合等の違約金） 

第１９条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務委託料の１００分の５



に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

⑴ 発注者が第１６条、第１６条の２又は第１６条の３の規定に基づきこの契約を解除した場合 

 ⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債

務について履行不能となった場合 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

 ⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法律第７５

号）の規定により選任された破産管財人 

 ⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４年法律第

１５４号）の規定により選任された管財人 

 ⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１年法律第

２２５号）の規定により選任された再生債務者等 

３  第１項の場合において、第３条の規定により契約保証金の納付、担保の提供等の契約の保証が

付されているときは、発注者は当該契約保証金、担保、保証事業会社から支払われる保証金又は

保険会社から支払われる保険金等をもって違約金に充当することができる。 

４  第１項及び前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が第１項に規定する違約金の額を超え

る場合において、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるもの

ではない。 

 （違約金等の控除） 

第２０条 受注者がこの契約に基づく違約金等を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発

注者は業務委託料のうちからその金額を控除し、なお不足を生ずるときは追徴する。 

 （秘密の保持） 

第２１条 受注者は、委託業務の処理上知り得た積算等の秘密を他人に漏らしてはならない。 

２ 受注者は成果品（委託業務等の履行過程において得られた記録等を含む。）を他人に閲覧さ

せ、複写させ、又はその写しを譲渡してはならない。 

 （従業員研修） 

第２２条 受注者は、この委託業務に従事させる従業員に、業務内容、接遇、人権啓発及び火災、

地震等の緊急時の対応に関する研修その他業務遂行上必要な研修を行うものとする。 

 （補 則） 

第２３条 この契約書に定めのない事項については吹田市財務規則の定めるところに従い、同規則

に定めのない事項については、発注者と受注者が協議して定める。 



1. 業務委託内容は、ポンプ・タンク・操作弁・計器類その他循環ろ過系統一式の保守点検とする。

2. 対象施設は別紙のとおりとする。

3.

（点検表は受託者作成とする。）

4.

5.

配管内の汚れた水を排水するためのブロー運転を行うこと。

6. 点検後不良箇所がある場合は、復旧施工内容、図面及び積算書を作成の上、学校管理課担当職員

に提出のこと。

7. 委託期間は　 から

までとする。

8. 業務委託料の支払いは業務委託完了後とする。

軽微な補修

保守点検は２回（プール使用前及び使用後）とする。プール使用前については、保守点検とは別日程で、

ただし、学校又は学校管理課担当職員の連絡があればその都度点検を行うこと。

その他パッキン類の取替

グリスアップ及び清掃

ポンプグランドパッキン

吹田市立各中学校プール循環ろ過装置保守点検業務仕様書

点検結果は別紙様式を参考に学校管理課に1部提出する。また、報告書にはポンプ仕様及び不良個所の一
覧表を添付し、一覧表のデータを学校管理課に１部提出すること。

令和4年12月15日

軽微な補修については、プール使用に支障のないよう受託者において補修し、その費用については受託者
の負担とする。

集毛器パッキン

各操作盤の球切れ取替

令 和 4 年 4 月 1 日



1 第 一 中 学 校 砂ろ過 ○ 吹田市千里山西２丁目２番１号 ６３８４－０８８６

2 第 二 中 学 校 全自動砂ろ過 ○ 吹田市岸部北１丁目２１番１号 ６３８８－２０３１

3 第 三 中 学 校 全自動砂ろ過 ○ 吹田市中の島町３番５１号 ６３８１－１５１２

4 第 五 中 学 校 砂ろ過 ○ 吹田市幸町２１番１号 ６３８１－６０３８

5 第 六 中 学 校 砂ろ過 ○ 吹田市穂波町１６番１号 ６３８６－０８１２

6 片 山 中 学 校 砂ろ過 ○ 吹田市竹谷町３５番１号 ６３８７－１０４１

7 佐井寺中学校 砂ろ過 〇 吹田市五月が丘南５番１号 ６３３０－１５２４

8 南千里中学校 砂ろ過 〇 吹田市桃山台４丁目２番１号 ６８３４－３６１１

9 豊 津 中 学 校 全自動砂ろ過 〇 吹田市垂水町３丁目３２番５０号 ６３８４－３２７５

10 豊津西中学校 砂ろ過 〇 吹田市豊津町６番１号 ６３８６－２６６６

11 山 田 中 学 校 全自動砂ろ過 〇 吹田市山田市場１５番１号 ６８７８－０８２３

12 西山田中学校 砂ろ過 〇 吹田市山田西２丁目１１番１号 ６８７７－４６３３

13 山田東中学校 砂ろ過 〇 吹田市山田東４丁目３３番１号 ６８７６－６００２

14 千里丘中学校 砂ろ過 〇 吹田市青葉丘南１５番１号 ６８７６－２４０２

15 高野台中学校 砂ろ過 〇 吹田市高野台４丁目５番１号 ６８７１－０５６９

16 青山台中学校 砂ろ過 〇 吹田市青山台４丁目２番１号 ６８７２－０３０９

17 竹見台中学校 砂ろ過 〇 吹田市竹見台１丁目３番１号 ８８７１－０６６１

18 古江台中学校 砂ろ過 〇 吹田市古江台１丁目１番１号 ６８３２－００１２

対象 18 校

番号 学校名 住　　所 電　　話ろ過方式 対象



記
　
　
　
事

ろ材及び支持床
１．充填量の状態 良　・　注　・　悪

２．ろ材の汚れ 良　　・　　悪

処理能力
１．循環水の状態 良　　・　　悪

２．圧力計の指示値　　（入口　　　　Mpa、出口　　　　Mpa） 差圧　　　　　　　Mpa

圧力計
１．計器破損及び指示不良 無　　・　　有

２．コックの目詰まり 無　　・　　有

ろ過タンク
１．漏水の有無 無　　・　　有

２．塗装の状態 良　・　注　・　悪

五方弁

１．内部バルブシートの状態 良　・　注　・　悪

２．操作状態 良　　・　　悪

３．漏水の有無 無　　・　　有

流量計

１．テーパ管の状態 良　　・　　悪

２．内部の汚れによる流量不足はないか 無　　・　　有

３．計器破損及び指示不良 無　　・　　有

７．運転中の振動等 無　　・　　有

集毛器

１．内部の状態 良　　・　　悪

２．ストレーナー破損の有無 無　・　注　・　有

３．各パッキンの摩耗状態 良　　・　　悪

４．電動機絶縁抵抗値 MΩ

５．ポンプ水量の状態 良　・　注　・　悪

６．ポンプと電動機のカップリングの状態 良　　・　　悪

点検機器 点 検 内 容 点 検 結 果

ろ過ポンプ

１．グランドパッキンの摩耗状態 良　・　注　・　悪

２．電動機の状態 良　・　注　・　悪

３．電流計の指示値 A

プール循環ろ過装置点検表

学　校　名 学校確認 印

点　検　日 令和　　年　　月　　日（　　曜） 点検者 印



0
0

#
0
0

#
0
00
0

①

業務委託契約書

22000243

1 委 託 業 務 名 吹田市立各小学校空調設備機器保守点検業務

2 場 所 吹田市元町30番35号ほか

3 履 行 期 間 令和 4年 4月 1日　から　令和 5年 3月31日　まで

4 業 務 委 託 料

千 百 十 億 千 百 十 万

3 9
千 百 十 円

\ 5 0
5 8

6 5 0
うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額 1 5 0

5 契 約 の 保 証 免　　除

\ 4

6 適 用 除 外 条 項

上記の委託業務について、発注者と受注者は各々の対等な立場における合意に基づいて、

別添の条項（適用除外条項は、上記６のとおり。）によって公正な委託契約を締結し、

  第 ３ 条

信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

本 契 約 の 証 と し て 本 書 ２ 通 を 作 成 し 、 発 注 者 と 受 注 者 記 名 押 印 の う え 、 各 自

１ 通 を 保 有 す る 。

令和 4年 4月 1日

発　注　者 吹 田 市

代表者　吹田市長　後藤　圭二

受　注　者 吹田市金田町５－１０

㊞株式会社　関根水道工業所

代表取締役　橋本　一郎



（総 則） 

第１条 受注者は、別冊の設計書、図面及び仕様書（以下「設計書等」という。）に基づき、頭書

の業務委託料（以下「業務委託料」という。）をもって、頭書の履行期間（以下「履行期間」と

いう。）内に、頭書の委託業務（以下「委託業務」という。）を完了しなければならない。 

２ 前項の設計書等に明記されていない仕様があるときは、発注者と受注者が協議して定める。 

 （法令上の責任） 

第２条 受注者は、この委託業務の履行に当たり、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）、労働

安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）その他関係法令を遵守しなければならない。 

（契約の保証） 

第３条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければな

らない。 

⑴ 契約保証金の納付 

⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実

と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年

法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証 

⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 

２ 前項の保証に係る契約保証金の額、担保の価値（有価証券の場合にあっては時価の１０分の８

の額）、保証金額又は保険金額は、業務委託料の１００分の５以上としなければならない。ただ

し、発注者が、特に必要があると認めたときは、この限りでない。 

３ 受注者が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第１

９条第２項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならな

い。 

 （権利義務の譲渡等） 

第４条 この契約によって生ずる受注者の権利又は義務は、第三者にこれを譲渡し、又は承継させ

てはならない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

 （一括委任等の禁止及び誓約書の提出） 

第５条 受注者は、委託業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはなら

ない。 



２ 受注者は、委託業務の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、あらかじめ、

発注者の承諾を得なければならない。 

３ 受注者は、前項の承諾を得たときは、受任者又は下請負人の商号又は名称その他必要な事項を

発注者に通知しなければならない。 

４ 受注者は、受任者又は下請負人が、吹田市暴力団の排除等に関する条例（平成２４年吹田市

条例第５０号）第８条第２項に規定する暴力団員及び暴力団密接関係者でないことを表明した

誓約書を、それぞれから徴収し、発注者に提出しなければならない。ただし、その受任者又は

下請負人との契約において、契約金額が５００万円未満の場合は、この限りでない。 

５  受注者は、吹田市指名停止措置要領（平成１６年４月１日制定）に基づく指名停止措置を受

けている者、吹田市公共工事等及び売払い等の契約における暴力団排除措置要領（平成２４年１

１月１３日制定）に基づく入札参加除外措置を受けている者及び第１６条の３各号に該当する者

を受任者又は下請負人としてはならない。 

６  受注者が入札参加除外措置を受けている者又は第１６条の３各号に該当する者を受任者又は

下請負人としていた場合は、発注者は受注者に対して、当該契約の解除を求めることができる。 

７ 前項の規定により契約の解除を行った場合の一切の責任は、受注者が負うものとする。 

 （特許権等の使用） 

第６条 受注者は、この委託業務の履行について特許権その他第三者の権利の対象となっている履

行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 

 （現場代理人） 

第７条 受注者は、現場代理人を定め、書面により発注者に通知しなければならない。 

２ 受注者又は現場代理人は、発注者の指示に従い委託業務に関する一切の事項を処理しなければ

ならない。 

３ 発注者は、受注者の現場代理人について、委託業務の実施又は管理について著しく不適当と認

めるときは、受注者に対しその理由を明示してその交替を求めることができる。 

 （委託業務の調査等） 

第８条 発注者は、必要と認めるときは受注者に対して委託業務の処理状況につき、調査をし、又

は報告を求めることができる。 

 （業務内容の変更等） 

第９条 発注者は、必要がある場合には委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止するこ

とができる。この場合において、業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者



と受注者が協議して書面によりこれを定める。 

 （履行期間の延長） 

第１０条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に委託業務を完了

することができないことが明らかになったときは、発注者に対し遅滞なくその理由を付して書面

により履行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は発注者と受注者が協議し

て定める。 

 （業務の処理に関して生じた損害の負担） 

第１１条 委託業務の処理に関して生じた損害（第三者に及ぼした損害を含む。）は、受注者が負

担するものとする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由により生じたときはこの限

りでない。 

 （履行遅滞の場合における延滞違約金） 

第１２条 受注者の責めに帰すべき理由により、履行期間内に委託業務を完了することができない

場合において、履行期間経過後発注者が相当と認める期間内に完了する見込みがあるときは、発

注者は延滞違約金を徴収して履行期間を延長することができる。 

２ 前項に規定する延滞違約金の額は、業務委託料に対して、吹田市財務規則（昭和３９年吹田市

規則第１４号）に定める延滞違約金の率で計算して得た額とする。 

 （検査及び引渡し） 

第１３条 受注者は、委託業務を完了したときは、遅滞なく発注者に対して受託業務完了届ととも

に成果品一切を提出しなければならない。 

２ 発注者は、前項の受託業務完了届を受理したときは、その日から１０日以内に成果品について

検査を行わなければならない。 

３ 受注者は、前項の検査の結果不合格となり、成果品について補正を命ぜられたときは、遅滞な

く当該補正を行い再検査を受けなければならない。この場合においては、補正の完了を業務の完

了とみなして、前各項の規定を準用する。 

４ 受注者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果品を発注者に引き渡さなければ

ならない。 

 （業務委託料の支払） 

第１４条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して業務委託料の支払

を請求するものとする。 

２ 発注者は、前項の支払請求があったときは、その日から３０日以内に支払わなければならな



い。なお、支払いの金額は次のとおりとする。 

  １回目支払い 2,519,825円（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 229,075円） 

  ２回目支払い 2,519,825円（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 229,075円） 

 （権利の帰属） 

第１５条 受注者から引渡しを受けた成果品に関する権利は一切発注者に帰属するものとする。 

 （発注者の解除権） 

第１６条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履

行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その

期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である

ときは、この限りでない。 

 ⑴ 正当な理由がなく委託業務に着手しないとき。 

 ⑵ 期間内にこの委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。 

⑶ この契約に違反したとき。 

第１６条の２ 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ち

にこの契約を解除することができる。 

 ⑴ この契約に違反し、その契約の違反により契約の目的を達することができないと認められる

とき。 

⑵  第１７条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 

⑶ 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に

関する法律（昭和２２年法律第５４号）第４９条に規定する排除措置命令（排除措置命令がな

されなかった場合にあっては、同法第６２条第１項に規定する納付命令）を行い、これが確定

したとき。 

⑷ 受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）の刑法（明治４０年法

律第４５号）第９６条の６又は同法第１９８条の規定による刑が確定したとき。 

第１６条の３ 発注者は受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除す

ることができる。 

 ⑴ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役

員又はその支店若しくは営業所（常時業務の請負契約を締結する事務所をいう。）を代表す

る者をいう。）又は経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められるとき。 

⑵ 役員等又は経営に事実上参加している者が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目



的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は

暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

⑶ 役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又

は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 

⑷ 役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関

係を有していると認められるとき。 

⑸ 第５条第２項の規定により第三者に委任し、又は請負わせようとするときの契約に当たり、

その契約の相手方が第１号から前号までに規定する行為を行う者であると知りながら、当該者

と契約を締結したと認められるとき。 

第１６条の４ 発注者は、委託業務が完了するまでの間は、第１６条、第１６条の２及び前条の規

定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。 

２ 前項又は次条の規定により、契約が解除された場合において、受注者が既に委託業務を完了し

た部分があるときは、発注者は、その部分に相応する業務委託料を受注者に支払うものとする。 

（受注者の解除権） 

第１７条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者と協議のうえ契約を解除する

ことができる。 

 ⑴ 第９条の規定により委託業務内容を変更したため頭書の業務委託料が３分の２以上減少した

とき。 

 ⑵ 発注者が契約に違反し、その違反によって委託業務を完了することが不可能となるに至った

とき。 

（談合等不正行為があった場合の賠償額の予定等） 

第１８条 受注者が、この契約に関して、第１６条の２第３号又は第４号のいずれかに該当したと

きは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、受注者は、賠償金として、業務委託料の１００

分の１０に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第１６条

の２第４号のうち、受注者の刑法第１９８条の規定による刑が確定した場合は、この限りではな

い。 

２  前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。 

３  第１項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合にお

いて、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるものではない。  



 （契約が解除された場合等の違約金） 

第１９条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務委託料の１００分の５

に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

⑴ 発注者が第１６条、第１６条の２又は第１６条の３の規定に基づきこの契約を解除した場合 

 ⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債

務について履行不能となった場合 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

 ⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法律第７５

号）の規定により選任された破産管財人 

 ⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４年法律第

１５４号）の規定により選任された管財人 

 ⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１年法律第

２２５号）の規定により選任された再生債務者等 

３  第１項の場合において、第３条の規定により契約保証金の納付、担保の提供等の契約の保証が

付されているときは、発注者は当該契約保証金、担保、保証事業会社から支払われる保証金又は

保険会社から支払われる保険金等をもって違約金に充当することができる。 

４  第１項及び前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が第１項に規定する違約金の額を超え

る場合において、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるもの

ではない。 

 （違約金等の控除） 

第２０条 受注者がこの契約に基づく違約金等を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発

注者は業務委託料のうちからその金額を控除し、なお不足を生ずるときは追徴する。 

 （秘密の保持） 

第２１条 受注者は、委託業務の処理上知り得た積算等の秘密を他人に漏らしてはならない。 

２ 受注者は成果品（委託業務等の履行過程において得られた記録等を含む。）を他人に閲覧さ

せ、複写させ、又はその写しを譲渡してはならない。 

 （従業員研修） 

第２２条 受注者は、この委託業務に従事させる従業員に、業務内容、接遇、人権啓発及び火災、

地震等の緊急時の対応に関する研修その他業務遂行上必要な研修を行うものとする。 

 （補 則） 



第２３条 この契約書に定めのない事項については吹田市財務規則の定めるところに従い、同規則

に定めのない事項については、発注者と受注者が協議して定める。 



　1．　本業務は空調設備の正常な運転の維持と故障や機能の劣化を未然に防止するため、

　　　　空調機器の圧縮機等の保守点検を行う。

　2．　対象施設は別紙のとおりとする。

　3．　対象設備は別紙配置図のとおりとする。

　4．　点検内容は別紙のとおりとする。

　5．　点検結果報告書を提出すること。（作業写真を含む）1部は学校管理課に提出し、

　　　　1部は学校に提出すること。

  6．　点検日は、事前に本市担当職員と打ち合わせをし、学校運営上支障のないよう配慮

　　　　すること。

　7．　点検は、4回（冷房使用前、冷房使用中、暖房使用前及び暖房使用中）とする。冷房

　　　　使用中の点検は夏期休暇中に行うものとする。また、学校又は本市担当職員の連絡

　　　　があればその都度点検を行うこと。

　8．　吹田第六小,佐竹台小及び古江台小のガス冷暖房機（室外機）については大阪ガス（株）

　　　　の指定する点検業者による点検を年1回（7月）行うこと。なお大阪ガス（株）と年間保守

　　　　契約を行うこと。室内機の点検については他の学校と同様に行うこと。

　9．　点検後不良箇所がある場合は、その復旧施工方法及び見積書を作成の上、本市担当

　　　　職員に提出すること。

 10．　配置図は完了前に学校管理課に製本して2月末日までに1部を提出(データ共)すること。

　　　　また対象設備に変更があった場合、配置図（データ形式JWW）の修正をすること。

 11．　委託期間 から

まで

 12．　業務委託料は2回目点検報告後と業務完了後の2回支払いとする。（2分の1支払い／回）

 13．　フロン排出抑制法に従って4回の点検を簡易点検とする。今年度の点検では定期

　　点検は行わない。4回の簡易点検結果について全機種分別紙【フロン類機器簡易

    点検記録簿】を作成し、記録して電子データを提出すること。

14.　令和２年12月から令和16年3月末までは、特別教室等空調設備事業にて設置した空調機に

　　　ついては、点検、修繕を実施しないこと。

吹田市立各小学校空調設備機器保守点検業務仕様書

令和4年4月1日

令和5年3月31日



対象施設　　小学校３６校

学校名 所在地 電   話

1 吹田第一小学校 吹田市元町３０番３５号 ６３８１−５２８０

2 吹田第二小学校 吹田市泉町３丁目１５番１８号 ６３８６−０８４１

3 吹田第三小学校 吹田市高城町１８番３９号 ６３８１−０４１３

4 吹田東小学校 吹田市幸町２０番１号 ６３８１−５４５８

5 吹田南小学校 吹田市南吹田５丁目１２番１号 ６３８６−０８２１

6 吹田第六小学校 吹田市南清和園町４３番１号 ６３８２−６８３１

7 千里第一小学校 吹田市片山町４丁目３２番１０号 ６３８７−５７４１

8 千里第二小学校 吹田市千里山松が丘２５番１号 ６３８７−５７８１

9 千里第三小学校 吹田市千里山西２丁目１３番１号 ６３８６−０８３１

10 千里新田小学校 吹田市春日４丁目１０番１号 ６３８６−９２１４

11 佐井寺小学校 吹田市佐井寺３丁目３番１号 ６３３０−１６０１

12 東佐井寺小学校 吹田市五月が丘西４番１号 ６３８７−１２７８

13 岸部第一小学校 吹田市岸部中２丁目１９番２号 ６３８７−５７０１

14 岸部第二小学校 吹田市岸部北４丁目１２番１号 ６３８９−７７８８

15 豊津第一小学校 吹田市江坂町１丁目１５番４２号 ６３８６−０８９１

16 豊津第二小学校 吹田市江坂町２丁目５番１号 ６３８６−０８６１

17 江坂大池小学校 吹田市江坂町３丁目１３番１号 ６３８０−１４９７

18 山手小学校 吹田市山手町２丁目１５番４３号 ６３８７−５７９１

19 片山小学校 吹田市朝日が丘町１６番１号 ６３８７−８５３１

20 山田第一小学校 吹田市山田東２丁目３３番２号 ６８７７−４１３１

21 山田第二小学校 吹田市千里丘下１９番１号 ６８７７−００８８

22 山田第三小学校 吹田市山田西１丁目４番１号 ６８７７−５７０１

23 山田第五小学校 吹田市山田西１丁目６番１号 ６８７６−７７０１

24 西山田小学校 吹田市山田西２丁目１０番１号 ６８７７−４６３１

25 東山田小学校 吹田市青葉丘南１５番１０号 ６８７６−８４０５

26 南山田小学校 吹田市千里丘西９番１号 ６８７６-２４０４

27 北山田小学校 吹田市山田北１番１号 ６８７６−７３３３

28 佐竹台小学校 吹田市佐竹台４丁目１２番１号 ６８７１-０１０８

29 高野台小学校 吹田市高野台２丁目１６番１号 ６８７１−０５５３

30 津雲台小学校 吹田市津雲台４丁目７番１号 ６８７１−０１０９

31 古江台小学校 吹田市古江台５丁目６番１号 ６８７１−０３０８

32 藤白台小学校 吹田市藤白台３丁目３番１号 ６８７２−０３６６

33 桃山台小学校 吹田市桃山台１丁目５番１号 ６８７１−０７６１

34 青山台小学校 吹田市青山台２丁目５番１号 ６８７２-０３５８

35 千里たけみ小学校 吹田市竹見台３丁目３番１号 ６８３４-０４４８

36 千里丘北小学校 吹田市千里丘北１番３０号 ６８７６-０１０３



簡易点検 〇 ○ 〇 ○

吹田市立各小学校空調設備機器保守点検　点検内容

点検内容 冷房使用前
冷房使用中

（7月）
暖房使用前 暖房使用中

①
運転状況の確認（室内のみ）
（冷暖房効果、異音、異臭、振動含）

○ ○

総合運転

○

③

共通事項
1

②

③

2

①

②

（目視の結果異常があるとき）

外観点検（室内のみ）
（配管、電気、ダクト等）
各機器の外装等の清掃（室内外機共雑巾掛）
機械室の清掃

パッケージ型エアコン

エアーフィルターの点検、清掃
（掃除機等使用のこと）
ドレンパン、ドレン管の点検
（目視）
ドレンパンの清掃

○ ○ ○

- ○ -

○ ○ ○

-

○ ○ -

○ ○ -

④
フィンの点検、清掃（室内外機共）
（薬品洗浄等が必要な場合は別途）

- ○

-

-

-

-

○

〇

-



○ｉ

5.6

9.0

所在地

学校名

縮 尺 番号

吹田市立吹田第一小学校

吹田市元町３０番３５号

番号 室名 メーカー 型名 数量
冷房能力(kW)

圧縮機
暖房能力(kW)

設置年月日室外機位置

⑨ ダイキン SHYJ80LK 1 8.0

9.0

2.2 地上 H14.8.30

⑩　⑪ 東芝 AIK-AP633H 2 5.6

6.3

1.1 ベランダ床置

⑫　⑬ RPC-J140K

RAS-J140H1

2 14.0

16.0

3.75 H12.9.14

⑭　⑮ ダイキン SHYP112C 2 11.2

12.5

屋上 H14.7.10

⑯ ダイキン SHYP80C 1 8.0

9.0

2.2 屋上 H14.7.10

①

番号 室名

校長室 日立

メーカー 型名 数量
冷房能力(kW)

暖房能力(kW)
圧縮機

地上

設置年月日

②～④ 職員室 日立 RPC-J80K 3 8.0

1RPK-AP56SH3

RPC-J140K 1日立応接室⑤

H12.9.14

H12.9.14

⑧ 会議室

保健室

日立

ダイキン

RPC-AP140HV1

2

1

室外機位置

⑥　⑦

吹田第一小学校空調機器仕様表（管理諸室）

吹田第一小学校空調機器仕様表（教室）

0.95

14.0

16.0

12.5

14.0

3.0

4.5

5.0

1.3SAYJ45FV

3.0

日立

H29.1.28

1

支援教室 東芝 ACSA14075M2 1

支援教室⑰

⑱

東芝 ACSA06375M2 2 5.6

6.3

1.1

12.5

14.0

2.5

A 普通教室 日立 RPC-AP140K5 13 14.0

16.0

H26.9

B 室外機 日立 1 屋上 H26.9

C 室外機 日立 1 屋上

RAS-AP800DS5

RAS-AP1250DS5

80.0/90.0 (4.8+4.4)×2

125.0/140.0 (6.0+4.4)×2+7.2

支援教室

教室

コンピュータ教室

音楽室

音楽室

H26.9

H27.3

H27.3

5.0

2.2

正門

（

学
校
敷
地）

大プール(シート)

25×8

H=8m

（雨水貯留施設）

運動場

通用門

H
=
8m

小プール

15×4

玄関 予備 倉庫 ＷＣ

キュービクル

通用門

ゴミ庫

ス
テー

ジ

控

控

ＷＣ

災害用物置

(シート)

機械

更衣室

砂場

H=8m

屋内運動場

○ｉ

ス
ロー

プ

ＷＣ

更休

印刷

校務放送相談室

身障者便所

下足室

会議室 保健室

職員室

消火ポンプ室

相談室

校長室

パソコン

給食室

ゴミ庫

下処理

倉

倉
更休

幼稚園

陶芸

倉庫

配置図兼1階平面図

89 18 17 17

3

4

2

6

7

76

5

1

1 5

8

ＷＣ

前室 準備

音楽

教材室

支援

低学年図書図書準備理科

給配

ＷＣ

ＣＲ

学習室

少人数

ＣＲ ＣＲ

学習室

ＣＲ

ＣＲ

更衣室

10

11

10

11

A

A

A

A

A

A

A

14

15

16

2階平面図

給配

ＷＣ

ＣＲ

多目的教室

ＣＲ ＣＲ

ＣＲＣＲ

学習室 ＣＲ

(プレイルーム)

支援 支援 支援 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ教室

家庭科

準備

前室

準備

図工

ＷＣ

A

A

A

A

A

A

18

9

17 17 12 13

3階平面図

B C

屋上

屋上

14 15 16

12 13

4階平面図

4

3

2

吹田市　学校教育部　学校管理課

ACP-1 ACP-2

3.75

ACP-1

ACP-2

ビルマル

注記

1、図中□印は空調室外機位置を示す。

2、図中○印は空調室内機位置を示す。

3、PAC-D-またはACP-D-と記載の空調機は点検しないこと。

屋上

地上

地上

地上

屋上

地上

地上



附属室

所在地

学校名

縮 尺 番号

吹田市立吹田第二小学校

吹田市泉町３丁目１５番１８号

2

配置図兼１階平面図

地上

地上⑦

⑤　⑥

会議室

保健室

日立

ダイキン 2

1

H12.8.143.0

12.5

11.2RPC-J112K

H12.8.14RPC-J56K2①

番号 室名

校長室 日立

メーカー 型名 数量
冷房能力(kW)

暖房能力(kW)
圧縮機

地上

設置年月日

職員室 日立

6.3

1.75.61

地上

室外機位置

吹田第二小学校空調機器仕様表（管理諸室）

番号 室名 メーカー 型名 数量
冷房能力(kW)

圧縮機
暖房能力(kW)

設置年月日室外機位置

1 8.0

9.0

2.2 地上

東芝

1

吹田第二小学校空調機器仕様表（教室）

⑧

⑨

日立 RPC-J80K H13.9.14

AIK-803 1 地上

⑩ 1 7.1

8.0

1.6 ベランダ床置 H23.3.19

ベランダ床置⑪ 東芝 APAC14045S 1 2.5

⑫

⑬ 日立

日立 RPC-J112K

RPC-AP140K3

RAS-AP140SH

1

11.2

12.5

12.5

14.0

3.0

3.0

地上

地上

H13.9.14

⑭　⑮ ダイキン SHYJ140L 2 14.0

16.0

東芝⑯ 支援教室 ACSA06375M2 地上 H27.3

東芝 地上 H27.3⑰ 留守家庭教室 AKSA06355JM 1

H13.8.31

A A A A

保管室 保管室 倉庫 保管室 保管室

ＷＣ

RPK-AP63HVMJ2 5.6

6.3

1.0

RAS-J80H1

RAS-J112H1

4.5

5.0

SAYJ45FV 1.3

3.75

APAC8054M

東芝

12.5

14.0

1.57,150kcal/h

7,600kcal/h

5.6

6.3

1.1

1.15.6

6.3

支援教室

支援教室

通級教室

通級教室

支援教室（南棟）

支援教室（南棟）

コンピュータ教室

キュービクル

A A A A A

２階平面図

倉庫

大プール(シート)

25×10

通用門

身障者便所

支援支援 ＣＲ ＣＲ ＣＲ ＣＲ ＷＣ

給食室

下足室

コンピュータ

教室

ＷＣ

保健室 会議 校長

職員室
印刷

放送

休養

校務

14 15
14 15

5 6
5 6

7 1
7 1

2 3 4
2 3 4

13 12

A A A A

下足室

留守 留守

ＷＣ

ポンプ室

16

9

9

8

8

支援 支援

16

13 12 倉庫

倉庫

ＷＣ

倉庫

（校務作業室）

倉庫

下足室

15×4

小プール(シート)

控室

ステージ

玄関

倉庫

控室

ＷＣ

屋内運動場

ＷＣ

通級 通級通級教材室会議室

吹抜
ＷＣ

多目的教室

低学年図書館配膳相談

屋上

ＷＣＣＲ学習室ＣＲＣＲ支援

図書

ＷＣ

理科 準 準 図工 準

音楽

３階平面図

学習室 学習室 ＣＲ ＣＲ ＣＲ ＣＲ ＷＣ 更衣室 家庭科

準

家庭科

ＷＣ

11

1011

10

４階平面図

ＷＣ

理科

準

準

教材

音楽

BC B

屋上

３階平面図

屋上平面図

３階平面図

屋上

⑱ 支援教室 ダイキン SZRH63BCT 冷5.6　暖6.3 1.18 ベランダ天吊 H31.6

⑲ ダイキン ベランダ天吊 H31.61

1

SZRH80BCT 冷7.1　暖8.0 1.70

18

19

19 18

17

17

②・④

③ 東芝 ACEA11237M

2

1 R1.9.301.7

吹田市　学校教育部　学校管理課

H26.9普通教室 日立

日立

RPC-AP140K5 14.0

16.0

95.0/106.0 屋上 H26.9

1日立 屋上 H26.933.5/37.5

2RAS-AP950DS5

RAS-AP335DS5

7.2×2+6.0

7.2

A

B

C

1支援教室 日立 7.1

8.0

R3.8

ビルマル

支援

⑳

20

RPC-GP80RGH3

注記

1、図中□印は空調室外機位置を示す。

2、図中○印は空調室内機位置を示す。

3、PAC-D-またはACP-D-と記載の空調機は点検しないこと。

地上

1

20

ベランダ天吊

13



1

G

所在地

学校名

縮 尺 番号

吹田市立吹田第三小学校

吹田市高城町１８番３９号

番号 室名 メーカー 型名 数量
冷房能力(kW)

圧縮機
暖房能力(kW)

設置年月日室外機位置

地上

1日立

⑧　⑨ 支援教室

通級指導教室⑩　⑪

⑫　⑬ コンピュータ教室

⑭

⑮ 支援教室（和室）

支援教室（プレイルーム）

1

A

B

C

普通教室 日立

日立

D 日立

日立 1

14.0

16.0

屋上

屋上

屋上

RPC-GP140K 20

E

F

G

室外機

室外機

室外機

室外機

室外機

室外機

日立

日立

日立

RAS-AP670DG4

RAS-AP500DG4

1 屋上33.5/37.5

1 屋上

1 屋上

RAS-AP335DG4

RAS-AP335DG4

RAS-AP775DG4

RAS-AP670DG4

2

2

2

2東芝

東芝

RAS-5065DV

RAS-4065DV

日立 RPC-J140K

RAS-J140HI

RAS-AP56GH3

RAS-AP56GH3

日立

5.0

6.0

4.0

5.0

0.75

14.0

16.0

3.75

5.6

6.3

67.0/77.5

50.0/56.0

33.5/37.5

77.5/90.0

67.0/77.5

7.2+7.2

4.8+6.0

7.2

7.2

7.2+7.2

ベランダ床置

2F壁付

壁面

壁面

H12.9.14

H28.9

H28.9

H28.9

H28.9

H28.9

H28.9

H28.9

H28.9

H28.9

2階平面図

放送 吹抜吹抜

ギ
ャ
ラ
リー

吹抜

ギ
ャ
ラ
リー

生活科室

ＰＴＡ室学習室

音楽準備準備音楽

給配

ＷＣ

更衣室

ＣＲ

ＣＲ

ＣＲ

4階平面図 R階平面図

学習室

ＣＲ

ＣＲ

ＣＲ

ＷＣ

給配

ＣＲ ＣＲ ＣＲ 学習室

ＷＣ

教材室

ＣＲ

ＣＲ

機

ＣＲ

ＣＲ

ＣＲ

WCWC

シャワー室

予玄関倉庫

屋内運動場

控ステージ控

3階平面図

日立

2

RPC-J56K2①

番号 室名

校長室 日立

メーカー 型名 数量
冷房能力(kW)

暖房能力(kW)
圧縮機 設置年月日

職員室 日立

6.3

1.75.61

室外機位置

吹田第三小学校空調機器仕様表（管理諸室）

⑦ 会議室 1

職員室

保健室

②

③　④

⑤　⑥

東芝

日立

RPC-J63K

RPC-J140K

1 6.3

7.5

1.8

ベランダ天吊

ベランダ天吊

屋上

ベランダ床置

ベランダ天吊

H12.9.14

H12.9.1414.0

16.0

3.75

5.6

6.3

RPK-AP56K2

AKSA06345JX

2

身障者便所

水飲場

通用門

支援

災害用物置
ＷＣ

倉庫

留守家庭

校務作業室

更休
下処理

給食室

留守家庭

留守家庭

給食用門

ゴミ庫
陶芸

ゴミ庫

ＷＣ
倉庫

食

キュービクル

WC
倉庫

脱

シャワー室

校務玄関下足室ＷＣ

給食配膳室

ポンプ室

準備室

図工室

倉

築山

更衣室
機械

倉庫足洗

ＷＣ

大プール

(シート)

25×10

(シート)

小プール

12×5

倉庫

通用門

H=8m

砂場

運動場

正門

配置図1階平面図

15

8

9

14

14

14

14

15

8

9

5 5

6 6

11 1011
10

1312

12

13

4 3 2

2 1

1 7

7

C

B
F

A ＣＲ

ＣＲ

低学年

図書

多目的教室

ＣＲ

機械室

ＷＣ ＷＣ

A A

相談室

理科

準備室

図書室

教材

準備室

家庭科

準備室ＷＣ

理科

ＷＣ

A

A

A

A

A A A A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

コンピュータ

教室

通級教室

更衣室

休養室

保健室

職員室

放送

印刷

給配

ＷＣ

ＷＣ

校長 会議

ＷＣ

ＷＣ ＷＣ ＷＣ

D E3

4

吹田第三小学校空調機器仕様表（教室）

5.0

5.6

0.95

0.95

4.8×2+7.2

5.6

6.3

1.1

ﾙｰﾑｴｱｺﾝ

ﾙｰﾑｴｱｺﾝ

0.75

H12.9.14

3

幼稚園

水路

吹田市　学校教育部　学校管理課

ACP-4

ACP-3
ACP-7 ACP-8

注記

1、図中□印は空調室外機位置を示す。

2、図中○印は空調室内機位置を示す。

3、PAC-D-またはACP-D-と記載の空調機は点検しないこと。



APAC11244

2

①

番号 室名

校長室

メーカー 型名 数量
冷房能力(kW)

暖房能力(kW)
圧縮機 設置年月日

職員室

1

室外機位置

会議室 1

職員室

保健室

②

③　④

1

屋上

東芝

東芝

2

屋上

屋上

日立

室外機位置 設置年月日
暖房能力(kW)

圧縮機
冷房能力(kW)

数量型名メーカー室名番号

東芝

日立

APAC8044

RPK-AP63HVJ2

1

2.7

1.6

屋上

屋上

屋上

屋上

H20.8.29⑤

⑥

⑦～⑪ 普通教室 APAC14044 5

⑫～⑯ 普通教室 APAC14044 5

⑰ SHYJ80L

⑱　⑲

20 21

支援教室

支援教室 ダイキン

東芝 APAC6345S

コンピュータ教室 2

1

図書室 東芝 APAC11244 2

音楽室 東芝 2

理科室 東芝 APAC11244

H28.9

H28.9

屋上1

屋上1

日立

日立

室外機

室外機

H28.9A

B

C

普通教室 日立 RPC-GP140K 6

RAS-AP670DG4

RAS-AP335DG4

8.0

9.0

14.0

16.0

11.2

12.5

14.0

16.0

7.2+7.2

7.2

2.2

3.75

2.5

2.5

2.5

屋上

屋上

地上

地上

屋上壁付

H20.8.29

H20.8.29

H11.8.1

H12.8.14

H20.8.29

H20.8.29

H20.8.29

1

2

3 4 6 5 26 27

運動場

H=6ｍ

25×10

(シート)

大プール

便

付属室 (シート)

小プール

７×７

倉庫

通用門

ゴ
ミ

庫
ゴ

ミ
庫

通用門

給食用門

職員室

印

放

更衣室

給配

休
ＷＣ

校長 更衣 校務 玄関 保健室

正門

配置図兼1階平面図

水飲場

ｼｬﾜｰ

屋内運動場

ス
テ

ー
ジ

ＷＣ

準

理　科

ｽﾎﾟｯﾄ
ｺﾐｭﾆﾃｨｰ

通用門

学習室

ＣＲ

ＣＲ

生活科室

ＷＣ

給配

ＣＲ

ＣＲ 更衣室 ＣＲ ＣＲ

ＷＣ

準

高学年

図書室

吹抜

放

会議室 留守家庭

ＷＣ ＷＣ

2階平面図

支援

支援

相談室

ＷＣ

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

教室

下足室

受水槽

ポンプ室

下
足

室

校
務

作
業

室

留守家庭

ＷＣ

機械

給食室

下処理

倉倉

食品庫

更衣

前室

20

21

23221110

音　楽
準視聴覚室少人数ＣＲＣＲ学習室

給配

ＷＣ

家庭科準 準 理　科

ＷＣＷＣ

3階平面図

学習室

ＷＣ

ＣＲ

ＣＲ

学習室

低学年

図書

4階平面図

給配

少人数

ＷＣ

ＣＲ

屋上
多目的教室

ＷＣ ＷＣ

準 音　楽

A

A

A

A

25

24
12 13 14 15 16

7 8 9

A

A

20 21

C

B

24 25 22 23

26

27

所在地

学校名

縮 尺 番号

吹田市立吹田東小学校

吹田市幸町２０番１号

4

吹田東小学校空調機器仕様表（管理諸室）

吹田東小学校空調機器仕様表（教室）

5.6

6.3

1.1

RAS-J140H1

67.0/77.5

33.5/37.5

7.1

8.0

12.5

14.0

12.5

14.0

3.0

3.0

5.6

6.3

1.1

10.0

11.2

10.0

11.2キュービクル

H=6ｍ

身体者便所

災害用物置

控

控

器
具
庫

玄

ＷＣ

更更

屋上

屋上

給配

ｷﾞｬﾗﾘｰ

ｷﾞｬﾗﾘｰ

準
図工室

屋上

屋上

2

会
議

22 23

24 25

26 27

18

19

18

19

東芝 ACEA11237M R1.9.9

12.5

11.2 1.7

12828 ダイキン SZRH80BFT 7.1/8.0 1.7 R2.8

1717

28 28

支援教室

吹田市　学校教育部　学校管理課

ACP-1

29 29

29 29

7.1/8.0支援教室29 29 AIC-RP803H

ROA-RP803HX

2 1.7

バルコニー

バルコニー R3.6三菱

日立

日立

RAS-GP80RGH1

RPC-GP80K2

R4.3

R4.3RAS-GP112RGH1

RPC-GP112K2

7.1

8.0

10.0

11.2

2.1

注記

1、図中□印は空調室外機位置を示す。

2、図中○印は空調室内機位置を示す。

3、PAC-D-またはACP-D-と記載の空調機は点検しないこと。

屋上

2 3 4 12 7 1 8 13 14 9 10 15 11 5 166



普通教室 日立 14.0RPC-AP140K5 24 H27.9

所在地

縮 尺 番号

学校名 吹田市立吹田南小学校

吹田市南吹田５丁目１２番１号

5

運動場

H=8

正門

給食棟

給食用門

倉庫

給配 校務 会議 WC校長

印刷

放送

職員室職員室 ＷＣ
休養室

更衣室
準備 理科

陶倉

ｺﾐｭﾆﾃｨｰ
ｽﾎﾟｯﾄ

下足室

ピロティー

幼稚園運動場

池 玄関

水飲み場

砂場

倉庫

留守家庭

大プール

(シート)

25×10

屋内運動場

玄関 ＷＣ

配置図兼１階平面図

8

8

1

1

5 2 3 4

北

２階平面図

機械室

準備給配 ＷＣ図書 普 普 普 普 ＷＣ

屋上

屋上

ﾌﾟﾚｲﾙｰﾑＷＣ 更衣室 普 低学年図書 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ教室 屋上

支援

支援

支援

支援

保健室
屋上

音楽準備A A A A

66

7 7

99

1010

11

1212

13
13

11

３階平面図

ＷＣ 教材 普 普 普 普

多目的教室

学習室

給配 普 普 ＷＣ 普 普 普 ＷＣ普 準備 家庭A A A A A A

A A A A

A

14

15

14

15

小プール

(シート)

10×6

附属室

トイレ

H=8

通用門

倉
ｷｭｰﾋﾞｸﾙポンプ室ｺﾞﾐ庫

屋上

４階平面図

給配 ＷＣ普普 普 普 普 普 ＷＣ 準備 図工

普

普

普

音楽

準備

準備

理科準備会議ＷＣ

A A A A A A

A

A

A

屋上

D

5

4

3

2

CB

E

F

14

15
幼

①

番号 室名

校長室

メーカー 型名 数量
冷房能力(kW)

暖房能力(kW)
圧縮機 設置年月日

職員室

1

室外機位置

会議室 1

職員室

保健室

屋上

日立

日立 RPC-J56K2 5.6

6.3

②～④ ダイキン SHYJ112L 3 11.2

12.5

ダイキン SHYJ80L 1 8.0

9.0

4.5

5.0

2

⑤

⑥　⑦ FDKJ45HK

⑧ RPC-AP63HVMJ

1.7

2.2

1.2

廊下天吊

屋上

ベランダ天吊

廊下天吊

H11.9.10

H11.9.10

H19.8.31

吹田南小学校空調機器仕様表（管理諸室）

5.6

6.3

1.0

3.0

H19.8.31

三重

東芝

2

室外機位置 設置年月日
暖房能力(kW)

圧縮機
冷房能力(kW)

数量型名メーカー室名番号

支援教室

東芝

⑨　⑩ 支援教室 APAC6345S 2 6.3

7.5

支援教室 日立 RPK-NP56K

⑬ 東芝 AIC-AP636H

⑭　⑮ コンピュータ教室 PAC14000

屋上1

屋上1

日立

日立

室外機

室外機

A

B

C

RAS-AP670DG4

16.0

RAS-AP950DG4 95.0/106.0

屋上1日立室外機 RAS-AP950DG4 95.0/106.0

屋上1日立室外機

屋上1日立室外機

D

E

F

RAS-AP670DG4

RAS-AP670DG4

1.1

1.5

1.1

3

ベランダ天吊

ベランダ天吊

ベランダ天吊

屋上 H14.9.13

H27.9

H27.9

H27.9

H27.9

H27.9

吹田南小学校空調機器仕様表（教室）

67.0/77.5 7.2×2

67.0/77.5

67.0/77.5

7.2×2

7.2×2

7.2×2+6

7.2×2+6

5.6

5.6

12.5

14.0

⑫

⑪ 東芝

1

1

5.6/6.3

5.1/5.6 1Φ200V壁掛け

G G

G

普遊戯室 G

普通教室 日立 3.0 屋上 R2.8RPC-GP140RSH4 12.5/14.01

旧幼稚園

会議室

職員室便所 保育室 保育室
多目的室

（３歳児教室）

教材 配膳絵本の部屋
休憩

H

28.0/31.5

暖房能力(kW)
番号 室名 メーカー 型名 数量

冷房能力(kW)
圧縮機 設置年月日室外機位置

職員室

1会議室

2ダイキン

ダイキン

配膳室 ダイキン 1 7.1

H29.2

H29.2

H29.2

7.1

14.0 ビルマル

ビルマル

ビルマル

室外機 1ダイキン H29.2小学校2階

調理員休憩室 ダイキン ルームエアコン 1 2.2 H29.2

保育室

保育室 7.1 H29.2ダイキン 3

遊戯室

室外機 1

東芝 APAC14045S 2

日立

日立

RPC-AP140K5

RAS-AP335DG4

2 14.0

33.5/37.5

壁掛 H20.7

H27.9

H27.9

14.0

16.0

小学校屋上7.2

H

J

K

L

J

KM

L

N

O

Q

N N

O

Q
Q

M

P

P

P P

P

Q
Q

Q
Q

吹田市　学校教育部　学校管理課

吹田南小学校空調機器仕様表（旧幼稚園）

R1.10.19

注記

1、図中□印は空調室外機位置を示す。

2、図中○印は空調室内機位置を示す。

3、PAC-D-またはACP-D-と記載の空調機は点検しないこと。

1
O

壁掛



ダイキン

所在地

学校名

縮 尺 番号

吹田市立吹田第六小学校

吹田市南清和園町４３番１号

6

Ｎ

配置図兼１階平面図

室外機位置 設置年月日
暖房能力(kW)

圧縮機
冷房能力(kW)

数量型名メーカー室名番号

地上

①

番号 室名

校長室

メーカー 型名 数量
冷房能力(kW)

暖房能力(kW)
圧縮機 設置年月日

職員室

1

室外機位置

1

職員室

保健室

屋上

日立

1

屋上

⑤

⑥

ダイキン 2

1

日立 RPKL-AP50K2

8.0

9.0

7.1

8.0

4.0

4.3

5.0

5.6

RPK-AP50K保健室

1日立⑦ 会議室 RPC-AP63HVMJ

2.2

1.5

1.2

④

②　③

ベランダ天吊

ベランダ床置

ベランダ床置

ベランダ天吊

H11.9.10

H27

H24

吹田第六小学校空調機器仕様表（管理諸室）

吹田第六小学校空調機器仕様表（教室）

⑧

⑨

⑩　⑪

12

支援教室

支援教室

コンピュータ教室 ヤンマー

日立

日立

RPK-P56HJ2

RPK-AP56K2

1

1 5.6

YZHP140KD 2

YNZP280E2 1

14.0

17.0

28.0/33.5

日立 14.0⑬ プレイルーム RAS-AP140GH3 1

H28.9

H28.9

屋上1

屋上1

日立

日立

室外機

室外機

H28.9A

B

C

普通教室 日立 RPC-GP140K 14.0

16.0

12

16.0

RAS-AP335DG4

H28.967.0/77.5 屋上1日立室外機D

33.5/37.5

RAS-AP950DG4 95.0/106.0

RAS-AP670DG4

ガス

7.2

6.0+7.2+7.2

7.2+7.2

地上

地上 H27.5

H14.9.13

H28.9

教
材

留守

家庭

留守

家庭
CR

学
習
室

会
議
室

保健室 WC 配膳
校
務

作業室

下足室

下足室

支援 ﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ WC

前室

倉

和室

ｼｬﾜｰ
食品庫 下処理

給食室

ｺﾐｭﾆﾃｨｰ

ｽﾎﾟｯﾄ

倉庫予玄ＷＣ

屋内運動場

控ステージ控

大プール

(ｼｰﾄ)

25×10

小プール

(ｼｰﾄ)

12×5

更衣

機械

倉庫

渡廊下

身障者便所

災害用物置

H=8

砂場

WC

(開放用)

倉庫

運動場

AA 5 6
5 6

倉

8

9

8 9
13

1312

準 図書
更衣室

休養室

印 職員室

放送

事務

校長 会議 WC 給配 準 理科

準

理科

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

教室

低学年

図書

渡廊下

WC

屋上

2 3 4 71
1 7

10

11

教材 家庭 準 CR CR CR 学習室 WC 給配 準 図工

多目的教室

ﾗﾝﾁﾙｰﾑ 学習室 WC

A A A A

教材 CR CR CR CR 学習室 学習室 WC 給配 準 音楽

音楽

準 準

屋上

A A A A A A

B C

2

4

3 D

H11.9.10

6.3

5.6

6.3

４階平面図 屋上

３階平面図

２階平面図

通用門

ポンプ室

ポンプ室

消火水槽

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ

CR
太陽の

広場室

ゴミ庫

通用門

陶芸

正門

5.6

6.3

1.0

通用門（給）

SHYJ80L

R1.7.31

吹田市　学校教育部　学校管理課

ACP-3 ACP-4

RZDP80BB

FHP80BA

ROA-RP803HS

AIC-RP803H

東芝

7.1

8.0

1.2

1.65

室外機 ヤンマー

3.75

1.7

1.7

地上

ビルマル

注記

3、PAC-D-またはACP-D-と記載の空調機は点検しないこと。

2、図中○印は空調室内機位置を示す。

1、図中□印は空調室外機位置を示す。

10 11

ビルマル



所在地

学校名

縮 尺 番号

吹田市立千里第一小学校

吹田市片山町４丁目３２番１０号

スロープ

運動場

災
害
用
物
置

N

砂場

屋内運動場

玄関

WC

体
育
器
具
庫

更

更

WC

配膳室

ｺﾐｭﾆﾃｨｰ

ｽﾎﾟｯﾄ
控

控

下足室

校務
ﾘﾌﾄ

放送
湯沸

印刷

職員室

保健

学習室

身障者便所
普 WC

支援

支援

少人数

倉

WC

受水槽

WCWC

更衣

校長室

会議室

普

普

WC

家庭科

準

給配PS

WC

WC

受水槽

陶芸

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ

図書室

準

下足

更衣

機

大プール(シート)
25×10

小プール
(シート)
12×5

給食室棟

倉庫 WC

配置図兼１階平面図

廊下

PS

WC

WC

給配

普

普

WC

普

準

図工

多目的教室

普

留守

留守

WC WC

２階平面図

３階平面図

①

番号 室名

校長室

メーカー 型名 数量
冷房能力(kW)

暖房能力(kW)
圧縮機 設置年月日

職員室

1

室外機位置

1日立

1

ダイキン

ベランダ天吊

千里第一小学校空調機器仕様表（管理諸室）

日立 RAS-AP63HVJ1

②～④ SHYJ112K 3 11.2

12.5

⑤　⑥ 保健室 2 4.5

5.0

⑦ 会議室 三菱 FDEP633

RPK-AP63HVJ1

6.3

7.5

1.1

1.1

屋上

地上

ベランダ天吊

ベランダ天吊

H10.9.11

H25⑮

室外機位置 設置年月日
暖房能力(kW)

圧縮機
冷房能力(kW)

数量型名メーカー室名番号

支援教室

支援教室

コンピュータ教室

日立

日立

1 5.6

5.6

2 14.0

千里第一小学校空調機器仕様表（教室）

⑧ RPK-NP56K

RPC-AP56K5

東芝

⑨　⑩

⑪　⑫ RPC16011

2

⑬　⑭ 第１音楽室 東芝 APAC11221SM 2

屋上1

屋上

日立

日立

室外機

室外機 RAS-AP335DG4

屋上日立室外機

33.5/37.5

RAS-AP670DG4

屋上1日立室外機

日立支援教室 RPC-AP56GH4 2

普通教室 日立 14.0RPC-AP140K5 25A

B

C

D

E

6.3

RAS-AP500DG4

RAS-AP950DG4

6.3

6.3

16.0

1.7

3.3

1.1 ベランダ天吊

屋上

屋上

5.6

16.0

50.0/56.0

95.0/106.0

2

3

H15

H25.7

H15.8.31

H18.8.31

H27.9

H27.9

H27.9

H27.9

H27.9

H27.9

A

A

1

7

2

3

4

1

7

A

A

5

6

5

6 A

8

9

10

9

8

10

A

A

A

A

A

A

A

A

少人数

学習室

学習室

学習室

普

普

WC

普

普

給配

PS

WC

WC

A

A

D

EB

⑯

16

16

16

16

1515

PTA室

PTA

3.0

10.0

11.2

H275.6

6.3

1.1

7.2

7.2×2+6.0

4.8+6.0

67.0/77.5 7.2×2

通用門

ゴミ庫

ゴミ庫

WC 倉

更衣

ポンプ室 給食用門

正門

H=10

通用門

WC

ｺﾞﾐ庫

7

屋上

5.6

6.3

地下通路

ﾘﾌﾄ

音楽

準

倉庫

準

WC WC

理科

準備室

低学年図書

準備室

理科

ギ
ャ
ラ
リー

ギ
ャ
ラ
リー

吹抜

吹抜 放送

相談室

学習室

普

WC WC

A

A

普

WC WC

普

普

A

A

A

準 準

D

ﾘﾌﾄ

屋上

WC WC

普

普

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

教室

音楽

A

A

11 12

屋上

PH

D

普

普

普

WCWC

A

A

A

432

1211

B

屋上

D

C

13

14

吹田市　学校教育部　学校管理課

ACP-5

ACP-6

ACP-3

ACP-2

ACP-1

日立 RAS-GP50RSHJ

RPK-GP50K

0.8

1.7

1.7

ビルマル

注記

3、PAC-D-またはACP-D-と記載の空調機は点検しないこと。

2、図中○印は空調室内機位置を示す。

1、図中□印は空調室外機位置を示す。

ベランダ天吊

13 14

ベランダ天吊



所在地

学校名

縮 尺 番号

吹田市立千里第二小学校

吹田市千里山松が丘２５番１号

H=10

H=12

災害用物置
２階

正門

給食用門

通用門

運動場

（雨水貯留施設）

倉庫

留守家庭留守家庭

留守家庭

下足室

準

手
洗

理科
ＷＣ 会議室 ﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ 支援 支援

校務

作業

放

校務 玄 保健室 ＷＣ

倉

職員室

ＷＣ

休養

更衣

倉

会議室
更衣

給湯

保健室

職員室

ＷＣ

保育室

保育室

(1階幼稚園)

保育室

遊戯室

倉庫 教材室

調理員休憩室

陶芸
給食室

給配倉庫

検収

下処理

家庭科

準

下足室

ＷＣ

給配

配置・１階平面図

会議室校長室

1

1

7

7

10

23456
5

6

身障者便所

98

98

11

8

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ

ｽﾎﾟｯﾄ

ｺﾐｭﾆﾃｨｰ

手
洗

資
料
室

印

ポ
ン
プ
室

ゴ
ミ
庫

ゴ
ミ
庫

Ｗ
Ｃ

吹田市　学校教育部　学校管理課

給食室

ＷＣ ＷＣ留守

留守 留守

ＷＣ

ＷＣ

倉庫

ピロティ

ＥＶ

屋上

B

D

ACP-5

ACP-6

給配

ＷＣ

CR

CR

CR

CRA

A

A

A

給配

ＷＣ

CR

CR

CR

CRA

A

A

A

給配

ＷＣ

多目的

教室

学習室

学習室

A

A

４階３階２階

11

B

B B C 2

3

4ACP-4

ACP-3 ACP-2 ACP-1

ＷＣ

準準

音楽

４階

図工

準

ＷＣ

３階

理科

準

ＷＣ

２階

Ｎ

大プール

小プール

ＷＣ

ＷＣ

配膳室

倉庫
ＥＶ

倉庫

器具庫

屋上
プール機械室

更衣室

更衣室

CR CR CR CR

CR CR CR CR

CR CR

コミュニティスペース

空調機械室

EV
下足室 WC

WC

配膳室

２階 ３階 ４階

屋上

配膳室

E E

E

E
E
E

F

F F F F

F F F

F F

G G

H J K L

準

音楽
ＷＣ CR CR CR CR CR CR CR ＷＣ CR CR CR 教材室

AAAAAAAAA A

準

図書
ＷＣ CR CR CR CR CR CR CR ＷＣ 低学年図書

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

教室
学習室 更衣室

1010AAAAAAA

屋上

３階平面図

２階平面図

①

番号 室名

校長室

メーカー 型名 数量
冷房能力(kW)

暖房能力(kW)
圧縮機 設置年月日

職員室

1

室外機位置

1日立

1

ダイキン②～④ SHYJ112K 3 11.2

12.5

保健室

1.1

屋上 H10.9.11

千里第二小学校空調機器仕様表（管理諸室）

ダイキン SHYJ71K

⑤ 1

⑥ 保健室 日立 RPK-AP50K2

会議室⑦ RPK-AP63HVMJ2

7.1

8.0

1.9 壁付

壁付

5.0

5.6

壁付

壁付

H25.10.9

3.0

H10.9.11

1.05.6

6.3

日立 RAS-GP50RSHJ

RPK-GP50K

4.5

5.0

0.8

室外機位置 設置年月日
暖房能力(kW)

圧縮機
冷房能力(kW)

数量型名メーカー室名番号

支援教室 1⑧

千里第二小学校空調機器仕様表（教室）

ダイキン SHYLJ140F 地上 H16.7.53.7514.0/16.0

支援教室⑨ ダイキン SHYLJ140F 1 地上 H16.7.53.7514.0/16.0

コンピュータ教室 H15.8.31⑩ ダイキン 1.2+4.5

⑪ 三菱 1

普通教室A H27.9三菱 PCFY-P140KMG3 27

地上

H27.9プレイルーム 屋上

FHYP112M×2 1

RZYP224M

20.0

22.4

12.5

14.0

2.8PUZ-ERP140LA3

PC-RP140KA10

14.0/16.0

8.1+9.4

屋上1

屋上

室外機

室外機

屋上室外機

B

C

D

H27.9

H27.9

H27.9

三菱

三菱

三菱

PUHY-EP670SDMG3

PUHY-EP775SDMG3

PUHY-EP950SDMG3 1

4 67.0/77.5

77.5/90.0

95.0/106.0

5.1+7.4

7.4+7.4

R3.8EE 留守家庭 ダイキン 3SZRC112BC 10.0/11.2 2.98

R3.8ダイキン

R3.8ダイキン

R3.8ダイキン

R3.8ダイキン

F

G

H

J

K

L

EMP-4

屋上

EMP-5

普通教室

ｺﾐｭﾆﾃｨｽﾍﾟｰｽ

屋上

屋上

天カセ

天カセ

天カセ

ﾋﾞﾙﾏﾙ

ﾋﾞﾙﾏﾙ

1 42.5112/125

1 20.0/22.4 6.95

室外機

室外機

RXYP1120F

SZZC225CJD

2

10FXYTP112MM 11.2/12.5

11.2/12.5FXYTP112MM

注記

1、図中□印は空調室外機位置を示す。

2、図中○印は空調室内機位置を示す。

3、PAC-D-またはACP-D-と記載の空調機は点検しないこと。



学校名 吹田市立千里第三小学校

吹田市千里山西2丁目13番1号所在地

縮 尺 番号 9

中庭

通用門

身障者便所

H=8ｍ

災害用物置

屋内運動場

控

ス
テー

ジ

控

ＷＣ器具庫玄関

ス
ロー

プ

倉

下処理

更衣

休養
ＷＣ

ﾘﾌﾄ

給配

校務

給食用門

運動場

正門

ｽﾎﾟｯﾄ

ｺﾐｭﾆﾃｨｰ

ＷＣ
倉更

衣
室

更
衣
室

機

機械室

給食室

ＣＲ ＣＲ ＣＲ ＣＲ 多目的教室

中庭

ＣＲ
準備 準備 音楽 準備 図書 会議

下足室

休養室

更衣室

倉

給配

ＣＲ

キュービクル

ｺﾞﾐ庫

ｺﾞﾐ庫

ＣＲ

ＷＣ

ＣＲＣＲＣＲＣＲ

ＣＲ

ＣＲ

倉庫

ＷＣ

ＷＣ

大プール

(シート)

25×10

小プール

(シート)

12×5

砂場

配置図兼１階平面図

通用門

ピロティー

ﾘﾌﾄ
作業室

機械室

倉庫
支援 ＷＣ

ﾘﾌﾄ

支援ＣＲＣＲＣＲＣＲ

低学年図書

準備

準備

少人数 少人数

倉庫

ﾎﾟﾝﾌﾟ室

ＷＣ

ＣＲ ＣＲ

GL階平面図 ２階平面図

ＣＲ ＣＲ ＣＲ ＣＲ ＣＲ ＣＲ ＷＣ 倉庫

放送ＷＣ

ﾘﾌﾄ

職員室

会議

校長室

倉庫

保健室

理科

給配

ＣＲＣＲ

ＷＣ

ＣＲ

準備ＣＲ準備準備家庭科

屋上

1 H27.9

H27.9

H27.9

室外機 屋上

室外機

室外機

屋上

1 屋上

室外機位置 設置年月日
暖房能力(kW)

圧縮機
冷房能力(kW)

数量型名メーカー室名番号

支援教室

支援教室 ダイキン 1

三菱 1 14.0

16.0

普通教室 14.0A H27.927

地上

屋上

14.0

16.0

3.75

千里第三小学校空調機器仕様表（教室）

東芝 AIC-AP634H

SHYLJ140F

⑧　⑨

⑩

⑬ 図工教室

2

日立 RPC-AP140K5

16.0

H27.9日立B RPC-AP80K5 2 8.0

9.0

C

D

E

1 H27.9室外機 屋上

95.0/106.0 H27.9室外機 屋上

日立

日立

日立

日立

日立

RAS-AP335DG4

RAS-AP500DG4

RAS-AP670DG4

RAS-AP775DG4

RAS-AP950DG4 2

2 33.5/37.5

50.0/56.0

67.0/77.5

77.5/90.0

1.1

屋上

ベランダ天吊5.6

6.3

H29.6

A A A A

A A A AA A

13

A A AA

ＣＲ

Ｎ

A

A A A A A A

5

6 6

5

1

7

4

1

7

A A

B B

教室

A A A A

10
8

9

10 8 9

13

2 3 4

F

G

F E D

C

G G C

PCZ-ERMP160KM 3.7

7.2

7.2×2+6.0

7.2×2

4.8+6.0

4.8×2+7.2

①

番号 室名

校長室

メーカー 型名 数量
冷房能力(kW)

暖房能力(kW)
圧縮機 設置年月日

職員室

1

室外機位置

ダイキン 屋上

ダイキン

3.0

SHYJ8K 8.0

9.0

2.2

SHYJ125Ｆ 12.5

14.0

ベランダ床置

H9.9.12

千里第三小学校空調機器仕様表（管理諸室）

H9.9.12

1

1

保健室

日立

⑤　⑥

⑦ 会議室 RPK-AP63HVMJ2

2 ベランダ床置

ベランダ床置5.6

6.3

1.0

職員室 屋上12.5

14.0

東芝 ACSA14087M 2 3.03 H30.10

2

3

③

②　④

吹田市　学校教育部　学校管理課

ACP-5

ACP-1 ACP-2

ACP-6 ACP-7

日立 RPK-AP50K2 4.5

5.0

0.8

ビルマル

ビルマル

⑭

14
14

日立 RPC-GP160RSH5 1 14.0

16.0

3.7 R3.7普通教室

注記

1、図中□印は空調室外機位置を示す。

2、図中○印は空調室内機位置を示す。

3、PAC-D-またはACP-D-と記載の空調機は点検しないこと。

ＣＲ



会議室

所在地

学校名

縮 尺 番号

吹田市立千里新田小学校

吹田市春日４丁目１０番１号

ピロティー

H=8

運　動　場

留守家庭

幼　稚　園 倉
庫

更
衣

休
養

図
工

準
備

通用門

WC 倉

作業

シャワー室

校務玄関下足室

低図書室

準備

図書室

H=8

WC

WC

理科 準備 理科 廊下

倉

ピロティー

給食室

下
処
理

食
品
庫

和室

支援

支援

支援 支援

ポンプ室

WC

身障者便所

WC

災害用物置

ゴミ庫

ゴミ庫

正　門

ｽﾎﾟｯﾄ
ｺﾐｭﾆﾃｨｰ

(ｼｰﾄ)

25×10

大プール

小プール

(ｼｰﾄ)

10×6

付属室

付属室

16

17

12

13

14

15

12
13
14

15

16
17

B B

D
C

9

9

E

控

ス
テー

ジ

控

屋内運動場

玄関

予

シ

WC

器
具
庫

児
童
会
室

生
活
科
室

保
健
室

WC

教材

職員室

放送

印

湯

校長室

会議

WC

WC

ＣＲ ＣＲ ＣＲ ＣＲ 給配 準備 家庭 少人数 学習室

WC

WC

キュービクル

AA A A A

8 8

1 1

2

3

4

5

吹抜

ギャラリー

ギャラリー

吹抜

放送
Ｃ
Ｒ

Ｃ
Ｒ

Ｃ
Ｒ

WC

教材

学習室

コンピュータ

教室

多目的教室

WC

WC

ＣＲ ＣＲ ＣＲ 給配 ＣＲ ＣＲ ＣＲ ＣＲ

WC

WC

教材
室

学
習
室

WC

準 準

音楽

準準

音楽

WC

WC

ＣＲ ＣＲ ＣＲ ＣＲ 給配 ＣＲ ＣＲ ＣＲ ＣＲ

WC

WC

２階平面図 ３階平面図

A A A A学習室 A A A A

10 10

11 11

A

A

A

A

A A A A A A A A

A
会議

室

F

F F F G

G

10

18

19

18

18

19
18

18

19

18

18

19
18

6
7

7
6

21
20

21
20

吹田市　学校教育部　学校管理課

EHP-1

EHP-2

EHP-4 EHP-5 EHP-3

EHP-6

①

番号 室名

校長室

メーカー 型名 数量
冷房能力(kW)

暖房能力(kW)
圧縮機 設置年月日

1

室外機位置

ダイキン

千里新田小学校空調機器仕様表（管理諸室）

SHYJ80F 8.0 2.2 ベランダ天吊 H10.6.5

屋上 ４階平面図

職員室

1

保健室

1.1日立

⑥　⑦ 東芝 AIK-J454HG 2 4.5 1.5

⑧ 会議室

ベランダ天吊

ベランダ天吊

H7.6.12

5.0

5.6

6.3

RPK-AP63HVJ2

9.09.0

ベランダ天吊ROA-RP1123HS

AIC-RP1123H

10.0

11.2

東芝

22
22

配置図兼１階平面図

屋上室外機

屋上室外機

H27.9

H27.9

三菱

三菱

F

G

PUHY-EP670SDMG3

PUHY-EP775SDMG3

4

2

室外機位置 設置年月日
暖房能力(kW)

圧縮機
冷房能力(kW)

数量型名メーカー室名番号

支援教室 1

H27.9三菱

千里新田小学校空調機器仕様表（教室）

東芝⑨

コンピュータ教室 ダイキン⑩　⑪ SHYJ1140F 2 14.0

16.0

3.75

1.5 ベランダ天吊

ベランダ天吊

H7.8.12

H10.6.5

⑫～⑰ 図書室 6 11.2

12.5

普通教室A H27.9三菱 PCFY-P140KMG3 14.0

16.0

26

B

室外機 H27.9三菱

H27.9三菱

H27.9三菱

支援教室

支援教室

支援教室

C

D

E

PCFY-P56KMG3

PKFY-P71KMG3

PKFY-P56HMG3

2

1

1

5.6

6.3

7.1

8.0

5.6

6.3

PUHY-EP280SDMG3 1

67.0/77.5

77.5/90.0

地上

地上 H14.9.13

7.4+7.4

5.1+7.4

5.128.0/31.5

AIK-J454HG 4.5

5.0

⑱

⑲

音楽室

音楽室

4

2

7.1

8.0

5.6

6.3

1.6

1.3

H30.8

H30.8

ベランダ天吊

ベランダ天吊

三菱

三菱

5.6

6.3

⑳

21

生活科室

生活科室

PC-RP80KA14

PC-RP63KA15 1

1 7.1

8.0

ベランダ天吊

1.3 ベランダ天吊

1.6 R1.6

R1.6

ダイキン RYP112B

FHYP112S

3.0

5.6

6.3

ベランダ天吊22

ベランダ天吊23

R2.6

R2.6

学習室

学習室 ダイキン

ダイキン RZRP63BCT

FHP63DG

RZRP80BCT

FHP80DG

1

1 7.1

8.0

1.18

1.7

2

3

4

5

3.0 R2.7.4② 職員室

東芝 10.0

11.2

3.0

1

3 ベランダ天吊 R3.7ROA-RP1123HS

AIC-RP1123H

③～⑤

注記

1、図中□印は空調室外機位置を示す。

2、図中○印は空調室内機位置を示す。

3、PAC-D-またはACP-D-と記載の空調機は点検しないこと。

ビルマル

ビルマル

ビルマル

ビルマル

23
23



8

○ｉ

運動場

スロープ

スロープ

ピロティー

H=10ｍ

H=10ｍ

機

（旧）浄化槽

(ｼｰﾄ)

10×6

小プール

(ｼｰﾄ)

25×10

大プール

更衣

倉

倉

便

教材

休養室

更衣室

教材教材

倉 倉 下

留守家庭

給食室

倉 給配

ＷＣ

ＷＣ

更衣

休養室

低学年

図書

学習室 学習室 学習室 ＣＲ ＣＲ ＣＲ 学習室

EV

通用門

下足室

ＷＣ

ＷＣ

身障者便所

支援 支援

支援 和室 準

倉庫遊戯室

ＷＣ

ＷＣ

校務

玄関

陶芸
キュービクル

受水槽・ポンプ室

ゴミ庫

災害用物置

倉庫水飲み場

砂場

正門

配置図1階平面図

ギ
ャ
ラ
リー

ギ
ャ
ラ
リー

放

学習室 ＣＲ ＣＲ ＣＲ

ＷＣ

家庭

準備室

図書

ＷＣ

相談室

EV

ＣＲＣＲＣＲＣＲ少人数学習室

ＷＣ

給配

吹抜

所在地

学校名

縮 尺 番号

吹田市立佐井寺小学校

吹田市佐井寺３丁目３番１号

多目的教室 準 図工

ＷＣ

理科

準

準

理科

ＷＣ

EV

学習室音楽準音楽準ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ相談室

ＷＣ

給配

室外機位置 設置年月日
暖房能力(kW)

圧縮機
冷房能力(kW)

数量型名メーカー室名番号

支援教室

ダイキン 14.0

16.0

3.75

2

2

1.1

1.9

ベランダ天吊5.6

6.3

控 ステージ 控

屋内運動場

ＷＣ 倉 玄

給配

ＷＣ

ＷＣ

屋上
ＣＲ ＣＲ ＣＲ ＣＲ ＣＲ ＣＲ 保健室

職員室

放印

校長

会議

ＷＣ

ＷＣ

ＣＲＣＲＣＲ学習室

EV

①

番号 室名

校長室

メーカー 型名 数量
冷房能力(kW)

暖房能力(kW)
圧縮機 設置年月日

職員室

1

室外機位置

ダイキン 屋上

ダイキン

3.0

8.0

9.0

2.2SHYJ80B

SHYJ112B

1

保健室 1.2

日立

⑤　⑥

⑦ 会議室 RPK-AP63HVMJ2

2

②　③

職員室 ダイキン 屋上④ SHYJ200B 1

2 11.2

12.5

20.0

22.4

FDKJ45HK 4.5

5.0

⑧　⑨ 更衣室 東芝 RAS-3664D 2 3.6

4.2

⑩　⑪ 休養室 東芝 RAS-3664D 2 3.6

4.2

5.5

0.75

0.75

ベランダ天吊

ベランダ天吊

ベランダ天吊

地上

地上

H12.9.14

H12.9.14

3階平面図 2階平面図

4階平面図 屋上

⑫　⑬

⑭　⑮ コンピュータ教室 SHYJ140L 2

低学年図書室⑯　⑰ 東芝 ROA-AP1401H 12.5

14.0

支援教室⑱

⑲ 支援教室 東芝

東芝

1

屋上

地上

ベランダ天吊

ベランダ天吊

H11.8.31

H18.10.29

H27.3

H27.3

10 8

911

16

17

11 10 9 17 16

A A A A A A A

18

18

18

18

18

18

18

18 12 19 13
19
13

7 7

1 1

2

3

4

6

6

5

5

AAAAAA

A A A A

A A A A

AAAAAA 児童会室

14 15 14 15

2 3 4

H12.9.14

11

5.6

6.3

1.1

5.6 1.1

佐井寺小学校空調機器仕様表（管理諸室）

佐井寺小学校空調機器仕様表（教室）

ﾙｰﾑｴｱｺﾝ

ﾙｰﾑｴｱｺﾝ

B

B

C

D

5.6

6.3

1.0

三重

吹田市　学校教育部　学校管理課

ACP-3

ACP-4

ACP-1
ACP-2

三菱重工 FDCZP635HK

FDKZP635S

ROA-635HS

AIC-AP637H1

ROA-AP635HS

AIK-AP635H

4

H23.9

H23.9

H23.91室外機 屋上

室外機

室外機

屋上

1 屋上

2

教室A ダイキン FXYH140MA 27 14.0

16.0

ダイキン

ダイキン

ダイキン

B

C

D

125.0/140.0

95.0/106.0

80.0/90.0

6.3

H23.9ビルマル

東芝 ベランダ天吊 H27.35.6 1.1ROA-AP635HS⑳ 遊戯室

AIK-AP637H1

2

20 20

20
20

注記

1、図中□印は空調室外機位置を示す。

2、図中○印は空調室内機位置を示す。

3、PAC-D-またはACP-D-と記載の空調機は点検しないこと。

12



所在地

学校名

縮 尺 番号

吹田市立東佐井寺小学校

吹田市五月が丘西４番１号

12

多目的教室

給配

教材室

理科 準 理科
Ｗ
Ｃ

ＣＲ

ＣＲ

ＣＲ

ＷＣ学習室

教室

コンピュータ

ＣＲ

ＷＣ

ＷＣ

学習室

ＣＲ

ＣＲ

ＣＲ

学習室 学習室A

A

A

A A

A

A

A
10 11

ＣＲ

ＷＣ学習室

ＣＲ

ＣＲ

学習室

Ｗ
Ｃ

Ｗ
Ｃ音楽準音楽

相談

準

ＣＲ

ＣＲ

給配

教材室

児童会室

ＷＣ

ＷＣ

学習室

ＣＲ

ＣＲ

屋上

保管室

A

A

A

A

A

A

A

A

支援教室

15

16

1615

4階平面図 3階平面図

A

A

A

A

低学年図書

相談室

給配

教材室

準 家庭科 Ｗ
Ｃ

Ｗ
Ｃ

ＣＲ

学習室

ＣＲ

ＣＲ

ＣＲ

ＷＣ

ＷＣ

支援 準 図工室 会議

職員室

ＷＣ

ＷＣ

放送印刷

校長

保健室

準 図書

玄関

予備

ＷＣ

倉庫

屋内運動場

控

ス
テー

ジ

控

8 9
98

77

4

3

2

11

66

55

10 11

2 3 4

B

B

B

B

D

屋上 2階平面図

A

A

A

A

12

13

14

12

13

14

水飲み場

Ｗ
Ｃ

Ｗ
Ｃ下足室

玄
関

校
務

会議室

校務作業室

身障者便所

ＷＣ

ＷＣ

教材室

倉
倉
庫 下処理

休養

更衣

シャワー

給食室

給配

ワゴン置場

ＣＲ

会議室

ＷＣ

ＷＣ 留守家庭

陶芸

留守家庭

ＣＲ

ＣＲ

ピロティー

支援

付属室

大プール

（ｼｰﾄ）

25×10

小プール

（ｼｰﾄ）

10×6

教材室

更衣室

休養室

支援

前室

配置図兼1階平面図

①

番号 室名

校長室

メーカー 型名 数量
冷房能力(kW)

暖房能力(kW)
圧縮機 設置年月日

職員室

1

室外機位置

ダイキン 屋上

ダイキン ベランダ天吊SHYJ56FT

SHYJ140F②～④

⑤　⑥ 保健室 FDKY40HK8 2

5.6

6.3

14.0

16.0

⑦ 会議室 日立 RPK-AP63HVMJ 1

3

1.7

3.75

1.2

ベランダ天吊

ベランダ天吊

H9.9.12

H6

H21

H9.9.12

東佐井寺小学校空調機器仕様表（管理諸室）

三重 4,000kcal/h

4,300kcal/h

5.6

6.3

1.0

支援教室 2 ベランダ天吊5.6⑧　⑨ 三菱 MPK-RP63KA 1.5

6.3

室外機位置 設置年月日
暖房能力(kW)

圧縮機
冷房能力(kW)

数量型名メーカー室名番号

東佐井寺小学校空調機器仕様表（教室）

コンピュータ教室 屋上12.5

14.0

3.0

支援教室

支援教室 東芝

東芝

1

H27.3

H27.3

支援教室⑫

⑬

⑭

ダイキン FAYP-56P

ACSA16075M2

ACSA06375M2

1

1 5.0

5.6

1.5 H18ベランダ天吊

地上

壁掛

14.0

16.0

3.10

5.6

6.3

1.1

コンピュータ教室 屋上東芝 ROA-AP1401H H14.9.1312.5

14.0

3.0

⑩

⑪ 1

1RPC-GP140K日立

RAS-GP140RSH1

H30.9

室外機 屋上

室外機

室外機

屋上

屋上

教室A ダイキン FXYH140MA 14.0

16.0

ダイキン

ダイキン

ダイキン

B

C

D

24

4

2

2

50.0/56.0

61.5/69.0

33.5/37.5

H23.9

H23.9

H23.9

H23.9

支援教室

支援教室 1

1⑮

⑯

三菱

三菱

PCZ-ERMP63KV

PCZ-ERMP80KV

5.6

6.3

7.1

8.0

1.3 ベランダ天吊

ベランダ天吊

R1.5

R1.51.6

ダイキン支援教室E E 7.1/8.01 ベランダ天吊 R2.8SZRH80BFT

ダイキン支援教室 7.1/8.01 ベランダ天吊 R2.8F F SZRH63BFT

1.7

1.18

F

E

FE

吹田市　学校教育部　学校管理課

C

D

ACP-3 ACP-2

ACP-4 ACP-1

ACP-5 ACP-6

ACP-8

ACP-7

RXYP500BA

RXYP690BA

RXYP335BA

注記

1、図中□印は空調室外機位置を示す。

2、図中○印は空調室内機位置を示す。

3、PAC-D-またはACP-D-と記載の空調機は点検しないこと。

C



所在地

学校名

縮 尺 番号

吹田市立岸部第一小学校

吹田市岸部中２丁目１９番１号配置図兼１階平面図

運　動　場

大プール

小プール

通用門

砂場

砂場

ｽﾛｰﾌﾟ

更衣

便

下足室

通用門

工作

準

理科

太陽の

広場

雨水槽

準

WC
ポンプ室

準

留守家庭

保管室

給配 更休

下処理

調理室

給食用門

プレイ

ルーム
学習室 教材室 WC

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ ﾎﾟﾝﾌﾟ 受水槽 雨水槽
ゴミ庫

相談室
下足室

その他

正門

身障者便所
ｽﾛｰﾌﾟ

災害用物置

倉

集会室

会議

教材

幼稚園

下足室

校務

作業

WC

WC

ＷＲCRCR

校務

２階平面図

屋内運動場

倉

ｽﾃｰｼﾞ

倉

３階平面図

吹　抜

吹　抜

控

放

屋上

保管室

視聴覚

準

視聴覚

ＷＣ

音楽室

準備室

音楽室

２階平面図

保管室

保管室

保管室

保管室

保管室

ＷＣ

保管室

保管室

保管室

保管室

保管室

保管室

３階平面図

屋上

ＷＣ

多目的教室

保管室

保管室

保管室

４階平面図屋上

①

番号 室名

校長室

メーカー 型名 数量
冷房能力(kW)

暖房能力(kW)
圧縮機 設置年月日

職員室

1

室外機位置

ダイキン 屋上

ダイキン

3.0

8.0

9.0

2.2

2

ベランダ床置

ベランダ床置

岸部第一小学校空調機器仕様表（管理諸室）

SHYJ80L

② SHYJ1112F 1 11.2

12.5

③　④ 職員室 ダイキン SHYJ80L 8.0

9.0

2.2

保健室⑤　⑥ 2 4.5

5.0

⑦ 会議室 日立 RPK-AP63HVMJ2 1

H11.9.10

H11.9.10屋上

地上

給配

屋上

ＷＲ ＣＲ ＣＲ 保健 WC WC

会 校長

職員室

更

屋上

WC

WC

ＷＲＣＲ学習室更衣

２階平面図

給配 児童会 ＷＲ ＣＲ ＣＲ WC 低図書

教材

準

図書

学習室 学習室 保管 保管

WC

WC

４階平面図

給配 ＷＲ ＣＲ ＣＲ 学習室 WC 被服

教材

準

調理

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ ＣＲ ＣＲ ＷＲ

WC

WC

３階平面図

屋上

AA

8

21

21

82121

7

1817

20

19

A A 5 6

17 1

2

3

4

A A

A A

A A

A

9

10

A A A 13 14

15

16

11

12

C B 1413

15

16

2

3

4

11

12

D

19

H11.9.10

13

17

5.6

6.3

1.0

22

23

22

23
屋上

支援教室

コンピュータ教室

ダイキン

ダイキン

1

2 1.910.0

11.2

⑧ FAYP80P

⑨　⑩ SKHP112G

2.2

ダイキン 2 屋上⑪　⑫ 高学年図書室 SH-125B 12,500kcal/h 3.75

廊下床置

ベランダ天吊

⑬　⑭ 低学年図書室 ダイキン SH-71B 2 7,100kcal/h 2.0

屋上ダイキン SH-71B 7,100kcal/h 2.0

屋上ダイキン

ダイキン

屋上ダイキン

図書事務室

図書準備室

音楽室

音楽室

視聴覚室

視聴覚室

SH-45BT 4,500kcal/h 1.5

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

1

1

1

1

屋上ダイキン 1床置単一ダクト 20.0

22.4

1ストレートシロッコファン三菱

床置単一ダクト

ストレートシロッコファン

21 支援教室 日立 2 6.3

1,700CMH

50.0

56.0

8.2

4.6

機械室

廊下部天井

ベランダ天吊 H26.9

H17.9.30

H17.9.30

H17.9.30

H17.9.30

H1.9.16

H1.9.16

H1.9.16

H1.9.16

H16.8.31

7.1

8.0

1室外機 屋上

室外機

室外機

屋上

1 屋上

日立

日立

日立

普通教室 14.0A 日立 RPC-AP140K5

16.0

14

RAS-AP800DS5

RAS-AP500DS5

RAS-AP950DS5

1 80.0/90.0

50.0/56.0

95.0/106.0

H26.9

H26.9

H26.9

H26.9

B

C

D

(4.8+4.4)×2

4.8+6.0

6.0+7.2×2

8.0

22 支援教室 ダイキン SZRH63BCV 冷5.6　暖6.3 H31.6ベランダ天吊1.18

支援教室 ダイキン H31.6ベランダ天吊23 SZRH80BCV 冷7.1　暖8.0 1.70

1

1

岸部第一小学校空調機器仕様表（教室）

吹田市　学校教育部　学校管理課

ACP-1ACP-2

ACP-3

日立

RPK-GP50K

RAS-GP50RSHJ1 0.8

RPC-AP63K5 1.1

注記

1、図中□印は空調室外機位置を示す。

2、図中○印は空調室内機位置を示す。

3、PAC-D-またはACP-D-と記載の空調機は点検しないこと。

5 6

9

10

支援



所在地

学校名

縮 尺 番号

吹田市岸部北４丁目１２番１号

吹田市立岸部第二小学校

資料室

会議

会議

手洗い

ＷＣ CR CR CR 学習室 CR CR

CR CR CR

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

教室
ＷＣ

給配

教材室

教材室

倉

倉

会議

会議

ＷＣ

倉

地域交流

ＷＣ家庭科

準備

倉

教材室
低学年

図書

手洗い

３階平面図

屋内運動場

運動場

ゴミ庫

ゴミ庫

H=8

通用門

雨水槽

○簡
○倉

砂場

災害用物置
正門

（ICタグ）

大プール

(ｼｰﾄ)

25×15

小プール

(ｼｰﾄ)

12×5

附属室

自転車置き場

留守家庭

CR

CR

ポンプ室

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ

倉
ＷＣ

倉庫 倉庫 ビオトーブ

陶芸

給食室

給配

更衣

図工 準備 支援 支援 保健室 校務

倉

手洗い 手洗い

下足室

スロープ

ＷＣ
通
路

ＷＣ玄関 倉庫

控

控

ステージ ○簡

留守家庭

CR

CR

手洗い

ＷＣ 図書 準備 会議 校長

放送

通路

印刷

職員室

給食

倉

理科 準備
校務

作業室
教材室

ＷＣ

ＷＣ

倉 地域交流

ＷＣ

倉

給配

教材室

屋上

地域交流

倉

ＷＣ

地域交流 通
路

理科 準備 相談
更衣室

休養室
ＷＣ

手洗い
渡廊下 ギャラリー

吹抜

ギャラリー
放

２階平面図

屋上

手洗い

ＷＣ CR CR CR 学習室 CR CR 学習室 保管室 準備 音楽 ＷＣ

手洗い

教材室

給配

音楽

準備

準備

多目的教室 ＷＣ 学習室 学習室
（クラブ）

特活

（クラブ）

特活

A

A

A

A

B BB 5 6

8 9 5 6

8

9

H

7

1 2 3 4
7 1

A A A A A A

A A A

身障者便所

A A A A A A A E F

D 2

3

4 G

14

11

12

４階平面図

屋上

①

番号 室名

校長室

メーカー 型名 数量
冷房能力(kW)

暖房能力(kW)
圧縮機 設置年月日

職員室

1

室外機位置

ダイキン 屋上

ダイキン

3.0

8.0

9.0

2.2

11.2

12.5

SHYJ80D

②～④ SHYJ112D

保健室⑤　⑥ 2 4.5

5.0

1.1⑦ 会議室 日立 1

3

RPK-AP63HVJ2

ベランダ天吊

ベランダ天吊

H13.9.14

H22

廊下天吊

岸部第二小学校空調機器仕様表（管理諸室）

室外機位置 設置年月日
暖房能力(kW)

圧縮機
冷房能力(kW)

数量型名メーカー室名番号

支援教室 1⑧

⑪　⑫

日立 RPK-NP56K 5.6

6.3

⑨

コンピュータ教室 ダイキン 2 10.0

11.2

支援教室 1日立 5.6

6.3

RPK-AP56K2

SHYJ140D

1.5

1.5

3.75 ベランダ天吊

H25.8.10

H13.9.14

廊下店吊

廊下店吊

岸部第二小学校空調機器仕様表（教室）

H13.9.14

5.6

6.3

16.0

普通教室 14.0A 日立

1室外機 屋上

室外機

室外機

屋上

1 屋上

C

D

E

日立

日立

日立

1

日立

RPC-GP140K

B 支援教室 3

20

1室外機 屋上日立

1室外機 屋上日立

1室外機 屋上日立

F

G

H

RAS-AP500DG4

RAS-AP280DG4

RAS-AP670DG4

RAS-AP670DG4

RAS-AP775DG4

RAS-AP670DG4

50.0/56.0

28.0/31.5

67.0/77.5

67.0/77.5

77.5/90.0

67.0/77.5

4.8+6.0

6.0

7.2+7.2

7.2+7.2

4.8×2+7.2

7.2+7.2

H28.9

H28.9

H28.9

H28.9

H28.9

H28.9

H28.9

H28.9

14.0

16.0

13

13

13

SZRH140BC 1 H31.6屋上支援教室 2.41ダイキン

吹田市　学校教育部　学校管理課

EHP-6

EHP-3 EHP-4 EHP-5

C
EHP-1

EHP-2

日立

RPL-GP50K

RAS-GP50RSHJ 0.8

RPC-GP56K 5.0

5.6

ビルマル

ビルマル

注記

1、図中□印は空調室外機位置を示す。

2、図中○印は空調室内機位置を示す。

3、PAC-D-またはACP-D-と記載の空調機は点検しないこと。

11 12



吹抜

更衣室 CR CR

屋上 屋上

CR ＷＣ

会議室

CR

CR

CR 給配

屋上

CRＷＣ CR CR CR ＷＣ 職員室

放

印
刷

会
議

校
長

準

理科

ＷＣ

所在地

学校名

縮 尺 番号

吹田市立豊津第一小学校

吹田市江坂町１丁目１５番４２号

15

CR CR CR CR 支援

機械

CR

CR

CR 給配

ＷＣ 学習室 CR CR
低学年

図書

図書室 準 準 家庭科

ＷＣ

資料 準

図工室
Ｗ
Ｃ

Ｗ
Ｃ

多目的教室 音楽

準

準

更衣室

CR

CR

CR 給配

ＷＣ CR CR 学習室 CR
Ｗ
Ｃ

Ｗ
Ｃ

CR CR CR CR

ＷＣ

音楽

幼稚園（１Ｆ）

下足室

H=8.0 

通用門

ﾎﾟﾝﾌﾟ室
ｼｬﾜｰ

ゴミ庫

通用門
正門（ICタグ）

下処理 倉

ＷＣ

給配

更衣休養

給食室

機

給食室

休

WC

ﾋﾟﾛﾃｨ

ｼｬﾜｰ

下足室

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ

自転車置場

ＷＣ玄倉庫

屋内運動場

控ステージ控

H=8.0 

機
械
室

ＷＣ

更衣倉

更

大プール

(シート)

25×8

小プール

(シート)

12×5

通用門

倉

運動場

（雨水貯留施設）

倉

留守家庭

留守家庭

砂場

理科 準 支援 支援

身

Ｗ
Ｃ

倉
支援

ﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ

災害用物置

教
材
室

校
務

玄関

保健室
休養室

更衣
通級

作
業
室

配
膳

下 倉

配置・１階平面図

設置年月日

①

番号 室名

校長室

メーカー 型名 数量
冷房能力(kW)

暖房能力(kW)
圧縮機

職員室

1

室外機位置

屋上3.0

7.1

8.0

1.9 ベランダ天吊

②～④

豊津第一小学校空調機器仕様表（管理諸室）

保健室⑤　⑥ 2 4.5

5.0

1.1⑦ 会議室 1

1.2

3

ベランダ天吊

ベランダ天吊

8 9

8 9

5 6

5 6

12

13
17 11 10

1011171213

16

16

16 16
AAAA

AA A A

A

A

A

2 3 4 7 1
17

A

A

A

A A A

A A A A A

A A A A A A A A

A

A

A

A

10.0

11.2

5.6

6.3

EFF

D EE

4

3

2

B

C

B

CR G

G

吹田市　学校教育部　学校管理課

18

18

18

18

18

ACP-1

ACP-2

ACP-3 ACP-4

ACP-8 ACP-7

三菱重工

三菱重工

日立

三菱重工

FDCVP1125H

FDEZP1125S

FDCVP805H

FDEZP805C

RAS-GP50RSHJ

RPK-GP50K

FDKZP565S

FDCZP505HK

２階平面図３階平面図

４階平面図 屋上

1.8

室外機位置 設置年月日
暖房能力(kW)

圧縮機
冷房能力(kW)

数量型名メーカー室名番号

2

ベランダ天吊

1

豊津第一小学校空調機器仕様表（教室）

⑧　⑨ 日立 RPK-NP56K 2 5.6

6.3

⑩　⑪

支援教室

支援教室

通級教室

⑫

⑬ 支援教室

日立

日立

日立

RPK-AP56K

RPK-AP56K

1

1

1.1

1.1

1.1

5.6

6.3

5.6

6.3

ベランダ天吊

ベランダ天吊

ベランダ天吊

ベランダ床置

H15

H25.8.2

5.0

5.6

RAS-P50HJ1

RPK-NP50K

CR

FDKP285LXA 4台

1

⑯

⑰

支援教室

支援教室

日立

AKSA04555JM1

2 5.0

6.3

壁掛

ベランダ天吊

H26.5

H27.3東芝 4.0

4.5

1.1

AIK-AP505H

ROA-AP505HSJ2 1.1

普通教室 14.0A 日立 RPC-AP140K5

16.0

34

1室外機 屋上

室外機

室外機

屋上

屋上

日立

日立

日立

室外機 屋上日立

室外機 屋上日立

RAS-AP950DS4

RAS-AP500DS4

RAS-AP800DS4

RAS-AP335DS4

RAS-AP690DS4

95.0/106.0

80.0/90.0

50.0/56.0

33.5/37.5

69.0/77.5

B

C

D

E

F

H25.8.31

H25.8.31

H25.8.31

H25.8.31

H25.8.31

H25.8.31

2

1

3

2

7.2

4.8+6.0

6.0+4.8+4.4

(4.8+4.4)×2

6.0+7.2×2

普通教室 日立G G 12.5/14.0 3.0 屋上1 R2.8RPC-GP140RSH4

ビルマル

1 ベランダ天吊⑱ 理科室 三菱重工 FDCP1124HLXAG

⑲ 普通教室 日立 RPC-GP160RSH5 14.0

16.0

3.7 R3.7

19
19

注記

1、図中□印は空調室外機位置を示す。

2、図中○印は空調室内機位置を示す。

3、PAC-D-またはACP-D-と記載の空調機は点検しないこと。



所在地

学校名

縮 尺 番号

吹田市立豊津第二小学校

吹田市江坂町２丁目５番１号

16

H=8

運動場

給食用門

H=8

通用門

給食室

配膳室ゴミ庫 職員 校務

ｼｬﾜｰ室

印

放

職員室 校長 会議 保健室

（雨水貯留施設）

砂場

災害用物置

倉庫

WC

WC ＣＲ ＣＲ

スロープ

身障者便所

正門

理科

準

音楽準

L.P.G陶芸

理科準

ポンプ室ｷｭｰﾋﾞｸﾙ

WC

控

WC

ﾋﾟﾛﾃｨｰ

下足室

倉

玄

屋内運動場

ステージ控

小プール

12×5

(シート)

大プール

(シート)

25×10

2階平面図
屋上

給配 作業 WC
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

教室

ＣＲ ＣＲ ＣＲ ＣＲ WC ＣＲ
休養

更衣
留守家庭

屋上

準 準

音楽

図工準家庭科準WC

3階平面図

給配 教材 WC ＣＲ ＣＲ ＣＲ ＣＲ ＣＲ WC ＣＲ
低学年

図書
準 図書室

屋上会議室展示室WC

4階平面図

給配 教材 WC ＣＲ ＣＲ ＣＲ ＣＲ ＣＲ WC 学習室 更衣室児童会 学習室

ｸﾗﾌﾞ相談室多目的室資料WC

屋上

室外機位置 設置年月日
暖房能力(kW)

圧縮機
冷房能力(kW)

数量型名メーカー室名番号

支援教室

コンピュータ教室

1

2

⑧ 8.0

⑨　⑩

2

廊下床置

ベランダ天吊

①

番号 室名

校長室

メーカー 型名 数量
冷房能力(kW)

暖房能力(kW)
圧縮機 設置年月日

職員室

1

室外機位置

ダイキン 屋上

ダイキン

3.0

2

② 1

③　④ 職員室 ダイキン

保健室⑤　⑥ 2

1.1⑦ 会議室 日立 1

屋上

豊津第二小学校空調機器仕様表（管理諸室）

豊津第二小学校空調機器仕様表（教室）

SHYJ56KT 5.6

6.3

1.7

SHYJ100K

FHP112CB 10.0

11.2

RPK-AP63HVJ2

2.0

ベランダ天吊

ベランダ天吊

ベランダ天吊

H10.9.11

H25.9

東芝 APAK8034S

SZHYP140M

11.3

12.5

14.0

2.4

1.4

⑪

⑫

プレイルーム

支援教室

ダイキン

日立

日立 RPK-GP56K 1

普通教室 14.0A 日立

16.0

1室外機 屋上

室外機

室外機

屋上

1 屋上

C

D

E

日立

日立

日立

1

1室外機 屋上日立

室外機 屋上日立 1B

F

RPC-GP140K 22

RAS-AP335DG4

RAS-AP950DG4

RAS-AP950DG4

RAS-AP670DG4

RAS-AP670DG4

軒下天吊

軒下天吊

33.5/37.5 7.2

95.0/106.0 6.0+7.2×2

6.0+7.2×2

7.2+7.2

7.2+7.2

H28.9

H28.9

H28.9

H28.9

H28.9

H28.9

H28.9

H28.9

H15.8.31

H19

2 3 4 1 7 5 6
1 7 5 6

A A

支援教室

8 12 11

11

8 1211

A A A A A

A A A A A A A A A A A A A A A

9 10
9 10

B C

2

3

4 D E F

H10.9.11

RPC-AP56K5

RAS-AP56GH3

RAS-AP56GH3

5.0

5.6

5.0

5.6

0.95

0.95

10.0

11.2

95.0/106.0

67.0/77.5

67.0/77.5

5.6

6.3

吹田市　学校教育部　学校管理課

ACP-3 ACP-4 ACP-5 ACP-6

日立

RPK-GP50K

RAS-GP50RSHJ 4.5

5.0

0.8

ビルマル

注記

1、図中□印は空調室外機位置を示す。

2、図中○印は空調室内機位置を示す。

3、PAC-D-またはACP-D-と記載の空調機は点検しないこと。
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SHYJ140P

教材 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ教室給配

普普普普ＷＣ

理科準備普
ＷＣ

普
ＷＣ

準備家庭科

３階平面図

所在地

学校名

縮 尺 番号 17

吹田市立江坂大池小学校

吹田市江坂町３丁目１３番１号

○門

運動場

砂場

H=8m

通用門

小プール

(ｼｰﾄ)

12×5

大プール

(ｼｰﾄ)

25×10

附属室

幼稚園

ｼｬﾜｰ室
ＷＣ

倉庫

休養室

更衣室

校務下足室玄

倉庫

中庭
給配

給食調理室

下処理倉

給食用門通用門

倉庫
ＷＣ

陶芸

支援

支援

ＷＣ

ｼｬﾜｰ

災害用物置

普 普 普 普

正門

（ICタグ）

ｺﾞﾐ庫

ｺﾞﾐ庫

ポンプ室 ﾋﾟﾛﾃｨｰ

身障者便所

N

配置図兼１階平面図

２階平面図

ＷＣ

相談図書室

職員室

印刷

校長

放送

会議
ＷＣ

保健室教材給配

キュービクル

普低学年図書多目的教室ＷＣ

器
具
庫

玄
関

Ｗ
Ｃ

屋内運動場

控

ス
テー

ジ

控

２階平面図

３階平面図

控

ス
テー

ジ

４階平面図

ＷＣ
音楽

準備

準備

普 普
ＷＣ

学習室教材給配

普普普普ＷＣ

準備図工室

室外機位置 設置年月日
暖房能力(kW)

圧縮機
冷房能力(kW)

数量型名メーカー室名番号

屋上

ダイキン

2

屋上3.75

2.0

屋上ダイキン

屋上

1

1

屋上ダイキン

①

番号 室名

校長室

メーカー 型名 数量
冷房能力(kW)

暖房能力(kW)
圧縮機 設置年月日

職員室

1

室外機位置

ダイキン 屋上

ダイキン

3.0

8.0

9.0

2.2 ベランダ床置

11.2

12.5

SHYJ50D

SHYJ112D H13.9.14

H13.9.14

江坂大池小学校空調機器仕様表（管理諸室）

江坂大池小学校空調機器仕様表（教室）

普通教室 SZHYP140M 12.5

14.0

2.4

21 22

～

23

24

25

26 28

29 30

支援教室 日立 RPC-P80K1 8.0

9.0

2.2

コンピュータ教室

コンピュータ教室 東芝

FDE-125H8

ROA-J904H

1

1

14.0

16.0

9.0

9.5

低学年図書室 14.0

16.0

2.5

音楽室

多目的教室

三菱 MPKZ-WRP63SGK 3 6.3

8.0

SHYJ140P 14.0

16.0

2.5

1.3

屋上 H17.8.31

H14.9.13

H16.8.31

H16.8.31

H17.8.31

H19.2.28

H17.8.31

プレイルーム

支援教室

日立

日立

RPC-GP56K

RPK-GP56K

231

32

壁面

壁面

RAS-AP56GH3

RAS-AP56GH3

H28.9

H28.9

87 9 10

31 31
32

21 22

2132313122

2 3 4 1 6
1 6

5

12 13 14 15

23 24

16 17 18 19

20

26 27 28

23 24

5 20

18
25
191716151413121110987

29 30

29 30 25 11

屋上

5.0

5.6

5.0

0.95

0.95

三重

⑦～⑲

屋上ダイキン 120 学習室 FHP140DG 12.5

14.0

2.41 R1.6

吹田市　学校教育部　学校管理課

ダイキン 屋上⑤ 保健室 SHYP80P 1

会議室 日立 1⑥ RPK-AP63HVJ2

7.1

8.0

1.8

ベランダ天吊

H17.8

5.6

6.3

1.1

職員室 屋上

②～③

④ 東芝 ROA-AP1127H

AIC-RP1123H

2

1 10.0

10.0

1.7 R2.6.27

13

5.6

注記

1、図中□印は空調室外機位置を示す。

2、図中○印は空調室内機位置を示す。

3、PAC-D-またはACP-D-と記載の空調機は点検しないこと。

2726 28

2

3

4

地上

2



所在地

学校名

縮 尺 番号 18

吹田市立山手小学校

吹田市山手町２丁目１５番４３号

①

番号 室名

校長室

メーカー 型名 数量
冷房能力(kW)

暖房能力(kW)
圧縮機 設置年月日

職員室

1

室外機位置

屋上

1.7 ベランダ天吊三重

三重

保健室⑤　⑥ 2

⑦ 会議室 1

1.2 ベランダ天吊

ベランダ天吊

②～④

FDEJ63HA

FDEA125HA

東芝 AKSA06345JX

3

6.3

7.1

12.5

14.0

6.3

7.1

3.75

1.5

H9.9.12

H9.9.12

H6

WC

CR

CR

CR

CR

WC CR CR

WC

CR CR 給配

低学年図書

学習室

準備室
WC

WC

CR

支援

支援

下処理

食品庫

給配

給食室

倉WC 更衣・休養

２階平面図

通用門

倉倉

災害用倉庫

更衣室

大プール

(ｼｰﾄ)

25×10

附属室

小プール

(ｼｰﾄ)

10×5

作業室 機

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ

ｺﾞﾐ庫

通用門

控

ｺﾞﾐ庫

ス
テー

ジ

控

更衣室

陶芸

砂場

WC

Ｗ
Ｃ

屋内運動場

器
具
庫

Ｗ
Ｃ

玄
関

更衣室予

ｽﾎ゚ ｯﾄ

ｺﾐｭﾆﾃｨｰ

倉

正門
（ICタグ）

通用門

校務

玄関

下足室

保健室

WC

倉

会議 校長

放送

印刷

職員室

配置図・１階平面図

３階平面図

家庭科

準備室

理科

準備室

WC 少人数 CR CR

Ｗ
Ｃ

CR 給配

地域交流室

地域交流室

留守家庭

留守家庭

準備室

音楽

CR

CR

準備室

４階平面図

CR

CR

教材室

CR

教材資料室

会議室

準備室

音楽

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ教室

Ｗ
Ｃ

更衣室多目的教室WC

図工

準備室

準備室

図書

屋上

室外機位置 設置年月日
暖房能力(kW)

圧縮機
冷房能力(kW)

数量型名メーカー室名番号

支援教室⑧～⑨ ダイキン FAYP56P 2 5.0

5.6

1.2

⑩ 1

地上 H16

5 5

66

運動場

7 1
17

2 3 4

14

8

9

14

8

9

B

A

A

A

A

A A A A A A A A

A

B

A

12 13
12 13

A

A

B

H

G

2

3

4

E

DC

F

山手小学校空調機器仕様表（教室）

山手小学校空調機器仕様表（管理諸室）

10
支援

CR

10

支援教室 14.0

16.0

6.3 H30.8

10

屋上

15

15

吹田市　学校教育部　学校管理課

ACP-1

ACP-5

ACP-2

日立 RPK-AP56K2 5.0

5.6

ベランダ壁付⑫　⑬ コンピュータ教室 東芝 PAC16000 2

18.0

16.0 3.3

普通教室 14.0A 日立

16.0

1 地上⑭ 支援教室 14.0

16.0

RPC-AP140K5 16

1室外機 屋上

室外機

室外機

屋上

1 屋上

日立

日立

日立

1

1室外機 屋上日立

室外機 屋上日立 1

普通教室 日立B RPC-AP160K5 3 16.0

18.0

C

D

E

F

G

1室外機 屋上日立H

RAS-AP690DS5

RAS-AP1250DS5

RAS-AP160DG3

RAS-AP160DG3

RAS-AP560DS5

RAS-AP335DS5

69.0/77.5

125.0/140.0

16.0/18.0

16.0/18.0

56.0/63.0

33.5/37.5

H14.9.13

H26.9

H26.9

H26.9

H26.9

H26.9

H26.9

H26.9

H26.9

H26.9

7.2+(6.0+4.4)×2

7.2

4.8+7.2

6.0+4.8+4.4

3.6

3.6

1⑮ 普通教室 12.5

14.0

3.0 屋上 R1.6

ダイキン

東芝 AIC-AP1408H

RAS-AP140GH2

RPC-AP140K5

FHYJ80F 2台

3.75

ビルマル

ビルマル

注記

1、図中□印は空調室外機位置を示す。

2、図中○印は空調室内機位置を示す。

3、PAC-D-またはACP-D-と記載の空調機は点検しないこと。



8

屋内運動場

ス
テー

ジ

控

控

倉
庫

玄

WC

図書室 準備

更衣

休養

給配

屋上

WC

低学年

図書

CR

EV

理科

準備

職員WC

職員室

放送

印

校
長
室

会
議
室

理科

CR CR CR WC

２階平面図

所在地

学校名

縮 尺 番号

吹田市立片山小学校

吹田市朝日が丘町１６番１号

通用門

ゴミ庫

留守家庭

保健室

更衣室

下

倉

給食室

給配

WC 倉庫 ＣＲ ＣＲ 学習室 倉庫 WC

機械室

大プール

(ｼｰﾄ)

25×10

(ｼｰﾄ)

12×5

小プール

通用門

ポンプ室

正門

ｺﾐｭﾆﾃｨｰ

スロープ

幼稚園

園庭

校務

作業

EV

身障者便所

WC

下足室

少人数CRCRCR

陶芸

キュービクル

会
議
室

教
材

支
援

支
援

支援

通用門 配置図・１階平面図

３階平面図

吹　抜

ｷﾞｬﾗﾘｰ

ｷﾞｬﾗﾘｰ

放

吹

CR CR 学習室 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

準備

図工

準備

家庭科

WC

EV

WC

給配

CR CR 少人数 CR CR CR 多目的教室 WC

A A A A

9 8

9

A A
1213

17

16 16

11 10

56

13 12 16 1617 1110 6 5

A A AA

18

19

18

1917 2 3 4
7 1

A A AAAA

A A
1415

14

15

19

４階平面図

給配

WCCRCRCRCR更衣室

EV

WC更衣室CRCR

音楽

準備

WC

音楽

準備

更衣室更衣室CRCR

AAAAAA

A A

屋上

2

3

4BC

D E F G

20

20

ベランダ天吊①

番号 室名

校長室

メーカー 型名 数量
冷房能力(kW)

暖房能力(kW)
圧縮機 設置年月日

職員室

1

室外機位置

ダイキン 屋上

ダイキン

②～④

保健室⑤　⑥ 2

1.1⑦ 会議室 日立 1 6.3

7.5

3

RPK-AP63HVJ2 ベランダ天吊

SHYJ56FT 5.6

6.3

1.7 H9.9.12

H9.9.123.75SHYJ140F 14.0

16.0

H6日立 RPK-GP50K

RAS-GP50RSHJ

4.5

5.0

壁付0.80

片山小学校空調機器仕様表（管理諸室）

⑧

⑨

室外機位置 設置年月日
暖房能力(kW)

圧縮機
冷房能力(kW)

数量型名メーカー室名番号

支援教室 1日立

支援教室 1日立

RPC-NP112HVR

RPC-NP112HVR

⑩～⑬ 支援教室

2 3.75⑭　⑮

2

支援教室

コンピュータ教室 三重 FDEJ140H2D3

⑯ プレイルーム 日立 RPC-GP56K

RAS-40RX2日立 4

⑰ 日立

10.0

11.2

10.0

11.2

2.2

2.2

地上

地上

4.0

6.0

0.8 H15

ベランダ壁付 H2.9.1414.0

16.0

壁付 H28.9

H28.9RPK-GP56K 1

RAS-AP56GH3

RAS-AP56GH3

壁付

5.0

5.6

5.0

5.6

0.95

0.95

片山小学校空調機器仕様表（教室）

1室外機 屋上

室外機

室外機

屋上

1 屋上

日立

日立

日立

1

1室外機 屋上日立

1室外機 屋上日立

1室外機 屋上日立 RAS-AP670DG4 7.2+7.2

H28.9

H28.9

H28.9

H28.9

H28.9

H28.9

16.0

普通教室 14.0A 日立 RPC-GP140K H28.9

RAS-AP670DG4

RAS-AP670DG4

B

C

D

E

F

G

RAS-AP775DG4

RAS-AP775DG4

26

7.2+7.2

7.2+7.2

4.8×2+7.2

67.0/77.5

67.0/77.5

77.5/90.0

77.5/90.0 4.8×2+7.2

RAS-AP670DG4 67.0/77.5

67.0/77.5

7.2+7.2

ベランダ天吊理科室 東芝 APR-80K 8.02⑱　⑲

⑳ 支援教室 ダイキン SZRH140BC 1 12.5

14.0

2.41 屋上 H31.6

H H 支援教室 ダイキン SZRH140BF 1 12.5/14.0 屋上2.45 R2.8

H

H

吹田市　学校教育部　学校管理課

ACP-1 ACP-2

ACP-5 ACP-6 ACP-7 ACP-8

1.4

ビルマル

J

J

1 屋上J J 普通教室 日立 RPC-GP160RGH3 14.0/16.0 3.0

3.0

R3.7

注記

1、図中□印は空調室外機位置を示す。

2、図中○印は空調室内機位置を示す。

3、PAC-D-またはACP-D-と記載の空調機は点検しないこと。

壁付



校務員室

所在地

学校名

縮 尺 番号

吹田市立山田第一小学校

吹田市山田東２丁目３３番２号

20

○ｉ

○ｉ

H=10

配置図兼１階平面図

正門

倉庫

幼稚園部分

職員室

更衣ＷＣ

遊戯室

支援

学習室

校務ＷＣ倉庫

消火ポンプ室

ＷＣ

保育室

保育室

保育室

教材室

保育室

会議

ＷＣ

ＷＣ

給配

EV
倉庫

多目的教室

倉庫

運動場

渡り廊下

H=10

屋内運動場

器具庫

更衣室

玄関

ＷＣ

控

ステージ

控

倉庫

砂場 キュービクル

ｺﾞﾐ庫

ｺﾞﾐ庫

ｼｬﾜｰ倉

給食室

倉庫
更衣

ＷＣ

留守家庭

給食員室

校務作業

低学年図書室

下足

校務作業

大プール

(シート)

25×10
(シート)

小プール

12×5

機械室
災害用物置

倉庫

附属室

通用門

ｺﾞﾐ庫

２階平面図

吹　抜

３階平面図 ４階平面図

２階平面図

職員室

保健室

会議

校長室倉庫

学習室

EV

給配

準

家庭科

屋上

WC

WC
WC

WC

3

4

2

2

2

2

A

A

B

放送印

5 6

1

9

8

8

B

相談室
7

留守家庭

更衣
ＷＣ

生活Ｒ

CR

CR

CR

H

IJ

K

L

CR

CR

WC

WC

EV

給配

教材

準

給配

EV
教材

学習室

CR

屋上

ＷＣ

学習室

CR

CR

CR
B

BB

B

B

BCR

CR

CR B

B

B

B

BCR

CR

CR

CR

教材室

図書室

ＰＣ室

WC

WC

①

番号 室名

校長室

メーカー 型名 数量
冷房能力(kW)

暖房能力(kW)
圧縮機 設置年月日

職員室

1

室外機位置

5.6

6.3

4 7.1

8.0

2.8

3.2

H24.4

H24.4

H24.4

H24.4

②

④

1

H24.4

H24.4

会議スペース

印刷室

放送室

2.8

3.2

2.81

1

3.6

4.0

ダイキン

ダイキン

ダイキン

ダイキン

ダイキン

ダイキン

FXYAP28M

FXYAP28M

FXYAP28M

FXYAP36M

③

⑤

⑥

2

1

5.6

6.3

H24.4

H24.4

保健室

会議室 7.1

8.0

ダイキン

ダイキン

⑧

⑨

1 H24.4ダイキン⑦ 相談室 5.6

6.3

FXYHP56MA

FXYHP56MA

FXYHP71MA

FXYHP56MA

FXYHP71MA

５階平面図

図工

準

理科

音楽

会議

EV

準備

教材

屋上

教材室

準

WC

WC

D

E

F

G

A

4.1+4.4

室外機位置 設置年月日
暖房能力(kW)

圧縮機
冷房能力(kW)

数量型名メーカー室名番号

16.0

普通教室

支援教室

B

ダイキン

ダイキン

FXYHP90MA 2 9.0

10.0

H24.4

FXYHP140MA 13 14.0

ダイキンC コンピュータ教室 FXYHP80MA 2

9.0

H24.4

H24.4

ダイキン H24.4

ダイキン H24.4

ダイキン H24.4

ダイキン H24.4

D

E

F

G

音楽室

音楽室

理科室

理科室

FXYHP140MA

FXYHP56MA

FXYHP140MA

FXYHP56MA

1

1

1

1

8.0

14.0

16.0

5.6

6.3

14.0

16.0

5.6

6.3

1室外機 屋上

室外機

室外機

屋上

1 屋上

1

1室外機 屋上

1室外機 屋上

ダイキン

ダイキン

ダイキン

ダイキン

ダイキン

40.0/45.0

73.0/82.5

73.0/82.5

100.0/112.0

40.0/45.0

RXYP400C 4.1+4.4

RXYP730C 6.9+4.4+4.1

6.9+4.4+4.1

7.3+5.0+4.9+4.5

H24.4

H24.4

H24.4

H24.4

H24.4

H

I

J

K

L

ダイキン H27.9M 教室 FXYHP140MC 6 14.0

16.0

室外機 屋上1ダイキンN RXUP950D 95.0/106.0 6.0+7.2×2

RXYP730C

RXYP1000C

RXYP400C

H27.9

M

M

M

M

M

M

N

山田第一小学校空調機器仕様表（管理諸室）

山田第一小学校空調機器仕様表（教室）

ビルマル

ビルマル

ビルマル

ビルマル

ビルマル

ビルマル

ビルマル

ビルマル

ビルマル

ビルマル

ビルマル

ビルマル

ビルマル

ビルマル

ビルマル

ビルマル

ビルマル

吹田市　学校教育部　学校管理課

4

EHP-1ACP-201
ACP-301

ACP-401

ACP-102

ACP-501

2

3.2

注記

1、図中□印は空調室外機位置を示す。

2、図中○印は空調室内機位置を示す。

3、PAC-D-またはACP-D-と記載の空調機は点検しないこと。

C

C



所在地

学校名

縮 尺 番号

吹田市立山田第二小学校

吹田市千里丘下１９番１号

21

倉

控

ス
テー

ジ

控

屋内運動場

ＷＣ

倉

ｼｬﾜｰ

倉
庫

玄

理科

準

H=6ｍ

倉庫

留守家庭

災害用物置

倉庫

多目的教室倉庫

下足室
倉庫

ＷＣ

キュービクル

ゴミ庫

ゴミ庫
正門

○ｉ

理科

準備

身障者便所

支援

プレイルーム

ｼｬﾜｰ
WC

休養

更衣

給食室

給配

通路

食品庫

下処理

ポンプ室倉庫

運動場

砂場

附属室

小プール
（ｼｰﾄ）

12×5

通用門

陶芸

太陽の

広場
通級教室校務ＷＣ下足室保健室

２階平面図

湯
電

ｷﾞｬﾗﾘｰ

吹抜

放送

ｷﾞｬﾗﾘｰ

配置図・1階平面図

（ｼｰﾄ）

大プール

25×10

３階平面図

４階平面図

屋上

10 11

10

11

12 13

12 13

8 9
8 9

留守家庭

ＣＲ

ＣＲ

ＣＲ

ＷＣ

ＣＲ

教材

手洗

ＣＲ

休養室

更衣室
放

印

校
長

会
議

倉

職員室

ＷＣ

屋上

低学年図書

給配
家庭科

準

ＷＣ 学習室 ＣＲ ＣＲ

会議

学習室

ＣＲ

ＣＲ

ＷＣ

学習

教材

生活科

図書

児童会室 倉

準備室

ＷＣ

給配

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ教室

図工

準

ＷＣ ＣＲ ＣＲ 学習室

屋上

給配

ＷＣ

準備室

音楽

ＣＲ ＷＣ ＣＲ ＣＲ 屋上

準

音楽

屋上

屋上

5 6

5 6

A

A

A

A

A

2

3

4
1 7
1 7

A A A

A

A

A

A

A留守家庭

14 15
1514

A A A A

A AA

2 3 4

B D

B

C

B’

吹田市　学校教育部　学校管理課

ACP-4

ACP-5

①

番号 室名

校長室

メーカー 型名 数量
冷房能力(kW)

暖房能力(kW)
圧縮機 設置年月日

職員室

1

室外機位置

ダイキン 屋上②～④

保健室⑤　⑥ 2

⑦ 会議室 日立

3

ベランダ天吊

室外機位置 設置年月日
暖房能力(kW)

圧縮機
冷房能力(kW)

数量型名メーカー室名番号

支援教室

SHYJ140K 14.0

16.0

RPC-AP63K3 1 6,300kcal/h

6,800kcal/h

3.75 H7.2.15

1.9

1.2

ベランダ天吊 H7.2.15

⑧　⑨ ダイキン SHY63DB 2 6,300kcal/h

6,800kcal/h

1.9 ベランダ天吊 H7.2.15

山田第二小学校空調機器仕様表（管理諸室）

山田第二小学校空調機器仕様表（教室）

1.5

日立

日立 RPC-AP80KS

RAS-AP56SHJ2

RPK-AP56K2

7.1

8.0

5.6

6.3

2015.5

2

支援教室

室外機 屋上日立

日立

5.0

6.0

⑭　⑮

支援教室

コンピュータ教室

日立 RPC-AP63K3

ダイキン SHYJ160D 2

6.3

7.5

16.0

18.0

A

B

普通教室 RPC-AC140K5 20

RAS-AP335DS4 33.5/37.5

14.0

16.0

4.5

地上

地上

地上 H13.9.14

H25.8

H25.8

0.75

7.2

1室外機 屋上

室外機 1 屋上日立

日立

C

D

RAS-AP950DS4

RAS-AP1250DS4

95.0/106.0

125.0/140.0

H25.8

H25.8

6.0+7.2×2

7.2+(6.0+4.4)×2

室外機 屋上日立 RAS-AP335DS4 33.5/37.5 7.2B’

2

1 H30.10

支援教室 東芝 RAS-5065DV 5.0

6.0

地上

ﾙｰﾑｴｱｺﾝ

0.75

⑫　⑬

⑪

⑩

日立 RPC-AP56K2

1

1

1.1

注記

1、図中□印は空調室外機位置を示す。

2、図中○印は空調室内機位置を示す。

3、PAC-D-またはACP-D-と記載の空調機は点検しないこと。

ベランダ天吊



AA

所在地

学校名

縮 尺 番号

吹田市山田西１丁目４番１号

22

吹田市立山田第三小学校

ｺﾐｭﾆﾃｨｰ

ｽﾎﾟｯﾄ

運動場

通用門

○ｉ
ＷＣ

ゴミ庫

倉庫
倉庫

正　門

ＷＣ

支援

倉庫

保健室

校務

玄

下足室

留守家庭

留守家庭

ＷＣ

身障者便所

ＷＣ

陶芸

キュービクル

ポンプ室

○ｉ

給食用門

シャワー

理科

準備

理科

作業室

学年室

ＣＲ

ＣＲ

学習室

ＷＣ

給配

給食室

更衣

休養

Ｗ
Ｃ下倉

幼稚園

（1F、2F）

大プール

(シート)

25×10

小プール

(シート)

12×5

更
衣
室

機械

倉 更

屋内運動場

控ステージ控

倉庫

予

ＷＣ

玄

配置図・1階平面図2階平面図

ＷＣ

図書室

準備室

低学年図書

教材室

職員室

放送印刷

校長

会議

更衣室

休養室

ＷＣ

ＷＣ

渡り廊下

教材室

作業室

準備

家庭科

相談室給配

ＣＲ

ＣＲ

ＷＣ

ＣＲ

学年室

4階平面図

ＷＣ
学年室

ＣＲ

ＣＲ

学習室

音楽

準備

音楽

教材室給配

渡り廊下

ＷＣ

ＣＲ

ＣＲ

学年室

教材準備

更衣室

ＷＣ

保管室

会議室

多目的教室

ＷＣ

3階平面図

ＷＣ
更衣室

児童会室

少人数

少人数

学年室

ＣＲ

ＣＲ

ＷＣ

地域交流

学童

ＷＣ

渡り廊下

教材室

図工

準備

図工

教材室給配

ランチ

ＣＲ

ルーム

ＷＣ

ＣＲ

学年室

①

番号 室名

校長室

メーカー 型名 数量
冷房能力(kW)

暖房能力(kW)
圧縮機 設置年月日

職員室

1

室外機位置

屋上

ダイキン ベランダ天吊

②～④

⑤　⑥ 保健室 三菱 2 4.0

⑦ 会議室 日立 1 6.3

7.5

3

1.2

1.1 ベランダ天吊

ベランダ天吊

SHYJ63K 8.0 2.2

FDKJ45

RPK-AP63HVJ2

5.0

H10.9.11

H7

H22

吹抜

放送

ギ
ャ
ラ
リー

ギ
ャ
ラ
リー

2階平面図

3階平面図

教
材
室

保管室 保管室 保管室 給
配

リフト
ＷＣ

4階平面図

教
材
室

特活室 特活室 特活室 給
配

リフト
ＷＣ

屋上

6

5

A

A
A

A

A

コンピュータ
教室

11

10

4

3

2

1

7

5

6

1

7

A

A A

A

A

A

A

A

A

D

E

B

11

10

C

2 3 4

山田第三小学校空調機器仕様表（管理諸室）

15

9.0

12.5

14.0

RCSA14033M H31.33.21

88

8

8
9

9

13

13

14
14

16

1717

16

吹田市　学校教育部　学校管理課

1818

1818

EHP-4

EHP-1

EHP-2

EHP-3

東芝

⑮

室外機位置 設置年月日
暖房能力(kW)

圧縮機
冷房能力(kW)

数量型名メーカー室名番号

支援教室 ベランダ天吊

支援教室

支援教室

⑬

⑭

1

支援教室 1

コンピュータ教室 2⑩　⑪

⑧

⑨

ダイキン 2 2.2

4.5

5.0

1.1

16.0

ダイキン

5.6

6.3

0.95

0.95

壁付

ベランダ天吊

H9.9

H28.9

H28.9

山田第三小学校空調機器仕様表（教室）

三菱 PC-RP140KA14 1 12.5 屋上3.0 H30.6学習室

RCSA16033M東芝 H31.314.0 3.61

14.0

支援教室 5.6

6.3

三菱 1

⑯

⑰ 支援教室

三菱 PCZ-ERMP63SKV 1

PCZ-ERMP80SKV 7.1

8.0

ベランダ天吊

ベランダ天吊

R1.6

R1.6

1.3

1.6

東芝

ダイキン

RZRP63BAT

FHP63DC

RZRP63BAT

FAP63DC

ROA-AP505HS

AIC-AP504H

RYLJ80F

FHYJ80L

5.6

6.3

7.1

8.0

0.95 H28.9ダイキン FXYHP140MC

室外機 屋上

室外機

室外機

屋上

屋上

教室A 14.0

16.0

ダイキン

ダイキン

ダイキン

B

C

D

16

室外機 屋上ダイキン

RXYP670DA

RXYP775DA

RXYP670DA

RXYP500DA

1

1

1

1

7.7+7.7

10.1+7.8

7.7+7.7

10.9

H28.9

H28.9

H28.9

H28.9

67.0/77.5

77.5/90.0

50.0/56.0

67.0/77.5

7.1

8.0

ベランダ天吊 R1.61.6⑱ 会議室 ダイキン 2FAP63A

注記

1、図中□印は空調室外機位置を示す。

2、図中○印は空調室内機位置を示す。

3、PAC-D-またはACP-D-と記載の空調機は点検しないこと。

屋上

1 ベランダ天吊

15

E



所在地

学校名

縮 尺 番号 23

吹田市立山田第五小学校

吹田市山田西１丁目６番１号

池
池

○他

ｽﾛｰﾌﾟ

運動場

倉庫

機械室

附属室

正門

ｺﾞﾐ庫

大プール

（ｼｰﾄ）

25×10

小プール
（ｼｰﾄ）

12×5

ｺﾞﾐ庫

留守家庭留守家庭ＣＲＣＲ

ＷＣ

下足室

作業室

校務

図工室

準備

ＷＣ

給配

給食室

倉
庫

下処理
和室

ＷＣ

通用門

控

ス
テー

ジ

控

身障者便所

ＷＣ
支援

屋内運動場

家庭科準備

玄関

Ｗ
Ｃ

倉
庫

ﾎﾟﾝﾌﾟ室

陶芸

キュービクル

災害用物置

配置図　　１階平面図

吹抜

放送

ギャラリー

ギャラリー

屋上

給配

ＷＣ

会議

校長

放送

職員室

教材室

会議室

ＷＣ

ＣＲ ＷＲ 屋上

図書室 ＷＣ
準
備

更衣室

休養室
保健室

２階平面図

ＷＣ

ＣＲ ＣＲ

理科

準備

理科

ＷＲ

給配

ＷＣ

学習室 ＣＲ ＣＲ ＷＲ ＷＣ

３階平面図 ４階平面図

ＷＣ

多目的教室

音楽

準備

準備

音楽

教材室

給配

ＷＣ

ＣＲ ＣＲ ＷＲ
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ
教室 ＷＣ

屋上

92787

30 30

21 30 22

3030
30

6

1

6

1

2

3

4

10 11

25 265

27

9

21 25 26 22
14 15 16 17

12 13 28 29

18 19 20 23 24
23 24

2 3 4

5

14

15

18

19

16

17 20

28 29

12

10

7

13

11

8

室外機位置 設置年月日
暖房能力(kW)

圧縮機
冷房能力(kW)

数量型名メーカー室名番号

東芝 2 5.0

14.0

16.0

山田第五小学校空調機器仕様表（教室）

⑦～⑳ 普通教室 東芝 APAC14044 14 14.0

16.0

3.0

支援教室21 22 APAC5044

5.6

コンピュータ教室 2東芝23 24 PAC14000 14.0

16.0

東芝 2 3.025 26 図書室 APAC14044 14.0

16.0

0.75

3.0

3.027 東芝 APAC14044 1

東芝 2 3.0APAC14044 14.0

16.0

多目的教室28 29

東芝30 支援教室 ACSA06375M2 3

屋上

庇上

ベランダ天吊

庇上

屋上

屋上

庇上×2

屋上×1

H19.3.31

H19.3.31

H14.9.13

H19.3.31

H19.3.31

H19.3.31

H27.3

教室

5.6

6.3

1.1

①

番号 室名

校長室

メーカー 型名 数量
冷房能力(kW)

暖房能力(kW)
圧縮機 設置年月日

1

室外機位置

ベランダ天吊東芝

山田第五小学校空調機器仕様表（管理諸室）

PAC6300 6.3

7.1

1.1 H14.9.13

職員室 屋上

保健室

会議室 日立 1

PAC12500東芝

東芝⑤

⑥

APAC8044 1

11.2

12.5

8.0

9.0

6.3

2.5

1.63

H14.9.13

H19.3.31

③　④

1東芝② 職員室

2

屋上ACEA11287M 10.0

11.2

1.70 H30.7

吹田市　学校教育部　学校管理課

注記

1、図中□印は空調室外機位置を示す。

2、図中○印は空調室内機位置を示す。

3、PAC-D-またはACP-D-と記載の空調機は点検しないこと。

屋上

ベランダ天吊



H=10

配置図兼１階平面図

H=10

運動場

支援

支援

支援

校務

会議室

ＷＣ

倉

作業室

理科

下足室

倉

留守家庭

準備室理科

温室

更衣休養

ＷＣ

給食室

付属室

身障者便所

ＷＣ
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ

ポンプ室

正門

砂場

通用門

給食用門

ゴミ庫
ゴミ庫

普普普普

災害用物置

倉

倉ﾋﾟﾛﾃｨ

(ｼｰﾄ)

12×5

小プール

(ｼｰﾄ)

幼稚園

25×10

大プール

所在地

学校名

縮 尺 番号

吹田市青葉丘南１５番１０号

吹田市立東山田小学校

24

ＷＣ

ス
テー

ジ

控

控

屋内運動場

器
具
庫

Ｗ
Ｃ

玄
関

普 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ教室

ＷＣ

普 普 普 普

普

普

準備室

家庭科

教材室

図書

準備室

普低学年図書多目的教室

ＷＣ

給配

吹抜

控

控

吹抜

ｷﾞｬﾗﾘｰ

ｷﾞｬﾗﾘｰ

普 普

ＷＣ

普 普 普 普

給配

ＷＣ

普 普 普 普

ＷＣ

教材室

図工室

準備室

音楽

準備室

準備室

音楽

４階平面図

屋上

３階平面図 ４階平面図

暖房能力(kW)

①

番号 室名

校長室

メーカー 型名 数量
冷房能力(kW)

圧縮機 設置年月日

職員室

1

室外機位置

屋上

ベランダ天吊

②　③

保健室

1

職員室 屋上④ 日立 RPC-AP140K5 1

⑤　⑥ 2 4.5

5.0

1.2 ベランダ天吊

ベランダ天吊

H26.8

H7

⑦

室外機位置 設置年月日
暖房能力(kW)

圧縮機
冷房能力(kW)

数量型名メーカー室名番号

支援教室

支援教室

コンピュータ教室

日立

⑧ 東芝

⑨

⑩ 支援教室

日立

RAS-5065DV

RAS-5065ADV

1

RPK-AP56K2

RAS-AP56EHJ1

1

RPK-AP40K2

RAS-AP40GHJ2

1

5.0

6.0

5.6

6.3

⑪ 三重 FDEV1405H4B 1 12.5

14.0

コンピュータ教室 三重 1⑫ FDEJ140H2D3 14.0

16.0

14.0

16.0

⑬

⑭ 支援教室

普通教室 ダイキン

三菱

RZZP160CB

PCZ-ERP56SKH 2

2

0.75

1.1

2.8

3.75

地上

壁付

壁付

ベランダ壁付

ベランダ壁付

床置

H17

H26.6

H29.11.24

H12.9.14

H26.3

H27.6

東山田小学校空調機器仕様表（教室）

２階平面図

普

ＷＣ

普 普 普 普 普

留守家庭

職員室

放送室

保健室

ＷＣ

更衣室

休養室

普普普普

ＷＣ

給配

屋上
機

A A A A

14

14 9

10

8

14

10

8

9

A A A A A A

A A A A

5

6

3

4

2

5

6

A A A A A

A

A

A

12

11

1211
A A A A A A

A A A A

B C

D

2 3 4

H G E

13

13

留守家庭

留守家庭

2

16.0

14.0

3.6

4.0

0.55

5.0 1.1

2.75

東山田小学校空調機器仕様表（管理諸室）

F

1室外機 屋上

室外機

室外機

屋上

1 屋上

日立

日立

日立

日立A

B

C

D

普通教室 14.0

16.0

RPC-AP140K5 32

RAS-AP690DS5

RAS-AP800DS5

RAS-AP335DS5

1室外機 屋上

室外機 1 屋上日立

日立

E

F

1室外機 屋上

室外機 1 屋上日立

日立

G

H

1

RAS-AP1090DS5

RAS-AP590DS5

RAS-AP1090DS5

RAS-AP500DS5

69.0/77.5

80.0/90.0

33.5/37.5

109.0/118.0

69.0/77.5

109.0/118.0

50.0/56.0

H26.9

H26.9

H26.9

H26.9

H26.9

H26.9

H26.9

H26.9

7.2

7.2×2+4.8+4.4

7.2×2+4.8+4.4

4.8+6.0

6.0+4.8+4.4

6.0+4.8+4.4

(4.8+4.4)×2

5.6

三菱 2⑮ 多目的教室 PC-RP140KA14 12.5

14.0

3.0 屋上 H30.6

1515

校長室

印刷室

1
1

7

印刷室

7.1

8.0

三菱 PCZ-ERMP80SKR 1.60 H30.8

H30.8

H30.8

三菱 PCZ-ERMP140KR 12.5

14.0

3.0

三菱 PCZ-ERMP80SKR 7.1

8.0

1.60

7

吹田市　学校教育部　学校管理課

ACP-1 ACP-2

ACP-4ACP-5ACP-6ACP-7

日立

RPK-AP50K2

RAS-AP50SHJ2

3.75

ビルマル

注記

1、図中□印は空調室外機位置を示す。

2、図中○印は空調室内機位置を示す。

3、PAC-D-またはACP-D-と記載の空調機は点検しないこと。

13 13

床置

1515



吹抜

放送

吹抜

ｷﾞｬﾗﾘｰ

ｷﾞｬﾗﾘｰ

吹田市立南山田小学校

吹田市千里丘西９番１号所在地

学校名

縮 尺 番号 25

ｽ ﾛ
ｰ
ﾌﾟ

運　動　場

地下１階平面図

H=8

ﾋﾟﾛﾃｨｰ会議室支援用具

校務

作業室
ＷＣ

ｽﾛｰﾌﾟ
ｽﾛｰﾌﾟ

ｽﾛｰﾌﾟ

控

ス
テー

ジ

控

屋内運動場

Ｗ
Ｃ

玄

倉

幼稚園

普普

ＷＣキュービクル

普普ＷＣ

校務

保健室

給配

相談

留守家庭

留守家庭

下足室

普

普

倉庫

下足室

倉庫

配膳室

給食機械室

通用門

倉庫

和室

ＷＣ

給食機械室

機械
更衣室

WC

支援

支援支援

身障者便所

(シート)

大プール

25×10

給食室

ｺﾞﾐ庫

ｺﾞﾐ庫

災害用物置

ポンプ室

配置図兼１階平面図

２階平面図

普

ＷＣ

普普ＷＣ 普準備図書

屋上

給配

校長室

会議

放送印刷

職員室

支援

低学年図書

会議室 倉庫

更衣室

休養室

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ教室ＷＣ 普 普

職員室

学習室

教材室

普

普

給配

屋上

ＷＣ

倉庫

屋上

11

12

13

14
17

1112171314

20

20

6

7
6

7

A A A A

15 16
15 16

5

5

C

C

9

10 20

20

2

3

4

1

8

1

8

C C

18

19

A A A A

D

5

D

D

18

19

2 3 4

B B BB

ＷＣ

倉庫

C

３階平面図

学習室多目的教室ＷＣ

理科

準備

理科

教材

ＷＣ

普普普普ＷＣ

給配

普普

倉庫

ＷＣ

給配

普

普

教材室

普

普

学習室

家庭科 準備

C

C

C

C

A A A A A A

C

４階平面図

普

普

教材室

普

普

普

給配

倉庫

ＷＣ
普

給配

学習室 ＷＣ 学習室

教材

音楽

準備準備

音楽

準備準備

相談室図工 ＷＣ 普 普 普

ＷＣ

普 普 普

C

C

C

C

C

A A A A A A

C C C

（地階幼稚園）

支援教室

コンピュータ教室

支援教室 1

14.0

16.0

プレハブ

東芝

東芝

ダイキン

ダイキン 4

APAC6345SJ 2⑮　⑯

⑰

⑱　⑲

⑳

APAC6345SJ

SHYJ160D 2 屋上 H13.9.14

室外機 屋上

A

B

普通教室 14.0

16.0

ダイキン FXYHP140M 20

RXYP560P 5

室外機 日立D

普通教室C 日立 RPC-AP140K5 18

3

56.0/63.0

H25.8

H25.8

H25.8

H25.8

16.0

18.0

4.5

ダイキン

RAS-AP950DS4

暖房能力(kW)

①

番号 室名

校長室

メーカー 型名 数量
冷房能力(kW)

圧縮機 設置年月日

職員室

1

室外機位置

屋上3

保健室

会議室 日立 1

職員室 屋上1

RPK-AP63K

2

8.0

9.0

ダイキン SYJ80D

②～④ ダイキン SHYJ160D

ダイキン⑤

SMZHP160AAD

FHP80A×2

⑥　⑦

⑧

会議室

南山田小学校空調機器仕様表（管理諸室）

FHP160Aダイキン⑨　⑩ 2 16.0

18.0

16.0

18.0

8.0×2

9.0×2

2.2

4.5

2.9

2.9 屋上

屋上 H13.9.14

H13.9.14

H20.3.14

5.6

6.3

1.1

5.6

6.3

1.1

14.0

16.0

95.0/106.0 6.0+7.2×2

(1.6+4.5)×2

4.5

5.0

0.55

6.3

7.5

Ｎ

留守家庭

吹田市　学校教育部　学校管理課

ACP-1

ACP-2

AC-1

AC-2

AC-3
B

AC-4

AC-5

ACP-3

東芝 ROA-AP505HS2J2

AIK-AP63K

1.7

室外機位置 設置年月日
暖房能力(kW)

圧縮機
冷房能力(kW)

数量型名メーカー室名番号

支援教室

南山田小学校空調機器仕様表（教室）

4.0

支援教室 RAS-40RX 4.0

⑪　⑫

⑬　⑭ 日立

三菱重工

PC-RP56KA10

PUZ-ERP56SKA8

FXYHP140M

2

2 0.8

ビルマル

ビルマル

ビルマル

注記

1、図中□印は空調室外機位置を示す。

2、図中○印は空調室内機位置を示す。

3、PAC-D-またはACP-D-と記載の空調機は点検しないこと。

地上

地上

9

10

地上

地上

地上

地上



所在地

学校名

縮 尺 番号

吹田市立西山田小学校

吹田市山田西２丁目１０番１号

26

下処理

配置図兼１階平面図

ポンプ室

通用門

コミュニティ
スポット

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ

陶芸

倉

ｼｬﾜｰ食品庫

給食室

更衣休養

給配
更衣室

休養室

ＷＣ

倉庫

ﾋﾟﾛﾃｨｰ

正門

ゴミ庫

ゴミ庫

ｺﾐｭﾆﾃｨｰ

ｽﾎﾟｯﾄ

Ｗ
Ｃ

玄
関

予

器
具
庫

通用門

屋内運動場

控

ス
テー

ジ

控

ＷＣ

教具室

作業室

倉

留守家庭留守家庭生活ＷＣ

倉

普普

身障者便所

下足室

芝生

運動場

芝生

機械室

更衣室

WC

小プール

(ｼｰﾄ)

12×5

２階平面図

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ教室 ＷＣ低学年図書

職員室

印刷放送

普 普

ＷＣ

学習室学習室

会議室

校長

図書 準備 ＷＣ 保健室 教材 相談 給配普 普 普

２階平面図

放送

吹抜

ｷﾞｬﾗﾘｰ

ｷﾞｬﾗﾘｰ

３階平面図 ４階平面図

家庭科 準備 ＷＣ

理科

準備

理科

ＷＣ学習室 学習室 普 普 学習室 倉庫

ＷＣ

資料 資料 多目的教室 給配 会議室
ランチ

ルーム
図工 準備 ＷＣ 学習室 普 普 給配 教材室 教材室

音楽

準備

音楽

準備

ＷＣ児童会室
特活室

(クラブ)

普 普 学習室

ＷＣ

学習室

Ｒ階平面図

暖房能力(kW)

①

番号 室名

校長室

メーカー 型名 数量
冷房能力(kW)

圧縮機 設置年月日

職員室

1

室外機位置

屋上3

ベランダ天吊三重

三重

室外機位置 設置年月日
暖房能力(kW)

圧縮機
冷房能力(kW)

数量型名メーカー室名番号

支援教室

支援教室

⑧ 東芝

⑨

1

1

FDEJ112H2D3

FDEJ160H2D3②～④

保健室

会議室 日立 1 6.3

⑤　⑥ 三重 FDKJ45HK

RPK-AP63K

2 4.5

⑦

11.2

12.5

16.0

18.0

3.0

4.5

H11.9.10

H11.9.10

西山田小学校空調機器仕様表（教室）

AIC-AP504H

東芝 AIC-AP561H

コンピュータ教室 東芝 PAC16011 2⑩　⑪ 14.0

16.0

日立A 普通教室 14.0RPC-AP140K5

16.0

日立

日立

B

C

プレイルーム

和室

RPC-AP71K5

16

2

1

7.1

8.0

RPC-AP45K5 4.5

5.0

1室外機 屋上日立D

1室外機 屋上

室外機 1 屋上日立

日立

E

F

室外機 1 屋上日立G

RAS-AP775DG4

RAS-AP950DG4

RAS-AP775DG4

RAS-AP224DG4

77.5/90.0

95.0/106.0

77.5/90.0

22.4/25.0

3.3 ベランダ床置

ベランダ床置

ベランダ床置

H15.8.31

H27.9

H27.9

H27.9

H27.9

H27.9

H27.9

H27.9

支援 支援

プレイルーム

B B

8 9

C

8 9

A A

A A A

AAA

10

11

10 11

4

2

3

1

7

1

7

5 6
5 6

A A A A A A

A A

G

F

ED

2 3 4

西山田小学校空調機器仕様表（管理諸室）

5.0

7.5

4.5

5.0

5.0

5.6

4.8

4.8×2+7.2

4.8×2+7.2

6.0+7.2×2

1.2

1.7

1.1

1.1

3.75

2.0

1.2

吹田市　学校教育部　学校管理課

ビルマル

ビルマル

ビルマル

注記

1、図中□印は空調室外機位置を示す。

2、図中○印は空調室内機位置を示す。

3、PAC-D-またはACP-D-と記載の空調機は点検しないこと。

ベランダ床置

ベランダ床置



5.0

所在地

学校名

縮 尺 番号

吹田市立北山田小学校

吹田市山田北１番１号

WC 会議 校長

放送

印刷

職員室 WC

更衣室

保健室

図書

準備室

WC

低学年図書室 コンピュータ教室普普

給配

２階平面図

学習室相談室

普WR

6 1 2 3 4 5
6 1 5

A A A

7

8

7

8

26

27

2627

9 12

万
博
外
周
道
路

倉庫

ﾎﾟﾝﾌﾟ室

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ

通用門

災害用物置

運動場

H=10

通用門

倉庫

(シート)

25×10

大プール

(シート)

12×5

小プール

WC

付属室
下足室

正門

ゴミ庫

陶芸

身障者便所

Ｗ
Ｃ

校務 玄関
支援

支援

Ｗ
Ｃ

理科

準備室

理科

ＷＣ

ｼｬﾜｰ

作
業
室

教
材
室

普普普留守家庭

給配

給食室

留守家庭

配置図兼１階平面図

A A A

32 33
32 33

23

24 25
25

23

24

WC WC普 普

準備室

WC

給配

多目的教室

図工

保健室

家庭

教材普普普学習室

会議室
屋上

３階平面図

B

10 13 15 17 19 21

WC WC普 普

準備室

WC

給配

４階平面図

教材 ランチルーム 更衣室

音楽

準備室

音楽

教材普普普普

11 14 16 18 20 22

28

29

30

31

28

29

30

31

屋上

9

10

11

12

14

13

15 16 17 18 19 20 21 22

室外機位置 設置年月日
暖房能力(kW)

圧縮機
冷房能力(kW)

数量型名メーカー室名番号

支援教室

東芝

北山田小学校空調機器仕様表（教室）

22⑨～　 普通教室 APAC14023 14

23 24 ダイキン

コンピュータ教室 2 14.0

16.0

SHYJ50FT 2

12.5

支援教室 5.0東芝 APAC11023 125

26 27

2音楽室

2音楽室

2928

30 31

1室外機 屋上日立

日立A 普通教室 14.0

16.0

232 33 プレイルーム

ダイキン

ダイキン

日立

日立

SHYJ140

SHYLJ112F

RPC-P112H1

RPC-AP63GH5

RPC-GP140K

RAS-AP950DG4

6

3.75

11.2

12.5

3.0

11.2

12.5

3.0

5.6

6.3

0.95

95.0/106.0

壁付

屋上

壁付

ベランダ天吊

ベランダ壁付

ベランダ天吊

ベランダ天吊

3.0

1.5

1.5

H18.9.15

H9.7.15

H9.7.15

H12.9.14

H9.7.15

H14.8.30

H28.9

H28.9

H28.9

暖房能力(kW)

①

番号 室名

校長室

メーカー 型名 数量
冷房能力(kW)

圧縮機 設置年月日

職員室

1

室外機位置

屋上

ベランダ天吊ダイキン

ダイキン

職員室 ダイキン

②　③

④　⑤

⑥

⑦　⑧

東芝

SHYJ63B

SHYJ140B

SHYJ63B

ROA560HJ

2

1

2

2

6.3

7.1

14.0

16.0

6.3

7.1

1.9

3.75

1.9 ベランダ天吊

ベランダ天吊

H12.9.14

H12.9.14

H12.9.14

保健室

会議室

北山田小学校空調機器仕様表（管理諸室）

B

27

6.0+7.2×2

5.6

5,600kcal/h

6,000kcal/h

1.5

14.0

1.2

吹田市　学校教育部　学校管理課

EHP-1

日立 RAS-AP45SHJ

RPK-AP45K1

4.0

4.5

ビルマル

注記

1、図中□印は空調室外機位置を示す。

2、図中○印は空調室内機位置を示す。

3、PAC-D-またはACP-D-と記載の空調機は点検しないこと。

4

2

3

ベランダ天吊



H

G

J

K

室外機

56.0/63.0

56.0/63.0

14

所在地

学校名

縮 尺 番号

吹田市立佐竹台小学校

吹田市佐竹台４丁目１２番１号

暖房能力(kW)

①

番号 室名

校長室

メーカー 型名 数量
冷房能力(kW)

圧縮機 設置年月日

職員室

1

室外機位置

ダイキン

職員室

14.0

16.0

3.75

SHYP80C 8.0

9.0

② 1

③ パナソニック CU-P140H6 1 12.5

14.0

2.8

2.2

保健室④　⑤ 2 4.5

H14.9.13

H14.9.13

H30.3.3

F

E

A 9
9

10
10

8 7
78

3 2
23 1

1

B

B

B

B

B

BBB

11

12

13

14 14

14

14

14

Ｈ＝8

配置図兼１階平面図

控

ス
テー

ジ

控

屋内運動場

倉庫更更

玄関

Ｗ
Ｃ

留守家庭

運動場

G.L階
機械室

ＷＣ

下足室

ＷＣ
少人数 支援 支援

支援

ﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ
支援

身障者便所

ＷＣ
更衣休養 配膳室

シャワー

低図書

給食室

更
休

ＣＲ

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

ＣＲ ＣＲ

下足室

ＷＣ

ＣＲ

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ

ＣＲ

ＣＲ

ＣＲ

多目的教室

校務準備

Ｗ
Ｃ

　ＣＲ学習室

倉庫

下足

教室

陶芸

通用門

留守家庭児童

育成室

ｺﾐｭﾆﾃｨｰ
ｽﾎﾟｯﾄ

○ⅰ

通用門

（ｼｰﾄ）

小プール

12×5

Ｎ

（ｼｰﾄ）

大プール

25×10

砂場

正門

機械室ＷＣ更更

校長

ＷＣ玄関

職員室

放

倉

警備

給食

倉庫

倉

WC

下
処 倉

理科
準備 理科

28

佐竹台小学校空調機器仕様表（管理諸室）

5.0

15 15
16

16

ＣＲ ＣＲ

6
6

吹田市　学校教育部　学校管理課

ACP-4

日立

東芝 AIC-AP1407H-1

RAS-AP45SHJ

RPK-AP45K1

1.2

19
19 19

19

UP DN

廊下

配膳室 EVUP

DNUP

DN

ＣＲ ＣＲ

ＣＲ

ＣＲ

ＷＣ

ＷＣ

G G

G

G

室外機位置 設置年月日
暖房能力(kW)

圧縮機
冷房能力(kW)

数量型名メーカー室名番号

支援教室 2

佐竹台小学校空調機器仕様表（教室）

⑦　⑧ 支援教室 2

⑨　⑩

コンピュータ教室 14.0ダイキン SHYJ140 3.75

16.0

⑪～⑬ 3

5.6

6.3

屋上 H14.9.13

14.0ダイキン⑭ 普通教室 SZZH140CB 4 H27.3

日立A 普通教室 14.0

16.0

日立普通教室B

RPC-AP140K5

RPC-AP160K5

11

8 16.0

18.0

H25.8

H25.8

1室外機 屋上日立 RAS-AP800DS4 80.0/90.0C

1室外機 屋上日立D 95.0/106.0RAS-AP950DS4

1室外機 日立 RAS-AP560DS4 56.0/63.0E

1室外機 日立 RAS-AP900DS4 90.0/100.0F

(4.8+4.4)×2

4.8+7.2

6.0+7.2×2

6.0+7.2×2

H25.8

H25.8

H25.8

H25.8

⑮ 学習室 三菱 PC-RP63KA14 2 5.6

6.3

H30.6

⑯ 日立 RAS-GP140RSH

RPC-GP140K

1 床置 R1.6.2812.5

14.0

3.00

⑥ 日立ＣＲ

ＣＲ

1 床置12.5

14.0

3.00

RPC-GP140K1

RAS-GP140RSH1 R2.3.27

日立ＣＲ 床置 R2.3.27⑰　⑱ RAS-GP112RSH1

RPC-GP112K1

2 10.0 2.05

東芝

東芝

AIK-AP561H

AIK-AP636H

ROA-AP635HSJ1

3.75

1.3

ビルマル

ビルマル

普通教室 R3.314.0/16.0

2⑲ 三菱 PUZ-ERP56SKA8

PC-RP56KA10

5.0

5.6

R3.314.0/16.0

屋上 R3.3

屋上 R3.3

屋上 R3.3

A A A A A A A A A A

45

11

12

13

5 4

14 14

２階平面図

吹抜

ｷﾞｬﾗﾘｰ

ｷﾞｬﾗﾘｰ

放

ＣＲ ＣＲ
ＷＣ

ＣＲ ＣＲ ＣＲ ＣＲ 少人数
ＷＣ

ＣＲ ＣＲ ＣＲ

屋上

音楽

準備

準備

保健室家庭

準備

準備
図書

ＣＲ ＣＲ

倉庫

17 18

1817

ＣＲ

UP DN

廊下

配膳室 EVUP

DNUP

ＣＲ ＣＲ

ＣＲ

ＣＲ

ＷＣ

ＷＣ

G G

G

G

C D
ACP-1 ACP-2

UP DN

廊下

配膳室 EVUP

DNUP

ＣＲＣＲ

ＷＣ

ＷＣ

留守

留守

G G

20

20

屋上（３階）

屋上

H J K20

屋上（４階）

YZHP140MA

YZHP140MA留守

支援教室

YNZP560K1NB

YNZP560K1NB

YNZP280K1NB

YNZP280K1NB

10

1

1

1

1

28.0/31.5

28.0/31.5

2

ビルマル

ビルマル

屋上 R3.3

ﾔﾝﾏｰ(ｶﾞｽ)

ﾔﾝﾏｰ(ｶﾞｽ)

ﾔﾝﾏｰ(ｶﾞｽ)

ﾔﾝﾏｰ(ｶﾞｽ) 6.2

6.2

12.4

12.4

20

20

室外機

注記

1、図中□印は空調室外機位置を示す。

2、図中○印は空調室内機位置を示す。

3、PAC-D-またはACP-D-と記載の空調機は点検しないこと。

床置

床置

床置

床置

床置

床置

床置

屋上

14 14 14 14

1515

床置

床置

E

床置



学校名 吹田市立高野台小学校

吹田市高野台2丁目16番1号所在地

縮 尺 番号

配置図兼１階平面図

ス
テー

ジ

控

控

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ

ＷＣ ＷＣ

ＷＣ

玄関

倉庫
屋内運動場

下足室

ＣＲ 少人数
留守家庭低学年

図書

通用門

保育施設

(シート)

12×5

小プール

(シート)

大プール

25×10

ポンプ室

ゴミ庫

正門 通用門

ｽﾎﾟｯﾄ
ｺﾐｭﾆﾃｨｰ

運動場

倉

WC

支援保健室

ＷＣ ＷＣ ＷＣEVＷＣ

支援

ＷＣＷＣ

下足室ＣＲＷＲ支援

倉

下足室

ＷＣ
ＣＲＣＲ

更衣室

休養室

倉庫作業室
理科

陶芸

給食室

WC

倉

和室

ＷＣ
更衣

校長
玄関

職員室

校務

ﾜｺﾞﾝ置場 保管

印 放

機
WC

更衣

1

6

1

6

3

2

781154

13

12

12 13

74 5 11 8

暖房能力(kW)

①

番号 室名

校長室

メーカー 型名 数量
冷房能力(kW)

圧縮機 設置年月日

職員室

1

室外機位置

屋上

ダイキン

ダイキン②　③

④　⑤

⑥ 東芝 1

2

2

5.6

SHYJ1006FT 10.0

11.2

16.0

18.0

SHYJ160F

保健室 4.5

3.0

4.5

H9.9.12

H9.9.12

高野台小学校空調機器仕様表（管理諸室）

会議室(更衣室)

29

A A

A A A

B B

吹田市　学校教育部　学校管理課

日立

RAS-AP63SHJ

RPK-AP63K

RPK-GP50K

RAS-GP50RSHJ1

5.0

6.3

1.5

1.8

室外機位置 設置年月日
暖房能力(kW)

圧縮機
冷房能力(kW)

数量型名メーカー室名番号

支援教室

高野台小学校空調機器仕様表（教室）

支援教室⑦ 日立 1 4,500kcal/h

5,000kcal/h

7,100kcal/h

7,700kcal/h

日立 RAS-71H5S 1⑧ 2.2

1.5 地上

地上

H4.6.1

H4.6.1

２階平面図

ＷＣ
ＷＲ会議室準備

ＷＣ
図工

３階平面図屋上

F

放送

吹抜

ｷﾞｬﾗﾘｰ

ｷﾞｬﾗﾘｰ

D

屋上

ACP-22

3

14 15 10 9

屋上

３階平面図

屋上

屋上

C

E

16

17
ACP-3

教室

音楽

ＷＣＷＣ

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ
学習室 通級

準備

倉庫

準備

ＷＣＷＣ

ＣＲ学習室少人数

ＣＲ ＷＲ ＣＲ

多目的教室

準備準備

図書 音楽

準備 準備

家庭科

14 15

9

10

EV

A A

A A

17

16

２階平面図

RPC-45H5

東芝

2

通級教室

支援教室 日立

日立支援教室

RAS-GP56RSH 1⑪

⑫　⑬

9.0

5.6

6.3

1.7

2.0

5.6

地上

H17.3.15

H29.3.15

RPK-NP56K

6.3

7.2

コンピュータ教室 14.0

16.0

3.75 屋上 H16.8.31

日立普通教室 16.0

18.0

A

1室外機 屋上日立C

日立普通教室 RPC-AP160K5 16.0

18.0

B 2

9

RSA-AP335DG4

RPC-AP140K5

1室外機 屋上日立D RSA-AP400DG4

33.5/37.5

40.0/45.0

1室外機 屋上日立E RSA-AP775DG4 77.5/90.0

1室外機 屋上日立 RSA-AP335DG4 33.5/37.5

H27.9

H27.9

H27.9

H27.9

H27.9

H27.9F

4.8×2+7.2

7.2

3.6+4.8

日立 1

日立 1

⑯

⑰ 学習室

ＷＲ RAS-GP140RSH

RPC-GP140K

12.5

14.0

3.0 屋上 R1.6.28

R1.6.28屋上3.012.5

14.0

RAS-GP140RSH

RPC-GP140K

コンピュータ教室 SHYJ140Kダイキン 14.0

16.0

3.75 屋上 H16.8.31⑭

⑮ 日立

RCSA08033M

AIC-905HG

RPC-GP56K

RPC-AP140K5

1

1

1.7

ビルマル

東芝通級教室

AIC-905HG

RCSA08033M⑨

⑩

1

1

7.1

8.0

1.65 R2.3.19

6.5

注記

1、図中□印は空調室外機位置を示す。

2、図中○印は空調室内機位置を示す。

3、PAC-D-またはACP-D-と記載の空調機は点検しないこと。

床置

床置

床置

屋上

屋上

地上

ビルマル



学校名

所在地

吹田市立津雲台小学校

吹田市津雲台４丁目７番１号

縮 尺 番号

学
校
用
地

学
校
用
地

通用門（ICタグ）

災害用物置 機

更

更
便 倉

（ｼｰﾄ）

25*10

大プール

（ｼｰﾄ）

12*5

小プール

屋内運動場

倉庫 玄 ＷＣ

通用門

控 ステージ 控

H=8.0

倉

運動場

下足室
Ｗ
Ｃ

保健室 教材室

陶

○i

通用門

（ICタグ）

下
足
室 CR CR

放
送

会
議 更衣室 準

ＷＣ

印

更

職員室
校
長

学習 CR

ＷＣ

下足室

CR

下足室

ＷＣ

作業室 多目的教室

身障者便所

ＷＣ

支援

下足室

ﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ
下足室

Ｗ
Ｃ

留守家庭留守家庭準

ＷＣ

校務
玄関 倉庫

休

更

前室

更

給食室

下

更休倉

ｺﾞﾐ庫

ＷＣ

準

ｼｬﾜｰ

理科生活科学習CRCR

下
足
室

通用門（ICタグ）

○i

正門

Ｎ

5 6
659 10

A

A A A

7
7

2 3 4 1 1

B B
H G

B
F

B

8 8

A

I

30

11

配置・１階平面図

13
13 14 14

ＣＲ

ＣＲ

屋上

屋上
CR CR 更衣室 ﾗﾝﾁﾙｰﾑ 図書 準

ＷＣ

家庭

ＷＣ

屋上

音楽
準準図工CRCRCRCR

学習室
Ｗ
Ｃ 児童室 ＷＲ

A

A

A

A A

A

A

4

3

2
A

12

２階 ３階

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

教室

Ｗ
Ｃ ＷＲ 相談室

C

D
屋上

12
11

屋上

E

暖房能力(kW)

①

番号 室名

校長室

メーカー 型名 数量
冷房能力(kW)

圧縮機 設置年月日

1

室外機位置

津雲台小学校空調機器仕様表（管理諸室）

地上

J

J

吹田市　学校教育部　学校管理課

EHP-1

EHP-2

さくら教室

1515

職員室 屋上

職員室 1

保健室

会議室

三重

1

2

屋上

三重

三菱

④

⑤　⑥

⑦

FDEJ112H2D3

FDEJ80H2D3

FDKY40HK8

MPKZ-P63SGK

11.2

12.5

8.0

9.0

3.0

2.2

H11.9.10

H11.9.10三重

4,000kcal/h

4,300kcal/h

1.2

5.6

6.3

1.4

室外機位置 設置年月日
暖房能力(kW)

圧縮機
冷房能力(kW)

数量型名メーカー室名番号

2

支援教室

⑨　⑩

津雲台小学校空調機器仕様表（教室）

⑧ ダイキン 3.75SHYLJ125DA 1 12,500kcal/h

13,500kcal/h

16.0ダイキン SHYJ160Dコンピュータ教室

日立A 普通教室 14.0

16.0

日立普通教室B

RPC-AP140K5

RPC-AP160K5 16.0

18.0

13

4

ベランダ天吊 H14.8.30

4.5 壁付 H13.9.14

1室外機 屋上日立C RAS-AP950DG4 95.0/106.0 H27.9

1室外機 屋上日立D 95.0/106.0RAS-AP950DG4 H27.9

1室外機 日立E RAS-AP160DG4 16.0/18.0 H27.9

1室外機 日立F RAS-AP224DG4 22.4/25.0 地上 H27.9

1室外機 日立 RAS-AP224DG4 22.4/25.0 地上 H27.9

1室外機 日立 RAS-AP224DG4 22.4/25.0 地上 H27.9

1室外機 日立 RAS-AP224DG4 22.4/25.0 地上 H27.9

H27.9

H27.9

6.0+7.2×2

6.0+7.2×2

3.6

4.8

4.8

4.8

4.8

G

H

I

屋上

18.0

1⑪

⑫

生活科室

ランチルーム

日立 RAS-GP140RSH

RPC-GP140K

12.5

14.0

3.00 R1.6.28

1日立 RAS-GP140RSH

RPC-GP140K

12.5

14.0

3.00 R1.6.28

1日立 12.5

14.0

3.00

1日立

⑬

⑭

ＣＲ

ＣＲ

RPC-GP140K1

RAS-GP140RSH1 床置

屋上

屋上

R2.3.27

R2.3.27床置14.0RAS-GP160RSH1

RPC-GP160K1

3.55

職員室 屋上②

③

東芝

東芝

ROA-RP803HS

AIC-RP803HS

ROA-RP1123HS

AIC-RP1123HS

1

1

7.1

8.0

10.0

11.2

1.65

2.16

2020.12.26

2020.12.26

1 屋上日立J J 普通教室 RPC-GP140RSH4 12.5/14.0 3.00 R2.8

1⑮ さくら教室 東芝 ROA-AP637HSJ

AIK-AP636H

5.6

6.3

16.0

1.27

ビルマル

ビルマル

支援

1日立 床置

16

16

⑯ 支援教室 RPC-GP80RGH3 7.1/8.0 2.00 R3.6

1日立 床置支援教室 2.00 R3.6⑰ RPC-GP112RGH3 10.0/11.2

17

17

注記

1、図中□印は空調室外機位置を示す。

2、図中○印は空調室内機位置を示す。

3、PAC-D-またはACP-D-と記載の空調機は点検しないこと。

地上

地上

9 10

床置



学校名 吹田市立古江台小学校

吹田市古江台５丁目６番１号所在地

縮 尺 番号

②～④

暖房能力(kW)

①

番号 室名

校長室

メーカー 型名 数量
冷房能力(kW)

圧縮機 設置年月日

職員室

1

室外機位置

1

ヤンマー YHJ140D

YNPJ140KC

ヤンマー YHZJ140KC

室外機 ヤンマー YN2J450EA

3

14.0

17.0

ガス 屋外 H13.9.14

14.0

17.0

ガス 屋外

H13.9.14

H13.9.1445.0/53.0

保健室

会議室 1

2

東芝 APAK8033SJX

4.5

古江台小学校空調機器仕様表（管理諸室）

8.0

8.7

2.2 地上

ベランダ天吊

5

⑥　⑦

⑧

室外機位置 設置年月日
暖房能力(kW)

圧縮機
冷房能力(kW)

数量型名メーカー室名番号

2

支援教室

コンピュータ教室

古江台小学校空調機器仕様表（教室）

東芝 APAK8034SJ 2 8.0

アイシン

1室外機

TKEJ40S2

アイシン TGSJ280

14.0

17.0

地上28.0/33.5 ガス

2支援教室 東芝 AIK-AP805H

ROA-AP805HSJ1

⑨　⑩

⑪　⑫

13

⑭　⑮

H11.12.28

H11.12.28

H=10

運動場

普

普

Ｗ
Ｃ

身障者便所

倉
庫

玄

陶芸

屋内運動場

ス
テー

ジ

控

控

消火水槽倉庫

災害用物置

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ

ゴミ庫

ゴミ庫

正門

通用門

身障者便所
ＷＣ

留守家庭

普

ＷＣ

給配

ＷＣ

校長
職員室

ＷＣ

低学年図書

留守家庭

多目的

多目的

ＷＣ

ＷＣ

ﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ

支援

印

印

休
養
室

更衣室

Ｗ
Ｃ

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

教室
普 普 普

(シート)

小プール

12×5

WC

(シート)

大プール

25×10

機

更

更

ＷＣ

下足室
会議室

作業室

校務
ﾗﾝﾁﾙｰﾑ

中庭

ＷＣ

理科準理科

給食室

ＷＣ校務玄関

ＷＣ
保健室 校務

給
食

休
養

相
談
室

準
図工室 下足室

通用門

体育器具庫

砂場

H=10

会議室

地階平面図

倉庫

ＷＣ
総合室 普 普 普

下足室

B

B

B

B

B

B

B

10
9

9
10

14

15

14

15

1
1

5

2 3 4 6 7

11 12

13

8
8

A A A

C C C C C C C C

D

F

G H

Ｎ

配置図兼１階平面図

放

ギャラリー

吹抜

ギャラリー

２階平面図

屋上
総合室普普普

ＷＣ
学習室

屋上

準

家庭科

準 図書
準 音楽 準 音楽

ＷＣ
普 普 普 普

屋上

A A A

A A A A

E

B

屋上

I

J

K

L

31

7.1

8.0

1.4

吹田市　学校教育部　学校管理課

EHP-1

EHP-3

EHP-5 EHP-4

EHP-7

EHP-6EHP-8

1716

16

17

日立 RAS-GP50RSHJ

RPK-GP50K 5.0

0.8

ガス

日立A 普通教室 14.0

16.0

日立普通教室B 16.0

1室外機 日立

1室外機 日立

1室外機 日立

1室外機 日立 地上

1室外機 日立 地上

1室外機 日立

1室外機 日立

日立普通教室C

D

E

F

G

H

I

J

RPC-AP140K5

RPC-AP160K5

RPC-AP71K5

10

8

8 7.1

8.5

18.0

RAS-AP500DS5

RAS-AP224DS5

RAS-AP690DS5

RAS-AP690DS5

RAS-AP500DS5

RAS-AP400DS5

RAS-AP400DS5

1室外機 日立

1室外機 日立 22.4/25.0

RAS-AP400DS5K

L RAS-AP224DS5

50.0/56.0

22.4/25.0

69.0/77.5

69.0/77.5

50.0/56.0

40.0/45.0

40.0/45.0

40.0/45.0

H26.9

H26.9

H26.9

H26.9

H26.9

H26.9

H26.9

H26.9

H26.9

H26.9

H26.9

H26.9

地上

地上

地上

屋上

屋上

屋上

屋上4.8

4.8+4.4

4.8+4.4

4.8+4.4

4.8+6.0

4.8+6.0

4.8

6.0+4.8+4.4

6.0+4.8+4.4

2⑯　⑰ 総合室 日立 RAS-GP63RSHJ1

RPK-GP63K2

5.0

6.3

1.0

1.4

ビルマル

ビルマル

ビルマル

注記

1、図中□印は空調室外機位置を示す。

2、図中○印は空調室内機位置を示す。

3、PAC-D-またはACP-D-と記載の空調機は点検しないこと。

ビルマル

6 7

地上

ビルマル

地上

地上



学校名

所在地

縮 尺 番号

吹田市立藤白台小学校

吹田市藤白台３丁目３番１号

32

ｭﾆﾃｨｰ
ﾎﾟｯﾄ

手洗い

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ ポンプ室 ｺﾞﾐ庫

通用門

下足室

ＷＣ

留守

留守

留守少人数

ＷＣ

ＣＲ

ＣＲ

ＣＲ

下足室

陶芸

洗浄室

給食室

配膳

倉

下処理倉更

ＷＣ

更

ＣＲＣＲＣＲ

ホール

ＣＲ

倉

ＷＣ

倉

ＷＣ

玄関 校長室

倉

ｼｬﾜｰ

職員室

放

会議室
ＷＣ

ＷＣ
保健室

下足室

家庭

準準

図工

校務員室

教材

配膳室

音楽

準備

図書

準備

理科

準備

理科

ＷＣ 身障者便所

低図書

支援

支援

ﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ

下足室

ＷＣ

作業室

玄関倉庫ＷＣ

屋内運動場

控控 ステージ

(ｼｰﾄ)

25×10

大プール

(ｼｰﾄ)

小プール

12×5

Ｗ
Ｃ

更 更 機械 倉

5

10

10

10 11

11
11

7 7

5

6 6

2

3

4

1

配置図兼１階平面図

運動場

ＣＲ

吹田市　学校教育部　学校管理課

暖房能力(kW)

①

番号 室名

校長室

メーカー 型名 数量
冷房能力(kW)

圧縮機 設置年月日

職員室

1

室外機位置

屋上

8.0

9.0

藤白台小学校空調機器仕様表（管理諸室）

ダイキン SZZH80BBT 1.62 屋上 H21.8

２階平面図

屋上

ＣＲ

ＣＲ

更衣室

休養室

屋上

ＷＣＷＣ倉庫

ＣＲ

更衣室

ＣＲ

ＣＲ

ＣＲ

ＣＲ

ＣＲ

ＣＲ

ＷＣ

ＣＲ

ＣＲ

ＣＲ

倉庫

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

教室

少人数

学習室

屋上

屋上

屋上

ＷＣ

相談室

会議室

屋上

支援

ＷＣ

支援

支援

K8

9

1

N N
EHP-11

EHP-12

EHP-8

Ｎ

J

屋上

M

L

D H

E I

F

G

234

8

9

EHP-7

EHP-6EHP-2

EHP-10

EHP-19

ＣＲ ＣＲ支援

N N 12 13 13 1312 13

12 12

13 13

13 13

PCFY-P140KMG4

PCFY-P112KMG4

M

L

K

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

H28.9

H28.9

H28.9

H28.9

H28.9

H28.9

H28.9

H28.9

H28.9

H28.9

22

三菱室外機

三菱室外機

三菱室外機

4.8+6.050.0/56.0PUHY-GP280SDMG4+PUHY-GP224SDMG4 地上1

7.2×3100.0/112.0PUHY-GP335SDMG4×3

4.8+6.050.0/56.0PUHY-GP280SDMG4+PUHY-GP224SDMG4 地上1

地上1

4.8+6.050.0/56.0PUHY-GP280SDMG4+PUHY-GP224SDMG4 地上1

4.8+6.050.0/56.0PUHY-GP280SDMG4+PUHY-GP224SDMG4 地上1

7.233.5/37.5PUHY-GP335DMG4 地上1

28.0/31.5PUHY-GP280DMG4 地上1

7.2

4.8+6.0

7.2

33.5/37.5

50.0/56.0

33.5/37.5

PUHY-GP335DMG4

PUHY-GP280SDMG4+PUHY-GP224SDMG4

PUHY-GP335DMG4

三菱

三菱

三菱

三菱

三菱

三菱

三菱

H28.9

H28.9

H28.9

16.0

14.0

12.5

11.2

8.0

7.11

8

PCFY-P71KMG4三菱

三菱

三菱

普通教室

普通教室

屋上

室外機

室外機

室外機

室外機

室外機 1

屋上室外機 1

屋上室外機 1

普通教室

地上4.5

22.4

20.01

SMZUP224KD

FUYP112P×2 H11.8ダイキン普通教室

地上4.5

22.4

20.01

SMZUP224KD

FUYP112P×2

H15.8

H10.8

H11.8

3.3 壁付

ダイキン

14.0PAC16011東芝⑧　⑨

支援教室⑦

藤白台小学校空調機器仕様表（教室）

普通教室

コンピュータ教室

16.0

1

2

番号 室名 メーカー 型名 数量
冷房能力(kW)

圧縮機
暖房能力(kW)

設置年月日室外機位置

⑩

⑪

3.3

6.0

三菱普通教室N N PCZ-ERMP112KV 2 10.0/11.2 3.0 屋上 R2.8

東芝 ROA-RP1401H

AIC-RP1403H

12.5

12.5

ビルマル

ビルマル

ビルマル

地上ダイキン

地上4.5ダイキン普通教室

⑫

⑬

支援教室 RSRP112BD

FHP112DJ

RSRP112BD

FHP112DJ

2

4

10.0

11.2

10.0

11.2

4.5 R3.6

R3.7

1

12.5

⑤

⑥

保健室

会議室 日立

日立 RPK-AP50SHJ2

RPK-AP63HVJ3 1

4.5

5.0

0.55

5.6

6.3

1.7

職員室 屋上三重 11.2 3.0FDEJ112H2D3 H11.8③　④

② 1

2

R30.1010.0

11.2

1.85日立 RPC-GP112RGH1

注記

1、図中□印は空調室外機位置を示す。

2、図中○印は空調室内機位置を示す。

3、PAC-D-またはACP-D-と記載の空調機は点検しないこと。

地上

地上

屋上

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B B B B B B B B

C



学校名

所在地

縮 尺

吹田市青山台２丁目５番１号

吹田市立青山台小学校

番号 33

○i

H=10

配置・１階平面図

ｺﾞﾐ庫

ｺﾞﾐ保管庫

正門

消火ポンプ室

２階平面図

(シート)

12×5

小プール

(シート)

大プール

25×10

通用門

災害用物置

砂場

運動場

キュービクル

通用門

ＷＣ

支援

プレイルーム

支援CR

CR

ＷＣＷＣ

CR

CR

給食室 給更

給食

放送室

校務

作業室

教材

保管室

児童会室

通級教室

通級教室

教材室

相談室

学習室

ﾗﾝﾁﾙｰﾑ

低学年

図書

下
校
務放

ＷＣ印刷

職員室

倉更玄

校長

学習室

身
障
者
便
所

CR

ＷＣ

学習室

下足室

通用門

下足室

学習室

ＷＣ

学習室

ＷＣ 器具庫 玄
更休

陶

会議室

保健室

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

教室

教材

準

図工保管室

会議室

機Ｗ
Ｃ

控ステージ控

屋内運動場

理科

多目的

教室

図書

準準準

音楽 音楽 家庭科

ＷＣ

CR

学習室学習室

ＷＣ

学習室

放送

ギ
ャ
ラ
リー

ギ
ャ
ラ
リー

吹抜

A A A

A

A

A

A

ACR

ＷＣ

17

14

13

17

14

13

1
1 2 3 4

5

2 3 4 5

8 8

7

6

15 16

12

11

10

9

B

12

11

10

9

A

H

E F G

屋上

倉

倉

地階平面図

留守

留守

保管室

倉庫

ＷＣ
下足室

下
足
室

ＷＣＷＣ

下
足
室

下足室ＷＣ

下
足
室

ＷＣ

倉

プール

更更

下
足
室

ＷＣ

16

15

7

6

C D

暖房能力(kW)

①

番号 室名

校長室

メーカー 型名 数量
冷房能力(kW)

圧縮機 設置年月日

職員室

1

室外機位置

H13.9.14

H13.9.14

ダイキン SHYJ80D 8.0

9.0

2.2

②～⑤ ダイキン SHYJ112D 4 11.2

12.5

3.0

保健室

会議室 1

2 4.5⑥　⑦

⑧ ダイキン

地上

地上

Ｎ

青山台小学校空調機器仕様表（管理諸室）

5.0

1.3

1.35.6

6.3

吹田市　学校教育部　学校管理課

EHP-1 EHP-2 EHP-3 EHP-4 EHP-5

EHP-6

日立

FAP63A

RPK-GP50K

RAS-GP50RSHJ1

室外機位置 設置年月日
暖房能力(kW)

圧縮機
冷房能力(kW)

数量型名メーカー室名番号

東芝⑨～⑫ 通級教室 APAC6323SJ 4

2コンピュータ教室

2支援教室⑬　⑭

⑮　⑯ ダイキン SHYJ160D

支援教室

日立A 普通教室

日立普通教室B

H26.9

H26.9

RPC-AP160K5

RPC-AP140K5

9

1

⑰ 日立 14.0

16.0

1 地上 H26.9

1室外機 日立

1室外機 日立

1室外機 日立

1室外機 日立

1室外機 日立

1室外機 日立

H26.9

H26.9

H26.9

H26.9

H26.9

H26.9屋上

16.0

18.0

14.0

16.0

H18.12.25

H13.9.14

RAS-AP224DS5

RAS-AP400DS5

RAS-AP400DS5

RAS-AP400DS5

RAS-AP400DS5

RAS-AP160DG3

22.4/25.0

40.0/45.0

40.0/45.0

40.0/45.0

40.0/45.0

16.0/18.0

屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

地上

C

D

E

F

G

H

青山台小学校空調機器仕様表（教室）

4.8

4.8+4.4

4.8+4.4

4.8+4.4

4.8+4.4

3.6

5.6

6.3

1.1

16.0

18.0

4.5

日立 RAS-NP56HJ

RPC-AP160K5

5.0

5.6

2004.11

ビルマル

ビルマル

日立普通教室J

J

J

J

J

J
J

RPC-GP224RGHP 2 20.0

22.4
4.85

地上

ツイン

R3.8

注記

1、図中□印は空調室外機位置を示す。

2、図中○印は空調室内機位置を示す。

3、PAC-D-またはACP-D-と記載の空調機は点検しないこと。

地上

地上

屋上

地上



学校名

所在地

縮 尺

吹田市桃山台１丁目５番１号

吹田市立桃山台小学校

番号 34

通用門

運動場

下足室

WC

CR
多目的

配膳室

CR

下足室

通用門

CRCR

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ

ＷＣ

下足室

倉庫

CR

ｺﾞﾐ庫ｺﾞﾐ庫

ＷＣ

UP

保健室 支援 支援 ﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ

身障者便所

ﾊﾟﾝ捌室

更休

WC湯

下
足
室

相談室

UP

留守留守会議室ＷＣ

陶芸

控

ス
テー

ジ

控

屋内運動場

玄

倉

ＷＣ

Ｗ
Ｃ

更衣機倉

(ｼｰﾄ)

大プール

25×10

(ｼｰﾄ)

小プール

12×5

正門
○i

UP

ポンプ室

災害用物置

留守家庭児童育成室

校
務

倉

食

ＷＣ

下

休養室

倉

給食室

中庭

放

職員室

校長

会議

理科

準 相談室 家庭

配置・１階平面図

Ｎ

12 12
1212

5 6
5 6

7 8 9 14 14
7 8 9 14 14

2

3

4

1616

２階平面図

ギャラリー

吹抜

ギャラリー

放

CRCRCR学習室
教 室

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀＷＣ

屋上

UP

ＷＣ
準

CR CR CR CR

図書準図工

英語

屋上

準

準

音楽

CR 学習室 ＷＣ CR CR

屋上

学習室 ＷＣ
低学年

図書
CR CR

AAAAAA

AA

AAAA

1515

10

11

17

18

2 3 4 1

CRCRＷＣCRCR

３階平面図

AAA A

1313

E

F

屋上

C

屋上

1616 D

2

室外機位置 設置年月日
暖房能力(kW)

圧縮機
冷房能力(kW)

数量型名メーカー室名番号

桃山台小学校空調機器仕様表（教室）

ダイキン

⑦

⑧　⑨

⑩　⑪

⑫

支援教室 三菱 MPK-RP63KA 1 5.6

6.3

支援教室 FAYP50P 2 4.5

5.0

コンピュータ教室 2 14.0

16.0

教室 日立 RAS-AP50EHJ 2

教室

2

2

⑬

⑭

⑮

⑯

支援教室

普通教室

普通教室

⑰

⑱

印刷室

更衣室

三菱 PCZ-ERP56SKH

FHP140DCダイキン

ダイキン

ダイキン

ダイキン

FHP160DC

SZRH80BBT

SZRH80BBT

1室外機 屋上

A

B

普通教室

普通教室

ダイキン

ダイキン

ダイキン RXYP730BA

FXYHP140MA

FXYHP160MA 2

14.0

16.0

16.0

18.0

H23.8

H23.8

H23.873.0/82.5C

1室外機 屋上ダイキン H23.8

1室外機 屋上ダイキン H23.8

室外機 屋上ダイキン H23.8

D

E

F

RXYP800BA

RXYP335BA

RXYP500BA 2

33.5/37.5

80.0/90.0

50.0/56.0

1.4

1.1

3.75 壁付 H13.9.14

H27.6

H28.7

H28.7

H28.8

H28.8

屋上

屋上

屋上

屋上

1

1

RZRP160BA

RZRP140BA

14.0

18.0

2.41

14.0

16.0

2.99

7.1

8.0

1.70

7.1

8.0

1.70

4.5+4.4+6.1

4.8×2+7.2

7.2

4.8+6.1

10 11

G

H

3-1 2-1

1-2

6-1

吹田市　学校教育部　学校管理課

ACP-2

ACP-5

ACP-4

ACP-1

ダイキン FHYJ140D

5.0

5.6

1.1

ビルマル

ビルマル

ＣＲ

①

番号 室名

校長室

メーカー 型名 数量
冷房能力(kW)

暖房能力(kW)
圧縮機 設置年月日

職員室

1

室外機位置

ダイキン 屋上

ダイキン

3.0

8.0 2.2

3②～④

保健室

SZRH80BBT

10.6

SZRH140BBT 14.0

18.0

⑤　⑥ 日立 RAS-GP50RSHJ1 2

屋上 H29.8

H29.8

桃山台小学校空調機器仕様表（管理諸室）

4.5

5.0

0.80

屋上

屋上

H24

H24
普通教室

普通教室
4.8+6.0

6-1

3-1,2-1,1-2 FXYHP140MA×3

RXYP500C
ﾀﾞｲｷﾝ

ﾀﾞｲｷﾝ

50.0

56.0

14.0

16.0
2.9

1

1

G

H
SZZH160CA

J
J

屋上
普通教室

ﾀﾞｲｷﾝ
14.0

16.0
2.91J SSRH160BF R3.8

注記

1、図中□印は空調室外機位置を示す。

2、図中○印は空調室内機位置を示す。

3、PAC-D-またはACP-D-と記載の空調機は点検しないこと。

1

地上

地上

地上

地上

地上

15 15

17 18

16

B
B

F

13

13

ダイキン FHP160DC

RZRP160BA

14.0

16.0

2.99 屋上1



所在地

縮 尺

吹田市竹見台３丁目３番１号

吹田市立千里たけみ小学校

番号

学校名

35

配置図・１階平面図

通用門

キュービクル

陶芸

通用門

屋内運動場

ゴミ庫

ゴミ庫

保管庫

留守家庭 ふれあい 会議室 保管庫

W.C

ランチルーム

校務作業

倉庫

スロープ

下足室

玄関

校務員室

第二

理科室
準備

第一

理科室

玄

給食室

更衣休養

通路

配膳

W.C

倉

玄

倉

屋内運動場

控

ス
テー

ジ

控

ﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ 支　援 支　援

ゴミ庫

ゴミ庫

身障者便所

通用門

W.C

CR CR

W.C
会議室

ＰＴＡ

事務倉庫

倉庫 W.C

CR CR

キュービクル

正門

ポンプ室

陶芸

運動場

12 12 12 12

13

12 1212 1213

E

E

E

E

E

E

E

E

7

F

多目的教室 少人数

W.C

CR CR W.C 男子 W.C CR CR

卓球室 卓球室 児童会室 生活科
W.C

千たけ 相談室

F F F F F

5

6

３階平面図

B

D

G H

I J

K

屋上

L

屋上

屋上平面図

音楽室（大） 準備室
音楽室

(小) W.C

準
備
室

家庭科室

保健室

職員室

放送

校長室

印刷
会議室

学習室
WR低学年

図書室

図書室

高学年

学習室

準備 図工室 中少人数

W.C

CR CR W.C 教材室
更衣

休養

W.C
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

教室

少人数

F F F F

10

1

2

A

A

C C C

２階平面図

暖房能力(kW)

①

番号 室名

校長室

メーカー 型名 数量
冷房能力(kW)

圧縮機 設置年月日

職員室

1

室外機位置

ダイキン

3

千里たけみ小学校空調機器仕様表（管理諸室）

FXYHP112M 11.2

12.5

ダイキン FXYHP90M 9.0

10.0

H17.3.15

H17.3.15

M
M

吹田市　学校教育部　学校管理課

EHP-4

EHP-1 EHP-2

EHP-5

ACP-1

13 13

ビルマル

ビルマル

13

13

2

2

3 3

4

番号 室名 メーカー 型名 数量
冷房能力(kW)

圧縮機
暖房能力(kW)

設置年月日室外機位置

千里たけみ小学校空調機器仕様表（教室）

注記

1、図中□印は空調室外機位置を示す。

2、図中○印は空調室内機位置を示す。

3、PAC-D-またはACP-D-と記載の空調機は点検しないこと。

②

1保健室 東芝 RCSB16033M×2 14.0/16.0 R2.1.20ビルマル③

会議室 日立 RPK-AP63HVJ3 1 5.6

6.3

1.7④

RZYP160H 16.0/18.0室外機 ダイキン 1 屋上6

屋上室外機 1ダイキン RSXYP450P 45.0/50.0 11.7 H17.3.155

10

10 13

13

1ダイキン⑩　⑪ コンピュータ教室 FHYP140P×2

RZYP280H

25.0

28.0

7.0 屋上 H17.3.15

ダイキン 庇上部 H17.3.15⑫ SZRH63BAT 4 5.6 0.95支援教室

ダイキン学習室1 H17.3.15A

屋上1室外機B

学習室2 ダイキン FXYHP112M

2 8.0

9.0

ダイキン 16.0/18.0 6.6 H17.3.15

C 3 11.2

12.5

H17.3.15

屋上1室外機 ダイキン H17.3.15D RSXYP335P 33.5/37.5 7.3

H28.9普通教室

H28.9普通教室

E ダイキン

ダイキン

FXYHP112MC

FXYHP140MC

8

10F

6.3

11.2

12.5

14.0

16.0

H28.9

H28.9

H28.9

H28.9

H28.9

H28.9

1

4.8+6.050.0/56.01

1

1

屋上

室外機

室外機

室外機

室外機

室外機 1

屋上室外機 1G

H

I

J

K

L

ダイキン

ダイキン

ダイキン

ダイキン

ダイキン

ダイキン

RXYHP335DA

RXYP670DA

RXYP500DA

RXYP500DA

RXYP500DA

RXYP160DA

33.5/37.5

67.0/77.5

50.0/56.0

50.0/56.0

16.0/18.0

7.2

7.2+7.2

4.8+6.0

4.8+6.0

FXYHP80M

普通教室 ダイキン 屋上

3.6

3.0M M SZRH140BF 12.5/14.01 R2.8

ビルマル

ビルマル

ビルマル

ビルマル

H17.3.155.6 0.95⑬ 通級教室 日立 RAS-AP63SHJ

RSXYP160M

RPC-AP63K3

2

6.3

屋上

屋上

屋上

屋上

屋上



所在地

縮 尺 番号

学校名 吹田市立千里丘北小学校

吹田市千里丘北１番３０号

H=10

通用

暖房能力(kW)

①

番号 室名

校長室

メーカー 型名 数量
冷房能力(kW)

圧縮機 設置年月日

職員室

1

室外機位置

保健室

日立 RCID-AP45K2 4.5

5.0

ビルマル H27.3

H27.3

H27.3

H27.3

5RCID-AP56K2 5.6

6.3

ビルマル

更衣休憩室 RPK-AP28K2

日立

日立 2 2.8

3.2

ビルマル

ビルマル3

②

日立 RPC-AP56K5 5.6

6.3

千里丘北小学校空調機器仕様表（管理諸室）

③

④

⑤

⑥

1 H27.3日立 ビルマルRPK-AP45K2 4.5

5.0

1 H27.3日立 RCID-AP71K2 ビルマル7.1

8.5

会議室

校務員室

※校務員室は保健室と同一系統のため記載しているが、点検対象外

設置年月日圧縮機数量型名メーカー室名番号

Ⅰ 廊下 3.75 H29.10三菱 KFH-P5A1 3

千里丘北小学校除湿機仕様表（共用）

除湿能力(L/d)

235

送風量

3,240m3/h*200Pa

位置

1階機械室 36

暖房能力(kW)

冷房能力(kW)
数量型名メーカー室名番号

千里丘北小学校空調機器仕様表（教室）

日立A

日立B

日立

日立

RCID-AP80K2 8.0

9.0

RCID-AP71K2 7.1

8.5

RPC-AP90K5 2 9.0

10.0

教室

教室

教室

RCID-AP90K2 9.0

C

D

4

教室

29

室外機位置 設置年月日

H27.3

H27.3

H27.3

H27.3

圧縮機

吹田市　学校教育部　学校管理課

ビルマル

ビルマル

ビルマル

ビルマル

10.0

1室外機 日立

1室外機 日立

1室外機 日立

室外機 日立

1室外機 日立

1室外機 日立

1室外機 日立

RAS-AP690DG3 69.0/77.5 7.2+7.2
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0

#
0
0

#
0
00
0

①

受　注　者 大阪府吹田市南吹田５丁目２２番１０号

㊞株式会社　三機サービス　大阪センター

所長　沖田　富雄

本 契 約 の 証 と し て 本 書 ２ 通 を 作 成 し 、 発 注 者 と 受 注 者 記 名 押 印 の う え 、 各 自

１ 通 を 保 有 す る 。

令和 4年 4月 1日

発　注　者 吹 田 市

代表者　吹田市長　後藤　圭二

6 適 用 除 外 条 項

上記の委託業務について、発注者と受注者は各々の対等な立場における合意に基づいて、

別添の条項（適用除外条項は、上記６のとおり。）によって公正な委託契約を締結し、

  第 ３ 条

信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

0 0 0
5 契 約 の 保 証 免　　除

\ 3 7 0
0 0 0

うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額

\ 4 0 7 0
千 百 十 円十 億 千 百 十 万

3 履 行 期 間 令和 4年 4月 1日　から　令和 5年 3月31日　まで

4 業 務 委 託 料

千 百

業務委託契約書

22000218

1 委 託 業 務 名 吹田市立各中学校空調設備機器保守点検業務

2 場 所 吹田市千里山西2丁目2番1号ほか



（総 則） 

第１条 受注者は、別冊の設計書、図面及び仕様書（以下「設計書等」という。）に基づき、頭書

の業務委託料（以下「業務委託料」という。）をもって、頭書の履行期間（以下「履行期間」と

いう。）内に、頭書の委託業務（以下「委託業務」という。）を完了しなければならない。 

２ 前項の設計書等に明記されていない仕様があるときは、発注者と受注者が協議して定める。 

 （法令上の責任） 

第２条 受注者は、この委託業務の履行に当たり、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）、労働

安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）その他関係法令を遵守しなければならない。 

（契約の保証） 

第３条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければな

らない。 

⑴ 契約保証金の納付 

⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実

と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年

法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証 

⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 

２ 前項の保証に係る契約保証金の額、担保の価値（有価証券の場合にあっては時価の１０分の８

の額）、保証金額又は保険金額は、業務委託料の１００分の５以上としなければならない。ただ

し、発注者が、特に必要があると認めたときは、この限りでない。 

３ 受注者が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第１

９条第２項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならな

い。 

 （権利義務の譲渡等） 

第４条 この契約によって生ずる受注者の権利又は義務は、第三者にこれを譲渡し、又は承継させ

てはならない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

 （一括委任等の禁止及び誓約書の提出） 

第５条 受注者は、委託業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはなら

ない。 



２ 受注者は、委託業務の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、あらかじめ、

発注者の承諾を得なければならない。 

３ 受注者は、前項の承諾を得たときは、受任者又は下請負人の商号又は名称その他必要な事項を

発注者に通知しなければならない。 

４ 受注者は、受任者又は下請負人が、吹田市暴力団の排除等に関する条例（平成２４年吹田市

条例第５０号）第８条第２項に規定する暴力団員及び暴力団密接関係者でないことを表明した

誓約書を、それぞれから徴収し、発注者に提出しなければならない。ただし、その受任者又は

下請負人との契約において、契約金額が５００万円未満の場合は、この限りでない。 

５  受注者は、吹田市指名停止措置要領（平成１６年４月１日制定）に基づく指名停止措置を受

けている者、吹田市公共工事等及び売払い等の契約における暴力団排除措置要領（平成２４年１

１月１３日制定）に基づく入札参加除外措置を受けている者及び第１６条の３各号に該当する者

を受任者又は下請負人としてはならない。 

６  受注者が入札参加除外措置を受けている者又は第１６条の３各号に該当する者を受任者又は

下請負人としていた場合は、発注者は受注者に対して、当該契約の解除を求めることができる。 

７ 前項の規定により契約の解除を行った場合の一切の責任は、受注者が負うものとする。 

 （特許権等の使用） 

第６条 受注者は、この委託業務の履行について特許権その他第三者の権利の対象となっている履

行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 

 （現場代理人） 

第７条 受注者は、現場代理人を定め、書面により発注者に通知しなければならない。 

２ 受注者又は現場代理人は、発注者の指示に従い委託業務に関する一切の事項を処理しなければ

ならない。 

３ 発注者は、受注者の現場代理人について、委託業務の実施又は管理について著しく不適当と認

めるときは、受注者に対しその理由を明示してその交替を求めることができる。 

 （委託業務の調査等） 

第８条 発注者は、必要と認めるときは受注者に対して委託業務の処理状況につき、調査をし、又

は報告を求めることができる。 

 （業務内容の変更等） 

第９条 発注者は、必要がある場合には委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止するこ

とができる。この場合において、業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者



と受注者が協議して書面によりこれを定める。 

 （履行期間の延長） 

第１０条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に委託業務を完了

することができないことが明らかになったときは、発注者に対し遅滞なくその理由を付して書面

により履行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は発注者と受注者が協議し

て定める。 

 （業務の処理に関して生じた損害の負担） 

第１１条 委託業務の処理に関して生じた損害（第三者に及ぼした損害を含む。）は、受注者が負

担するものとする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由により生じたときはこの限

りでない。 

 （履行遅滞の場合における延滞違約金） 

第１２条 受注者の責めに帰すべき理由により、履行期間内に委託業務を完了することができない

場合において、履行期間経過後発注者が相当と認める期間内に完了する見込みがあるときは、発

注者は延滞違約金を徴収して履行期間を延長することができる。 

２ 前項に規定する延滞違約金の額は、業務委託料に対して、吹田市財務規則（昭和３９年吹田市

規則第１４号）に定める延滞違約金の率で計算して得た額とする。 

 （検査及び引渡し） 

第１３条 受注者は、委託業務を完了したときは、遅滞なく発注者に対して受託業務完了届ととも

に成果品一切を提出しなければならない。 

２ 発注者は、前項の受託業務完了届を受理したときは、その日から１０日以内に成果品について

検査を行わなければならない。 

３ 受注者は、前項の検査の結果不合格となり、成果品について補正を命ぜられたときは、遅滞な

く当該補正を行い再検査を受けなければならない。この場合においては、補正の完了を業務の完

了とみなして、前各項の規定を準用する。 

４ 受注者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果品を発注者に引き渡さなければ

ならない。 

 （業務委託料の支払） 

第１４条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して業務委託料の支払

を請求するものとする。 

２ 発注者は、前項の支払請求があったときは、その日から３０日以内に支払わなければならな



い。なお、支払いの金額は次のとおりとする。 

  １回目支払い 2,035,000円（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 185,000円） 

  ２回目支払い 2,035,000円（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 185,000円） 

 （権利の帰属） 

第１５条 受注者から引渡しを受けた成果品に関する権利は一切発注者に帰属するものとする。 

 （発注者の解除権） 

第１６条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履

行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その

期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である

ときは、この限りでない。 

 ⑴ 正当な理由がなく委託業務に着手しないとき。 

 ⑵ 期間内にこの委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。 

⑶ この契約に違反したとき。 

第１６条の２ 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ち

にこの契約を解除することができる。 

 ⑴ この契約に違反し、その契約の違反により契約の目的を達することができないと認められる

とき。 

⑵  第１７条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 

⑶ 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に

関する法律（昭和２２年法律第５４号）第４９条に規定する排除措置命令（排除措置命令がな

されなかった場合にあっては、同法第６２条第１項に規定する納付命令）を行い、これが確定

したとき。 

⑷ 受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）の刑法（明治４０年法

律第４５号）第９６条の６又は同法第１９８条の規定による刑が確定したとき。 

第１６条の３ 発注者は受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除す

ることができる。 

 ⑴ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役

員又はその支店若しくは営業所（常時業務の請負契約を締結する事務所をいう。）を代表す

る者をいう。）又は経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められるとき。 

⑵ 役員等又は経営に事実上参加している者が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目



的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は

暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

⑶ 役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又

は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 

⑷ 役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関

係を有していると認められるとき。 

⑸ 第５条第２項の規定により第三者に委任し、又は請負わせようとするときの契約に当たり、

その契約の相手方が第１号から前号までに規定する行為を行う者であると知りながら、当該者

と契約を締結したと認められるとき。 

第１６条の４ 発注者は、委託業務が完了するまでの間は、第１６条、第１６条の２及び前条の規

定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。 

２ 前項又は次条の規定により、契約が解除された場合において、受注者が既に委託業務を完了し

た部分があるときは、発注者は、その部分に相応する業務委託料を受注者に支払うものとする。 

（受注者の解除権） 

第１７条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者と協議のうえ契約を解除する

ことができる。 

 ⑴ 第９条の規定により委託業務内容を変更したため頭書の業務委託料が３分の２以上減少した

とき。 

 ⑵ 発注者が契約に違反し、その違反によって委託業務を完了することが不可能となるに至った

とき。 

（談合等不正行為があった場合の賠償額の予定等） 

第１８条 受注者が、この契約に関して、第１６条の２第３号又は第４号のいずれかに該当したと

きは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、受注者は、賠償金として、業務委託料の１００

分の１０に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第１６条

の２第４号のうち、受注者の刑法第１９８条の規定による刑が確定した場合は、この限りではな

い。 

２  前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。 

３  第１項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合にお

いて、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるものではない。  



 （契約が解除された場合等の違約金） 

第１９条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務委託料の１００分の５

に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

⑴ 発注者が第１６条、第１６条の２又は第１６条の３の規定に基づきこの契約を解除した場合 

 ⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債

務について履行不能となった場合 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

 ⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法律第７５

号）の規定により選任された破産管財人 

 ⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４年法律第

１５４号）の規定により選任された管財人 

 ⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１年法律第

２２５号）の規定により選任された再生債務者等 

３  第１項の場合において、第３条の規定により契約保証金の納付、担保の提供等の契約の保証が

付されているときは、発注者は当該契約保証金、担保、保証事業会社から支払われる保証金又は

保険会社から支払われる保険金等をもって違約金に充当することができる。 

４  第１項及び前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が第１項に規定する違約金の額を超え

る場合において、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるもの

ではない。 

 （違約金等の控除） 

第２０条 受注者がこの契約に基づく違約金等を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発

注者は業務委託料のうちからその金額を控除し、なお不足を生ずるときは追徴する。 

 （秘密の保持） 

第２１条 受注者は、委託業務の処理上知り得た積算等の秘密を他人に漏らしてはならない。 

２ 受注者は成果品（委託業務等の履行過程において得られた記録等を含む。）を他人に閲覧さ

せ、複写させ、又はその写しを譲渡してはならない。 

 （従業員研修） 

第２２条 受注者は、この委託業務に従事させる従業員に、業務内容、接遇、人権啓発及び火災、

地震等の緊急時の対応に関する研修その他業務遂行上必要な研修を行うものとする。 

 （補 則） 



第２３条 この契約書に定めのない事項については吹田市財務規則の定めるところに従い、同規則

に定めのない事項については、発注者と受注者が協議して定める。 



　7．　点検は年4回（冷房使用前、冷房使用中、暖房使用前及び暖房使用中）とする。定期点検

　　　 の実施時期は、本市担当職員と打合せの上決定すること。

       第二中学校の4階系統は年4回点検する。

　　　　但し、ガス吸収式冷温水発生機については年2回（冷房使用前及び暖房使用前）

　　　　とし、メーカーの指定する点検業者の点検とする。

　　　　但し、学校又は本市担当職員の連絡があればその都度点検を行なうこと。

　　　　なお、7月の点検は夏期休暇中に行うものとする。

　8．　山田中学校のガス冷暖房機（室外機）については大阪ガス（株）の指定する

　　　　点検業者による点検を年1回（7月）行うこと。なお大阪ガス（株）と年間保守契約を行うこと。

　　　　また、室内機の点検内容については他の学校と同様に行うこと。

　9．　点検後不良箇所がある場合は、その復旧施工方法及び見積書を作成の上、本市

　　　　担当職員に提出すること。

　　　　までに1部提出(データ共)すること。なお、点検時に各機器の製造年を調べて機器表に

　　　　記入すること。

 11．　委託期間　　　令和４年4月1日　から

　　　　　 　　 　 　　　 令和５年3月31日　まで

 12．　業務委託料の支払いは9月、3月の2回払いとする。（1／2支払い／回）

 13．　フロン排出抑制法に従って4回の点検を簡易点検とする。今年度の点検では定期

　　点検は行わない。4回の簡易点検結果について全機種分別紙【フロン類機器簡易

    点検記録簿】を作成し、記録して電子データを提出すること。

 14.　 令和２年12月から令和16年3月末までは、特別教室等空調設備事業にて設置した空調機に

　　　　ついては、点検、修繕を実施しないこと。

　6．　点検日は、事前に本市担当職員と打ち合わせをし、学校運営上支障のないよう配慮

　　　　すること。

 10．　各施設の配置図（データ形式JWW）に対象機器の機器表を記入して、製本して2月末日

吹田市立各中学校空調設備機器保守点検業務仕様書

　1．　本業務は空調設備の正常な運転の維持と故障や機能の劣化を未然に防止するため、

　　　　空調機器の圧縮機、送風機及び冷却塔等の保守点検を行う。

　2．　対象施設は別紙のとおりとする。

　3.　 対象設備は別紙のとおりとする。

　4．　点検内容は別紙のとおりとする。

　5．　点検結果報告書を提出すること。（作業写真を含む）1部は学校管理課に提出し、

　　　　1部は学校に提出すること。



対象施設　中学校１８校

学校名 所在地 電　　話

第一中学校 吹田市千里山西２丁目２番１号 6384-0886

第二中学校 吹田市岸部北１丁目２１番１号 6388-2031

第三中学校 吹田市中の島町３番５１号 6381-1512

第五中学校 吹田市幸町２１番１号 6381-6038

第六中学校 吹田市穂波町１６番１号 6386-0812

片山中学校 吹田市竹谷町３５番１号 6387-1041

佐井寺中学校 吹田市五月が丘南５番１号 6330-1524

南千里中学校 吹田市桃山台４丁目２番１号 6834-3611

豊津中学校 吹田市垂水町３丁目32番50号 6384-3275

豊津西中学校 吹田市豊津町６番１号 6386-2666

山田中学校 吹田市山田市場１５番１号 6878-0823

西山田中学校 吹田市山田西２丁目１１番１号 6877-4633

山田東中学校 吹田市山田東４丁目３３番１号 6876-6002

千里丘中学校 吹田市青葉丘南１５番１号 6876-2402

高野台中学校 吹田市高野台４丁目５番１号 6871-0569

青山台中学校 吹田市青山台４丁目２番１号 6872-0309

竹見台中学校 吹田市竹見台１丁目３番１号 6871-0661

古江台中学校 吹田市古江台１丁目１番１号 6832-0012



-

-

-

-

○

〇

-

④
フィンの点検、清掃（室内外機共）
（薬品洗浄等が必要な場合は別途）

- ○ -

○ ○ -

○ ○ -

○ ○ ○

○ ○ ○

- ○ -

エアーフィルターの点検、清掃
（掃除機等使用のこと）
ドレンパン、ドレン管の点検
（目視）
ドレンパンの清掃

③

共通事項
1

②

③

2

①

②

（目視の結果異常があるとき）

外観点検（室内のみ）
（配管、電気、ダクト等）
各機器の外装等の清掃（室内外機共雑巾掛）
機械室の清掃

パッケージ型エアコン

①
運転状況の確認（室内のみ）
（冷暖房効果、異音、異臭、振動含）

○ ○

総合運転

○

吹田市立各中学校空調設備機器保守点検　点検内容

点検内容 冷房使用前
冷房使用中

（7月）
暖房使用前 暖房使用中

簡易点検 〇 ○ 〇 ○



   

 

第二中学校４階系統     

  空調機器点検内容 

 

        点 検 内 容             （冷） 

                           （暖） 

前 期 

５月末 

11 月初 

中 期 

７月末 

２月初 

 

 １  総合運転点検    

 (1)  運転状況の確認（冷暖房効果、異音、異振動、異臭含む） ○ ○  

 (2)  各機器（配管、電気、ダクト、等含む）外観点検 ○ ○  

 (3)  各機器の外装等の清掃、機械室の清掃含む ○ ○  

 (4)  冷暖房の切替え ○ −   

 ２  電気関係点検・・・共通事項    

 (1)  絶縁抵抗測定（ファンコイルを除く各機器、電源回路） ○ −   

 (2)  各部接続端子のゆるみ点検、増締め ○ ○  

 (3)  各電磁接触器の作動確認 ○ ○  

 (4)  電流、電圧の測定、電動機の状態確認 ○ ○  

 (5)  指示計器の確認、表示灯の点灯確認 ○ ○  

     

 ３  ガス吸収式冷温水発生機      

 (1)  燃焼装置点検及び燃料漏れ確認検査 ○ −   

 (2)  安全保護装置の点検 ○ −   

 (3)  付帯設備の切り替えの確認 ○ −   

 (4)  本体関係及び操作盤内の切り替え ○ −   

 (5)  抽気ポンプ持参による抽気作業 ○ −   

 (6)  排焼装置点検及び排ガス分析 ○ −   

 (7)  吸収液サンプリング（必要に応じ） ○ −   

  ※ガス吸収式冷温水発生機の点検表についてはメーカー様式とする。  



 

  第二中学校４階系統     

  空調機器点検内容 

 

          点 検 内 容     （冷） 

                        （暖） 

前 期 

５月末 

11 月初 

中 期 

７月末 

２月初 

 

 

 

 (8)  運転調整データーの採取 ○ −   

 (9)  運転時間及びガス使用量の計測 ○ −   

 ４  冷却塔    

 (1)  水槽の点検、清掃（ストレーナー、ボールタップ共） ○ ○  

 (2)  送風機の点検 ○ ○  

 (3)  充填材、散水装置の点検 ○ ○  

 (4)  冷却水の処置（水抜き、水張り） ○ −   

     

 ５  ポンプ（冷温水、冷却水）    

 (1)  各部点検（グランドパッキン、カップリングボルト等） ○ ○  

     

 ６  エアハンドリングユニット    

 (1)  送風機の点検（軸受注油整、ベルト点検、内部清掃） ○ −   

 (2)  エアーフィルターの点検（状況、ろ材取替の必要性） ○ −   

 (3)  エアーフィルターの清掃 ○ ○  

 (4)  ドレンパンの点検（ドレン管共） ○ ○  

 (5)  ドレンパンの清掃 ○ −   

 (6)  コイル、フィンの点検、清掃 ○ −   

 (7)  加湿器の点検、清掃 （WM=1×2) ○ ○  

 



 

  第二中学校４階系統     

  空調機器点検内容    

 

          点 検 内 容     （冷） 

                           （暖）                

前 期 

５月末 

11 月初 

中 期 

７月末 

２月初 

 

 

 

 ７  ファンコイルユニット    

 (1)  エアーフィルターの点検、清掃 ○ ○  

 (2)  ドレンパンの点検（ドレン管共） ○ −   

 (3)  ドレンパンの清掃（排水口の清掃共） ○ −   

 (4)  絶縁抵抗測定 ※○ −   

 (5)  送風機、コイルの点検 ○ −   

     

８  自動制御    

 (1)  各制御装置の作動確認、調整 ○ ○  

 (2)  自動制御盤の総合点検 ○ ○  

     

 ９  膨脹水槽    

 (1)  内部点検（ボールタップ、腐食等） ○ −   

 (2)  内部清掃（６月） ○ −   

     

 10  送風機    

 (1)  各部点検（電動機、ベルト、注油、清掃） ○ −   

     

 11  有圧換気扇             

 (1)  各部点検（注油、清掃） ○ −   

   ※７（４）絶縁測定は５月のみとする。 
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注記

1．図中□印は空調室外機設置位置を示す。

2．図中○印は空調室内機設置位置を示す。

A

CR

18

19

18

19

学校名

所在地

番号縮尺 ①

吹田市立第一中学校

吹田市千里山西２丁目２番１号

吹田市　学校教育部　学校管理課

A

ACP-1

ACP-5

ACP-4

ACP-3

ACP-2

ベランダ床置

H24.9

型　　　名 数量
冷房能力(kW)

圧縮機
暖房能力(kW)

室外機

14.0 2F×7　3F×8

4F×8

第一中学校空調機器仕様書（教室）

メーカー室　名番号 設置年月日

A ダイキン FXYHP140MA普通教室

普通教室 ダイキン

2ダイキン普通教室 屋上 H24.9

屋上 H24.9

16.0 

8.0 

ビルマル

B2

B1 69.0

77.5

C1

C2
2

D 普通教室 ダイキン RXYP500C 1

95.0

106.0

50.0 

56.0 
10.9 屋上 H24.9

ベランダ床置

8 支援教室

支援教室 三菱

RPC-AP80K3

MPK-RP80KA9 1

1
8.0 

8.5

8.5

RXMP450C
RXMP224C

RXMP450C
RXMP500C

RXYP690C
14.4

RXYP950C
17.9

日立

型　　　名 数量
冷房能力(kW)

圧縮機
暖房能力(kW)

室外機

1
7.1 

8.5 

第一中学校空調機器仕様書（管理諸室）

室　名 メーカー番号 設置年月日

屋上1 校長室 2

1.8

日立

日立

RPC-GP80RGH3

RPC-GP160RGH3

R4.3

R4.3

ＣＲ

ＣＲ

3～13 15 ダイキン FHY-80DB音楽室 8.5

8.0 
3 屋上 H9.9.12

16

17

支援教室

支援教室

東芝

東芝

AKSA04055M

AKSA04055M

1 4.0

6.4

4.0

壁掛

壁掛

H27.3

H27.3

1

1

R1.7

R1.7

ベランダ天吊

ベランダ天吊

18

19

普通教室

普通教室

ダイキン

ダイキン

SZRH63BCV
5.6

6.3

7.1

8.0
SZRH80BCV

1
6.4

1.1

1.1

1.18

1.7

ベランダ20 普通教室 ダイキン 2SSRH160BF
14.0

16.0
3.70 R3.8

20
20

20

20

3、PAC-D-またはACP-D-と記載の空調機は点検しないこと。
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学校名

所在地

番号縮尺

吹田市岸部北１丁目２１番１号

②

吹田市立第二中学校

配置図兼１階平面図

３階

２階

２階

３階
４階

屋上１階

屋上２階

ＷＣ ＷＣ

プール

陶芸

スロープ

ｺﾞﾐ庫

スロープ

シャワー

倉庫倉庫

体育室

下足室技術

倉庫 倉庫

更衣 更衣

準備

ＷＣＷＣ

給食室

校務

玄関
下足室

ﾘﾌﾄ

保健室倉庫

倉庫

支援

校務作業室

ＷＣＷＣ

特別教室棟

倉庫
更衣更衣

機械室
ＷＣ ＷＣ

支援

普普普普普普普普普

倉庫倉庫 倉庫

ＷＣ ＷＣ

78

11

1216

78121116

17 18
19

20

21

17 18 19 20 21

ＷＣ ＷＣ

ＷＣ
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ教室普 普 普

更衣室

更衣室

職員室

印刷
事務室

ＷＣ ＷＣ
応接

理科 準備準備理科 理科準備 準備 会議室理科

吹抜

吹抜

倉庫倉庫 倉庫
技術

倉庫

特活

準備

控室 控室ステージ

屋内運動場

倉庫

普 普 普普普

校長室
1

2

3

4

5

6

9

10

15A A A A A

2

3

4

5

6

10

1

15 14 13

14 13

ＷＣ ＷＣ

普

教官室

準備 教材準備美術 美術 美術 家庭科 家庭科 家庭科準備

普普普普普普普普普
促進

促進

促進

促進

促進

促進

A A A A

ＷＣ ＷＣ

普集会室教材室

図書

準備

図書

ＷＣ ＷＣ

前室

放送音楽 音楽 準備音楽 ＬＬ教室 視聴覚準備

準備準備

集会室 普 普普普普普

4 5

A A

B

C C C CD D D

E

E

E

E

E

E

E

E

E

EEF FF

F

F

G G

A A A A

屋上

DB B

C C

D

1

2

3

7

8

9

6

休養室

吹田市　学校教育部　学校管理課

1

1

番号 室　名 メーカー 型　名 数量 冷房能力（KW）
暖房能力（KW）

圧縮機 室外機 設置年月日

1

1職員室

校長室

職員室

ダイキン

ダイキン

ダイキン

FHYJ-80L

FHYJ-112L

1.7

3

1.7

ベランダ床置

ベランダ床置

ベランダ床置

H11.9.10

H11.9.10

7.1

8.0

11.2

12.5

7.1

8.0

H11.9.101

2

3 ～

第二中学校空調機器仕様書（管理諸室）

三洋
1

241900kcal/h

機械室

ガス吸収式冷温水発生器

290300kcal/h

三菱樹脂
1

125RT

屋上

冷却塔 HT-125AQb

1

65000kcal/h

機械室

4400CMH

1

230001kcal/h

機械室1600CMH

1
600CMH 機械室排風機

0.4kW

川本 1 機械室冷却水ポンプ

川本 1 機械室冷温水ポンプ

2700L*100V*126W 4階

1 2000L*100V*90W

1600L*100V*63W

5

2

1

機械室

2000CMH有圧換気扇

膨張水槽

機器名 メーカー 型　名 数量

冷房能力（KW）

暖房能力（KW）

設置場所 設置年月日機器仕様

FAN出力　3Φ200V 1.5Kw

水平型

冷房能力（KW）

処理風量

エアハンドリングユニット

（音楽室系統）

FAN出力 2.2KW

エアハンドリングユニット

（図書室系統）

垂直型 冷房能力（KW）

処理風量

FAN出力 0.75KW

シロッコ型 処理風量

FAN出力

片吸込渦巻型 80GEK 1340l/min×18m×5.5KW

80GEL 800l/min×27m×11KW片吸込渦巻型

FWV123R 2

FWV83R

FWV63R

LV-600FE-C2

LV-400FE-C2

LV-300FE-C2

〃

〃

〃

〃

〃

〃

4

3

11

2250L＊100V＊152W

1470L＊100V＊78W

1170L＊100V＊60

1050L＊100V＊46

4階

4階

4階

4階

4階

4階

SUS製角型 700×700×700H

0.1KW

処理風量

FAN出力

機械室

1

S47.8

〃

〃

〃

〃

〃

〃

ファンコイルユニット 床置露出型

S47.8

S47.8

S47.8

S47.8

S47.8

S47.8

S47.8

S47.8

S47.8

SUW-EL80EHA

LV-1200FE-C2

番号

1

2

3

4

5

6
7

8

9

A
B
C
D
E
F
G

第二中学校(4階系統)

番号 室　名 メーカー 型　名 冷房能力（KW）
暖房能力（KW）

圧縮機 室外機 設置年月日

10.1

支援教室

支援教室

FHY71CA

RPC-AP140K5

RAS-AP335DS4

日立

日立

日立

ダイキン

ビルマル

ベランダ天吊

屋上

屋上

普通教室

普通教室

普通教室

1

13

2

2

ダイキン FHY-100CA 2 ベランダ天吊
10.7

7.1

7.6

14.0

16.0

33.5

37.5
7.2

数量

RAS-AP690DS4
RAS-AP280DS4
RAS-AP400DS4

69.0

77.5

2

1

5.6

4.0 

3.6

4.2

ベランダ天吊

H4.1.31

H4.1.31

H25.9

H25.9

H25.9

0.95

3.0

2.2

ベランダ天吊

支援教室

支援教室

支援教室

支援教室

東芝

東芝

東芝

支援教室

1 ベランダ天吊

ベランダ天吊

ベランダ天吊

ベランダ天吊

ベランダ天吊

H27.3

H27.3

H27.3

H27.3

H27.3

1

1

1

1

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ教室

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ教室14

A

B

C

13 15

11 12

16

17

18

19

20

21

第二中学校空調機器仕様書（教室）

2

1

1

2

1

1

保健室

会議室

事務室 ダイキン

東芝 AIK-AP633H

FHYJ-50L

1.1

ベランダ床置

ベランダ床置

ベランダ天吊 H11.9.10

5.6

6.3 

6.0

5.0 
1.5

7 8

9

10

職員室 1.7 ベランダ床置
7.1

8.0

5

6 東芝

日立 RAS-GP50RSHJ1

ROA-AP807H

RPK-GP50K

FHYJ-80L

AIC-AP803H
1

3

5.0

5.6
0.8

東芝

ダイキン

日立

日立

RAO-AP565HS2
AIC-AP567H1

F36PTES-W

R36PES

ROA-AP635HS

AIC-AP637H1

ROA-AP565HS2

AIC-AP567H1

ROA-AP405HS1

AIK-AP405H

RAC-N40S2

RAC-N40S2

RAS-N40S2

RAC-N40S2

5.6

6.3

5.0

5.6

3.6

4.0

3.6

4.0

3.6

4.0

1.1

+6.0

(4.8+4.4)

1.1

1.1

1.1

1.0

1.0

 注記

1、図中□印は空調室外機位置を示す。

2、図中○印は空調室内機位置を示す。

3、PAC-D-またはACP-D-と記載の空調機は点検しないこと。



番号

所在地

学校名 吹田市立第三中学校

吹田市中の島町３番５１号

縮尺 ③１／４００

吹田市　学校教育部　学校管理課

教材

図書準備美術準備
ＷＣ

教材

ＷＣ

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ教室

ＣＲ ＣＲ ＣＲ

準備

ＣＲ

14 15 16

A A A A

2

3

4

5

6

14

15

16

３階平面図

ｺﾞﾐ庫

ポンプ

技術

ＷＣ

玄関
校務

教材

準備理科 理科
中庭 ＷＣ

保健室

ＷＣ

準備 第二美術

更衣 倉庫 ＷＣ

屋内運動場

控

ステージ

控

下足室

教材室

玄関

予備

キューピクル 7 8 10

11

12

13

7 8 10 11 12 13

B1

C2

B

C C1

配置図兼１階平面図

教材

音楽音楽

ＷＣ

教材

ＷＣ
ＣＲ ＣＲ ＣＲ ＣＲ

17 18 19

A A A A

17

18

19

４階平面図

4階屋上

放送ＷＣ

職員室

会議室

校長室

教材

準備家庭科 家庭科

ＷＣ

教材

ＷＣ

印
刷

ＣＲ

ＣＲＣＲ

更衣室

ＣＲ ＣＲ

1

2 3 4 5 6

9

A A

A A

1

9

２階平面図

5

型　　　名 数量
冷房能力(kW)

圧縮機
暖房能力(kW)

室外機

1

2

1

室　名番号 設置年月日

4.5

6.3

メーカー

8.0

9.0

8.0

9.0

5.0

7.0

校長室

職員室

保健室

会議室

日立

日立

日立

RPC-J80K1

RPC-J80K1

RPK-AP63K

1

～ 62

7 8

9

ベランダ天吊

屋上

ベランダ天吊

ベランダ床置

H12.9.11

H12.9.11

2.2

2.2

1.2

1.5

第三中学校空調機器仕様書（管理諸室）

77.5

型　　　名 数量
冷房能力(kW)

圧縮機
暖房能力(kW)

室外機

B

番号 室　名 メーカー 設置年月日

2F×4　3F×4

4F×4

B1

A

10 13～

14 15

16

普通教室

普通教室

普通教室

支援学級

ダイキン

ダイキン

ダイキン

日立

ダイキン

ダイキン

RAS-40RX2

FHY-100DA

FHY-71DA

ベランダ天吊

ベランダ壁付

ベランダ壁付

H24.9

H5.11.29

H5.11.29

1.2

3

2.2
7.6

ビルマル

4

2

1

4.0 

4.5

7.1

16.0 

14.0 

地上 H24.9

地上 H24.9

C

C1 C2 RXMP335C

RXMP224C

FXYHP140MA

1

1
69.0

125.0

140.0

10.1

10.7

RXMP450C

RXYP690C

RXMP450C×2

RXYP1250C

14.4

26.4

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ教室

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ教室

第三中学校空調機器仕様書（教室）

ACP-2

ACP-1

日立
RAS-GP50RSHJ

RPK-GP50K

19 音楽室　 ダイキン FHYJ-71F 屋上1.9
7.1 

8.0 

H5.11.292.21
7.1

17

18

音楽室　 東芝
ROA-RP803HS
AIC-RP803H

2

8.0

1995

注記

1．図中□印は空調室外機設置位置を示す。

2．図中○印は空調室内機設置位置を示す。

3、PAC-D-またはACP-D-と記載の空調機は点検しないこと。

12

屋上



学校名 吹田市立第五中学校

所在地

番号縮尺

吹田市幸町２１番１号

④

吹田市　学校教育部　学校管理課

D1

Ｗ．Ｃ

準

準

音楽

準備

特活

ＣＲ

ＣＲ

ＣＲ

ＣＲ

ＣＲ

ＣＲＣＲ

ＣＲ

ＣＲ

ＣＲ

特活

Ｗ．Ｃ Ｗ．Ｃ
準

準

図書準準

Ｗ．Ｃ

音楽

準備

コンピューター
　　教室

準

準

美術

学習室

第二理科

Ｗ．Ｃ

家庭科美術

10 11 1213 14 15

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

10

11

12

13

14

15

C1 C2

D2

４　階

屋　上 ２　階

３　階 ２　階 ３　階 屋　上

下足室

校務

Ｗ．Ｃ

準

準備室

シャワー

職員室

放送 印

校長室

会議室

Ｗ．Ｃ

準

準

準
技術

倉庫 倉庫

更

更

器具庫

ﾎﾟﾝﾌﾟ室

ホール

ｽﾛｰﾌﾟ

ｽﾛｰﾌﾟ ｽﾛｰﾌﾟ

ｽﾛｰﾌﾟ

ｽﾛｰﾌﾟ

養護

更衣室

保健室

Ｗ．Ｃ

身障者便所

放

控

控

ｽﾃｰｼﾞ

陶芸

ＰＴＡ

調理室

第一理科

作業室

支援学級

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

１階平面図

Ｗ．Ｃ

ＣＲ

ＣＲ

ＣＲ

ＣＲＣＲ

ＣＲ

ＣＲ

ＣＲ

Ｗ．Ｃ

A

A

A

A

A

A

A

B1 B2 B3

２　階 ３　階 屋　上

D2

型　　　名 数量
冷房能力(kW)

圧縮機
暖房能力(kW)

室外機

1

2

1

番号 室　名 メーカー 設置年月日

3

7.1 

8.5 

14.0 

16.0 

型　　　名 数量
冷房能力(kW)

圧縮機
暖房能力(kW)

室外機番号 室　名 メーカー 設置年月日

14.0 

16.0 

2F×5　3F×11

4Ｆ×2

1

2

1

3

10.0

16.0 

14.0 

16.0 

B1

B2

B3

6.9

6.3

5.1
4.5

10.7

7.1

7.6

8.0

8.6

1

～ 42

5 6

7

校長室

職員室

保健室

会議室

東芝

東芝

三菱

AIC-J715HG

AIC-J1405HG

MPK-RP63KA

3.36

1.2

1.5

地上

地上

ベランダ天吊

地上

H9.9.12

H9.9.12

A

C1

C2

D1

13～

支援学級

三菱

三菱

ダイキン FHY-80DB

普通教室 ダイキン FXYHP140MA

屋上 H24.9

H24.9

H2.7.31

3.75

3.75

2

2.7

2.7

地上

地上

屋上

屋上

屋上

H2.7.31

H6.9.13

ビルマル H24.9

普通教室 ダイキン

1

1

1

ダイキン

ダイキン

屋上

屋上 H24.9

H24.9

14.0 

109.0

118.0

80.0

90.0

95.0

RXMP560C

RXMP450C
RXMP335C

RXMP500C
RXMP450C

106.0

22.3

普通教室

普通教室

RXMP224C
RXMP280C

10 12

11

15

支援学級

音楽室　

RXYP1090C

RXYP800C

RXYP950C

16.9

20.3

8

9

東芝

ダイキン

AIC-AP1404H

FHP140BA

2

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ教室

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ教室

PCH-100EKD

PCH-71EKD

第五中学校空調機仕様書（管理諸室）

第五中学校空調機仕様書（教室）

ACP-3

ACP-2

ACP-1

日立
RPK-GP50K
RAS-GP50RSHJ1

注記

1､図中○印は空調室内機設置位置を示す。
2､図中□印は空調室外機設置位置を示す。
3、PAC-D-またはACP-D-と記載の空調機は点検しないこと。

18

1



支援教室

W.C ＣＲ ＣＲ ＣＲ ＣＲ ＣＲ ＣＲ 準 準

Ｗ．Ｃ

美術 準 W.C 準 相談室図書室 教材 理科 準

準

ＣＲ ＣＲ ＣＲ ＣＲ ＣＲ ＣＲ生徒会W.C

Ｗ．Ｃ

第二美術 W.C ＣＲ ＣＲ ＣＲ 家庭科 準

W.C ＣＲ ＣＲ ＣＲ ＣＲ 音楽 音楽 教材

Ｗ．Ｃ

吹　抜

ｷﾞｬﾗﾘｰ ｷﾞｬﾗﾘｰ

ﾎﾟﾝﾌﾟ室キュービクル
正門

職員室
校長 会議校務W.C

放

下足室

更衣室 更衣室 保健 準 技術 倉
庫

Ｗ．Ｃ

調理

養護

木工 Ｗ．Ｃ ＣＲ ＣＲ 理科 準 家庭科

プール

体育館

倉庫玄

ステージ

予備室

教官室

ＣＲ

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ教室

1

2 3 4

5 6
7

8 9

10 11

12 13 14

15 16 17

1

234

5 67

8 9 10 11

12 13 14

15

16

17

A A A A A A

A A A A A A A

A A

A A A A

E

D

B1

B2

B3

B1

B2

B3

C1

C2

３階平面図

２階平面図

４階平面図

屋上平面図

１階平面図

２階平面図

音楽室

型　　　名 数量
冷房能力(kW)

圧縮機
暖房能力(kW)

室外機番号 室　名 メーカー 設置年月日

7.1

7.1

5.6

第六中学校空調機仕様書（教室）

10.1

10.7

7.1

7.6

8.0

8.6

1

1

2

2

1

3

8.0 

6.3 

8.0 

19
14.0

16.0

8

9

10 11

12 14

13

15 17～

A

支援学級

支援学級

支援学級

RPC-AP140K5

FHYJ-100F

FHY-71CA

FHY-100CA

AIC-AP636H

MPKZ-P80SKK

AIC-AP804H東芝

三菱

東芝

ダイキン

ダイキン

普通教室

地上

地上

地上

屋上

屋上

屋上

3

2.2

2.2

1.1

1.4

1.8

H3.9.20

H3.9.20

H8.9.13

H25.9ビルマル

B1

B2

B3

C1

C2

RAS-AP335DS4
RAS-AP280DS4
RAS-AP335DS4

RAS-AP280DS4
RAS-AP400DS4

RAS-AP690DS4

2

1

1

1RAS-AP335DS4

H25.9

H25.9

H25.9

H25.9

RAS-AP160DG2

RAS-AP950DS4

3.6

7.2

16.0

18.0

33.5

37.5

95.0

106.0

69.0

77.5

屋上

屋上

屋上

屋上

D

E

普通教室

普通教室

普通教室

普通教室

ダイキン

日立

日立

日立

日立

日立

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ教室

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ教室

型　　　名 数量
冷房能力(kW)

圧縮機
暖房能力(kW)

室外機

1
7.1 

8.5 

室　名 メーカー番号 設置年月日

第六中学校空調機仕様書（管理諸室）

14.0 

16.0 

2

3.73

ベランダ天吊

屋上

H10.9.11

H10.9.11

1

2

校長室

職員室

東芝

東芝

AIC-J715HG

AIC-J1405HG

1

1

1
5.9

5.9

5.6

6.7

4.5 

4.5 

1.3

1.3

1.4

ベランダ天吊

ベランダ天吊

ベランダ天吊

5

6

7

保健室

保健室

会議室

日立

日立

東芝

RPK-AP50K2

RPK-NP45K1

AIK-560H

3 2

14 職員室 日立 RPC-GP140RGH1
12.5

14.0
2.65 H30.10

学校名

所在地

番号縮尺

吹田市　学校教育部　学校管理課

⑤

吹田市立第六中学校

吹田市稲波町１６番１号

ACP-1 ACP-2 ACP-3

+6.0

+6.0

7.2+7.2

(4.8+4.4)

支援

ダイキン 2.218
RSRP80BDT

FHP80DJ
2

7.1

8.0
R3.6バルコニー吊り

18 18

1818

注記

1．図中□印は空調室外機設置位置を示す。

2．図中○印は空調室内機設置位置を示す。

3、PAC-D-またはACP-D-と記載の空調機は点検しないこと。

屋上



17

学校名

所在地

番号縮尺

吹田市立片山中学校

吹田市竹谷町３５番１号

ＷＣ ＷＣ

準備

ＷＣ ＷＣ

美術

準備

普

普

普

楽器室

ＷＣ ＷＣ

教材室

ＷＣ ＷＣ

普
普

普

普

普

普

普

普普

普

家庭科

家庭科

普

普

教材室

音楽

音楽

普

普

15

16

17

1516

WC

ＷＣ

教材室

機械室

技術

教材室 準備

美術

準備

ＷＣ

ＷＣ

ＷＣ

普

支援

玄関

ＷＣ

教材室

下足室

校務

保健室

控

ス
テー

ジ

更衣
屋内運動場

器
具
庫

控

ＷＣ

玄関

ＷＣＷＣ

教材室
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ教室

教材室

準備理科

準備
普

準備

図書
準備

職員室
普

更衣室
理科

休養室
普

進路

ＷＣＷＣ

印刷
放送

ＷＣ 校長室

会議室

普

方位

(北に矢印を付す)

普

普

普普

普普

普

支援

1

2

3

4

5

6

7

8

10
11

12

13

14

1

23

45
6

7

8

10

11

12

13

14

A
A

A

A

A

A
A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

普

支援学級
9 9

B1 B2F

E1 E2 E3

D1 D2 D3

C1 C2B2 B1

４階 屋上３階

１階
２階 ２階屋上

⑥

吹田市　学校教育部　学校管理課

東芝

H9.9.12

E3

8.5

番号 メーカー 設置年月日

片山中学校空調機仕様書（管理諸室）

5.0

6.0

5.6

4.5

1

1

数量
冷房能力(kW)

圧縮機室　名
暖房能力(kW)

室外機

2

メーカー 設置年月日番号

片山中学校空調機仕様書（教室）

10.0

10.7

16.0

16.0

14.0

14.0

10.0

11.2

型　　　名 数量
冷房能力(kW)

圧縮機室　名
暖房能力(kW)

室外機

1

1

1

2

1

1

1

1

25

B1
B2

C2 

C1

D1
D2
D3

E2
E1

9

10

11

12 14

13

15

16

17

A

支援学級

支援学級

支援学級

音楽室

音楽室

音楽室

普通教室

東芝

東芝

東芝

三重重工

RPC-AP112K4

AIC-AP1404H

AIC-AP1406H

RPC-AP112K4

RPC-AP80K4

AIC-AP806H

AIC-AP806H

FDE-71H8

RPC-AP140K5

3

3.36

3.36

ベランダ天吊

ベランダ天吊

屋上

屋上

屋上

地上

地上

3

1.9

1.9

1.9

1.9

ベランダ天吊 H24.9

H24.6

H24.9

H24.9

H25.3

H24.9

H6.9.13

8.0

8.0

14.0

1

1

1

～2 4

6 7

8

校長室

職員室

職員室

保健室

会議室

東芝

東芝

東芝

三菱

AIC-J715HG

AIC-J1405HG

AIC-J715HG

MPK-RP56GA2

7.1 

14.0 

8.5 

16.0 

7.1 

2

3.36

2

1.2

1.9

ベランダ天吊

屋上

屋上

ベランダ天吊

ベランダ天吊

H9.9.12

H9.9.12

5

RAS-AP500DS4
2RAS-AP280DS4

RAS-AP224DS4

RAS-AP690DS4
RAS-AS400DS4
RAS-AP280DS4

RAS-AP335DS4
RAS-AP450DS4
RAS-AP450DS4
RAS-AP1250DS4

RAS-AP950DS4
RAS-AP335DS4
RAS-AP280DS4
RAS-AP335DS4

1

16.0

50.0

56.0

69.0

77.5

124.0

140.0

95.0

106.0

16.0

18.0

普通教室

普通教室

普通教室

普通教室

普通教室F

屋上

屋上

屋上

屋上

屋上 H25.9

H25.9

H25.9

H25.9

H25.9RAS-AP160DG2 1

3

1

日立

日立

日立

日立

日立

日立

日立

日立

日立

8.6

8.0

8.6

8.0

8.6

7.1 

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ教室

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ教室

型　　　名

ACP-1

ACP-5

ACP-4

ACP-3

ACP-2

日立
RPK-GP50K
RAS-GP50RSHJ

ビルマル

（4.8+4.4）
+6.0

 6.0+4.8

+7.2

+7.2

(6.0+4.4)
(6.0+4.4)

7.2+6.0

1．図中□印は空調室外機設置位置を示す。

2．図中○印は空調室内機設置位置を示す。

注記

3、PAC-D-またはACP-D-と記載の空調機は点検しないこと。



正門

自
転

車
置
場

キュービクル

ス
ロ
ー

プ

スロープ

ス
ロ

ー
プ

ス
ロ
ー

プ

浄化槽 倉庫

ゴミ庫

更 更

プール

準

職員室

会

校長

保健

教教
更美術 木工

身障者便所

屋内運 動場ｽ
ﾃ
ｰ
ｼ
ﾞ

控

控 倉庫

更

玄関

印

Ｗ．Ｃ

Ｗ．Ｃ

Ｗ．Ｃ

Ｗ.C

Ｗ
.
C

Ｗ.C

Ｗ.C

普

普 普

ポンプ室

玄関

校

下足室

倉
庫

倉庫

準

準

Ｗ
.
Ｃ 技術

ポンプ室下部

機械

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ教室

W.C

W.C

W.C

普 普 普

普 準

準

準 第2美術

図書

家庭科

家庭科

教材 教材

W.C
普普

7

8

910

11

12 13 14

7

8

9

10 11

12 13 14

AA

A A A

A

A A

18

18

２階平面図

１階平面図

３階平面図

5

2

3

4

5

2

3

4

11

学校名

所在地

番号縮尺 ⑦

吹田市　学校教育部　学校管理課

吹田市立佐井寺中学校

吹田市五月が丘南５番１号
W.C

W.C

W.C

W.C W.C

W.C

普普

教材

準

準

普 普 普

普 普 普

普

普

理科

理科

音楽

準

準

美術

普 普 普 普

普

音楽

準 準

W.C
普普

15

16

17

15 16 17A A A A

A

A

A A

A A A A

A A

E

C1 D1

C2 D2

B1

B2

B3

５階平面図 屋上平面図４階平面図

ACP-2 ACP-3

ACP-4

ACP-1

1
6.3 

7.1 

番号 室　名 メーカー 型　名 数量
冷房能力

暖房能力
圧縮機 室外機 設置年月日

佐井寺中学校空調機仕様書（管理諸室）

校長室 東芝 2 ベランダ天吊 H11.9.10AIC-Ｊ635ＨＧ1

8.0 

9.0 

4.5 

1

1

1
5.1

4.5

5.1

5.6

6.3

7

8

9

職員室

保健室

保健室

会議室

日立

東芝 AIK-P560H

2

1.2

1.2

1.5

ベランダ天吊

ベランダ天吊

ベランダ天吊

ベランダ天吊

RPK-AP45K1

～

8.0 

9.0 
職員室 ベランダ天吊PA-P80T4XN

4

1 H28.81

2 5

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ PA-P80T6HN1
R1.③8.30④9.6

R2.②1.24⑤1.31

屋上

5.0

※22
14.0 2F×2　3F×6

16.0 4Ｆ×8　5F×6

番号 室　名 メーカー 型　名 数量
冷房能力

暖房能力
圧縮機 室外機 設置年月日

B1

B2 

B3

10.7

10.1

5.6 

A 普通教室 ダイキン

ダイキン

ダイキン

FXYHP140MA ビルマル

1.2

3

RXYP500BA

2FHYP-56P

FHY-100CA

H23.9

H4.1.31ベランダ天吊

ベランダ床置10 11 支援学級

1

1

D2

D1

C2

C1

E

RXMP450BA

RXMP500BA
RXMP450BA

RXMP335BA

RXYP450BA

RXYP800BA

普通教室

1

1

RXMP335BA

RXMP450BA

RXYP950BA

RXYP1250BA 125.0

140.0

50.0

56.0

95.0

106.0

80.0

90.0

25.6

19.8

16.8

10.9

屋上

屋上

屋上

室外機

室外機

室外機

室外機

普通教室

普通教室

普通教室

H23.9

H23.9

H23.9

H23.9

佐井寺中学校空調機仕様書（教室）

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ教室

H6.9.13
7.1

7.7

7.7

7.1
ダイキン

ダイキン

2.2

2.2

FHY-71CA

FHY-71DB

1

3

H4.1.31

屋上

ベランダ天吊

壁掛支援学級 東芝 AIK-AP805H 118

14

15 ～ 17 音楽室

8.0

9.0

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ教室

H26

ベランダ天吊ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ教室

12

13 東芝 ROA-AP1127H

1

1
10.0

10.0
1.70 H30.7

0

0 0

日立 RPK-GP50K

1.5

1．図中□印は空調室外機設置位置を示す。

注記

2．図中○印は空調室内機設置位置を示す。

3、PAC-D-またはACP-D-と記載の空調機は点検しないこと。

会議



学校名

所在地

番号縮尺

吹田市立南千里中学校

吹田市桃山台４丁目２番１号

ｷｭｰﾋﾟｸﾙ

陶芸

控 玄関

更衣

ス
テー

ジ

更衣
予備

屋内運動場

倉庫

控

ＷＣ

校長室

玄関

会議室

放送
印刷

更衣室

機械 技術
準備

ＷＣ 保健室 ＷＣ

職員室

事務室

ＷＣ 普 普 普 普 保管庫 会議室 ＷＣ

準備

普

1

2

3

4

5

6

7 8

9

10

11 12

1

2

3

4

5

6

7 8

9

10

11 12

図書

準備

ＷＣ 準備 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ教室 美術 準備 ＷＣ

理科

準備

理科

ＷＣ 普 普 普 普 ＷＣ普

美術

準備

準備 準備
音楽ＷＣ 音楽 ＷＣ

準備 準備
家庭

準備

家庭

ＷＣ 普 普 普 普 ＷＣ普

ポンプ室

校務

和室

下足室

ＷＣ ＷＣ普普普普普普 普 普

15 16 17 18

16

17

18

A A

A A

A A A

A AA A A A AA A A A

C1

C2

C1

C2
B1

B2

2、図中○印は空調室内機位置を示す。

19

19

１階 ３階 ４階 屋上

２階

 注記

1、図中□印は空調室外機位置を示す。

⑧

14 13 14 1315

吹田市　学校教育部　学校管理課

RPK-AP63HVJ2

メーカー室　名番号

1
8.0 

9.0 

5
8.0 

9.0 

2

1

1
8.0 

9.0 

型　　　名 数量
冷房能力(kW)

圧縮機
暖房能力(kW)

室外機

番号 室　名 メーカー

4.0 

数量
冷房能力(kW)

暖房能力(kW)
型　　　名 圧縮機 室外機

6.3

6.8

5.6

設置年月日

1

2 6～

7 8

9

10

校長室

職員室

保健室

会議室

事務室

日立

ダイキン

FHYJ-80D

FHYJ-80D

2.2

2.2

1.2

2.2

ベランダ床置

ベランダ床置

ベランダ天吊

ベランダ天吊

ベランダ天吊

支援学級 RAS-N40S2日立 1.0 ベランダ床置

H13.8

H13.8

H13.8FHYJ-80D

ダイキン

ダイキン

南千里中学校空調機器仕様書（管理諸室）

南千里中学校空調機器仕様書（教室）

設置年月日

日立 RPK-AP56K2
5.6

6.3

ACP-1 ACP-2 ACP-3 ACP-4

2

15 2

1

3
11.2 

B1

B2

7.1

16 18～

A

日立

日立

音楽室 ダイキン FHYJ-100F

普通教室

普通教室

RPC-AP140K5 18
16.0

14.0

10.0 
H8.9.13

H25.9

H25.9

H25.9普通教室 日立

屋上

屋上

屋上3

ビルマル

屋上

屋上

RAS-AP800DS4
RAS-AP400DS4

RAS-AP400DS4

C1

C2

RAS-AS690DS4

RAS-AP400DS4

RAS-AP280DS4

80.0

90.0

69.0

77.5

19 支援教室 東芝 1ACSA06375JM2
6.3

9.1
ベランダ天吊 H27.3

8.0
H27.6ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ教室

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ教室 日立
11.2

12.5
RPC-GP112RGH1 1.85 H30.10

13

14

ダイキン

11

12 支援学級

日立

R40XEV

F40XTEV-W

RPC-AP80K5

1

1

2

2

4.0 

5.0
1.1

+6.0

(4.8+4.4)

(4.8+4.4)

+(4.8+4.4)

2004

2004

B1

B2

3、PAC-D-またはACP-D-と記載の空調機は点検しないこと。 

ベランダ床置



屋上SZRH140BCダイキン 1
14.0

12.5

R1.7屋上SZRH140BCダイキン普通教室24 1
14.0

12.5

6.3

5.6
RPK-AP56K2日立

ベランダ天吊PCZ-ERMP45KR

支援教室

支援教室

三菱

三菱

PCZ-ERMP140KR

2

1
14.0

12.5

4.5

4.0

3.0

0.9

ベランダ床置

H30.8

H30.823

21 22

豊津中学校空調機器仕様書（教室）

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ教室

8.0
H29.7.7

7.1
PA-P80T4XN2パナソニック

AIC-AP1124H

４F×６

２F×４　３F×１０

H23.9

H23.9

H23.9

屋上

H3.9.20屋上

ベランダ天吊

地上

地上

屋上

屋上

2.2

3

1.2

1.7

1.2

ビルマル

RXYP335BA

RXYP500BA

FXYHP140MA

室外機

ダイキン

普通教室

普通教室

RPC-100H5

FAYP56P

FAYP56P

日立

ダイキン

東芝

ダイキン

室外機

音楽室

支援学級

支援学級

支援学級

普通教室

1211

14

13

2018

1715

～

～

H

~ GB

A

10.7

10.1

5.6

5.0

5.6

5.0

10.0

2

1

メーカー 設置年月日室外機圧縮機型　　　名室　名番号
暖房能力(kW)

冷房能力(kW)
数量

3

3

11.2 
1

37.5 

33.5 
1

56.0 

50.0 
6

16.0 

14.0 

豊津中学校空調機器仕様書（管理諸室）

H14.9.13

H14.9.13

H14.9.13

H14.9.13

ベランダ床置

ベランダ天吊

ベランダ天吊

ベランダ床置

ベランダ床置

ベランダ床置

1.2

1.1

1.8

2.2

1.8FHYP63C

FHYP63C

RPK-AP63K

FHYP63C

FHYP80C

日立

ダイキン

ダイキン

ダイキン

ダイキン

事務室

会議室

保健室

職員室

職員室

校長室

10

9

7 8

3 6～

2

1

7.5

6.3

設置年月日室　名番号 メーカー 室外機
暖房能力(kW)

圧縮機
冷房能力(kW)

数量型　　　名

7.1 

6.3 
1

1

2

7.1 

6.3 
4

9.0 

8.0 
1

7.1 

6.3 
1

学校名

所在地

番号縮尺

吹田市立豊津中学校

吹田市垂水町３丁目３２番５０号

⑨

屋内運動場

控

控

玄関

更

倉庫

保管室

下足室

ＷＣ

玄関

下足室

準

美術

和室

校務

ＷＣ ピロティー 技術

WC

ＷＣ

支援

ＷＣ

普

普

ＷＣ

職員室 準

ＷＣ教材

印刷放送

湯

校長室

会議室

保健室 ＷＣ 理科 準 理科

ＷＣ

図書室

更

普

教材 普
普

普

教材 教材 普 普

控

控

ステージ下

事務室

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

A

A

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

A

２階平面図

１階平面図

支援1313

支援
21 22 2221

普

普

ＷＣ

準

ＷＣ

ＷＣ 準

ＷＣ

普

ＷＣ

ＷＣ

ＷＣ
普

準

準

準

準

普

普

普

普

普

普

教材 教材 普

準

普

普

普

普

普

音楽室音楽室

美術

家庭科家庭科

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ-教室

15

16

17

18 19 20

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

H

C

３階平面図

４階平面図

支援

23

23

普

24

24

151617

18

19

20

D E

F G

屋上平面図

2、図中○印は空調室内機位置を示す。

 注記

1、図中□印は空調室外機位置を示す。

J 支援教室 R2.8J

JJ

吹田市　学校教育部　学校管理課

ACP-1

ACP-2

ACP-3 ACP-6

ACP-4 ACP-7

(4.8+6.1)

7.2

ダイキン普通教室 125

25

25

SZRH160DJ
14.0

16.0
ベランダ床置 R4.2

 3、PAC-D-またはACP-D-と記載の空調機は点検しないこと。 

20

支援



E

50.0

8.0 

9.0 
2

14

16 17

18

音楽室 ダイキン FHYJ-80F

音楽室 東芝 AIC-AP806H 1

普通教室 日立 RPC-AP140K5

RAS-AP335DS4日立普通教室

A

日立

日立

日立

1

33.5

37.5

16.0

14.0

9.0 

8.0 
2.2 屋上

H25.9

H25.9

H25.9

H25.9

H25.9

H25.1

2.2 屋上 H7.9.14

1

1

2

ビルマル

ビルマル

ビルマル

ビルマル

ビルマル

屋上

屋上

屋上

屋上

B

RAS-AP160DG2
16.0

18.0

RAS-AP280DS4
RAS-AP224DS4

RAS-AP500DS4

RAS-AP690DS4

RAS-AP400DS4
RAS-AP280DS4

69.0

77.5

56.0

C

D

G

F

19 東芝 ACSA06375JM2 1 ベランダ床置 H27.3支援学級

普通教室

普通教室

普通教室

5.6
6.3

学校名

所在地

番号縮尺

吹田市立豊津西中学校

吹田市豊津町６番１号

ｺﾞﾐ庫

陶芸

プール附属室

WC

予
備

更衣

倉庫
玄関

屋内運動場

ＷＣステージ

控控

ＷＣ 玄関

技術 準 理科 準備室 理科

校務

保健室

下足室

ＷＣ 倉庫

ＷＣ

倉

相談室

ＷＣ 作業室

支援 支援

準

普普

キューピクル

ポンプ室

2、図中○印は空調室内機位置を示す。

6

7

10

11

6

7

1011

ＷＣ

家庭科 準 家庭科

校長室

会議室

放送印刷

職員室

ＷＣ 準 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ教室 図書 準

ＷＣ

相談室

ＷＣ 会議室

更衣室

美術 準 美術

ＷＣ

ＷＣ

教材

ＷＣ

普

普

普

普

ＷＣ ＷＣ

音楽 音楽

普

普

普

学習室普 普 普ＷＣ

ＷＣ

普 普普普普普 普

普

普

教材教材

教材

準

事務室

4

5

1

2

3

8

9

12 14

1

2

3

4

5

8

9

A

A

A

A

A

A

A A A A

A

A

A

A

12

13

14
B

C

E

F G

F G

２階平面図 ３階平面図 ４階平面図

1階平面図

屋上平面図

 注記

1、図中□印は空調室外機位置を示す。

⑩

型　　　名 数量
冷房能力(kW)

室　名
暖房能力(kW)

1
6.3 

7.1 

4
8.0 

9.0 

2
4.5 

1

1
5.6 

6.3 

メーカー番号

5.1

6.3

7.5

圧縮機 室外機 設置年月日

1

～2 5

6 7

8

9

校長室

職員室

保健室

会議室

事務室

ダイキン

ダイキン

ダイキン

日立

ダイキン

FHYP63C

FHYP80C

FAYJ-45F

RPK-AP63K

FHYP56C

1.8

2.2

1.2

1.8

1.8

ベランダ床置

ベランダ床置

ベランダ天吊

ベランダ床置

ベランダ床置

H14.9.13

H14.9.13

豊津西中学校空調機器仕様書（管理諸室）

数量
冷房能力(kW)

暖房能力(kW)
番号 室　名 メーカー 型　　　名 圧縮機 室外機 設置年月日

1

支援学級

支援学級 日立 RPC-AP112K3

1.2 地上

11.2

10.0

1
10.0

11.2
2.6 屋上 H29.6CU-P112X4ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ12 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ教室

豊津西中学校空調機器仕様書（教室）

吹田市　学校教育部　学校管理課

D
C
ACP-2

ACP-5

ACP-4

11

110 三菱
PUZ-RP63KA8

PC-RP63KA10

5.6

6.3

3、PAC-D-またはACP-D-と記載の空調機は点検しないこと。 

地上

1
7.1

7.7
日立 RPC-71H5 2 屋上 H4.1.31ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ教室14

16 17 18

16

17

18

19

19



学校名

所在地

番号縮尺

吹田市立山田中学校

吹田市山田市場１５番１号

D D
C C

B相談室

普

コンピュータ教室

普

準備室更休

会議

校長室 理科

放送

事務
準備室

理科職員室

普

第二美術

普

準備室

相談室

準備室

教官室音楽

準備室

家庭科

視聴覚室

多目的室

準備室

普

普

普

普

教官室

準備室

音楽

ＷＣＷＣ ＷＣ ＷＣ

図書 生徒会準備室 ＷＣＷＣ 準備室 ＷＣ

ＷＣ

図書

普

1

2 3 4 5 6

7

10

12

13

14

15

16

10

12

13

1516 14

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A D

B

C

E
屋上

⑪

４階屋上３階 ４階

倉庫

プール

ｺﾞﾐ庫

陶芸

玄
控室

ス
テー

ジ
器具庫 屋内運動場

予備室

控室

更衣室

相談室 会議室ＷＣ保管 Ｔ・Ｔ室

準備室

技術

保健室

下足

下足

湯

校務

倉

美術

ＷＣ

ＷＣ

ＷＣ ＷＣ

キュービクル

支援

8

9

11

G

8

9

11

A

A A

配置図兼１階平面図

方位

(北に矢印を付す)

教
材
室

普普ＷＣ 普

A A A

3階

教
材
室

普普 普ＷＣ

A A A

２階

メーカー番号 設置年月日

1.2

1
7.1 ガス

8.5 

9.0 ガス

10.6 

7.1 ガス

8.5 

1
5.6 ガス

6.7 

1
ガス

2

1

型　　　名 数量
冷房能力(kW)

圧縮機室　名
暖房能力(kW)

室外機

1

2 5～

6

7

G

8 9

10

校長室

職員室

職員室

事務室

保健室

室外機

ヤンマー

ヤンマー

ヤンマー

ヤンマー YZHJ71KD

YZHJ90KD

YZHJ71KD

YZHJ56KD

YNZJ560E2

会議室 日立 RPK-AP63K
6.3 

7.5

地上

ベランダ天吊

ベランダ天吊

H13.9.14

H13.9.14

H13.9.14

H13.9.14

H13.9.14

4

1

日立 RPK-AP56K2
5.6

6.3

（管理諸室）

山田中学校空調機器仕様書

番号 メーカー 設置年月日

12.5
1

14.0 

1
10.0 

11.2 

1
20.0 

22.4 

2
8.0 

9.0 

1
8.0 

9.0 

数量
冷房能力(kW)

暖房能力(kW)
室　名 型　　　名 圧縮機 室外機

11

12

13

15

1614 音楽室

音楽室

支援学級 東芝

東芝

三菱

ダイキン

東芝

AIC-AP1404H

AIC-AP1124H

FHYJ-80F

AIC-AP805H

2.5

2.7

2

2.2

2.2

地上

屋上

屋上

屋上

屋上

H22.9.30

H7.9.14

H24.1.20

H22.9.30

PCH-J224BAｺﾝﾋﾟｭｰﾀ教室

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ教室

（教室）

山田中学校空調機器仕様書

H24.7普通教室 6
14.0
16.0

FHP160PA

21
14.0

16.0

2 33.5
37.5

B

普通教室 日立

日立

RPC-AP140K5

RAS-AP335DS4

H25.9

H25.9普通教室

普通教室

普通教室

日立

日立

H25.9

H25.9

ビルマル

屋上

屋上

屋上

A

C

D
RAS-AP280DS4
RAS-AP400DS4

RAS-AP690DS4

RAS-AP800DS4
RAS-AP400DS4

RAS-AP400DS4

69.0

77.5

80.0

90.0

支援教室 PCZERMP80SKV 1
7.1

8.0
R1.6バルコニー天吊1.6

通級教室

1

3

吹田市　学校教育部　学校管理課

ACP-3 ACP-4

ACP-5

ACP-2

7.2

+6.0

(4.8+4.4)

(4.8+4.4)

+(4.8+4.4)

 注記

 3、PAC-D-またはACP-D-と記載の空調機は点検しないこと。 

2、図中○印は空調室内機位置を示す。

1、図中□印は空調室外機位置を示す。

２階

17

17

17

17

17

17

⑰

⑰

⑰

⑰

⑰

⑰

18 18

17

18

地上

E

F

F



2

3

4

5

6

16 17 18

B1

B2

C1 C3C2

D1 D2 D3

19 20 21

屋上

学校名

所在地

番号縮尺

吹田市立西山田中学校

吹田市山田西２丁目１１番１号

ＷＣ

普

理科

普

準備

理科

ＷＣ 準備 図書室 教材室 教材室 会議室 視聴覚室 ＷＣ

特活室

特活室

ＷＣ

普

音楽

普

準 準

普

音楽

準 準

普 普普

ＷＣ

普

家庭科

普

準備

普

家庭科

ＷＣ 準備 ＷＣ美術 教材室 教材室 生徒会室

美術

準備

ＷＣT・T室 ＷＣＷＣＷＣ

ＷＣ

普

普

普

普

普

普

普

普 普

普

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ教室

13

14

15

16

17

18

15

13

14

A

A

A

A

A

A

A

AA

A

A

A

A

AA

２階
３階 ４階

19

20

21

⑫

準備

吹田市　学校教育部　学校管理課

ACP-1

ACP-2

ACP-3

7.1

7.7

5.0

3.0

3.0

番号 メーカー

5.6

10.1

10.7

10.1

10.7

2

1

数量
冷房能力(kW)

暖房能力(kW)
室　名 型　　　名 圧縮機 室外機

1

1

1.8

2.0

ベランダ天吊

屋上

屋上

屋上

屋上

11 12

13

14

15

音楽室

ダイキン

FHY-100C

FHP-112BA

FHP-80BA

日立

ダイキン

ダイキン

支援学級 RPK-AP50K

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ教室

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ教室

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ教室

1.95

西山田中学校空調機器仕様書（教室）

番号 メーカー 型　　　名 数量
冷房能力(kW)

圧縮機室　名
暖房能力(kW)

室外機

1
8.0 

1 校長室

職員室

ダイキン FHP-80BA 2 ベランダ天吊

屋上

1
4.5
5.0

10 事務室 東芝 1.8 ベランダ床置AIC-AP506H

1
6.3 

7.5
9 会議室 日立 RPK-AP63K 1.8 ベランダ天吊

4.0 
2

4.3
保健室 1.2 ベランダ天吊東芝

AIKAP505H
ROAAP505HSJ2

7 8

8.0 

9.0 
2

1
8.0 

9.0 

53

4

職員室

職員室

東芝

ダイキン FHP80BA

2

2

屋上

屋上

AIC-J805HG

11.2 

12.5 
職員室 東芝 2.61 屋上AIC-J112HG-16

2 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ PA-P80T4XA 1

1

9.0 

8.0 

9.0 
1.5

西山田中学校空調機器仕様書（管理諸室）

倉庫

更衣

控
玄

ＷＣ

ＷＣ

機械
普

技術

普

準 準
普

進路室

保健室

事務
職員室 ＷＣ

放送

支援

会議室 校長室

WC

陶芸

普

ＷＣ

1 2 3 4 5 6

7

8

9

10

11

12

1

7

8

9 10

11

12

A

A

A

A

屋内運動場

器具 予備

控

ＷＣ

作業室
玄関 下足室 Ｗ

Ｃ

更衣室

校務

ピロティー

１階

地階

22 23

23

22

支援

支援

16 ～ 21 6

C3

19

1

1

1

ビルマル
16.0

14.0

69.0

77.5

124.0

140.0

A

普通教室

普通教室

普通教室

普通教室 RPC-AP140K5日立

日立

日立

日立

B1

B2

C1 

C2

RAS-AP280DS4
RAS-AP400DS4

RAS-AP450DS4
RAS-AP450DS4
RAS-AP335DS4

RAS-AP690DS4

RAS-AP335DS4
RAS-AP335DS4

RAS-AP1090DS4

RAS-AP1240DS4

118.0

109.0

三菱
PUZ-ERMP80HA14

PC-RP80KA14

7.1

8.0

2322 支援教室 三菱 2
5.6

6.3
ベランダ天吊1.3

支援教室 三菱
5.6

6.3
ベランダ天吊1.3

支援教室 三菱 ベランダ天吊

24

25

1

1
7.1

8.0

PCZ-ERMP63KV

PCZ-ERMP80KV 1.6

PCZ-ERMP63KR
PC-RP63KA14

D2

D3

D1 

屋上

屋上

屋上

2、図中○印は空調室内機位置を示す。

 注記

1、図中□印は空調室外機位置を示す。

 3、PAC-D-またはACP-D-と記載の空調機は点検しないこと。 

24 25 24

25



Ｅ Ｖ

理 科

準 備

理 科

図 書 美 術

教

材

室

Ｗ

Ｃ

Ｗ

Ｃ

Ｗ

Ｃ

準

備
準

備

音 楽

音 楽

Ｅ Ｖ

Ｗ

Ｃ

Ｗ

Ｃ

教

材

Ｗ

Ｃ

Ｅ Ｖ

家 庭

準 備

家 庭

Ｗ

Ｃ

Ｗ

Ｃ
教

材

Ｃ ＲＣ ＲＣ ＲＣ Ｒ Ｃ Ｒ Ｃ Ｒ Ｃ Ｒ Ｃ Ｒ

Ｃ Ｒ Ｃ Ｒ Ｃ Ｒ Ｃ Ｒ Ｃ Ｒ

Ｗ

Ｃ Ｃ Ｒ Ｃ Ｒ Ｃ Ｒ Ｃ Ｒ

Ｃ Ｒ

Ｃ Ｒ

Ｃ Ｒ Ｃ Ｒ

Ｃ Ｒ Ｃ Ｒ Ｃ Ｒ Ｃ Ｒ

Ｃ Ｒ Ｃ Ｒ

1

2

3

4

5

6

7 8

9

10

11 12

13

14 15

16 17 18

19

20

21

1

2

3

4

5

6

7 8

9

10

11 12 13

14 15

16

17

18

19 20 21

A

B

A A A A

A A A A A A

A A

A A A A A

P S

番号縮 尺

所在地

学校名

吹田市山田東４丁目３３番１号

吹田市立山田東中学校

陶 芸

ｽﾛ ｰ ﾌ ﾟ

ｽ ﾛ ｰ ﾌ ﾟ

美 術

校 長

控

屋 内 運 動 場

控

通 用 門

ス

テ

ー

ジ

玄 関

倉

庫

会

議

室

相

談

室

Ｗ

Ｃ
準

備
更 衣

休 養

教

材

室

印

刷

Ｅ Ｖ

Ｗ

Ｃ

職 員 室

保 健 室 準

備

ｺﾝ ﾋ ﾟ ｭ ｰ ﾀ
教 室

Ｗ Ｃ

自

転

車

置

場

更 衣

ｺﾞ ﾐ庫

P S

ス ロ ー プ

PS

技 術
ポ ン プ 室

PS

Ｗ

Ｃ
玄 関

準

備

下 足 箱

Ｗ Ｃ

校 務 Ｅ Ｖ

Ｗ

Ｃ
Ｗ Ｃ 支援学級

事務室

22

C B

E

地階平面図

配置図兼１階平面図

２階平面図

３階平面図

４階平面図

屋上平面図

⑬

正 門

CB

A

2F 3F 4F

吹田市　学校教育部　学校管理課

ACP-1 ACP-3 ACP-2

地上

RXYP950BA

設置年月日番号 メーカー

5.0

5.6

山田東中学校空調機器仕様書（管理諸室）

1
6.3 

7.5 

5
8.0 

9.0 

2
4.5 

1
6.3 

1
8.0 

9.0 

室　名 型　　　名 数量
冷房能力(kW)

暖房能力(kW)
圧縮機 室外機

メーカー番号 設置年月日

10.1

10.7

7.1

7.7

11.8

山田東中学校空調機器仕様書（教室）

型　　　名 数量
冷房能力(kW)

圧縮機室　名
暖房能力(kW)

室外機

14.0 2F×5　3F×8

16.0 4Ｆ×5　

80.0 

90.0 

95.0 

106.0 

33.5 

37.5 

2
8.0 

9.0 

1
5.6 

6.3 

2
6.3 

1

1
11.2 

1

5.6 

A

B

普通教室 ダイキン

ダイキン

ダイキン普通教室

FXYHP140MA

普通教室

養護教室 ダイキン FHYJ-80L

養護教室

支援教室

ダイキン

東芝

日立

日立 RPC-100H5

RPC-71H5

AIC-AP1125H

AIK-AP633H

FAYJ-56L

18

17

16

14 15

13

11 12

ビルマル H23.9

H23.9

H23.9屋上

1.5

1.2

庇上床置 H12.3.31

庇上床置 H12.3.31

1.3 壁掛

3 ベランダ天吊

1.7 ベランダ天吊 H24.1.20

2.2 ベランダ天吊 H3.9.20

1

2 6～

7 8

9

10

校長室

職員室

保健室

会議室

事務室

日立

日立

日立

ダイキン

RPC-J63K1

RPC-J80K1

RPK-AP63K

FHYJ-80L

1.8

2.2

1.2

1.7

2.2

ベランダ床置

ベランダ床置

ベランダ天吊

ベランダ天吊

ベランダ床置

H12.9.11

H12.9.11

H13.3.29

D

E

B

C
H23.9普通教室 ダイキン 2

1

1

R X M P 3 3 5 B A

R X Y P 5 0 0 B A

RXYP800BA

R X M P 4 5 0 B A

R X M P 4 5 0 B A

RXYP335BA 7.2

19.8

16.8

地上

東芝ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ教室

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ教室

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ教室

東芝図書室 AIC-J1125HG 222
11.2

11.8

19 20

21 音楽室 屋上

音楽室 屋上日立

東芝 1

2RPC-GP112RGH1
11.2

12.5
1.85 H30.10

ACEA11287M
10.0

10.0
1.70 H30.7

日立
RPK-GK50K

RAS-GP50RSHJ1

 注記

1、図中□印は空調室外機位置を示す。

2、図中○印は空調室内機位置を示す。

 3、PAC-D-またはACP-D-と記載の空調機は点検しないこと。 

19

D

22

2222



１階平面図

5432

焼却炉
陶芸

機械

準

ス
ロ

ー
プ

屋内運 動場ｽﾃ
ｰｼ

ﾞ

控

倉

玄関

プール

倉庫

ゴミ庫

正門

キュービクル

職員室

放

印

校長室 会

ＷＣＷＣ

ＷＣ ＷＣ

ＷＣ

Ｗ
Ｃ

Ｗ
Ｃ

倉庫

更 更

ＷＣ

普

スロープ

支援学級

1

6

7

8

9

10

11

12

1

6
7

8

9

10

11

12

A

⑲
19 19

⑲
19 19

配膳

支援 2020

支援

支援

21

22

21

22

学校名

所在地

番号縮尺 ⑭

吹田市立千里丘中学校

吹田市青葉丘南１５番１号

吹田市　学校教育部　学校管理課

更衣

E普

相談

相談 相談

ＷＣ

ＥＶ

10.7

14.0 

16.0 

2
50.0 

56.0 

2
95.0 

106.0 

69.0 

77.5 

7.1 

8.0 

2

数量
冷房能力(kW)

暖房能力(kW)

14.0 1F×1　2F×7

16.0 3Ｆ×7　4F×7

2
50.0 

56.0 

2
95.0 

106.0 

69.0 

77.5 

7.1 

8.0 

2
6.3 

数量
冷房能力(kW)

暖房能力(kW)
番号 室　名 メーカー 型　　　名 圧縮機 室外機 設置年月日

5.6

千里丘中学校空調機器仕様書（教室）

10.1

10.7

普通教室

B

11 12

13

普通教室 RXYP500C

ダイキン FXYHP140MA

普通教室

東芝 AIC-AP634H

FDE-100H7

ダイキン

ダイキン

ビルマル

屋上 H23.9

ベランダ天吊

屋上 H23.9

ベランダ天吊1.1

2.5 ベランダ天吊 H4.9.15

C1

C2

普通教室 ダイキン
D

C1 RXYP690C
RXMP500C
RXMP450C

RXMP450C
RXMP224C

RXYP950C
20.3

14.4 屋上 H23.9

三菱重工

H23.9

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ教室

A

支援教室

支援教室

9

10

ダイキン FHYJ-71F

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ PA-P80T6HN1
1
1

1.9
2.0

H10.1.23

R1.12.16

1

8.0 8.0 
音楽室 屋上

⑲ プレハブ 4
14.0
16.0 地上

8.0 

9.0 

8.0 

9.0 
16 18 FDEJ-80音楽室 屋上三菱重工

日立⑰ RPC-GP80RSH 1
10.0

1.9

1.9

1.75 H29.1

H24.7

H7.9.14

支援教室⑳ 三菱 PCZ-ERMP63SKR 1
5.6
6.3

1.3 ベランダ床置 H30.8

2

FHP-160BA

支援教室 三菱 1

21

22

支援教室 三菱

PCZ-ERMP80KV

PCZ-ERMP63KV 1

7.1
8.0

5.6
6.3

1.3

1.6

ベランダ天吊

ベランダ天吊

R1.6

R1.6

14.0
16.0

1.9
E

E
普通教室 SZRH140BFダイキン 屋上 R2.8

ベランダ天吊 H4.9.15ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ教室

14

⑮ 東芝 AIC-AP807H1

2

1
7.1

8.0
2.5

ダイキン

1
8.0 

9.0 

数量
冷房能力(kW)

暖房能力(kW)

1
8.0 

9.0 

11.2 

12.5 

型　　　名 数量
冷房能力(kW)

圧縮機室　名
暖房能力(kW)

室外機番号 メーカー 設置年月日

千里丘中学校空調機器仕様書（管理諸室）

2

2.5

ベランダ天吊 H10.9.11

H10.9.11

1

2

校長室

職員室

東芝

東芝

AIC-J805HG

AIC-J1125HG5 屋上

2
4.0 

1
6.3 

2
4.0 

1
6.3 

7.5

4.5
1.2

1.5

ベランダ天吊

ベランダ天吊

6 7

8

保健室

会議室 日立

FDKY45MK

RPK-AP63K2

三菱重工

職員室4 東芝 1
10.0

10.0
1.70ACEA11287M 屋上 H30.10

11.2 

12.5 
2.5 H10.9.11職員室3 屋上パナソニック

CU-P112X4
CS-P112T4A

2

1

屋上平面図

普

普

普

ＷＣＷＣ

普

普

準 準

準 準

普

普

16

17

18

2

3

4

5

A

A

A

A

A

A

A

４階平面図

第二音楽

第一音楽

16 17 18

B

B

D

C1

C1

C1 C2

C2

E E

ACP-4

ACP-5

ACP-3

ACP-2

ACP-1

ＷＣ

ＥＶ

３階平面図

家庭

普

家庭

ＷＣ ＷＣ

美術 図書

準

準 準
普

普

普

普

普
普

A

A

A

A

A

A

A

⑲ ⑲

２階平面図

普

理科

普

普

理科

ＷＣＷＣ

普

普ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ教室 第二美術

準

準 準

普

普

13 14 1513

14

15

A

A

A

A

A

A

A

地階平面図

ポンプ室

下足室

玄関
倉庫

校務

作業室

教室

ＷＣ

ＥＶ

ＷＣ

ＥＶ

倉庫

倉庫

ＷＣ

ＥＶ

倉庫

倉庫

ＣＲ

ＣＲ

ＣＲ

ＣＲ

ＣＲ

ＣＲ

ＣＲ

ＣＲ

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

G G
ACP-6 ACP-7

2

 注記

1、図中□印は空調室外機位置を示す。

2、図中○印は空調室内機位置を示す。

3、PAC-D-またはACP-D-と記載の空調機は点検しないこと。 

保健室

22

生徒会室

E

PCZ-ERMP80KV
7.1

普通教室 SZRH140BFダイキン 屋上

普通教室

2

ダイキン 16
8.0

61.5
69.0 7.09+5.41

ビルマル R3.7

R3.7

F

G



学校名

所在地

番号縮尺

吹田市立高野台中学校

吹田市高野台４丁目５番１号

2、図中○印は空調室内機位置を示す。

 注記

1、図中□印は空調室外機位置を示す。

プール

附属室

附属室

陶芸

ﾎﾟﾝﾌﾟ電気

美術室第一美術

倉
普

ＷＣ

校務

ＷＣ

準備技術家庭科

準備

支援 支援

普普普

下足室

控

屋内運動場ステージ

玄関

控

普

普 普

ＷＣ

ＷＣＷＣ

9 10

7

9 10

A A A

16

16

17

17

18

18

19

19

１階平面図

準備準備
家庭科 会議室 理科理科

ＷＣ

職員室

玄関 準備

ＷＣ

保健室

校長

事務

更衣室
休養室

ＷＣＷＣ

ＷＣ

普普普

普普

普普

ＷＣ

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ教室

1

2

3

4

5 6

7

8

11

12

13

15 6 8

A

A A

２階平面図

普 普音楽
準備

図書ＷＣ

普

ＷＣ ＷＣ

普普

普

普

ＷＣＷＣ

14 15

2

3

4

11

12

13 A A A

A A A

3階平面図

⑮

吹田市　学校教育部　学校管理課

メーカー番号 設置年月日

5.0

5.6

1
7.1 

8.5 

3
12.5 

2

1
6.3 

1

型　　　名 数量
冷房能力(kW)

圧縮機室　名
暖房能力(kW)

室外機

メーカー番号 設置年月日

10.1

10.7

5.6

型　　　名 数量
冷房能力(kW)

圧縮機室　名
暖房能力(kW)

室外機

2
5.0 

3

2

12
14.0

16.0

1

1

1

80.0

90.0

50.0

56.0

69.0

77.5

1

2 4～

5 6

7

8

校長室

職員室

保健室

会議室

事務室

東芝

東芝

日立

ダイキン

AIC-J715HG

RPK-AP63K

FHYJ56D

2

3.7

1.7

ベランダ天吊

屋上

ベランダ天吊

地上

ベランダ天吊

H10.9.11

H10.9.11

ベランダ天吊1.3

3

3

屋上 H2.8.31

H8.9.13屋上

ビルマル H25.9

H25.9

H25.9

H25.9

9 10

11 13～

14 15

A

B

C

D

音楽室

普通教室

普通教室

普通教室

普通教室

日立

日立

日立

日立

MPC-RP50GA2

RPC-AP140K5

RAS-AP800DS4

RAS-AP500DS4

RAS-AP690DS4

7.5

16

17

18

19

支援教室

支援教室

支援教室

支援教室

東芝

東芝

東芝

東芝

ACSA06375JM2

ACSA06375JM2

ACSA06375JM2

ACSA06375JM2

1

1

1

1

6.3

9.1

6.3

9.1

6.3

9.1

6.3

9.1

H27.3

H27.3

H27.3

H27.3

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ教室

高野台中学校空調機器仕様書（管理諸室）

高野台中学校空調機器仕様書（教室）

支援教室

RPK-AP56K2日立
5.6

6.3

1日立

ベランダ天吊日立20 普通教室

普通教室

RPC-GP140K1

RPC-GP140K1

1
12.5

14.0

12.5

14.0

3.0

3.0 ベランダ天吊

R1.6

R1.621

20

20

21

21

B

C D

ACP-1

ACP-2 ACP-3

AIC-RP1403H
14.0

1.5

日立

日立

三菱

RPC-GP112K1

RAS-GP112RSH1

RAS-GP112RSH1

RPC-GP112K1

10.0

11.2

1.1

1.1

1.1

1.1

(4.8+4.4)

+(4.8+4.4)

6.0+4.8

(4.8+4.4)

+6.0

 3、PAC-D-またはACP-D-と記載の空調機は点検しないこと。 
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屋上

屋上

屋上

地上

地上

地上

地上



美術

会議

倉庫

準備室

ＣＲ ＣＲ ＣＲ ＣＲ ＣＲ ＣＲ

ＣＲ ＣＲ ＣＲ ＣＲ ＣＲ ＣＲ ＣＲ

ＣＲ ＣＲ ＣＲ

ＣＲ ＣＲ ＣＲ ＣＲ

W.C

W.C

W.C

W.C

W.C

W.C

W.C

休養
校長

準

技術

職員室
校務

家庭

家庭 音楽

W.C W.C

美術 準 特活 特活

ＣＲ

正門

ﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ 特活W.C教校務作業保健室教相

下足室

W.C

W.C
木工養護 準

災害用物置

準準

準

ＣＲ ＣＲ W.CW.C

１階平面図

２階平面図

３階平面図

４階平面図

１階平面図

２階平面図

３階平面図

キューピクル

図書

保健室

玄

倉

倉

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ室

支援学級

2 3 4 5 6

7 8 9

10

11 1213 14

15 16 17

18

19

20

1

1

2 3 4 5 6

7 8 9

10

13 14

15 16 17

18 19 20

3階屋上平面図

４階屋上平面図

A

A A A A

A A

A A A A A A A

A A

E

E
CB

C

D
C

屋内運動場

ス
テー

ジ

更衣

更衣

プール

陶芸

身障者便所

ｺﾞﾐ庫

支援

2、図中○印は空調室内機位置を示す。

1、図中□印は空調室外機位置を示す。

 注記

21 21

学校名

所在地

番号縮尺 ⑯

吹田市立青山台中学校

吹田市青山台４丁目２番１号

吹田市　学校教育部　学校管理課

番号 メーカー 設置年月日

4.0

4.5

2.8

型　　　名 数量
冷房能力(kW)

圧縮機室　名
暖房能力(kW)

室外機

1
8.0 

9.0 

5
6.3 

7.1 

2

1

1

C

1

2

圧縮機 室外機型　　　名室　名
暖房能力(kW)

冷房能力(kW)
数量

11.2 

10.0 
1

1

1

2

16.0 

14.0 
1

8.0 

7.0 
2

90.0 

80.0 
1

77.5 

69.0 
2

56.0 

50.0 
1

3Ｆ×916.0 

1F×1　2F×614.0 

7.7

7.1

10.7

10.1

6.3

5.6

設置年月日メーカー番号

2.2

1.9

1.2

地上

地上

壁掛

地上

壁掛

H13.9.14

H13.9.14

1

2 6～

7 8

9

10

校長室

職員室

保健室

会議室

事務室

ダイキン

ダイキン

日立

FHYJ80D

FDKJ45

A

B

1211

1413

普通教室 ダイキン

ダイキン

ダイキン

ダイキン

普通教室

普通教室

普通教室

ダイキン FHYJ71D

FXYHP140MA

RCYJ140L

支援教室 東芝 AIK-AP633H

FHY-100Cダイキン

ダイキン FHY-71Ｃ

AIC-AP1122H東芝

音楽室 日立 RPC-AP80K5

RPC-AP80K5日立音楽室2019

ビルマル H24.9

屋上 H24.9

H13.9.14

H13.9.14

H2.7.31

H2.7.31

2

1.1

3

2.2

1.8

地上

地上

ベランダ天吊

ベランダ天吊

地上

屋上 H25.9

1.9 屋上

15

16

17

18

E

RXYP500C

RXYP-690C

RXYP-800C

RXMP450C

RXMP224C

RXMP335C

RXMP450C

H24.9

H24.9屋上

10.7

14.4

16.9
C

D

FHYJ63D

三菱重工

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ教室

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ教室

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ教室

支援教室

8.0

9.0

RPK-AP63HVJ2
5.6

6.3
1.1

21 支援教室 三菱 PCZ-ERMP140KV 1
12.5

14.0
3.00 壁掛け R1.6

三菱電機 MSZ-GV2819-W
3.6

0.75 R1.10.9

青山台中学校空調機器仕様書（管理諸室）

青山台中学校空調機器仕様書（教室）

F

7.1

8.0

屋上

地上

 3、PAC-D-またはACP-D-と記載の空調機は点検しないこと。 
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F11 12

地上



5.6
6.3

9

控 ｽﾃｰｼﾞ 控

図書室

玄関倉

C  R

更更

校務作業室

通級指導教室

準

電気室
ＷＣ

教官室

体育倉庫

プール

ＷＣ

屋内運動場

通用門

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ教室
準

視聴覚室

校務員室

玄関

身障者便所

調理室 技術室

下足室

ﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ

ＷＣ

準備室

第２理科室

WC WC

更更
機械教官 倉

ｼｬﾜｰ

砂場ＷＣ

災害用物置

１階平面図

準備室

準備室

準備室

C  R

C  R

ＷＣ保
管
室

給
食
配
膳
室

支援学級

9

1010

A

A

A

11

12
131415

11

12

19

20

19

20

番号

学校名

縮　尺

吹田市竹見台１丁目３番１号所在地

吹田市立竹見台中学校

⑰

正門

メーカー番号 設置年月日

5.0

6.3

7.5

5.0

7.5

竹見台中学校空調機器仕様書（管理諸室）

1
8.0 

9.0 

2
14.0 

16.0 

11.2 

12.5 

1

1
4.5 

1
4.5 

1
6.3 

型　　　名 数量
冷房能力(kW) 圧縮機室　名
暖房能力(kW)

室外機

1

1

2 4

8

7

6

5

3

校長室

職員室

職員室

事務室

保健室

保健室

会議室

日立

日立

日立

日立

日立

日立

RPC-P80K2

RPC-P140K2

RPC-P112K2

RPC-P63K2

RPK-AP45K

RPK-AP63K

2.2

3.75

3

1.8

1.2

1.2

1.7

庇上床置

屋上

屋上

ベランダ床置

ベランダ床置

ベランダ床置

ベランダ床置

H15.6.20

H15.6.20

H15.6.20

H15.6.20

H18.9

竹見台中学校空調機器仕様書（教室）

メーカー番号 設置年月日

14.0 1F×3　2F×5

16.0 3Ｆ×5

2
69.0 

77.5 

1
80.0 

90.0 

2
6.3 

7.1 

3

3

型　　　名 数量
冷房能力(kW) 圧縮機室　名
暖房能力(kW)

室外機

B

C

D

B

11

12

A

9 10

～13 15

～16 18

普通教室

支援教室

指導室

音楽室

東芝

東芝

ダイキン

AIC-P630H

RAS-5062SD

RAS-3662SD

FDE-125H8

ビルマル

1.1

1.2

3.75 屋上

屋上

H5.1.29

地上

地上

FXYHP140MA

RXYP690C
RXMP450C
RXMP224C

RXMP335C
RXMP450C

RXYP800C

普通教室 ダイキン

ダイキン普通教室

14.4

16.9

H24.9

屋上

屋上

H24.9

H24.9

5.01

1 3.6 4.2

6.3

三菱重工
11.2

13.2

H14.8.30地上

19

20

支援教室

支援教室

東芝

東芝

1

1

床置

ベランダ天吊

H27.3

H27.3

22

21 支援教室

支援教室

ダイキン

ダイキン

SSRH140BB 1 屋上

屋上

H29.8

SSRH140BB 1

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ教室

東芝 AIC-AP1128H
10.0

吹抜
ｷﾞｬﾗﾘｰ ｷﾞｬﾗﾘｰ

教官室

理科第一

準

放

会
議
室

校
長
室

放

ＷＣ

印
刷
室

職員室

湯
相談室

準備室美術室 準備室

ＣＲ

ＣＲ

音楽室第一

準

準

ＷＣ

被服室

ＷＣ

ＣＲ

ＣＲ

ＣＲ

ＣＲ

ＣＲ

保健室

２階平面図

女
更

事
務
室

男
更

1

2

3

4 5

6 7
81

5

6
7

8

A

A

A

A

A

16 17 18

13
14
15

支援教室
21

2324

B

BCB

C

D

16
17
18

21

22

屋上平面図

23

24

H27.3

ダイキン

ダイキン

1 屋上

屋上1

23

24

普通教室

普通教室

SZRH140BC

SZRH140BC
12.5
14.0

14.0
12.5

R1.7

R1.7

吹田市　学校教育部　学校管理課

相談室

準 音楽室第２

ＣＲ

ＣＲ

ＷＣ

倉

生徒会

ＣＲ

ＣＲ

３階平面図

ＣＲ

2 3 4

A A

A

A

A
22

支援教室

日立 RPK-GP50K

ROA-AP635HSJ
AIC-AP634H1
ROA-AP635HSJ
AIC-AP634H1

10.0

6.3
5.6

14.0
12.5
14.0
12.5

1.1

1.1

2、図中○印は空調室内機位置を示す。

 注記

1、図中□印は空調室外機位置を示す。

 3、PAC-D-またはACP-D-と記載の空調機は点検しないこと。 
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2019

準

準 準 下足

保健室

理科理科

ﾎﾟﾝﾌﾟ室

第2

身障者用便所

校務
倉庫

W.C

W.CW.C

W.CW.C 下足室普

正門

災害用物置

渡廊下

倉

倉

Ｃ棟

Ｄ棟

普普普

コンピューター
教室

配膳室

１階平面図

2、図中○印は空調室内機位置を示す。

音楽室

2階平面図

1 2 3 4 5 6

7

8 9

10

11

12
13

14 15 16

17

18

AAA A

AAAAA

1

2 3 4 5 6

78 9 10

11 12 13

14 1516

17

18

準 美術 準

Ｗ
Ｃ 準準 図書室音楽

Ｗ
Ｃ

Ｗ
Ｃ

職員室

家庭

Ｗ
Ｃ

Ｗ
Ｃ

普普 普

家庭

校
長
室

会
議
室

相談室

Ｗ
Ｃ

Ｗ
Ｃ

普 普 普 普

３階平面図

普 普

普 普 普

準

19

20

19 20

1、図中□印は空調室外機位置を示す。

 注記

AAAAA

B C D

Ｗ
Ｃ

Ｗ
Ｃ

４階平面図

普普普 普 普 普

C E

屋上平面図

屋内運 動場
ス
テー

ジ

渡廊下

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ

美術

陶器

渡廊下

準 Ａ棟

Ｂ棟養護

ｼｬﾜｰ

14.0 2F×4　3F×5

16.0 4Ｆ×5

1
80.0 

90.0 

1
95.0 

106.0 

1
50.0 

56.0 

2
5.0 

1
5.6 

1

2
9.0 

番号 室　名 メーカー 型　名 数量
冷房能力（KW）

暖房能力（KW）
圧縮機 室外機 設置年月日

1

1

10.1

10.7

7.1

7.7

6.0

6.3

B

C

古江台中学校空調機器仕様書（教室）

C

E

11 12

13

14

15

16

17 18 音楽室

東芝

東芝

東芝

ダイキン

ダイキン

AIK-AP561H

FHY-100C

FHYJ-90F

A 普通教室 ダイキン

RAS-5065DV

AIC-AP1126H

ビルマル H24.9

1.7

1.7

3

2.2

ベランダ床置

ベランダ床置

屋上

屋上

屋上 H5.1.29

普通教室 室外機

室外機

FXYHP140MA

RXYP800C

RXYP950C

D 普通教室 室外機 RXYP500C

屋上

屋上

屋上

H24.9

H24.9

H24.9

RXYP335C
RXMP450C

RXMP450C
RXMP500C

屋上 H8.9.132.2

支援教室 東芝 2 ベランダ天吊 H27.3

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ教室

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ教室

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ教室

1
6.3 

7.5 

5
8.0 

9.0 

1
5.6 

6.3 

2

1

番号 室　名 メーカー 型　名 数量
冷房能力（KW）

暖房能力（KW）
圧縮機 室外機 設置年月日

古江台中学校空調機器仕様書（管理諸室）

1

2 6～

7

8 9

10

校長室

職員室

事務室

保健室

会議室

日立

日立

日立

日立

RPC-J63K1

RPC-J80K1

RPC-J56K1

1.8

2.2

1.5

ベランダ天吊

屋上

ベランダ天吊

ベランダ天吊

ベランダ天吊

H13.9.11

H13.9.11

H13.9.11

東芝 AIC-AP808H
7.1

7.1
1.50 H30.6

支援教室

支援教室

普通教室

日立 RPK-AP56K2
5.6

6.3

RPK-AP63HVJ2
5.6

6.3
1.1

21

21

21 普通教室 ダイキン SZRH140BC 1
12.5

14.0
ベランダ床置 R1.7

学校名

所在地

番号縮尺

吹田市　学校教育部　学校管理課

⑱

吹田市立古江台中学校

吹田市古江台１丁目１番１号

ACP-1 ACP-2 ACP-3

ROA-AP405HSJ1

AIK-AP405H

10.0 

3.6

4.0
1.1

(4.9+5.8)

+(4.9+5.8)

(4.9+5.58)

+7.2

(5.0+4.9)

3、PAC-D-またはACP-D-と記載の空調機は点検しないこと。 

事務室
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0
0

#
0
0

#
0
00
0

①

業務委託契約書

22000245

1 委 託 業 務 名 吹田市立各幼稚園等空調設備機器保守点検業務

2 場 所 吹田市元町30番44号ほか

3 履 行 期 間 令和 4年 4月 1日　から　令和 5年 3月31日　まで

4 業 務 委 託 料

千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

\ 1 6 1 5 3 5 0
うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額

免　　除

\ 1 4 6

6 適 用 除 外 条 項

上記の委託業務について、発注者と受注者は各々の対等な立場における合意に基づいて、

別添の条項（適用除外条項は、上記６のとおり。）によって公正な委託契約を締結し、

  第 ３ 条

8 5 0
5 契 約 の 保 証

信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

本 契 約 の 証 と し て 本 書 ２ 通 を 作 成 し 、 発 注 者 と 受 注 者 記 名 押 印 の う え 、 各 自

１ 通 を 保 有 す る 。

令和 4年 4月 1日

発　注　者 吹 田 市

代表者　吹田市長　後藤　圭二

受　注　者 吹田市金田町５－１０

㊞株式会社　関根水道工業所

代表取締役　橋本　一郎



（総 則） 

第１条 受注者は、別冊の設計書、図面及び仕様書（以下「設計書等」という。）に基づき、頭書

の業務委託料（以下「業務委託料」という。）をもって、頭書の履行期間（以下「履行期間」と

いう。）内に、頭書の委託業務（以下「委託業務」という。）を完了しなければならない。 

２ 前項の設計書等に明記されていない仕様があるときは、発注者と受注者が協議して定める。 

 （法令上の責任） 

第２条 受注者は、この委託業務の履行に当たり、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）、労働

安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）その他関係法令を遵守しなければならない。 

（契約の保証） 

第３条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければな

らない。 

⑴ 契約保証金の納付 

⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実

と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年

法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証 

⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 

２ 前項の保証に係る契約保証金の額、担保の価値（有価証券の場合にあっては時価の１０分の８

の額）、保証金額又は保険金額は、業務委託料の１００分の５以上としなければならない。ただ

し、発注者が、特に必要があると認めたときは、この限りでない。 

３ 受注者が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第１

９条第２項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならな

い。 

 （権利義務の譲渡等） 

第４条 この契約によって生ずる受注者の権利又は義務は、第三者にこれを譲渡し、又は承継させ

てはならない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

 （一括委任等の禁止及び誓約書の提出） 

第５条 受注者は、委託業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはなら

ない。 



２ 受注者は、委託業務の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、あらかじめ、

発注者の承諾を得なければならない。 

３ 受注者は、前項の承諾を得たときは、受任者又は下請負人の商号又は名称その他必要な事項を

発注者に通知しなければならない。 

４ 受注者は、受任者又は下請負人が、吹田市暴力団の排除等に関する条例（平成２４年吹田市

条例第５０号）第８条第２項に規定する暴力団員及び暴力団密接関係者でないことを表明した

誓約書を、それぞれから徴収し、発注者に提出しなければならない。ただし、その受任者又は

下請負人との契約において、契約金額が５００万円未満の場合は、この限りでない。 

５  受注者は、吹田市指名停止措置要領（平成１６年４月１日制定）に基づく指名停止措置を受

けている者、吹田市公共工事等及び売払い等の契約における暴力団排除措置要領（平成２４年１

１月１３日制定）に基づく入札参加除外措置を受けている者及び第１６条の３各号に該当する者

を受任者又は下請負人としてはならない。 

６  受注者が入札参加除外措置を受けている者又は第１６条の３各号に該当する者を受任者又は

下請負人としていた場合は、発注者は受注者に対して、当該契約の解除を求めることができる。 

７ 前項の規定により契約の解除を行った場合の一切の責任は、受注者が負うものとする。 

 （特許権等の使用） 

第６条 受注者は、この委託業務の履行について特許権その他第三者の権利の対象となっている履

行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 

 （現場代理人） 

第７条 受注者は、現場代理人を定め、書面により発注者に通知しなければならない。 

２ 受注者又は現場代理人は、発注者の指示に従い委託業務に関する一切の事項を処理しなければ

ならない。 

３ 発注者は、受注者の現場代理人について、委託業務の実施又は管理について著しく不適当と認

めるときは、受注者に対しその理由を明示してその交替を求めることができる。 

 （委託業務の調査等） 

第８条 発注者は、必要と認めるときは受注者に対して委託業務の処理状況につき、調査をし、又

は報告を求めることができる。 

 （業務内容の変更等） 

第９条 発注者は、必要がある場合には委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止するこ

とができる。この場合において、業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者



と受注者が協議して書面によりこれを定める。 

 （履行期間の延長） 

第１０条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に委託業務を完了

することができないことが明らかになったときは、発注者に対し遅滞なくその理由を付して書面

により履行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は発注者と受注者が協議し

て定める。 

 （業務の処理に関して生じた損害の負担） 

第１１条 委託業務の処理に関して生じた損害（第三者に及ぼした損害を含む。）は、受注者が負

担するものとする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由により生じたときはこの限

りでない。 

 （履行遅滞の場合における延滞違約金） 

第１２条 受注者の責めに帰すべき理由により、履行期間内に委託業務を完了することができない

場合において、履行期間経過後発注者が相当と認める期間内に完了する見込みがあるときは、発

注者は延滞違約金を徴収して履行期間を延長することができる。 

２ 前項に規定する延滞違約金の額は、業務委託料に対して、吹田市財務規則（昭和３９年吹田市

規則第１４号）に定める延滞違約金の率で計算して得た額とする。 

 （検査及び引渡し） 

第１３条 受注者は、委託業務を完了したときは、遅滞なく発注者に対して受託業務完了届ととも

に成果品一切を提出しなければならない。 

２ 発注者は、前項の受託業務完了届を受理したときは、その日から１０日以内に成果品について

検査を行わなければならない。 

３ 受注者は、前項の検査の結果不合格となり、成果品について補正を命ぜられたときは、遅滞な

く当該補正を行い再検査を受けなければならない。この場合においては、補正の完了を業務の完

了とみなして、前各項の規定を準用する。 

４ 受注者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果品を発注者に引き渡さなければ

ならない。 

 （業務委託料の支払） 

第１４条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して業務委託料の支払

を請求するものとする。 

２ 発注者は、前項の支払請求があったときは、その日から３０日以内に支払わなければならな



い。なお、支払いの金額は次のとおりとする。 

  １回目支払い 807,675円（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 73,425円） 

  ２回目支払い 807,675円（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 73,425円） 

 （権利の帰属） 

第１５条 受注者から引渡しを受けた成果品に関する権利は一切発注者に帰属するものとする。 

 （発注者の解除権） 

第１６条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履

行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その

期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である

ときは、この限りでない。 

 ⑴ 正当な理由がなく委託業務に着手しないとき。 

 ⑵ 期間内にこの委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。 

⑶ この契約に違反したとき。 

第１６条の２ 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ち

にこの契約を解除することができる。 

 ⑴ この契約に違反し、その契約の違反により契約の目的を達することができないと認められる

とき。 

⑵  第１７条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 

⑶ 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に

関する法律（昭和２２年法律第５４号）第４９条に規定する排除措置命令（排除措置命令がな

されなかった場合にあっては、同法第６２条第１項に規定する納付命令）を行い、これが確定

したとき。 

⑷ 受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）の刑法（明治４０年法

律第４５号）第９６条の６又は同法第１９８条の規定による刑が確定したとき。 

第１６条の３ 発注者は受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除す

ることができる。 

 ⑴ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役

員又はその支店若しくは営業所（常時業務の請負契約を締結する事務所をいう。）を代表す

る者をいう。）又は経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められるとき。 

⑵ 役員等又は経営に事実上参加している者が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目



的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は

暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

⑶ 役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又

は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 

⑷ 役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関

係を有していると認められるとき。 

⑸ 第５条第２項の規定により第三者に委任し、又は請負わせようとするときの契約に当たり、

その契約の相手方が第１号から前号までに規定する行為を行う者であると知りながら、当該者

と契約を締結したと認められるとき。 

第１６条の４ 発注者は、委託業務が完了するまでの間は、第１６条、第１６条の２及び前条の規

定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。 

２ 前項又は次条の規定により、契約が解除された場合において、受注者が既に委託業務を完了し

た部分があるときは、発注者は、その部分に相応する業務委託料を受注者に支払うものとする。 

（受注者の解除権） 

第１７条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者と協議のうえ契約を解除する

ことができる。 

 ⑴ 第９条の規定により委託業務内容を変更したため頭書の業務委託料が３分の２以上減少した

とき。 

 ⑵ 発注者が契約に違反し、その違反によって委託業務を完了することが不可能となるに至った

とき。 

（談合等不正行為があった場合の賠償額の予定等） 

第１８条 受注者が、この契約に関して、第１６条の２第３号又は第４号のいずれかに該当したと

きは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、受注者は、賠償金として、業務委託料の１００

分の１０に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第１６条

の２第４号のうち、受注者の刑法第１９８条の規定による刑が確定した場合は、この限りではな

い。 

２  前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。 

３  第１項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合にお

いて、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるものではない。  



 （契約が解除された場合等の違約金） 

第１９条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務委託料の１００分の５

に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

⑴ 発注者が第１６条、第１６条の２又は第１６条の３の規定に基づきこの契約を解除した場合 

 ⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債

務について履行不能となった場合 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

 ⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法律第７５

号）の規定により選任された破産管財人 

 ⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４年法律第

１５４号）の規定により選任された管財人 

 ⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１年法律第

２２５号）の規定により選任された再生債務者等 

３  第１項の場合において、第３条の規定により契約保証金の納付、担保の提供等の契約の保証が

付されているときは、発注者は当該契約保証金、担保、保証事業会社から支払われる保証金又は

保険会社から支払われる保険金等をもって違約金に充当することができる。 

４  第１項及び前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が第１項に規定する違約金の額を超え

る場合において、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるもの

ではない。 

 （違約金等の控除） 

第２０条 受注者がこの契約に基づく違約金等を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発

注者は業務委託料のうちからその金額を控除し、なお不足を生ずるときは追徴する。 

 （秘密の保持） 

第２１条 受注者は、委託業務の処理上知り得た積算等の秘密を他人に漏らしてはならない。 

２ 受注者は成果品（委託業務等の履行過程において得られた記録等を含む。）を他人に閲覧さ

せ、複写させ、又はその写しを譲渡してはならない。 

 （従業員研修） 

第２２条 受注者は、この委託業務に従事させる従業員に、業務内容、接遇、人権啓発及び火災、

地震等の緊急時の対応に関する研修その他業務遂行上必要な研修を行うものとする。 

 （補 則） 



第２３条 この契約書に定めのない事項については吹田市財務規則の定めるところに従い、同規則

に定めのない事項については、発注者と受注者が協議して定める。 



　1．　本業務は空調設備の正常な運転の維持と故障や機能の劣化を未然に防止するため、

　　　　空調機器の圧縮機等の保守点検を行う。

　2．　対象施設は別紙のとおりとする。

　3．　対象設備は別紙配置図のとおりとする。

　4．　点検内容は別紙のとおりとする。

　5．　点検結果報告書を提出すること。（作業写真を含む）1部は学校管理課に提出し、

　　　　1部は学校に提出すること。

  6．　点検日は、事前に本市担当職員と打ち合わせをし、園の運営上支障のないよう配慮

　　　　すること。

　7．　点検は、4回（冷房使用前、冷房使用中、暖房使用前及び暖房使用中）とする。冷房

　　　　使用中の点検は夏期休暇中に行うものとする。また、園又は本市担当職員の連絡

　　　　があればその都度点検を行うこと。

　8．　吹田南幼稚園・佐竹台幼稚園のガス冷暖房機（室外機）については大阪ガス（株）の指定

　　　 する点検業者による点検を年1回夏季休暇中に行うこと。なお大阪ガス（株）と年間保守契約

　　　　を行うこと。室内機の点検については他の園と同様に行うこと。

　9．　点検後不良箇所がある場合は、その復旧施工方法及び見積書を作成の上、本市担当

　　　　職員に提出すること。

 10．　配置図は完了前に学校管理課に製本して2月末日までに1部を提出(データ共)すること。

　　　　また対象設備に変更があった場合、配置図（データ形式JWW）の修正をすること。

 11．　委託期間 から

まで

 12．　業務委託料は2回目点検報告後と業務完了後の2回支払いとする。（2分の1支払い／回）

 13．　フロン排出抑制法に従って4回の点検を簡易点検とする。今年度の点検では定期

　　点検は行わない。4回の簡易点検結果について全機種分別紙【フロン類機器簡易

    点検記録簿】を作成し、記録して電子データを提出すること。

吹田市立各幼稚園等空調設備機器保守点検業務仕様書

令和4年4月1日

令和5年3月31日



対象施設　　幼稚園13園        

幼稚園名 所在地 電話

1 吹田第一幼稚園 吹田市元町30番44号 6381-0049

2 吹田第三幼稚園 吹田市高城町18番39号 6381-5463

3 吹田南幼稚園 吹田市南金田 1丁目4番 16号 6386-2677

4 千里第二幼稚園 吹田市千里山松が丘25番 1号 6380-7451

5 東佐井寺幼稚園 吹田市五月が丘西 4番 1号 6387-1227

6 岸部第一幼稚園 吹田市岸部中 2丁目19番 1号 6389-2623

7 豊津第一幼稚園 吹田市江坂町 1丁目15番42号 6384-8301

8 片山幼稚園 吹田市朝日が丘町16番 1号 6387-8155

9 山田第一幼稚園 吹田市山田東2丁目33番3号 6877-5858

10 山田第三幼稚園 吹田市山田西 1丁目 4番 1号 6877-4571

11 東山田幼稚園 吹田市青葉丘南15番10号 6876-8407

12 南山田幼稚園 吹田市千里丘西９番１号 6876-2401

13 佐竹台幼稚園 吹田市佐竹台 5丁目12番 1号 6871-2234

対象施設　　こども園2園        

1 千里新田こども園 吹田市春日 4丁目10番 1号 6386-9262

2 江坂大池こども園 吹田市江坂町３丁目１３番１号 6386-9226



-

-

-

-

○

〇

-

④
フィンの点検、清掃（室内外機共）
（薬品洗浄等が必要な場合は別途）

- ○ -

○ ○ -

○ ○ -

○ ○ ○

○ ○ ○

- ○ -

エアーフィルターの点検、清掃
（掃除機等使用のこと）
ドレンパン、ドレン管の点検
（目視）
ドレンパンの清掃

③

共通事項
1

②

③

2

①

②

（目視の結果異常があるとき）

外観点検（室内のみ）
（配管、電気、ダクト等）
各機器の外装等の清掃（室内外機共雑巾掛）
機械室の清掃

パッケージ型エアコン

①
運転状況の確認（室内のみ）
（冷暖房効果、異音、異臭、振動含）

○ ○

総合運転

○

吹田市立各幼稚園等空調設備機器保守点検　点検内容

点検内容 冷房使用前
冷房使用中

（7月）
暖房使用前 暖房使用中

簡易点検 〇 ○ 〇 ○



H29.2

H29.2

H29.2

所在地

学校名

縮 尺

吹田市立吹田第一幼稚園

吹田市元町３０番４４号

1番号

注記

1、図中□印は空調室外機位置を示す。

2、図中○印は空調室内機位置を示す。

プール

運動場

配置図兼１階平面図

遊戯室 ＷＣ

ＷＣ

倉庫

正門

倉庫

WC倉庫

和室

倉庫

WC

ＷＣ

ＷＣ

保育室

保育室

保育室

玄関

職員室

教材室

絵本の部屋

PTA

倉庫

更衣室

砂場

足洗い場

道路

Ｎ

A

A

会議

調理休憩

配膳室

室外機位置 設置年月日
暖房能力(kW)

圧縮機
冷房能力(kW)

数量型名メーカー室名番号

暖房能力(kW)

①

番号 室名 メーカー 型名 数量
冷房能力(kW)

圧縮機 設置年月日室外機位置

吹田第一幼稚園空調機器仕様表（管理諸室）

②

③

④

A

⑤～⑨ 遊戯室

保育室 日立 RPC-AP140K5 2

5

H26.8

室外機 日立 33.5/37.5B RAS-AP335DS5 1 小学校屋上 H26.8

14.0

16.0

⑩ 2東芝保育室 7.1 H29.2

職員室 1 通路床置

1会議室 7.1

1

1

東芝

東芝

東芝調理員休憩室

配膳室

2.2

7.1

通路天吊

通路天吊

通路天吊

1

2

3

4

10

10

6

5

8

7

7

5

2
3

4

1

小学校屋上

10

10

吹田第一幼稚園空調機器仕様表（保育室）

7.2

B

通用門

吹田市　学校教育部　学校管理課

⑪ 11

⑪ 11

⑪

⑫
絵本の部屋

2

日立 RPC-GP80RSH5 7.1

8.0

1.55 R4.1

日立 R4.15.0

5.6

RPK-GP56RSHJ5 0.95

6

8

9

9

子育て支援室

12⑫

日立

AIC-AP808H

東芝 AIC-AP808H

1

子育て支援室

RAS-GP80RSHJ2

天吊

天吊

天吊

天吊

天吊

R29.2

R4.3

AIC-AP808H

AIC-AP805PH

RAS2256V



所在地

学校名

縮 尺

吹田市立吹田第三幼稚園

吹田市高城町１８番３９号

2番号

Ｎ

砂場

倉庫

プール

幼稚園正門

砂場

手洗

ﾋﾟﾛﾃｨｰ

職員室

ＷＣ

保健室更衣室

ﾃﾗｽ

会議室ＷＣ遊戯室

保育室 保育室保育室

廊下

教材室

倉庫

教材室

注記

1、図中□印は空調室外機位置を示す。

2、図中○印は空調室内機位置を示す。

日立

東芝

室外機位置 設置年月日
暖房能力(kW)

圧縮機
冷房能力(kW)

数量型名メーカー室名番号

暖房能力(kW)
番号 室名 メーカー 型名 数量

冷房能力(kW)
圧縮機 設置年月日室外機位置

遊戯室

職員室 日立 通路床置

1会議室

吹田第三幼稚園空調機器仕様表（管理諸室）

①　②

③ 日立

2

保育室

吹田第三幼稚園空調機器仕様表（保育室）

APAC24045S 2

4

14.0

RPC-GP56K

RAS-AP56GH3

天吊

H22.7

H28.9

配置図兼１階平面図

13 245

④　⑤

⑥

6 6 6 6
6666

ﾃﾗｽ

12345

5.0

5.6

0.95

園庭

吹田市　学校教育部　学校管理課

R4.11.557.1

8.0

RPC-GP80RSH5

R4.10.95RPK-GP56RSHJ5 5.0

5.6



所在地

学校名

縮 尺 3番号

配置図兼１階平面図 ２階平面図 ３階平面図

メーカー室名番号

注記

1、図中□印は空調室外機位置を示す。

2、図中○印は空調室内機位置を示す。

吹田市南金田１丁目４番１６号

吹田南幼稚園空調機器仕様表

ヤンマー室外機

暖房能力(kW)

冷房能力(kW)
数量

1

型名 室外機位置 設置年月日

0.56kWx2

圧縮機

(kW)

屋上 R1(2020年).3

ヤンマー室外機 1 屋上 R1(2020年).3

ヤンマー室外機 YNZP280K1NB(ガス) 1 0.56kWx2 屋上 R1(2020年).3

ヤンマー室外機 1 屋上 R1(2020年).3

ヤンマー室外機 1 屋上 R1(2020年).3

ヤンマー室外機 1 屋上 R1(2020年).3

①-1

YRMP140G1NB(ガス)

YNZP450K1NB(ガス)

YRMP180G2NB(ガス)

YNZP280K1NB(ガス)

14.0/16.0

28.0/31.5

45.0/50.0

18.0/20.0

28.0/31.5

YRMP180G2NB(ガス) 18.0/20.0

0.37kWx2

0.17kW

0.17kW

0.17kW

ヤンマー R1(2020年).3YZWP45BA 4２階保育室

ヤンマー R1(2020年).3YZWP56BA②-1 ２階会議室 2

4.5/5.0

5.6/6.3

ヤンマー R1(2020年).3③-1 ２階遊戯室 YZCP112MJ 3 11.2/12.5

ヤンマー R1(2020年).3

ヤンマー R1(2020年).3

ヤンマー R1(2020年).3

ヤンマー R1(2020年).3

④-1 YZWP45BA 4.5/5.02

④-2 １階更衣室

１階職員室

YZWP28BA 1 2.8/3.2

⑤-1 YZWP45BA１階保育室 4 4.5/5.0

⑥-1 HHTAP140K 14.0/16.01１階調理室

ヤンマー R1(2020年).31⑥-2 HAAP22K2 2.2/2.5

１階子育て支援室

１階調理員休憩室

Ｙ４

Ｘ６Ｘ５Ｘ４Ｘ３

Ｙ６

Ｙ５

Ｙ３

Ｙ２

Ｙ１

Ｘ１

N

調理室

PS

子育て支援室

PS

園　庭

ﾌﾟｰﾙ

更衣室

職員室

調理員

3歳保育室

Ｘ１ Ｘ２

4歳保育室

遊戯室

会議室 5歳保育室

1

5

3

4

6

26 -1

6 -2

1 -12 -1

3 -1

1 -1 1 -1 1 -12 -1

3 -1

3 -1

4 -2

4 -1

4 -1

5 -15 -15 -15 -1

休憩室

1

2

3

4

5

6

吹田市立吹田南幼稚園

吹田市　学校教育部　学校管理課



所在地

学校名

縮 尺 番号

吹田市千里山松が丘２５番１号

4

吹田市立千里第二幼稚園

小学校

配置図兼１階平面図

小学校

倉
庫

プール砂場

足洗

手洗

運動場

保育室

ピロティ

遊戯室

保育室

教材室倉庫

ＷＣ

保育室

職員室

保健室

給湯

更衣

会議室
Ｗ
Ｃ

注記

1、図中□印は空調室外機位置を示す。

2、図中○印は空調室内機位置を示す。

1111

1010

99

88

7 7

6 6

A

A

3 2 1

1

2

暖房能力(kW)
番号 室名 メーカー 型名 数量

冷房能力(kW)
圧縮機 設置年月日室外機位置

職員室

1会議室

2

千里第二幼稚園空調機器仕様表（管理諸室）

①　② 屋体壁掛

③ 日立 RAS-GP63RSHJ 5.6

6.3

1.1 屋外床置 H29.2.13

A 保育室

室外機位置 設置年月日
暖房能力(kW)

圧縮機
冷房能力(kW)

数量型名メーカー室名番号

室外機 1B

⑥　⑦ 2

2 14.0

33.5/37.5

壁掛

H27.9

H27.9

16.0

千里第二幼稚園空調機器仕様表（保育室）

三菱 PCFY-P140KMG3

三菱 PUHY-EP335DMG3 屋上

保育室 三菱 MSZ-V40AS-W

MUZ-VX40AS

4.0

⑧～⑪ 遊戯室 4

B

屋内運動場

３階平面図

5.9

Ｎ

吹田市　学校教育部　学校管理課

日立 RPC-GP63RSH5 1.055.6

6.3

R4.1

日立 3.6

4.0

0.55 R4.1RPK-GP40RSHJ5

12

調理室 天吊7.1

8.0

⑫

12

調理室休憩室

調理室 天吊7.1

8.0

1.70⑬

13
13

1.53PC-RP80HA13三菱

三菱 MSZ-JXV2217-W-IN

1

1

3

R4.1



所在地

学校名

縮 尺

吹田市春日４丁目１０番１号

5番号

ピ
ロ
テ
ィー

Ｎ

配置図兼１階平面図

W･C

保育室

足洗

保育室

廊下

W･C

教材室

教材室

遊戯室

ピ
ロ
テ
ィー

倉庫

砂場

注記

1、図中□印は空調室外機位置を示す。

2、図中○印は空調室内機位置を示す。

7

7

8 6

5

568

保育室

A A 4

テラス

B

プール

足洗

園庭

吹田市　学校教育部　学校管理課

倉庫

W･C

子育て支援室

職員室

10

10

11

11

9

9

3

21

1 2

3

暖房能力(kW)
番号 室名 メーカー 型名 数量

冷房能力(kW)
圧縮機 設置年月日室外機位置

千里新田幼稚園空調機器仕様表（管理諸室）

室外機位置 設置年月日
暖房能力(kW)

圧縮機
冷房能力(kW)

数量型名メーカー室名番号

千里新田幼稚園空調機器仕様表（保育室）

④ 保育室 1

⑤　⑥ 遊戯室 2

遊戯室 2⑦　⑧

A 保育室

室外機 1B

2 14.0

33.5/37.5 H27.9

H27.9

16.0

三菱

三菱 PUHY-EP335DMG3 5.9

PCFY-P140KMG3

日立

日立

日立 RPC-GP56RSHJ5

RAC-ZJ40L2

 RAS-ZJ40L2

RPC-GP140RSH4 12.5

14.0

4.0

5.0

5.0

5.6

0.95

1.10

3.00 R4.1

R4.1

R4.1

職員室 ダイキン

1③

ダイキン

1

1

1

①

②

⑨

⑩

⑪

R3.9

R3.9

R3.9

R3.9

R3.9

R3.9

壁掛

天吊

天吊

天吊

天吊

天吊

ダイキン

ダイキン

ダイキン

ダイキン

打合コーナー

更衣休憩室

調理室

湯沸・更衣室

調理室

更衣休憩室

湯沸・更衣室

打合コーナー

子育て支援室

1

1

10.0

11.2

SZRH112BF

SZRH63BFT

SZRH45BFT

SZRH40BFT

SZRT80BFT

4.0

4.5

3.6

4.0

2.2

2.2

7.1

8.0

6.3

5.6

1.95

1.18

0.78

0.65

0.60

1.70

S22XTES

4

地上

吹田市立千里新田こども園



屋内運動場

２階平面図

所在地

学校名

縮 尺 番号

吹田市立東佐井寺幼稚園

吹田市五月が丘西４番１号

6

注記

1、図中□印は空調室外機位置を示す。

2、図中○印は空調室内機位置を示す。

Ｎ

小学校

配置図兼１階平面図

小学校運動場

遊戯室

保育室保育室

教材室

倉庫

ＷＣ

ＷＣ

会議室

更衣室 湯沸

保育室

園庭

幼稚園体育器具庫

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ

ごみ置場

幼稚園通用門

小学校通用門

受水槽・ポンプ室

職員室

ピ
ロ
テ
ィー

プール
砂場

足洗

手洗

物置

幼稚園正門

ピ
ロ
テ
ィー

3

1

2

2

A A A

暖房能力(kW)
番号 室名 メーカー 型名 数量

冷房能力(kW)
圧縮機 設置年月日室外機位置

職員室

1会議室

2①　②

③

東佐井寺幼稚園空調機器仕様表（管理諸室）

A 保育室

室外機位置 設置年月日
暖房能力(kW)

圧縮機
冷房能力(kW)

数量型名メーカー室名番号

室外機 1B

14.0

16.0

東佐井寺幼稚園空調機器仕様表（保育室）

ダイキン FXYHP140MA 3 H24.8

ダイキン RXYP500BA 50.0/56.0 屋体バルコニー H24.8

遊戯室④　⑤ 東芝 2 14.0 H22.6

B

吹田市　学校教育部　学校管理課

東芝

東芝 RKSA05643JXU

RCSA05643JMU 5.0

5.6

5.0

5.6

1.11

1.11 R4.1

R4.1

1

3



1

所在地

学校名

縮 尺

吹田市立岸部第一幼稚園

吹田市岸部中２丁目１９番１号

7番号

配置図兼１階平面図

通用門ゴミ庫

園庭

倉庫

民家

正門

遊戯室

倉庫

更衣室

玄関

職員室

教材室

ＷＣ

ＰＴＡ室

ＷＣ

保育室

保育室

保育室

教材

ＷＣ

ＷＣ

教材

ホール

保育室

ＷＣ

集会室

ﾌﾟｰﾙ

Ｎ

注記

1、図中□印は空調室外機位置を示す。

2、図中○印は空調室内機位置を示す。

B A

A

暖房能力(kW)
番号 室名 メーカー 型名 数量

冷房能力(kW)
圧縮機 設置年月日室外機位置

室外機位置 設置年月日
暖房能力(kW)

圧縮機
冷房能力(kW)

数量型名メーカー室名番号

岸部第一幼稚園空調機器仕様表（管理諸室）

岸部第一幼稚園空調機器仕様表（保育室）

2

遊戯室 2

保育室

A 保育室

室外機 1B

14.0

16.0

日立

日立

RPC-AP140K5

RAS-AP335DS5

2

33.5/37.5 地上

H26.8

H26.8

2

室外機 1

7.1

8.5

保育室

職員室

C

D

①

②　③

④　⑤

C

C

3

2

2
3

4
45

5

RPC-GP71K

12.5/14.0

H30.12

H30.12床置RAS-GP140RSH1日立

吹田市　学校教育部　学校管理課

三菱

三菱 PCZ-ERMP63SKZ

PKZ-ERMP45SLZ R4.1

R4.1

4.0

5.6

4.5

6.3

0.90

1.30

1

1

東芝

ダイキン 2 H30SZRH160BBD 14.0

16.0

2.99

⑥ 調理室 ダイキン SZRT80BBV 1 7.1

8.0

1.70 H30

調理室

ダイキン 1 H30⑦ 休憩室 S22UTES-W 2.2

2.5

0.6

6
休憩室 7

6
7



A A A

縮 尺

所在地

学校名 吹田市立豊津第一幼稚園

吹田市江坂町１丁目１５番４２号

番号 8

会議室

配置図兼１階平面図

正門

遊戯室

更衣室

調理室

Ｗ
Ｃ

前
室

職員室

給湯

WC

手足洗い場

保育室

ホール

Ｗ・Ｃ

保育室保育室

倉庫

子育て支援室

倉庫

運動場

砂場

ﾌﾟｰﾙ 通用門

Ｎ

暖房能力(kW)
番号 室名 メーカー 型名 数量

冷房能力(kW)
圧縮機 設置年月日室外機位置

職員室

1会議室

2①　②

③

室外機位置 設置年月日
暖房能力(kW)

圧縮機
冷房能力(kW)

数量型名メーカー室名番号

遊戯室 2

注記

1、図中□印は空調室外機位置を示す。

2、図中○印は空調室内機位置を示す。

豊津第一幼稚園空調機器仕様表（保育室）

豊津第一幼稚園空調機器仕様表（管理諸室）

屋上

遊戯室 2④　⑤

⑥　⑦

子育て支援室 ダイキン SZRZ63BBV 2 5.6

6.3

天吊 H29.8

保育室 日立 3 14.0

16.0

H25.8ビルマル

室外機 1B 日立 H27.9小学校屋上

A RPC-AC140K5

RAS-AP500DS4 50.0/56.0

２階平面図

屋上

小学校

屋上

小学校屋上

B

⑧　⑨

1

2

3

4 5

6

7

4
5
6
7

壁掛

壁掛

8

9

8 9

12

吹田市　学校教育部　学校管理課

PCZ-ERMP50KZ

PKZ-ERMP56KZ三菱

三菱 4.5

5.0

5.0

5.6

1.20

1.00 R4.1

R4.1

三菱

三菱 MSZ-JXV4021S-W

PCZ-ERMP50SKZ 5.0

5.6

4.0

5.0

1.20

1.20 R4.1

R4.1

調理室 ダイキン SZRT80BBV 1 7.1

8.0

1.70 H30

ダイキン 1 H30休憩室 S22UTES-W 2.2

2.5

0.6

⑩

⑪

更
衣
室

11

10



保育室

番号

学校名

所在地

縮 尺

吹田市江坂町３丁目１３番１号

9

小学校

配置図兼１階平面図

幼稚園正門

プール

園庭 砂場

通
用
門

飼育小屋

倉庫

保育室保育室職員室

更衣 給湯

Ｗ・Ｃ

Ｗ・Ｃ

倉庫

教材室

遊戯室

通用門

小学校

小学校

注記

1、図中□印は空調室外機位置を示す。

2、図中○印は空調室内機位置を示す。

2

1

2 1
8 8

ﾃﾗｽ

8 8
8 8 8 8

4 5

6

7

4 5 6 7Ｎ

吹田市　学校教育部　学校管理課

留守

家庭

子育て支援室

ピロティ

調理室

Ｗ・Ｃ

会議室

休憩・更衣室

3 3

9 9
9 9

12 12

11
11

1010

室外機位置 設置年月日
暖房能力(kW)

圧縮機
冷房能力(kW)

数量型名メーカー室名番号

江坂大池幼稚園空調機器仕様表（保育室）

暖房能力(kW)
番号 室名 メーカー 型名 数量

冷房能力(kW)
圧縮機 設置年月日室外機位置

職員室 壁掛

江坂大池幼稚園空調機器仕様表（管理諸室）

①

②

1

壁掛1職員室

東芝

東芝

ACEA08037M 7.1

7.1

1.50 R4.1

R4.1RCSA14043MU 3.21

14.0

12.5

会議室 1⑩ 3.5

4.0

SZRH40BFTダイキン R3.90.65 天吊

保育室 R3.9

R3.9

R3.9

ダイキン

ダイキン

ダイキン

1

1

天吊⑨ SZRH80BFT 1.707.1

8.0

2

⑪

⑫

休憩・更衣室 壁掛0.602.2

2.2

S22XTES

調理室 厨房SZRT80BFT 7.1

8.0

1.70

④～⑦

⑧

遊戯室 日立 RPC-NP56K 4

保育室 日立 RPC-GP56K 4

5.6

5.6

6.3RAS-AP56GH3

H22.6

H28.9

③ R3.9子育て支援室 ダイキン SZRH160BF 1 14.0 天吊3.08

16.0

吹田市立江坂大池こども園



所在地

学校名

縮 尺 番号

吹田市立片山幼稚園

吹田市朝日が丘町１６番１号

10

小学校

Ｎ

配置図兼１階平面図

車いす用スロープ車いす用スロープ

ｺﾐｭﾆﾃｨｰ

ｽﾎﾟｯﾄ

小学校正門

正門

WC

会議室

更衣室

保健室

給湯

職員室保育室

園庭

保育室

廊下

保育室

倉庫

プール

遊戯室

教材室

倉庫

暖房能力(kW)
番号 室名 メーカー 型名 数量

冷房能力(kW)
圧縮機 設置年月日室外機位置

室外機位置 設置年月日
暖房能力(kW)

圧縮機
冷房能力(kW)

数量型名メーカー室名番号

職員室①　② 2

③ 会議室 1

④～⑦

⑧

遊戯室 4

保育室 日立 RPC-GP56K 5.6

6.3

H28.9

注記

1、図中□印は空調室外機位置を示す。

2、図中○印は空調室内機位置を示す。

通路天吊

片山幼稚園空調機器仕様表（管理諸室）

片山幼稚園空調機器仕様表（保育室）

6

RAS-AP56GH4

8 8 8 8 8 8 1 2
1 2

7 6 5

4

4

3

3

5

6

7

8 8 8 8 8 8

バルコニー壁面

砂場

WC

吹田市　学校教育部　学校管理課

東芝

東芝

RCSA05643JMU

5.0

5.6

5.0

5.6

1.11

1.11 R4.1

R4.1RKSA05643JMU

1.11 R4.1東芝 RKSA05643JXU 5.0

5.6



所在地

学校名

縮 尺 番号

吹田市立山田第一幼稚園

11
(山田第一小学校運動場内)
吹田市山田東２丁目３３番３号

Ｎ

正門

プール

倉庫

砂場

園庭

遊戯室

職員室

更衣ＷＣ

保育室

ＷＣ

倉庫

教材室

保育室

保育室

配置図兼１階平面図

小学校

暖房能力(kW)
番号 室名 メーカー 型名 数量

冷房能力(kW)
圧縮機 設置年月日室外機位置

職員室

1

ダイキン

A 保育室

室外機位置 設置年月日
暖房能力(kW)

圧縮機
冷房能力(kW)

数量型名メーカー室名番号

ダイキン

注記

1、図中□印は空調室外機位置を示す。

2、図中○印は空調室内機位置を示す。

①

②

山田第一幼稚園空調機器仕様表（管理諸室）

山田第一幼稚園空調機器仕様表（保育室）

1

16.0

8.0

14.0

9.0

ビルマル

ビルマル

H24.4

H24.4

4 11.2

12.5

H24.4ビルマル

遊戯室 2

室外機 1ダイキン

11.2 H24.4

H24.4屋上

2

1

B

C

B

B

A

A

A

FXYHP140MA

FXYHP80MAダイキン

FXYHP112MA

ダイキン FXYHP112MA

12.5

ビルマル

1 ビルマル H24.4ダイキン③ 園務員室 FXYAP36M 3.6

4.0

RXYP1000C 100.0/112.0

２階平面図

屋上

小学校

C

3
園務員室

吹田市　学校教育部　学校管理課

調理室

A

休憩室

子育て支援室

子育て支援室

調理室 ダイキン SZRT80BBV 1 7.1

8.0

1.70 H30

ダイキン 1 H30休憩室 S22UTES-W 2.2

2.5

0.6

④

⑤

4
5



所在地

学校名

縮 尺 番号

吹田市立山田第三幼稚園

吹田市山田西１丁目４番１号

12

運動場

Ｎ

配置図兼１階平面図

通用門

倉庫

砂場

花
壇

花壇

足洗手洗
プール

正門

テラス

調理室保育室 3保育室 ２

廊下

保育室 １玄関

倉庫

ＷＣ

通用門

２階平面図

バルコニー

遊戯室

教材室

給湯

更衣室

職員室

ＷＣ ＷＣ 倉庫

廊下

注記

1、図中□印は空調室外機位置を示す。

2、図中○印は空調室内機位置を示す。

6 6

1 2 4 5

会議室3

3 1 6 2 6 4 5

通用門

吹田市　学校教育部　学校管理課

第二会議室 ⑦

7

8 9

休憩室

⑩
暖房能力(kW)

番号 室名 メーカー 型名 数量
冷房能力(kW)

圧縮機 設置年月日室外機位置

室外機位置 設置年月日
暖房能力(kW)

圧縮機
冷房能力(kW)

数量型名メーカー室名番号

職員室①　② 2

③ 会議室 1

遊戯室

保育室

山田第三幼稚園空調機器仕様表（管理諸室）

山田第三幼稚園空調機器仕様表（保育室）

ベランダ

ダイキン SZRH140BA 2 12.5

14.0

H28.92.5 2Fﾊﾞﾙｺﾆｰ

④　⑤

⑥

⑦ 第二会議室 R3.3

東芝

東芝 RKSA05643JXU

RCSA08043MU 7.1

8.0

5.0

5.6

1.11

1.65 R4.1

R4.1

10.0

11.2

R4.12.16東芝 RKSA11243MU 1

保育室 ダイキン SZRH140BA 12.5

14.0

H28.92.5 2Fﾊﾞﾙｺﾆｰ

調理室 ダイキン SZRT80BBV 1 7.1

8.0

1.70 H30

ダイキン 1 H30休憩室 S22UTES-W 2.2

2.5

0.6

⑧

⑨

⑩

1



所在地

学校名

縮 尺

吹田市立東山田幼稚園

吹田市青葉丘南１５番１０号

13番号

Ｎ

配置図兼１階平面図

倉庫

園庭

WC

ﾋﾟﾛﾃｨ

会議室

更衣室給湯

職員室

通用門

正門

プール

手洗・足洗

ﾃﾗｽ

砂場

ﾋﾟﾛﾃｨ 保育室 保育室 保育室

廊下

WC

教材室

教材室

遊戯室

暖房能力(kW)
番号 室名 メーカー 型名 数量

冷房能力(kW)
圧縮機 設置年月日室外機位置

職員室

1会議室

2①　②

③

室外機位置 設置年月日
暖房能力(kW)

圧縮機
冷房能力(kW)

数量型名メーカー室名番号

遊戯室 2④　⑤

注記

1、図中□印は空調室外機位置を示す。

2、図中○印は空調室内機位置を示す。

3

AAA 1
1

2
2

東山田幼稚園空調機器仕様表（管理諸室）

東山田幼稚園空調機器仕様表（保育室）

保育室 日立 3 14.0

16.0

室外機 1B 日立

A

50.0/56.0RAS-AP500DS5 地上 H26.8

B

RPC-GP140K

三重 FDEV1605HA5S 14.0

16.0

3.7

三重

三重

FDEV805H5S

FDKV565HK5S

7.1

8.0

H31.2

H31.2

H31.2

H31.2

1.4

5.0

5.6

1.0

45
5 4

3

吹田市　学校教育部　学校管理課



所在地

学校名

縮 尺 番号

吹田市立南山田幼稚園

吹田市千里丘西９番１号

14

配置図兼１階平面図

Ｎ

園庭

プール

足洗い

保育室 保育室

ピロティ 職員室

会議室

Ｗ・Ｃ

保育室

遊戯室

教材室

倉庫

Ｗ・Ｃ

暖房能力(kW)
番号 室名 メーカー 型名 数量

冷房能力(kW)
圧縮機 設置年月日室外機位置

職員室①　② 2

③ 会議室 1

注記

1、図中□印は空調室外機位置を示す。

2、図中○印は空調室内機位置を示す。

南山田幼稚園空調機器仕様表（管理諸室）

バルコニー天吊

1 2

1 2

3

3

4

5

4 5

室外機位置 設置年月日
暖房能力(kW)

圧縮機
冷房能力(kW)

数量型名メーカー室名番号

遊戯室

保育室 日立

南山田幼稚園空調機器仕様表（保育室）

④　⑤ 東芝 APAC14045S

RPC-AP140K5 3

2 14.0

14.0

16.0

H21.6

H25.8

室外機 1 H25.8

A

B RAS-AP500DS4 50.0/56.0 庇上日立

A A A

飼育小屋

通用門

倉庫

砂場

B

屋内運動場

２階（庇上）平面図

吹田市　学校教育部　学校管理課

東芝

東芝

RCSA08043MU

RKSA06344JXU

7.1

8.0

5.6

6.3

1.34

1.65 R4.1

R4.1



保育室

室外機 1

4 16.0

18.0

71.0/80.0 地上ガス

H28.9

H28.9

A

B

HHAP160K4

YNZP710K1NB

所在地

学校名

縮 尺 番号

吹田市立佐竹台幼稚園

吹田市佐竹台５丁目１２番１号

15

WC

倉庫

遊戯室

倉

倉

倉

倉

ＷＣ

１階

園庭

保健室

用具室

プール

ｺﾞﾐ庫

引込盤

教材室 職員室

WC

ホール 会議室

吹抜絵本の部屋

正門

Ｎ

１階平面図

ＷＣ

保育室

（なかよしの部屋)

保育室

ＷＲ

ＷＣ

ＷＲ

保育室保育室

玄関

配置図兼２階平面図

室外機位置 設置年月日
暖房能力(kW)

圧縮機
冷房能力(kW)

数量型名メーカー室名番号

遊戯室

佐竹台幼稚園空調機器仕様表（保育室）

6④～⑨

注記

1、図中□印は空調室外機位置を示す。

2、図中○印は空調室内機位置を示す。

1 2

1 2

3

3

4

5

6

7

8

9 9

8

74

5

6

A A

A A

B

配膳室

休憩室

10

11

1011
二段置き

吹田市　学校教育部　学校管理課

絵本の部屋

暖房能力(kW)
番号 室名 メーカー 型名 数量

冷房能力(kW)
圧縮機 設置年月日室外機位置

職員室

佐竹台幼稚園空調機器仕様表（管理諸室）

①

1

室外機 1

YESJ90T-B

ヤマハ YCJ80CS

7.5

9.0

7.5/9.0 ガス 床置

H11.9.10

H11.9.10

H11.9.10職員室 EDEJ80H2D3 8.0

9.0

1.9 床置

1

1

③ 1

②

1 H11.9.10三菱

1 H11.9.10三菱

⑩

⑪

配膳室

調理員休憩室

PC-RP80HA11

PUZ-ERP80SHA14

MSZ-ZXV2216-W

MUZ-ZXV2216

2.2

7.1 地上

地上

下段

上段

更衣

調理和室

会議室

第二会議室

三菱 PKZ-ERMP56SKZ 5.0

5.6

1.20 R4.1

5.0

5.6

1.20 R4.1PKZ-ERMP56SKZ三菱

R4.1三菱 PCZ-ZRMP112KZ 1 10.0

11.2

2.10

ヤンマー

日立

ヤンマー

ヤンマー

⑫

12

園務員室

⑬

13

⑭
14

⑭

用具室

園務員室 三菱

三菱

⑫

⑬ HHAP160K4 16.0

18.0

MSZ-ZXV2216-W

MUZ-ZXV2216

1 2.2

1





























0
0

#
0
0

#

　なお、履行期間中は、吹田市の指示に従い、違反しません。

5 0 0

　上記のとおり業務を請け負います。

　つきましては、吹田市財務規則及び関係法令を順守し、別冊の図面及び

仕様書のとおり履行期間内に完成引き渡します。

\ 1 4
5 0\ 1 5 9 0

うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額

千 百 十 円十 億 千 百 十 万

3 履 行 期 間 令和 4年 5月27日　から　令和 5年 3月31日　まで

4 業 務 委 託 料

千 百

22003253

1 委 託 業 務 名 はぎのきこども園空調設備保守点検業務

2 場 所 はぎのきこども園

商号又は名称 （株）グリーン空調サービス

㊞代 表 者 氏 名 代表取締役　河邊　紀博

収 入

印 紙 業務委託請書

令和 4年 5月27日

吹田市長　後藤　圭二 殿

所 在 地 大阪府吹田市江坂町２丁目１１番３０号



はぎのきこども園機空調備保守点検業務仕様書 

 

１ 業務名 

 はぎのきこども園機空調備保守点検業務 

 

２ 業務の場所 

 吹田市古江台２丁目 11 番４号 はぎのきこども園 

 

３ 業務の内容 

 はぎのきこども園空調設備のフィルター清掃及び保守点検等 

 

４ 履行期間 

 契約締結日から令和５年３月 31 日まで 

 

５ 対象機器 

 別紙「対象機器一覧表」のとおり 

 

６ 点検事項及び点検回数 

点検事項は次のとおりとし、点検回数は年２回（夏季及び冬季の運転前）とする。  

・室内機フィルターの清掃 

・異常音・振動の確認 

・各部腐食等点検 

・運転確認 

・試運転データ取り 

※ 保守点検作業において、軽微な損傷がある場合は補修するものとし、必要な消耗品等

は本業務に含むものとする。 

※ 業務完了毎に、報告書を提出すること。 

 

なお、フロン排出抑制法（平成 13 年法律第 64 号）第２条第３項の第一種特定製品に該

当する設備については、令和４年度を初年度としてフロン排出抑制法等に基づく定期点検

を行うこと。 

 

７ 遵守事項 

（１）業務実施に当たっては、事故等が生じないよう十分な安全対策を講ずること。 

（２）業務終了後は、作業場所及びその周辺の清掃を行うこと。 

（３）業務において発生したゴミ及び不要物は作業者側において処理すること。 

（４）業務に関し、発注者側の備品並びに点検機器等は使用しないこと。 

 

８ 仕様書等についての質問先 

 吹田市児童部保育幼稚園室 総務グループ 施設管理・園務改善担当（06-6834-1541） 

 



別紙 対象機器一覧表 

 

品名 型式 台数 備考 

ビルマルチエアコン室外機 PUHY-P450DMG4-BS 1 台 

三菱電機製 

室内機 PLFY-P56EMG4 6 台 

室内機 PLFY-P28LMG4 2 台 

      

スリムエアコン室外機 PUZ-ERMP56KA4 1 台 

室内機 PL-ERP56EA5 1 台 

      

ビルマルチエアコン室外機 PUSY-P140MH1 1 台 

室内機 PLFY-P56EMG4 2 台 

      

ビルマルチエアコン室外機 PUHY-P335DMG4-BS 1 台 

室内機 PLFY-P45LMG4 2 台 

室内機 PCFY-P80HMG5 3 台 

      

ビルマルチエアコン室外機 PUHY-P280DMG4 1 台 

室内機 PLFY-P56EMG4 4 台 

室内機 PLFY-P45EMG4 1 台 

      

ビルマルチエアコン室外機 PUHY-P450DMG4-BS 1 台 

室内機 PLFY-P56EMG4 8 台 

      

ビルマルチエアコン室外機 PUHY-P224DMG4 1 台 

室内機 PLFY-P56EMG4 4 台 

      

ビルマルチエアコン室外機 PUSY-P140MH1 1 台 

室内機 PLFY-P56LMG4 1 台 

室内機 PLFY-P45LMG4 1 台 

      

ビルマルチエアコン室外機 PUHY-P280DMG4 1 台 

室内機 PLFY-P56EMG4 1 台 

室内機 PDFY-P112GMG4 2 台 
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①

業務委託契約書 

22000483

1 委 託 業 務 名 吹田市立北山田小学校通学路監視カメラ装置保守点検業務

2 場 所 吹田市山田北１番１号

3 履 行 期 間 令和 4年 4月 1日　から　令和 5年 3月31日　まで

4 業 務 委 託 料

千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

\ 1 8 7 0 0 0
うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額

免　　除

\ 1 7

6 適 用 除 外 条 項

上記の委託業務について、発注者と受注者は各々の対等な立場における合意に基づいて、

別添の条項（適用除外条項は、上記６のとおり。）によって公正な委託契約を締結し、

  第 ３ 条

0 0 0
5 契 約 の 保 証

信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

本 契 約 の 証 と し て 本 書 ２ 通 を 作 成 し 、 発 注 者 と 受 注 者 記 名 押 印 の う え 、 各 自

１ 通 を 保 有 す る 。

令和 4年 4月 1日

発　注　者 吹 田 市

代表者　吹田市長　後藤　圭二

受　注　者 大阪府吹田市山手町２丁目１４番１４号

㊞（株）ＭＩＮＧ　ＯＮＥ　ＥＮＧＩＮＥＥＲＩＮＧ

代表取締役　松本　彰一



（総 則） 

第１条 受注者は、別冊の設計書、図面及び仕様書（以下「設計書等」という。）に基づき、頭書

の業務委託料（以下「業務委託料」という。）をもって、頭書の履行期間（以下「履行期間」と

いう。）内に、頭書の委託業務（以下「委託業務」という。）を完了しなければならない。 

２ 前項の設計書等に明記されていない仕様があるときは、発注者と受注者が協議して定める。 

 （法令上の責任） 

第２条 受注者は、この委託業務の履行に当たり、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）、労働

安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）その他関係法令を遵守しなければならない。 

（契約の保証） 

第３条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければな

らない。 

⑴ 契約保証金の納付 

⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実

と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年

法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証 

⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 

２ 前項の保証に係る契約保証金の額、担保の価値（有価証券の場合にあっては時価の１０分の８

の額）、保証金額又は保険金額は、業務委託料の１００分の５以上としなければならない。ただ

し、発注者が、特に必要があると認めたときは、この限りでない。 

３ 受注者が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第１

９条第２項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならな

い。 

 （権利義務の譲渡等） 

第４条 この契約によって生ずる受注者の権利又は義務は、第三者にこれを譲渡し、又は承継させ

てはならない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

 （一括委任等の禁止及び誓約書の提出） 

第５条 受注者は、委託業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはなら

ない。 



２ 受注者は、委託業務の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、あらかじめ、

発注者の承諾を得なければならない。 

３ 受注者は、前項の承諾を得たときは、受任者又は下請負人の商号又は名称その他必要な事項を

発注者に通知しなければならない。 

４ 受注者は、受任者又は下請負人が、吹田市暴力団の排除等に関する条例（平成２４年吹田市

条例第５０号）第８条第２項に規定する暴力団員及び暴力団密接関係者でないことを表明した

誓約書を、それぞれから徴収し、発注者に提出しなければならない。ただし、その受任者又は

下請負人との契約において、契約金額が５００万円未満の場合は、この限りでない。 

５  受注者は、吹田市指名停止措置要領（平成１６年４月１日制定）に基づく指名停止措置を受

けている者、吹田市公共工事等及び売払い等の契約における暴力団排除措置要領（平成２４年１

１月１３日制定）に基づく入札参加除外措置を受けている者及び第１６条の３各号に該当する者

を受任者又は下請負人としてはならない。 

６  受注者が入札参加除外措置を受けている者又は第１６条の３各号に該当する者を受任者又は

下請負人としていた場合は、発注者は受注者に対して、当該契約の解除を求めることができる。 

７ 前項の規定により契約の解除を行った場合の一切の責任は、受注者が負うものとする。 

 （特許権等の使用） 

第６条 受注者は、この委託業務の履行について特許権その他第三者の権利の対象となっている履

行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 

 （現場代理人） 

第７条 受注者は、現場代理人を定め、書面により発注者に通知しなければならない。 

２ 受注者又は現場代理人は、発注者の指示に従い委託業務に関する一切の事項を処理しなければ

ならない。 

３ 発注者は、受注者の現場代理人について、委託業務の実施又は管理について著しく不適当と認

めるときは、受注者に対しその理由を明示してその交替を求めることができる。 

 （委託業務の調査等） 

第８条 発注者は、必要と認めるときは受注者に対して委託業務の処理状況につき、調査をし、又

は報告を求めることができる。 

 （業務内容の変更等） 

第９条 発注者は、必要がある場合には委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止するこ

とができる。この場合において、業務委託料又は定期点検の実施月を変更する必要があるとき



は、発注者と受注者が協議して書面によりこれを定める。 

 （実施月の変更） 

第１０条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、定期点検の実施月に委託業務

を完了することができないことが明らかになったときは、発注者に対し遅滞なくその理由を付し

て書面により定期点検実施月の変更を求めることができる。ただし、その内容は発注者と受注者

が協議して定める。 

 （業務の処理に関して生じた損害の負担） 

第１１条 委託業務の処理に関して生じた損害（第三者に及ぼした損害を含む。）は、受注者が負

担するものとする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由により生じたときはこの限

りでない。 

 （履行遅滞の場合における延滞違約金） 

第１２条 受注者の責めに帰すべき理由により、定期点検の実施月に委託業務を完了することがで

きない場合において、実施月経過後発注者が相当と認める期間内に完了する見込みがあるとき

は、実施月を変更することができる。この場合において、発注者は延滞違約金を徴収して実施月

を延長することができる。 

２ 前項に規定する延滞違約金の額は、業務委託料に対して、吹田市財務規則（昭和３９年吹田市

規則第１４号）に定める延滞違約金の率で計算して得た額とする。 

 （検査及び引渡し） 

第１３条 受注者は、委託業務を完了したときは、遅滞なく発注者に対して受託業務完了届ととも

に成果品一切を提出しなければならない。 

２ 発注者は、前項の受託業務完了届を受理したときは、その日から１０日以内に成果品について

検査を行わなければならない。 

３ 受注者は、前項の検査の結果不合格となり、成果品について補正を命ぜられたときは、遅滞な

く当該補正を行い再検査を受けなければならない。この場合においては、補正の完了を業務の完

了とみなして、前各項の規定を準用する。 

４ 受注者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果品を発注者に引き渡さなければ

ならない。 

 （業務委託料の支払） 

第１４条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して業務委託料の支払

を請求するものとする。 



２ 発注者は、前項の支払請求があったときは、その日から３０日以内に支払わなければならな

い。 

 （権利の帰属） 

第１５条 受注者から引渡しを受けた成果品に関する権利は一切発注者に帰属するものとする。 

 （発注者の解除権） 

第１６条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履

行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その

期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である

ときは、この限りでない。 

 ⑴ 正当な理由がなく委託業務に着手しないとき。 

 ⑵ 期間内にこの委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。 

⑶ この契約に違反したとき。 

第１６条の２ 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ち

にこの契約を解除することができる。 

 ⑴ この契約に違反し、その契約の違反により契約の目的を達することができないと認められる

とき。 

⑵  第１７条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 

⑶ 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に

関する法律（昭和２２年法律第５４号）第４９条に規定する排除措置命令（排除措置命令がな

されなかった場合にあっては、同法第６２条第１項に規定する納付命令）を行い、これが確定

したとき。 

⑷ 受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）の刑法（明治４０年法

律第４５号）第９６条の６又は同法第１９８条の規定による刑が確定したとき。 

第１６条の３ 発注者は受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除す

ることができる。 

 ⑴ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役

員又はその支店若しくは営業所（常時業務の請負契約を締結する事務所をいう。）を代表す

る者をいう。）又は経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められるとき。 

⑵ 役員等又は経営に事実上参加している者が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目

的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関



する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は

暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

⑶ 役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又

は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 

⑷ 役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関

係を有していると認められるとき。 

⑸ 第５条第２項の規定により第三者に委任し、又は請負わせようとするときの契約に当たり、

その契約の相手方が第１号から前号までに規定する行為を行う者であると知りながら、当該者

と契約を締結したと認められるとき。 

第１６条の４ 発注者は、委託業務が完了するまでの間は、第１６条、第１６条の２及び前条の規

定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。 

２ 前項又は次条の規定により、契約が解除された場合において、受注者が既に委託業務を完了し

た部分があるときは、発注者は、その部分に相応する業務委託料を受注者に支払うものとする。 

（受注者の解除権） 

第１７条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者と協議のうえ契約を解除する

ことができる。 

 ⑴ 第９条の規定により委託業務内容を変更したため頭書の業務委託料が３分の２以上減少した

とき。 

 ⑵ 発注者が契約に違反し、その違反によって委託業務を完了することが不可能となるに至った

とき。 

（談合等不正行為があった場合の賠償額の予定等） 

第１８条 受注者が、この契約に関して、第１６条の２第３号又は第４号のいずれかに該当したと

きは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、受注者は、賠償金として、業務委託料の１００

分の１０に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第１６条

の２第４号のうち、受注者の刑法第１９８条の規定による刑が確定した場合は、この限りではな

い。 

２  前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。 

３  第１項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合にお

いて、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるものではない。  

 （契約が解除された場合等の違約金） 



第１９条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務委託料の１００分の５

に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

⑴ 発注者が第１６条、第１６条の２又は第１６条の３の規定に基づきこの契約を解除した場合 

 ⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債

務について履行不能となった場合 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

 ⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法律第７５

号）の規定により選任された破産管財人 

 ⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４年法律第

１５４号）の規定により選任された管財人 

 ⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１年法律第

２２５号）の規定により選任された再生債務者等 

３  第１項の場合において、第３条の規定により契約保証金の納付、担保の提供等の契約の保証が

付されているときは、発注者は当該契約保証金、担保、保証事業会社から支払われる保証金又は

保険会社から支払われる保険金等をもって違約金に充当することができる。 

４  第１項及び前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が第１項に規定する違約金の額を超え

る場合において、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるもの

ではない。 

 （違約金等の控除） 

第２０条 受注者がこの契約に基づく違約金等を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発

注者は業務委託料のうちからその金額を控除し、なお不足を生ずるときは追徴する。 

 （個人情報の保護） 

第２１条 受注者は、委託業務の処理上知り得たハードディスクに記録された個人情報を他人に漏

らしてはならない。 

２ 受注者は、ハードディスクに記録された個人情報を他人に閲覧させ、複写させ、又はその写し

を譲渡してはならない。 

３ 受注者は、ハードディスクに記録された個人情報の目的外利用、消去、加工、複製、持ち出し

等をしてはならない。 

４ 受注者は、事故発生時には報告をしなければならない。 

 （従業員研修） 



第２２条 受注者は、この委託業務に従事させる従業員に、業務内容、接遇、人権啓発及び火災、

地震等の緊急時の対応に関する研修その他業務遂行上必要な研修を行うものとする。 

 （補 則） 

第２３条 この契約書に定めのない事項については吹田市財務規則の定めるところに従い、同規則

に定めのない事項については、発注者と受注者が協議して定める。 



吹田市立北山田小学校通学路監視カメラ装置保守点検業務仕様書

1 委託期間は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までとする。

2 対象機器及び点検内容は、別表のとおりとする。

3 定期点検は、年間4回とし実施月は、下記のとおりとする。
1回目 5月
2回目 8月
3回目 11月
4回目 2月

その他、学校から機器異常の連絡があれば、その都度対応のこと。

4 点検日は、事前に学校と打合せを行い、学校運営に支障のないよう配慮すること。

5 点検後、点検結果報告書と点検作業写真を提出すること。

6 点検結果報告書の様式は、別紙のとおりとする。

7 委託料の支払いは、業務完了後とする。

8 受託者は吹田市個人情報保護条例に基づき以下の事項を遵守すること。
　ハードディスクの目的外利用、第三者への提供、消去、加工、複製、持ち出し等
をしてはならない。

9 再委託をしてはならない。

10 機器に異常があれば、ただちに学校管理課に報告すること。

別表
対象機器 員数 点検内容

監視カメラ 4台 電源 DC15V フォーカス調整
撮像素子 インターライン ハウジング清掃

転送方式CCD
液晶モニター 1台 電源 AC100V コントラスト調整

液晶パネル 17型 ブライト調整
モニター清掃
ラック清掃

カメラコントロール 1台 電源 AC100V 画面切替機能点検
ユニット カメラ入力 4回路
ハードディスク 1台 電源 AC100V 録画再生機能点検
レコーダー デスク容量 320GB

映像入力 9回路
放送設備 1式 アンプ出力 40W 放送機能点検

スピーカー 3W　3台
非常警報装置 5台 電源 AC100V 緊急押釦動作確認

音響装置 90ホン以上
照明器具 25台 蛍光灯 32Ｗ2灯用 外観目視点検

（ガード付） 点灯確認
注）
その他線路部分目視点検のこと
非常警報装置5台のうち1台は職員室
照明器具25台のうち9台は非常用器具
蛍光ランプ不良のときは、学校支給品にて交換のこと

仕様



課長 担当 合議

令和　　年　　月　　日

回目

受託者

点 検 報 告 書

吹田市立北山田小学校通学路監視カメラ装置保守点検業務

業務名

主幹 主査



吹田市立北山田小学校通学路監視カメラ装置保守点検業務報告書

令和　　年　　月　　日
吹田市長あて

受託者

点検者 ㊞

下記のとおり点検を実施しましたので報告いたします。

点検日 令和　　年　　月　　日

1 監視カメラ

2 液晶モニター

3 カメラコントロールユニット

4 ハードディスクレコーダー

5 放送設備

6 非常警報装置

7 照明器具

8 その他



0
0

#
0
0

#

　なお、履行期間中は、吹田市の指示に従い、違反しません。

5 0 0

　上記のとおり業務を請け負います。

　つきましては、吹田市財務規則及び関係法令を順守し、別冊の図面及び

仕様書のとおり履行期間内に完成引き渡します。

\ 9
5 0\ 1 0 4 0

うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額

千 百 十 円十 億 千 百 十 万

3 履 行 期 間 令和 4年 5月27日　から　令和 5年 3月31日　まで

4 業 務 委 託 料

千 百

22002815

1 委 託 業 務 名 はぎのきこども園機械設備保守点検業務

2 場 所 はぎのきこども園

商号又は名称 （株）グリーン空調サービス

㊞代 表 者 氏 名 代表取締役　河邊　紀博

収 入

印 紙 業務委託請書

令和 4年 5月27日

吹田市長　後藤　圭二 殿

所 在 地 大阪府吹田市江坂町２丁目１１番３０号



はぎのきこども園機械設備保守点検業務仕様書 

 

１ 業務名 

 はぎのきこども園機械設備保守点検業務 

 

２ 業務の場所 

 吹田市古江台２丁目 11 番４号 はぎのきこども園 

 

３ 業務の内容 

 はぎのきこども園機械設備の清掃及び保守点検等 

 

４ 履行期間 

 契約締結日から令和５年３月 31 日まで 

 

５ 対象機器 

 別紙「対象機器一覧表」のとおり 

 

６ 点検事項及び点検回数 

点検事項は次のとおりとする。  

（１） 全熱交換機【年 2 回点検(夏期及び冬期) ※エレメント清掃は年１回点検(夏期)】 

・エアフィルターの清掃 

・異常音・振動の確認 

・電圧値・電流値・絶縁の測定 

・各部腐食等点検 

・運転確認 

・エレメント清掃  

（２） 調理室送風機【年 2 回点検(夏期及び冬期)】 

・異常音・振動の確認 

・V ベルト調整 

・ファン軸受グリスアップ 

・運転確認 

（３） 排水ポンプ【年１回点検(夏期)】 

・異常音・振動の確認 

・電圧値・電流値・絶縁の測定 

・運転確認 

※ 保守点検作業において、軽微な損傷がある場合は補修するものとし、必要な消耗品等

は本業務に含むものとする。 

※ 業務完了毎に、報告書を提出すること。 

※ 業務の内容は、国土交通省建築保全共通仕様書によること 

 

 



７ 遵守事項 

（１）業務実施に当たっては、事故等が生じないよう十分な安全対策を講ずること。 

（２）業務終了後は、作業場所及びその周辺の清掃を行うこと。 

（３）業務において発生したゴミ及び不要物は作業者側において処理すること。 

（４）業務に関し、発注者側の備品並びに点検機器等は使用しないこと。 

 

８ 仕様書等についての質問先 

 吹田市児童部保育幼稚園室 総務グループ 施設管理・園務改善担当（06-6834-1541） 

 

別紙 対象機器一覧表 

全熱交換機 

型式 台数 備考 

LGH-N25RX 2 台 

三菱電機製 

LGH-N35RX 3 台 

LGH-N15RX 1 台 

LGH-N50RX 4 台 

LGH-N25CX 1 台 

LGH-N15CX 2 台 

LGH-N65RX 3 台 

SCF-40LS2 2 台 

 

調理室送風機 

型式 台数 備考 

3SRMO4 1 台 
荏原製作所

製 
3SRM4 1 台 

 

排水ポンプ 

型式 台数 備考 

50DWV6.25SB 5 台 
荏原製作所

製 

 



0
0

#
0
0

#
0
00
0

①

受　注　者 大阪府大阪市住吉区長居東4丁目2番6号

㊞株式会社新大阪設計事務所

代表取締役会長　浅田　昌孝

本 契 約 の 証 と し て 本 書 ２ 通 を 作 成 し 、 発 注 者 と 受 注 者 記 名 押 印 の う え 、 各 自

１ 通 を 保 有 す る 。

令和 3年10月 1日

発　注　者 吹 田 市

代表者　吹田市長　後藤　圭二

6 適 用 除 外 条 項

上記の委託業務について、発注者と受注者は各々の対等な立場における合意に基づいて、

別添の条項（適用除外条項は、上記６のとおり。）によって公正な委託契約を締結し、

　第 ３ 条

信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

0 0 0
5 契 約 の 保 証 免　　除

\ 8 1 0
0 0 0

うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額

\ 8 9 1 0
千 百 十 円十 億 千 百 十 万

3 履 行 期 間 令和 3年10月 1日　から　令和 4年 2月28日　まで

4 業 務 委 託 料

千 百

業務委託契約書

21005107

1 委 託 業 務 名
吹田市立吹田第二小学校ほか17校建築物・建築設備定期点検業務
及び吹田市立吹田南幼稚園建築設備定期点検業務

2 場 所 吹田市泉町３丁目１５番１８号ほか

21005029



（総 則） 

第１条 受注者は、仕様書に基づき、頭書の業務委託料（以下「業務委託料」という。）をもっ

て、頭書の履行期間（以下「履行期間」という。）内に、頭書の委託業務（以下「委託業務」と

いう。）を完了しなければならない。 

２ 前項の仕様書に明記されていない仕様があるときは、発注者と受注者が協議して定める。 

 （法令上の責任） 

第２条 受注者は、この委託業務の履行に当たり、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）、労働

安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）その他関係法令を遵守しなければならない。 

（契約の保証） 

第３条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければな

らない。 

⑴ 契約保証金の納付 

⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実

と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年

法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証 

⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 

２ 前項の保証に係る契約保証金の額、担保の価値（有価証券の場合にあっては時価の１０分の８

の額）、保証金額又は保険金額は、業務委託料の１００分の５以上としなければならない。ただ

し、発注者が、特に必要があると認めたときは、この限りでない。 

３ 受注者が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第１

９条第２項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならな

い。 

 （権利義務の譲渡等） 

第４条 この契約によって生ずる受注者の権利又は義務は、第三者にこれを譲渡し、又は承継させ

てはならない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

 （一括委任等の禁止及び誓約書の提出） 

第５条 受注者は、委託業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはなら

ない。 



２ 受注者は、委託業務の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、あらかじめ、

発注者の承諾を得なければならない。 

３ 受注者は、前項の承諾を得たときは、受任者又は下請負人の商号又は名称その他必要な事項を

発注者に通知しなければならない。 

４ 受注者は、受任者又は下請負人が、吹田市暴力団の排除等に関する条例（平成２４年吹田市

条例第５０号）第８条第２項に規定する暴力団員及び暴力団密接関係者でないことを表明した

誓約書を、それぞれから徴収し、発注者に提出しなければならない。ただし、その受任者又は

下請負人との契約において、契約金額が５００万円未満の場合は、この限りでない。 

５  受注者は、吹田市指名停止措置要領（平成１６年４月１日制定）に基づく指名停止措置を受

けている者、吹田市公共工事等及び売払い等の契約における暴力団排除措置要領（平成２４年１

１月１３日制定）に基づく入札参加除外措置を受けている者及び第１６条の３各号に該当する者

を受任者又は下請負人としてはならない。 

６  受注者が入札参加除外措置を受けている者又は第１６条の３各号に該当する者を受任者又は

下請負人としていた場合は、発注者は受注者に対して、当該契約の解除を求めることができる。 

７ 前項の規定により契約の解除を行った場合の一切の責任は、受注者が負うものとする。 

 （特許権等の使用） 

第６条 受注者は、この委託業務の履行について特許権その他第三者の権利の対象となっている履

行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 

 （現場代理人） 

第７条 受注者は、現場代理人を定め、書面により発注者に通知しなければならない。 

２ 受注者又は現場代理人は、発注者の指示に従い委託業務に関する一切の事項を処理しなければ

ならない。 

３ 発注者は、受注者の現場代理人について、委託業務の実施又は管理について著しく不適当と認

めるときは、受注者に対しその理由を明示してその交替を求めることができる。 

 （委託業務の調査等） 

第８条 発注者は、必要と認めるときは受注者に対して委託業務の処理状況につき、調査をし、又

は報告を求めることができる。 

 （業務内容の変更等） 

第９条 発注者は、必要がある場合には委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止するこ

とができる。この場合において、業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者



と受注者が協議して書面によりこれを定める。 

 （履行期間の延長） 

第１０条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に委託業務を完了

することができないことが明らかになったときは、発注者に対し遅滞なくその理由を付して書面

により履行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は発注者と受注者が協議し

て定める。 

 （業務の処理に関して生じた損害の負担） 

第１１条 委託業務の処理に関して生じた損害（第三者に及ぼした損害を含む。）は、受注者が負

担するものとする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由により生じたときはこの限

りでない。 

 （履行遅滞の場合における延滞違約金） 

第１２条 受注者の責めに帰すべき理由により、履行期間内に委託業務を完了することができない

場合において、履行期間経過後発注者が相当と認める期間内に完了する見込みがあるときは、発

注者は延滞違約金を徴収して履行期間を延長することができる。 

２ 前項に規定する延滞違約金の額は、業務委託料に対して、吹田市財務規則（昭和３９年吹田市

規則第１４号）に定める延滞違約金の率で計算して得た額とする。 

 （検査及び引渡し） 

第１３条 受注者は、委託業務を完了したときは、遅滞なく発注者に対して受託業務完了届ととも

に成果品一切を提出しなければならない。 

２ 発注者は、前項の受託業務完了届を受理したときは、その日から１０日以内に成果品について

検査を行わなければならない。 

３ 受注者は、前項の検査の結果不合格となり、成果品について補正を命ぜられたときは、遅滞な

く当該補正を行い再検査を受けなければならない。この場合においては、補正の完了を業務の完

了とみなして、前各項の規定を準用する。 

４ 受注者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果品を発注者に引き渡さなければ

ならない。 

 （業務委託料の支払） 

第１４条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して業務委託料の支払

を請求するものとする。 

２ 発注者は、前項の支払請求があったときは、その日から３０日以内に支払わなければならな



い。 

 （権利の帰属） 

第１５条 受注者から引渡しを受けた成果品に関する権利は一切発注者に帰属するものとする。 

 （発注者の解除権） 

第１６条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履

行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その

期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である

ときは、この限りでない。 

 ⑴ 正当な理由がなく委託業務に着手しないとき。 

 ⑵ 期間内にこの委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。 

⑶ この契約に違反したとき。 

第１６条の２ 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ち

にこの契約を解除することができる。 

 ⑴ この契約に違反し、その契約の違反により契約の目的を達することができないと認められる

とき。 

⑵  第１７条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 

⑶ 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に

関する法律（昭和２２年法律第５４号）第４９条に規定する排除措置命令（排除措置命令がな

されなかった場合にあっては、同法第６２条第１項に規定する納付命令）を行い、これが確定

したとき。 

⑷ 受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）の刑法（明治４０年法

律第４５号）第９６条の６又は同法第１９８条の規定による刑が確定したとき。 

第１６条の３ 発注者は受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除す

ることができる。 

 ⑴ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役

員又はその支店若しくは営業所（常時業務の請負契約を締結する事務所をいう。）を代表す

る者をいう。）又は経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められるとき。 

⑵ 役員等又は経営に事実上参加している者が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目

的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は



暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

⑶ 役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又

は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 

⑷ 役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関

係を有していると認められるとき。 

⑸ 第５条第２項の規定により第三者に委任し、又は請負わせようとするときの契約に当たり、

その契約の相手方が第１号から前号までに規定する行為を行う者であると知りながら、当該者

と契約を締結したと認められるとき。 

第１６条の４ 発注者は、委託業務が完了するまでの間は、第１６条、第１６条の２及び前条の規

定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。 

２ 前項又は次条の規定により、契約が解除された場合において、受注者が既に委託業務を完了し

た部分があるときは、発注者は、その部分に相応する業務委託料を受注者に支払うものとする。 

（受注者の解除権） 

第１７条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者と協議のうえ契約を解除する

ことができる。 

 ⑴ 第９条の規定により委託業務内容を変更したため頭書の業務委託料が３分の２以上減少した

とき。 

 ⑵ 発注者が契約に違反し、その違反によって委託業務を完了することが不可能となるに至った

とき。 

（談合等不正行為があった場合の賠償額の予定等） 

第１８条 受注者が、この契約に関して、第１６条の２第３号又は第４号のいずれかに該当したと

きは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、受注者は、賠償金として、業務委託料の１００

分の１０に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第１６条

の２第４号のうち、受注者の刑法第１９８条の規定による刑が確定した場合は、この限りではな

い。 

２  前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。 

３  第１項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合にお

いて、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるものではない。  

 （契約が解除された場合等の違約金） 

第１９条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務委託料の１００分の５



に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

⑴ 発注者が第１６条、第１６条の２又は第１６条の３の規定に基づきこの契約を解除した場合 

 ⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債

務について履行不能となった場合 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

 ⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法律第７５

号）の規定により選任された破産管財人 

 ⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４年法律第

１５４号）の規定により選任された管財人 

 ⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１年法律第

２２５号）の規定により選任された再生債務者等 

３  第１項の場合において、第３条の規定により契約保証金の納付、担保の提供等の契約の保証が

付されているときは、発注者は当該契約保証金、担保、保証事業会社から支払われる保証金又は

保険会社から支払われる保険金等をもって違約金に充当することができる。 

４  第１項及び前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が第１項に規定する違約金の額を超え

る場合において、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるもの

ではない。 

 （違約金等の控除） 

第２０条 受注者がこの契約に基づく違約金等を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発

注者は業務委託料のうちからその金額を控除し、なお不足を生ずるときは追徴する。 

 （秘密の保持） 

第２１条 受注者は、委託業務の処理上知り得た積算等の秘密を他人に漏らしてはならない。 

２ 受注者は成果品（委託業務等の履行過程において得られた記録等を含む。）を他人に閲覧さ

せ、複写させ、又はその写しを譲渡してはならない。 

 （従業員研修） 

第２２条 受注者は、この委託業務に従事させる従業員に、業務内容、接遇、人権啓発及び火災、

地震等の緊急時の対応に関する研修その他業務遂行上必要な研修を行うものとする。 

 （補 則） 

第２３条 この契約書に定めのない事項については吹田市財務規則の定めるところに従い、同規則

に定めのない事項については、発注者と受注者が協議して定める。 



建築物・建築設備定期点検業務委託仕様書 

 

 

 １.委託業務名 吹田市立吹田第二小学校ほか 17 校建築物・建築設備定期点検業務 

          及び吹田市立吹田南幼稚園建築設備定期点検業務 

 ２.場所   吹田市泉町３丁目１５番１８号ほか 

 ３.履行期間  契約締結日から令和４年２月２８日まで 

 ４.点検施設及び規模 

          別紙１のとおり 

 

Ⅰ.定期点検仕様 

 １.点検業務内容 

（１）建築点検  ・建築基準法第１２条第２項に基づく建築点検 

 （２）設備点検  ・建築基準法第１２条第４項に基づく建築設備点検 

      ・消防法の多量火気使用場所の防火区画（令１３条１項 給食調理場の 

２００㎡区画）の有無及び区画方法の点検 

      ※排煙設備、非常用照明設備及び昇降機設備は点検対象から除く 

 （３）防火設備点検 ・建築基準法第１２条第４項に基づく防火設備点検 

 （４）施設点検  ・市有建築物保全システムに基づく簡易点検 

            ・敷地内既存建築物の法適合性確認点検 

 （５）遊具点検  ・遊具の損傷、腐食その他劣化状況の点検 

             ※遊具点検については幼稚園のみ 

  

 ２.点検者の資格 

 （１）点検者は当該点検業務に必要な次のいずれかの資格を有する者とする 

   ・一級建築士（すべての点検業務が可、敷地内既存建築物の法適合性確認点検時必要） 

   ・二級建築士（すべての点検業務が可） 

   ・特定建築物調査員資格者（建築物の敷地及び構造の点検に必要） 

   ・建築設備検査員資格者（昇降機以外の建築設備の点検に必要） 

   ・防火設備検査員資格者（防火設備の点検に必要） 

 （２）点検の実施に先立ち次の事項について書面をもって通知すること 

   ・氏名、生年月日、経歴書、点検に関する資格を証明するもの 

 

 ３.点検方法 

 （１）建築点検  ・建築基準法第１２条第２項に基づく建築点検 

       《平成２０年国土交通省告示第２８２号に定める検査項目、事項、方法による点検》 

 （２）設備点検  ・建築基準法第１２条第４項に基づく建築設備点検 

      《平成２０年国土交通省告示第２８５号に定める検査項目、事項、方法による点検》 

 （３）防火設備点検 ・建築基準法第１２条第４項に基づく防火設備点検 

      《平成２８年国土交通省告示第７２３号の定める検査項目、事項、方法による点検》 

 （４）施設点検  ・点検入力シート（指定様式）による 

            ・既存建築物調査票（指定様式）による 

 （５）遊具点検  ・遊具定期点検報告書（指定様式）による 

             ※遊具点検については幼稚園のみ 

  



  〈参考資料〉 

  （建築物・建築設備）国の機関の建築物の点検・確認ガイドライン 

  監修 国土交通省大臣官房官庁営繕部計画課保全指導室発行 財団法人建築保全センター 

 

 ４.点検結果の報告 

  別紙２の提出書類に基づき作成のこと 

 

Ⅱ.定期点検図面作成要領 

 １.定期点検図面の作成 

    新設された学校、増築、改修等を行った学校については、図面を作成もしくは修正すること 

  点検用の図面データに点検結果を記入すること 

  別紙図枠（指定様式）を用いて作成すること 

（１）建築点検図面 

   ・配置図（A3 S：1/1000 程度） 

     敷地・建物周辺の点検結果、写真番号を引き出し線で記入すること 

   ・平面図（A3 S：1/400 程度） 

     各棟ごとに作成し、点検結果、写真番号を引き出し線で記入すること 

   ・立面図（A3 S：1/400 程度） 

     各棟ごとに作成し、点検結果、写真番号を引き出し線で記入すること 

 （２）設備点検図面 

   ・配置図（A3 S：1/1000 程度） 

     敷地内の各設備がある場所を記入すること 

   ・平面図（A3 S：1/100 程度） 

     換気設備、防火ダンパー及び給排水設備等の位置を記入すること 

     点検結果、写真番号を引き出し線で記入すること 

 （３）防火設備点検図面 

   ・平面図（A3 S：1/400 程度） 

     区画の種類、防火設備の位置、写真番号を記入すること 

  （４）施設点検図面（敷地内既存建築物の法適合性確認点検） 

      ・配置図（A3 S：1/1000 程度） 

     敷地内既存建築物の位置、写真番号を記入すること 

 （５）遊具点検図面（幼稚園のみ） 

   ・配置図（A3 S：1/1000 程度） 

     点検結果、写真番号を引き出し線で記入すること 

   ・平面図・姿図（A3 S：1/100 程度） 

     点検結果を引き出し線で記入すること 

 

Ⅲ.貸与資料 

 業務の実施に先立ち、必要に応じ関係資料を貸与する。なお、発注者が請求した場合や業務が

終了した場合には速やかに返却すること 

   ・点検記録簿関係書類 

   ・図面（CAD データを含む） 

  



一般事項 

 

（１）点検者は、点検の実施（測定、計測を含む）にあたり関係者と協議し、施設利用者等の安全に十

分配慮すること。 

 

（２）点検に必要な工具、計測機器等の機材は設備機器に付属して設置されているものを除き、受注者

の負担とする。 

その他費用負担が不明確なものについては、双方協議の上決定する。 

 

（３）業務の実施にあたっては、既存設備または他の物品等に損害を及ぼさないよう注意し、万一損害

を与えた場合は直ちに施設管理担当者に報告し、その指示に従い修復すること。 

 

（４）業務の実施にあたり、適用を受ける関係法令等を遵守し、業務の円滑な遂行を図る。 

 

（５）本書に定めのない事項については施設管理担当者と協議し、その指示に従うとともに議事録を作

成して提出すること。 

 

（６）本業務で知り得た事項及び関連資料を当該業務に関わるもの以外に漏洩してはならない。 

 

（７）著作権、特許権その他の第三者の権利の対象となっている点検方法等の使用に関しては、その費

用負担及び使用交渉の一切を受注者が行う。 

 

（８）施設管理者の立会い 

点検の実施に関しては、施設管理者が立合うことがある。 

また、受注者側から施設管理者に立会いを求める場合は、あらかじめ申し出ること。 

 

（９）調査は、下記の事項について本市担当者と協議の上行こと。 

①図面照合 

②建物履歴調査 

③現地調査 

 

（１０）点検結果については、本市担当者に十分な説明を行うこと。 

 

（１１）その他疑義が生じた場合には、速やかに本市担当者と協議すること。 



点 検 施 設 一 覧 別紙１

番　号 施 設 名 場　　　　所
最も古い
校舎の

建築年度
延べ面積

主たる
構　造

最　高
階　数

遊具箇所数

建築点検
施設点検
(既存建築
物調査含)

設備点検
防火設備

点検
遊具点検

外壁
全面調査

1 吹田第六小学校 吹田市南清和園町４３番１号 S48 約6,400 RC 4 - - ○ ○ - -

約6,800 4 - - ○ ○ - -

約700 1 - - ○ ○ - -

3 豊津第二小学校 吹田市江坂町２丁目５番１号 S44 約7,700 RC 4 - - ○ ○ - -

約6,600 4 - - ○ ○ - -

約700 1 - - ○ ○ - -

5 桃山台小学校 吹田市桃山台１丁目５番１号 S42 約7,100 RC 3 - - ○ ○ - -

6 吹田第二小学校 吹田市泉町３丁目１５番１８号 S37 約7,000 RC 4 - ○ ○ ○ - -

7 吹田東小学校 吹田市幸町２０番１号 S33 約6,600 RC 4 - ○ ○ ○ - -

吹田南小学校 S44 約7,450 RC 4 - ○ ○ ○ - -
南育成室 H19 約270 S 2 - ○ ○ ○ - -

千里第二小学校 約7,700 4 - ○ ○ ○ - -

千里第二幼稚園 約650 1 8 ○ ○ ○ ○ -

千二育成室 H28 約150 S 2 - ○ ○ ○ - -
千里第三小学校 S43 約7,100 RC 3 - ○ ○ ○ - -

千三育成室 R1 約170 S 2 - ○ ○ ○ - -

約10,000 4 - ○ ○ ○ - -

約800 1 6 ○ ○ ○ ○ -

山田第一小学校 約5,000 4 - ○ ○ ○ - -

山田第一幼稚園 約600 1 10 ○ ○ ○ ○ -

山一育成室 H19 約140 S 2 - ○ ○ ○ - -
吹田市元町３０番３５号 S5 約5,400 3 - - ○ ○ - -
吹田市元町３０番４４号 S41 約900 1 - - ○ ○ - -

約6,000 4 - - ○ ○ - -

約700 1 - - ○ ○ - -

15 佐井寺小学校 吹田市佐井寺３丁目３番１号 S58 約6,800 RC 4 - - ○ ○ - -

約7,300 4 - - ○ ○ - -

約600 1 - - ○ ○ - -
S35 約7,700 4 - - ○ ○ - -
S48 約800 1 - - ○ ○ - -

18 山手小学校 吹田市山手町２丁目１５番４３号 S34 約6,800 RC 4 - - ○ ○ - -

1 吹田南幼稚園 吹田市南金田１丁目４番１６号 R1 約1070 RC 2 - - ○ ○ - -

吹田市山田東２丁目３３番２号ほか

吹田市五月が丘西４番１号

17
豊津第一小学校
豊津第一幼稚園

吹田市江坂町１丁目１５番４２号

11
岸部第一小学校
岸部第一幼稚園

吹田市岸部中２丁目１９番１号

RC

8

9

10

12

吹田市南吹田５丁目１２番１号

吹田市千里山松が丘２５番１号

14
吹田第三小学校
吹田第三幼稚園

吹田市高城町１８番３９号 S45 RC

16
東佐井寺小学校
東佐井寺幼稚園

S57 RC

S38 RC

13
吹田第一小学校
吹田第一幼稚園

RC

2
千里新田小学校
千里新田幼稚園

吹田市春日４丁目１０番１号 S54 RC

Ｓ39 RC

4
江坂大池小学校
江坂大池幼稚園

吹田市江坂町３丁目１３番１号 S54 RC

S31 RC

吹田市千里山西２丁目１３番１号



別紙２ 

提出書類 

 

１.提出書類 

 

（１）定期点検結果報告書 

ア.建築点検 

  ①建築物定期点検報告書        （別紙様式１/Excel データ） 

  ②建築物定期点検結果書        （別紙様式２/Excel データ） 

  ③定期点検報告概要書（建築物）      （別紙様式３/Excel データ） 

  ④点検結果表１～３         （別紙様式４/Excel データ） 

  ⑤点検結果表特記事項        （別紙様式５/Excel データ） 

  ⑥点検結果表（既存不適格）特記事項     （別紙様式６/Excel データ） 

  ⑦定期点検計画図及び定期点検記録図     （別紙様式７/JwwCAD 形式） 

   写真番号を落とし込み、点検結果を引き出し線で記入すること 

   ・配置図  S：1/1000 程度 

   ・各階平面図 S：1/400 程度 

   ・各棟立面図 S：1/400 程度 

  ⑧点検記録写真          （別紙様式８/Excel データ） 

   定期点検記録図に写真番号を記入し、撮影箇所がわかるようにすること 

  ⑨外壁全面調査赤外線調査報告書             （任意様式） 

  ※④～⑧は、棟ごとに作成すること 

 

イ.設備点検 

  ①建築設備定期点検報告書       （別紙様式Ａ/Excel データ） 

  ②定期点検報告概要書（建築設備）     （別紙様式Ｂ/Excel データ） 

   ③点検結果表１～３        （別紙様式Ｃ-１～３/Excel データ） 

  ④点検結果表特記事項        （別紙様式５/Excel データ） 

  ⑤点検結果表（既存不適格）特記事項     （別紙様式６/Excel データ） 

⑥法第２８条第２項又は第３項に基づき換気設備が設けられた居室（換気設備を設ける 

べき調理室等を除く）の換気状況評価表     （別表１/Excel データ） 

  *中央管理方式の空気調和設備の調査は夏季・冬季等の負荷の大きな日を設定すること 

⑦換気設備を設けるべき調理室等の換気風量測定表  （別表２/Excel データ） 

⑧定期点検計画図及び定期点検記録図      （別紙様式Ｄ/JwwCAD 形式） 

   写真番号を落とし込み、点検結果を引き出し線で記入すること 

   ・配置図  S：1/1000 程度 

   ・各階平面図 S：1/100 程度 

  ⑨点検記録写真                  （別紙様式８/Excel データ） 

   定期点検記録図に写真番号を記入し、撮影箇所がわかるようにすること 

 



 

ウ.防火設備点検 

  ①防火設備点検報告書        （別紙様式ａ/Excel データ） 

  ②防火設備定期点検結果書       （別紙様式ｂ/Excel データ） 

  ③定期点検報告概要書（防火設備）     （別紙様式ｃ/Excel データ） 

  ④防火設備点検結果表１～４       （別紙様式ｄ-１～４/Excel データ） 

  ⑤防火設備点検結果表特記事項      （別紙様式ｅ/Excel データ） 

  ⑥防火設備点検結果表（既存不適格）特記事項   （別紙様式ｆ/Excel データ） 

⑦定期点検計画図及び定期点検記録図     （別紙様式ｇ/JwwCAD 形式） 

   写真番号を落とし込み、点検結果を引き出し線で記入すること 

   ・配置図  S：1/1000 程度 

   ・各階平面図 S：1/400 程度（面積区画、竪穴区画、消防法を分けて記入のこと） 

   ・各棟立面図 S：1/400 程度 

  ⑧点検記録写真                  （別紙様式ｈ/Excel データ） 

   定期点検記録図に写真番号を記入し、撮影箇所がわかるようにすること 

   防火設備の位置を記入し、点検表に対応した写真番号を記入すること 

 

エ.改善計画 

  ①改善計画書            （別紙様式①/Excel データ） 

  ②棟別改善事項一覧表          （別紙様式②/Excel データ） 

  ③定期点検計画図及び定期点検記録図    （別紙様式７・Ⅾ・ｇ/JwwCAD 形式） 

      改善が必要な箇所に状況・改善方法・写真番号を落とし込むこと。 

   ・配置図  S：1/1000 程度 

   ・各階平面図 S：1/400 程度 

   ・各棟立面図 S：1/400 程度 

   ④写真                （別紙様式③/Excel データ） 

   改善計画図に写真番号を記入し、撮影箇所がわかるようにすること。 

      また、改善方法も記入しておくこと。 

 

オ.施設点検 

  ①点検入力シート             （Excel データ） 

  ②既存建築物調査票           （別紙様式Ⓐ/Excel データ） 

  ③既存建築物点検記録図         （別紙様式Ⓑ/JwwCAD データ） 

   既存建築物調査票に対応した棟番号を落とし込むこと 

   ・配置図  S：1/1000 程度 

   ④点検記録写真            （別紙様式©/Excel データ） 

   既存建築物点検記録図に写真番号を記入し、撮影箇所がわかるようにすること 

 

 

 



 

カ.遊具点検（幼稚園のみ） 

  ①遊具定期点検報告書           （Excel データ） 

  ②遊具総括表、学校ごとの総括表         （Excel データ） 

  ③配置図、平面図、姿図           （JwwCAD データ） 

   総括表に対応した写真番号、遊具名及び点検内容を落とし込むこと 

   ④遊具履歴書             （Excel データ） 

   写真貼り付け 

 

（２）定期点検結果 要是正指摘事項一覧表        （Excel データ） 

 

 

（３）その他職員が指示する書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

２.提出部数 

 

番号 点検項目 綴り方 部数 

１ 
（１）ア.建築点検 

（２）定期点検結果 
学校ごとにまとめて綴じる １冊 

２ （１）イ.設備点検 学校ごとにまとめて綴じる １冊 

３ （１）ウ.防火設備点検 学校ごとにまとめて綴じる １冊 

４ 
（１）エ.施設点検 

（１）オ.遊具点検(幼稚園のみ) 

それぞれの点検ごとに、学校ごとに

まとめて綴じる 
１冊 

５ 

（１）ア.建築点検 

（１）イ.設備点検 

（１）ウ.防火設備点検 

（１）エ.施設点検 

（１）オ.遊具点検(幼稚園のみ) 

建築点検を実施する学校について各

学校ごとにまとめて 1 冊に綴じる 
学校数 

６ 
（１）イ.設備点検 

（１）ウ.防火設備点検 

建築点検を実施しない学校について

各学校ごとにまとめて 1 冊に綴じる 
学校数 

                                      

 ※提出物の各ファイルの背表紙に、年度、委託業務名、点検項目、５・６については学校名を 

ラベリングすること 



0
0

#
0
0

#
0
00
0

①

業務委託契約書

21005108

1 委 託 業 務 名
吹田市立東山田小学校ほか17校建築物・建築設備定期点検業務及び吹
田市立佐竹台幼稚園建築物・建築設備定期点検業務

2 場 所 吹田市青葉丘南１５番１０号ほか

21005038

3 履 行 期 間 令和 3年10月 1日　から　令和 4年 2月28日　まで

4 業 務 委 託 料

千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

\ 7 5 9 0 0 0 0
うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額

免　　除

\ 6 9 0

6 適 用 除 外 条 項

上記の委託業務について、発注者と受注者は各々の対等な立場における合意に基づいて、

別添の条項（適用除外条項は、上記６のとおり。）によって公正な委託契約を締結し、

　第 ３ 条

0 0 0
5 契 約 の 保 証

信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

本 契 約 の 証 と し て 本 書 ２ 通 を 作 成 し 、 発 注 者 と 受 注 者 記 名 押 印 の う え 、 各 自

１ 通 を 保 有 す る 。

令和 3年10月 1日

発　注　者 吹 田 市

代表者　吹田市長　後藤　圭二

受　注　者 大阪府吹田市南金田1丁目11番22‐301号

㊞有限会社　エル設計

代表取締役　松本　博雄



（総 則） 

第１条 受注者は、仕様書に基づき、頭書の業務委託料（以下「業務委託料」という。）をもっ

て、頭書の履行期間（以下「履行期間」という。）内に、頭書の委託業務（以下「委託業務」と

いう。）を完了しなければならない。 

２ 前項の仕様書に明記されていない仕様があるときは、発注者と受注者が協議して定める。 

 （法令上の責任） 

第２条 受注者は、この委託業務の履行に当たり、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）、労働

安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）その他関係法令を遵守しなければならない。 

（契約の保証） 

第３条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければな

らない。 

⑴ 契約保証金の納付 

⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実

と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年

法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証 

⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 

２ 前項の保証に係る契約保証金の額、担保の価値（有価証券の場合にあっては時価の１０分の８

の額）、保証金額又は保険金額は、業務委託料の１００分の５以上としなければならない。ただ

し、発注者が、特に必要があると認めたときは、この限りでない。 

３ 受注者が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第１

９条第２項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならな

い。 

 （権利義務の譲渡等） 

第４条 この契約によって生ずる受注者の権利又は義務は、第三者にこれを譲渡し、又は承継させ

てはならない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

 （一括委任等の禁止及び誓約書の提出） 

第５条 受注者は、委託業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはなら

ない。 



２ 受注者は、委託業務の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、あらかじめ、

発注者の承諾を得なければならない。 

３ 受注者は、前項の承諾を得たときは、受任者又は下請負人の商号又は名称その他必要な事項を

発注者に通知しなければならない。 

４ 受注者は、受任者又は下請負人が、吹田市暴力団の排除等に関する条例（平成２４年吹田市

条例第５０号）第８条第２項に規定する暴力団員及び暴力団密接関係者でないことを表明した

誓約書を、それぞれから徴収し、発注者に提出しなければならない。ただし、その受任者又は

下請負人との契約において、契約金額が５００万円未満の場合は、この限りでない。 

５  受注者は、吹田市指名停止措置要領（平成１６年４月１日制定）に基づく指名停止措置を受

けている者、吹田市公共工事等及び売払い等の契約における暴力団排除措置要領（平成２４年１

１月１３日制定）に基づく入札参加除外措置を受けている者及び第１６条の３各号に該当する者

を受任者又は下請負人としてはならない。 

６  受注者が入札参加除外措置を受けている者又は第１６条の３各号に該当する者を受任者又は

下請負人としていた場合は、発注者は受注者に対して、当該契約の解除を求めることができる。 

７ 前項の規定により契約の解除を行った場合の一切の責任は、受注者が負うものとする。 

 （特許権等の使用） 

第６条 受注者は、この委託業務の履行について特許権その他第三者の権利の対象となっている履

行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 

 （現場代理人） 

第７条 受注者は、現場代理人を定め、書面により発注者に通知しなければならない。 

２ 受注者又は現場代理人は、発注者の指示に従い委託業務に関する一切の事項を処理しなければ

ならない。 

３ 発注者は、受注者の現場代理人について、委託業務の実施又は管理について著しく不適当と認

めるときは、受注者に対しその理由を明示してその交替を求めることができる。 

 （委託業務の調査等） 

第８条 発注者は、必要と認めるときは受注者に対して委託業務の処理状況につき、調査をし、又

は報告を求めることができる。 

 （業務内容の変更等） 

第９条 発注者は、必要がある場合には委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止するこ

とができる。この場合において、業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者



と受注者が協議して書面によりこれを定める。 

 （履行期間の延長） 

第１０条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に委託業務を完了

することができないことが明らかになったときは、発注者に対し遅滞なくその理由を付して書面

により履行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は発注者と受注者が協議し

て定める。 

 （業務の処理に関して生じた損害の負担） 

第１１条 委託業務の処理に関して生じた損害（第三者に及ぼした損害を含む。）は、受注者が負

担するものとする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由により生じたときはこの限

りでない。 

 （履行遅滞の場合における延滞違約金） 

第１２条 受注者の責めに帰すべき理由により、履行期間内に委託業務を完了することができない

場合において、履行期間経過後発注者が相当と認める期間内に完了する見込みがあるときは、発

注者は延滞違約金を徴収して履行期間を延長することができる。 

２ 前項に規定する延滞違約金の額は、業務委託料に対して、吹田市財務規則（昭和３９年吹田市

規則第１４号）に定める延滞違約金の率で計算して得た額とする。 

 （検査及び引渡し） 

第１３条 受注者は、委託業務を完了したときは、遅滞なく発注者に対して受託業務完了届ととも

に成果品一切を提出しなければならない。 

２ 発注者は、前項の受託業務完了届を受理したときは、その日から１０日以内に成果品について

検査を行わなければならない。 

３ 受注者は、前項の検査の結果不合格となり、成果品について補正を命ぜられたときは、遅滞な

く当該補正を行い再検査を受けなければならない。この場合においては、補正の完了を業務の完

了とみなして、前各項の規定を準用する。 

４ 受注者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果品を発注者に引き渡さなければ

ならない。 

 （業務委託料の支払） 

第１４条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して業務委託料の支払

を請求するものとする。 

２ 発注者は、前項の支払請求があったときは、その日から３０日以内に支払わなければならな



い。 

 （権利の帰属） 

第１５条 受注者から引渡しを受けた成果品に関する権利は一切発注者に帰属するものとする。 

 （発注者の解除権） 

第１６条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履

行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その

期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である

ときは、この限りでない。 

 ⑴ 正当な理由がなく委託業務に着手しないとき。 

 ⑵ 期間内にこの委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。 

⑶ この契約に違反したとき。 

第１６条の２ 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ち

にこの契約を解除することができる。 

 ⑴ この契約に違反し、その契約の違反により契約の目的を達することができないと認められる

とき。 

⑵  第１７条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 

⑶ 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に

関する法律（昭和２２年法律第５４号）第４９条に規定する排除措置命令（排除措置命令がな

されなかった場合にあっては、同法第６２条第１項に規定する納付命令）を行い、これが確定

したとき。 

⑷ 受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）の刑法（明治４０年法

律第４５号）第９６条の６又は同法第１９８条の規定による刑が確定したとき。 

第１６条の３ 発注者は受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除す

ることができる。 

 ⑴ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役

員又はその支店若しくは営業所（常時業務の請負契約を締結する事務所をいう。）を代表す

る者をいう。）又は経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められるとき。 

⑵ 役員等又は経営に事実上参加している者が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目

的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は



暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

⑶ 役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又

は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 

⑷ 役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関

係を有していると認められるとき。 

⑸ 第５条第２項の規定により第三者に委任し、又は請負わせようとするときの契約に当たり、

その契約の相手方が第１号から前号までに規定する行為を行う者であると知りながら、当該者

と契約を締結したと認められるとき。 

第１６条の４ 発注者は、委託業務が完了するまでの間は、第１６条、第１６条の２及び前条の規

定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。 

２ 前項又は次条の規定により、契約が解除された場合において、受注者が既に委託業務を完了し

た部分があるときは、発注者は、その部分に相応する業務委託料を受注者に支払うものとする。 

（受注者の解除権） 

第１７条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者と協議のうえ契約を解除する

ことができる。 

 ⑴ 第９条の規定により委託業務内容を変更したため頭書の業務委託料が３分の２以上減少した

とき。 

 ⑵ 発注者が契約に違反し、その違反によって委託業務を完了することが不可能となるに至った

とき。 

（談合等不正行為があった場合の賠償額の予定等） 

第１８条 受注者が、この契約に関して、第１６条の２第３号又は第４号のいずれかに該当したと

きは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、受注者は、賠償金として、業務委託料の１００

分の１０に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第１６条

の２第４号のうち、受注者の刑法第１９８条の規定による刑が確定した場合は、この限りではな

い。 

２  前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。 

３  第１項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合にお

いて、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるものではない。  

 （契約が解除された場合等の違約金） 

第１９条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務委託料の１００分の５



に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

⑴ 発注者が第１６条、第１６条の２又は第１６条の３の規定に基づきこの契約を解除した場合 

 ⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債

務について履行不能となった場合 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

 ⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法律第７５

号）の規定により選任された破産管財人 

 ⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４年法律第

１５４号）の規定により選任された管財人 

 ⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１年法律第

２２５号）の規定により選任された再生債務者等 

３  第１項の場合において、第３条の規定により契約保証金の納付、担保の提供等の契約の保証が

付されているときは、発注者は当該契約保証金、担保、保証事業会社から支払われる保証金又は

保険会社から支払われる保険金等をもって違約金に充当することができる。 

４  第１項及び前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が第１項に規定する違約金の額を超え

る場合において、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるもの

ではない。 

 （違約金等の控除） 

第２０条 受注者がこの契約に基づく違約金等を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発

注者は業務委託料のうちからその金額を控除し、なお不足を生ずるときは追徴する。 

 （秘密の保持） 

第２１条 受注者は、委託業務の処理上知り得た積算等の秘密を他人に漏らしてはならない。 

２ 受注者は成果品（委託業務等の履行過程において得られた記録等を含む。）を他人に閲覧さ

せ、複写させ、又はその写しを譲渡してはならない。 

 （従業員研修） 

第２２条 受注者は、この委託業務に従事させる従業員に、業務内容、接遇、人権啓発及び火災、

地震等の緊急時の対応に関する研修その他業務遂行上必要な研修を行うものとする。 

 （補 則） 

第２３条 この契約書に定めのない事項については吹田市財務規則の定めるところに従い、同規則

に定めのない事項については、発注者と受注者が協議して定める。 



建築物・建築設備定期点検業務委託仕様書 

 

 

 １.委託業務名 吹田市立東山田小学校ほか 17 校建築物・建築設備定期点検業務 

          及び吹田市立佐竹台幼稚園建築物・建築設備定期点検業務 

 ２.場所   吹田市青葉丘南１５番１０号ほか 

 ３.履行期間  契約締結日から令和４年２月２８日まで 

 ４.点検施設及び規模 

          別紙１のとおり 

 

Ⅰ.定期点検仕様 

 １.点検業務内容 

（１）建築点検  ・建築基準法第１２条第２項に基づく建築点検 

 （２）設備点検  ・建築基準法第１２条第４項に基づく建築設備点検 

      ・消防法の多量火気使用場所の防火区画（令１３条１項 給食調理場の 

２００㎡区画）の有無及び区画方法の点検 

      ※排煙設備、非常用照明設備及び昇降機設備は点検対象から除く 

 （３）防火設備点検 ・建築基準法第１２条第４項に基づく防火設備点検 

 （４）施設点検  ・市有建築物保全システムに基づく簡易点検 

          ・敷地内既存建築物の法適合性確認点検 

 （５）遊具点検  ・遊具の損傷、腐食その他劣化状況の点検 

             ※遊具点検については幼稚園のみ 

 

 ２.点検者の資格 

 （１）点検者は当該点検業務に必要な次のいずれかの資格を有する者とする 

   ・一級建築士（すべての点検業務が可、敷地内既存建築物の法適合性確認点検時必要） 

   ・二級建築士（すべての点検業務が可） 

   ・特定建築物調査員資格者（建築物の敷地及び構造の点検に必要） 

   ・建築設備検査員資格者（昇降機以外の建築設備の点検に必要） 

   ・防火設備検査員資格者（防火設備の点検に必要） 

 （２）点検の実施に先立ち次の事項について書面をもって通知すること 

   ・氏名、生年月日、経歴書、点検に関する資格を証明するもの 

 

 ３.点検方法 

 （１）建築点検  ・建築基準法第１２条第２項に基づく建築点検 

       《平成２０年国土交通省告示第２８２号に定める検査項目、事項、方法による点検》 

 （２）設備点検  ・建築基準法第１２条第４項に基づく建築設備点検 

      《平成２０年国土交通省告示第２８５号に定める検査項目、事項、方法による点検》 

 （３）防火設備点検 ・建築基準法第１２条第４項に基づく防火設備点検 

      《平成２８年国土交通省告示第７２３号の定める検査項目、事項、方法による点検》 

 （４）施設点検  ・点検入力シート（指定様式）による 

            ・既存建築物調査票（指定様式）による 

 （５）遊具点検  ・遊具定期点検報告書（指定様式）による 

             ※遊具点検については幼稚園のみ 

  



  〈参考資料〉 

  （建築物・建築設備）国の機関の建築物の点検・確認ガイドライン 

  監修 国土交通省大臣官房官庁営繕部計画課保全指導室発行 財団法人建築保全センター 

 

 ４.点検結果の報告 

  別紙２の提出書類に基づき作成のこと 

 

Ⅱ.定期点検図面作成要領 

 １.定期点検図面の作成 

    新設された学校、増築、改修等を行った学校については、図面を作成もしくは修正すること 

  点検用の図面データに点検結果を記入すること 

  別紙図枠（指定様式）を用いて作成すること 

（１）建築点検図面 

   ・配置図（A3 S：1/1000 程度） 

     敷地・建物周辺の点検結果、写真番号を引き出し線で記入すること 

   ・平面図（A3 S：1/400 程度） 

     各棟ごとに作成し、点検結果、写真番号を引き出し線で記入すること 

   ・立面図（A3 S：1/400 程度） 

     各棟ごとに作成し、点検結果、写真番号を引き出し線で記入すること 

 （２）設備点検図面 

   ・配置図（A3 S：1/1000 程度） 

     敷地内の各設備がある場所を記入すること 

   ・平面図（A3 S：1/100 程度） 

     換気設備、防火ダンパー及び給排水設備等の位置を記入すること 

     点検結果、写真番号を引き出し線で記入すること 

 （３）防火設備点検図面 

   ・平面図（A3 S：1/400 程度） 

     区画の種類、防火設備の位置、写真番号を記入すること 

  （４）施設点検図面（敷地内既存建築物の法適合性確認点検） 

      ・配置図（A3 S：1/1000 程度） 

     敷地内既存建築物の位置、写真番号を記入すること 

 （５）遊具点検図面（幼稚園のみ） 

   ・配置図（A3 S：1/1000 程度） 

     点検結果、写真番号を引き出し線で記入すること 

   ・平面図・姿図（A3 S：1/100 程度） 

     点検結果を引き出し線で記入すること 

 

Ⅲ.貸与資料 

 業務の実施に先立ち、必要に応じ関係資料を貸与する。なお、発注者が請求した場合や業務が

終了した場合には速やかに返却すること 

   ・点検記録簿関係書類 

   ・図面（CAD データを含む） 

  



一般事項 

 

（１）点検者は、点検の実施（測定、計測を含む）にあたり関係者と協議し、施設利用者等の安全に十

分配慮すること。 

 

（２）点検に必要な工具、計測機器等の機材は設備機器に付属して設置されているものを除き、受注者

の負担とする。 

その他費用負担が不明確なものについては、双方協議の上決定する。 

 

（３）業務の実施にあたっては、既存設備または他の物品等に損害を及ぼさないよう注意し、万一損害

を与えた場合は直ちに施設管理担当者に報告し、その指示に従い修復すること。 

 

（４）業務の実施にあたり、適用を受ける関係法令等を遵守し、業務の円滑な遂行を図る。 

 

（５）本書に定めのない事項については施設管理担当者と協議し、その指示に従うとともに議事録を作

成して提出すること。 

 

（６）本業務で知り得た事項及び関連資料を当該業務に関わるもの以外に漏洩してはならない。 

 

（７）著作権、特許権その他の第三者の権利の対象となっている点検方法等の使用に関しては、その費

用負担及び使用交渉の一切を受注者が行う。 

 

（８）施設管理者の立会い 

点検の実施に関しては、施設管理者が立合うことがある。 

また、受注者側から施設管理者に立会いを求める場合は、あらかじめ申し出ること。 

 

（９）調査は、下記の事項について本市担当者と協議の上行こと。 

①図面照合 

②建物履歴調査 

③現地調査 

 

（１０）点検結果については、本市担当者に十分な説明を行うこと。 

 

（１１）その他疑義が生じた場合には、速やかに本市担当者と協議すること。 



点 検 施 設 一 覧 別紙１

番　号 施 設 名 場　　　　所
最も古い
校舎の

建築年度
延べ面積

主たる
構　造

最　高
階　数

遊具箇所数

建築点検
施設点検
(既存建築
物調査含)

設備点検
防火設備

点検
遊具点検

外壁
全面調査

1 千里第一小学校 吹田市片山町４丁目３２番１０号 S11 約7,000 RC 3 - - ○ ○ - -

約7,100 4 - - ○ ○ - -
約650 1 - - ○ ○ - -

約9,400 4 - - ○ ○ - -
約800 2 - - ○ ○ - -

5 北山田小学校 吹田市山田北１番１号 S55 約7,800 RC 4 - - ○ ○ - -

6 千里たけみ小学校 吹田市竹見台３丁目３番１号 S42 約9,400 RC 4 - - ○ ○ - -

4 - ○ ○ ○ - -
1 3 ○ ○ ○ ○ -

東山田育成室 H26 約660 S 2 - ○ ○ ○ - -
佐竹台小学校 S39 約6,300 RC 2 - ○ ○ ○ - -
佐竹台育成室 H25 約420 S 2 - ○ ○ ○ - -
高野台小学校 S38 約6,600 RC 2 - ○ ○ ○ - -
高野台育成室 H28 約670 S 1 - ○ ○ ○ - -

10 古江台小学校 吹田市古江台５丁目６番１号 S39 約6,700 RC 2 - ○ ○ ○ - -

11 藤白台小学校 吹田市藤白台３丁目３番１号 S40 約7,800 RC 2 - ○ ○ ○ - -

12 山田第二小学校 吹田市千里丘下１９番１号 S38 約6,900 RC 4 - - ○ ○ - -

13 山田第五小学校 吹田市山田西１丁目６番１号 S61 約6,500 RC 4 - - ○ ○ - -

約9,400 4 - - ○ ○ - -
約600 1 - - ○ ○ - -

15 西山田小学校 吹田市山田西２丁目１０番１号 S54 約6,400 RC 4 - - ○ ○ - -

16 津雲台小学校 吹田市津雲台４丁目７番１号 S36 約6,900 RC 2 - - ○ ○ - -

17 青山台小学校 吹田市青山台２丁目５番１号 S40 約7,600 RC 3 - - ○ ○ - -

18 千里丘北小学校 吹田市千里丘北１番３０号 H26 約9,600 RC 6 - - ○ ○ - -

1 佐竹台幼稚園 吹田市佐竹台５丁目１２番１号 S37 約1,300 S 2 9 ○ ○ ○ ○ -

-

東山田小学校
東山田幼稚園

S56
約7,200
約650

RC

- ○

14
南山田小学校
南山田幼稚園

吹田市千里丘西９番１号 S52 RC

山田第三小学校
山田第三幼稚園

吹田市山田西１丁目４番１号 S50 RC

4 -

7

8

-

3
片山小学校
片山幼稚園

吹田市朝日が丘町１６番１号 S55 RC

○

4

9

吹田市青葉丘南１５番１０号

吹田市佐竹台４丁目１２番１号

吹田市高野台２丁目１６番１号

約7,500 RC2 岸部第二小学校 吹田市岸部北４丁目１２番１号 S36



別紙２ 

提出書類 

 

１.提出書類 

 

（１）定期点検結果報告書 

ア.建築点検 

  ①建築物定期点検報告書        （別紙様式１/Excel データ） 

  ②建築物定期点検結果書        （別紙様式２/Excel データ） 

  ③定期点検報告概要書（建築物）      （別紙様式３/Excel データ） 

  ④点検結果表１～３         （別紙様式４/Excel データ） 

  ⑤点検結果表特記事項        （別紙様式５/Excel データ） 

  ⑥点検結果表（既存不適格）特記事項     （別紙様式６/Excel データ） 

  ⑦定期点検計画図及び定期点検記録図     （別紙様式７/JwwCAD 形式） 

   写真番号を落とし込み、点検結果を引き出し線で記入すること 

   ・配置図  S：1/1000 程度 

   ・各階平面図 S：1/400 程度 

   ・各棟立面図 S：1/400 程度 

  ⑧点検記録写真          （別紙様式８/Excel データ） 

   定期点検記録図に写真番号を記入し、撮影箇所がわかるようにすること 

  ⑨外壁全面調査赤外線調査報告書             （任意様式） 

  ※④～⑧は、棟ごとに作成すること 

 

イ.設備点検 

  ①建築設備定期点検報告書       （別紙様式Ａ/Excel データ） 

  ②定期点検報告概要書（建築設備）     （別紙様式Ｂ/Excel データ） 

   ③点検結果表１～３        （別紙様式Ｃ-１～３/Excel データ） 

  ④点検結果表特記事項        （別紙様式５/Excel データ） 

  ⑤点検結果表（既存不適格）特記事項     （別紙様式６/Excel データ） 

⑥法第２８条第２項又は第３項に基づき換気設備が設けられた居室（換気設備を設ける 

べき調理室等を除く）の換気状況評価表     （別表１/Excel データ） 

  *中央管理方式の空気調和設備の調査は夏季・冬季等の負荷の大きな日を設定すること 

⑦換気設備を設けるべき調理室等の換気風量測定表  （別表２/Excel データ） 

⑧定期点検計画図及び定期点検記録図      （別紙様式Ｄ/JwwCAD 形式） 

   写真番号を落とし込み、点検結果を引き出し線で記入すること 

   ・配置図  S：1/1000 程度 

   ・各階平面図 S：1/100 程度 

  ⑨点検記録写真                  （別紙様式８/Excel データ） 

   定期点検記録図に写真番号を記入し、撮影箇所がわかるようにすること 

 



 

ウ.防火設備点検 

  ①防火設備点検報告書        （別紙様式ａ/Excel データ） 

  ②防火設備定期点検結果書       （別紙様式ｂ/Excel データ） 

  ③定期点検報告概要書（防火設備）     （別紙様式ｃ/Excel データ） 

  ④防火設備点検結果表１～４       （別紙様式ｄ-１～４/Excel データ） 

  ⑤防火設備点検結果表特記事項      （別紙様式ｅ/Excel データ） 

  ⑥防火設備点検結果表（既存不適格）特記事項   （別紙様式ｆ/Excel データ） 

⑦定期点検計画図及び定期点検記録図     （別紙様式ｇ/JwwCAD 形式） 

   写真番号を落とし込み、点検結果を引き出し線で記入すること 

   ・配置図  S：1/1000 程度 

   ・各階平面図 S：1/400 程度（面積区画、竪穴区画、消防法を分けて記入のこと） 

   ・各棟立面図 S：1/400 程度 

  ⑧点検記録写真                  （別紙様式ｈ/Excel データ） 

   定期点検記録図に写真番号を記入し、撮影箇所がわかるようにすること 

   防火設備の位置を記入し、点検表に対応した写真番号を記入すること 

 

エ.改善計画 

  ①改善計画書            （別紙様式①/Excel データ） 

  ②棟別改善事項一覧表          （別紙様式②/Excel データ） 

  ③定期点検計画図及び定期点検記録図    （別紙様式７・Ⅾ・ｇ/JwwCAD 形式） 

      改善が必要な箇所に状況・改善方法・写真番号を落とし込むこと。 

   ・配置図  S：1/1000 程度 

   ・各階平面図 S：1/400 程度 

   ・各棟立面図 S：1/400 程度 

   ④写真                （別紙様式③/Excel データ） 

   改善計画図に写真番号を記入し、撮影箇所がわかるようにすること。 

      また、改善方法も記入しておくこと。 

 

オ.施設点検 

  ①点検入力シート             （Excel データ） 

  ②既存建築物調査票           （別紙様式Ⓐ/Excel データ） 

  ③既存建築物点検記録図         （別紙様式Ⓑ/JwwCAD データ） 

   既存建築物調査票に対応した棟番号を落とし込むこと 

   ・配置図  S：1/1000 程度 

   ④点検記録写真            （別紙様式©/Excel データ） 

   既存建築物点検記録図に写真番号を記入し、撮影箇所がわかるようにすること 

 

 

 



 

カ.遊具点検（幼稚園のみ） 

  ①遊具定期点検報告書           （Excel データ） 

  ②遊具総括表、学校ごとの総括表         （Excel データ） 

  ③配置図、平面図、姿図           （JwwCAD データ） 

   総括表に対応した写真番号、遊具名及び点検内容を落とし込むこと 

   ④遊具履歴書             （Excel データ） 

   写真貼り付け 

 

（２）定期点検結果 要是正指摘事項一覧表        （Excel データ） 

 

 

（３）その他職員が指示する書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

２.提出部数 

 

番号 点検項目 綴り方 部数 

１ 
（１）ア.建築点検 

（２）定期点検結果 
学校ごとにまとめて綴じる １冊 

２ （１）イ.設備点検 学校ごとにまとめて綴じる １冊 

３ （１）ウ.防火設備点検 学校ごとにまとめて綴じる １冊 

４ 
（１）エ.施設点検 

（１）オ.遊具点検(幼稚園のみ) 

それぞれの点検ごとに、学校ごとに

まとめて綴じる 
１冊 

５ 

（１）ア.建築点検 

（１）イ.設備点検 

（１）ウ.防火設備点検 

（１）エ.施設点検 

（１）オ.遊具点検(幼稚園のみ) 

建築点検を実施する学校について各

学校ごとにまとめて 1 冊に綴じる 
学校数 

６ 
（１）イ.設備点検 

（１）ウ.防火設備点検 

建築点検を実施しない学校について

各学校ごとにまとめて 1 冊に綴じる 
学校数 

                                      

 ※提出物の各ファイルの背表紙に、年度、委託業務名、点検項目、５・６については学校名を 

ラベリングすること 



0
0

#
0
0

#
0
00
0

①

業務委託契約書 

21005016

1 委 託 業 務 名 吹田市立第二中学校ほか17校建築物・建築設備定期点検業務

2 場 所 吹田市岸部北１丁目21番1号ほか

3 履 行 期 間 令和 3年10月 1日　から　令和 4年 2月28日　まで

4 業 務 委 託 料

千 百 十 億 千 百 十 万

7 0
千 百 十 円

\ 9 5
7 0

0 0 0
うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額 0 0 0

5 契 約 の 保 証
第３条第１項第１号
（契約保証金の額は、契約金額の１００分の５に相当する額以上とする。）

\ 8

6 適 用 除 外 条 項

上記の委託業務について、発注者と受注者は各々の対等な立場における合意に基づいて、

別添の条項（適用除外条項は、上記６のとおり。）によって公正な委託契約を締結し、

信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

本 契 約 の 証 と し て 本 書 ２ 通 を 作 成 し 、 発 注 者 と 受 注 者 記 名 押 印 の う え 、 各 自

１ 通 を 保 有 す る 。

令和 3年10月 1日

発　注　者 吹 田 市

代表者　吹田市長　後藤　圭二

受　注　者 大阪府吹田市佐井寺3丁目1番5‐206号

㊞一級建築士事務所ヴァルプラン

代表者　髙橋　慶郎



（総 則） 

第１条 受注者は、仕様書に基づき、頭書の業務委託料（以下「業務委託料」という。）をもっ

て、頭書の履行期間（以下「履行期間」という。）内に、頭書の委託業務（以下「委託業務」と

いう。）を完了しなければならない。 

２ 前項の仕様書に明記されていない仕様があるときは、発注者と受注者が協議して定める。 

 （法令上の責任） 

第２条 受注者は、この委託業務の履行に当たり、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）、労働

安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）その他関係法令を遵守しなければならない。 

（契約の保証） 

第３条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければな

らない。 

⑴ 契約保証金の納付 

⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実

と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年

法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証 

⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 

２ 前項の保証に係る契約保証金の額、担保の価値（有価証券の場合にあっては時価の１０分の８

の額）、保証金額又は保険金額は、業務委託料の１００分の５以上としなければならない。ただ

し、発注者が、特に必要があると認めたときは、この限りでない。 

３ 受注者が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第１

９条第２項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならな

い。 

 （権利義務の譲渡等） 

第４条 この契約によって生ずる受注者の権利又は義務は、第三者にこれを譲渡し、又は承継させ

てはならない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

 （一括委任等の禁止及び誓約書の提出） 

第５条 受注者は、委託業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはなら

ない。 



２ 受注者は、委託業務の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、あらかじめ、

発注者の承諾を得なければならない。 

３ 受注者は、前項の承諾を得たときは、受任者又は下請負人の商号又は名称その他必要な事項を

発注者に通知しなければならない。 

４ 受注者は、受任者又は下請負人が、吹田市暴力団の排除等に関する条例（平成２４年吹田市

条例第５０号）第８条第２項に規定する暴力団員及び暴力団密接関係者でないことを表明した

誓約書を、それぞれから徴収し、発注者に提出しなければならない。ただし、その受任者又は

下請負人との契約において、契約金額が５００万円未満の場合は、この限りでない。 

５  受注者は、吹田市指名停止措置要領（平成１６年４月１日制定）に基づく指名停止措置を受

けている者、吹田市公共工事等及び売払い等の契約における暴力団排除措置要領（平成２４年１

１月１３日制定）に基づく入札参加除外措置を受けている者及び第１６条の３各号に該当する者

を受任者又は下請負人としてはならない。 

６  受注者が入札参加除外措置を受けている者又は第１６条の３各号に該当する者を受任者又は

下請負人としていた場合は、発注者は受注者に対して、当該契約の解除を求めることができる。 

７ 前項の規定により契約の解除を行った場合の一切の責任は、受注者が負うものとする。 

 （特許権等の使用） 

第６条 受注者は、この委託業務の履行について特許権その他第三者の権利の対象となっている履

行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 

 （現場代理人） 

第７条 受注者は、現場代理人を定め、書面により発注者に通知しなければならない。 

２ 受注者又は現場代理人は、発注者の指示に従い委託業務に関する一切の事項を処理しなければ

ならない。 

３ 発注者は、受注者の現場代理人について、委託業務の実施又は管理について著しく不適当と認

めるときは、受注者に対しその理由を明示してその交替を求めることができる。 

 （委託業務の調査等） 

第８条 発注者は、必要と認めるときは受注者に対して委託業務の処理状況につき、調査をし、又

は報告を求めることができる。 

 （業務内容の変更等） 

第９条 発注者は、必要がある場合には委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止するこ

とができる。この場合において、業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者



と受注者が協議して書面によりこれを定める。 

 （履行期間の延長） 

第１０条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に委託業務を完了

することができないことが明らかになったときは、発注者に対し遅滞なくその理由を付して書面

により履行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は発注者と受注者が協議し

て定める。 

 （業務の処理に関して生じた損害の負担） 

第１１条 委託業務の処理に関して生じた損害（第三者に及ぼした損害を含む。）は、受注者が負

担するものとする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由により生じたときはこの限

りでない。 

 （履行遅滞の場合における延滞違約金） 

第１２条 受注者の責めに帰すべき理由により、履行期間内に委託業務を完了することができない

場合において、履行期間経過後発注者が相当と認める期間内に完了する見込みがあるときは、発

注者は延滞違約金を徴収して履行期間を延長することができる。 

２ 前項に規定する延滞違約金の額は、業務委託料に対して、吹田市財務規則（昭和３９年吹田市

規則第１４号）に定める延滞違約金の率で計算して得た額とする。 

 （検査及び引渡し） 

第１３条 受注者は、委託業務を完了したときは、遅滞なく発注者に対して受託業務完了届ととも

に成果品一切を提出しなければならない。 

２ 発注者は、前項の受託業務完了届を受理したときは、その日から１０日以内に成果品について

検査を行わなければならない。 

３ 受注者は、前項の検査の結果不合格となり、成果品について補正を命ぜられたときは、遅滞な

く当該補正を行い再検査を受けなければならない。この場合においては、補正の完了を業務の完

了とみなして、前各項の規定を準用する。 

４ 受注者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果品を発注者に引き渡さなければ

ならない。 

 （業務委託料の支払） 

第１４条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して業務委託料の支払

を請求するものとする。 

２ 発注者は、前項の支払請求があったときは、その日から３０日以内に支払わなければならな



い。 

 （権利の帰属） 

第１５条 受注者から引渡しを受けた成果品に関する権利は一切発注者に帰属するものとする。 

 （発注者の解除権） 

第１６条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履

行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その

期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である

ときは、この限りでない。 

 ⑴ 正当な理由がなく委託業務に着手しないとき。 

 ⑵ 期間内にこの委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。 

⑶ この契約に違反したとき。 

第１６条の２ 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ち

にこの契約を解除することができる。 

 ⑴ この契約に違反し、その契約の違反により契約の目的を達することができないと認められる

とき。 

⑵  第１７条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 

⑶ 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に

関する法律（昭和２２年法律第５４号）第４９条に規定する排除措置命令（排除措置命令がな

されなかった場合にあっては、同法第６２条第１項に規定する納付命令）を行い、これが確定

したとき。 

⑷ 受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）の刑法（明治４０年法

律第４５号）第９６条の６又は同法第１９８条の規定による刑が確定したとき。 

第１６条の３ 発注者は受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除す

ることができる。 

 ⑴ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役

員又はその支店若しくは営業所（常時業務の請負契約を締結する事務所をいう。）を代表す

る者をいう。）又は経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められるとき。 

⑵ 役員等又は経営に事実上参加している者が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目

的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は



暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

⑶ 役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又

は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 

⑷ 役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関

係を有していると認められるとき。 

⑸ 第５条第２項の規定により第三者に委任し、又は請負わせようとするときの契約に当たり、

その契約の相手方が第１号から前号までに規定する行為を行う者であると知りながら、当該者

と契約を締結したと認められるとき。 

第１６条の４ 発注者は、委託業務が完了するまでの間は、第１６条、第１６条の２及び前条の規

定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。 

２ 前項又は次条の規定により、契約が解除された場合において、受注者が既に委託業務を完了し

た部分があるときは、発注者は、その部分に相応する業務委託料を受注者に支払うものとする。 

（受注者の解除権） 

第１７条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者と協議のうえ契約を解除する

ことができる。 

 ⑴ 第９条の規定により委託業務内容を変更したため頭書の業務委託料が３分の２以上減少した

とき。 

 ⑵ 発注者が契約に違反し、その違反によって委託業務を完了することが不可能となるに至った

とき。 

（談合等不正行為があった場合の賠償額の予定等） 

第１８条 受注者が、この契約に関して、第１６条の２第３号又は第４号のいずれかに該当したと

きは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、受注者は、賠償金として、業務委託料の１００

分の１０に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第１６条

の２第４号のうち、受注者の刑法第１９８条の規定による刑が確定した場合は、この限りではな

い。 

２  前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。 

３  第１項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合にお

いて、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるものではない。  

 （契約が解除された場合等の違約金） 

第１９条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務委託料の１００分の５



に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

⑴ 発注者が第１６条、第１６条の２又は第１６条の３の規定に基づきこの契約を解除した場合 

 ⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債

務について履行不能となった場合 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

 ⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法律第７５

号）の規定により選任された破産管財人 

 ⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４年法律第

１５４号）の規定により選任された管財人 

 ⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１年法律第

２２５号）の規定により選任された再生債務者等 

３  第１項の場合において、第３条の規定により契約保証金の納付、担保の提供等の契約の保証が

付されているときは、発注者は当該契約保証金、担保、保証事業会社から支払われる保証金又は

保険会社から支払われる保険金等をもって違約金に充当することができる。 

４  第１項及び前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が第１項に規定する違約金の額を超え

る場合において、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるもの

ではない。 

 （違約金等の控除） 

第２０条 受注者がこの契約に基づく違約金等を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発

注者は業務委託料のうちからその金額を控除し、なお不足を生ずるときは追徴する。 

 （秘密の保持） 

第２１条 受注者は、委託業務の処理上知り得た積算等の秘密を他人に漏らしてはならない。 

２ 受注者は成果品（委託業務等の履行過程において得られた記録等を含む。）を他人に閲覧さ

せ、複写させ、又はその写しを譲渡してはならない。 

 （従業員研修） 

第２２条 受注者は、この委託業務に従事させる従業員に、業務内容、接遇、人権啓発及び火災、

地震等の緊急時の対応に関する研修その他業務遂行上必要な研修を行うものとする。 

 （補 則） 

第２３条 この契約書に定めのない事項については吹田市財務規則の定めるところに従い、同規則

に定めのない事項については、発注者と受注者が協議して定める。 



建築物・建築設備定期点検業務委託仕様書 

 

 

 １.委託業務名 吹田市立第二中学校ほか 17 校建築物・建築設備定期点検業務 

 ２.場所   吹田市岸部北１丁目２１番１号ほか 

 ３.履行期間  契約締結日から令和４年２月２８日まで 

 ４.点検施設及び規模 

          別紙１のとおり 

 

Ⅰ.定期点検仕様 

 １.点検業務内容 

（１）建築点検  ・建築基準法第１２条第２項に基づく建築点検（外壁全面調査を含む） 

           外装仕上げ材等の全面調査については、赤外線調査で行うものとする 

 （２）設備点検  ・建築基準法第１２条第４項に基づく建築設備点検 

      ・消防法の多量火気使用場所の防火区画（令１３条１項 給食調理場の 

２００㎡区画）の有無及び区画方法の点検 

      ※排煙設備、非常用照明設備及び昇降機設備は点検対象から除く 

 （３）防火設備点検 ・建築基準法第１２条第４項に基づく防火設備点検 

 （４）施設点検  ・市有建築物保全システムに基づく簡易点検 

            ・敷地内既存建築物の法適合性確認点検 

  

 ２.点検者の資格 

 （１）点検者は当該点検業務に必要な次のいずれかの資格を有する者とする 

   ・一級建築士（すべての点検業務が可、敷地内既存建築物の法適合性確認点検時必要） 

   ・二級建築士（すべての点検業務が可） 

   ・特定建築物調査員資格者（建築物の敷地及び構造の点検に必要） 

   ・建築設備検査員資格者（昇降機以外の建築設備の点検に必要） 

   ・防火設備検査員資格者（防火設備の点検に必要） 

 （２）点検の実施に先立ち次の事項について書面をもって通知すること 

   ・氏名、生年月日、経歴書、点検に関する資格を証明するもの 

 

 ３.点検方法 

 （１）建築点検  ・建築基準法第１２条第２項に基づく建築点検 

       《平成２０年国土交通省告示第２８２号に定める検査項目、事項、方法による点検》 

 （２）設備点検  ・建築基準法第１２条第４項に基づく建築設備点検 

      《平成２０年国土交通省告示第２８５号に定める検査項目、事項、方法による点検》 

 （３）防火設備点検 ・建築基準法第１２条第４項に基づく防火設備点検 

      《平成２８年国土交通省告示第７２３号の定める検査項目、事項、方法による点検》 

 （４）施設点検  ・点検入力シート（指定様式）による 

            ・既存建築物調査票（指定様式）による 

  

  〈参考資料〉 

  （建築物・建築設備）国の機関の建築物の点検・確認ガイドライン 

  監修 国土交通省大臣官房官庁営繕部計画課保全指導室発行 財団法人建築保全センター 

 



 ４.点検結果の報告 

  別紙２の提出書類に基づき作成のこと 

 

Ⅱ.定期点検図面作成要領 

 １.定期点検図面の作成 

    新設された学校、増築、改修等を行った学校については、図面を作成もしくは修正すること 

  点検用の図面データに点検結果を記入すること 

  別紙図枠（指定様式）を用いて作成すること 

（１）建築点検図面 

   ・配置図（A3 S：1/1000 程度） 

     敷地・建物周辺の点検結果、写真番号を引き出し線で記入すること 

   ・平面図（A3 S：1/400 程度） 

     各棟ごとに作成し、点検結果、写真番号を引き出し線で記入すること 

   ・立面図（A3 S：1/400 程度） 

     各棟ごとに作成し、点検結果、写真番号を引き出し線で記入すること 

 （２）設備点検図面 

   ・配置図（A3 S：1/1000 程度） 

     敷地内の各設備がある場所を記入すること 

   ・平面図（A3 S：1/100 程度） 

     換気設備、防火ダンパー及び給排水設備等の位置を記入すること 

     点検結果、写真番号を引き出し線で記入すること 

 （３）防火設備点検図面 

   ・平面図（A3 S：1/400 程度） 

     区画の種類、防火設備の位置、写真番号を記入すること 

  （４）施設点検図面（敷地内既存建築物の法適合性確認点検） 

      ・配置図（A3 S：1/1000 程度） 

     敷地内既存建築物の位置、写真番号を記入すること 

 

Ⅲ.貸与資料 

 業務の実施に先立ち、必要に応じ関係資料を貸与する。なお、発注者が請求した場合や業務が

終了した場合には速やかに返却すること 

   ・点検記録簿関係書類 

   ・図面（CAD データを含む） 

  



一般事項 

 

（１）点検者は、点検の実施（測定、計測を含む）にあたり関係者と協議し、施設利用者等の安全に十

分配慮すること。 

 

（２）点検に必要な工具、計測機器等の機材は設備機器に付属して設置されているものを除き、受注者

の負担とする。 

その他費用負担が不明確なものについては、双方協議の上決定する。 

 

（３）業務の実施にあたっては、既存設備または他の物品等に損害を及ぼさないよう注意し、万一損害

を与えた場合は直ちに施設管理担当者に報告し、その指示に従い修復すること。 

 

（４）業務の実施にあたり、適用を受ける関係法令等を遵守し、業務の円滑な遂行を図る。 

 

（５）本書に定めのない事項については施設管理担当者と協議し、その指示に従うとともに議事録を作

成して提出すること。 

 

（６）本業務で知り得た事項及び関連資料を当該業務に関わるもの以外に漏洩してはならない。 

 

（７）著作権、特許権その他の第三者の権利の対象となっている点検方法等の使用に関しては、その費

用負担及び使用交渉の一切を受注者が行う。 

 

（８）施設管理者の立会い 

点検の実施に関しては、施設管理者が立合うことがある。 

また、受注者側から施設管理者に立会いを求める場合は、あらかじめ申し出ること。 

 

（９）調査は、下記の事項について本市担当者と協議の上行こと。 

①図面照合 

②建物履歴調査 

③現地調査 

 

（１０）点検結果については、本市担当者に十分な説明を行うこと。 

 

（１１）その他疑義が生じた場合には、速やかに本市担当者と協議すること。 



点検施設一覧 別紙１

番　号 施 設 名 場　　　　所
最も古い
校舎の

建築年度
延べ面積

主たる
構　造

最　高
階　数

建築点検
施設点検
(既存建築
物調査含)

設備点検
防火設備

点検
外壁

全面調査

1 第一中学校 吹田市千里山西２丁目２番１号 S39 約8,200 RC 4 - ○ ○ -

2 佐井寺中学校 吹田市五月が丘南５番１号 S58 約8,600 RC 5 - ○ ○ -

3 豊津中学校 吹田市垂水町３丁目３２番５０号 S35 約7,600 RC 4 - ○ ○ -

4 千里丘中学校 吹田市青葉丘南１５番１号 S52 約6,600 RC 4 - ○ ○ -

5 高野台中学校 吹田市高野台４丁目５番１号 S38 約5,800 RC 3 - ○ ○ -

6 青山台中学校 吹田市青山台４丁目２番１号 S39 約8,100 RC 4 - ○ ○ -

7 第六中学校 吹田市穂波町１６番１号 S44 約6,200 RC 4 - ○ ○ -

8 片山中学校 吹田市竹谷町３５番１号 S52 約9,000 RC 4 - ○ ○ -

9 山田中学校 吹田市山田市場１５番１号 S36 約6,300 RC 4 - ○ ○ -

10 西山田中学校 吹田市山田西２丁目１１番１号 S54 約6,900 RC 4 - ○ ○ -

11 山田東中学校 吹田市山田東４丁目３３番１号 S61 約7,600 RC 5 - ○ ○ -

12 古江台中学校 吹田市古江台１丁目１番１号 S47 約6,300 RC 4 - ○ ○ -

13 第二中学校 吹田市岸部北１丁目２１番１号 S47 約14,700 RC 4 ○ ○ ○ -

14 第三中学校 吹田市中の島町３番５１号 S47 約7,100 RC 4 ○ ○ ○ ○

15 第五中学校 吹田市幸町２１番１号 S35 約6,700 RC 4 ○ ○ ○ -

16 南千里中学校 吹田市桃山台４丁目２番１号 S55 約6,700 RC 4 ○ ○ ○ -

17 豊津西中学校 吹田市豊津町６番１号 S50 約8,200 RC 4 ○ ○ ○ ○

18 竹見台中学校 吹田市竹見台１丁目３番１号 S42 約7,500 RC 3 ○ ○ ○ -



別紙２ 

提出書類 

 

１.提出書類 

 

（１）定期点検結果報告書 

ア.建築点検 

  ①建築物定期点検報告書        （別紙様式１/Excel データ） 

  ②建築物定期点検結果書        （別紙様式２/Excel データ） 

  ③定期点検報告概要書（建築物）      （別紙様式３/Excel データ） 

  ④点検結果表１～３         （別紙様式４/Excel データ） 

  ⑤点検結果表特記事項        （別紙様式５/Excel データ） 

  ⑥点検結果表（既存不適格）特記事項     （別紙様式６/Excel データ） 

  ⑦定期点検計画図及び定期点検記録図     （別紙様式７/JwwCAD 形式） 

   写真番号を落とし込み、点検結果を引き出し線で記入すること 

   ・配置図  S：1/1000 程度 

   ・各階平面図 S：1/400 程度 

   ・各棟立面図 S：1/400 程度 

  ⑧点検記録写真          （別紙様式８/Excel データ） 

   定期点検記録図に写真番号を記入し、撮影箇所がわかるようにすること 

  ⑨外壁全面調査赤外線調査報告書             （任意様式） 

  ※④～⑧は、棟ごとに作成すること 

 

イ.設備点検 

  ①建築設備定期点検報告書       （別紙様式Ａ/Excel データ） 

  ②定期点検報告概要書（建築設備）     （別紙様式Ｂ/Excel データ） 

   ③点検結果表１～３        （別紙様式Ｃ-１～３/Excel データ） 

  ④点検結果表特記事項        （別紙様式５/Excel データ） 

  ⑤点検結果表（既存不適格）特記事項     （別紙様式６/Excel データ） 

⑥法第２８条第２項又は第３項に基づき換気設備が設けられた居室（換気設備を設ける 

べき調理室等を除く）の換気状況評価表     （別表１/Excel データ） 

  *中央管理方式の空気調和設備の調査は夏季・冬季等の負荷の大きな日を設定すること 

⑦換気設備を設けるべき調理室等の換気風量測定表  （別表２/Excel データ） 

⑧定期点検計画図及び定期点検記録図      （別紙様式Ｄ/JwwCAD 形式） 

   写真番号を落とし込み、点検結果を引き出し線で記入すること 

   ・配置図  S：1/1000 程度 

   ・各階平面図 S：1/100 程度 

  ⑨点検記録写真                  （別紙様式８/Excel データ） 

   定期点検記録図に写真番号を記入し、撮影箇所がわかるようにすること 

 



 

ウ.防火設備点検 

  ①防火設備点検報告書        （別紙様式ａ/Excel データ） 

  ②防火設備定期点検結果書       （別紙様式ｂ/Excel データ） 

  ③定期点検報告概要書（防火設備）     （別紙様式ｃ/Excel データ） 

  ④防火設備点検結果表１～４       （別紙様式ｄ-１～４/Excel データ） 

  ⑤防火設備点検結果表特記事項      （別紙様式ｅ/Excel データ） 

  ⑥防火設備点検結果表（既存不適格）特記事項   （別紙様式ｆ/Excel データ） 

⑦定期点検計画図及び定期点検記録図     （別紙様式ｇ/JwwCAD 形式） 

   写真番号を落とし込み、点検結果を引き出し線で記入すること 

   ・配置図  S：1/1000 程度 

   ・各階平面図 S：1/400 程度（面積区画、竪穴区画、消防法を分けて記入のこと） 

   ・各棟立面図 S：1/400 程度 

  ⑧点検記録写真                  （別紙様式ｈ/Excel データ） 

   定期点検記録図に写真番号を記入し、撮影箇所がわかるようにすること 

   防火設備の位置を記入し、点検表に対応した写真番号を記入すること 

 

エ.改善計画 

  ①改善計画書            （別紙様式①/Excel データ） 

  ②棟別改善事項一覧表          （別紙様式②/Excel データ） 

  ③定期点検計画図及び定期点検記録図    （別紙様式７・Ⅾ・ｇ/JwwCAD 形式） 

      改善が必要な箇所に状況・改善方法・写真番号を落とし込むこと。 

   ・配置図  S：1/1000 程度 

   ・各階平面図 S：1/400 程度 

   ・各棟立面図 S：1/400 程度 

   ④写真                （別紙様式③/Excel データ） 

   改善計画図に写真番号を記入し、撮影箇所がわかるようにすること。 

      また、改善方法も記入しておくこと。 

 

オ.施設点検 

  ①点検入力シート             （Excel データ） 

  ②既存建築物調査票           （別紙様式Ⓐ/Excel データ） 

  ③既存建築物点検記録図         （別紙様式Ⓑ/JwwCAD データ） 

   既存建築物調査票に対応した棟番号を落とし込むこと 

   ・配置図  S：1/1000 程度 

   ④点検記録写真            （別紙様式©/Excel データ） 

   既存建築物点検記録図に写真番号を記入し、撮影箇所がわかるようにすること 

 

 

 



 

カ.遊具点検（幼稚園のみ） 

  ①遊具定期点検報告書           （Excel データ） 

  ②遊具総括表、学校ごとの総括表         （Excel データ） 

  ③配置図、平面図、姿図           （JwwCAD データ） 

   総括表に対応した写真番号、遊具名及び点検内容を落とし込むこと 

   ④遊具履歴書             （Excel データ） 

   写真貼り付け 

 

（２）定期点検結果 要是正指摘事項一覧表        （Excel データ） 

 

 

（３）その他職員が指示する書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

２.提出部数 

 

番号 点検項目 綴り方 部数 

１ 
（１）ア.建築点検 

（２）定期点検結果 
学校ごとにまとめて綴じる １冊 

２ （１）イ.設備点検 学校ごとにまとめて綴じる １冊 

３ （１）ウ.防火設備点検 学校ごとにまとめて綴じる １冊 

４ 
（１）エ.施設点検 

（１）オ.遊具点検(幼稚園のみ) 

それぞれの点検ごとに、学校ごとに

まとめて綴じる 
１冊 

５ 

（１）ア.建築点検 

（１）イ.設備点検 

（１）ウ.防火設備点検 

（１）エ.施設点検 

（１）オ.遊具点検(幼稚園のみ) 

建築点検を実施する学校について各

学校ごとにまとめて 1 冊に綴じる 
学校数 

６ 
（１）イ.設備点検 

（１）ウ.防火設備点検 

建築点検を実施しない学校について

各学校ごとにまとめて 1 冊に綴じる 
学校数 

                                      

 ※提出物の各ファイルの背表紙に、年度、委託業務名、点検項目、５・６については学校名を 

ラベリングすること 



㊞

㊞

記

　

名　 　称

3

所 在 地
5

6

所 在 地

建　築　物　定　期　点　検　報　告　書

下記建築物について、定期点検した結果は別紙のとおりです。

名　 　称

代表者名

令和　　　　年　　　　月　　　　日

学校管理課長　あて

点検者 所属名称

1

2

業務期間 令和　　　　年　　　　月　　　　日　　　～　　　令和　　　　年　　　　月　　　　日

名　 　称

所 在 地
7

名　 　称

所 在 地

所 在 地

名　 　称

所 在 地

（様式　１）

業　務　名

施　設

点検者氏名

資格・番号

4

名　 　称

所 在 地

名　 　称



 不適合有  要注意有

（様式　２）

指摘内容

1
敷地の調査状
況について

□地盤

□擁壁

□その他（　　　　）

指摘内容及び改善内容指　摘　事　項

□屋根葺き材等の緊結

□その他の構造耐力上
 　主要な部分の構造強度

2
一般構造の調
査状況につい
て

□採光

□換気設備の設置

□その他（　　　　）

□防火区画

□その他（　　　　）

□防火設備

3
構造強度の調
査状況につい
て

□構造部材の耐久

□土台及び基礎

□その他（　　　　）

□その他（　　　　）

□廊下、ﾊﾞﾙｺﾆｰ、
　 屋外広場等

□階段

□排煙設備の設置

□非常用照明装置の設備

4
耐火構造等の
調査状況につ
いて

□耐火構造

建　築　物　定　期　点　検　結　果　書

□非常用の進入口

□敷地内の通路

□高架水槽の状況

施　設

5
避難施設等の
調査状況につ
いて

□戸、屋外への出口等

□非常用の昇降機の設置

名　　　　称

所　在　地

6
その他の設備
等の調査状況
について

□給水・排水配管の状況

□受水槽の状況

□その他（　　　　）



調査等の概要
【１．所有者】

【イ．氏名のフリガナ】 スイタシ
【ロ．氏名】 吹田市
【ハ．郵便番号】 564-8550
【ニ．住所】 吹田市泉町１丁目３番４０号

【２．管理者】
【イ．氏名のフリガナ】 スイタシキョウクイインカイ　ガッコウキョウイクブ　ガッコウカンリカ
【ロ．氏名】 吹田市教育委員会　学校教育部　学校管理課　
【ハ．郵便番号】 564-0027
【ニ．住所】 吹田市朝日町３番４０８号

【３．点検者】
（代表となる点検者）

【イ．資格等】 （　　　　）建築士　　　（　　　　　　　　　　　　　　）登録 第　　　　　　　　　　　　号
建築基準適合判定資格者　　　　　　　　　　　　　　　 　第　　　　　　　　　　　　号
登録調査資格者講習を終了した者　　　　　　　　　　 　第　　　　　　　　　　　　号

【ロ．氏名のフリガナ】
【ハ．氏名】
【ニ．勤務先】

（　  　　　）建築士事務所　（　　　　  　　　）知事登録　　  第　　　　　　　　　　　　号
【ホ．郵便番号】
【ヘ．所在地】
【ト．電話番号】

（その他の点検者）
【イ．資格等】 （　　　　）建築士　　　（　　　　　　　　　　　　　　）登録 第　　　　　　　　　　　　号

建築基準適合判定資格者　　　　　　　　　　　　　　　　  第　　　　　　　　　　　　号
登録調査資格者講習を終了した者　　　　　　　　　　 　第　　　　　　　　　　　　号

【ロ．氏名のフリガナ】
【ハ．氏名】
【ニ．勤務先】

（　　　　）建築士事務所　（　　　　　　　）知事登録　　  第　　　　　　　　　　　　号
【ホ．郵便番号】
【ヘ．所在地】
【ト．電話番号】

【４．点検対象建築物】
【イ．所在地】
【ロ．名称のフリガナ】
【ハ．名称】
【ニ．用途】

【５．調査による指摘の概要】
【イ．指摘の内容】 □要是正の指摘あり （□既存不適格） □指摘なし
【ロ．指摘の概要】
【ハ．改善予定の有無】 □有（令和　　　年　　　月に改善予定） □無
【ニ．その他特記事項】

【６．点検の状況】
【イ．今回の調査】  令和　　　年　　　月　　　日実施
【ロ．前回の調査】 □実施 (平成　　　年　　　月　　　日報告) □未実施 □対象外

建築物及びその敷地に関する事項
【１．敷地の位置】

【イ．防火地域】 □防火地域 □準防火地域
□その他（　　　　　　　　　　　　　　） □指定なし

【ロ．用途地域】
【２．建築物及びその敷地の概要】

【イ．構造】 □鉄筋コンクリート造 □鉄骨鉄筋コンクリート造
□鉄骨造 □その他（　　　　　　　　　　　）

【ロ．階数】 地上　　　　階 地下　　　　階
【ハ．敷地面積】 ㎡
【ホ．延べ面積】 ㎡

定期点検報告概要書（建築物）
（様式　３）



（様式 ４）

既　存
不適格

1

(1) 法第19条第2項

(2) 法第19条第1項、第3項

(3) 令第127条,128条,128条の2

(4) 令第128条,128条の2

(5) 令第127条,128条,128条の2

(6)

(7)

(8) 法第19条第4項,令第142条

(9)

2

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
法第23条,法第24条,法第25条,法
第64条,令第109条

(6) 令第49条

(7) 令第39条,令第57条

(8)
令第39条,令第62条の6,令第62条
の7

(9) 令第64条,令第66条

(10) 令第39条,令第79条,令第79条の3

(11)

(12)

(13)

(14)

(15) 令第39条

(16) 令第39条,S46告示第109号

(17)

(18)

3

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

法第22条,63条,84条の2,令第107
条,107条の2,108条,108条の
3,109条の3,109条の5,136条の
9,136条の10

(7) 令第39条第1項

(8)

(9)

4

(1) 令第112条第9項

(2) 令第112条第1項～第9項

(3) 令第112条第12項,第13項

(4)

(5)

敷地及び地盤

地盤 地盤沈下等による不陸、傾斜等の状況

敷地

点検結果表-1

（　点検施設名　）

当該点検に
関与した点
検者

氏　　名

代表となる点検者

その他の点検者

番号 調　査　項　目

特記
事項
の

有無

関係法令指摘
なし

要是正
経過
観察

点検結果

敷地内の排水の状況

敷地内の通路

敷地内の通路の確保の状況

有効幅員の確保の状況

敷地内の通路の支障物の状況

塀

組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等
の耐震対策の状況

令第61条、令第62条の8

組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等
の劣化及び損傷の状況

擁壁
擁壁の劣化及び損傷の状況

擁壁の水抜きパイプの維持保全の状況

建築物の外部

基礎
基礎の沈下等の状況 令第38条

基礎の劣化及び損傷の状況

土台（木造に限る。）
土台の沈下等の状況 令第42条

土台の劣化及び損傷の状況

木造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況

組積造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況

補強コンクリートブロック造の外壁躯体の劣化及び
損傷の状況

鉄骨造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況

鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の
外壁躯体の劣化及び損傷の状況

外装仕上げ材等

タイル、石貼り等（乾式工法によるものを除
く。）、モルタル等の劣化及び損傷の状況

令第39条

乾式工法によるタイル、石貼り等の劣化及び損傷の
状況
金属系パネル（帳壁を含む。）の劣化及び損傷の状
況

コンクリート系パネル（帳壁を含む。）の劣化及び
損傷の状況

窓サッシ等
サッシ等の劣化及び損傷の状況

はめ殺し窓のガラスの固定の状況

外壁に緊結された広告
板、空調室外機等

機器本体の劣化及び損傷の状況 令第39条

支持部分等の劣化及び損傷の状況

屋上及び屋根

屋上面 屋上面の劣化及び損傷の状況

外
壁

躯体等

外壁、軒裏及び外壁の開口部で延焼のおそれのある
部分の防火対策の状況

屋上周り（屋上面を除く。）

パラペットの立上り面の劣化及び損傷の状況 令第39条

笠木モルタル等の劣化及び損傷の状況

金属笠木の劣化及び損傷の状況

排水溝（ドレーンを含む。）の劣化及び損傷の状況

屋根（屋上面を除く。）

屋根の防火対策の状況

屋根の劣化及び損傷の状況

機器及び工作物（冷却等設
備、広告塔等）

機器、工作物本体及び接合部の劣化及び損傷の状況 令第129条の2の4

支持部分等の劣化及び損傷の状況

建築物の内部

防
火
区
画

令第112条第９項に規定する区画の状況

令第112条第１項から第３項まで又は同条第５項から第８項までの各項に規定
する区画の状況

令第112条第12項又は第13項に規定する区画の状況

防火区画の外周部

令第112条第10項に規定する外壁等及び同条第11項に
規定する防火設備の処置の状況

令第112条第10項,第11項

令第112条第10項に規定する外壁等及び同条第11項に
規定する防火設備の劣化及び損傷の状況



（様式 ４）

既　存
不適格

(6) 令第49条

(7) 令第39条,令第57条

(8)
令第39条,令第62条の6,令第62条
の7

(9) 令第64条,令第66条

(10) 令第39条,令第79条,令第79条の3

(11) 令第112条,令第115条の2の2

(12)

(13)
法第27条,令第107条,令第107条
の2,令第108条の3

(14)
令第112条第15項,第16項,令第
129条の2の5,H12告示1376号,H12
告示1422号

(15) 令第114条

(16)
法第35条の2,令第112条,令第128
条の3の2～129条,H12告示1439号

(17) 令第49条

(18) 令第64条,令第66条

(19) 令第39条,令第79条,令第79条の3

(20) 令第112条,令第115条2の2

(21)

(22)
令第112条第15項,第16項,令第
129条の2の5

(23)
法第35条の2,令第112条,令第128
条の3の2～129条,H12告示1439号

(24) 令第39条

(25) 令第39条

(26)

(27)

(28)

(29) 令第123条

(30)

(31)

(32)

(33)

(34) 令第39条

(35)

(36)
法第28条第1項,法第19条第1項,
令第20条

(37)

(38)

(39)

(40)

(41)

(42)

法第28条の2,H18告1172号

(43)

(44)

(45)

点検結果表-2

番号 調　査　項　目

特記
事項
の

有無

関係法令指摘
なし

要是正

点検結果

経過
観察

壁
の
室
内
に
面
す
る
部
分

躯体等

木造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷
の状況

組積造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損
傷の状況

補強コンクリートブロック造の壁の室内に面する部
分の躯体の劣化及び損傷の状況

鉄骨造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損
傷の状況

鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の
壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況

一時間準耐火基準
に適合する準耐火
構造の壁、耐火構
造の壁又は準耐火
構造の壁（防火区
画を構成する壁に
限る。）

準耐火性能等の確保の状況

部材の劣化及び損傷の状況

給水管、配電管その他の管又は風道の区画貫通部の
充填等の処理の状況

鉄骨の耐火被覆の劣化及び損傷の状況

給水管、配電管その他の管又は風道の区画貫通部の
充填等の処理の状況

令第114条に規定する界
壁、間仕切壁及び隔壁

令第114条に規定する界壁、間仕切壁及び隔壁の状況

令第128条の5各項
に規定する建築物
の壁の室内に面す
る部分

室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況

防火設備（防火扉、シャッ
ターその他これらに類するも
のに限る。）

区画に対応した防火設備の設置の状況

床

躯体等

木造の床躯体の劣化及び損傷の状況

鉄骨造の床躯体の劣化及び損傷の状況

鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の
床躯体の劣化及び損傷の状況

一時間準耐火基準
に適合する準耐火
構造の床、耐火構
造の床又は準耐火
構造の床（防火区
画を構成する床に
限る。）

準耐火性能等の確保の状況

部材の劣化及び損傷の状況

天
井

令第128条の5各項
に規定する建築物
の天井の室内に面
する部分

室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況

室内に面する部分の仕上げの劣化及び損傷の状況

特定天井
特定天井の天井材の劣化及び損傷の状況

換気のための開口部の面積の確保の状況

令第112条,S48告2563号,S48告
2564号居室から地上へ通じる主たる廊下、階段その他の通

路に設置された防火設備におけるくぐり戸の設置の
状況

昭和48年建設省告示第2563号第１第１号ロに規定す
る基準への適合の状況

防火戸の開放方向

常時閉鎖又は作動した状態にある防火設
備（以下「常閉防火設備」という）の本
体と枠の劣化及び損傷の状況

常閉防火設備の閉鎖又は作動の状況 令第112条,S48告2563号,H12告
1369号常閉防火設備の閉鎖又は作動の障害とな

る物品の放置の状況

常閉防火扉の固定の状況

法第28条第2項,3項,令第20条の
2,令第20条の3,令第129条の2の6換気設備の設置の状況

換気設備の作動の状況

換気の妨げとなる物品の放置の状況

照明器具、懸垂物等

照明器具、懸垂物等の落下防止対策の状況

防火設備の閉鎖の障害となる照明器具、懸垂物等の
状況

居室の採光及び換気

採光のための開口部の面積の確保の状況

採光の妨げとなる物品の放置の状況

石綿等を添加した建築材料

吹付け石綿及び吹付けロックウールでその含有する
石綿の重量が当該建築材料の重量の0.1パーセントを
超えるもの（以下「吹付け石綿等」という。）の使
用の状況

吹付け石綿等の劣化の状況 法第28条の2

除去又は囲い込み若しくは封じ込めによる飛散防止
措置の実施の状況

囲い込み又は封じ込めによる飛散防止措置の劣化及
び損傷の状況



（様式 ４）

既　存
不適格

5

(1) 令第120条,121条,122条

(2) 令第119条

(3)

(4) 令第118条,124条,125条,125条の
2

(5)

(6) 令第126条

(7) 令第121条

(8)

(9)

(10)

(11)
令第120条,121条,122条,123
条,124条

(12) 令第23条,24条,124条

(13) 令第25条

(14)

(15)

(16) 令第123条

(17) 令第121条の2,令第123条第2項

(18)

(19) 令第122条,令第123条

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

(34)

(35)

(36)

(37) 令第129条の13の3

(38)

(39)

(40)

6

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
法第33条,令第129条の14,129条
の15

(6)

(7)

(8) 令第139条

(9) 法第88条,令第138条,139条

点検結果表-3

番号 調　査　項　目

特記
事項
の

有無

関係法令指摘
なし

要是正

点検結果

経過
観察

避難施設等

令第120条第２項に規定する通路 令第120条第２項に規定する通路の確保の状況

廊下
幅の確保の状況

物品の放置の状況

出入口
出入口の確保の状況

物品の放置の状況

屋上広場 屋上広場の確保の状況

避難上有効なバルコニー

避難上有効なバルコニーの確保の状況

手すり等の劣化及び損傷の状況

物品の放置の状況

避難器具の操作性の確保の状況

階
段

階段

直通階段の設置の状況

幅の確保の状況

手すりの設置の状況

物品の放置の状況

階段各部の劣化及び損傷の状況

屋内に設けられた避難階
段

階段室の構造の確保の状況

屋外に設けられた避難階
段

屋内と階段との間の防火区画の確保の状況

開放性の確保の状況

特別避難階段

令第123条第3項第一号に規定するバルコ
ニー（以下単に「バルコニー」とい
う。）又は付室（以下単に「付室」とい
う。）の構造及び面積の確保の状況

階段室又は付室（以下「付室等」とい
う。）の排煙設備の設置の状況

S44告示1728号

付室等の排煙設備の作動の状況

付室等の外気に向かって開くことができ
る窓の状況

物品の放置の状況

排
煙
設
備
等

防煙壁

防煙区画の設置の状況 令第126条の3

防煙壁の劣化及び損傷の状況

可動式防煙壁の作動の状況

排煙設備

排煙設備の設置の状況 令第126条の2,126条の3,　　H12
告示1436,1441,1442,1437排煙設備の作動の状況

排煙口の維持保全の状況

そ
の
他
の
設
備
等

非常用の進入口等
非常用の進入口等の設置の状況

令第126条の6,126条の7
非常用の進入口等の維持保全の状況

非常用エレベーター

令第129条の13の3第3項に規定する乗降
ロビー（以下単に「乗降ロビー」とい
う。）の構造及び面積の確保の状況

法第34条第2項,令第129条の13の
3,S45告示1833号

昇降路又は乗降ロビー（以下「乗降ロ
ビー等」という。）の排煙設備の設置の
状況

H14告示666号

膜張力及びケーブル張力の状況

免震構造建築物の免震層
及び免震装置

乗降ロビー等の排煙設備の作動の状況

乗降ロビー等の付室の外気に向かって開くことがで
きる窓の状況

物品の放置の状況

非常用エレベーターの作動の状況

非常用の照明装置

非常用の照明装置の設置の状況

煙突本体及び建築物との接合部の劣化及び損傷の状
況

令第115条,139条,令第129条の2
の4

付帯金物の劣化及び損傷の状況

令第126条の4,126条の5

非常用の照明装置の作動の状況

照明の妨げとなる物品の放置の状況

その他

特
殊
な
構
造
等

膜構造建築物の膜体、取
付部材等

膜体及び取付部材の劣化及び損傷の状況

令第138条第１項第１号
に掲げる煙突

煙突本体の劣化及び損傷の状況

付帯金物の劣化及び損傷の状況

免震装置の劣化及び損傷の状況（免震装置が可視状
態にある場合に限る。）

H12告示2009号

上部構造の可動の状況

避雷設備
避雷針、避雷導線等の劣化及び損傷の状況

煙
突

建築物に設ける煙突



点検結果表

　特記事項 （様式 ５）

番
号

点　検　項　目 指摘の具体的内容等



番
号

点　検　項　目 指摘の具体的内容等

点検結果表（既存不適格）

　特記事項 （様式 ６）



①地盤の状況

②敷地の状況

①空地・通路等の管理状況

②避難通路等の管理状況

③舗装等の劣化・損傷状況

①ブロック塀・コンクリート塀等の

　劣化・損傷状況

②擁壁・がけ等の劣化・損傷状況

③屋外機器の劣化・損傷状況

④植栽の管理状況

①防火対策の状況

①土台および基礎の状況

②建物躯体の劣化・損傷状況

①タイル・モルタル・石貼り等の

　劣化・損傷状況

②パネル面の劣化・損傷状況

③シーリング材等の劣化・損傷状況

①サッシ等の維持保全状況

②サッシ等の劣化・損傷状況

③ガラスの固定状況

①緊結等の状況

②劣化・損傷状況

①防水保護層の劣化・損傷状況

②露出防水層の劣化・損傷状況

①パラペット等の劣化・損傷状況

②排水状況

③屋根ふき材等の劣化・損傷状況

④屋根ふき材等の防火性能

⑤出入口の状況

①緊結等の状況

②劣化・損傷状況

①緊結等の状況

②劣化・損傷状況

①防火区画を構成する床・壁・柱

　はりの状況

②吹抜けなどのたて穴区画の状況

③面積区画・異種用途区画の状況

④防火区画の外周部の処置状況

⑤界壁等の状況

①防火扉等の設置状況

②防火扉等の維持保全状況

①防火シャッターの設置状況

②防火シャッターの保全状況

①ダクト・配線・配管等の区画貫通

　部の処置状況

①内装材の状況

①建物躯体の劣化・損傷状況

②耐火被覆の状況

①採光の確保状況

②換気設備の状況

②２方向避難の確保状況

③避難バルコニーの状況

①階段の状況（共通）

②屋外階段の状況

③特別避難階段の状況

①排煙区画・排煙設備の状況

①非常用進入口等の状況

②非常用エレベーターの状況

　　　点 　　検　　 項　 　目

１．敷地・地盤

２．空地・通路等

３．工作物等

１．外壁の防火性能

２．建物躯体

３．外壁仕上げ材等

４．窓・サッシ等

５．看板・空調室外機等

１．防　水　層

４．防火区画貫通部

３．防火設備

２．防火設備（扉等）

１．防火区画等の構成

４．煙　　突

３．機器・工作物

２．屋上・屋根面

５．内装・収納物等

６．建物躯体等

７．居室の採光・換気

１．避難経路等

２．階　段

４．その他の設備等

Ｄ．

建
　
物
　
内
　
部

Ｃ．

屋
 
上
・
屋
 
根

Ｂ．

外
　
壁
　
関
　
係

Ａ．

敷
地
・
地
盤
関
係

②家具・照明器具・懸垂物等の状況

①雨漏り・漏水の状況

①石綿等を添加した建築材料

①避難出口・通路・屋上広場の状況

③非常用照明装置の状況

９．石綿等

８．雨漏り・漏水等

図　面　名

縮　　　尺
Ａ３：１/４００

Ａ１：１/２００
番　号

Ｅ．

避
難
施
設
・
非
常
用
進
入
口
等

Ｆ.
そ
の
他

３．排煙設備

１．避雷設備 ①劣化及び損傷の状況

（様式 ７）

施　設　名



別添２様式（Ａ４）

写真番号

要是正

その他

写真番号

要是正

その他

写真番号

要是正

その他

部位

特記事項

点検結果

点検結果

部位

点検記録写真
点検結果

（様式 ８）

点検項目部位

点検項目

点検項目

特記事項

特記事項



㊞

㊞

記

　

（様式　A）

業　務　名

施　設

点検者氏名

資格・番号

4

名　 　称

所 在 地

名　 　称

業務期間 令和　　　　年　　　　月　　　　日　　　～　　　令和　　　　年　　　　月　　　　日

名　 　称

所 在 地
7

名　 　称

所 在 地

所 在 地

名　 　称

所 在 地

下記学校の建築設備について、定期点検した結果は別紙のとおりです。

建　築　設　備　定　期　点　検　報　告　書　

名　 　称

代表者名

令和　　　　年　　　　月　　　　日

学校管理課長　あて

点検者 所属名称

1

2

名　 　称

3

所 在 地
5

6

所 在 地



調査等の概要

【１．所有者】

【イ．氏名のフリガナ】 スイタシ

【ロ．氏名】 吹田市

【ハ．郵便番号】 564-8550

【ニ．住所】 吹田市泉町１丁目３番４０号

【２．管理者】

【イ．氏名のフリガナ】 スイタシキョウイクイインカイ　ガッコウキョウイクブ　ガッコウカンリカ　

【ロ．氏名】 吹田市教育委員会　学校教育部　学校管理課　

【ハ．郵便番号】 564-0027

【ニ．住所】 吹田市朝日町３番４０８号

【３．点検者】

（代表となる点検者）

【イ．資格等】 （　　　　）建築士　　　（　　　　　　　　　　　　　　）登録 第　　　　　　　　　　　　号

建築基準適合判定資格者　　　　　　　　　　　　　　　 　第　　　　　　　　　　　　号

登録調査資格者講習を終了した者　　　　　　　　　　 　第　　　　　　　　　　　　号

【ロ．氏名のフリガナ】

【ハ．氏名】

【ニ．勤務先】

（　  　　　）建築士事務所　（　　　　  　　　）知事登録　　  第　　　　　　　　　　　　号

【ホ．郵便番号】

【ヘ．所在地】

【ト．電話番号】

（その他の点検者）

【イ．資格等】 （　　　　）建築士　　　（　　　　　　　　　　　　　　）登録 第　　　　　　　　　　　　号

建築基準適合判定資格者　　　　　　　　　　　　　　　　  第　　　　　　　　　　　　号

登録調査資格者講習を終了した者　　　　　　　　　　 　第　　　　　　　　　　　　号

【ロ．氏名のフリガナ】

【ハ．氏名】

【ニ．勤務先】

（　　　　）建築士事務所　（　　　　　　　）知事登録　　  第　　　　　　　　　　　　号

【ホ．郵便番号】

【ヘ．所在地】

【ト．電話番号】

【４．点検対象建築物】

【イ．所在地】

【ロ．名称のフリガナ】

【ハ．名称】

【ニ．用途】

【５．調査による指摘の概要】

【イ．指摘の内容】 □要是正の指摘あり （□既存不適格） □指摘なし

【ロ．指摘の概要】

【ハ．改善予定の有無】 □有（令和　　　年　　　月に改善予定） □無

【ニ．その他特記事項】

【６．点検の状況】

【イ．今回の調査】 令和　　　年　　　月　　　日実施

【ロ．前回の調査】 □実施 (平成　　　年　　　月　　　日報告) □未実施 □対象外

（様式　B）

定期点検報告概要書（建築設備）



建築設備の状況等

【１．換気設備の概要】

【イ．無窓居室】 □自然換気設備（　　　系統　　　　室） □機械換気設備（　　　系統　　　　室）

□中央管理方式の空気調和設備（　　　系統　　　　室）

□その他（　　　系統　　　　室）

【ロ．火気使用室】 □自然換気設備（　　　系統　　　　室） □機械換気設備（　　　系統　　　　室）

□その他（　　　系統　　　　室） □無

【ハ．居室等】 □自然換気設備（　　　系統　　　　室） □機械換気設備（　　　系統　　　　室）

□中央管理方式の空気調和設備（　　　系統　　　　室）

□その他（　　　系統　　　　室）

【ニ．空気調和設備・冷暖房設備】 □個別パッケージ □全空気 □ヒートポンプ

□ファンコイルユニット併用 □その他（　　　　　）

【ホ．防火ダンパーの有無】 □有 □無

【２．排煙設備の概要】

【イ．避難安全検証法等の適用】 □階避難安全検証法（　階） □全館避難安全検証法

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

【ロ．特別避難階段の階段室又は付室】

□吸引式（　　　　区画） □給気式（　　　　区画） □加圧式（　　　　区画） □無

【ハ．非常用エレベーターの昇降路又は乗降ロビー】

□吸引式（　　　　区画） □給気式（　　　　区画） □加圧式（　　　　区画） □無

【ニ．非常用エレベーターの乗降ロビーの用に供する付室】

□吸引式（　　　　区画） □給気式（　　　　区画） □加圧式（　　　　区画） □無

【ホ．居室等】□吸引式（　　　　区画） □給気式（　　　　区画） □加圧式（　　　　区画） □無

【ヘ．予備電源】 □蓄電池 □自家用発電装置 □直結エンジン □無

【３．非常用の照明装置の概要】

【イ．照明器具】 □白熱灯（　　　灯） □蛍光灯（　　　灯） □その他（　　　灯）

【ロ．予備電源】 □蓄電池（内蔵型）　（居室　　　　灯、廊下　　　　灯、階段　　　　灯）

□蓄電池（別置型）　（居室　　　　灯、廊下　　　　灯、階段　　　　灯）

□自家用発電装置　（居室　　　　灯、廊下　　　　灯、階段　　　　灯）

□蓄電池（別置形）・自家用発電装置併用　（居室　　　　灯、廊下　　　　灯、階段　　　　灯）

【４．給水設備及び排水設備の概要】

【イ．飲料水の配管設備】 □給水タンク（　　　基　　　　㎥） □貯水タンク（　　　基　　　　㎥）

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

【ロ．排水設備】 □排水槽 （□汚水槽　□雑排水槽　□合併槽　□雨水槽・湧水槽）

□排水再生利用配管設備 □その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

【ハ．圧力タンクの有無】 □有 □無

【ニ．給湯方式】 □局所式 □中央式

【ホ．湯沸器】 □開放式燃焼器 □半密閉式燃焼器 □密閉式燃焼器

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）



（様式　Ｃ－１）

氏　　名

既　存
不適格

1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

点検結果表－１
（換気設備）

（　点検施設名　）

当該点検に関与した点検者

番号

点検結果
特記
事項
の

有無
指摘
なし

要是正
経過
観察

調　査　項　目

給気機の外気取り入れ口並びに直接外気に解放
された給気口及び排気口への雨水等の防止措置
の状況

給気機の外気取り入れ口及び排気機の排気口の
取付けの状況

中央管理室における制御及び作動状態の監視の
状況

空気調和設備の設置の状況

空気調和設備及び配管の劣化及び損傷の状況

法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室（換気設備を設けるべき調理室等を除く。）

各室の吹き出し空気の分配の状況

各室の給気口及び排気口の設置位置

各室の給気口及び排気口の取付けの状況

風道の取付けの状況

風道の材質

換気扇による換気の状況

空気調和設備の主要機器
及び配管の外観

空気調和設備の性能

機械
換気
設備

機械換気設備(中央管理
方式の空気調和設備を含
む。）の外観

給気機又は排気機の設置の状況

空気ろ過器の点検口

各室の一酸化炭素含有率

各室の二酸化炭素含有率

各室の気流

空気調和設備の運転の状況

冷却塔と建築物の他の部分との離隔距離

各室の温度

各室の相対湿度

各室の浮遊粉じん量

機械換気設備（中央管理
方式の空気調和設備を含
む。）の性能

各系統の換気量

各室の換気量

中央
管理
方式
の空
気調
和設
備



（様式　Ｃ－２）

既　存
不適格

2

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)
自然
換気
設備

(10)

(11)

(12)

3

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

要是正

煙突等への防火ダンパー、風道等の設置の状況

点検結果表－２
（換気設備）

換気設備を設けるべき調理室等

経過
観察

機械換気設備の換気量

自然
換気
設備
及び
機械
換気
設備

排気筒、排気フード及び煙突の材質

排気筒、排気フード及び煙突の取付けの状況

給気口、給気筒、排気口、排気筒、排気フード及び煙突の大きさ

給気口、排気口及び排気フードの位置

給気口、給気筒、排気口、排気筒、排気フード及び煙突の設置の状況

排気筒及び煙突の断熱の状況

排気筒及び煙突と可燃物、電線等との離隔距離

防火
ダン
パー
等

防火ダンパーの設置の状況

防火ダンパーの取付けの状況

防火ダンパーの作動の状況

防火ダンパーの劣化及び損傷の状況

防火ダンパーの点検口の有無及び大きさ並びに検査口の有無

防火ダンパーの温度ヒューズ

壁及び床の防火区画貫通部の措置の状況

連動型防火ダンパーの煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器の位置

連動型防火ダンパーの煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器との連
動の状況

法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室等

番号 調　査　項　目

点検結果 特記
事項
の

有無
指摘
なし

煙突の先端の立ち上がりの状況（密閉型燃焼器具の煙突を除く。）

機械
換気
設備

換気筒に設ける防火ダンパーの設置の状況

換気扇による換気の状況



（様式　Ｃ－３）

氏　　名

既　存
不適格

1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

2

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

3

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10) 衛生器具

(11) 排水トラップ

(12) 阻集器

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

点検結果表－３
（給水設備及び排水設備）

（　点検施設名　）

当該点検に関与した点検者

番号 調　査　項　目

点検結果
特記
事項
の

有無
指摘
なし

要是正
経過
観察

飲料用の給水タンク及び貯水
タンク（以下「給水タンク

等」という。）並びに給水ポ
ンプ

給水タンク等の設置の状況

給水タンク等の通気管、水抜き管、オーバーフ
ロー管等の設置の状況

飲料水の配管設備　

飲料用の配管設備､排水設備

飲料用配管及び排水配管（隠
蔽部分及び埋設部分を除
く。）

配管の取付けの状況

配管の腐食及び漏水の状況

配管が貫通する箇所の損傷防止措置の状況

継手類の取付けの状況

その
他

排水再利用配管設備（中水道
を含む。）

雑用水タンク、ポンプ等の設置の状況

消毒装置

排水槽

排水槽のマンホールの大きさ

排水槽の通気の状況

排水漏れの状況

衛生器具の取付けの状況

排水トラップの取付けの状況

保温措置の状況

給湯設備（循環ポンプを含
む。）

排水設備

ガス湯沸器の取付けの状況

給湯設備の腐食及び漏水の状況

防火区画等の貫通措置の状況

配管の支持金物

飲料水系統配管の汚染防止措置の状況

止水弁の設置の状況

ウォーターハンマーの防止措置の状況

給湯管及び膨張管の設置の状況

給水タンク等の腐食及び漏水の状況

給水用圧力タンクの安全装置の状況

給水ポンプの運転の状況

給水タンク及びポンプ等の取付けの状況

給水タンク等の内部の状況

阻集器の構造、機能及び設置の状況

公共下水道等への接続の状況

雨水排水立て管の接続の状況

給湯設備（ガス湯沸器を除く。）の取付けの状況

地下街の非常用の排水設備の処理能力及び予備
電源の状況

雑用水の用途

雑用水給水栓の表示の状況

配管の標識等

ガス湯沸器の煙突及び給排気部の構造

排水管
掃除口の取付けの状況

雨水系統との接続の状況

通気管の状況

通気開口部の状況

間接排水の状況

排水の状況



点検結果表

　特記事項 （様式 ５）

番
号

点　検　項　目 指摘の具体的内容等



点検結果表（既存不適格）

　特記事項 （様式 ６）

番
号

点　検　項　目 指摘の具体的内容等



測定年月日 令和  年  月  日 測定機器　メーカー名 型式番号等　

階 室名 必要換気量（m3/h） 換　気　方　式 換気設備機種名*注1） 換気状況の評価*注2） 判　定

一種 ・ 二種 ・ 三種 指摘なし・要是正

一種 ・ 二種 ・ 三種 指摘なし・要是正

一種 ・ 二種 ・ 三種 指摘なし・要是正

一種 ・ 二種 ・ 三種 指摘なし・要是正

一種 ・ 二種 ・ 三種 指摘なし・要是正

一種 ・ 二種 ・ 三種 指摘なし・要是正

一種 ・ 二種 ・ 三種 指摘なし・要是正

一種 ・ 二種 ・ 三種 指摘なし・要是正

一種 ・ 二種 ・ 三種 指摘なし・要是正

一種 ・ 二種 ・ 三種 指摘なし・要是正

一種 ・ 二種 ・ 三種 指摘なし・要是正

一種 ・ 二種 ・ 三種 指摘なし・要是正

一種 ・ 二種 ・ 三種 指摘なし・要是正

一種 ・ 二種 ・ 三種 指摘なし・要是正

一種 ・ 二種 ・ 三種 指摘なし・要是正

　注1)

　注2)

別表１　法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室（換気設備を設けるべき調理室等を除く。）換気状況評価表（Ａ４）

室ごとに単独の換気扇がある場合など、換気設備が特定されている場合は、その名称を記入する。

「換気状況の評価」欄には、外気取り入れ口における風量測定を行うことが最も確実であり、換気量測定を行った場合は、その測定結果を記入する。

これに代わる方法として、各室の二酸化炭素濃度の測定を行い、居住者数と測定値に矛盾がないか確認する等を行った場合には、その結果を記入する。



測定年月日　 測定機器　メーカー名 型式番号等　

室番（場所） 使用器具 発熱量(kW） 換気型式(n） 必要換気量（㎥/h） 開口面積（㎡） 測定風速＊注）（m/s） 測定風量（㎥/ｈ） 判　　定

40・30・20・2 指摘なし・要是正

40・30・20・2 指摘なし・要是正

40・30・20・2 指摘なし・要是正

40・30・20・2 指摘なし・要是正

40・30・20・2 指摘なし・要是正

40・30・20・2 指摘なし・要是正

40・30・20・2 指摘なし・要是正

40・30・20・2 指摘なし・要是正

40・30・20・2 指摘なし・要是正

40・30・20・2 指摘なし・要是正

40・30・20・2 指摘なし・要是正

40・30・20・2 指摘なし・要是正

40・30・20・2 指摘なし・要是正

40・30・20・2 指摘なし・要是正

40・30・20・2 指摘なし・要是正

別表２　換気設備を設けるべき調理室等の換気風量測定表（Ａ４）

令和  年  月  日

注）　「測定風速」欄には、原則として測定した箇所の平均風速を記入する。



設計 番号

年月日

縮 尺

図面名

○○設計事務所株式会社

（ 様式 Ｄ ）

施設名



別添２様式（Ａ４）

写真番号

要是正

その他

写真番号

要是正

その他

写真番号

要是正

その他

特記事項

特記事項

部位 点検項目 点検結果

特記事項

部位 点検項目 点検結果

（様式 ８）
点検記録写真

部位 点検項目 点検結果



㊞

㊞

記

　

名　 　称

3

所 在 地
5

6

所 在 地

防　火　設　備　点　検　報　告　書

下記建築物について、定期点検した結果は別紙のとおりです。

名　 　称

代表者名

令和　　　　年　　　　月　　　　日

学校管理課長　あて

点検者 所属名称

1

2

業務期間 令和　　　　年　　　　月　　　　日　　　～　　　令和　　　　年　　　　月　　　　日

名　 　称

所 在 地
7

名　 　称

所 在 地

所 在 地

名　 　称

所 在 地

（様式　ａ）

業　務　名

施　設

点検者氏名

資格・番号

4

名　 　称

所 在 地

名　 　称



 不適合有  要注意有

指　摘　事　項

□連動機構

（様式　ｂ）

指摘内容

1 防火扉

□危害防止装置

□連動機構

□その他（　　　　）

指摘内容及び改善内容

□危害防止装置

□その他（　　　　）

□連動機構

2
防火シャッ
ター

□駆動装置

□危害防止装置

□加圧送水装置

3
耐火クロスス
クリーン

□駆動装置

4

ドレンチャーそ
の他の水幕を
形成する防火
設備

□水源

防　火　設　備　定　期　点　検　結　果　書

施　設
名　　　　称

所　在　地

□その他（　　　　）

□連動機構

□その他（　　　　）



調査等の概要
【１．所有者】

【イ．氏名のフリガナ】 スイタシ
【ロ．氏名】 吹田市
【ハ．郵便番号】 564-8550
【ニ．住所】 吹田市泉町１丁目３番４０号

【２．管理者】
【イ．氏名のフリガナ】 スイタシキョウイクイインカイ　ガッコウキョウイクブ　ガッコウカンリカ　
【ロ．氏名】 吹田市教育委員会　学校教育部　学校管理課　
【ハ．郵便番号】 564-0027
【ニ．住所】 吹田市朝日町３番４０８号

【３．点検者】
（代表となる点検者）

【イ．資格等】 （　　　　）建築士　　　（　　　　　　　　　　　　　　）登録 第　　　　　　　　　　　　号
防火設備検査員 第　　　　　　　　　　　　号

【ロ．氏名のフリガナ】
【ハ．氏名】
【ニ．勤務先】

（　  　　　）建築士事務所　（　　　　  　　　）知事登録　　  第　　　　　　　　　　　　号
【ホ．郵便番号】
【ヘ．所在地】
【ト．電話番号】

（その他の点検者）
【イ．資格等】 （　　　　）建築士　　　（　　　　　　　　　　　　　　）登録 第　　　　　　　　　　　　号

防火設備検査員 第　　　　　　　　　　　　号
【ロ．氏名のフリガナ】
【ハ．氏名】
【ニ．勤務先】

（　　　　）建築士事務所　（　　　　　　　）知事登録　　  第　　　　　　　　　　　　号
【ホ．郵便番号】
【ヘ．所在地】
【ト．電話番号】

【４．点検対象建築物】
【イ．所在地】
【ロ．名称のフリガナ】
【ハ．名称】
【ニ．用途】

【５．点検による指摘の概要】
【イ．指摘の内容】 □要是正の指摘あり （□既存不適格） □指摘なし
【ロ．指摘の概要】
【ハ．改善予定の有無】 □有（令和　　　年　　　月に改善予定） □無
【ニ．その他特記事項】

【６．点検の状況】
【イ．今回の調査】  平成　　　年　　　月　　　日実施
【ロ．前回の調査】 □実施 (平成　　　年　　　月　　　日報告) □未実施 □対象外

防火設備の状況
【１．防火設備の概要】
　　【イ．避難安全検証法等の適用】
　　  　□階避難安全検証法（　　　階）　□全館避難安全検証法
　　　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　【ロ．防火設備】
　　　　□防火扉（　　　　枚）　　　　　　　□防火シャッター（　　　　枚）
　　　　□耐火クロススクリーン（　　　　枚）□ドレンチャー（　　　　台）
　　　　□その他（　　　　　　　台）

【２．備考】

定期点検報告概要書（防火設備）
（様式　ｃ）



（様式　ｄ-１）

氏　　名

既　存
不適格

(1) 設置場所の周囲状況 閉鎖の障害となる物品の放置の状況

(2) 扉の取付けの状況

(3) 扉、枠及び金物の劣化及び損傷の状況

(4) 危害防止装置 作動の状況

(5) 設置位置

(6) 感知の状況

(7) 温度ヒューズ装置 設置の状況

(8) スイッチ類及び表示灯の状況

(9) 結線接続の状況

(10) 接地の状況

(11) 予備電源への切り替えの状況

(12) 劣化及び損傷の状況

(13) 容量の状況

(14) 設置の状況

(15) 再ロック防止機構の作動の状況

(16) 防火扉の閉鎖の状況

(17) 防火区画の形成の状況

番号

（　点検施設名　）

当該点検に関与した点検者

特記
事項
の

有無
指摘
なし

防火設備点検結果表－１
（防火扉）

連動制御器

連動機構用予備電源

自動閉鎖装置

要是正調　査　項　目

点検結果

経過
観察

上記以外の点検項目

防
火
扉

扉、枠及び金物

総合的な作動の状況

連
動
機
構

煙感知器、熱煙複合式感知
器及び熱感知器



（様式　ｄ-２）

氏　　名

既　存
不適格

(1) 設置場所の周囲状況 閉鎖の障害となる物品の放置の状況

(2)
軸受け部のブラケット、巻取りシャフト及び開閉機の取
付けの状況※

(3) スプロケットの設置の状況※

(4)
軸受け部のブラケット、ベアリング及びスプロケット又
はロープ車の劣化及び損傷の状況※

(5)
ローラチェーン又はワイヤーロープの劣化及び損傷の状
況

(6) スラット及び座板の劣化等の状況

(7) 吊り元の劣化及び損傷並びに固定の状況

(8) ケース 劣化及び損傷の状況

(9) まぐさ及びガイドレール 劣化及び損傷の状況

(10) 危害防止用連動中継器の配線の状況

(11) 危害防止装置用予備電源の劣化及び損傷の状況

(12) 危害防止装置用予備電源の容量の状況

(13) 座板感知部の劣化及び損傷並びに作動の状況

(14) 作動の状況

(15) 設置位置

(16) 感知の状況

(17) 温度ヒューズ装置 設置の状況

(18) スイッチ類及び表示灯の状況

(19) 結線接続の状況

(20) 接地の状況

(21) 予備電源への切り替えの状況

(22) 劣化及び損傷の状況

(23) 容量の状況

(24) 自動閉鎖装置 設置の状況

(25) 手動閉鎖装置 設置の状況

(26) 防火シャッターの閉鎖の状況

(27) 防火区画の形成の状況

要是正
経過
観察

防火設備点検結果表－２
（防火シャッター）

（　点検施設名　）

当該点検に関与した点検者

防
火
シ
ャ
ッ

タ
ー

駆動装置

カーテン部

危害防止装置

番号 調　査　項　目

点検結果
特記
事項
の

有無
指摘
なし

上記以外の点検項目

連
動
機
構

煙感知器、熱煙複合式感知
器及び熱感知器

連動制御器

連動機構用予備電源

総合的な作動の状況



（様式　ｄ-３）

氏　　名

既　存
不適格

(1) 設置場所の周囲状況 閉鎖の障害となる物品の放置の状況

(2) 駆動装置 ローラチェーンの劣化及び損傷の状況

(3) 耐火クロス及び座板の劣化及び損傷の状況

(4) 吊り元の劣化及び損傷並びに固定の状況

(5) ケース 劣化及び損傷の状況

(6) まぐさ及びガイドレール 劣化及び損傷の状況

(7) 危害防止用連動中継器の配線の状況

(8) 危害防止装置用予備電源の劣化及び損傷の状況

(9) 危害防止装置用予備電源の容量の状況

(10) 座板感知部の劣化及び損傷並びに作動の状況

(11) 作動の状況

(12) 設置位置

(13) 感知の状況

(14) スイッチ類及び表示灯の状況

(15) 結線接続の状況

(16) 接地の状況

(17) 予備電源への切り替えの状況

(18) 劣化及び損傷の状況

(19) 容量の状況

(20) 自動閉鎖装置 設置の状況

(21) 手動閉鎖装置 設置の状況

(22) 耐火クロススクリーンの閉鎖の状況

(23) 防火区画の形成の状況

防火設備点検結果表－３
（耐火クロススクリーン）

（　点検施設名　）

当該点検に関与した点検者

連動制御器

連動機構用予備電源

番号 調　査　項　目

点検結果
特記
事項
の

有無
指摘
なし

要是正
経過
観察

上記以外の点検項目

総合的な作動の状況

耐
火
ク
ロ
ス
ス
ク
リ
ー

ン

カーテン部

危害防止装置

連
動
機
構

煙感知器、熱煙複合式感知
器及び熱感知器



（様式　ｄ-４）

氏　　名

既　存
不適格

(1) 設置場所の周囲状況 作動の障害となる物品の放置の状況

(2) 散水ヘッド 散水ヘッドの設置の状況

(3) 開閉弁 開閉弁の状況

(4) 排水設備 排水の状況

(5) 貯水槽の劣化及び損傷、水質並びに水量の状況

(6) 給水装置の状況

(7) ポンプ制御盤のスイッチ類及び表示灯の状況

(8) 結線接続の状況

(9) 接地の状況

(10) ポンプ及び電動機の状況

(11) 加圧送水装置用予備電源への切り替えの状況

(12) 加圧送水装置用予備電源の劣化及び損傷の状況

(13) 加圧送水装置用予備電源の容量の状況

(14)
圧力計、呼水槽、起動用圧力スイッチ等の付属装置の状
況

(15) 設置位置

(16) 感知の状況

(17) スイッチ類及び表示灯の状況

(18) 結線接続の状況

(19) 接地の状況

(20) 予備電源への切り替えの状況

(21) 劣化及び損傷の状況

(22) 容量の状況

(23) 自動作動装置 設置の状況

(24) 手動作動装置 設置の状況

(25) ドレンチャー等の作動の状況

(26) 防火区画の形成の状況

防火設備点検結果表－４
（ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備）

（　点検施設名　）

当該点検に関与した点検者

制御盤

連動機構用予備電源

番号 調　査　項　目

点検結果
特記
事項
の

有無
指摘
なし

要是正
経過
観察

総合的な作動の状況

上記以外の点検項目

ド
レ
ン
チ
ャ
ー

等

水源

加圧送水装置

連
動
機
構

煙感知器、熱煙複合式感知
器及び熱感知器



防火設備点検結果表

　特記事項 （様式 ｅ）

防火設備
番号

点　検　項　目 指摘の具体的内容等



防火設備
番号

点　検　項　目 指摘の具体的内容等

防火設備点検結果表

　特記事項（既存不適格） （様式 ｆ）



縮　　　尺
Ａ３：１/４００

Ａ１：１/２００
番　号

年月日○○建築事務所

甲

乙

甲

甲

乙

乙

…… 常時開放式特定防火設備（告1369）

…… 常時開放式特定防火設備（告1369）

…… 常時閉鎖式特定防火設備（告1369）

…… 常時開放式特定防火設備（告1360）

…… 常時閉鎖式防火設備（告1360）

…… 防火設備（法2条9-2号ロ、告1360）

｢熱感知型自動閉鎖式」

｢煙感知型自動閉鎖式」

…… 竪穴区画

防 火 設 備 等 凡 例

…… 面積区画

（様式ｇ）

施　設　名

図　面　名

吹田市立○○



写真番号

要是正

その他

写真番号

要是正

その他

写真番号

要是正

その他

防火設備番号

特記事項

点検結果

点検結果

防火設備番号

点検記録写真
点検結果

（様式 ｈ）

点検項目防火設備番号

点検項目

点検項目

特記事項

特記事項



㊞

㊞

記

名　 　称

（様式　①）

改　善　計　画　書　

下 記 建 築 物 に つ い て 、 改 善 計 画 は 別 紙 の と お り で す 。

代表者名

1

2

名　 　称

所 在 地

所 在 地

5

6

4

名　 　称

所 在 地

名　 　称

資格・番号

業務期間 令和　　　　年　　　　月　　　　日　　　～　　　令和　　　　年　　　　月　　　　日

名　 　称

所 在 地
7

所 在 地

名　 　称

3

所 在 地

所 在 地

名　 　称

令和　　　　年　　　　月　　　　日

　　　　　　　　長　あて

点検者 所属名称

業　務　名

施　設　名

点検者氏名



棟等 危険度 要 改 善 事 項 対     策

敷地・外構 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

○○ 棟 内部
1.
2.
3.
4.
5.
6.

外部
7.
8.

△△棟 内部
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

外部
8.
9.

10.

（様式　②）棟別   要改善事項一覧施設名称を記入してください



写真番号

要是正

その他

写真番号

要是正

その他

写真番号

要是正

その他

写真
点検結果点検項目

（様式 ③）

部位

特記事項・改善方法

点検結果

特記事項・改善方法

部位 点検項目

特記事項・改善方法

点検結果部位 点検項目



施設所管部署

施設所管部署連絡先

施設連絡先

施設点検日

番号 大項目 点検項目 点検の方法

不具合の有無
有：1
無：0

対象無：－

コメント
(不具合の発生場所・状況)

「1」を記入した場合は、必ず不具
合の場所や状況を記述ください。

i-1 構造 鉄筋コンクリートの柱や梁（は
り）で、コンクリートに深いヒビ
割れがあったり、コンクリート
がはがれたり落下していると
ころはありませんか？
コンクリート内部から鉄筋が
剥き出し（むきだし）になって
きているところはありません
か？

・鉄筋コンクリート造の建物の場合、柱や梁（はり）を見て、図に例示する
ような深いヒビ割れやコンクリート剥離（はくり）、鉄筋の露出があれば
チェックしてください。

i-2 構造 鉄骨の柱、梁（はり）、階段な
どでサビがひどいところはあ
りませんか？

・鉄骨の柱、梁（はり）、階段などで、図に例示するようなひどい錆びが発
生している箇所があればチェックしてください。軽微な錆びの場合は
チェックしないでください。

i-3 構造 木造で、柱、梁（はり）、階段
などで腐食の激しいところは
ありませんか？

・木造の柱、梁（はり）、階段などで、図に例示するような腐食の激しい箇
所があればチェックしてください。

i-4 構造 建物全体で、柱、梁（はり）、
床、壁、天井などの構造につ
いて、危険なところはありませ
んか？

建物全体の柱、梁（はり）、床、壁、天井を通して、日常的に危険な箇所
があればチェックしてください。
例：柱が傾いている。梁（はり）がたわんでいる。床に不陸（ふろく・ふりく）
が生じている。

i-5 屋根 雨漏りで日常業務に支障が
起きているところはありません
か？

雨が降る度に雨漏りが生じるなど、雨漏りによって日常の業務に支障が
起きている箇所があればチェックしてください。
例：執務室部分に雨漏りが生じる。

i-6 屋根 現在、屋上で雨漏りしている
ところはありますか？
また、この1年以内に、雨漏り
が発生したところはあります
か？
「有」の場合、どの程度の強さ
の雨で発生しましたか？

日常的な雨では雨漏りは起きなくても、連続した雨や大雨の際に雨漏り
が生じた箇所があればチェックしてください。また、その時の状況を記入く
ださい。
※既に修繕等で雨漏りに対応した場合、修繕の実施日も記入ください。

施設管理者氏名

点検者氏名

■点検入力シート

施設名称

施設所管部署担当者氏名

不陸（ふろく・ふりく）＝ふぞろいであること。平らでないこと。
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番号 大項目 点検項目 点検の方法

不具合の有無
有：1
無：0

対象無：－

コメント
(不具合の発生場所・状況)

「1」を記入した場合は、必ず不具
合の場所や状況を記述ください。

i-7 屋根 屋根・屋上の仕上げ（防水
層、瓦等のふき材）に、ヒビ、
割れ、浮き、剥れ（はがれ）が
あるところはありませんか？

屋根・屋上の仕上げ部分に、図の示すような程度のヒビ、割れ、浮き、剥
れ（はがれ）がある場合、チェックしてください。

i-8 屋根 庇（ひさし）、笠木（かさぎ）、
パラペットにヒビ、割れ、剥れ
（はがれ）があるところはあり
ませんか？

庇（ひさし）や笠木（かさぎ）、パラペットの仕上げ部分に、図の示すような
程度のヒビ、割れ、浮き、剥れ（はがれ）がある場合、チェックしてくださ
い。

i-9 屋根 上記（i-8）の項目で、落下し
そうな部分はありませんか？
⇒落下しそうな部分があれ
ば、その落下箇所になりそう
な場所を立ち入り禁止にする
等の安全対策をとってくださ
い。

庇（ひさし）や笠木（かさぎ）、パラペットに落下しそうな部分があれば
チェックしてください。

i-10 屋根 屋根・屋上で水が溜まったり、
水はけが極端に悪いところは
ありませんか？

屋根や屋上で水溜りや水はけが極端に劣悪な箇所があればチェックして
ください。

i-11 屋根 排水溝や雨樋（あまどい）、
ルーフドレンに、落ち葉や泥、
ゴミの詰まりはありません
か？

排水溝や雨樋（あまどい）、ルーフドレンに落ち葉やゴミが詰まっている
箇所があればチェックしてください。

i-12 屋根 ルーフドレンの周囲に雑草が
生えたり、破損しているところ
はありませんか？

ルーフドレンの周囲に雑草が生えて水はけの邪魔になっている箇所があ
ればチェックしてください。

i-13 外構 雨樋（あまどい）が割れたり破
損しているところはありません
か？

雨樋（あまどい）が割れたり折れたりして破損している箇所があれば
チェックしてください。

i-14 外部 外壁の仕上げ材（吹き付け、
タイル、石貼り、コンクリート、
等）で、深いヒビ割れ、浮き、
はがれそうなところはありま
せんか？
「有」の場合、ヒビ割れ、浮き
やはがれそうなところは何ヵ
所程度ありますか？

外壁に図のような深いひび割れや浮き・剥れ（はがれ）がある箇所があ
ればチェックしてください。

i-15 外部 上記（i-14）の項目で、落下し
そうな部分はありませんか？
「有」の場合、落下しそうなと
ころは何ヵ所程度あります
か？
⇒落下しそうな部分があれ
ば、その落下箇所になりそう
な場所を立ち入り禁止にする
等の安全対策をとってくださ
い。

外壁で剥れ（はがれ）や割れで落下しそうな箇所があればチェックしてく
ださい。

笠木（かさぎ）・パラペット

パラペット＝屋上などの
端部に設けられた低い
手すり壁。構造物の先
端を保護するためのも
の。

笠木（かさぎ）＝パラペッ
トの上部

4 / 9 ページ



番号 大項目 点検項目 点検の方法

不具合の有無
有：1
無：0

対象無：－

コメント
(不具合の発生場所・状況)

「1」を記入した場合は、必ず不具
合の場所や状況を記述ください。

i-16 外部 外壁からサビ汁が出ていると
ころはありませんか？

図のような外壁のさび汁が発生している箇所があればチェックしてくださ
い。

i-17 外部 外壁から雨水がしみ込むとこ
ろはありませんか？

外壁から雨水がしみ込む箇所があればチェックし、状況を記入してくださ
い。

i-18 内部仕上げ 床面がはがれたり、浮いた
り、壊れているところはありま
せんか？

居室や廊下など、内部の床面において、床材がはがれたり、浮いたり、
壊れたりして、日常的に危険な箇所があればチェックしてください。

i-19 内部仕上げ 壁がはがれたり、浮いたり、
壊れているところはありませ
んか？

居室や廊下など、内部の壁において、壁材がはがれたり、浮いたり、壊
れたりして、日常的に危険な箇所があればチェックしてください。

i-20 内部仕上げ 天井がはがれたり、たわんだ
り、落下しそうなところはあり
ませんか？
⇒落下しそうな部分があれ
ば、その落下箇所になりそう
な場所を立ち入り禁止にする
等の安全対策をとってくださ
い。

居室や廊下など、内部の天井において、天井がはがれたり、たわんだ
り、壊れたりして、日常的に危険な箇所があればチェックしてください。
（特に雨漏りの跡には注意してください。）

i-21 内部仕上げ 室内において不具合を感じる
ところはありませんか？

建物内部を通して、日常的に問題が生じている箇所があればチェックし、
状況を記入してください。

i-22 建具 建具（外部扉や窓サッシ、窓
格子など）が、腐ったり壊れた
り、取付けが悪いところはあり
ませんか？

建具について腐ったり壊れたり取付けが悪く、機能的に支障が起きてい
る箇所があればチェックしてください。

i-23 建具 外部に面している建具でグラ
グラして落下しそうなところは
ありませんか？
⇒落下しそうな部分があれ
ば、その落下箇所になりそう
な場所を立ち入り禁止にする
等の安全対策をとってくださ
い。

外部の窓で、窓枠等が落下しそうな箇所があればチェックしてください。

i-24 建具 内部建具の開閉が困難なとこ
ろはありませんか？

建物内部の通路上となるドアで、開閉ができない状態、もしくはこの状態
に近い箇所があれば、チェックしてください。

i-25 建具 建具周囲のシーリング材に腐
食、亀裂等はありませんか？

建具周囲のシーリング材に腐食、亀裂があり、雨がしみこみそうな箇所
があればチェックしてください。

i-26 内部雑 金物（タラップ等）や手摺（階
段、廊下等）で、腐って壊れそ
うなところはありませんか？
落下しそうなところはありませ
んか？ ⇒落下しそうな部分
があれば、その落下箇所にな
りそうな場所を立ち入り禁止
にする等の安全対策をとって
ください。

建物の金物について、支柱（しちゅう）や接合部が腐って倒壊したり落下
しそうな危険な箇所があればチェックしてください。

i-27 内部雑 避難通路、避難扉の前に物
品が放置されている所はあり
ませんか？

避難の経路となっている廊下やドアの前に物品が放置されている箇所が
あれば速やかに動かしてください。

i-28 内部雑 避難設備（避難器具等）に不
具合はありませんか？

避難設備について、異常・不具合があればチェックしてください。
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番号 大項目 点検項目 点検の方法

不具合の有無
有：1
無：0

対象無：－

コメント
(不具合の発生場所・状況)

「1」を記入した場合は、必ず不具
合の場所や状況を記述ください。

i-29 外構 門扉やフェンスで、取付けが
悪くグラグラしていたり、腐っ
ているところはありません
か？

外部の門扉で、取付けが悪かったり、支柱（しちゅう）などが腐ってグラグ
ラしていて危険な箇所があればチェックしてください。

i-30 外構 敷地周りの塀や擁壁で、倒壊
したりグラグラして不安定なと
ころはありませんか？
⇒危険な箇所があれば、立ち
入り禁止にする等の安全対
策をとってください。

塀について、倒壊や傾きがあり、不安定な箇所があればチェックしてくだ
さい。また、日常的に危険な箇所がある場合もチェックし状況を記入して
ください。

i-31 外構 側溝（そっこう）につまり等の
不具合はありませんか？

敷地内の側溝（そっこう）に、日常的に詰まり等の不具合があればチェッ
クして下さい。

i-32 外構 建物周囲の外部構造物につ
いて、不具合等はありません
か？

建物周囲・敷地の構造物について、日常的に不具合箇所があればチェッ
クし、状況を記入してください。

i-33 避雷・屋外 外灯等の屋外照明器具や避
雷設備に、金属部分の腐食
や、取付けや設置が不安定
なものはありませんか？

外灯や玄関灯等の屋外照明器具について、金属部分の錆び・腐食がひ
どかったり、取付けや設置が不安定で日常的に危険なものがあれば
チェックしてください。

i-34 避雷・屋外 電線が垂れ下がったり、樹木
や屋根に接触しているところ
はありませんか？

電線が垂れ下がったり、樹木や屋根に接触したり、接触の危険がある箇
所があればチェックしてください。

i-35 避雷・屋外 落雷により、建物内の電気製
品が故障したり、事故等が発
生したことはありませんか？

落雷により、建物内の電気製品が故障したり、事故等が発生したことが
あればチェックしてください。

i-36 受変電 受変電設備の法定点検（メー
カー等による定期点検を含
む）が適正に実施されていな
いものはありませんか？

法定点検は、建物用途・規模等に応じて各種法律により義務付けられて
います。別紙資料巻末に法定点検一覧を添付していますので、対象建
物について該当する法定点検が適切に実施されているか確認の上、実
施されていないものがあればチェックし、状況を記入してください。

i-37 受変電 上記の法定点検（メーカー等
による定期点検を含む）で指
摘された事項はありません
か？

法定点検で是正の指導をうけていればチェックし、状況・内容を記入して
ください。

i-38 受変電 高圧受配電盤や電線管に腐
食はありませんか？

受変電設備の機器を収納している盤や、配線をまとめて入れている管に
極端な腐食がある場合にチェックしてください。

i-39 発電・
静止形電源

発電装置、直流電源装置の
法定点検（メーカー等による
定期点検を含む）が適正に実
施されていないものはありま
せんか？

法定点検は、建物用途・規模等に応じて各種法律により義務付けられて
います。別紙資料巻末に法定点検一覧を添付していますので、対象建
物について該当する法定点検が適切に実施されているか確認の上、実
施されていないものがあればチェックし、状況を記入してください。

i-40 発電・静止形電源 点検結果で劣化・不良の指摘
はありませんか？

法定点検で是正の指導をうけていればチェックし、状況・内容を記入して
ください。

i-41 発電・静止形電源 常駐保守者からの修理必要
等の報告はありませんか？

常駐保守者からの修理必要等の報告があればチェックし、状況・内容を
記入してください。

i-42 電力 非常用照明や誘導灯につい
て、点灯しない機器はありま
せんか？

非常用照明や誘導灯について、点灯しない機器があればチェックしてく
ださい。
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番号 大項目 点検項目 点検の方法

不具合の有無
有：1
無：0

対象無：－

コメント
(不具合の発生場所・状況)

「1」を記入した場合は、必ず不具
合の場所や状況を記述ください。

i-43 電力 スイッチ、コンセント、照明器
具等がグラグラしていたり、異
常音や電球切れが極端に頻
繁に発生する器具はありませ
んか？

スイッチ、コンセント、照明器具等について、取付けが悪くグラグラして不
安定なものや、異常な音がしたり、電球の球切れが極端に頻繁に発生す
るものがあればチェックしてください。

i-44 電力 分電盤（ぶんでんばん）や電
線管に腐食はありませんか？

分電盤（ぶんでんばん）や配線をまとめて入れている管に極端な腐食が
ある場合にチェックしてください。

i-45 電力 コードを床や壁にテープ等で
固定していたり、無理なタコ足
配線をしていたり、コンセント
まわりにホコリがたまっている
部分はありませんか？

電源コード等をテープで無理に固定したり、二重三重にタコ足配線をした
り、コンセントまわりにホコリがたまっている箇所があればチェックしてくだ
さい。

i-46 電力 ブレーカーが時々落ちること
はありませんか？

通常の業務中に、特定の原因もなくブレーカーが落ちることがある場合
にチェックしてください。

i-47 電力 洗濯機等でアース（接地）をし
ていないところはありません
か？

洗濯機等、水を使う機器等について、アース（接地）が確保されていない
ものがあればチェックしてください。

i-48 中央監視 常駐保守者からの修理必要
等の報告はありませんか？

常駐保守者からの修理必要等の報告があればチェックし、状況・内容を
記入してください。

i-49 中央監視 メーカーの部品製造停止によ
る故障時のリスクについて常
駐保守者からの報告はありま
せんか？

メーカーの部品製造停止により故障時に修理が不可である等、常駐保
守者からの報告があればチェックし、状況・内容を記入してください。

i-50 中央監視 運転・監視・操作性等につい
て、常駐保守者からの報告は
ありませんか？

運転・監視・操作性等について、常駐保守者からの報告があればチェッ
クし、状況・内容を記入してください。

i-51 通信・情報 放送が流れない、音が小さ
い、聞き取れない等はありま
せんか？

建物内で、放送が流れない・音が小さい・聞き取れない等の問題がある
場所があればチェックし、状況・内容を記入してください。

i-52 通信・情報 スピーカ等の拡声機器がグラ
グラしているものはありませ
んか？

拡声機器について、取付けや設置が悪くなってグラグラして危険な箇所
があればチェックしてください。

i-53 通信・情報 端子盤や電線管に腐食はあ
りませんか？

端子盤や配線をまとめて入れている管に極端な腐食がある場合にチェッ
クしてください。

i-54 通信・情報
（防災）

警報設備で現状及び訓練等
で警報が作動しなかった等は
ありませんか？

警報設備について、現状で確認されている異常・不具合があればチェッ
クしてください。

i-55 通信・情報
（防災）

防災設備（警報等）の法定点
検（メーカー等による定期点
検を含む）が適正に実施され
ていないものはありません
か？

法定点検は、建物用途・規模等に応じて各種法律により義務付けられて
います。別紙資料巻末に法定点検一覧を添付していますので、対象建
物について該当する法定点検が適切に実施されているか確認の上、実
施されていないものがあればチェックし、状況を記入してください。なお、
排煙・消火・防災の法定点検は通常は一括で行われています。

i-56 通信・情報
（防災）

上記の法定点検（メーカー等
による定期点検を含む）で指
摘された事項はありません
か？

法定点検で是正の指導をうけていればチェックし、状況・内容を記入して
ください。

i-57 給排水
衛生

水道水に、においや色など異
常を感じることはありません
か？

水道の水に、においや色が発生している箇所があればチェックしてくださ
い。

i-58 給排水
衛生

給水管、受水槽、高架水槽な
どに腐食、ひび割れ、変形、
漏水はありませんか？定期
点検等で異常が指摘されて
いませんか？
水道使用量に大幅な増加は
ありませんか？

目視できる範囲で、給水管・受水槽・高架水槽などに極端な腐食・よご
れ・ひび割れ・変形・漏水（ろうすい）などの不具合があればチェックしてく
ださい。
（不具合のある部屋・場所、不具合の内容・程度について記入してくださ
い。）
例：1F機械室　受水槽　ひび割れ　1ヶ所あり

i-59 給排水
衛生

排水の流れが悪いところ、ま
たはにおいがひどいところは
ありませんか？

流し台やトイレなど、排水が悪かったり、においがするところがあれば
チェックしてください。

i-60 給排水
衛生

便器や洗面台が壊れたり、詰
まったりしているところはあり
ませんか？

大便器や小便器について、壊れたり詰まったりしている箇所があれば
チェックしてください。
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番号 大項目 点検項目 点検の方法

不具合の有無
有：1
無：0

対象無：－

コメント
(不具合の発生場所・状況)

「1」を記入した場合は、必ず不具
合の場所や状況を記述ください。

i-61 給排水
衛生

給水・排水のポンプに異常音
や振動、腐食、変形、漏水は
ありませんか？

給水や排水のポンプについて、異常音や極端な振動、腐食、変形、漏水
（ろうすい）が発生している箇所があればチェックしてください。
（不具合のある部屋・場所、不具合の内容・程度について記入してくださ
い。）

i-62 給排水
衛生

湯沸器、給湯ボイラーに異常
音や振動、腐食、変形、漏水
はありませんか？

給湯ボイラーについて、異常音や極端な振動・腐食・変形が発生してい
る箇所があればチェックしてください。
（不具合のある部屋・場所、不具合の内容・程度について記入してくださ
い。）

i-63 給排水
衛生

給湯器や調理器具などの火
気排気口付近に異常はあり
ませんか。

排気口が塞がれていたり、排気口付近に黒くすすけているところがあれ
ばチェックしてください。

i-64 給排水
衛生

衛生設備の法定点検（メー
カー等による定期点検を含
む）が適正に実施されていな
いものはありませんか？

法定点検は、建物用途・規模等に応じて各種法律により義務付けられて
います。別紙資料巻末に法定点検一覧を添付していますので、対象建
物について該当する法定点検が適切に実施されているか確認の上、実
施されていないものがあればチェックし、状況を記入してください。

i-65 給排水
衛生

上記の法定点検で指摘され
た事項はありませんか？

法定点検で是正の指導をうけていればチェックをし、状況・内容を記入し
てください。

i-66 空調 空調機器に異常音や振動、
腐食、変形、漏水はありませ
んか？

冷暖房機（室内機・室外機）について、金属部分の腐食や変形、異常音
が発生している機器があればチェックしてください。
（不具合のある部屋・場所、不具合の内容・程度について記入してくださ
い。）

i-67 空調 温度調整や風量調整が故障
しているところはありません
か？

冷暖房機について、温度調整や風量調整ができる仕組みになっている
にも関わらず、調整が効かない機器があればチェックしてください。
（不具合のある部屋・場所、不具合の内容・程度について記入してくださ
い。）

i-68 空調 メーカー等の保守点検で指摘
された事項はありませんか？

メーカー等の点検で是正の指導をうけていればチェックをし、状況・内容
を記入してください。

i-69 換気 換気設備に異常音や振動、
腐食、変形はありませんか？

便所等で換気設備が壊れている、悪臭がする等があればチェックをし、
状況を記入してください。
（不具合のある部屋・場所、不具合の内容・程度について記入してくださ
い。）

i-70 換気 フィルター等の清掃は行き届
いていますか。また、破れたり
脱落したりしているところはあ
りませんか？

日常保守できない状況があればチェックし状況内容を記入してください。

i-71 換気 湯沸室など火気を使用する部
屋で換気設備がないところは
ありませんか？

会議室、事務室、ガス湯沸器のある湯沸室や、ガスコンロ等の火気設備
がある部屋で、自然換気ができる窓または換気設備がなければチェック
をしてください。
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番号 大項目 点検項目 点検の方法

不具合の有無
有：1
無：0

対象無：－

コメント
(不具合の発生場所・状況)

「1」を記入した場合は、必ず不具
合の場所や状況を記述ください。

i-72 ガス ガス管にさびや腐食はありま
せんか？また、使用できない
ガス栓はありませんか？

配管に極端なさびや腐食があればチェックしてください。また壊れて使用
できないガス栓があればチェックし場所を記入してください。

i-73 ガス ガス器具の付近で臭気はあり
ませんか。

ガス管・ホースが痛んでいると、ガス器具の付近で臭気が発生し、非常
に危険です。ガス漏れ警報器の設置も検討してください。

i-74 ガス 法定点検（メーカー等による
定期点検を含む）で指摘され
た事項はありませんか？

法定点検で是正の指導をうけていればチェックをし、状況・内容を記入し
てください。

i-75 排煙 窓の開閉に支障はありません
か？
（物品が置かれている等を含
む）

窓の開閉の障害となるような物品が置かれていたり、窓の鍵が壊れてい
る等が
あればチェックをし、状況・内容を記入してください。

i-76 排煙 排煙設備、防火ダンパの法定
点検（メーカー等による定期
点検含む）で、適正に実施さ
れていないものはありません
か？

法定点検は、建物用途・規模等に応じて各種法律により義務付けられて
います。別紙資料巻末に法定点検一覧を添付していますので、対象建
物について該当する法定点検が適切に実施されているか確認の上、実
施されていないものがあればチェックし、状況を記入してください。

i-77 排煙 法定点検（メーカー等による
定期点検を含む）で指摘され
た事項はありませんか？

法定点検で是正の指導をうけていればチェックをし、状況・内容を記入し
てください。

i-78 消火 消火設備に腐食、変形、液漏
れはありませんか？

建物に設置されている消火設備について、異常・不具合が発生している
機器があればチェックしてください。
（不具合のある部屋・場所、不具合の内容・程度について記入してくださ
い。）

i-79 消火 消火設備の法定点検（メー
カー等による定期点検含む）
で、適正に実施されていない
ものはありませんか？

法定点検は、建物用途・規模等に応じて各種法律により義務付けられて
います。別紙資料巻末に法定点検一覧を添付していますので、対象建
物について該当する法定点検が適切に実施されているか確認の上、実
施されていないものがあればチェックし、状況を記入してください。

i-80 消火 上記の法定点検で指摘され
た事項はありませんか？

法定点検で是正の指導をうけていればチェックをし、状況・内容を記入し
てください。

i-81 昇降機 エレベーター等について、日
常的に異常を感じるところは
ありませんか？

エレベーター等について、日常的に異常・危険を感じる箇所があれば
チェックしてください。

i-82 昇降機 エレベーター等の法定点検
（メーカー等による定期点検
を含む）が適正に実施されて
いないものはありませんか？

法定点検は、建物用途・規模等に応じて各種法律により義務付けられて
います。別紙資料巻末に法定点検一覧を添付していますので、対象建
物について該当する法定点検が適切に実施されているか確認の上、実
施されていないものがあればチェックし、状況を記入してください。

i-83 昇降機 上記の法定点検（メーカー等
による定期点検を含む）で指
摘された事項はありません
か？

法定点検で是正の指導をうけていればチェックし、状況・内容を記入して
ください。

i-84 昇降機 乗降ロビーに物品が置かれ
ていませんか？

非常用エレベーターの乗降ロビーに物品が置かれていればチェックし、
状況・内容を記入してください。
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既存建築物の法適合性確認点検業務

学校名 吹田市立 ○○○○○学校 調査 年 月 日

年 月

床面積

㎡ 固定無し

写真 概略図

全景

脚部

  保管物

→

1

計画通知等 検査済証

① ○○○○

調 査 個 票

建物番号 名称 用途 施設台帳番号 設置年月

方法等

設置場所 所管者 保管物 構造・形式等
寸法 設置方法

W D H 固定在り

判定理由 改修方法

錆腐食 割れ 変形 固定物 汚損他 適合

平面図

立面図

劣化度判定等

法
適
用

対
象

 法適合判定

(A～D､撤去)

対
象
外

不適
合



西暦 月 日

床面積

倉庫類 便所等 ｺﾞﾐ庫類 その他 ㎡ 西暦 月
適
合

不
適
合

(理由)
錆
腐
食

割
れ

変
形

固
定
物

汚
損
他

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

合計 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

○○○○

調 査 結 果 集 計 表

建物
番号

名称 設置場所

用途 構造・形式等

施設台帳番号

既存建築物の法適合性確認点検業務

吹田市立 ○○○○○学校 調査
年月日

和暦

注記

稼働
状況

改修
方法

和暦

○○○○

○○○○

法対象 劣化度
法対
象外

検査
済証

計画
通知

経
過
年
数

設置年月

(所管等)

備  考



㊞

㊞

記

2

名　 　称

所 在 地

遊　具　定　期　点　検　報　告　書　

下記学校の遊具について、定期点検した結果は別紙のとおりです。

令和　　　　年　　　　月　　　　日

学校管理課長　あて

点検者

4

名　 　称

所 在 地

所 在 地
5

名　 　称

所 在 地

所属名称

1

3

所 在 地

名　 　称

業　務　名

代表者名

点検者氏名

資格・番号

6

業務期間 令和　　　　年　　　　月　　　　日　　　～　　　令和　　　　年　　　　月　　　　日

名　 　称

所 在 地
7

学　校　名

名　 　称

所 在 地

名　 　称



学校名 遊具箇所数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

備考

遊 具 総 括 表



学校名：

写真番号 遊具名 内　　　　容 判　　　定

配置図に写真番号と遊具名及び位置を落とし込むこと。

点 検 遊 具 一 覧



年　　月

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 ボルト、ナット類のゆるみ、紛失はないか

 パイプ類の曲がり、破損、腐食はないか

 登り棒の変形、磨耗、錆はないか

 握りバーの変形、磨耗、錆、ぐらつきはないか

 支柱地際部（基礎上部支柱パイプの接点）の腐食、基礎の割れはないか

 基礎の地際部への露出はないか

遊 具 履 歴 書
■基本情報

学校園名

遊  具  名

設置場所

購入先業者

素　　　　材

判　　定

標準使用期間

（遊具の写真を添付）

写真番号

点　検　内　容

備品番号

設置年月

備考

 木部の腐食はないか

 塗装の著しい剥離、錆はないか

 チェーン類の磨耗、切断部はないか

 踊り場等の鉄板の破損、穴あき、腐食はないか

 ソケット、鋳物等の割れ、破損はないか

 鉄部、木部をテストハンマー等でたたいた時に異常音はないか

 本体を揺すった時に本体のがたつき、基礎のがたつきはないか



凡例

●

K

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai

躯体等 仕上げ等 窓サッシ等 室外機等 躯体等
防火区画

の壁
界壁

令114条
内装制限 躯体等

防火区画
の床

内装制限 500㎡以上

敷地・外構

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

　
項目

　　　棟

敷地及び地盤 建築物の外部 屋上及び屋根 建築物の内部

床 天井

防火設備
照明器
具等

採光・換気 石綿等

01.吹田第二小学校 01.吹田第二小学校

要是正　判定 D ・・・・・・

既存不適格     ・・・・・・

避難施設等 その他

地盤 敷地 通路 塀 擁壁 基礎

外壁

屋上面 屋上回り 屋根
機器

工作物
防火区画

壁の室内に面する部分

避雷設備
その他
設備

通路 廊下 出入口
避難

バルコ
ニー

階段
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